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概 況

今世紀最後の年に当たる２０００年の世界経済は、IT（情報通信技術）の進展により、一層のボー

ダーレス化、シングルマーケット化に変化しつつあり、その規模も拡大の傾向にあるといえよう。

これにともない、世界の海上荷動き量も増加していると推計されている。

このような中、わが国の海上貿易量も前年比、約５％近くの伸びを見せており、また世界に占

めるわが国のシェアは年々微減傾向にあるものの、約１６．６％と、大きいシェアとなっている。

このようなわが国経済活動を支えるために必要な海上輸送を担うわが国海運の現状は、内・外

航を含めた日本籍船舶（１００総トン以上の日本商船船腹）は、２０００年央で５，８８０隻、約１，４８７万 G!T、

約２，０９０万 D!Wであり、８６年央以来、減少の一途を辿っている。

一方、日本外航商船隊（２０００総トン以上の日本籍外航船及び外国用船）は２，０３９隻、６，９１４万 G!T、

１０，２５２万 D!Wであり、９８年央以来、連続して増加しており、このうち外国用船の占める割合が

拡大する傾向が見られる。

当協会は、ボーダーレス化、シングルマーケット化する国際市場の競争原理に外航海運企業が

伍していくための国際的イコールフッティング（競争環境整備）等競争力強化策をはじめ、経済

・社会の変化に応じた規制緩和等を前年に引き続き、関係方面に強く求めた。

さらに、地球環境の保全が声高に叫ばれており、地球表面の大部分を占める海洋を活躍の場と

する海運業界としても、その保全について、さまざまな局面から検討を行ない、種々の方策推進

に努めており、その一環として「環境対策特別委員会」が「環境憲章」を策定した他、「エリカ

号」事故を契機とした欧州におけるシングルハルタンカーに係る地域規制の策定の動きに当たっ

ては IMO等国際的な場での検討を求め、船底防汚塗料等個別なハード面からの規制についても、

業界意見の反映に努めた。

環境保全に関連し、資源の有効利用方策との観点から船舶リサイクル問題について海運、造船

業界、解撤業界の３業界および関係業界と連携し、「シップ・リサイクル連絡協議会」を設置す

る等して検討を進めている。

一方、日米欧で運賃同盟や協議協定に対する独禁法の適用除外見直し問題については、OECD

海運委員会等公的な場で、本制度の必要性を強く訴えている。

国内においては「首都圏第３空港」建設構想について、当協会は、船舶の航行安全の確保を中

心に、経済活動を支えるインフラとしての重要性をも踏まえ、関係方面に強く訴えている。

内航海運についても、経営環境は非常に厳しいものがあるが、国内物流、特に石油、鉄鋼等の

基幹産業物資の輸送に重要な役割を果たしつつ、環境にも配慮した輸送モードの一つとして、対

応していく必要がある。
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１・１ 海運対策の推進

１・１・１ イコールフッティング実

現に向けての活動

外航海運は、世界単一市場における熾烈な国際競

争にさらされている。わが国外航海運業がわが国よ

りも有利な海運税制等の恩恵を受けている諸外国海

運企業とのグローバルコンペティションに挑んでい

くにあたり、少なくとも諸外国と同等の条件で競い

合えるような制度・仕組みが必要であるということ

は海運業界の一致した願いであり、まさに当協会が

予てよりイコールフッティングの実現を要請してい

る所以である。

当協会は、先進海運国との「イコールフッティン

グの実現」を要望するにあたり、諸外国の状況を調

査した。（資料１―１参照）

その結果、諸外国の償却制度に比べ、わが国の制

度は、特別償却制度を利用した場合にも償却可能限

度額や取得後５年間の償却可能範囲などの面で見劣

りがすることが分かった。また、日本では船舶に登

録免許税や固定資産税が課税されているが、英国で

はともに非課税、ノルウェー、オランダ、デンマー

クなどの先進海運国では固定資産税が非課税とされ

ており、日本籍船のコスト高要因のひとつとなって

いる。欧州の多くの国で、トン数標準税制の導入や

船員所得税や船員社会保険料の軽減がなされる一方

で、わが国船社は厳しい条件のもと、たゆまぬ自助

努力を行っている。

第二船籍制度や配乗要件の緩和という観点でみて

も、わが国では日本人船・機長２名体制の国際船舶

がようやく実現したところであるのに対し、英国・

ノルウェーでは全員外国人配乗可能となっており、

デンマーク・ドイツでも船長のみ自国籍人とされる

この章のポイント

・「イコール・フッティングの実現」に向け、諸外国の

実情を調査。

・実効ある国際船舶制度の実現に向け、施策の具体化が

徐々に進展。

・平成１３年度税制改正において、船舶の特別償却制度・

圧縮記帳制度の延長等、当協会の要望が概ね認められ

る。

・海運関係分野における規制緩和について、引き続き、

国に対して強力に働きかけを行う。

・アジアで初めてのクォリティー・シッピングセミナー

がシンガポールで開催される。

・海運!造船!解撤の３業界および関係業界が連携し、
適切な船舶リサイクル促進のあり方について検討する

「シップ・リサイクル連絡協議会」を設置した。

１ 海運政策

１・１ 海運対策の推進

１・２ 平成１３年度海運関係税制改正

１・３ 平成１３年度海運関係予算

１・４ 海運関係分野の規制緩和の一層の推進

１・５ クオリティ・シッピングの推進

１・６ 船舶リサイクル（解撤）

１・７ トン数標準課税方式

１・８ 外国における船舶所得等に対する課税

状況

１・９ マリタイムジャパン研究会

１・１０ 当協会会員会社の１９９９年度設備資金借

入状況

１．海 運 政 策
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〔資料１―１〕 他の先進海運国とのイコール・フッティングについて

〈税制面〉 諸外国との海運税制比較 ２００１年９月

項 目 イギリス ド イ ツ フランス ノルウェー デンマーク オランダ

法人税率 ３０％ ３０％ ３３．３％ ２８％ ３４％ ３５％

実効税率
（調整後）

３０％ ３８．５％ ３５．３％ ― ― ―

トン数標準税制 導入 導入 未導入 導入 導入検討中 導入

償却率 ２５％定率法
２５％まで定率法
８．３３％定額法

３１．２５％定率法（耐用年数６年）
～１２．５％（同２０年）

１２．５％定額法（同８年以上）
２０％定率法 ３０％定率法 ―

償却可能限度額 １００％ ９８．７５％ １００％ １００％ １００％ ―

取得後５年間の
償却可能範囲

７６％
定率法（２５％）

７６％
定率法（２５％）

８５％
定率法（３１．２５％）

６７％
定率法（２０％）

８３％
定率法（３０％）

―

登録免許税 非課税 課税 ― 課税 課税 課税

固定資産税 非課税 課税 ― 非課税 非課税 非課税

船員所得税 免除 軽減 減免 軽減 減免 軽減

船員社会保険料 軽減 ― 軽減 軽減

上記以外の
主要政策税制

項 目 アメリカ 韓 国 台 湾 香 港 シンガポール 日 本

法人税率 ３５％ ２８％ ２５％ ―
２６％

（海運業収益は非
課税）

３０％

実効税率
（調整後）

４０．７％ ― ― ― ― ４０．９％

トン数標準税制 未導入 未導入 未導入 未導入 未導入 未導入

償却率 ２０％定率法
定額法

または定率法

定額法、定率法、作業
時間法があり選択しな
ければ定額法

１０％定率法
（外航船）

定額法

タンカー
（耐用年数１３年）

７．６％定額法、１６．２％
定率法

貨物船（同１５年）
６．６％定額法、１４．２％

定率法

償却可能限度額 １００％ １００％
９２．７１％（耐用年数１２年）
～９４．７４％（同１８年）

１００％
免税につき支払税
額への影響無し

９５％

取得後５年間の
償却可能範囲

６７％
定率法（２０％）

６３％
定率法（１８．２％）
耐用年数１５年と
して算定

６０％
定率法（１６．９％）

２，０００G!T超タンカー
の場合

７６％
定率法（２０％）

初年度一時償却（６０％）
＋定率法（１０％）

免税につき支払税
額への影響無し

６１％定率法（１４．２％）
＋特償（１８％）

４２％定額法（６．６％）
＋特償（１８％）

共に貨物船（耐用年
数１５年）の場合

登録免許税 ― ― ― ― ― 課税

固定資産税 ― ― ― ― ― 課税

船員所得税 ― ― ― ― ― 課税

船員社会保険料 ― ― ― ― ― 支払

上記以外の
主要政策税制

運航補助制度
MSP

海運業収益非課税
AIS

（日本船主協会調べ）

１．海 運 政 策

4 船協海運年報２００１



など、かなり緩和されているのが現状である。わが

国ではハード面でも要件が課せられており、税制・

規制・コストなどの面で諸外国に比べ不利な条件が

重なった結果、２０００年央で日本籍船は１３４隻にまで

減少しているが、英国・ノルウェー・オランダなど

では、トン税をはじめとする海運強化策が功を奏し、

他国籍船の数を自国籍船が大幅に上回っている。

こうした状況を踏まえ、当協会は、真の国際的自

由競争に伍していくための恒久的かつ安定的な税制、

制度の確立を訴えており、とりわけ船舶の特別償却

制度をはじめとする海運関係税制については、少な

くとも現状より後退することがないよう、関係方面

に強く求めていくこととしている。

なお、国際船舶制度、規制緩和、税制、トン税な

どの詳細については、各項目に委ねる。

１・１・２ 実効ある国際船舶制度の

実現に向けて

１９８５年のプラザ合意以降の円高の影響と維持コス

〈規制面〉 第二船籍（国際船舶）制度・配乗要件の緩和に関する国際比較

イ ギ リ ス
配乗要件の緩和
Ｎ：４３０ ・原則的に国籍要件を廃止
Ｆ：１８０ ・軍事上重要な英国船籍の船長のみ英国、英連邦、EU、NATO加盟国の国籍に限定。

ド イ ツ
ドイツ国際船舶登録制度（ISR!GIS）
Ｎ：５３０ ・配乗要件を船長（ドイツ人）＋１～４人のドイツ人またはEU国籍人に緩和。
Ｆ：１，０４６ ・三航機以下の職員・部員の一定数の外国人船員を出身国の賃金水準で雇用

フ ラ ン ス
ケルゲレン島籍

・乗組員中３５％（うち４人職員）がフランス人
・船舶所有者は仏籍で仏居住。

ノルウェー

ノルウェー国際船舶登録制度（NIS）
Ｎ：１，２０８ ・原則船長１名はノルウェー人だが、多くは全員外国人配乗。
Ｆ：７０２ ・船長以外の外国人船員は出身国の賃金水準で雇用可（船長も例外規定あり）。

・１９９８年末のNIS登録船：７５０隻、１，９９２万G!T

デンマーク

デンマーク国際船舶登録制度（DIS）
Ｎ：４２７ ・船長のみデンマーク人。
Ｆ：２１５ ・船長以外の外国人船員は出身国の賃金水準で雇用可。

・１９９８年末のDIS登録船：４７３隻、５０９万G!T

オ ラ ン ダ
配乗要件の緩和
Ｎ：４７６ ・最長２年間EUか EEA国籍を持ち試験に通った外国人船長の配乗可。
Ｆ：２０４

日 本
国際船舶制度……制度上、種々の制約があり現時点で実績は３隻
Ｎ：１３４ ・船・機長２名のみ日本人。
Ｆ：１，９０５ ・承認を受けた外国人船員配乗可。

（出典）日本船主協会「日本海運の現状」２０００年１０月号
※国名の下の数字は当該国商船隊隻数で、Ｎ：自国船籍船数、Ｆ：多国籍船数
（日本：２０００年、ノルウェー：２００１年、イギリス：１９９９年、他：１９９８年の数字）

〈コスト面〉 船員に関する税制等の比較

イ ギ リ ス ド イ ツ フ ラ ン ス ノルウェー デンマーク オ ラ ン ダ 日 本

所 得 税 免除 軽減 減免 軽減 減免 軽減 課税

社会保険料 軽減 ― 軽減 ― ― 軽減 支払

１．海 運 政 策
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トの高さによる日本籍船及び日本人船員の減少が続

く中、運輸省海上交通局長の私的懇談会で１９９５年に

まとめられた報告書『日本商船隊浮上への試練』の

提言を基に、１９９６年３月から１９９７年５月まで海運造

船合理化審議会において国際船舶制度の拡充策につ

いて検討がなされ、報告書『新たな経済環境に対応

した外航海運のあり方』が取りまとめられた（船協

海運年報１９９７）。報告書に盛り込まれた施策とその

後の措置・検討状況は資料１―２のとおりである。

１９９９年５月、改正船舶職員法の施行により、「船

員の訓練及び資格証明ならびに当直の基準に関する

国際条約（STCW条約：International Convention on

Standards of Training, Certification and Watchkeep-

ing for Seafarers）」の締約国が発給した資格証明書

〔資料１―２〕 海造審報告（１９９７年５月）の施策とその後の措置・検討状況（２００１年７月１日現在）

項 目 １９９７年海造審報告 措置および検討状況等

船 舶 税 制

特別償却および圧縮記帳制度は海運

政策の重要な柱。

また、登録免許税、固定資産税の特

例措置の拡充を推進。

２０００年度末が適用期限となっていた船舶の特別償却制度は

２００２年度末まで、同じく圧縮記帳制度は２００５年末まで適用

期限を延長。

・１９９９年度税制改正により、登録免許税の軽減措置（本則

４!１，０００を１!１，０００に軽減）の対象に船齢５年未満の船舶
を追加したほか、国際船舶の範囲を見直した（２００１年度

末が適用期限）。

・固定資産税の軽減措置（１!１５）は２００１年度分まで適用。

船 員 税 制

実現可能な方策についてさらに検討。 官労使で構成される海運関連税制勉強会（座長：山下学東

京経営短期大学助教授）において船員税制につき検討する

も、具体化には至っていない。

日本人船員の

確保・育成策

官労使が協力して、若年船員を対象

として、実践的な教育訓練スキーム

の早期確立。

国際船舶制度に係る教育訓練スキームとして、若年船員養

成プロジェクトが１９９８年１０月より開始（訓練生は第１期１０

名、第２期１１名、第３期１０名）。

外航船員就労対策事業費補助金として「若年船員養成プロ

ジェクト」に５，０００万円、国際船舶制度推進事業費補助に

９００万円が認められた。

船舶金融の充実
官民の役割分担に配慮しつつ、所要

資金の確保、弾力的運用に努める。

日本政策投資銀行融資の運用が弾力化され、ドル建て融資

等が可能となった。

国 際 船 舶 の

配 乗 体 制 、

外国人船員の

資 格 等

国際船舶にあっては、船長および機

関長は日本人であることを原則。ま

た、船員の就労体制、養成期間を考

慮すれば、それに応じた予備員、養

成船員が必要。

国際船舶について、日本人船長・機

関長２名配乗体制で運航できるよう、

その他の職についての外国人船員に

対する海技資格付与等の実施に向け

て検討。

１９９９年５月、改正船舶職員法施行。これにより、国際船舶

に乗り組む外国人船員に日本の海技資格を付与するための

法的裏づけがなされ、２０００年３月末までに、承認船員を配

乗した国際船舶が３隻実現した（うち２隻は、日本人船・

機長２名配乗船）。

船員法関連資格のうち、２００２年２月以降航海当直職員全員

に必要となる電波法上の資格については養成講習によって

外国人（フィリピン人）船員に付与する方法が導入される

こととなった。「衛生管理者」資格については、簡便な方

法で外国人船員に付与する方法を確立すべく関係省庁に働

きかけをおこなっている。

そ の 他

わが国外航海運の国際競争力の確保、

高コスト構造の是正等の観点から、

阻害要因を除外していくことが必要。

政府は、２００１年度を初年度とする「規制改革推進３か年計

画」を推進。

当協会としても、未解決事項の実現に向け、さらなる規制

緩和・撤廃を要望している。

１．海 運 政 策
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受有者は運輸大臣（現：国土交通大臣）の承認を経

て日本籍船に職員として乗船できることとなった。

（船協海運年報１９９９参照）

２０００年１月にフィリピンのマニラ市で第１回目の

承認試験が実施され、４８名のフィリピン人船員が受

験し、全員合格した。その後、承認試験は、２０００年

度末までに計４回実施され、累計で２５６名の外国人

船員（すべてフィリピン人）が承認を受けている。

２０００年２月初めから行われた外航労使交渉では承認

船員配乗の国際船舶に乗り組む日本人船員の労働条

件が協議され、２月２９日に当面の問題について合意

に達した。

この合意を基に関係船社において調整が行われた

結果、２０００年３月末までに日本人船長・機関長２名

配乗船２隻を含む３隻の初の承認船員配乗の国際船

舶が誕生した（船協海運年報２０００参照）。

外国人船員承認に関し、既存日本籍船を日本人船

長・機関長２名配乗船へ円滑に移行するため、日本

船に配乗が義務付けられている資格――衛生管理者、

船舶料理士について、また、STCW条約により２００２

年２月以降、航海士全員に保有が義務付けられる無

線資格（わが国の資格では第一級海上特殊無線技士

［一海特］が相当する）――を外国人船員に簡便な

方法で付与する制度を確立するよう、関係各方面に

働きかけを行った。その結果、一海特についてはフ

ィリピンにおいて、日本無線協会が資格付与のため

の養成課程講習を実施することとなった。

国際船舶における日本人船長・機関長２名配乗体

制実現に伴う外国人船員に対する海技資格の付与お

よび日本人船員の確保育成策については、"日本船

員福利雇用促進センター（SECOJ）の「国際船舶制

度に係る教育訓練スキーム及び外国人船員に対する

海技資格の付与の方法に関する検討会」が検討を行

ってきたが、同検討会は検討範囲を施策の具体化の

ための検討と施策立ち上がり後のフォローアップを

行うことに変更し、「施策の具体化のための検討・

施策立ち上がり後のフォローアップを行うための官

労使参加による検討会」（座長：加藤俊平東京理科

大学教授、以下「SECOJ検討会」）（資料１―３参

照）と改称された。SECOJ検討会は２０００年度は２

回開催され、承認試験の実施状況、若年船員養成プ

ロジェクトの現状の報告等がなされた。

〔資料１―３〕

施策の具体化のための検討・施策立ち上がり後のフォローアップを行なうための官労使参加による検討会

委 員 名 簿

（敬称略、順不同、平成１３年７月２７日現在）

（委 員）

加藤 俊平 東京理科大学 教授

植村 保雄 !日本船主協会 常務理事・企画調整部長

岡本 永興 全日本海員組合 国際汽船局外航部副部長

杉浦 哲 !日本船主協会 政策委員会幹事

新井 清和 !日本船主協会 政策委員会幹事

中本 槇夫 全日本海員組合 国際汽船局外航部長

兵頭 康 !日本船主協会 政策委員会幹事

井上 晃 !日本船主協会 船員対策室長

三尾 勝 全日本海員組合 政策教宣局総合政策部長

（国土交通通省）

竹田 聡 海事局海事産業課国際海上輸送企画官

石谷 俊史 海事局海事産業課課長補佐

内田 傑 海事局船員部調整官

山内 信重 海事局船員部労政課専門官

庄司新太郎 海事局船員部労政課雇用対策室課長補佐

金田 章治 海事局船員部労政課船員教育室海技企画官

三上 誠順 海事局船員部労働基準課課長補佐

長濱 克史 海事局船員部船舶職員課海技資格制度対策室長

加藤 琢二 海事局船員部船舶職員課課長補佐

１．海 運 政 策
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１・２ 平成１３年度海運関係税制改正

平成１３年度税制改正要望について、当協会では平

成１２年９月に開催された定例理事会において、平成

１２年度末に期限切れを迎える船舶の特別償却制度お

よび買換特例（圧縮記帳制度）の延長などを中心と

した「平成１３年度税制改正要望」を取りまとめ、政

府・国会等、関係方面への要望活動を開始した。

（資料１―４参照）

平成１３年度の税制改正については、国内景気の低

迷による法人税収不足が見込まれている中、大蔵省

（現：財務省）は税の公平・中立・簡素化を旨とし

て租税特別措置を徹底的に整理・合理化する方針を

打ち出し、１１月２７日に出された整理案では船舶の特

別償却制度、船員教育訓練施設（シミュレーター）

の特別償却制度、圧縮記帳制度が廃止とされるなど、

極めて厳しい内容となっていた。

当協会は同整理案が示されたことに対し、これら

現行税制はわずかに残された海運税制の柱というべ

きものであり、わが国の海運会社が諸外国に対する

最低限の国際競争力を維持するためには不可欠であ

ることから、政府・国会方面に向け、現行内容での

延長を強力に訴えた。

その結果、１２月１４日に発表された与党（自民・公

明・保守）税制改正大綱において、船舶の特別償却

制度・圧縮記帳制度の延長をはじめ、当協会の主張

は概ね認められた。

平成１３年度税制改正のポイントは以下のとおりであ

る。（詳細は資料１―５参照）

!１ 船舶等の特別償却制度

・内航二重構造タンカーが特償率１８％（現行１９％）

とされた他は全て現行内容で２年間延長された。

（外航二重構造タンカーの１９％特例については、

平成１８年３月３１日で制度を廃止）

・船員訓練設備の特別償却については、現行内容

で２年間延長された。

!２ 特定資産の買換特例（圧縮記帳制度）

・現行内容にて５年間延長された。

!３ その他

・公害防止用設備の特別償却制度については、脱

特定物質から CFCが除外された以外は、現行

内容にて２年延長された。また、脱特定物質（脱

フロン）対応型設備に対する固定資産税の課税

特例については、平成１３年度以降取得分につき

課税標準を現行の４!５から５!６とすることとされ、

特例自体は２年間延長された。

・中小企業投資促進税制（中小企業による機械装

置等の取得に係る特例）については、現行内容

にて１年間延長された。

なお、平成１３年度税制改正後の海運関係税制は資

料１―６のとおりである。

〔資料１―４〕 平成１３年度税制改正要望事項

○海運関係事項

１．船舶の特別償却制度の延長

本制度（償却率 外航近代化船１８!１００、内航近代化

船１６!１００、二重構造タンカー１９!１００）は、平成１３年３

月末をもって期限が到来する。

外内航ともに省力化・技術革新に対応し環境にも配

慮した船舶を整備するため、また、外航海運において

は、諸外国海運企業がわが国より有利な減価償却制度

をはじめとする海運税制の恩恵を受けていることに鑑

み、諸外国に劣らない諸条件を整備し国際競争力を維

持するため、本制度を延長すること。

２．船員教育訓練施設の特別償却制度の延長

本制度（償却率１６!１００）は、平成１３年３月末をもっ

て期限が到来する。

１．海 運 政 策
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船員の資質向上を図り、日本商船隊を支える高度な

船舶運航・荷役技術水準を維持するため、本制度を延

長すること。

３．特定資産の買換（圧縮記帳制度）の延長

本制度（船舶から船舶：譲渡差益の８０％、内航船舶

から減価償却資産：譲渡差益の８０％を圧縮記帳）は、

平成１３年３月末をもって期限が到来する。

わが国の経済活動と国民生活を支える物資・資源の

安定輸送を図るには、時代の要請に応える船舶の整備

が不可欠である。近代的な設備を有する船舶への買換

を促進するため、本制度を延長すること。

４．公害防止用設備の特別償却制度の延長

オゾン層を破壊する特定物質の代替物質を使用した

コンテナ用冷凍設備に対する特別償却制度（特償率：

１６!１００）は、平成１３年３月末をもって期限が到来する

が、オゾン層破壊防止の観点から、本制度を延長する

こと。

５．脱特定物質（脱フロン）対応型設備に対する固定資

産税の課税特例の延長

脱特定物質対応型設備（コンテナ用冷凍装置）に対

する固定資産税の課税の特例（課税標準：取得後３年

間 ４!５）は、平成１３年３月末をもって期限が到来す

るが、地球環境保護の観点から、本制度を延長するこ

と。

６．中小企業投資促進税制の延長

中小企業投資促進税制（中小企業の内航貨物船等の

設備取得時、３０!１００の特別償却又は７!１００の税額控除）

は、平成１３年５月末をもって期限が到来するが、中小

船主のリプレースを促進する観点から、本制度を延長

すること。

○国際課税

１．特定外国子会社に係る留保金課税の改善

・特定外国子会社については、留保所得のある子会社

のみならず、欠損金のある子会社も合算の対象とす

ること。

・課税済留保金額の損金算入制限を緩和すること。

・控除未済課税済配当の控除期間制限を撤廃すること。

・軽課税国の判定基準（いわゆる２５％基準）を引き下

げること。

・適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」を外すこ

と。

２．連結納税制度の早期導入

連結納税制度を早期に導入するとともに、導入に際

しては、国内子会社に加え、直接・間接保有１００％の

特定外国子会社についても連結納税制度の対象とする

こと。

３．特定外国子会社の設立における特定の現物出資の課

税の特例の改善

特定の現物出資による特定外国子会社の設立につい

ては、国内子会社同様に本特例を適用すること。

４．外国税額控除制度の拡充

・控除限度超過額の損金算入制度の創設

控除限度超過となった外国法人税は繰越か損金算

入の選択を認めること。

控除不能が確定した繰越外国法人税は損金算入を

認めること。

・控除限度超過額及び控除余裕額の繰越期間を３年か

ら５年に延長すること。

・間接外国税額控除制度の拡大

間接税額控除の持株比率の制限を現行の「２５％以

上」から、欧米先進国並みの「１０％以上」とするこ

と。

間接外国税額控除の適用範囲を孫会社から、曾孫

会社まで拡大すること。

○一般税制

１．欠損金の繰越期間の撤廃または延長

２．欠損金の繰戻し還付の不適用措置の廃止

３．受取配当金の益金不算入枠についての制限撤廃

４．日本船主責任相互保険組合の法人区分の変更

船主相互保険組合を法人税法第２条７号に規定する

「協同組合等」から同条第６号に規定する「公益法人

等」に変更すること。

１．海 運 政 策
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〔資料１―５〕 平成１３年度税制改正重点事項 最終結果

項 目 現行制度 要望内容 最終結果

船舶の特別償却制度

償却率
・外 航 近 代 化 船：１８!１００
・内 航 近 代 化 船：１６!１００
・二重構造タンカー：１９!１００

適用期限の延長

内航二重構造タンカーの償却率を１８％（現
行１９％）とし、２年間延長
※外航二重構造タンカーについては、平成
１８年度で制度の廃止

船員教育訓練施設の
特別償却制度

償却率：１６!１００ 適用期限の延長 現行内容で２年間延長

特定資産の買換特例
（圧縮記帳制度）

船舶→船舶
内航船舶→減価償却資産
：譲渡差益の８０％を圧縮記帳

適用期限の延長 現行内容で５年間延長

公害防止用設備の
特別償却制度

償却率：１６!１００ 適用期限の延長
１年間延長
（脱特定物質からCFCを除外）

脱特定物質（脱フロン）
対応型設備に対する
固定資産税の課税特例

課税標準
：取得後３年間＝４!５

適用期限の延長 課税標準を５!６とし、２年間延長

中小企業投資促進税制

内航貨物船等の設備取得時
３０!１００の特別償却
または
７!１００の税額控除

適用期限の延長 平成１４年３月３１日まで延長

〔資料１―６〕 平成１３年度税制改正後の海運関係税制一覧

項 目 制 度 の 概 要 適 用 期 間

１．特定設備等の特別償却
１）船舶

２）船員教育訓練施設等

３）公害防止用設備

２．エネルギー需給構造改革推進投資促進税制（特別
償却または税額控除）
１）高効率ボイラー（廃熱利用ボイラーは適用外）
２）船舶推進軸動力利用発電装置

３．中小企業新技術体化投資促進税制
（電子機器利用設備を取得した場合の特別償却制度
又は税額控除制度）

・外航近代化船（３，０００G!T以上）
特償率１８!１００

・内航近代化船（３００G!T以上）
特償率１６!１００

・二重構造タンカー
外航：特償率１９!１００
内航：特償率１８!１００

・特償率１６!１００
（操船シミュレーター：３億円超、機関シミュレー
ター：２億円超、荷役シミュレーター：１億円超の
施設に適用）

・オゾン層を破壊する特定物質の代替物質を使用した
コンテナ用冷凍設備（取得価額２００万円以上、HCFC
対応型設備も対象、ただしCFCは対象外）
特償率１６!１００

３０!１００の特別償却又は７!１００の税額控除
（資本金１億円以下の法人に適用）

! 取得の場合 ３０!１００の特別償却又は７!１００の税額
控除

" リースの場合 リース費用×６０!１００×７!１００の税
額控除

（!"とも資本金１億円以下の法人に適用。ただし、
取得の場合に税額控除を選択できるのは資本金３，０００
万円以下の法人のみ）

告示による
平８．４．１～平１５．３．３１

平７．４．１～平１５．３．３１

平１０．４．１～平１５．３．３１
平１３．４．１～平１５．３．３１
平１０．４．１～平１５．３．３１

平５．４．１～平１４．３．３１

平１０．４．１～平１４．３．３１

平１０．４．１～平１４．３．３１

１．海 運 政 策
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項 目 制 度 の 概 要 適 用 期 間

１）光波式船位誘導・位置決め装置
２）内航タンカー荷役自動化装置
（制御コンピューターから計測器、検知器等まで
の部分）

３）船舶地球局設備
４）電子計算機

４．中小企業投資促進税制
（中小企業による機械装置等の取得に係る特例）
１）機械装置（２３０万円以上）
２）器具備品（合計額１００万円以上）
３）船舶（内航貨物船（基準取得価額）７５％）

５．海外投資等損失準備金制度

６．特定資産の買換特例（圧縮記帳制度）

７．特定外国子会社等の所得の合算課税

８．登録免許税の課税の特例

９．特別修繕準備金

１０．船舶の耐用年数

１１．とん税、特別とん税

１２．固定資産税の課税の特例
１）船舶

２）外航用コンテナ
３）外貿埠頭公社が所有又は取得するコンテナ埠頭
に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置

４）脱特定物質（脱フロン）対応型設備
・コンテナ用冷凍装置
（同時に設置する専用補助発電機を含む）

３０"１００の特別償却又は７"１００の税額控除
（資本金１億円以下の法人に適用。ただし、税額控除
を選択できるのは資本金３，０００万円以下の法人のみ）

積立率…（イ）資源探鉱 １００％
（ロ）資源開発 ３０％
（ハ）特定海外経済協力 １４％
（ニ）新開発地域 １２％

! 船舶から船舶
" 内航船舶から減価償却資産
（!"とも譲渡差益の８０％を圧縮記帳）

特定の外国子会社等の留保所得のうち、親会社（内国
法人）の持ち分に対応する部分を親会社の所得に合算
して課税する。

軽減後の税率（本則４"１０００）
! 所有権保存登記
・国際船舶 船舶価額の１"１０００

" 抵当権設定登記
・国際船舶 債権金額の１"１０００

修繕費用×事業年度の月数!６０か月×３"４

・油そう船 １３年
・薬品そう船 １０年
・その他のもの １５年

! とん税 １純トン １６円
" 特別とん税 １純トン ２０円

・課税標準：
! 内航船 価格の１"２
" 外航船 価格の１"６
# 外国貿易船（外貿実績５０％超） 価格の１"１０
$ 外国貿易船のうち国際船舶 価格の１"１５
・課税標準： 価格の４"５
! 課税標準： 価格の１"２
（現在所有するコンテナ埠頭：平１０．３．３１までに取
得したもの）

" 課税標準： 価格の１"３
（今後取得する大水深コンテナ埠頭：平１０．４．１～
平１４．３．３１の間に取得したものに限る）

・課税標準： 価格の４"５
（平成１１年４月１日～１３年３月３１日に取得したもの。
１３年４月１日～１５年３月３１日に取得したものの課税
標準は価格の５"６）

平１０．６．１～平１４．３．３１

昭４８．４．１～平１４．３．３１
平１０．４．１～平１４．３．３１
平１０．４．１～平１４．３．３１
昭４８．４．１～平１４．３．３１

昭４５．４．１～平１８．３．３１
昭５９．４．１～平１８．３．３１

平１０．４．１～平１４．３．３１

平９～平１３年度取得分
平１０～平１３年度取得分
! 平１０～平１１年度取得
分

" 平１０～平１３年度取得
分について取得後１０年
間（それ以後は、価格
の１"２）

取得後３年間

１．海 運 政 策
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１・３ 平成１３年度海運関係予算

運輸省および厚生省（現国土交通省、厚生労働省）

は、平成１２年８月末に平成１３年度予算概算要求事項

を決定し、大蔵省に対し要求を行った。

また、当協会においても、日本政策投資銀行の融

資条件維持を含め、財政資金の確保を関係各方面に

要望した。

その後、１２月２０日に平成１３年度予算の大蔵原案の

内示があり、１２月２４日の閣議で政府案が決定された。

政府案のうち、海運関係予算の概要は以下のとおり

である。

#１ 外航海運対策の推進（資料１―７参照）

! 歳出予算

・外航船員就労対策事業費補助金

国際船舶に関連し、若年船員の育成・確保に

向けた座学研修および乗船実習（国際船舶職員

緊急養成事業＝若年船員養成プロジェクト）に

５，１００万円を要求し、政府案で５，０００万円とされ

た。また、国際船舶制度の円滑な実施、拡充を

目的とする調査費を１，０００万円要求し、政府案

では９００万円とされた。

" 財政投融資（日本政策投資銀行融資）

貿易物資の安定輸送に資するべく、海運事業

者による外航船舶および海運関連施設への投資

を融資対象とした貿易物資安定供給枠として計

５３０億円を要求した。政府案は「交通・物流ネ

ットワーク」（鉄道・航空等を含んだ大枠）全

体に対し３，０４０億円とされ、海運向け融資は上

記枠内にて対応することとなった。

なお、融資比率および対象につき大蔵省は大

幅な整理（比率の縮減および融資対象からの除

外）を予定していたが、当協会、運輸省の働き

かけにより、LNG船、二重構造タンカー等に

〔資料１―７〕 平成１３年度海運関係予算
（単位：百万円）

区 分 平成１２年度予算額
平 成 １３ 年 度

要 求 額 政 府 案

歳出予算
○外航船員就労対策事業費補助金
! 若年船員養成プロジェクト
" 国際船舶制度推進事業費補助

○内航海運活性化に資する課題解消のた
めの事業推進調査

○運輸施設整備事業団出資金
! 国内旅客船のバリアフリー化
" エコシップの建造促進

○マラッカ・シンガポール海峡航行
安全対策強化のための総合調査

○IT の活用による海運の効率化、活性化
○総合的な海事政策体系の構築

８０
（７６）
（４）
１３

１７５
（１０５）
（７０）
０

０
０

６１
（５１）
（１０）
２９

１０５
（１０５）
（０）
３５

４５
２０

５９
（５０）
（９）
２９

２０
（２０）
（０）
３２

４５
２０

日本新生特別枠
○環境負荷低減船の建造促進 ― ５００ ２５０

財政投融資（日本政策投資銀行）
○貿易物資安定供給

○運輸施設整備事業団に対する財政措置

（交通・物流ネットワーク枠
３８４，０００の内数）

２９，０００

５３，０００

３４，８００

（交通・物流ネットワーク枠
３０４，０００の内数）

２４，１００

政府保証限度額
○内航海運暫定措置事業に係る運輸施設
整備事業団の借入金に対する政府保証

２１，０００ ― ２１，０００

（ ）は内数

１．海 運 政 策
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対する融資比率６０％の維持をはじめ、概ね現行

内容にて存続することとなった。（資料１―８

参照）

#２ 運輸施設整備事業団関係

! 財政投融資（資料１―９参照）

運輸施設整備事業団は内航海運の体質改善、

国内旅客船の整備等の事業を推進するため、事

業計画予算（平成１３年度で契約可能な予算＝新

規＋次年度継続）として５３６億円、支出予算（平

成１３年度で支出可能な予算＝前年度継続＋新

規）として５３５億円を要求した。これに対し、

政府案では事業計画予算５０２億円、支出予算４４１

億円とされた。支出予算の資金計画は、財政投

融資による調達が２４１億円（要求は３４８億円）、

自己資金による調達が２００億円（要求は１８７億円）

とされ、また、内航貨物建造予定総トン数は

８７，０００トン（要求は９１，０００トン）とされた。

" 暫定措置事業による借入債務に対する政府保

証

〔資料１―８〕 外航海運関係 財政投融資制度

（平成１３年度 日本政策投資銀行 融資基準）
貿易物資安定供給

対 象 事 業
平成１３年度 融資基準

備 考
金 利 融資比率

１．海上輸送基盤施設
外航船舶環境対策設備
船員研修施設
外航船舶
・船舶の改造
・下記以外の船舶
・超省力化船、基幹輸入物資輸送船舶
・LNG船、二重構造タンカー、超省力化
船かつ基幹輸入物資輸送船舶

政策金利!
政策金利!

政策金利#
政策金利#
政策金利#
政策金利#

３０％
３０％

３０％
４０％
５０％
６０％

政策金利"→!へ変更、４０％→３０％に引き下げ
政策金利"→!へ変更

２．海上輸送関連物流施設
複合一貫輸送施設
荷捌施設（上屋、荷捌場、全天候対応型荷
捌施設）（臨港地区に限る）
倉庫（臨港地区に限る）
省力化対応倉庫
物流近代化ターミナル（臨港地区に限る）
以上につき物流効率化計画を有するもの

政策金利!
政策金利!

政策金利!
政策金利!
政策金利"
政策金利#

４０％
４０％

４０％
４０％
４０％
４０％

政策金利"→!へ変更

〔資料１―９〕 平成１３年度運輸施設整備事業団

（船舶関係業務）関係予算

（単位：億円）

区 分
平成１２年度
予 算 額

平成１３年度

要求額 政府案

事業計画
$ 国内旅客船の整備
% 内航海運の体質改善
& 船舶改造等融資

５３２
（１５０）
（３７２）
（１０）

５３６
（１４４）
（３８２）
（１０）

５０２
（１４４）
（３５０）
（８）

支出予算
$ 国内旅客船の整備
% 内航海運の体質改善
& 船舶改造等融資

５６３
（１４６）
（４０７）
（１０）

５３５
（１４６）
（３７９）
（１０）

４４１
（１４６）
（２８７）
（８）

資金計画
$ 財政投融資資金
% 自己資金

５６３
（２９０）
（２７３）

５３５
（３４８）
（１８７）

４４１
（２４１）
（２００）

（ ）は内数

※平成１３年７月３０日現在、政策金利は以下のとおり
（平成１３年７月３日改定）

貸付期間１５年
（うち据置３年）

貸付期間２０年
（うち据置３年）

政策金利! １．７５％ ２．０５％

政策金利" １．６０％ １．９０％

政策金利# １．４５％ １．７５％

１．海 運 政 策
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内航総連が同事業団から解撤等交付金に充当

する資金の融資を受けるにあたり、同事業団は

金融機関から政府保証付きで資金を借り入れる

ことができることとなっており、毎年度その限

度枠が設定されている。平成１３年度の限度額は、

１２年度と同額の２１０億円となった。

#３ 船員対策関係（資料１―１０参照）

! 一般会計

船員雇用関係としては、日本船員福利雇用促

進センター（SECOJ）が行う船員雇用対策事業

に４，９００万円、国際的な漁業規制等による離職

職員への給付金が５億６，０００万円、前出の外航

船員就労対策事業費（若年船員養成プロジェク

ト補助）が５，０００万円で、総額で７億１，７００万円

となった。

" 船員保険特別会計

船員保険特別会計のうち船員雇用対策関係は、

外国船に対する船員派遣助成金をはじめ、技能

訓練派遣助成金等、SECOJへの補助金が４億

３，０００万円とされた他、未払賃金立替払経費等、

合計で４億７，２００万円となった。

#４ その他

「総合的な海事政策体系の構築」として海事ク

ラスター関係調査費用等に２，０００万円を要求し、

ほぼ満額で支給決定した。また、海の ITS（Intel-

ligent Transport System＝高度海上交通システム）

関連（「ITの活用による海運の効率化、活性化」）

に対し、要求の満額４，５００万円支給となった。

さらに、海賊対策を含めた「マラッカ・シンガ

ポール海峡航行安全対策強化のための総合調査」

として３，５００万円を要求し、政府案で３，２００万円と

なった。

〔資料１―１０〕 平成１３年度船員関係予算
（単位：百万円）

区 分
平成１２年度 平成１３年度

内 容 ・ 備 考
予 算 額 要求額 政府案

一
般
会
計

運
輸
省

!

船
員
雇
用
関
係

１．船員離職者職業転換等給付金
! 漁業関係
" 海運業関係

２．船員雇用促進対策事業費補助金
! 外国船就職奨励助成
" 内航転換奨励助成
# 技能訓練助成
$ 船員職域拡大訓練助成
% 内航転換訓練助成

３．外航船員就労対策事業費補助金
うち国際船舶職員緊急養成事業費補助

７５５
（４８０）
（２７６）
５０
（１８）
（７）
（８）
（１４）
（３）
７６

６２１
（４８９）
（１３２）
５１
（１８）
（６）
（８）
（１７）
（２）
５１

５６０
（４１８）
（１４２）
４９
（１６）
（６）
（８）
（１７）
（２）
５０

外国船主に雇用される離職職員に支給
漁業離職者で内航船主に雇用される者に支給
外国船等に乗船させるため必要な知識・技能を修得
海陸共通の各種技能資格を取得
漁業離職者が内航船に乗船する場合に有効な資格取得
国際船舶に関する若年船員養成プロジェクト事業費補助

" 開発途上国船員養成への協力 ６４ ５８ ５８ 開発途上国の船員養成への協力・貢献、５４名

合 計 ９４５ ７８１ ７１７

船
員
保
険
特
別
会
計

船員等の就職促進に要する経費
雇用安定対策事業に要する経費
船員雇用促進対策事業費補助に要する経費
! センター管理費
" 技能訓練事業費
# 雇用安定事業費

１７
２５
５３７
（７９）
（９９）
（３６０）

１７
３２
４３０
（７６）
（９７）
（２５７）

１７
２５
４３０
（７６）
（９７）
（２５６）

就職促進手当
未払賃金の立替払

（減額要因）
・技能訓練派遣助成金の助成率の見直し（一律１!３へ）
・船員派遣助成金対象者の減少（５７０人→４１５人）

合 計 ５８０ ４８０ ４７２

総 計 １，５２５ １，２６１ １，１８９

（ ）は内数

１．海 運 政 策

14 船協海運年報２００１



１・４ 海運関係分野の規制緩和の一層の推進

政府は、行政改革の一環としてわが国経済社会の

抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれた自己責

任原則と市場原理に立脚した自由で公正な経済社会

を作り上げていくため、規制緩和推進計画を策定し、

同計画に沿って規制緩和を推進している。

１９９４年１２月、政府は行政改革委員会の下に規制緩

和小委員会を設置し、１９９５年３月３１日に「規制緩和

推進計画」を閣議決定した。規制緩和への具体的な

取り組みであるこの３か年計画は１９９７年度末に終了

したが、引き続き１９９８年度を初年度とする新たな「規

制緩和推進３か年計画」が策定された。

２０００年までは行政改革推進本部の下に設置された

規制改革委員会（１９９９年４月、「規制緩和委員会」

から改称）にて、諸規制の撤廃・緩和に向けた調査

審議が行われていたが、行政改革大綱（２０００年１２月

１日閣議決定）において、「新たな規制改革推進３

か年計画の実施状況を監視するとともに、経済社会

の構造改革の視点も含めて幅広く規制改革を推進し

ていくため、新たな審議機関を内閣府に置くことに

ついて検討し、規制改革委員会の見解を踏まえ、平

成１２年度末までに具体的成案を得る。」こととされ、

また、規制改革委員会が発表した「規制改革につい

ての見解」（２０００年１２月１２日）においては、「今後、

政府において、更なる規制改革を推進していくため

には、内閣、特に内閣総理大臣のリーダーシップの

下、官民挙げてこの問題に取り組む体制として、民

間人を主体とし、客観性をもった提言をすることが

できる審議機関を制度的に確立することが望まし

い。」とされたことを受け、内閣総理大臣の諮問に

応じて経済社会の構造改革を推進する観点から、必

要な規制の在り方に関する基本的事項を総合的に調

査審議する「総合規制改革会議」が内閣府に設置さ

れた。

当協会は、こうした政府の取り組みに対し、諸外

国の海運企業と世界単一市場での競争を行うにあた

って障壁となっている諸規制等を緩和し、日本の外

航海運企業が自由な企業活動を行うことを目指し、

当初より海運関係分野での規制緩和要望を行ってき

た。グローバルスタンダードに照らして国内法制・

税制等を改善し、諸外国との競争条件を同等のもの

にする、いわゆるイコール・フッティングを実現す

るため、当協会は、１９９５年３月から２０００年３月まで

の間、同じ年度内に再度行った要望も含め計１２回に

わたり、規制改革委員会や国土交通省（旧運輸省）

をはじめとする関係省庁に要望書を提出している。

２０００年度の当協会の取り組みとして、会員全社に

対し２０００年６月に実施したアンケートの回答を基に

関係各委員会にて検討、取りまとめを行い、２０００年

１０月３１日に運輸大臣および政府の規制改革委員会委

員長（宮内義彦オリックス社長）に２８項目からなる

要望書を提出した。（資料１―１１参照）

翌２００１年１月に各省庁より出された、いわゆる「中

間公表」において「措置困難」や「引き続き検討」

とされた項目の中から業界として早急な規制緩和を

求めるものとして、２００１年２月２６日、当協会は国土

交通大臣に対し、５項目につき再要望を行った。

（資料１―１２参照）

一方、経団連も政府に対する規制緩和要望を取り

まとめていることから、２０００年７月、当協会要望の

うち次の６項目を経団連要望に盛り込むよう働きか

けた。

・船員保険の被保険者資格付与について

・船員職業紹介事業等の許可

・危険物積載船の夜間入港・荷役制限緩和措置

・航海実歴認定を受けた船長の乗り組む全ての船舶

に対する強制水先の免除

・船舶不稼動損失保険の海外付保の自由化

・輸出入・港湾諸手続き全般の一層の簡素化及び真

１．海 運 政 策
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のワンストップサービスの実現

これを受け、２０００年１０月１７日、経団連は上記要望

項目全てを含む３５８項目からなる規制緩和要望「２１

世紀に向けた新たな規制改革の断行と体制整備を要

望する」を政府に提出した。

２００１年１月に各省庁が発表した中間公表および、

政府が２０００年１２月に閣議決定した「行政改革大綱」

の中で、新たな「規制改革推進３か年計画」の策定

が定められていることを受け、経団連は２００１年２月

１６日、「新たな規制改革推進３か年計画の策定に望

む」とした規制改革重点事項の再要望を取りまとめ

た。本要望は経団連がとくに緊急度・重要度が高い

３４項目を取り上げ関係省庁の早急な対応を求めたも

ので、この中には当協会が要望した「輸出入・港湾

諸手続き全般の一層の簡素化及び真のワンストップ

サービスの実現」及び「航海実歴認定を受けた船長

の乗り組む全ての船舶に対する強制水先の免除」が

盛り込まれている。

これらの要望を受け、政府は２００１年３月３０日、「規

制改革推進３か年計画」を閣議決定した（当協会要

望関係部分については資料１―１３参照）。なお、２０００

年度当協会要望項目に対する規制緩和の進捗状況は

２０００年度末現在、資料１―１４のとおりである。

こうした個別の規制緩和要望項目の検討と平行し

て、「必置資格の見直し」という観点から、省庁横

断的な検討が進められている。「必置資格」とは、

船舶料理士、衛生管理者、無線従事者など一定の事

業所等でその資格をもつ者を管理監督者等として配

置することが義務付けられている資格であり、これ

らの資格の現状について規制改革委員会が調査した

ところ、必置とする必要性、必置の態様、資格取得

方法等について合理性に疑問があると考えられる規

制が見受けられた。これを受け、同委員会は１９９９年

１２月１４日に取りまとめた「規制改革についての第２

次見解」において、必置資格の見直し・改善を図る

との方針を示した。当協会は、２０００年３月に会員に

対してアンケート調査を実施し、その結果に基づき

２０００年３月１７日、必置資格に関する要望を政府に提

出し、行政改革委員会等との間で検討を行ってきた。

当協会は今後とも、これら要望事項の早期実現に

向けて働きかけを行っていくこととしている。

〔資料１―１１〕

平成１２年１０月３１日

運 輸 大 臣

森 田 一 殿 社団法人 日本船主協会 会長 生田 正治

海運関係分野の規制緩和の一層の推進についてのお願い

拝 啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より当協会会員会社の事業活動につきまして、格

別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成１１年３月３１日に閣議決定された「新たな規

制緩和推進３ヶ年計画」の改定におきましては、当協会

からの要望項目の一部に関しましても措置あるいは措置

予定としていただきましたことに対し、深く感謝申し上

げます。

ご既承の通り、わが国外航海運企業は、諸外国海運企

業に劣らぬ経営効率を達成するため必死の努力を傾注し

つつ、熾烈な国際競争を行っておりますが、こうした努

力の前提には、外国の海運企業と同等の条件で競争し得

る環境の整備、すなわちイコールフッティングの実現が

喫緊の課題であります。そのためには、企業の自由な事

業活動を阻害している規制の撤廃や、社会・経済の実態

に合わなくなった法制等の改善が急務となっております。

本年度の規制緩和要望を行うにあたり、昨年度の要望

事項の進捗状況を確認したところ、残念ながら未だ措置

されていないもの、もしくは措置不十分のものがござい

ました。それらの項目については改めて措置をお願いす
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るとともに、新たに当協会会員から申し出のあった項目

を加え、添付の通り取りまとめましたので、これら事項

の規制緩和推進につき、引き続き格別のご尽力を賜りま

すようお願い申し上げます。

なお、添付文書の中には他省庁に対する要望事項も含

まれております。それら事項についてはそれぞれの所轄

官庁にもお願いすることとしておりますが、貴省を通じ

てもその実現に向けお力添え下さるよう併せてお願い申

し上げます。

敬 具

―――――――― ◇ ―――――――― ◇ ―――――――― ◇ ――――――――

海運関係規制緩和要望項目

平成１２年１０月３１日

!日本船主協会

!．制度上改善すべき項目

１．わが国港湾の効率的運営を実現し、国際競争力を改

善するための全般的な見直し（円滑な国際物流を可能

とする観点から）

! 港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固定資

産税）ならびに諸料金（入港料等）の適正化

船舶には、入港に際して、とん税、特別とん税、

船舶固定資産税の港湾関係諸税、ならびに入港料等

の港湾関係諸料金など様々な公租公課等の負担が課

されており、これらの徴収の考え方を明確にした上

で、諸外国のそれらと比べての負担水準の適正化を

図ること。

" 外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化

料金設定方法（個別原価主義による）を見直し、

荷動きの実態や公共埠頭料との格差等を勘案した、

より弾力的で国際競争力のある料金設定を可能とす

ること。

# 港湾運送事業の更なる規制緩和

本年１１月施行予定の改正港湾運送事業法で対象と

された主要９港以外の規制緩和についても、特定港

湾の指定拡大を含め、継続的な検討が必要である。

$ 輸出入・港湾諸手続き全般の一層の簡素化及び真

のワンストップサービスの実現

輸出入・港湾諸手続きについては、ようやく Sea

―NACCS及び港湾 EDIシステムがそれぞれ稼動し

たところであるが、今後、貿易手続きの簡素化に向

け関係各省のシステムも稼動が予定されている。

現状のこれら諸手続きは煩雑であり、かつ膨大な

書類・資料の提出を要求されている。

このため、各省庁毎にシステム化を図るにあたっ

ては、まずは現行の提出書類を徹底的に見直し、他

省庁と重複する資料または単なる参考資料として提

出を求めている資料については、一元化あるいは廃

止する等手続きの一層の簡素化を図った上で、EDI

化・ペーパーレス化に移行すべきである。

また、通関手続きにおける現物主義をはじめとし

た制度自体の抜本的な見直しも図るべきである。

その上で、すなわち関係官庁等の諸手続きが本格

的にシステム化された時点で、諸手続きの一括申請

を可能ならしめる関係官庁等を横断するシステムの

創設等、真のワンストップサービスの実現を図るべ

きである。（具体的な要望項目は、別紙参照）

２．船員保険の被保険者資格付与について

日本籍船を所有または裸用船することができなくなっ

た事業主が雇用する船員は、原則として船員法に規定す

る船員ではなくなるため、船員保険の被保険者資格を失

う。このため、これまで船員保険の適用を受けていた船

員も、雇用されている船社が日本籍船を持てなくなった

結果、船員保険の継続ができなくなる事例が多数生じて

おり、大きな問題となっている。現在は１年以内に当該

事業主が日本船を所有する旨の確約書を提出することに

より資格継続を可能とする措置が講じられていることは

承知しているが、本特例は最長で２年半を限度としてい

る。

当方の要望は、特例によらない抜本的な解決である。

解決方法としては、船員保険法の適用についての船員法
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上の船員の範囲の見直し、船員保険法の特別加入制度の

創設、あるいは、有料の労務供給事業を船員職業安定法

上で認め、同事業を営む事業主の雇用する船員について

は外国籍船に雇い入れされる場合も含めて船員保険の被

保険者資格を付与する方法（船員職業紹介事業等の許可

の要望とも関連する）などが考えられる。

数年来の船主の強い要望にもかかわらず、未だ実現さ

れていないことは極めて遺憾である。運輸省・厚生省双

方の密接な連携の下、早急に船員保険の被保険者資格の

継続措置を実現すべきである。

３．船員職業紹介事業等の自由化

現在「船員職業紹介等研究会」において、船員に対す

る有料職業紹介所の設置等に関する ILO第１７９号条約の

批准および国内法制化についての検討が再開された。条

約の趣旨と陸上における労働者派遣事業、職業紹介事業

の自由化の現状を踏まえ、船員についての労務供給事業、

職業紹介事業についても自由化が図られるよう、船員職

業安定法を改正すべきである。

!．実務上改善を要する項目

〈船舶無線関係〉

４．主任無線従事者制度受講義務の簡素化

主任無線従事者に対する講習は、最初の講習が選任６

カ月以内、その後の講習が前回の講習終了後３年以内と

されているが、船舶無線局の無線従事者は、陸上無線局

とは異なり乗下船を繰り返しており、定められた講習期

日が下船期間中に合致するとは限らない。船舶無線局の

無線従事者に対しては、講習周期の見直しや再講習に代

わる通信教育の導入等を図ることが必要。

５．主任無線従事者・無線従事者選（解）任届の簡素化

免許人においては無線従事者等の選解任の状況を明確

に把握している。船舶においても、選任された無線従事

者は無線業務日誌に記録しており（電波法施行規則第４０

条）、選任の現状確認が必要な場合は免許人および船舶

において対応可能である。

したがって、事務手続きの簡素化の観点から、また実

態的にも、選解任の現状は必要な場合に免許人または船

舶へ確認することとすべきであり、選解任の都度遅滞な

く文書の提出を求めることは過剰である。諸外国での状

況も調査の上、より簡素な手続きを検討すべきである。

６．三級海上無線通信士認定講習に必要な実歴要件の緩

和

三級海上無線通信士認定講習の受講には、第一級海上

特殊無線技士資格取得後３年の実歴が必要とされている

が、この実歴を短縮することが必要。

７．三級海上無線通信士認定講習のうち英語に係る講習

時間の短縮

三級海上無線通信士の認定を受けるには６３時間の講習

が課せられており、そのうち３３時間が英語の講習に費や

されている。講習を受ける者は、海技士（航海!機関）

の資格取得時にも英語を履修していることから、講習時

間を軽減することが必要。

８．船舶局無線従事者証明に係る講習回数の増加

船舶局無線従事者証明に係る講習は、現在、７月と１

月に実施されているが、この講習の開催回数を増加し、

受講者の便宜を図ることが必要。

９．義務船舶局等の無線設備に関する操作規定の見直し

船舶局の無線従事者の１人は船舶職員法上「通信長」

として乗組むものであり、従来より当該船舶の電波監理

等に関し責任を負う業務に従事してきた。船内の通信設

備に関しては通信長の監督下にあり、主任無線従事者制

度の概念は船舶局の特殊性（船内の職務分掌等）から、

既に浸透している状況にある。

したがって、重要通信に関する操作等特殊な通信技術

操作を除けば、主任無線従事者を選任しなくとも、通信

長の監督により一般乗組員にもすべての機器に関する操

作が可能と思われるので、船舶の特殊性を考慮の上操作

規定の見直しを行うことが必要。

１０．インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し

「無線局管理は同一（インマルサット船舶地球局、海

岸地球局）の免許人が行うことが適切」（１２年１月中間

公表）として、船舶地球局の免許人は船舶の運航管理者

でなく全船舶とも KDDである。一方、船舶における設

備は備品を含めすべて運航管理者が所有し、実質的に管

理しており、KDDが免許人となり間に立つことで、手

続きが煩雑となるほか、検査時に別途 KDDへの費用負
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担が生じることなどから、船舶の運航管理者が船舶地球

局の免許人となるよう見直すべきである。

なお、これまで諸外国において同様の制度が採用され

ているとの情報は得ていないが、各国における制度の状

況も把握しておくことが必要。

〈検査関係〉

１１．石油備蓄法に基づくGPS精度鑑定の廃止および

GPS測位記録紙の提出の簡素化

石油備蓄法により、日本領海に入域したタンカーは入

港するまでの船位の記録の報告が求められており、定期

的に検査機関による GPS（Global Positioning System：

衛星航法装置）の精度鑑定が義務付けられている。

しかしながら、国際条約の改正により２００２年７月１日

以降 GPSは義務設備となり、条約検査の対象となるの

で、精度鑑定は不必要とすべきである。また、記録の提

出についても必要なことが把握可能な範囲で簡素化すべ

きである。例えば、入港届と合わせ、領海に入域した位

置および日時を示す部分のみを FAXにより提出するこ

ととする。記録紙原紙は船主にて保管し、疑義等あれば

船主へ確認することとするなど。

１２．舶用トランシーバーの型式検定制度の見直し

舶用トランシーバーについて、日本の型式検定を受け

ていない外国製品であっても、安価で高品質なものが生

産されており、すでに外国籍船での使用実績もある。こ

のような製品の日本籍船への搭載が可能となるよう型式

検定制度の見直しが必要。

〈港湾・海務関係〉

１３．危険物積載船の入港および荷役に際しての危険物貨

物の荷役許容量等の見直し

危険物の荷役許容量は、日本海難防止協会（日海防）

の委員会で内容について検討され１９７４年に海上保安庁通

達「危険物積載船舶の停泊場所指定および危険物荷役許

可基準について」（保警安第６６号）として定められたも

のである。今日までの貨物のコンテナ化、船舶の大型化、

危険物関係規則の度重なる発展的改正および危険物を収

容する容器の進化等を勘案し、現行の規制内容を見直す

べきである。

１９９８年度に日海防において行われた「船積み危険物の

性状・情報管理等に関する調査研究委員会」においても

同様の見解が示されている。

危険物を積載する船舶が危険物船舶運送および貯蔵規

則（危規則）に基づき船舶の安全を確保することと、港

則法に基づき港内の安全および秩序を維持することとは

密接に関係している。危険物積載船は、国際的には危規

則の基となっている IMDGコードに基づく安全対策を

実施し諸外国の港に入港しているが、日本に寄港を予定

している船舶については、港則法に基づく上記通達によ

り危険物積載量が制限されることとなる。船舶の安全性

が危規則および SOLAS条約等の国際規則に基づき確保

されている以上、港内の安全性について考慮すべき事項

は、荷役時のハンドリング技術および岸壁に一時的に置

かれる危険物の総量であると考えられ、今日の荷役時の

ハンドリング技術の向上および危険物貨物の速やかな搬

出状況を考慮すれば、現行の規制の緩和または簡素化は

可能であると考えるので、標記要望について再度検討願

いたい。

１４．危険物を積載したコンテナの夜間荷役およびコンテ

ナ船の夜間入港の制限の緩和

昼間と同様の安全性が得られ難いとのことから、IMO

Class１の夜間荷役および同貨物を積載した船舶の夜間

入港が制限されているが、コンテナバースにおいては危

険物積載の有無にかかわらず夜間荷役作業の安全性確保

のための必要な照度を確保している。

また、適切な航行管制の実施、曳船等の港湾施設の改

善等の状況を見ると、昼夜の安全性に格段の相違は認め

がたく、実態に合わせた緩和を検討すべきである。

１５．危険物積載船の荷役終了後桟橋でのレーダーの試運

転許可について

港則法に基づく危険物荷役許可申請に対する許可基準

において、原油タンカーおよび LNG!LPG船等に対し、

着桟中の本船レーダーの使用が禁止されており、本船の

荷役終了後においても、着桟中にレーダーの修理等を実

施した後の試運転ができない。出港操船に必要な航海計

器であり、離桟後にレーダーの不調が検出されたのでは、

船員法第８条に基づく発航前の検査を実施していないこ

ととなる。勿論、荷役中のレーダー使用は、防爆性の点
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から禁止されることは理解できるが、荷役終了後につい

ては、ガス等の発生は考えられず、発航前の試運転を許

可すること。

１６．２万５千総トン以上の液化ガスタンカーに対する海

上交通安全法に基づく東京湾、伊勢湾への夜間入出域

制限の緩和について

友ヶ島水道および豊後水道では「平成１２年９月２８日付

保警安第７３号の２」により緩和されたものの、浦賀水道

航路および伊良湖水道航路（日出１時間前から日没まで

の間に航路に入る）では航行安全指導によって夜間入出

域が制限されている。当該船舶の本邦バース着桟可能時

間は、ほとんどのバースが日出から日没３時間前となっ

ており、入湾について制限を撤廃することによって、日

出に合わせた船舶の入港が可能となり、現在湾口付近で

時間調整のために行われているドリフティング等による

付近航行船舶の安全航行に与える影響の緩和と物流の効

率化につながる。また、本邦バース離桟可能時間はほと

んどのバースが日出から日没となっており、荷役を終了

し離桟後、当該航路に制限時間内に入れない場合、当該

港での錨泊等による滞船を余儀なくされ、船舶の効率的

な運航を阻害するとともに、港内の潜在的な危険度が増

加する。

バースの離着桟時間制限もあり該当船舶は限られてい

ること、また、近年の船舶性能の向上（操縦性、航海設

備）、航行管制等による安全性の改善を考慮すると、上

記規制撤廃による効果が大きく、早急な撤廃が望まれる。

１７．瀬戸内海における危険物積載船を除く巨大船への航

行管制の緩和

備讃瀬戸東、北、南航路および水島航路等においては、

巨大船に対し昼間に航行するよう管制している。浦賀水

道航路や伊良湖水道航路では危険物積載船に対して夜間

航行制限を施しており、上記航路においても、その危険

性を検証し、航行管制基準の見直しを検討するべきであ

る。

１８．瀬戸内海に新規に立地する危険物基地に係るタンカ

ーの安全対策確約書の廃止

瀬戸内海に新規に立地する危険物基地に就航する原油、

液化ガスおよびその他の引火性液体類および引火性高圧

ガスを輸送するタンカーには「保警管４６」、「保警企２０（昭

和５５年２月２０日）」に記載の様式に基づき安全対策確約

書を作成し、管区の海上保安部署に提出することが規定

されているが、その記載内容については、海上保安庁に

提出が義務付けられている入港届および危険物荷役許可

申請、緊急措置手引書等、その他の書式で十分に記載内

容が担保されており、廃止を要望する。

１９．ねずみ族駆除免除検査証書の有効期間の延長

国際条約（International Health Regulation）では標記

証書の有効期間を６ヵ月とし、さらに１ヵ月延長の採用

を各国政府に委ねている。わが国では当該１ヵ月延長を

認めていないが、外国政府の発給した１ヵ月延長の証書

も認めていない。当該証書は国際条約に基づき締約政府

が発給するものであり、有効性を認めるべきである。

２０．マニラ港出港船に対する無線検疫の実施

フィリピンは国内にコレラ汚染地域をもつ国に指定さ

れており、同国出港後５日以内に日本に入港する船舶は、

無線検疫による検疫済証交付の通知は受けられず、検疫

錨地において検疫を受けなければならない。同国マニラ

港とわが国には定期コンテナ航路が開設されているが、

検疫の受検が船舶のスケジュール維持に負担になる場合

がある。フィリピン同様中国も汚染地域に指定されてい

るが無線検疫は適用されており、フィリピン出港船につ

いても同様の措置が必要。

２１．内航船舶（沿海船）の航行可能領域の拡大

内航船舶の航行区域（沿海区域）は、一部規制緩和さ

れているが、原則として離岸距離２０海里以内の水域とさ

れている。しかしながら、本規制によると、地理的形状

により、発着地間の最短距離を直線航行できなくなるこ

と等から、航海距離が長くなり、その分多くの時間と燃

料を必要とするなど内航海運の運航効率を低下させてい

る。また、本州～沖縄航路の一部において「近海海域」

が存在するため、沿海資格船舶での航海ができない。

現在、内航船舶の設備・構造も近代化され、安全性も

向上している。また、モーダルシフト推進の観点から内

航海運の効率的な活用が一層求められており、沿海資格

船舶の直線航行が可能となるよう航行区域を見直す必要

がある。
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〈水先関係〉

２２．航海実歴認定を受けた船長の乗り組む全ての船舶に

対する強制水先の免除

現在、航海実歴認定を受けている船長（省令で定めら

れた回数以上、当該水域における航海に従事したと地方

運輸局長が認めた船長）は、日本船舶及び日本船舶を所

有することができる者が借入れた日本船舶以外の船舶

（ただし期間よう船を除く）においては、強制水先を免

除されることになっているが、期間よう船された外国船

舶等、外国籍船での当該権利の行使は認められていない。

しかしながら、日本人船長の乗り組む外国船いわゆる

FOC船は配乗面等実質的に日本船舶と変わらないこと

から、認定を受けている日本人船長の乗り組む船舶につ

いては、船舶の国籍によらず強制水先を免除すべきであ

る。

〈保険関係〉

２３．船舶不稼働損失保険の海外付保の自由化

船体保険と不稼働損失保険を一体で付保する場合は、

安いコストでの付保が可能であるが、不稼働損失保険に

ついては海外付保ができないため、船体保険の海外付保

のメリットがほとんど生かされていない。このため日本

籍船の不稼働損失保険についても、海外付保を自由化す

べきである。

〈客船関係〉

２４．マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸許可期間

の延長

乗員の上陸は１５日を超えない範囲内で許可されており、

マルシップ外航客船については、初回の申請で１５日の上

陸許可を得た後、必要な時点で再度申請することにより

新たに１５日の上陸許可が認められている。ただし、３度

目以降の上陸許可申請は、外国へ向け出港し再度日本の

港に入港しない限り受け付けられない。近年におけるマ

ルシップ外航客船の国内就航状況に鑑み、上陸許可期間

の延長や数次上陸許可を認めることなどが必要。

２５．日本籍船でのカジノの自由化

日本籍船上では現行刑法が適用されるため、公海上に

あってもカジノが禁止されている。国民への健全な娯楽

を提供し、クルーズ客船事業の振興を図るため、カジノ

の運営が非合法とならないよう、所要の法整備を行うこ

と。

〈その他〉

２６．日本籍船の登記・登録、海外譲渡、登録抹消、輸出

通関等に係る手続きの簡素化

! 日本籍船の登記・登録は、二元的制度の下で手続

きが複雑になっている。船舶の登録抹消時において

は管海官庁から登記所への嘱託により手続きが一元

化されていること、航空機においては航空機登録法

による航空機の登録と航空機抵当法による抵当権の

登録が航空機登録令のもとに一元化されており、自

動車においても同様の制度となっていることを踏ま

え、船舶の登記・登録の一元化を図り、速やかで合

理的な登記・登録を可能にすること。

" 既に登録済の船舶において船舶原簿と船舶登記簿

に変更があった場合、両者共通の事項については、

「変更登録を行った管海官庁から登記所への嘱託に

よる変更登記の方法等を採用することにより、実質

的な一元化を図る」方向で法務省・運輸省間での協

議が進められているとのことだが、速やかに変更時

手続きの一元化を実現すること。

# 海上運送法第４４条の２に規定される２，０００総トン

以上の国際船舶については、海外譲渡届の提出にあ

たり、売買契約書（英文・和訳）の添付が求められ

ている。運輸局において登録抹消手続きを行う際に

も、再び売買契約書（英文・和訳）の提出が求めら

れるので、その提出を不要とすること。また、国際

化の流れに鑑み、以下の書類のうち英語を正文とす

るものについては、和訳の添付を不要とすること。

・日本籍船の海外譲渡届にあたり運輸省に提出する

書類のうち、売買契約書

・日本籍船の登録抹消にあたり運輸局に提出する書

類のうち、売買契約書・受渡議定書・委任状

$ 日本籍船を日本で引き渡す場合に必要とされる書

類のうち、以下の書類は作成にかなりの手間を要す

ることから、不要なコスト増につながり、日本での

引き渡しの大きな障害となっている。タイムリーか

つフレキシブルな売船を可能にするため、提出書類
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の大幅な簡素化を図ること。

・Inventory list（積荷目録）

・COCOM非該当証明書

２７．船舶の建造許可に当たっての手続きの一層の簡素化

OECD造船協定が発効した際に建造許可制度全般の

見直しが行われるとされているが、制度の見直しを待た

ず手続きの一層の簡素化が必要。

２８．船舶運航事業者の提出する報告書・届出等の簡素化

法律・省令等に基づき、各種報告書・届出等の提出が

必要とされているが、この中には他の報告等のデータと

の共有化が可能と思われるもの、報告頻度が必要以上に

高いと思われるもの等があり、これら提出書類等の廃止

を含め、簡素化が必要。

―――――――― ◇ ―――――――― ◇ ―――――――― ◇ ――――――――

（別紙）

輸出入・港湾諸手続き全般の一層の簡素化及び真のワンストップサービスの実現に関する具体的内容

１．保税業務全般の簡素化（現物主義の廃止等）とEDI

化・ペーパーレス化

２．輸出入手続きの簡素化とEDI 化・ペーパーレス化

・日本籍船の輸出通関手続きの簡素化

・輸出申告許可を事後報告とする

・CSCプレート付輸入（非マル関）コンテナの輸送

機器としての無条件通関許可または無期

限免税一時輸入の承認

・海上コンテナの内貨の輸送禁止（２回以上）の緩和

または廃止

・免税コンテナの再輸出期間の延長

・同再輸出期間延長申請提出義務の廃止または許可期

間延長

・空で輸入されたコンテナ（非マル関）の空での再輸

出に対する免税措置の拡大

・フラットベッドコンテナの輸出入貨物の容器輸出入

（納税）申告義務の廃止

（植検関係）

・植検対象貨、内航船接続時の積替届けの廃止

（入管関係）

・別添報告書についての代理店の署名を認める（現在

は船長署名）

３．入出港時に提出する各種書類の簡素化とEDI 化・

ペーパーレス化等

・船社が申告義務者となっている港湾統計の廃止

・EDI対象メッセージの統一及び各コードの標準化

・入出港時に提出する各種書類提出方法の簡便化

４．EDI 化・ペーパーレス化を促進するための所要の法

改正及びシステム使用料のミニマイズ化

５．真のワンストップサービスの実現

〔資料１―１２〕

平成１３年２月２６日

国土交通大臣

扇 千 景 殿 社団法人 日本船主協会 会長 生田 正治

平成１２年度末の規制緩和推進計画の改定についてのお願い

拝 啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より当協会会員会社の事業活動につきまして、格

別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成１２年度末に予定されている規制緩和推進３

か年計画の改定につきましては、平成１２年１０月３１日付弊

翰にて、海運関係分野の規制緩和の一層の推進をお願い

しているところでありますが、その後、平成１３年１月２６

日付「規制改革要望に対する検討状況」におきましては、

当協会から要望いたしました多くの事項に対し、前向き

なご検討をいただいたことに感謝申し上げます。
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しかしながら、同中間公表においては現段階では措置

困難や引き続き検討とされた項目も多数あり、それら項

目の実現については今後ともご尽力お願いしますととも

に、業界として早急にお願い申し上げたい項目を別紙の

通り取り纏めましたので、更にご検討の上、一層の規制

緩和を推進下さるよう重ねてお願い申し上げます。

敬 具

―――――――― ◇ ―――――――― ◇ ―――――――― ◇ ――――――――

（別紙）

!．制度上改善すべき項目

１．わが国港湾の効率的運営を実現し、国際競争力を改

善するための全般的な見直し（円滑な国際物流を可能

とする観点から）

! 港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固定資

産税）ならびに諸料金（入港料等）の適正化

（中間公表における取扱：その他 国土交通省

Ｐ．１３２）

当協会要望の趣旨は、入港料率の引き下げではな

く、とん税・特別とん税制度を含めた港湾関係諸料

金体系全般の見直しである。

" 外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化

（中間公表における取扱：その他 国土交通省

Ｐ．１３３）

料金設定方法は、外貿埠頭公団の解散及び業務の

承継に関する法律に基づき、費用算出及び割賦方法

は運輸大臣が示すこととなっている（同法施行規則

第５条第２項）。よって、契約当事者間による契約

内容交渉の自由は限定されており、「民間契約」と

は言い難い。本要望で当協会が意図するのは、当該

算定方式に係る規制の緩和である。

# 港湾運送事業の更なる規制緩和

（中間公表における取扱：その他 国土交通省

Ｐ．１２２）

港湾運送事業の更なる規制緩和に向けた継続的な取

り組みを期待する。

$ 輸出入・港湾諸手続き全般の一層の簡素化及び真

のワンストップサービスの実現

（中間公表における取扱：措置済・措置予定・検討

中 国土交通省Ｐ．８０、財務省Ｐ．１６、法務省Ｐ．８９、

経済産業省Ｐ．４２・４３）

中間公表によれば、平成１３年度を目途に港湾 EDI

システムと Sea―NACCSとを接続し、それぞれの省

に共通する入出港手続き等について所要の措置を講

じるとされているが、これによってワンストップサ

ービスが実現するとは言い難い状況である。

すなわち、Sea―NACCSと自社のホスト・コンピ

ューターを接続している船社にとっては、“単なる

回線の連携”では、Sea―NACCSから港湾 EDIシス

テムへ、またはその逆も不可能であり、結果として

は２ヵ所に送信することと何ら変わりがない。

さらに、統計法に基づき船社に別途提出が義務付

けられている港湾統計については、Sea―NACCSの

申請データを統計として各省で共有化すれば改めて

提出することが不要となるにもかかわらず、これら

の有効活用は全く提案されていない。

港湾統計の例に限らず、各省庁の統計データの共

有によって再度提出することが不要となる資料は多

いと考えられるので、全省庁あるいは地方自治体の

枠を越えて、真のワンストップサービスの実現を目

指し、国内の体制を徹底的に検討すべきである。

２．船員保険の被保険者資格の見直し

（中間公表における取扱：その他 厚生労働省Ｐ．１５）

特例によらず船員保険の被保険者資格が継続できるよ

う、以下の通り要望する。

日本籍船を所有または裸用船することができなくなっ

た事業主が雇用する船員は、原則として船員法に規定す

る船員ではなくなるため、船員保険の被保険者資格を失

う。厚生労働省による検討状況の説明にあるとおり、現

在は１年以内に当該事業主が日本船を所有する旨の確約

書を提出することにより資格継続を可能とする措置が講

じられていることは当方も承知している。

しかしながら、本特例は最長で２年半を限度としてい

るため、十分な対応がなされているとは言えない状況に
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あり、特例によらない抜本的な解決が急務となっている。

解決方法としては、当方が従来から主張しているとお

り、船員保険法の適用についての船員法上の船員の範囲

の見直し、船員保険法の特別加入制度の創設、あるいは、

有料の労務供給事業を船員職業安定法上で認め、同事業

を営む事業主の雇用する船員については外国籍船に雇い

入れされる場合も含めて船員保険の被保険者資格を付与

する方法などが考えられる。

数年来の船主の強い要望にもかかわらず、未だ検討が

進んでいないことは極めて遺憾である。幅広い見地から

国土交通省・厚生労働省双方において検討を行い、船員

保険の被保険者資格を継続可能とするための具体的な解

決策を早急に打ち出していただきたい。

!．実務上改善を要する項目

１４．危険物積載船の夜間入港・荷役制限の緩和

（中間公表における取扱：措置予定・検討中 国土交通

省Ｐ．１３６）

危険物（IMO Class１：火薬類）積載船の夜間荷役に

関しては、「危険物積載船舶の停泊場所指定および危険

物荷役許可基準について」にて禁止されている。現在推

進されている「規制緩和推進計画」の昨年度末改定にお

いては、「夜間荷役の可能性について所要の検討を行う」

とされているものの、同計画最終年度にあたる当年度現

時点でも検討結果が公表されていないため、早急な検討

結果の発表と速やかな夜間荷役許可が必要である。

２１．日本籍船の登記・登録、海外譲渡、登録抹消、輸出

通関等に係る手続きの簡素化

!" 船舶登記制度と船舶登録制度の一元化及び変更

時手続の一元化

（中間公表における取扱：検討中 法務省Ｐ．１３!

国土交通省Ｐ．１３０）

「船舶登録事項と一致している船舶登記の表題部

に関する事項について管海官庁に変更登録の申請が

あった場合に、管海官庁からの嘱託による変更登記

の制度を採用する方向で、その具体的方法等を検討

中である」とされているが、更に検討を深め、変更

時手続きの一元化を早急に実現してほしい。

また、船舶登記制度と船舶登録制度本体の一元化に

ついても、国土交通省・法務省双方において具体的

な検討を進め、一元化を実現していただきたい。

# 国際船舶の海外譲渡、登録抹消に係る手続きの簡

素化

（中間公表における取扱：検討中 国土交通省

Ｐ．１２７）

「国際船舶の譲渡の届出の際に提出された譲渡契

約書を日本船舶の登録抹消を行う管海官庁に送付す

ることとし、抹消登録の際の売買契約書の提出を不

要とする方向で検討中である」とあるが、可及的速

やかに手続きの簡素化を実現してほしい。

２７．船舶の建造許可に当たっての手続きの一層の簡素化

（中間公表における取扱：措置済・措置予定 国土交通

省Ｐ．１２８）

平成９年に本件に簡素化が行われたのは当方も承知し

ている。中間公表には「造船協定発効後、速やかに建造

許可制度の抜本的見直しを行えるように、検討・準備作

業を行っている」とあるが、OECD造船協定発効の見

通しがたたない状況を踏まえ、協定発効を待たずに建造

許可制度の抜本的見直しに着手願いたい。

（注）! 項目に付した番号は、平成１２年１０月３１日付当

協会要望の番号と同一。

" （ ）内の頁数は「中間公表」における掲載

頁。

１．海 運 政 策

24 船協海運年報２００１



〔資料１ １３〕 規制改革推進３か年計画（２００１年３月３０日閣議決定）

事 項 名 措 置 内 容
実 施 予 定 時 期

所轄官庁
２００１年度 ２００２年度 ２００３年度

危険物積載船の入港及
び荷役に係る荷役許容
量の見直し

昨今のコンテナ荷役の安全性向上等について調査を行い、
許容量の緩和について検討を行い、その結果を踏まえ、所
要の措置を講ずる。

措 置 国土交通省

東京湾、伊勢湾への夜
間入出域制限の見直し

浦賀水道航路及び伊良湖水道航路における液化ガス積載
船等の夜間入出域制限について、関係者の意見を踏まえ緩
和の可能性について検討する。

検 討 国土交通省

瀬戸内海における巨大
船への航行管制の緩和

備讃瀬戸東、同北、同南及び水島航路等における巨大船
に対する夜間航行制限について、関係者の意見を踏まえ緩
和の可能性について検討する。

検 討 国土交通省

危険物積載船舶の荷役
時の船間保安距離の緩
和

タンカーによる引火性危険物の荷役を行う岸壁の船間保
安距離の緩和について検討を行う。

検 討 国土交通省

船舶登記制度と船舶登
録制度の一元化

申請人の負担軽減の観点から、船舶登記制度と船舶登録
制度の実質的な一元化について検討を行い、その結果を踏
まえ、所要の措置を講ずる。

検 討 法 務 省
国土交通省

船員職業紹介事業等の
規制緩和

船員職業紹介事業及び船員労務供給事業について、学識
経験者、労使の代表をメンバーとする国土交通省の「船員
職業紹介等研究会」において検討が行われており、船員労
働の状況を勘案しつつ、一定の要件を満たすものが許可を
受けて有料で行うことを認める方向で、できる限り早期に
結論を得る。（船員中央労働委員会の意見聴取が必要）

国土交通省

ねずみ族駆除証明書及
び駆除免除証明書の有
効期間

外国政府が発給したねずみ族駆除証明書及び駆除免除証
明書の有効期間の見直しの必要性については、現在世界保
健機関で行われている国際保険規則の見直しの結果を踏ま
えて検討する。

検 討
（２００１年度
以降）

厚生労働省

輸出入及び港湾諸手続
の電子化、ワンストッ
プサービス化

輸出入・港湾諸手続について、平成１３年度（２００１年度）
中に、関係府省の間でネットワークを通じた効率的な情報
の共有と活用を可能とするための検討体制の整備を図る。
その際、統計情報を含め、現行の提出書類を徹底的に見直
し、標準化を実施するとともに、他府省と重複するもの、
また単なる参考資料として提出を求められているものにつ
いては、一本化あるいは廃止を検討する。また、申請手続
フォーマットの集約化を検討する。

さらに、通関情報処理システム（NACCS）と港湾 EDI
システムについては平成１３年度中を目途に接続、NACCS
と外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入許可・承認手続
システム（JETRAS）については、平成１４年度までを目途
に、また、NACCS、港湾 EDI システムを乗員上陸許可
支援システム（仮称）についても、平成１４年度までを目途
に、それぞれ検討する。

なお、平成１５年度までの実現を予定している輸出入手続
の電子化の一環として、民間の収納インフラの利活用や各
種輸出入手続の申告・申請・受付システムと貿易関係手続
の電子化に係る民間システムとの連携等を検討する。

検討・結論

措 置

１５年度までに検討・結論

措 置

財 務 省
法 務 省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

衛生管理者再講習受講
者

アフリカ西海岸にある港、ペルシャ湾に面する港、カラ
チ港のいずれかを起点・終点又は寄港地とする航路（告示
航路）については、貨物船であっても、医師を配乗するか、
又は医師の配乗に代えて通常の衛生管理者に加えて衛星管
理者再講習受講者である衛生管理者を配乗することが義務
付けられているが、告示航路における近年の疾病発生状況
等根拠データを明らかにした上、見直しの必要性について
検討する。

検討・結論 国土交通省

無線従事者 第一級海上特殊無線技士、第三級海上無線通信士等の試
験で実施している「電気通話術（和文）」について、和文通
話表を用いた通信の使用実態、現状における必要性を調査
の上、電気通信術（和文）の試験の廃止の可否を検討し、
その結果に基づき所要の措置を講ずる。

検討・結論 総 務 省

三級海技士（電子通信） 資格取得に必要な６か月の乗船履歴について、諸外国の実
態を精査した上で、日本独自の過剰な規制があると認めら
れる場合には、所要の措置を講ずる。

調査・検討
・結論

国土交通省

無線従事者 第一級海上特殊無線技士及び第三級海上無線通信士に相
当する外国の資格を有する外国人が国内法規の知識を習得
させることを目的とした養成課程を受講することにより容
易にそれぞれの資格を取得できるよう検討し、その結果に
基づき所要の措置を講ずる。

措置・検討 総 務 省
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〔資料１ １４〕 これまでの全要望項目とその進捗状況（平成１３年６月末現在）

（注）要望した後、取り下げたものは含まない。

１．措置済みまたは措置予定のもの

当 協 会 要 望 項 目 補 足 説 明 実施予定時期（所管官庁）

船舶運航事業者の提出する報告書・届出等の簡素化 外航海運企業実態調査、外航船舶運航実
績報告書、外航船借受状況報告書、定期
航路現況調査、フルコン定期航路就航船
舶明細表などの提出書類の簡素化

平成１３年度中に措置（国土交通省、
法務省、厚生労働省）

瀬戸内海に新規に立地する危険物基地に係るタンカーの安
全対策確約書の廃止

１３年３月２８日措置（国土交通省）

危険物積載船の入港および荷役に際しての危険物貨物の荷
役許容量等の見直し

１３年３月２７日措置（国土交通省）

危険物を積載したコンテナ船の夜間荷役およびコンテナ船
の夜間入港の制限の緩和

１３年３月２７日措置（国土交通省）

危険物積載船の荷役終了後桟橋でのレーダーの試運転許可
について

１３年３月２７日措置（国土交通省）

主任無線従事者・無線従事者選（解）任届の簡素化 １３年１月６日から実施（総務省）

姫路・東播磨・菊間港の非検疫港化 衛生状態を保持するための経費の無料化 １３年実施

GMDSS船搭載無線機器の陸上保守点検間隔を６カ月か
ら１年に延長すること

１２年度措置

港湾運送事業の規制緩和 改正港湾運送事業法施行（主要９港のみ
対象）

１２年１１月１日施行（運輸省）

石油備蓄法に基づくGPS精度鑑定の廃止およびGPS測
位記録紙の提出の簡素化

１２年８月に通達改正（通産省）

タンカーの入湾規制手続きの緩和 任意乾舷における載貨重量を載貨重量ト
ン数証書の裏面に記載することにより入
湾手続きの緩和を図る

１２年７月６日措置（運輸省）

危険物積載船の荷役終了後桟橋でのレーダーの試運転許可 １２年度に結論（運輸省）

２万５千総トン以上の液化ガスタンカーに対する航行安全
指導および安全対策確約書に基づく、東京湾、伊勢湾、瀬
戸内海への夜間入出域制限の撤廃

１２年３月１日措置（運輸省）

国際船舶の日本人船・機長２名配乗体制の実現 改正STCW条約に定める他の締約国の
海技資格証明書の承認制度の実現

１１年５月２０日施行（運輸省）

船舶法の見直し 日本籍船を保有するための企業の取締役
国籍制限撤廃

１１年６月施行

船舶局における短波帯周波数についてスポット周波数指定
方式を変更し、ITUによって国際的に認められた全ての周
波数を一括指定すること

１２年３月２２日措置（郵政省）

海技免状の受験資格としての乗船履歴の見直し 改正STCW条約に合わせる １１年２月施行

本邦に初めて入港するタンカーの安全対策確約書提出義務
の廃止

１０年７月措置

航海用具等の設置基準の緩和 １０年３月措置

無線方位測定機および無線電話遭難周波数（２，１８２kHz）
聴守受信機等の設置義務の廃止

１０年措置

船舶検査についての船級協会等の活用 無線検査等以外は日本海事協会が検査、
無線検査は認定点検事業者が検査。国の
証書発給を速やかに行うよう通達

１０年措置

国際航海旅客船に係る検査の合理化 第１種中間検査時の水中検査を可能とす
る

１０年措置

船舶検査間隔の改善 ４年を５年にする ９年７月措置

船員法第８０条第２項の食料表を定める告示の見直し 前回改正から２０年以上経過していたため、
実態に合わせる

９年４月告示
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当 協 会 要 望 項 目 補 足 説 明 実施予定時期（所管官庁）

外国人船員の船員手帳の有効期間および交付場所の見直し 有効期間を２年→５年、本局に加え、一
部の支局でも交付

８年４月措置

無線検疫についての船舶の衛生検査受検義務の撤廃 ８年４月措置

船舶職員養成施設修了者に対する筆記試験免除期間の延長 ８年４月措置

船員手帳の健康証明書の見直し 検査診断の指定医師数の拡大、有効期間
の扱いの弾力化

７年１０月措置

防火構造材料の認定手続きの簡素化 一定の要件を満たす外国試験機関等の検
査データがあれば運輸省（当時）の定め
る標準火災試験を省略

７年措置

GMDSS関連機器に係る型式承認（運輸省：当時）と型
式検定（郵政省：当時）の相互承認

７年措置

２．一部措置済みまたは解決への道筋がついたもの

当 協 会 要 望 項 目 措 置 内 容 実施時期（所管官庁）

輸出入・港湾諸手続き全般の一層の簡素
化及び真のワンストップサービスの実現

通関情報処理システムと港湾EDI システムは１３年度を目
処に接続。（現状認識について官と民に大きな差があり、
当方は現状では不十分と認識している）

１３年度（国土交通省、財務省、法務
省など）

衛生管理者再講習受講者 アフリカ西海岸にある港、ペルシャ湾に面する港、カラチ
港のいずれかを起点・終点又は寄港地とする航路（告示航
路）については、貨物船であっても、医師を配乗するか、
又は医師の配乗に代えて通常の衛生管理者に加えて衛生管
理者再講習受講者である衛生管理者を配乗することが義務
付けられているが、告示航路における近年の疾病発生状況
等根拠データを明らかにした上、見直しの必要性について
検討する。

１３年度検討・結論（国土交通省）

無線従事者 第一級海上特殊無線技士、第三級海上無線通信士等の試験
で実施している「電気通信術（和文）」について、和文通話
表を用いた通信の使用実態、現状における必要性を調査の
上、電気通信術（和文）の試験の廃止の可否を検討し、そ
の結果に基づき所要の措置を講ずる。

１３年度検討・結論（総務省）

第一級海上特殊無線技士及び第三級海上無線通信士に相当
する外国の資格を有する外国人が国内法規の知識を習得さ
せることを目的とした養成過程を受講することにより容易
にそれぞれの資格を取得できるよう検討しその結果に基づ
き所要の措置を講ずる。

１３年度検討・措置（総務省）

三級海技士（電子通信） 資格取得に必要な６か月の乗船履歴について、諸外国の実
態を精査した上で、日本独自の過剰な規制があると認めら
れる場合には、所要の措置を講ずる。

１３年度調査・検討・結論（国土交通
省）

危険物積載船舶の荷役時の船間保安距離
の緩和

タンカーによる引火性危険物の荷役を行う岸壁の船間保安
距離の緩和について検討を行う。

１３年度検討（国土交通省）

合否判定基準の公表 海事代理士試験、海技士（航海）、海技士（機関）、海技士
（通信）試験、海技士（電子通信）試験、小型船舶操縦士
試験、水先人試験等の試験について合否判定基準を定め公
表する。

１３年度結論
結論に基づきできるだけ速やかに所
要の措置。（国土交通省等）

新マルシップ混乗船に係る諸制度の見直
し

混乗近代化深度化船の５名体制導入

外国籍船に乗り組む日本人船員の船員保
険被保険者資格継続のための「派遣認定」
手続きの簡素化

一部簡素化

マルシップ乗船者に対する船員個票提出
の廃止もしくは手続きの簡素化

一部削減・簡素化

雇入契約公認の簡素化 対象船舶が拡大

甲板部職員の無線資格取得の容易化 一部軽減

水先料金体系、料金決定の仕組みの見直
し

夜間割増料金等の見直しが実施された
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当 協 会 要 望 項 目 措 置 内 容 実施時期（所管官庁）

水先業務の効率化 同一湾内にある水先人会による足船の共有化を実施

航海実歴認定制度に関する申請手続きの
簡素化

一部簡素化

日本籍船の船体保険等の海外保険会社へ
の直接付保

８年度より自由化

コンテナ貨物の検量制度の見直し 段階的削減で合意

船舶の譲渡許可 国際船舶を対象とする届出制に改正

３．措置困難とされたため、引き続き要望ないし要望に向けた検討を行うもの

当 協 会 要 望 項 目 １３年３月末発表の３か年計画における検討状況 その後の進捗状況等

港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固定資産税）な
らびに諸料金（入港料等）の適正化

措置されず（国土交通省） 進展なし

外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化 措置されず（国土交通省） 進展なし

港湾運送事業の更なる（主要９港以外の）規制緩和 措置されず（国土交通省） 進展なし

船員保険の被保険者資格付与についての見直し 措置されず（厚生労働省、国土交通省） 検 討 中

船員職業紹介事業等の自由化 １３年度に検討（国土交通省） 検 討 中

主任無線従事者制度受講義務の簡素化 措置されず（総務省） 進展なし

三級海上無線通信士認定講習に必要な実歴要件の緩和 措置されず（総務省） 進展なし

三級海上無線通信士認定講習のうち英語に係る講習時間の
短縮

計画には記載されず（総務省） 検討開始

船舶局無線従事者証明に係る講習回数の増加 措置されず（総務省） 進展なし

義務船舶局等の無線設備に関する操作規定の見直し 措置されず（総務省） 進展なし

インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し 措置されず（総務省） 進展なし

舶用トランシーバーの型式検定制度の見直し 措置されず（所管官庁不明） 進展なし

２万５千総トン以上の液化ガスタンカーに対する海上交通
安全法に基づく東京湾、伊勢湾への夜間入出域制限の緩和
について

１３年度に検討（国土交通省） 検 討 中

瀬戸内海における危険物積載船を除く巨大船への航行管制
の緩和

１３年度に検討（国土交通省） 検 討 中

ねずみ族駆除免除検査証書の有効期間の延長 １３年度以降に検討（厚生労働省） 検 討 中

マニラ港出港船に対する無線検疫の実施 計画には記載されず（厚生労働省） 進展なし

内航海運（沿海船）の航行可能領域の拡大 計画には記載されず（国土交通省） 進展なし
（当方は措置済とは認識していない）

航海実歴認定を受けた船長の乗り組む全ての船舶に対する
強制水先の免除

措置されず（国土交通省） 進展なし

船舶不稼働損失保険の海外付保の自由化 措置されず（金融監督庁） 進展なし

マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸許可期間の延長 計画には記載されず（法務省、国土交通
省）

進展なし
（当方は措置済とは認識していない）

日本籍船でのカジノの自由化 措置されず（法務省） 進展なし

船舶登記制度と船舶登録制度の一元化 １３年度検討（法務省、国土交通省） 検 討 中

船舶登記・登録の変更時手続きの一元化 １３年度検討（法務省、国土交通省） 検 討 中

国際船舶の海外譲渡、登録抹消に係る手続きの簡素化 計画には記載されず（国土交通省） 進展なし

日本での日本籍船引き渡しに必要な書類の簡素化 措置されず（経済産業省） 進展なし

船舶の建造許可に当たっての手続きの一層の簡素化 計画には記載されず（国土交通省） 進展なし
（当方は措置済とは認識していない）
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１・５ クオリティ・シッピングの推進

１９９０年代に入り、海洋汚染の防止、船舶の安全運

航の確保等を図るため、船体構造や構造資材の強度

的な問題を国際的規則に適切に対応し、船舶運航の

安全性を十分に検査管理する気運が生まれ、ポート

・ステート・コントロール（PSC）による規制等に

より、安全基準に適合しないサブスタンダード船排

除のキャンペーンが展開されてきた。

しかしながら、依然として国際的基準に適合して

いないサブスタンダード船が世界の市場に残り、海

難事故などを引き起こしている。

このような状況のもと、海運業界では船主、運航

者、用船者、荷主、寄港国、保険、船級協会等の各

関係者が国際機関や政府の公的規制・基準を遵守し、

さらにこれらを補完する形で自主規制を施し、より

質の高い海上輸送、いわゆるクオリティ・シッピン

グを促進する環境を創出しようとする動きが起きて

いる。

この動きは、１９９６年開催のオランダ政府主催によ

る第１回Mare Forum９６（マリン・フォーラム９６）

に始まり、欧州委員会と英国政府によるサブサタン

ダード船排除を目的としたセミナーの開催、欧州委

員会によるクオリティ・シッピングの行動原則を定

めた憲章が提唱されるなど欧州中心に展開してきた。

この後、２０００年３月にシンガポールにおいて同国

政府の主催によりアジアで初めてのクオリティ・シ

ッピング・セミナーが開催され、２００１年３月にはオ

ーストラリア・シドニーにおいて International Sym-

posium on Safer Shipping in the APEC Regionが開

催され、欧州主導で進められてきたクオリティ・シ

ッピングの推進活動は世界的に広がりつつある。

クオリティ・シッピング推進のため、安全航行に

係わる各規則の遵守はもとより、さらに自主的な基

準を設定しそれを実行すること、船主、運航者、用

船者、旗国、寄港国などの関連者が責任連鎖の中で

それぞれの責任を全うすること、情報の交換・透明

性の確保、質の高い船員の確保と育成のための環境

整備の必要性など共通認識のもと議論が行われてい

る。

１・６ 船舶リサイクル（解撤）

１９９０年代後半より世界的な環境問題への関心が高

まりつつあるなか、船舶のリサイクルに係わる環境

問題、労働者の健康・安全問題について検討するた

め国際海運会議所（ICS）が中心となって海運業界

関係がワーキング・グループを設置したことに続き、

国連環境計画（UNEP）、国際海事機関（IMO）等

国際機関においても船舶リサイクル問題を議題とし

て議論が始まり、世界的な枠組みでの対応が迫られ

ている。

一方、国内においては当協会の呼びかけに応じ、

海運、造船業界、解撤業界の３業界および関係業界

が連携し、船舶リサイクルの諸問題に対応するため、

２０００年１０月に「シップ・リサイクル連絡協議会」を

設置し、適切な船舶リサイクル促進のあり方につい

て検討を始めた。

１．ICSシップ・リサイクリング・ワーキング・グ

ループにおける検討

ICSは船舶のリサイクルにより解撤ヤードの周辺

の環境に及ぼす影響や解撤ヤードに従事する労働者
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の健康・安全問題に対して、海運業界が適切に対応

し、船舶のリサイクルに関係する国際機関の検討や

関係業界等との協議等に対応するため、１９９９年３月

にシップ・リサイクリング・ワーキング・グループ

を設置した。

同ワーキング・グループは、当面の作業として船

舶の解撤に伴う環境への影響を最小限に抑えるため、

船舶に含まれる危険有害物リストの作成と船舶の建

造から解撤に至る一連の過程の中で船主をはじめ造

船事業者、解撤事業者等関係者が自主的に実施すべ

き行動を指針として取りまとめることとした。

船舶に含まれる危険物質リストは、船舶に含まれ

る有害危険物質を標準的なリストにして、船主がそ

れぞれの船舶に含まれる危険物質の量およびそれが

存在する場所等をリストに記入するもので、船主が

変わることに関係なくこれを本船に備え、最終的に

解撤事業者に情報提供することで危険有害物による

環境への影響を抑えることが目的である。

同ワーキング・グループは、数度にわたりリスト

作成の検討を行い、潜在的に危険性のある物質を船

舶の構造的に含まれる危険物、船舶の運航上発生す

る危険物質、備品に含まれる危険有害物とに大別し

て、それぞれリスト化された当該危険物の情報を書

き入れる書式とすることとした。

当協会は、同リストの作成段階において、既存船

については構造上どのような危険有害物質が使用さ

れているか船主の立場から把握できることは限られ

ており、有害危険物にリスト化する物質を実際に環

境へ影響を及ぼす可能性のある物質に限定すべきで

あると主張するとともに、造船業界の協力が不可欠

であるとの意見を表明した。

同リストは、リストに挙げられた物質すべてを記

入するのではなく、契約的な意味を持つものではな

いとし、船主が把握できる情報の範囲の中で実施可

能なものとして最終化され、２０００年１２月に同ワーキ

ング・グループは IMOの海洋環境保護委員会（以

下MEPC）に海運業界の自主的な行動の成果とし

て報告を行った。

また、上記リストの作成と並行し、船主として船

舶のリサイクルにあたって自主的に行うべき行動指

針を取りまとめるべく作業が進められた。この行動

指針は船舶リサイクル促進の有益性を強調するとと

もに、船舶のリサイクルに係わる関係者が多岐にわ

たることから、海運業界はじめ関係者がそれぞれの

立場から適切な船舶リサイクルを行うための行動を

奨励することを目的としている。この中で海運業界

は船舶の運航からリサイクルヤードへの引き渡しま

での範囲の中で、上記リストの作成と解撤業者への

情報提供、引き渡し前に船内にある危険物の最少化、

ガスフリー状態によるリサイクルヤードへの引き渡

し等を自主的に実施することが奨励されている。当

協会は行動指針の作成にあたっては、関係者に対し

て過度の負担を求める取り決めは実効性の喪失につ

ながり、円滑な船舶解撤の阻害要因となることから、

行動指針は円滑な船舶リサイクルの促進を阻害する

ことのないよう考慮するべきであるとの認識から

種々意見反映に努めた。

２．IMOにおける船舶リサイクル問題の検討

IMOは、１９９９年６月に開催された第４３回MEPC

で船舶のリサイクル問題を IMOの作業計画に取り

込むべきとの提案を受け、本問題をMEPCにおい

て検討することとした。

２０００年３月開催の第４４回MEPCでは、IMOとして

船舶リサイクル問題へ適切な取り組みを見出すため

のバングラデシュを調整役とするコレスポンデンス

・グループを設置し、世界の解撤方法に関する情報

収集等の付託事項を第４６回MEPCで報告すること

となった。

２００１年４月に開催された第４６回MEPCでは、コ

レスポンデンス・グループから上記の付託事項につ

いての結果報告がなされ、主要解撤国であるインド

より IMOにおける活動範囲を解撤船舶の引渡しま

でに限定すべきとする提案、グリーンピースよりイ

ンド解撤ヤードの現地調査に基づいた環境および労

働安全に関する解撤の現状紹介があった。また、同
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会合においてノルウェー政府やオランダ政府から、

船舶の解撤問題は優先度の高い問題であり、IMO

が主体となって ILOやバーゼル条約締約国会議等

の関係機関と協調して取り組むべき等が提案された。

この結果、IMOは関係機関と協調しつつ検討を

進めること、また、船舶のリサイクルの必要性に関

する総会決議案の検討およびガイドライン等を作成

していくため、コレスポンデンス・グループにより

引き続き以下の項目を検討することを合意し、２００２

年３月に予定されている第４７回MEPCの会合から

ワーキング・グループを新たに設置し検討を始める

こととなった。

!船舶のライフサイクルにおける関係者およびその

関係者の役割を確認する。

"シップ・リサイクリングに関する IMOの役割を

確認し、詳述すること。

#上記 IMOの役割の範囲内でシップ・リサイクリ

ングに適用可能な既存の国際的、国内的および関連

する業界の基準!ガイドライン、および他の関連す

る基準!ガイドラインを確認する。

$MEPCでのさらなる協議に向けて可能な行動計

画を提案し、行動計画の項目に関するメリットとデ

メリットを確認する。

%２００２年３月開催予定の第４７回MEPCでの検討に

向けレポートを作成する。

３．バーゼル条約締約国会議における対応

国連環境計画（UNEP）は、１９９９年１２月に開催の

バーゼル条約第５回締約国会議において、船舶のリ

サイクル問題に関して環境に配慮した適切なリサイ

クルを実施するための技術ガイドラインを作成する

ことと、また、バーゼル条約の解撤を目的とする船

舶の輸出への適用についての法律的検討を行うこと

を決議した。

技術ガイドラインは、バーゼル条約締約国会議の

下部組織である技術作業部会（Technical Working

Group、以下 TWG）で作成することとなり、２０００

年４月に開催された第１６回 TWGにおいて船舶リサ

イクル問題に関する TWGが取り組むべき活動範囲、

技術ガイドライン作成の進め方等が検討された結果、

ノルウェー、オランダ、インドが主導するワーキン

グ・グループの設置が合意され、技術ガイドライン

の作成作業を進めて行くこととなった。２００１年６月

の TWGでは、技術ガイドラインのドラフトが報告

され、今後このドラフトに対し各国からのコメント

を求めながら２００２年開催予定の第６回締約国会議で

の採択に向け最終化していくこととなった。

ドラフトは船舶に含まれる有害危険物質の性状や

解撤ヤードにおける環境管理システムの導入に加え、

船舶リサイクルの現状に照らし目標として短期的に

労働者への安全防具の配備、中期的に環境管理シス

テムの策定、長期的に危険物質の処理施設の導入等

段階的な改善を示している。

また、解撤船のバーゼル条約への適用問題は、法

律作業部会（Legal Working Group、以下 LWG）に

おいて検討が行われ、２００１年６月開催の第３回の

LWGにおいて同条約の適用についてコンサルタン

ト会社に調査を依頼し次回会合で報告がなされ、こ

れに基づいた議論が行われる予定となっている。

４．シップ・リサイクル連絡協議会の設置と取り組

み

船舶のリサイクルに係わる諸問題は、海運業界が

単独で解決を図ることは困難であり、造船・解撤業

界等関連業界が連携して対応する必要性が生じてき

ている。

一方、わが国においては、環境への配慮や資源の

再利用を促進することが重要視され「循環型社会形

成推進基本法」、「再生資源の利用の促進に関する法

律（リサイクル法）」、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」等の法整備が進められ、船舶の解撤につ

いても対応が迫られている。

このため当協会は、事務局ベースで国内の造船業

界・解撤事業者等と船舶のリサイクル問題に対応す

るための組織作りについて意見交換を行った。この

結果、解撤を資源のリサイクルとして捉え、循環型
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経済社会の構築に向けて関連業界が連携して対応し、

船舶のリサイクルに係わる共通課題の解決に向けて、

シップ・リサイクル連絡協議会を設置することを合

意し、２０００年１０月に第１回、２０００年３月に第２回の

会合を開催した。

同会合では国際機関等における検討状況や各業界

の立場から船舶リサイクル問題への対応などを報告

し情報の共通化を図るとともに、同協議会の活動内

容などについて検討を行った。活動内容については、

! 船舶のリサイクル面での検討

" 解撤に係る各種情報の収集・提供

# 解撤や環境に係る国際条約および国内法令への

対応

$ 解撤技術および環境保全技術の調査・研究・開

発ならびに国際的技術協力の検討

% 内外解撤業界に対する諸施策の検討および働き

かけ

& 解撤に関係する国際機関等への提言

等を基本とし、当面の作業計画については、

! 今後発生する解撤対象船腹量、これらを円滑に

解撤するために必要な解撤ヤード能力の調査・検

討

" 環境および安全衛生に配慮した解撤方法の確立

（解撤マニュアルの作成）

# ３業界共同作業による船舶の解撤により発生す

る危険物リストおよび適切な処理方法についての

マニュアルの作成

等を検討することとした。

また、当連絡協議会の構成は、日本船主協会、日

本造船工業会、解撤業界の実務責任者レベルとし、

船舶解撤事業促進協会、舶用工業会、運輸施設整備

事業団がオブザーバーとして参画することとなり、

以後、日本海事協会、運輸省へ参画を打診すること

した。運営については事務局を当協会企画調整部な

らびに日本造船工業会企画部に置き、双方持ち回り

で年３～４回の程度で会合を開催することとした。

１・７ トン数標準課税方式

当協会は、予てより主要海運国における海運強化

策の調査を行っているが、近年、欧州主要海運国に

おいてトン数標準税制（以下、便宜的に「トン税」

という。）が相次いで導入されていることから、同

税制についての調査・研究を行い、諸外国との競争

条件のイコールフッティング実現をわが国政府に要

望する上での基礎資料としている。

１９９６年１月１日にオランダでトン税の適用が開始

されたのを皮切りに、１９９６会計年度よりノルウェー、

１９９９年１月１日よりドイツにおいてもトン税が導入

され、２０００年１月１日から英国においても遡及適用

がなされることとなった。ギリシャでは１８８０年から

類似の制度が適用されている。（制度の詳細は船協

海運年報２０００参照）

トン税は、会社の業績によってはかなりの減税効

果をもたらすともに、予め納税額が確定するため資

金計画が立て易いなど、船社経営にとって有利な法

人税のオプションである。諸外国の海運会社はこう

した有利な税制の導入などにより国際競争力をつけ

ており、邦船社が諸外国と同等の競争条件を得るた

めには、船舶の特別償却制度や圧縮記帳制度などの

現行海運税制の存続が最低限必要になっている。

当協会は、１９９９年９月にオランダ・ドイツ・英国

・デンマークを訪問して現地での調査を実施すると

ともに、欧州地区事務局を通じて最新情報の把握に

努め、各国制度の概要やその効果等の情報収集に努

めてきた。

２００１年３月、英国における現地調査を実施し、船

員訓練と絡めたトン税制度を導入したばかりの英国

の事例を詳細に調査した。その概要は以下のとおり
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である。

１．英国のトン税制度について

英国のトン数標準税制（Tonnage Tax）は、２０００

年７月２８日に成立した英国財政法（Finance Act）

により導入され、１月１日に遡及して適用されるこ

ととなった。また、同年８月３１日より内国歳入庁に

よる「The Tonnage Tax Regulations２０００」が施行

されている。

トン数税制とは、海運にかかる所得につき、１年

間の所得金額に課税される法人税に代替して適用し

うる外形標準課税である。英国はオランダ方式の課

税方法をとっているが、その方式は、貨物船や客船

の運航純トン数と運航日数に応じてみなし所得金額

を定め、これに法人税率（英国：３０％）を乗じた金

額を納税額とし、企業会計上、実際にそれ以上の所

得があったとしても外形標準課税のみで完結すると

いうものである。試算によると本則課税と異なり、

実質税負担率は１～２％程度にも圧縮されるという。

赤字会社の場合、本則課税での納税額はゼロであり、

外形標準課税を適用するとかえって不利になるため、

海運会社は本則課税かトン数標準税制にするかを選

択することができることとされている。

英国の制度に特徴的なのは「船員訓練に対する貢

献」をワン・パッケージとしていることである。英

国では、トン数税制を選択した船会社に対し、船員

訓練を行うか、訓練基金に一定の資金拠出を義務付

けている。これは、１年に１，０００人以上の船員の新

規採用が必要とする国の政策によるものである。

内国歳入庁によると、２００１年３月現在、３８社が同

制度について同庁に照会中、うち、１８社がトン税の

適用を申請済みであり、６００隻以上が適用を受ける

見込みである。申請期限が２００１年７月２７日とされて

いるため、最終的に海運会社のどの程度が適用する

かは不明である。

２．今後の対応

当協会は、これら欧州諸国におけるトン税導入の

メリット・デメリットを把握するため引き続き情報

収集に努めるとともに、英国においても画期的な政

策税制が導入されたことを踏まえ、わが国海運の競

争力強化に資する諸対策の推進を関係先に強力に要

望することとしている。

１・８ 外国における船舶所得等に関する課税状況

近年、経済のグローバル化に伴い企業の国際的経

済活動が多様化・高度化している中で、居住地国と

源泉地国での重複した課税、いわゆる国際的な二重

課税の排除が一層重要な問題となっている。

租税条約は、両締約国の一方の居住者が、他方の

国からその国の国内源泉所得とされる所得を得る場

合において、源泉地国においてはその課税を制限す

ることにより、また、居住地国においては外国税額

控除などの二重課税排除のための規定を適用するこ

とにより、二重課税の回避および排除の役割を果た

している。

経済協力開発機構（OECD）では、人、商品、技

術、資本などの国際的な交流を円滑化することを目

的に、最も典型的な税務問題である所得などに対す

る二国間の課税の取り扱いについて１９６３年にモデル

租税条約を策定、その後、経済状況の変化に対応す

るため幾度か改訂され、現在でも検討が続けられて

いる。これをベースに加盟国は相手国との間に二国

間条約もしくは協定を締結している。国連において

も、この OECDモデル租税条約をベースとして先

進国!発展途上国間の国連モデル租税条約を策定し

ている。
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これらのモデル租税条約には、国際運輸業所得に

ついての規定が設けられている。OECDモデル租

税条約において「国際運輸」は、「一方の締約国内

にその事業の実質的管理の場所を有する企業が運用

する船舶又は航空機による運送をいう（第３条）」

と規定されており、「船舶又は航空機を国際運輸に

運用することによって取得する利得に対しては、企

業の実質的管理の場所が存在する締約国においての

み租税を課することができる（第８条）」とされ、

国際運輸業所得に対する二重課税問題が起きないよ

うな仕組みが作られている。２００１年１月現在、わが

国は二重課税排除の目的で４４カ国との間で租税条約

を結んでいる。（資料１―１５参照）

当協会では、諸外国との国際運輸業所得に対する

課税状況を把握するために、例年、課税実態ならび

に配船実績を調査し、外国税に関する諸問題の検討

の参考に供している。

１９９９年度については、２０００年９月現在の会員会社

１１３社を対象に調査を実施したところ、外国におい

て納税した会社は２１社、１９９９年度分の納税を行った

国は３１カ国、当年度分の納税額は１７億６，４５６万円で、

前年度に比べ９，４５２万円の増加となった。配船社数

は３７社で、配船国数（地域も含む）は１４８カ国であ

った。（資料１―１６参照）

当協会では、国際的課税問題が発生した場合には、

速やかな情報収集に努め、関係省庁に対し政府レベ

ルでの対応策を講じるよう要請することとしている。

〔資料１―１５〕 外国における船舶所得に対する課税状況一覧表（１９９９年度 納付実績）
（単位：千円）

国 名
課 税 対 象
運 賃

納税額（Income Tax 等）
還付金額

納 税 額
順 位

Income Tax 等
対運賃比（％）

納税社数
（当年度分） （過年度分）

ア

ジ

ア

イ ン ド
北 朝 鮮
ス リ ラ ン カ
タ イ
バ ン グ ラ デ シ ュ
パ キ ス タ ン
フ ィ リ ピ ン
ベ ト ナ ム
香 港
マ レ ー シ ア
ミ ャ ン マ ー

２２，０１５，７６４
３９，９０８

３，０７４，２００
４１，６１１，４３０
２，２７５，２５８
１，８２４，７５９
１１，５５０，５０２
１０１，１７４
１７，３６９

９，０３７，２１１
４５，０１６

１９７，７０５
７９８

３２，２７９
６２４，１７０
９１，００９
１４５，９８１
１７３，３２５
２，０２３
１６４

５８，９５５
７８８

８，３２１
０
０

２５，７５８
０
０

３，０８５
０
０

５，２３８
０

０
０
０
２６１
０
０
０
４１６
０

８，４２３
８２１

２
２５
１２
１
６
４
３
２２
２８
８
２６

０．９０
２．００
１．０５
１．５０
４．００
８．００
１．５０
２．００
０．９４
０．６５
１．７５

９
２
３
１６
３
３
１１
３
１
６
３

中
近
東

イ ラ ン
サ ウ ジ ア ラ ビ ア

２１，３９４
４４２，０３１

１，０７０
２５，９２９

０
０

０
０

２３
１３

５．００
５．８７

１
４

オ
セ
ア
ニ
ア

オ ー ス ト ラ リ ア
ソ ロ モ ン 諸 島
パプアニューギニア

４００，６０４
２４３，３６１
１，３２９，６０６

７，２１１
１２，１６８
３１，８４８

０
１，４２７
６，６９２

０
０
０

１８
１６
１０

１．８０
５．００
２．４０

１
５
９

中

南

米

エ ク ア ド ル
グ ア テ マ ラ
コ ス タ リ カ
コ ロ ン ビ ア
チ リ
ニ カ ラ グ ア
パ ナ マ
パ ラ グ ア イ
ベ ネ ズ エ ラ
ペ ル ー
ホ ン ジ ュ ラ ス

１，３２５，２９０
９２４，９１４
２，８９１
６５４，９５１
１，５９０，９５１
７，３０７
１１３

２０７，３１６
３，１９５，５６３

５９５
１，９３３

６，７９９
３６，９９７
８６７

２０，８１８
７９，５４７
２１９
３

７，２５６
３８，６５４
１４３
２８

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

１９
１１
２４
１４
７
２７
３１
１７
９
２９
３０

０．５１
４．００
２９．９９
３．１８
５．００
３．００
２．６５
３．５０
１．２１
２４．０３
１．４５

３
１
１
３
２
１
１
１
３
１
１

ア
フ
リ
カ

ガ ー ナ
ケ ニ ア
タ ン ザ ニ ア
ナ イ ジ ェ リ ア

８２５，９４２
１５３，１５４
２３１，８７５
４，７９３，４１３

１４，４４１
４，２８８
５，２７５
１４３，８０２

０
０
０
０

０
０
０
０

１５
２１
２０
５

１．７５
２．８０
２．２７
３．００

１
２
２
１

合 計 ! 平 均 １０７，９４５，７９５ １，７６４，５６０ ５０，５２１ ９，９２１ " ４．２８ ３．３５

注）本表は、日本船主協会会員会社からの調査回答のうち、納税実績のあった２１社の集計である。
調査対象は、「運賃にかかる外国法人税」（法人税法上の外国税額控除の対象となるもの）に限定した。
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〔資料１―１６〕 国別配船会社一覧表（１９９９年事業年度）

配 船 国

海運会社名

ア ジ ア 中 近 東

イ

ン

ド

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

韓

国

カ

ン

ボ

ジ

ア

北

朝

鮮

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ス

リ

ラ

ン

カ

タ

イ

台

湾

中

国

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

パ

キ

ス

タ

ン

フ

ィ

リ

ピ

ン

ブ

ル

ネ

イ

ベ

ト

ナ

ム

香

港

マ

レ

ー

シ

ア

ミ

ャ

ン

マ

ー

モ

ル

デ

ィ

ヴ

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

イ

エ

メ

ン

イ

ス

ラ

エ

ル

イ

ラ

ク

イ

ラ

ン

オ

マ

ー

ン

カ

タ

ー

ル

ク

ウ

ェ

ー

ト

キ

プ

ロ

ス

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

シ

リ

ア

旧

中

立

地

帯

ト

ル

コ

バ

ー

レ

ー

ン

ヨ

ル

ダ

ン

レ

バ

ノ

ン

アクトマリタイム

旭 海 運 ○

旭 タ ン カ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 一 中 央 汽 船 ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

イースタン・カーライナー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎

八 馬 汽 船 ○

日 之 出 汽 船 ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

出 光 タ ン カ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

飯 野 海 運 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

インターエイシアライン ○ ◎ ○ ○ ○ ○

関 汽 外 航 ○ ◎ ○ ○ ○

川 崎 近 海 汽 船 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎

川 崎 汽 船 ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国 華 産 業 ○ ○ ○

共 榮 タ ン カ ー ○ ○

三 菱 鉱 石 輸 送

エム・オー・シーウエイズ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

浪 速 タ ン カ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ナ ビ ッ ク ス 近 海 ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

日 本 郵 船 ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

日 産 専 用 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 正 汽 船 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ニッスイシッピング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 鉄 海 運 ◎ ○ ○ ○ ◎

三 光 汽 船 ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

新 和 海 運 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

商 船 三 井 ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

昭 和 油 槽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

太 平 洋 海 運 ○ ○ ○ ○ ○

太 平 洋 汽 船 ○ ○ ○

玉 井 商 船 ○

東 朋 海 運 ○

東 海 商 船 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東 興 海 運 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○

東 京 マ リ ン ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

東 京 船 舶 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

雄 洋 海 運 ○ ○ ○

配 船 会 社 合 計 １３２７２３ ２ ２２２ ６２３２５２４ ６ ８２０ ７１８１６２４ ４ １１０ ４ ４ ５ ９ ９１０１１ ４１３ ５ ２ ５ ６ ６ ４

納 税 会 社 合 計 ９ ０ ０ ０ ２ ０ ３１６ ０ ０ ３ ３１１ ０ ３ １ ６ ３ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０

注） ◎印…配船および納税 〇印…配船のみ

１．海 運 政 策
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配 船 国

海運会社名

ア フ リ カ

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

ア

ン

ゴ

ラ

エ

ジ

プ

ト

エ

チ

オ

ピ

ア

エ

リ

ト

リ

ア

カ
ナ
リ
ア
諸
島

ガ

ー

ナ

ガ
ー
ボ
ベ
ル
デ

カ

メ

ル

ー

ン

ガ

ボ

ン

ガ

ン

ビ

ア

ギ

ニ

ア

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ

ケ

ニ

ア

コ
ー
ト
ジ
ボ
ア
ー
ル

コ

モ

ロ

コ

ン

ゴ

コ
ン
ゴ（
旧
ザ
イ
ー
ル
）

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

シ
ェ
ラ
レ
オ
ネ

ジ

ブ

チ

ス

ー

ダ

ン

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド

セ

イ

シ

ェ

ル

赤

道

ギ

ニ

ア

セ

ネ

ガ

ル

セ
ン
ト
プ
リ
シ
ア

ソ

マ

リ

ア

タ

ン

ザ

ニ

ア

チ

ュ

ニ

ジ

ア

ト

ー

ゴ

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

ナ

ミ

ビ

ア

西

サ

ハ

ラ

ベ

ナ

ン

アクトマリタイム

旭 海 運

旭 タ ン カ ー

第 一 中 央 汽 船

イースタン・カーライナー

八 馬 汽 船

日 之 出 汽 船

出 光 タ ン カ ー

飯 野 海 運 ○ ○

インターエイシアライン

関 汽 外 航

川 崎 近 海 汽 船

川 崎 汽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国 華 産 業

共 榮 タ ン カ ー

三 菱 鉱 石 輸 送

エム・オー・シーウエイズ

浪 速 タ ン カ ー

ナ ビ ッ ク ス 近 海

日 本 郵 船 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎

日 産 専 用 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 正 汽 船

ニッスイシッピング ○ ○ ○ ○ ○

日 鉄 海 運

三 光 汽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 和 海 運

商 船 三 井 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○

昭 和 油 槽 船

太 平 洋 海 運

太 平 洋 汽 船

玉 井 商 船

東 朋 海 運

東 海 商 船

東 興 海 運

東 京 マ リ ン ○

東 京 船 舶

雄 洋 海 運

配 船 会 社 合 計 ６ ２ ６ １ ０ ４ ５ ０ ４ ３ ２ ４ ０ ３ ４ ０ ２ １ ０ １ １ ４ ０ ０ ０ ３ ０ ０ ３ ３ ３ ２ １ ０ ３

納 税 会 社 合 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ １ ０ ０ ０

注） ◎印…配船および納税 〇印…配船のみ

１．海 運 政 策
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配 船 国

海運会社名

ア フ リ カ ヨ ー ロ ッ パ

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

南

ア

フ

リ

カ

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

モ
ー
リ
シ
ャ
ス

モ
ー
リ
タ
ニ
ア

モ

ロ

ッ

コ

リ

ベ

リ

ア

リ

ビ

ア

レ

ユ

ニ

オ

ン

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ア

ル

バ

ニ

ア

イ

ギ

リ

ス

イ

タ

リ

ア

ウ

ク

ラ

イ

ナ

エ

ス

ト

ニ

ア

オ

ラ

ン

ダ

ギ

リ

シ

ャ

グ

ル

ジ

ア

ク

ロ

ア

チ

ア

ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル

シ
ェ
ト
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ス

ペ

イ

ン

ス

ロ

ベ

ニ

ア

デ

ン

マ

ー

ク

ド

イ

ツ

ノ

ル

ウ

ェ

ー

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

フ

ラ

ン

ス

ブ

ル

ガ

リ

ア

ベ

ル

ギ

ー

ポ

ー

ラ

ン

ド

ポ

ル

ト

ガ

ル

マ

ル

タ

アクトマリタイム

旭 海 運

旭 タ ン カ ー

第 一 中 央 汽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

イースタン・カーライナー

八 馬 汽 船 ○

日 之 出 汽 船 ○ ○

出 光 タ ン カ ー

飯 野 海 運 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

インターエイシアライン

関 汽 外 航

川 崎 近 海 汽 船

川 崎 汽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国 華 産 業

共 榮 タ ン カ ー

三 菱 鉱 石 輸 送

エム・オー・シーウエイズ

浪 速 タ ン カ ー

ナ ビ ッ ク ス 近 海

日 本 郵 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 産 専 用 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 正 汽 船

ニッスイシッピング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 鉄 海 運 ○

三 光 汽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 和 海 運 ○ ○ ○ ○

商 船 三 井 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

昭 和 油 槽 船

太 平 洋 海 運 ○

太 平 洋 汽 船

玉 井 商 船

東 朋 海 運

東 海 商 船 ○ ○ ○ ○

東 興 海 運

東 京 マ リ ン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東 京 船 舶

雄 洋 海 運

配 船 会 社 合 計 ３１２ ４ ４ ２ ８ １ ３ ３ ０ ５ ０ ９ ９ １ １１１ ５ ０ １ ２ ０ ８ ７ ３ ４１０ ６ ４ ７ ０ ７ ３ ６ ３

納 税 会 社 合 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

注） ◎印…配船および納税 〇印…配船のみ

１．海 運 政 策
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配 船 国

海運会社名

ヨーロッパ オ セ ア ニ ア 北米 中 南 米

モ

ナ

コ

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

ラ

ト

ビ

ア

リ

ト

ア

ニ

ア

ル

ー

マ

ニ

ア

ロ

シ

ア

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

キ

リ

バ

ス

サ
モ
ア（
旧
西
サ
モ
ア
）

グ

ア

ム

島

サ

イ

パ

ン

ソ
ロ
モ
ン
諸
島

タ

ヒ

チ

ツ

バ

ル

ト

ン

ガ

ナ

ウ

ル

ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

バ

ヌ

ア

ツ

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

パ

ラ

オ

フ

ィ

ジ

ー

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島

米
領
サ
モ
ア
諸
島

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

ア

メ

リ

カ

カ

ナ

ダ

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ア
ン
テ
ィ
グ
ア

ア
ン
テ
ィ
ル（
蘭
領
）

ウ

ル

グ

ア

イ

エ

ク

ア

ド

ル

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル

ガ

イ

ア

ナ

キ

ュ

ー

バ

アクトマリタイム ○ ○

旭 海 運 ○ ○

旭 タ ン カ ー ○ ○ ○

第 一 中 央 汽 船 ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

イースタン・カーライナー ○ ○

八 馬 汽 船 ○ ○ ○ ○

日 之 出 汽 船 ○

出 光 タ ン カ ー ○

飯 野 海 運 ○ ○ ○ ○ ○ ○

インターエイシアライン

関 汽 外 航

川 崎 近 海 汽 船 ○ ◎

川 崎 汽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

国 華 産 業

共 榮 タ ン カ ー

三 菱 鉱 石 輸 送 ○ ○

エム・オー・シーウエイズ

浪 速 タ ン カ ー ○

ナ ビ ッ ク ス 近 海 ○ ◎

日 本 郵 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

日 産 専 用 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 正 汽 船 ◎ ◎ ○ ○

ニッスイシッピング ○ ○ ○ ○ ○ ○

日 鉄 海 運 ○ ○ ○ ○

三 光 汽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 和 海 運 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

商 船 三 井 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

昭 和 油 槽 船

太 平 洋 海 運 ○ ○ ○

太 平 洋 汽 船 ○ ○

玉 井 商 船 ○ ○

東 朋 海 運 ◎ ○ ◎ ○ ○

東 海 商 船 ○ ○ ○ ○ ○

東 興 海 運 ○ ○ ○ ○

東 京 マ リ ン ◎ ○ ◎ ○ ○

東 京 船 舶 ◎

雄 洋 海 運 ○

配 船 会 社 合 計 ０ ２ ０ １ ３ １０２１ ２ １ ２ １ ７ ２ ０ ３ ０ ８ １３ ２ １３ ２ ４ ０ ２ １ ２０２０ ７ ３ ３ ３ ６ ６ ２ ０

納 税 会 社 合 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ０ ０ ０

注） ◎印…配船および納税 〇印…配船のみ

１．海 運 政 策
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配 船 国

海運会社名

中 南 米 配
船
国
・
地
域
総
合
計

納
税
国
・
地
域
総
合
計

グ

ア

テ

マ

ラ

グ

レ

ナ

ダ

コ

ス

タ

リ

カ

コ

ロ

ン

ビ

ア

ジ

ャ

マ

イ

カ

ス

リ

ナ

ム

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト

セ
ン
ト
ル
シ
ア

チ

リ

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
ト
バ
コ

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

ド

ミ

ニ

カ

国

ニ

カ

ラ

グ

ア

西
イ
ン
ド
諸
島（
仏
領
）

西
イ
ン
ド
諸
島（
蘭
領
）

ハ

イ

チ

バ
ー
ジ
ン
諸
島

バ
ミ
ュ
ー
ダ
諸
島

バ

ル

バ

ト

ス

パ

ナ

マ

バ

ハ

マ

パ

ラ

グ

ア

イ

ベ

リ

ー

ズ

ブ

ラ

ジ

ル

フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド

プ
エ
ル
ト
リ
コ

ベ

ネ

ズ

エ

ラ

ペ

ル

ー

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス

マ
ル
チ
ニ
ク
島

メ

キ

シ

コ

リ
ー
ワ
ー
ド
諸
島

アクトマリタイム ２ ０

旭 海 運 ３ ０

旭 タ ン カ ー １３ ０

第 一 中 央 汽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ３８ ５

イースタン・カーライナー ○ ○ ○ ○ ２１ ４

八 馬 汽 船 ○ ○ ８ ０

日 之 出 汽 船 １８ ３

出 光 タ ン カ ー ○ １８ ０

飯 野 海 運 ○ ○ ○ ○ ４０ ０

インターエイシアライン ６ １

関 汽 外 航 ５ １

川 崎 近 海 汽 船 １０ ４

川 崎 汽 船 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ １０９ １１

国 華 産 業 ３ ０

共 榮 タ ン カ ー ２ ０

三 菱 鉱 石 輸 送 ２ ０

エム・オー・シーウエイズ ８ ２

浪 速 タ ン カ ー １０ ０

ナ ビ ッ ク ス 近 海 １２ ４

日 本 郵 船 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ １１４ ２１

日 産 専 用 船 ○ ○ ○ ○ ５２ ０

日 正 汽 船 ２０ ４

ニッスイシッピング ○ ○ ○ ○ ○ ３５ ０

日 鉄 海 運 ○ １１ ２

三 光 汽 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７４ ４

新 和 海 運 ○ ○ ○ ○ ○ ２８ ５

商 船 三 井 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ １２３ １８

昭 和 油 槽 船 ８ １

太 平 洋 海 運 ○ １０ ０

太 平 洋 汽 船 ５ ０

玉 井 商 船 ３ ０

東 朋 海 運 ６ ２

東 海 商 船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２６ １

東 興 海 運 ○ ２０ ３

東 京 マ リ ン ２８ ５

東 京 船 舶 １３ ３

雄 洋 海 運 ４ ０

配 船 会 社 合 計 ６ ３１０１０ ４ １ ３ ３ ３１１ ６ ６ ０ ３ １ １ ３ ４ ３ ３ ６ ３ ２ ０ ９ ０ ５ ７ ８ ３ ２ ９ １

納 税 会 社 合 計 １ ０ １ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ３ １ １ ０ ０ ０

注） ◎印…配船および納税 〇印…配船のみ

１．海 運 政 策
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１・９ マリタイムジャパン研究会

平成１２年１２月２２日、学識経験者、有識者（実務経

験者）および関係当局の参加による第１回“マリタ

イムジャパン研究会”が開催された。

当研究会は運輸省海上交通局（現、国土交通省）

の提案により設置され、海事産業の新たな発展のた

めのグランドデザイン（＝分野横断的課題）を解決

するための取り組み、すなわち“マリタイムジャパ

ン”の実現を旨とし、具体的には海事産業を相互に

関連した一つの“塊（＝海事クラスター）”として

捉え、個々の分野毎ではなくクラスター全体の発展

を目指しており、当協会からは事務局より植村常務

理事が委員として参加している。（下記参照）

第１回の会合では、海事クラスターに関する訪欧

調査（ノルウェー、オランダ、イギリス）の報告が

行われたほか、第三者機関（野村総研）に委託して

海事クラスターを構成する各セクターの現状の調査

を行うことが了承された。

続く第２回の会合（平成１３年３月１２日）では、野

村総研による今後の研究方針等が話し合われた。

［マリタイムジャパン研究会委員名簿］

橋本 寿朗 法政大学経営学部 教授（座長）

大津 皓平 東京商船大学 副学長

小野 晶子 !リクルート ワークス研究所 研究員

今野 修平 大阪産業大学経済学部 教授

大和 裕幸 東京大学大学院新領域創生科学研究科 教授

植村 保雄 日本船主協会 常務理事

大石 捷郎 日本造船工業会 常務理事

川崎 芳一 国際港湾貨物流通協会 専務理事

北山 等 全日本海員組合 国際汽船局長

田中 正知 日本ロジスティクスシステム協会

ロジスティクス情報化推進会議企画運営

副委員長

柳 正憲 日本政策投資銀行 生活・交通部長

１・１０ 当協会会員会社の１９９９年度設備資金借入状況

当協会では、毎年会員会社の設備資金（船舶関係）

借入状況を調査しているが、１９９９年度の借入状況に

ついても会員全１１３社（２０００年１０月現在）を調査対

象とし、該当船舶を有するとの回答があった会社５３

社について集計を行った。

合計（資料１―１７参照）をみると、１９９９年度末借

入残高は、前年度に比べ３．２％減の４，３５９億円となっ

ている。このうち政府系金融機関は２，７３９億円（対

前年比４．６％減）であり、市中金融機関等は１，６２０億

円（同０．７％減）となっている。借入先の構成は、

日本政策投資銀行からの借入が全体の６０．０％を占め、

次いで都市銀行および長期信用銀行３行からの借入

がそれぞれ全体の２５．６％となっている。

次に、外航船への日本政策投資銀行融資（資料１

―１８参照）を見ると、１９９９年度末借入残高は、前年

度末に比べ９．０％減の２，７９８億円であり、借入金全体

に占める割合は６４．２％と依然高いものとなっている。

また、上記以外の新造船融資（資料１―１９参照）

を見ると、１９９９年度末借入残高は前年度に比べ

１２．１％増の１，４４２億円となっており、改装・買船等、

その他融資（資料１―２０参照）の１９９９年度末借入残

高は、前年度に比べ１６．３％減の１１９億円となってい

る。

１．海 運 政 策
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〔資料１―１７〕 合 計
（単位：千円）

借入金

借入先

１９９８年度末
借 入 残 高

１９９９年 度
新規借入額

１９９９年 度
返 済 額

１９９９年度末
借 入 残 高

借入残高対前年比 借入残高構成比（％）

増 減 額 増減率（％） １９９８年度末 １９９９年度末

政
府
金
融
機
関

日本政策投資 銀 行
中小企業金融 公 庫
商 工 中 金
そ の 他

２７３，０１６，５０８
１６０，９００
３，８３０，２７６
１０，１４５，５０２

２８，２７６，４５８
０

５３３，１００
０

３９，８５９，６５２
１９，１００
７３２，３８５
１，４２４，４５８

２６１，４３３，３１４
１４１，８００
３，６３０，９９１
８，７２１，０４４

△１１，５８３，１９４
△ １９，１００
△ １９９，２８５
△１，４２４，４５８

△ ４．２
△１１．９
△ ５．２
△１４．０

６０．６
０．０
０．９
２．３

６０．０
０．０
０．８
２．０

計 ２８７，１５３，１８６ ２８，８０９，５５８ ４２，０３５，５９５ ２７３，９２７，１４９ △１３，２２６，０３７ △ ４．６ ６３．８ ６２．８

市

中

金

融

機

関

等

長 期 信 用 銀 行
日 本 興 業 銀 行
新 生 銀 行
日本債権信用銀行

都 市 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
生 命 保 険
損 害 保 険
外 国 資 本
造 船 所 延 払
そ の 他

４５，３７６，５５８
２７，３２７，４１９
１７，０３６，２７５
１，０１２，８６４
６２，３１４，６８５
１，８９０，３４０
２２，３６２，５０５
１９，４６６，３８７
３９８，０００

０
０

１１，３９５，９２６

８，２３１，６２２
６，７７０，２０７
１，４６１，４１５

０
１９，９８６，９６９
５０，０００

１，８３２，２４３
５，８２７，９３９

０
０
０

１９６，４４９

９，６２１，０４４
６，４８７，５４６
２，９３１，０８６
２０２，４１２

１４，９０５，８５７
３８８，５２０
４，４５８，９３９
２，３０３，５０２
１１８，０００

０
０

５，５４９，４７２

４３，９８７，１３６
２７，６１０，０８０
１５，５６６，６０４
８１０，４５２

６７，３９５，７９７
１，５５１，８２０
１９，７３５，８０９
２２，９９０，８２４
２８０，０００

０
０

６，０４２，９０３

△１，３８９，４２２
２８２，６６１

△１，４６９，６７１
△ ２０２，４１２
５，０８１，１１２

△ ３３８，５２０
△２，６２６，６９６
３，５２４，４３７

△ １１８，０００
０
０

△５，３５３，０２３

△ ３．１
１．０

△ ８．６
△２０．０
８．２

△１７．９
△１１．７
１８．１

△２９．６
!
!

△４７．０

１０．１
６．１
３．８
０．２
１３．８
０．４
５．０
４．３
０．１
０．０
０．０
２．５

１０．１
６．３
３．６
０．２
１５．５
０．４
４．５
５．３
０．１
０．０
０．０
１．４

計 １６３，２０４，４０１ ３６，１２５，２２２ ３７，３４５，３３４ １６１，９８４，２８９ △１，２２０，１１２ △ ０．７ ３６．２ ３７．２

合 計 ４５０，３５７，５８７ ６４，９３４，７８０ ７９，３８０，９２９ ４３５，９１１，４３８ △１４，４４６，１４９ △ ３．２ １００．０ １００．０

全体に占める割合（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ ! ! ! !

（注）１．調査対象１１３社のうち、該当船舶を有する報告会社５３社の集計である。

２．四捨五入の関係で末尾が若干合わないところがある。

３．△印は減少を示す。

〔資料１―１８〕 日本政策投資銀行融資船（外航）
（単位：千円）

借入金

借入先

１９９８年度末
借 入 残 高

１９９９年 度
新規借入額

１９９９年 度
返 済 額

１９９９年度末
借 入 残 高

借入残高対前年比 借入残高構成比（％）

増 減 額 増減率（％） １９９８年度末 １９９９年度末

政
府
金
融
機
関

日本政策投資 銀 行
中小企業金融 公 庫
商 工 中 金
そ の 他

２２１，５５５，５２１
０
０
０

１９，４７２，７５０
０
０
０

３６，７６３，５７２
０
０
０

２０４，２６４，６９９
０
０
０

△１７，２９０，８２２
０
０
０

△ ７．８
!
!
!

７２．１
０．０
０．０
０．０

７３．０
０．０
０．０
０．０

計 ２２１，５５５，５２１ １９，４７２，７５０ ３６，７６３，５７２ ２０４，２６４，６９９ △１７，２９０，８２２ △ ７．８ ７２．１ ７３．０

市

中

金

融

機

関

等

長 期 信 用 銀 行
日 本 興 業 銀 行
新 生 銀 行
日本債権信用銀行

都 市 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
生 命 保 険
損 害 保 険
外 国 資 本
造 船 所 延 払
そ の 他

３１，６５２，８４２
１７，２５３，９２７
１３，３８６，０５１
１，０１２，８６４
３１，９６３，３３１
１１，１９０

１１，１８７，７７６
５，８４０，０００

０
０
０

５，２３１，７８０

４，３４１，４０６
２，９９８，０２５
１，３４３，３８１

０
４，０５３，０７３

０
１，４６６，６６９

０
０
０
０
０

６，６３０，９４７
４，１２８，６４０
２，２９９，８９５
２０２，４１２
６，４３７，０１１
２，５２０

２，６４９，６４８
９０１，０００

０
０
０

３，６２４，５８０

２９，３６３，３０１
１６，１２３，３１２
１２，４２９，５３７
８１０，４５２

２９，５７９，３９３
８，６７０

１０，００４，７９７
４，９３９，０００

０
０
０

１，６０７，２００

△２，２８９，５４１
△１，１３０，６１５
△ ９５６，５１４
△ ２０２，４１２
△２，３８３，９３８
△ ２，５２０
△１，１８２，９７９
△ ９０１，０００

０
０
０

△３，６２４，５８０

△ ７．２
△ ６．６
△ ７．１
△２０．０
△ ７．５
△２２．５
△１０．６
△１５．４

!
!
!

△６９．３

１０．３
５．６
４．４
０．３
１０．４
０．０
３．６
１．９
０．０
０．０
０．０
１．７

１０．５
５．８
４．４
０．３
１０．６
０．０
３．６
１．８
０．０
０．０
０．０
０．６

計 ８５，８８６，９１９ ９，８６１，１４８ ２０，２４５，７０６ ７５，５０２，３６１ △１０，３８４，５５８ △１２．１ ２７．９ ２７．０

合 計 ３０７，４４２，４４０ ２９，３３３，８９８ ５７，００９，２７８ ２７９，７６７，０６０ △２７，６７５，３８０ △ ９．０ １００．０ １００．０

全体に占める割合（％） ６８．３ ４５．２ ７１．８ ６４．２ ! ! ! !
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〔資料１―１９〕 日本政策投資銀行融資船（外航）以外の新造船
（単位：千円）

借入金

借入先

１９９８年度末
借 入 残 高

１９９９年 度
新規借入額

１９９９年 度
返 済 額

１９９９年度末
借 入 残 高

借入残高対前年比 借入残高構成比（％）

増 減 額 増減率（％） １９９８年度末 １９９９年度末

政
府
金
融
機
関

日本政策投資 銀 行
中小企業金融 公 庫
商 工 中 金
そ の 他

４８，９９９，３０７
０

３，８３０，２７６
１０，１４５，５０２

８，４３３，７０８
０

５３３，１００
０

２，０６５，２００
０

７３２，３８５
１，４２４，４５８

５５，３６７，８１５
０

３，６３０，９９１
８，７２１，０４４

６，３６８，５０８
０

△ １９９，２８５
△１，４２４，４５８

１３．０
!

△ ５．２
△１４．０

３８．１
０．０
３．０
７．９

３８．４
０．０
２．５
６．０

計 ６２．９７５，０８５ ８，９６６，８０８ ４，２２２，０４３ ６７，７１９，８５０ ４，７４４，７６５ ７．５ ４８．９ ４７．０

市

中

金

融

機

関

等

長 期 信 用 銀 行
日 本 興 業 銀 行
新 生 銀 行
日本債権信用銀行

都 市 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
生 命 保 険
損 害 保 険
外 国 資 本
造 船 所 延 払
そ の 他

１３，２３９，４３６
９，８５３，８２２
３，３８５，６１４

０
２７，３５０，６５８
１，８９７，１５０
１１，０１５，０１９
８，１７５，５３７
３９８，０００

０
０

３，６５４，９３０

３，８９０，２１６
３，７７２，１８２
１１８，１３４

０
１５，３７２，４９６
５０，０００
２６５，５７４
５，４７７，４３９

０
０
０

７０，０００

２，７１２，８１７
２，１３９，２３６
５７３，５８１

０
７，７０５，３８２
３８６，０００
１，７０６，２８１
７７０，８２２
１１８，０００

０
０

９２６，２９０

１４，４１６，８３５
１１，４８６，７６８
２，９３０，０６７

０
３５，０１７，７７２
１，５４３，１５０
９，５７４，３１２
１２，８８２，１５４
２８０，０００

０
０

２，７９８，６４０

１，１７７，３９９
１，６３２，９４６

△ ４５５，５４７
０

７，６６７，１１４
△ ３３６，０００
△１，４４０，７０７
４，７０６，６１７

△ １１８，０００
０
０

△ ８５６，２９０

８．９
１６．６

△１３．５
!

２８．０
△１７．９
△１３．１
５７．６

△２９．６
!
!

△２３．４

１０．３
７．７
２．６
０．０
２１．３
１．５
８．６
６．４
０．３
０．０
０．０
２．８

１０．０
８．０
２．０
０．０
２４．３
１．１
６．６
８．９
０．２
０．０
０．０
１．９

計 ６５，７１２，７３０ ２５，１２５，７２５ １４，３２５，５９２ ７６，５１２，８６３ １０，８００，１３３ １６．４ ５１．１ ５３．０

合 計 １２８，６８７，８１５ ３４，０９２，５３３ １８，５４７，６３５ １４４，２３２，７１３ １５，５４４，８９８ １２．１ １００．０ １００．０

全体に占める割合（％） ２８．６ ５２．５ ２３．４ ３３．１ ５，８４５，８８９ １５．４ ! !

〔資料１―２０〕 その他（改装・買船）
（単位：千円）

借入金

借入先

１９９８年度末
借 入 残 高

１９９９年 度
新規借入額

１９９９年 度
返 済 額

１９９９年度末
借 入 残 高

借入残高対前年比 借入残高構成比（％）

増 減 額 増減率（％） １９９８年度末 １９９９年度末

政
府
金
融
機
関

日本政策投資 銀 行
中小企業金融 公 庫
商 工 中 金
そ の 他

２，４６１，６８０
１６０，９００

０
０

３７０，０００
０
０
０

１，０３０，８８０
１９，１００

０
０

１，８００，８００
１４１，８００

０
０

△ ６６０，８８０
△ １９，１００

０
０

△２６．８
!
!
!

１７．３
１．１
０．０
０．０

１５．１
１．２
０．０
０．０

計 ２，６２２，５８０ ３７０，０００ １，０４９，９８０ １，９４２，６００ △ ６７９，９８０ △２５．９ １８．４ １６．３

市

中

金

融

機

関

等

長 期 信 用 銀 行
日 本 興 業 銀 行
新 生 銀 行
日本債権信用銀行

都 市 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
生 命 保 険
損 害 保 険
外 国 資 本
造 船 所 延 払
そ の 他

４８４，２８０
２１９，６７０
２６４，６１０

０
３，０００，６９６

０
１５９，７１０
５，４５０，８５０

０
０
０

２，５０９，２１６

０
０
０
０

５６１，４００
０

１００，０００
３５０，５００

０
０
０

１２６，４４９

２７７，２８０
２１９，６７０
５７，６１０

０
７６３，４６４

０
１０３，０１０
６３１，６８０

０
０
０

９９８，６０２

２０７，０００
０

２０７，０００
０

２，７９８，６３２
０

１５６，７００
５，１６９，６７０

０
０
０

１，６３７，０６３

△ ２７７，２８０
△ ２１９，６７０
△ ５７，６１０

０
△ ２０２，０６４

０
△ ３，０１０
△ ２８１，１８０

０
０
０

△ ８７２，１５３

△５７．３
△１００．０
△２１．８

!
△ ６．７

!
△ １．９
△ ５．２

!
!
!

△３４．８

３．４
１．５
１．９
０．０
２１．１
０．０
１．１
３８．３
０．０
０．０
０．０
１７．６

１．７
０．０
１．７
０．０
２３．５
０．０
１．３
４３．４
０．０
０．０
０．０
１３．７

計 １１，６０４，７５２ １，１３８，３４９ ２，７７４，０３６ ９，９６９，０６５ △１，６３５，６８７ △１４．１ ８１．６ ８３．７

合 計 １４，２２７，３３２ １，５０８，３４９ ３，８２４，０１６ １１，９１１，６６５ △２，３１５，６６７ △１６．３ １００．０ １００．０

全体に占める割合（％） ３．２ ２．３ ４．８ ２．７ ０ ! ! !

１．海 運 政 策
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２・１ エリカ号事故に係る規制強化

２・１・１ シングルハルタンカーの

フェーズアウト問題

１．経 緯

#１ 欧州および IMOの動き

１９９９年１２月にフランス沿岸の大西洋において荒

天のため沈没したエリカ号から流出した重油約

１４，０００トンが４００"以上に亘り海岸を汚染した事

故は、欧州における環境保護意識に火を付けた格

好となった。しかし、欧州において単独の規制を

講じることは、全世界で活動する国際海運事業に

悪影響を及ぼすことから、各国の運輸省をはじめ

国際海運業界等からシングルハルタンカーの規制

前倒しは欧州における地域規制ではなく、IMO

における世界的な統一基準の下に実施されるべき

であるとの声が高まった。

（船協海運年報２０００参照）

このような動きの中で、IMOは２０００年３月に開

催された第４４回海洋環境保護委員会（第４４回

MEPC）において、海洋汚染防止条約（MARPOL

条約）附属書!の改正について２０００年１０月の第４５

回MEPCで改正案を作成し２００１年４月の第４６回

MEPCで採択するという早急な取り組みを決定

した。

このため欧州委員会は IMOにおいて欧州連合

（EU）が満足できる規制が早期に実現するかど

うかを見守る一方で、EUが望むシングルハルタ

ンカーの規制がMARPOL条約の改正により達成

されるよう、プレッシャーをかけ続ける姿勢に転

換することとなった。

２０００年１０月の第４５回MEPCでの審議に向けて、

フランス・ドイツ・ベルギーは同年６月末の EU

内での議論を踏まえ、シングルハルタンカーのフ

ェーズアウトを大幅に早めるとともに、５，０００重

量トン以下の小型タンカーも規制の対象とする共

同提案を IMOに提出した。共同提案によるフェ

この章のポイント
・エリカ号沈没事故を契機としてシングルハルタンカー
のフェーズアウトを促進するMARPOL条約の改正
などが採択されるとともにEUを中心とした規制強化
の動きが進展。
・有機すず（TBT）含有船底防汚塗料の船舶への使用を
規制する条約案がほぼ固まり、２００１年１０月開催の外交
会議において採択される見通し。
・当協会が、「日本船主協会 環境憲章」を策定。
・船舶のバラスト水に含まれる水生生物の移動が海洋環
境や生態系に悪影響を与えるとして、バラスト水を管
理するための新たな条約策定の審議が進展。
・外航船舶が使用する燃料油から排出される温室効果ガ
スの削減に向け、わが国でも検討が開始。

２ 環境対策

２・１ エリカ号事故に係わる規制強化

２・２ 地球温暖化防止問題

２・３ 油汚染事故および海上災害防止への対応

２・４ 有機すず（TBT）含有塗料規制問題

２・５ 大気汚染防止問題

２・６ バラスト水排出規制問題

２・７ 海洋汚染防止条約等の改正

２・８ 環境憲章の制定

２・９ 海洋環境シンポジウムの開催

２・１０ 環境ハンドブックの作成

２．環 境 対 策
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ーズアウトと関連条約・規制等との比較の概要は

資料２―１のとおりであるが、これによれば、わ

が国商船隊の外航タンカーの大部分が含まれる

MARPOL規制によるシングルハルタンカー（カ

テゴリー２）は、船齢２６年に達するか、または２００７

年１２月３１日のいずれか早い時期が使用期限とされ

ており、ダブルハル規制の直前の１９９６年建造のシ

ングルハルタンカーは１１歳で強制フェーズアウト

となるなど、わが国にとっても問題点の多い提案

であった。

これに対して、バルチック国際海運集会所

（BIMCO）は、いち早く、三国共同提案は、改正

条約の発効時とMARPOL条約の規制に基づくシ

ングルハルタンカーがフェーズアウトされる２００８

年に大量の船腹が使用期限に達し、大量の船腹不

足による油価の高騰どころか、油の供給不足によ

る国際経済危機を引き起こすかも知れないとする

意見書を作成した。

!２ わが国の対応

運輸省は、IMOにおけるシングルハルタンカ

ーのフェーズアウト問題の審議に対応するため、

従来からタンカーの構造規制問題を検討してきた

日本造船研究協会の部会にワーキンググループを

設け、当協会をはじめとする海運・造船関係者を

含めて政府の対処方針の検討を開始した。さらに

サブワーキンググループを設け、三国共同提案が

及ぼす経済的影響を調査し IMOにおける審議お

よびわが国方針の検討に資することとした。

〔資料２－１〕 シングルハルタンカーのフェーズアウト比較

シングルハルタンカーの区分（カテゴリー１～３）（注）に従い、MARPOL条約、EC委員会提案、仏・独・伯共同提案及び米国OPA’９０の
シングルハルタンカーのフェーズアウト時期を比較すると以下のとおり。

MARPOL ＥＣ提案 仏・独・伯共同提案
＊２００２年末までは現行MARPOL通り

米国OPA ’９０
＊１９９０年８月施行

【カテゴリー１】
貨物タンクのまわりに防護的
バラストタンクのないシング
ルハル!タンカー

２００７年、又は船齢２５年
（防護措置要件を満足する場
合は、２０１２年、又は船齢３０年）

２００５年６月１日又は船齢２３年 ２００５年６月１日又は船齢２３年 （シングルハルタンカー）
２００５年１月１日～

２０１０年１月１日
・５０００≦Ａ＜３００００GT

Ａ：船齢２５年
２０００年１月１日～

２０１０年１月１日
・３００００GT≦Ａ

Ａ：船齢２３年

【カテゴリー２】
貨物タンク区域が分離バラス
トタンクにより保護されてい
るシングルハル!タンカー

２０２６年、又は船齢３０年 ２０１０年１月１日又は船齢２８年 ２００８年１月１日又は船齢２６年 （ダブルボトム・ダブルサイド）
２００５年１月１日～

２０１５年１月１日
・５０００≦Ａ＜３００００GT

Ａ：船齢３０年
２０００年１月１日～

２０１５年１月１日
・３００００GT≦Ａ

Ａ：船齢２８年

【カテゴリー３】
MARPOL条約のもとでダブ
ルハルの適用のないシングル
ハル!タンカー

特になし ２０１５年１月１日又は船齢２５年
（防護措置要件を満足する場
合は、２０１５年１月１日又は船
齢３０年）

２０１３年１月１日又は船齢２３年
（防護措置要件を満足する場
合は、２０１３年１月１日又は船
齢２８年）

２０１５年１月１日
・Ａ＜５０００GT
Ａ：船齢制限無

（注）：カテゴリー１ （MARPOL条約附属書!第１３Ｇ（４）規則の適用があるものに相当）
２０，０００D!W以上の原油タンカー及び３０，０００D!W以上の精製油運搬船であって、MARPOL条約が発効した時の現存のもの（引き
渡しが１９８２年６月１日以前のもの）。

カテゴリー２ （MARPOL条約附属書!第１３Ｇ（５）規則の適用があるものに相当）
２０，０００D!W以上の原油タンカー及び３０，０００D!W以上の精製油運搬船であって、MARPOL条約で分離バラストタンクが油流出防
止のために配置されているもの（引き渡しが１９８２年６月１日から１９９６年７月６日までのもの）。

カテゴリー３ （MARPOL条約でダブルハル化が要求されていないもの）

２０，０００D!W未満の原油タンカー及び３０，０００D!W未満の精製油運搬船（引き渡しが１９９６年７月６日より前のもの）。（EC及び仏等
提案では６００D!W以上）

２．環 境 対 策
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一方、２０００年７月２２!２３日の両日沖縄で開催さ

れた先進８ヶ国首脳会議（Ｇ８）において、わが

国は議長国として、海上の安全と汚染の防止に関

し、IMOにおける審議を支持することを共同宣

言に盛り込むなど、EUの地域規制を牽制すべく

はたらきかけた。

このような状況の中で運輸省は、２０００年７月末

には、第４５回MEPCへ向けて、シングルハルタ

ンカーのフェーズアウト問題を IMOで審議する

ことの重要性と事故の再発防止のためには、検査

の確実な履行等が重要であることを強調しつつ、

老朽化したシングルハルタンカーの排除も必要で

あるとの観点から、三国の共同提案の影響をよく

検討すべきとするわが国政府の基本姿勢を示す意

見を提出した。

!３ 当協会の対応

当協会ではタンカー部会と工務委員会が連携し

てエリカ号事故に伴う規制強化の動きに対応した。

２０００年７月はじめには IMOの第４５回MEPCへ向

けたわが国対処方針の検討に当たって、当協会の

基本的考え方資料２―２を取りまとめ、運輸省へ

提出した。

その骨子は、エリカ号事故の再発防止のために

は、新たな規制は必要なく、すでに国際的に合意

された統一基準の確実な実施こそが最も重要かつ

有効であるとしつつも、欧州における環境保護対

策強化への強い政治的圧力の現実に配慮して、EU

による地域規制を回避できる必要最小限の妥協へ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

〔資料２－２〕 シングルハル・タンカー早期フェーズ・アウトに関する

ベルギー、フランス、ドイツ共同提案に対する当協会意見 ２０００．７．７

１．タンカーによる海洋汚染事故を防止するために必要

な方策は地域規制によらず世界的な基準の下に実施さ

れる必要があるので、その方策を IMOの場で検討す

ることに賛成。

２．タンカーによる海洋汚染事故を防止するためにはサ

ブスタンダード・タンカーを排除する必要がある。そ

のためには、EUにおいても提案されている、

① ポート・ステート・コントロールの強化

② 船級協会の監督強化

が有効な方策と考えられるが、船主としてもこれらの

方策を進めることに賛成。

併せて、寄港国、船級協会のみならずタンカー運航

に関係する者（船主、用船者、荷主、旗国、保険会社

等）が Quality Shippingの確立に向けて現行ルールを

遵守し、さらにそれぞれの責任を全うすることが事故

の防止のためには最重要と考える。

３．一方、フランス等が提案するシングルハル・タンカ

ーの早期フェーズ・アウトがサブスタンダード・タン

カーの排除につながるかどうかには大いに疑問がある。

船体強度上の欠陥により生じたと考えられるエリカ

号事故の如き事故に対しては、ダブル・ハル化は、安

全性の向上には直結しない。また、エリカ号事故はタ

ンカーの安全運航と海洋汚染の防止に関する国際ルー

ルが不完全なのではなく、ルールの実行に問題があっ

たとの共通認識がある。

以下に掲げるように、シングルハル・タンカーの早

期フェーズ・アウトは、世界経済全体に重大かつ無用

のインパクトを与えることが懸念される。

船社は現有シングルハル・タンカーについては現行

ルールを前提に建造・メンテナンスを行っている。経

済寿命を無視したシングルハル・タンカーのフェーズ

・アウトの前倒しは、充分に使用可能な船舶を解撤に

追いやり、新たにダブルハル・タンカー建造を強制す

ることとなり、地球資源の浪費となる。シングルハル

・タンカーのフェーズ・アウトを現行ルールに対して

大幅に前倒しすることは、造船所の能力から見て物理

的に代替建造が可能であっても、一時的に船価の暴騰

等による海運・造船市場の混乱を招く恐れがある。

また、世界の造船業と解撤業に一時的に集中的な工

事量を要求し健全な産業活動に重大な影響を及ぼす。

４．従って、フランス等によるシングルハル・タンカー

の早期フェーズ・アウト提案はその影響を慎重に調査

した上で検討されるべきである。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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向けて慎重に対応すべきとした。

当協会は三国共同によるシングルハルタンカー

の規制前倒し提案は、わが国海運経営に重大な影

響を与えるところから、今後欧州における各国政

府と EUの動きに注視しつつ、慎重に対応するこ

ととした。

２．IMOでの審議状況

!１ 第４５回MEPC（２０００年１０月）

（イ） 概 要

２０００年１０月２日から６日の間開催された第４５

回海洋環境保護委員会（第４５回MEPC）におい

て、条約の改正案が取りまとめられた。その骨

子は、バラスト専用タンクの防護的配置を規定

したMARPOL規制以前に建造されたタンカー

（PRE!MARPOL；カテゴリー１）は建造年によ

り２００３年から２００７年の間に、１９９６年に導入され

たダブルハル規制以前のMARPOL規制を満た

したシングルハルタンカー（MARPOL；カテゴ

リー２）は基本的に船齢を２５年に短縮したうえ

最終使用期限を米国の単独規制（OPA ’９０）に

合わせた２０１５年（Ａ案）か、または２０１７年（Ｂ

案）かのいずれかとしたうえ、これまでフェー

ズ・アウトの制限が設けられていなかった

２０，０００DWT以下の原油等のタンカーおよび

３０，０００DWT以下の精製油等タンカー（カテゴ

リー３）に対しても前述のカテゴリー２のタン

カーと同様のフェーズアウトを新たに定めると

いうものとなった。

（ロ） 各国等の提案

! フランス・ベルギー・ドイツの三国共同提案

フランス・ベルギー・ドイツの三国共同提案

は２０００年６月に IMOへ提出された。これは、

◯１１９８２年に導入された分離バラストタンクの防

護的配置を有していない PRE!MARPOL船（カ

テゴリー１、CAT１）は船齢２３歳に達するか２００５

年のいずれか早い時期までに、◯２分離バラスト

タンクの防護的配置を有するMARPOL船（カ

テゴリー２、CAT２）は船齢２６歳に達するか２００８

年のいずれか早い時期までに、◯３ダブルハル規

制が導入された１９９６年に既存船への経過措置が

講じられなかった２０，０００D!W以下の原油タン

カーおよび３０，０００D!W以下のプロダクトタン

カー（カテゴリー３、CAT３）に対しては６００D

!W以上を対象に２３歳（分離バラストタンク

の防護的配置を有するものは２８歳）に達するか

２０１３年のいずれか早い時期までに、二重構造化

しなければならない（実質的にはスクラップ）

というものである。

" スペイン

フランス等三国共同提案に比べ、カテゴリー

２では船齢とフェーズアウト時期が２年ずつ延

期され、カテゴリー３では船齢は２年延長する

ものの、分離バラストタンクの防護的配置を有

しないものは２０１０年、有するものは２０１５年をフ

ェーズアウト時期としている。

# 国際海運会議所（ICS）

以上の提案はいずれも現行MARPOL条約の

規制に比ベフェーズアウトの大幅な前倒しとな

り、大量のスクラップと代替建造を急激に必要

とすること等船主経済に深刻な打撃を及ぼすと

ころから、各国の船主協会で構成される ICS

は船齢２５歳を基本とし、カテゴリー３の船舶に

対しては実態を考慮して２００５年から段階的に古

い船からフェーズアウトし、２０１０年以後２５歳以

上の船をフェーズアウトする提案を作成した。

$ その他

このような動きの中で、２０００年８月末の文書

提出期限にはギリシャ、ノルウェーも提案を出

したが、EU加盟のデンマーク、オランダ、英

国の三国は早期フェーズアウトを求める欧州の

政治的要求と現実的視点からの提案との妥協点

を探る三国妥協案を同年９月に公表した。

% わが国

わが国は政治的色彩が極めて濃い今回の問題

に対しては欧州を単独規制に走らせないよう配
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慮しつつ、船齢の若い良質のシングルハルタン

カーまでが不合理に排除されることのないよう、

欧州の動向に注視して慎重に対応する必要があ

るとの観点から、当協会の意見を考慮して、EU

諸国の提案に対し、経済的影響に充分配慮すべ

きとする意見を２０００年７月に提出した。

以上の各国等から提出された提案の比較は資

料２―３のとおりである。

（ハ） 審議の模様

各国等の意見は概略以下のとおりである。

! スペインおよびフランス等によるMARPOL

７３!７８条約付属書 I第１３G規則改正に係る提案

船齢の古いシングルハルタンカーのフェーズ

アウトが必要であり、同時に OPA９０にできる

限り近い形でフェーズアウトすべきこと、およ

びダブルハルならば安全上十分ということでも

ないため第１３Ｇ規則の見直しのみならず、検査

の監督システム等も併せて検討すべきとそれぞ

れ主張した。

" 全般的な意見

開発途上国では船員の訓練および船体の保守

等の海運基盤の整備に努力してきた船主に船の

代替を課す場合には経済的な配慮が必要であり、

船体の腐食と疲労に関する検査技術の開発等エ

リカ号事故の原因に関する広範囲な検討が必要

であること、現在の大型化したばら積み貨物船

およびタンカーにおける船体の検査実施そのも

のが困難な状況を改善する必要があること、規

則の改正の前に事故原因の究明が必要であり、

かつ、経済的影響の調査が必要であること、お

よび、１９９７年にノルウェー沿岸で沈没したレロ

ス・ストレングス号の事故調査報告から明らか

になった検査実施上の諸問題の改善とあわせて

第１３Ｇ規則の改正が検討されるべき等の意見が

あった。

# わが国の意見

ベルギー・仏・独による共同提案およびスペ

イン提案について老齢シングルハルタンカーの

フェーズアウトを促進するという点については

原則賛成できるが、一方、カテゴリー２につい

て２００８年時点で１１、１２歳、２０１０年で１３、１４歳と

いう極めて若い船舶がフェーズアウトされるこ

とになり、これには賛成できないことを述べた

上で、両提案の与える経済的影響に関する調査

結果の説明を行った。さらに、ナホトカ号が船

齢２６年、エリカ号が船齢２５年になる直前であっ

たこと等からすれば、日本としては２３、２４年で

のフェーズアウトを促進すべきと考えるが、検

査のインターバルが５年おきであることを勘案

し、少なくとも２５年でのフェーズアウトが必要

であり、２８年という船齢は認められないこと、

最終年限については、カテゴリー２の船舶につ

いて、２００８年、２０１０年、２０１５年、２０２１年という

いくつかの提案があるが、２０年を下回る若い船

齢のタンカーがフェーズアウトされる案は許容

できないこと、特に、最終年限２０１５年とした場

合には１８、１９年という船舶がフェーズアウトさ

れることとなるが、船齢制限は２８年とした場合、

２８年まで生存できるタンカーがいる一方、１８年

で廃船となるタンカーが出てくるので、これは

極めてアンフェアである。わが国の研究結果が

示すとおり急激なフェーズアウトはマーケット

に悪影響を及ぼすため段階的なフェーズアウト

が望ましいことを主張した。

$ 関連業界の意見

ICSより、タンカーおよびバルカーの検査と

点検体制の改善に取り組むことが緊急課題であ

り、その上でシングルハルタンカーのフェーズ

アウトに関して、◯１ダブルハルタンカーは特定

の海難事故の場合には貨物油の流出を制限でき

ること、◯２合法的なタンカーの使用期間に配慮

すべきこと、◯３シングルハルタンカーの秩序だ

った代替に留意すべきことの３点を基本として、

PRE!MARPOLタンカーに対しては、船齢２５年

および HBL（ハイドロバランスローディング、

静水学上均衡のとれた積載）または PL!SBT
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〔資料２－３〕 シングハルタンカーのフェーズアウト提案の比較

シングルハルタンカーの区分（カテゴリー１～３）（注）に従い、MARPOL条約、EC委員会提案（スペイン提案）、仏・独・伯共同提案、ICS提案及び米国OPA’９０のシングルハルタンカーのフェー
ズアウト提案を比較すると以下のとおり。

MARPOL１３Ｇ規則
ＥＣ提案

［西提案：
MEPC４５"７"５］

仏独伯共同提案
（MEPC４５"７"３）

ICS 提案
（MEPC４５"７"１２）

ノルウェー提案
（MEPC４５"７"１５）

参考：蘭英デンマー
ク調整素案

参考：ギリシャ提案
（ＥＵ内部での検討
に提出されたもの）

米国OPA '９０
＊１９９０年８月施行

【カテゴリー１】
貨物タンクのまわりに
防護的バラストタンク
（SBT!PL）のないシ
ングルハルタンカー

船齢２５年（２００７年）

＊SBT!PL、又は
HBL適用の場合は、
船齢３０年（２０１２年）

２００５年６月１日
又は船齢２３年

＊２００３．１．１発効予定

２００５年６月１日
又は船齢２３年

＊２００３．１．１発効予定

２０１０年
又は船齢２５年

＊SBT! PL、 HBL
適用の場合は、船齢
３０年

２００７年６月１日
又は船齢２５年

・２００３年：１９７４年以前
・２００４年：１９７５、１９７６
・２００５年：１９７６年以降

２００７年又は船齢２５年

＊SBT! PL、 HBL
適用の場合は、船齢
３０年

（シングルハルタンカー）
２００５．１．１～

２０１０．１．１
・５０００≦Ａ＜３００００GT

Ａ：船齢２５年
２０００．１．１～

２０１０．１．１
・３００００GT≦Ａ

Ａ：船齢２３年

【カテゴリー２】
貨物タンク区域が分離
バラストタンクにより
保護されているシング
ルハルタンカー

船齢３０年（２０２６年） ２０１０年１月１日
又は船齢２８年

２００８年１月１日
又は船齢２６年

２０１５年
又は船齢２５年

＊２０１５年で船齢２５年に
達しない船舶は、
ESPにより２５年ま
で使用可

船齢２５年（２０２１年） ２０１０年
又は船齢２８年

＊２０１０年で船齢２８年に
達しない船舶は、検
査強化を条件に２０１５
年まで

２０１５年
又は船齢２８年

（ダブルボトム"サイド）
２００５．１．１～

２０１５．１．１
・５０００≦Ａ＜３００００GT

Ａ：船齢３０年
２０００．１．１～

２０１５．１．１
・３００００GT≦Ａ

Ａ：船齢２８年

【カテゴリー３】
MARPOL条約のもと
でダブルハルの適用の
ないシングルハルタン
カー

特になし ６０００D!W以上のタン
カー
２０１５年１月１日
又は船齢２５年
［西は２０１０年］

＊SBT!PL適用の場
合は、２０１５年１月１
日又は船齢３０年

６００D!W以上のタン
カー
２０１３年１月１日
又は船齢２３年

＊SBT!PL適用の場
合は、２０１３年１月１
日又は船齢２８年

５０００D!W以上のタン
カー
・２００５年：７４年以前
・２００６年：７５、７６
・２００７年：７７、７８
・２００８年：７９、８０
・２００９年：８１、８２
・２０１０年：船齢２５年

船齢２５年（２０２１年） ５０００D!W以上のタン
カー
２０１５年
又は船齢２８年

５０００D!W以上のタン
カー
２０１５年
又は船齢３０年

２０１５．１．１
・Ａ＜５０００GT
Ａ：船齢無制限

（注）：カテゴリー１ （MARPOL条約附属書!第１３G（４）規則の適用があるものに相当）
２０，０００D!W以上の原油タンカー及び３０，０００D!W以上の精製油運搬船であって、MARPOL条約が発効した時の現存のもの（引き渡しが１９８２年６月１日以前のもの）。
カテゴリー２ （MARPOL条約附属書!第１３G（５）規則の適用があるものに相当）
２０，０００D!W以上の原油タンカー及び３０，０００D!W以上の精製油運搬船であって、MARPOL条約で分離バラストタンクが油流出防止のために配置されているもの（引き渡しが１９８２年６月１
日から１９９６年７月６日までのもの）。

カテゴリー３ （MARPOL条約でダブルハル化が要求されていないもの）

２０，０００D!W未満の原油タンカー及び３０，０００D!W未満の精製油運搬船（引き渡しが１９９６年７月６日より前のもの）。（EC及び仏等提案では６００D!W以上）
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（プロテクティブロケーション、防護的配置!

セグリゲーテッドバラストタンク、分離バラス

トタンク）を満たせば３０年まで、MARPOLタ

ンカーに対しては船齢２５年までおよび２０，０００D

!W以下５，０００D!W以上の小型タンカーに対

しては、船齢２５年を基本とする段階的なフェー

ズアウトとすべきと主張した。また、BIMCO

および INTERTANKOも第１３Ｇ規則の改正に

は、その影響およびタンカーの状態に配慮した

フェーズアウトと事故調査報告に基づく安全対

策の強化への取り組みが重要であることを指摘

した。

$ その他

全般的な意見として、シングルハルタンカー

の規制は全世界的な基準として実施されるべき

こと、世界の石油輸送、代替船の建造能力、船

舶リサイクルの能力、経済的影響を考慮すべき

ことおよび船舶の検査体制の改善の必要性が各

国から指摘された。

また、フェーズアウトの考え方に対しては、

多くの国が船齢を基準とすべきと主張した他、

船の状態も考慮されるべきで、若い船齢の船が

フェーズアウトされるべきではないと主張した。

（ホ） 審議結果

MARPOL条約附属書Ⅰ第１３Ｇ規則の改正案

は以上の各国等の意見を踏まえ、デンマーク・

オランダ・英国の三国から提出された妥協案を

べースとして、OPA ’９０の規則をも考慮し、次の

とおり作成された。（資料２―４参照）

〔改正案の概要〕

# PRE!MARPOLタンカー（カテゴリー１、CAT

１）

改正規則発効までの期問が短く、また代替船

の建造およびスクラップ能力を考慮し、２００３年

から２００７年までに段階的にフェーズアウトする。

ただし、船齢２５年以上に関しては現行規則と同

じ構造要件またはハイドロバランス方式の採用

の条件を残すとともに、船齢２５年を超えるもし

くは２００５年以後（いずれとするか未定）の使用

については特別な検査評価スキームへの適合を

要求する。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

〔資料２－４〕

! デンマーク・オランダ・英国による妥協案

（イ） PRE-MARPOLタンカー（カテゴリー１）

船齢の高い船が多いため、改正規則が発効した途

端に大量の船腹がフェーズアウトされてしまうこと

を防ぐため、２００３年から２００５年の３年間で段階的に

フェーズアウトする。

（ロ） MARPOLタンカー（カテゴリー２）

船齢制限は２８歳のまま、基本的な使用期限を２０１０

年としたうえで、OPA ’９０におけるシングルハルタ

ンカーの使用期限である２０１５年までには、特別な検

査スキームの下に船齢に応じ段階的に使用期限を延

長できることとしている。

（ハ）２０，０００D!W未満の原油等持続性油タンカーお

よび３０，０００D!W未満のプロダクトタンカー（カテ

ゴリー３）

対象船は５，０００D!W以上とし船齢制限は２８歳、

使用期限は２０１５年のいずれか早い方とする。なお、

５，０００D!W未満の船舶は現行どおりとする。

" OPA ’９０におけるシングルハルのフェーズアウト

欧州委員会によるシングルハル規則前倒し提案の理

由のひとつとして OPA ’９０による規制が２０１５年には完

全実施されることが挙げられているため、その概要が

米国から紹介された。米国は OPA ’９０が米国への石油

輸送に悪影響をおよぼさないよう注意深く規定されて

いることを説明した。シングルハルタンカーは２０１０年

以後は運航できないこととされているものの、ルイジ

アナ沖合の港（LOOP）での揚荷および離岸６０浬を超

える場所での艀への揚荷に関しては PRE-MARPOL船

でさえも２０１５年までは使用できることとされている。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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" MARPOLタンカー（カテゴリー２、CAT２）

Ａ・Ｂ両案が作成された。２０１１年までは船齢

２５歳で両案ともフェーズアウトするが、２０１２年

以後はＡ案は２０１５年までに、Ｂ案では２０１７年ま

でにフェーズアウトする。なお、２０１０年を超え

て使用する場合には、特別な検査評価スキーム

を要求する。

# ２０，０００D!W、３０，０００D!W未満のタンカー

（カテゴリー３、CAT３）

５，０００D!W以上を対象とすることとなり、

Ａ・Ｂ両案が作成された。両案とも２００６年まで

に船齢２５年以上の船舶を段階的にフェーズアウ

トし、２０１２年まで船齢２５年としたうえ、２０１３年

以降Ａ案は２０１５年までに、Ｂ案では２０１７年まで

にフェーズアウトすることとしている。

"２ 第４６回MEPC

（イ） 概 要

２００１月４月２３日から２７日までの間開催された

第４６回MEPCにおいて、シングルハルタンカ

ー最終使用期限を原則として２０１５年、船齢制限

は２５年を基本とするMARPOL条約改正案が採

択された。改正条約は２００２年９月１日に発効す

る見込みとなり、２００３年から前倒しされたスケ

ジュールに沿って、船齢の古いタンカーからフ

ェーズアウトされることとなった。

これは、１９９６年のダブルハル規制の導入時に

定められた既存シングルハルタンカーに対する

経過措置であるMARPOL条約附属書!第１３Ｇ

規則を改正し、IMOによる世界共通ルールの

下でタンカーのダブルハル化を促進すること目

的としたものであった。

（ロ） 審議の模様

会議の焦点は、シングルハルタンカーの早期

フェーズアウトに強行な EUの姿勢の下で EU

による独自の規制を防ぎたい加盟国がＡ案によ

る２０１５年の最終期限は譲れないとする一方、そ

れ以外の国は１９９０年代に建造されたMARPOL

規制に基づくタンカーを若い船の場合船齢１９年

でフェーズアウトするＡ案は、問題の契機とな

ったエリカ号事故の原因がシングルハル構造と

は無関係であることと併せ余りにも理不尽であ

るとしているため、最終期限を２０１７年とするＢ

案との妥協がどのように図られるかであった。

! ブラジル

この様な状況の下で前回会議において改正案

を留保していたブラジルはエリカ号事故の原因

およびフェーズアウトによる経済的影響を十分

調査すべきであると主張し、改正案に真っ向か

ら反対した。また、タンカーの使用年数は２５年

が妥当であるとの自国の調査結果を提出文書に

基づき説明し、妥協するとしても船齢２５年未満

のタンカーをフェーズアウトしないことが必要

だと強く主張し、中南米諸国をはじめとする多

くの国の支持を得た。

" EU加盟国

これに対し EU加盟国は、◯１改正案は先の会

合で合意されていること、◯２EUでは米国の

OPA ’９０との関係から２０１５年の最終期限が合意

されなければ地域規制が予想されること、◯３事

故原因の究明は必要であるが今次会合で改正案

が合意されなければ IMOの信頼性が失われる

こと等を指摘し、Ａ案による改正を主張した。

# その他

ノルウェーはフェーズアウトの最終期限であ

る２０１５年または２０１７年は動かさずにできるだけ

船齢２５年まで使用できる修正案を示した。さら

に各国の船主協会等で構成する ICSをはじめ

とする船主団体は◯１フェーズアウトが遅いＢ案

を支持するとともに、◯２各年のフェーズアウト

期日は１月１日ではなく引き渡し日とすること、

◯３MARPOL規制に適合したカテゴリー２タン

カーのフェーズアウトはカテゴリー１タンカー

より早くならないよう修正すべきこと等を主張

した。

$ わが国

わが国は、国際ルールに基づいて経済活動が
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行われているそのルールを改正しようとしてい

ること、強制的にフェーズアウトされるタンカ

ーの船齢、油輸送マーケットヘの影響を考慮し

Ｂ案を支持するとともに、条約の改正案の採択

に必要な出席国の２!３以上の賛成が得られる

ような改正案を作成することが委員会の目的で

あることを強調した。

この様な議論を経て、わが国の日本造船研究

協会顧問の篠村氏を議長とする非公式グループ

による妥協案の協議が続けられた。エリカ号事

故以後も欧州におけるタンカー事故が続発して

おり最終フェーズアウトは２０１５年以外政府とし

て受け入れられないとする EU加盟国、ブラジ

ルはじめＢ案を主張するノルウェーおよび日本

とそれを支持する国のそれぞれの主張の間で調

整が図られた結果、会議最終日の採択に間に合

うギリギリのタイミングで改正案が作成された。

（ハ） 審議結果

改正案の概要は次のとおりである。

! カテゴリー１の PRE!MARPOLタンカー

前回会合どおり、２００３年から２００７年の間に建

造年に応じ順次フェーズアウトするが、各年の

フェーズアウト日は引き渡し日とする。

" カテゴリー２および３タンカー

最終使用期限を原則２０１５年としたうえで、

２００３年から２００７年の間はカテゴリー１とほぼ同

様、２００８年から２０１５年の間はそれぞれ１９８２年か

ら１８９８年までの各年に建造されたタンカーを船

齢が２６年に達するまでにフェーズアウトし、

１９９０年以後の建造船も２０１５年中にフェーズアウ

トする（各年の引き渡し日を期限とする）。

# 要件緩和（資料２―５）

カテゴリー２および３タンカーで、全貨物タ

ンクにわたり二重底または二重船側を有するタ

ンカーは船齢２５年まで、現行１３G規則における

船齢２５年以上の PRE!MARPOLタンカーに課さ

れた船側タンクまたは二重底区画を有する（す

なわちMARPOL船＝カテゴリー２タンカーを

〔資料２－５〕

IMO MEPC４５における改正案の日本タンカー商船隊

への影響（カテゴリー２）

建造年

２０，０００D!WT以上
日本商船隊
Ｓハルタンカー

フェーズアウト時期
（１３Ｆ規則強制化時期）う ち

VLCC Ａ 案 Ｂ 案
pre１９７０ ０ ０

１９７０ ０ ０

１９７１ ０ ０

１９７２ ０ ０

１９７３ ０ ０ ２００３．１．１ ２００３．１．１

１９７４ ０ ０

１９７５ １ １

１９７６ ０ ０

１９７７ ０ ０

１９７８ ０ ０ ２００４．１．１ ２００４．１．１

１９７９ ３ ０ ２００５．１．１ ２００５．１．１

１９８０ ４ ０ ２００６．１．１ ２００６．１．１

１９８１ ４ １ ２００７．１．１ ２００７．１．１

１９８２ ２ ０ ２００８．１．１ ２００８．１．１

１９８３ ０ ０ ２００９．１．１ ２００９．１．１

１９８４ ０ ０ ２０１０．１．１ ２０１０．１．１

１９８５ ３ ２ ２０１１．１．１ ２０１１．１．１

１９８６ ８ ８
２０１２．１．１

２０１２．１．１

１９８７ ７ ４
２０１３．１．１

１９８８ ７ ３
２０１３．１．１

１９８９ ９ ６
２０１４．１．１

１９９０ １３ ８
２０１４．１．１

１９９１ １８ ８
２０１５．１．１

１９９２ １８ １６

１９９３ １６ １０
２０１６．１．１

１９９４ ５ ５ ２１５．１．１

１９９５ ５ ５
２０１７．１．１

１９９６ １ ０

Total １２４ ７７

フェーズ
アウト時期

Ａ 案 Ｂ 案

２０，０００
DWT
以 上

２０，０００
DWT
以 上

う ち
VLCC

う ち
VLCC

２００３．１．１ １ １ １ １

２００４．１．１ ０ ０ ０ ０

２００５．１．１ ３ ０ ３ ０

２００６．１．１ ４ ０ ４ ０

２００７．１．１ ４ １ ４ １

２００８．１．１ ２ ０ ２ ０

２００９．１．１ ０ ０ ０ ０

２０１０．１．１ ０ ０ ０ ０

２０１１．１．１ ３ ２ ３ ２

２０１２．１．１ １５ １２ ８ ８

２０１３．１．１ １６ ９ １４ ７

２０１４．１．１ ３１ １６ ２２ １４

２０１５．１．１ ４５ ３６ ３６ ２４

２０１６．１．１ ２１ １５

２０１７．１．１ ６ ５

（注）１９９９年央の日本商船隊シングルハルタンカー。
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〔資料２―６〕 

意味する）か、あるいはハイドロバランス方式

で運航されるタンカーは２０１７年または船齢が２５

年に達するいずれか早い日まで、旗国の許可に

基づき使用できる。

以上のことから、第４５回MEPCより提示さ

れた改正案と第４６回MEPCにおいて得られた

結果では、資料２―６に示すとおり、第４６MEPC

の結果の方が２０１７年および２０１５年の使用年限に

係わらず斜線で示した部分について、延命され

ることとなった。

なお、上記!を許可する旗国は IMOに報告

すること、また、上記!の適用を受けるタンカ

ーに対し、締約国は自国の港、沖合施設に入港

することを IMOを通じ拒否することができる

こととされた。

また、カテゴリー１のタンカーに対しては

２００５年、カテゴリー２のタンカーに対しては

２０１０年のその船の引き渡し日以後使用する場合

には、新たに導入された Condition Assessment

Scheme（CAS）を適用し、船舶の検査内容を主

管庁が検証しなければならないこととされた。

!３ 課 題

第４６回MEPCの結果に対し、EUの議長国を

務めるスウェーデンは EU加盟国を代表し、２０１５

年を超えて使用されるシングルハルタンカーが自

国の領域内の港または沖合施設に入港することを

拒否する意向を表明したほか、キプロスはこれに

加え自国籍のシングルハルタンカーが２０１５年を超

えて使用されることを許可しない旨表明し、マル

タも EUと同様の措置を取ると発言した。

このようにシングルハルタンカーのフェーズア

ウトに関しては、各国のそれぞれの主張が折り込

まれた改正案が採択されたが、今後２０１５年を基本

に各国毎の対応による違いは残るものの、２０１７年

までにはシングルハルタンカーの代替が進められ

ることになる。数字の上からは表２―７に示すと

おり、２０１５年の期限間際に大量のシングルハルタ

ンカーがフェーズアウトされることとなるが、今

後１５年の間に世界の油輸送における船腹需給の推

移と各企業の経営判断の下で、経済原則に基づい

た代替がスムーズに行われるものと思われる。大

切なことは、事故原因の調査結果に基づく合理的

なルール改正とは無関係に、今回のような極めて

政治的な圧力の下で船社の経営に重大な影響を及

ぼすこのようなルール変更が二度と繰り返されて

はならないということである。

また、２０１７年まで認められたシングルハルタン

カーの使用について、２０１５年以降については認め

ないこととするかどうかに関しては、経済的な影

響と技術的客観的評価とを判断した上で、慎重に

決定すべきである。

２・１・２ 油濁補償制度の見直し

エリカ号事故後の油濁損害額が現行の油濁二条約

（９２CLC!FC）の限度額を大きく超えることが予
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想されたことから、フランスをはじめ EU内で補償

体制の見直しが開始された。

これに併行して、９２CLC!FCの限度額の改定案

が英国等１９カ国により IMO法律委員会に対して提

出され、EU主要国もこれに合流することとなり、

２０００年１０月に開催された第８２回法律委員会において、

油濁二条約の補償限度額の５０％引き上げが採択され

た。それに対して、５０％の引き上げでは不十分と考

える欧州委員会（EC）は２０００年１２月に、エリカ号

事故後の第２弾の海上安全対策として、船舶通報制

度、欧州海事安全庁の創設とともに、欧州独自の油

濁補償制度（COPEF）を設立する構想を発表した。

この COPEFの主な内容は、EU内で発生した油濁

事故について９２CLC!FCの補償限度額を超えた額

を補償するというもので、その補償額は９２CLC!FC

の補償額と合わせて１０億 EUR（約１，１００億円）とな

っている。

なお、これらの動きに対応して、国際油濁補償基

金（IOPCF）のワーキンググループにおいても英国

等７ヶ国により任意の追加補償制度の設立が提案さ

れ、さらなる補償体制の見直しが論議されている。

２・１・３ 欧州連合（EU）の動き

ERIKA号事故後の海上安全対策の第一段階とし

て、欧州委員会（EC）は、PSCの強化と船級協会

〔資料２－７〕 MARPOL条約附属書!－１３Ｇ規則改正の日本タンカー商船隊への影響（カテゴリー２）

建造年

世界の
シングルハル
タンカーの隻数

２００００DWT以上
日本商船隊
Ｓハルタンカー

改正!‐１３Ｇ規則
（注１）

（参考）MEPC４５改正案

うちVLCC Ａ 案 Ｂ 案

pre１９７０ ０ ０

１９７０ ０ ０

１９７１ ０ ０ ２００３

１９７２ ０ ０

１９７３ ０ ０ ２００３．１．１ ２００３．１．１

１９７４ ０ ０
２００４

１９７５ １ １

１９７６ ０ ０
２００５

１９７７
（省 略）

０ ０

１９７８ ０ ０
２００６

２００４．１．１ ２００４．１．１

１９７９ ３ ０ ２００５．１．１ ２００５．１．１

１９８０ ４ ０
２００７

２００６．１．１ ２００６．１．１

１９８１ ４ １ ２００７．１．１ ２００７．１．１

１９８２ ２ ０ ２００８ ２００８．１．１ ２００８．１．１

１９８３ ０ ０ ２００９ ２００９．１．１ ２００９．１．１

１９８４ ０ ０ ２０１０ ２０１０．１．１ ２０１０．１．１

１９８５ ３ ２ ２０１１ ２０１１．１．１ ２０１１．１．１

１９８６ ８ ８ ２０１２
２０１２．１．１

２０１２．１．１

１９８７ ４４ ７ ４ ２０１３
２０１３．１．１

１９８８ ４６ ７ ３ ２０１４
２０１３．１．１

１９８９ ５６ ９ ６
２０１４．１．１

１９９０ ５２ １３ ８
２０１４．１．１

１９９１ ５５ １８ ８
２０１５．１．１

１９９２ ５４ １８ １６
２０１５

１９９３ ５３ １６ １０
２０１６．１．１

１９９４ ３３ ５ ５ ２０１５．１．１

１９９５ ２６ ５ ５
２０１７．１．１

１９９６ １３ １ ０

Total １２４ ７７

（注１） 各年のフェーズアウト期日は各タンカーの引渡日。
（注２） 緩和要件（２０１５年以降）に基づいた場合のフェーズアウト。
「世界のシングルハルタンカーの隻数」はノルウェー提案文書（MEPC４６!２!２）による。
「日本商船隊シングルハルタンカー」は１９９９年央の隻数（外国用船含む）。

（注２）

２０１６

２０１７
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の監督強化、および、ダブルハルタンカーの前倒し

導入を２０００年年初に提案し、その独自規制の立法化

の動きが始まった。（船協海運年報２０００参照）

エリカ・パッケージ!と呼ばれている第１段階の

対策に関しては、◯１シングルハルタンカーのフェー

ズアウトは IMOによる決定がその柱とされ、◯２船

級協会の監督強化については、国際船級協会連合

（IACS）による自主的な改善策などに加え、船級協

会の責任額を導入することなど、◯３PSCの強化に

ついては過去の一定期間「Detention（拘留）」され

た回数により入港禁止措置を講じることなどを中心

に、EU委員会、閣僚理事会および欧州議会での検

討が続けられている。

また、エリカ・パッケージⅡに関しては、２０００年

１２月６日に開催された欧州委員会は、沿岸国に多大

な損害を与える油濁事故を防止するための、第２段

階の対策として次の３項目についてそれぞれの検討

すべき内容を採択した。

１．船舶交通に関するモニタリング、監督、情報シ

ステム

"１ 欧州域内を航行する船舶の監視・取締りに関す

るルールの強化

"２ 域内の港に寄港しない船舶も対象にする通報シ

ステム創設

"３ 域内航行船に対する自動識別装置や VDR（ブ

ラックボックス）の設置義務付け

"４ 荒天時の出港不許可や、加盟国に対する遭難船

保護のための避難港湾の設置義務付け

２．油濁補償基金の上限拡大

"１ 欧州域内で発生した油濁事故に対し１０億ユーロ

まで追加補償できる体制を整える「欧州汚染被害

補償基金（COPEファンド）」の創設

３．海上安全庁に含まれるべき機能

"１ 海上安全のための情報収集およびデータベース

の運用

"２ 海事船級協会の評価および監査

"３ 加盟国において PSCを実施する機関

これらに関しては、エリカ・パッケージ!と同様、

欧州委員会、閣僚理事会、欧州議会によるそれぞれ

の検討が重ねられる。

２・１・４ 国際船級協会連合（IACS）

による検査強化

１．ERIKA 関連で IACSが決定した高齢船検査強化

及び転級時の制限の概要

IACSは２０００年２月１６日の IACS臨時理事会の決

定を受け３月１５目から１７目まで開かれた一般政策部

会で検査強化及び転級の制限の概要を取りまとめた。

（船協海運年報２０００参照）

当協会は IACSの規制に関し、◯１塗装状態の判定、

◯２コスト、◯３アフラマックス型の構造、◯４板厚計測

等の実行上の問題点を保船幹事会を中心として整理

し、日本海事協会へ以下のとおり働きかけた。

"１ 塗装状態

「加熱器管を設置している貨物油タンクに隣接

（面接触）するすべてのバラストタンクは、船舶

が１５年に達したのちは毎年内部検査を行うこと。

なお、前回の定期検査または中間検査時に、塗装

状態が良好と判断されたタンクまたはタンクの中

の区域は、船級協会が特別に考慮して差し支えな

い。」とされており、『塗装状態が良好とは「Good」

という非常に厳しい状態が想定されている。』が、

その必要性の明確な根拠が不明なのは問題である。

現行規則では、定検や中検における評価が「Good」

および「Fair」であれば、毎年の内部検査は要求さ

れず、「Fair」と評価される塗装状態は幅広いもの

の、２年～３年間は塗装の状態を安全な範囲に維

持できるという現在の評価基準と矛盾が生じる。

「検査強化」とは船級検査員の評価が「厳正」

になされることが求められることであって、

「Poor」「Fair」「Good」の評価およびその取扱

いを変更することではない。
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!２ アフラマックス

（イ） 積み揚げ時に加熱を要する貨油を積載する

アフラマックスタンカーにおいて、毎年内部検

査を求めるということは、全てのロンジバルク

ヘッド検査のためには最低約１日程（検査員２

名の場合）の滞船が発生することから、航海中

の検査が必然となると考えられる。ただし、６０

～７０℃の加熱を必要とする貨物もあるので、そ

れに隣接するバラストタンク内は相当の温度に

なる。このように毎年の２名の検査員による添

乗検査は、船主にとっても大きな負担であり、

これを要求する以上は、客観的、合理的な判断

基準が明確に示されることが重要となる。

（ロ） 貨油タンクの加熱システムの有無を検査対

象とするのではなく、年次検査毎に貨物タンク

の加熱に関する記録により、検査実施の要否を

判断すべきである。

!３ コスト

「２万重量トン以上の検査強化プログラム

（ESP）が適用される船舶は、第三回定期検査以

降の全ての定期検査および中間検査は少なくとも

２名の専任検査員によって行われること」につい

ては、「検査強化のために２名の検査員で検査を

実施すると言えども、公正、確実かつ客観的に最

終判定を下す局面が２名になるに過ぎず、現場の

検査行為自体は１名で実施する。」とのことなの

で、検査の工数自体は今までと同様である。

従って、これによって検査料金を引上げること

には反対する。

!４ 板厚計測

（イ）「船体構造船級検査に係る板厚計測は、当

協会または当協会が直接契約した会社によって

行われる場合を除き、検査員による立合いが要

求され、板厚計測中いつでも介入及び作業を監

視することができるよう検査員が船上にいるこ

と」については、船級が計測結果に全面的に責

任を負うと解釈される。

（ロ） 通常板厚計測を伴う検査時にはガスフリー

が必要となる場合が多く、そのための関係業者

（スラッジ揚げ業者、油排出監視制御装置のサ

ービス員等）を最大搭載人員一杯まで便乗させ

るため、立合いのためだけに検査員を便乗させ

ることは検査員費用の増加と併せ合理的ではな

いので、船級が板厚計測業者と契約する仕組み

作り、および、船級が板厚計測を船社が手配す

る場合と同等以上の効率的な計測方法、かつ、

同等以下の費用でできる体制を作るべきである。

IACSはさらなる検討を続け、検査強化の実施策

を決定したことから、日本海事協会は以下を内容と

する検査強化策を規則等に取り入れ２００１年７月１日

より実施することとした。

!１ 加熱管を設置している貨物タンクに隣接（面接

触）するすべてのバラストタンクは、船舶が１５年

に達したのちは毎年内部検査を行う。なお、前回

の定期検査または中間検査時に塗装状況が良好

（Good）と判断されたタンクまたは、タンクの中

の区域は検査員の裁量により省略できる。

!２ 船齢１５年以上の ESPが適用される船舶の、中

間検査は入渠検査または水中検査を含み前回の定

期検査相当の検査とする。

この場合、

（イ） タンクの水圧テストは実施しない

（ロ）２００２年７月１日より船底検査は入渠の上、

実施する。

!３ ２万 D!W以上の ESP対象船は第３回定期検

査以降の全ての船体関係の定期検査および中間検

査は少なくとも２名の専任検査員が行う。

この要件を満足するために使われる検査員は、

関連の検査を行う資格を有する者であること。

!４ 全ての船舶の条約（SOLAS条約、MARPOL条

約、満載喫水線条約等）検査は、専任検査員が行

う。

!５ 船体構造関連検査における板厚計測には検査員

が立会する。

!６ 転級（Transfer of Class）の強化
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（実施日２００１年７月１日）

（イ） Gaining Society（GS）が行わなければなら

ない検査：

・船齢が１５年以上２０年未満の ESP船では、次

に期日が来る中間検査または定期検査；

・２０年以上のすべての船舶では、定期検査；

ただし、転級時に船底検査が期日に来てい

ない場合は入渠検査の代わりに水中検査とし

て差し支えない。

（ロ） Losing Society（LS）は当該船舶の検査記録

（写真を含む）をすべて GSに受け渡すこと。

（注）検査強化プログラム（ESP）

国際船級協会連合（IACS）は、検査強化に関し板

厚計測の強化および構造上重要な部分に対する詳

細検査の義務付けを中心とする統一規則を制定し、

１９９３年７月１日よりタンカーおよびばら積貨物船

を対象として“検査強化プログラム”を実施し、

その後 IMO総会決議Ａ７４４（１８）に取り入れら

れ、１９９６年１月１日から SOLAS第!章で強制化。

２・１・５ CAS（Condition Assess-

ment Scheme）について

"１ 経 緯

EU加盟のデンマーク、オランダ、英国の３カ

国は早期フェーズアウトを求める欧州の政治的要

求と現実的視点からの提案との妥協点を探るため

に３国妥協案を２０００年９月に公表した。その中で、

カテゴリー２のタンカーについては、船齢制限は

２８歳のまま、基本的な使用期限を２０１０年としたう

えで、OPA ’９０におけるシングルハルタンカーの

使用期限である２０１５年までは、「特別な検査スキー

ム」の下に船齢に応じ段階的に使用期限を延長で

きるとする CAS（Condition Assessment Scheme）

導入の足がかりを第４５回MEPCへ提唱した。

２０００年１０月開催の第４５回MEPCにおいて、審

議の結果、MARPOL条約附属書Ⅰ―第１３Ｇ規則

の改正（案）が承認され、カテゴリー１、２、３

（以下、CAT１、２、３）のそれぞれの現存シン

グルハルタンカーに対するフェーズアウト促進ス

ケジュールが策定された。

CAT１および２に対しては、それぞれ２００５年（最

終２００７年まで）、および２０１０年（最終２０１５年また

は２０１７年）以降の使用は、CASへの適合を条件

に認められており、中間会合において詳細を検討

し、第４６回MEPCへ報告された。

"２ CAS（Condition Assessment Scheme）の性質

CASは、シングルハルタンカーに対し、IMOの

総会決議Ａ７４４（１８）（ばら積み運搬船とオイルタ

ンカーの検査の際の検査強化プログラムに関する

指針）の実施を確実にし、補完することを目的と

しており、資料２―８に示すように、主として代

行機関（Recognized Organization : RO；実際には

船級協会）による検査手続き面での強化を図る他、

検査の範囲・内容を ESPより多少強化しており、

最終的には主管庁による代行機関の実施した

CAS検査に対する検証を経て、証書（Statement

of Compliance）の発給に至るというスキームと

なっている。

最も特徴的なのは、CASは一義的には主管庁

の権限を認めつつも、代行機関（実質的には検査

の実施者）と主管庁（ROによる検査に対する検

証と証書発給）の役割分担を明確に規定している

ことで、これは従来の条約、強制コード（Ａ７４４

（１８））が、検査主体を原則として主管庁と規定

しているスタイルと大きく異なる。

さらに、従来の条約証書と異なり、主管庁のみ

による証書発給を規定し、主管庁による検証業務

を行う検査官も、当該代行機関とは関係のない者

が実施すること（便宜置籍国などで民間の検査官

を雇うことを想定）を求めている。

"３ 当協会の対応

中間会合および第４６回MEPCの開催前に、CAS

の審議経過を十分理解するために当協会は新造船

幹事会および保船幹事会が日本海事協会の間で会

合を重ねるとともに、その問題点を抽出し、以下

２．環 境 対 策

56 船協海運年報２００１



のとおり、国土交通省へ申し入れを行った。

（イ） CASはルールに従って検査を確実に実施

するための手順を規定するものであり、検査そ

のものを強化するものではない。資料２―９に

示すとおり、精密検査の箇所がＡ７４４（１８）に

おいて“Each One”となっている箇所が CASに

おいて“３０％”となることによって、CASの際

の板厚計測の点数がＡ７４４（１８）よりも、３倍近

く増えている。

（ロ） CASのためには、CASの適用開始年より

も前に、あらかじめ中間検査または定期検査に

併せて CASを受けることが求められている。

また、その申請手続き・準備作業等はさらにそ

の８ヶ月前から開始しなければならない。した

がって、経済の急激な変動による急な売船を迫

られても、CAS準備の如何や CAS検査済の有

無等の状態によって従来の船価を期待できず、

中古船や高齢船の転売マーケットが硬直的にな

る惧れがある。したがって、CASを本当に必

要とする船舶を極力絞り込むべき。

（ハ） シングルハルタンカーの使用期限を延ばす

ために、妥協策として CASが提案されたこと

は認識している。CAT１、CAT２、CAT３のタ

ンカーはそれぞれの状態が異なるので、それら

を勘案して、それぞれ別の考え方で CASを実

施すべきであり、CAT１は構造部材の状態が特

に悪いことが経験的に知られているので、適切

な対応が必要である。

〔資料２―８〕 CAS検査の FLOW CHART

CAS申込
船主は主管庁（Flag）と船級協会（RO）へ同時に申請

CAS検査開始前８ヶ月まで

SURVEY PLANNING QUESTIONNAIRE
ROが船主に検査開始前７ヶ月までに送付

SURVEY PLANNING QUESTIONNAIRE
船主はROに返信、写しを Flag へ
CAS検査開始前５ヶ月まで

CAS SURVEY PLAN
船主はROと協議して作成し、Flag と ROへ送付

CAS検査開始前２ヶ月まで

CAS検査の開始
分割も可。分割する場合、検査計画書に従い、完了・未完了を明確に区別する。

ESPの ISまたはSSと同時に行うことを原則とする。

CAS検査完了
検査員はCAS報告書をRO本部へ送付

RO本部は各CAS報告書を調査し

CAS FAINAL REPORT
RO本部は各CAS報告書を調査し、期日を超えて運航の可否勧告を記載し主管庁へ提出

適合証書発効日の２ヶ月前

主管庁はCAS FINAL REPORTを基に
MONITORING（監視）とVERIFICATION（検証）を行う。

主管庁はMONITORINGと VERIFICATIONの結果

適合証明を発行する。 CASの再検査を６ヶ月以内に行うよう指示

を行い、その旨を IMOに報告する。
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例えば、日本海事協会の分析や船社の過去の

経験や近年の２５歳前後の PRE!MARPOLタンカ

ーの事故例（ナホトカやエリカ）などを考慮す

れば、同一船齢においては CAT１より CAT２

のタンカーの方が状態が悪いことは明白である。

しかしながら、２００５年時点の CAT１の船齢は

２４歳以上であり、２０１０年時点の CAT２の船齢

は１５歳～２６歳であることから、CASの適用開

始年における船齢が明らかに、CAT１より CAT

２が厳しく設定されていることは不合理である。

したがって、CAT１に対しては、２００３年から即

時 CAS適用にするなどの措置が挙げられる。

!４ IMOにおける審議

２０００年１０月の第４５回MEPC以降、欧州におい

て、デンマーク、オランダ、英国等の海運当局や、

INTERTANKO、IACS、OCIMF、BIMCO、ICS 等

の民間海事団体による協議がスタートし、４回の

会合が持たれ、その結果をデンマーク、オランダ、

英国、および、IACSが共同でとりまとめ、２００１

年１月３１日から２月２日の間に開催された CAS

の中間会合へ提出された。

（イ） 中間会合の結果

CASとＡ．７４４（１８）の比較表（板厚計測）

Ａ．７４４（１８）の１５年を超える定期検査（第４回定期検査相当） コンディション・アセスメント・スキーム

Within the cargo area
! Each deck plate
" ３Transverse Sections
# Each bottom plate

Within the cargo are
! Each deck plate
" ３Transverse Sections
# Each bottom plate

Structural members subject to close!up survey for general assess-
ment and recording of corrosion pattern.

Measurements of structural members subject to close!up survey
according to 7.2.2*, for general assessment and recording of cor-
rosion pattern.

Suspect area Suspect area

Selected wind and water strakes outside the cargo area Selected wind and water strakes outside the cargo area

All wind and water strakes within cargo area All wind and water strakes within the cargo area

Internal structure in the fore and aft peak tanks

All exposed main deck plates outside the cargo area and all ex-
posed first tier superstructure deck plates

（＊）７．２．２とは前表で精密検査を要求される箇所

〔資料２－９〕 CASと A．７４４（１８）の比較表（精密検査）

Ａ．７４４（１８）の１５年を超える定期検査
（第４回定期検査相当） コンディション・アセスメント・スキーム

All ballast tanks All Web Frame Rings＊

All Transverse Bulkheads＊＊
All Web Frame Rings（＊A）
All Transverse Bulkheads（＊B）

One cargo wing tank All Web Frame Rings＊ All Web Frame Rings（＊A）

Remaining cargo wing tanks Each one Transverse Ring＊ ３０％ of All Web Frame Rings（＊A）

All cargo tanks All Transverse Bulkheads＊＊ All Transverse Bulkheads（＊B）

All cargo center tanks Each one Deck and Bottom Transverse＊＊＊＊ ３０％ of Deck and Bottom Transverses includ-
ing adjacent structural members

Others As considered necessary by the surveyor Additional complete transverse web frame
rings or deck transverse including adjacent
structural members as considered necessary

（＊） Complete transverse web frame ring including adjacent structural members such as plates, longitudinal frames, brackets, etc.
（＊＊） Transverse bulkhead complete including girder system and adjacent members such as brackets, stiffeners, etc.
（＊＊＊） Complete tank including all tank boundaries and internal structure, and external structure on deck in way of the tank
（＊＊＊＊） Deck and bottom transverse including adjacent structural members such as deck plates, bottom plates, longitudinal beams!frames
（＊A） Complete transverse web frame ring including adjacent structural members
（＊B） Transverse bulkhead complete!including girder and stiffener systems and adjacent members
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CAT３の船舶にも CASを適用すること、CAS

検査を行う検査官は当該タンカーの船級とは直

接の関係を持たないこと、船級による検査に対

するあまりに詳細な要求（検査官に対する訓練、

船級の本部と支部との関係等）は削除すること

などの提案があった。

わが国は、CAT３は CASの対象としないこ

と、CAS証書（Statement of Compliance）の

有効期限を３９ヶ月から５年へ改めることを提案

した。

審議結果、確認された概要は次のとおりであ

った。

" 検査の容認基準（Acceptance Criteria）：検

査の容認基準は、A．７４４（１８）の容認基準に従

うこと。

# SECOND OPINION : CAS検査が適切に実行

されていることを他の船級が確認する SEC-

OND OPINIONの考え方を盛り込むことを EU

が提案したが、IACSはメンバー間の監視は行

わないと主張し、第４６回MEPCへ持ち越され

ることとなった。

$ CAT３：CAT３に対しても CASを適用する

ことについては、MARPOL条約附属書Ⅰ第１３

Ｇ規則の改正に対するコメントとして、第４６回

MEPCで検討することとした。

% 年次監査：原案に ISMに基づいた年次監査

があったが、削除することが合意された。

（ロ） 第４６回MEPCの結果

２００１年４月の第４６回MEPCにおいて、検査

計画書の雛形を除き、手順、要領、代行機関と

主管庁の責任等も含めた CASの実施方法が合

意され、MAROPL条約附属書!の第１３Ｇ規則

の改正に合わせ２００２年９月１日に発効すること

となった。

" カテゴリー１に対する CAS適用期日は２００５

年とすることとなった。

# CASの適用はカテゴリー１及び２のシング

ルハルタンカーとすることとなった。

$ Statement of Complianceの位置付けは、わが

国の主張に基づき、IOPP証書を補足する船上

に保管されるものとして、IOPP証書の添付物

であることが明確にされた。

% 詳細検査および板厚計測の範囲は、わが国が

詳細検査および板厚計測の範囲が現行のＡ．７４４

（１８）より大幅に増えている点は、CASの本来

の趣旨から外れているので、Ａ．７４４（１８）で要

求される規定に合わせるべきと主張したものの、

「より多くの箇所を詳細検査し板厚計測するこ

とにより、さらに確実に船体の状態を把握する

ことが出来る」といった CASの本質的な問題

には触れないまま、原案が認められた。

& 検査計画書の雛形については時間の都合上、

次回第４７回MEPCにおいて再審議することと

なった。

２・２ 地球温暖化防止問題

１．国際的な検討状況

１９９７年１２月、京都で開催された第３回気候変動枠

組条約締約国会議（COP３）において、先進締約国

全体で、２００８年から２０１２年の間で１９９０年の水準より

最低５％の温室効果ガス（CO２、メタン、亜酸化窒

素、代替フロン等）の排出削減を行うことを規定し

た「京都議定書」が全会一致で採択されたが、国際

航路を航行する船舶および航空機が使用する燃料油

（バンカー油）から排出される温室効果ガスについ

ては各国の排出削減目標の対象外となっており、先

進締約国は国際海事機関（IMO）および国際民間航

空機関（ICAO）の作業を通じてバンカー油起源の温
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室効果ガス削減に向けた取り組みを行うこととして

いる。

一方、欧州諸国は、当初よりバンカー油起源の温

室効果ガスを排出削減対象とすることを強く主張し

ており、２０００年１１月に開催された第６回気候変動枠

組条約締約国会議（COP６）においても、フランス

のシラク大統領が国際航空燃料への課税による温室

効果ガス削減に意欲を表明しているなど、今後の締

約国会議（COP）において議論が再燃する可能性が

ある。現在、気候変動枠組条約「科学上及び技術上

の助言に関する補助機関（SBSTA）」においては、バ

ンカー油起源の温室効果ガス排出量割当方法に関す

る５つのオプション（以下参照）が提案されている。

【SBSTAで提案されている温室効果ガス排出量割

当方法に関する５つのオプション】

◯１ 割り当てない。

◯２ バンカー油の販売国に割り当てる。

◯３ 運送業者の所属国、機材の登録国または運用

者の在籍国に割り当てる。

◯４ 航空機または船舶の出発または到着国に割り

当てる（または両国で配分する）。

◯５ 乗客または貨物の出発国または到着国に割り

当てる（または両国に割り当てる）。

また、IMOでは、２００２年３月の第４７回海洋環境保

護委員会（MEPC４７）において温室効果ガス削減問

題に関するワーキンググループを設置し、具体的な

検討を開始することが決定している。経済協力開発

機構（OECD）においても、２００１年５月１６日にパリ

で開催された環境閣僚会合で『２００１―２０１０年の

OECD環境戦略』が採択、その中で、環境に配慮し

た海上・航空輸送を促進する排出権取引、課金等の

経済的手法の適用に関する戦略の検討を行うとして

いる。

２．わが国での検討状況

わが国は、京都議定書の採択を受けて１９９８年６月

に「地球温暖化対策推進大綱」を策定し、２０１０年に

おける１９９０年度比温室効果ガス排出削減６％を達成

するための施策を推進している。

"１ バンカー油起源温室効果ガス排出量割当方法検

討委員会

今後国際的枠組みでの検討が予定されているバ

ンカー油起源の温室効果ガス排出量削減および割

当方法に関する問題は、外国との旅客・貨物輸送

を船舶および航空機に頼らざるを得ないわが国の

海運業および航空運送事業等の経営環境に重大な

影響を及ぼし、また削減方法として運用面、技術

面の向上のほか、賦課金、排出量取引を含む経済

的措置も予想されることから、方法によっては温

室効果ガス削減に向けたわが国の国内政策も大き

な影響を受けることになる。

このような状況に鑑み、運輸省（現：国土交通

省）は、今後の国際会議での議論に向けてわが国

の対応に関する検討を行うこととし、２０００年１２月

に海運・航空業界、関係機関および専門家に参加

を呼びかけ「バンカー油起源温室効果ガス排出量

割当方法検討委員会」を発足した（委員長：山地

憲治 東京大学大学院教授。当協会からは環境対

策特別委員会幹事会幹事長 杉浦 哲氏（日本郵

船）が委員として参加）。

本検討委員会は、２０００年１２月、２００１年２月、４

月の３回にわたり開催され、SBSTAで提案され

ている５つのオプションに応じた割当量の試算、

および制度上・技術上の問題、実施コスト、国際

的な公平性等を分析し、各オプションについて実

施可能性、コスト、網羅性、国際競争力への影響、

公平性、実効性の観点から評価を行った。

割当方法の評価を行うにあたり、当協会は、外

航海運においてはシンガポール、パナマなど京都

議定書締約国でない国（非附属書!国）にも主要

海運会社在籍国および主要船舶登録国が多数含ま

れることから、各国間の公平性の確保が考慮され

るよう意見を申し入れている。

本検討委員会での検討の結果、外航海運の分野

においては：

・各オプションに関する割当量を算出するための
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燃料消費データが不備、あるいは不確実である

こと、また新たなデータの収集には多大なコス

トが予想されること。

・便宜置籍制度があり、国境を越えた集散離合が

頻繁に起こるなど排出源の捕捉が困難であるこ

と、非附属書!国での燃料補給が比較的容易で

あることなどの要因により実効性が低いこと。

・非附属書!国に有力な運送業者が存在し公平性

の確保が困難であること。

など海運の特殊性により、現在 SBSTAが提案

しているオプションでは、「割り当てない」を除

きいずれもデータの不確実性、データの収集コス

ト、実効性、国際競争力の面から問題点を有する

ことが明らかとなった。本検討委員会に係る調査

については、『航空機及び船舶から排出される温

室効果ガスの削減及び割付方策に関する調査』と

題する報告書が取りまとめられている。

２００１年４月、米国は京都議定書から離脱する旨

表明したが、国土交通省によれば、京都議定書で

の温室効果ガス排出量削減目標に向けたわが国の

取り組みは、１９９８年６月に作成された「地球温暖

化対策推進大綱」に基づき実施されるため、わが

国における本件の検討に与える影響は現在のとこ

ろはなく、平成１３年度も同様の検討委員会を設置

し、SBSTA提案以外の全く新しい割当方法の案

出も視野に入れつつ温室効果ガス排出量削減方法

を検討することとしている。

"２ 交通部門における環境税（炭素税）のあり方勉

強会

国内の運送業についても、国土交通省は、京都

議定書に定められた排出削減目標を達成するため

に自主的取り組みのほか排出量取引等の経済的手

法、規制的手法などの各種政策手法の組み合わせ

による政策パッケージを検討する必要があるとの

認識から、国土交通省は２００１年２月に陸海空の交

通関係事業者団体等から構成する「交通部門にお

ける環境税（炭素税）のあり方勉強会」を発足し、

諸外国における炭素税の導入実績等を踏まえ温室

効果ガス排出問題に向けた取り組みを開始した。

その第１回会合において国土交通省は、同会合は

環境税の導入を前提としたものではなく、環境に

関する国際的な動きについて関係者間で情報を共

有化し、また環境問題は世論の動向がウェイトを

占めるため運輸業界の環境問題に関する姿勢を示

すためのものであるとの設立趣旨の説明を行って

いる。

以後、２００１年５月まで合計４回の会合を開催し、

わが国における審議会等の環境税（炭素税）の導

入に係わる考え方等これまでの検討の概要、欧州

各国の炭素税の導入状況等が紹介され、CO２削減

に向けた運輸業界別の方策案が示された。

具体的には、内航海運は CO２排出原単位が小

さく、モーダルシフトの受け皿ともなり得るので

総量規制は難しく、技術開発による排出原単位の

抑制、排出量の削減を図ること、一方、外航海運

は国際輸送であるため税制の活用が不適当で、

〔資料２―１０〕 船舶からのCO２排出量に関する調査取りまとめ表

１９９０年度 １９９７年度 増 減 率 １９９８年度 増 減 率 １９９９年度 増 減 率

燃料消費量
（千トン）

Ａ 重 油
Ｃ 重 油

４８４
１２，２６１

４７３
１３，８１５

－２．４％
１２．７％

３７８
１４，１７３

－２２．０％
１５．６％

３８３
１４，７５１

－２０．９％
２０．３％

計 １２，７４５ １４，２８７ １２．１％ １４，５５１ １４．２％ １５，１３４ １８．７％

Ｃ Ｏ ２ 排 出 量（千トン） ３８，２９４ ４２，９２３ １２．１％ ４３，７０７ １４．１％ ４５，４３４ １８．６％

年 間 輸 送 量（千トン） ５９７，０３２ ７７８，９２１ ３０．５％ ７５８，２７０ ２７．０％ ８３９，８８６ ４０．７％

運 航 隻 数（隻） ２，２８８ ２，６０７ １３．９％ ２，６４３ １５．５％ ２，１４２ －６．４％

載貨重量トン数（千トン） １０２，６６２ １１７，３１５ １４．３％ １０１，２５１ －１．４％ １０５，２３９ ２．５％

量 （!!トン） ６４．１ ５５．１ －１４．１％ ５７．６ －１０．１％ ５４．１ －１５．７％

回 答 社 数 ３３ ４０ ― ４５ ― ４０ ―

（注） 当協会会員会社の運航船に関し調査。増減率は９０年度比。CO２排出量はCO２換算値。
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IMOにおいて国際的な枠組みで燃費の向上等海

運業界の特殊性に適応した規制の導入を図ること

としている。

なお、同勉強会は４回を以って終了し、今後、

国際的動向に応じて適宜開催することとしている。

!３ 経団連環境自主行動計画

経団連は、１９９１年に経団連地球環境憲章を発表

し、環境問題への取り組みが企業の存在と活動に

必須の条件であることを明確にし、環境保全にむ

けて自主的かつ積極的取り組みを推進することを

宣言した。１９９６年には経団連環境アピールを取り

まとめ、地球温暖化対策や循環型社会の構築など

に向けて、より具体的な取り組みを宣言している。

１９９７年には経団連環境アピールにそって経団連環

境自主行動計画を取りまとめ、３６業種、１３７団体が

これに参加している。

当協会も環境自主行動計画の策定に参画し、

２０００年１１月に行った第３回フォローアップでは、

２０１０年における１９９０年に対する輸送単位当たりの

CO２排出量を１０％削減していくとの目標に対し

て、調査の結果、１９９０年度の CO２排出原単位を

１としたときの１９９７年度、１９９８年度、および１９９９

年度の指数はそれぞれ０．８６、０．９０、０．８５となった

旨報告した。（資料２―１０参照）

２・３ 油汚染事故および海上災害防止への対応

２・３・１ 官民合同流出油防除訓練

の実施

２０００年１１月９日、横浜海上防災基地において、東

京湾排出油防除協議会を構成する官民３１機関が参加

して油排出事故対策訓練（机上訓練）が実施され、

当協会もこれに参画した。東京湾排出油防除協議会

は、１９９７年７月の東京湾における油流出事故（ダイ

ヤモンドグレース号の底触事故）を契機に官民合同

による油防除活動の総合調整を目的に設立された。

同協議会としての訓練は、１９９７年の設立以来毎年度

１回実施されており、今回は４回目にあたる。

今回の訓練では、「横浜沖航行中の VLCCに機関

故障発生。操船不能に陥り座礁に至る。船底に生じ

た破口より積荷の原油が流出。」との事故想定に基

づき、◯１浦賀水道航路・中ノ瀬航路の航行制限、◯２

流出油の性状および漂流状況に応じた回収、◯３沿岸

部住民に対する安全・衛生管理、◯４ボランティアへ

の対応、等について、約２時間にわたり机上訓練が

実施された。

なお、訓練終了後の意見交換において、◯１限られ

た時間内においても効果的な訓練が実施できるよう

訓練項目を絞り込むべき、◯２原因者（船社）側に設

置される事故対策本部と同協議会総合調整本部との

間の連絡体制を明確化すべき、等の指摘が当協会を

含む関係団体よりなされ、今後の課題として検討さ

れることとなった。

２・３・２ 海上災害防止センターに

よる油回収船および消防

船の代替

１．油回収船の代替および証明書発行料金の値上げ

海上災害防止センター（海災防）は、海洋汚染及

び海上災害の防止に関する法律（海防法）で船主に

義務付けられている油防除資材および油回収船の配

備を代行し、関係船主に対しこれら資機材を利用で

きる内容の「基地資材備付証明書」および「油回収

船等配備証明書」を有料で発行し、その業務費用を

賄っている。現在、全国に１０隻配備されている油回

収船は建造後２０年が経過し老朽化が進んだため、

２００１、２００２年度にそれぞれ５隻づつ、油回収装置と
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の代替をすることとなった。

この油回収装置の購入資金を賄うため、２００１年度

期首より証明書発行料金を１２，０００円値上げし、さら

に２００２年度にも１２，０００円、一件当たり合計２４，０００円

の値上げを予定していた。２００１年６月に開催された

同センターの機材専門委員会において、２００２年度の

証明書発行料金について再検討され、油回収装置の

価格は入札により当初の見込み額よりかなり圧縮で

きたが、一方、証明書発行件数が減少傾向にあるこ

とや機材業務運営上の繰越金を１億円程度確保する

必要が考慮された結果、２００２年度の値上げ幅を

１０，０００円（向う５年間据置）とする方向性が提示さ

れ、関係者の合意を得て２００２年度の予算編成等が検

討されることとなった。

２．消防船「きよたき」の代替

昭和３０年～４０年代の日本の高度成長期にあたり、

増大する石油エネルギーの需要に応えるため、原油、

液化ガス等のタンカーをはじめとする危険物積載船

の主要港湾への出入港が急増した。海上保安庁では、

４４年に「ひりゅう」（横浜）、４５年に「しょうりゅう」

（四日市）、４６年に「なんりゅう」（下津）と順次消

防船を配備して海上消防体制の充実を図った。しか

し、当時すでに東京湾に立地する６つのコンビナー

トの石油精製量は全国の５０％を占め、船舶交通も輻

輳し事故の蓋然性は極めて高い状況にあり、４５年に

川崎沖で発生した「ていむず丸」爆発事故を契機に

運輸大臣より東京湾における民間自営消防体制の整

備が指導された。これを受け海上防災センター（現：

海災防）は、船舶振興会（現：日本財団）の補助（建

造費の７０％）を受け、大型化学消防船「おおたき」

および「きよたき」をそれぞれ４７年（１９７２年）およ

び５０年（１９７５年）に建造した。

海災防は２隻の消防船により、東京湾内における

火災事故の発生に備えつつ、海上交通安全法等によ

り義務付けられている巨大船である危険物積載船の

航行中の待機配置および停泊着桟中の荷役警戒等の

火災警戒業務にも従事している。この警戒業務によ

り得た使用料は消防船の運営費および代替船の建造

資金に当てられている。

「おおたき」は建造後２４年を迎えた１９９６年に代替

船が建造され、「きよたき」についても２０００年に代替

建造を決定した。「きよたき」の基本仕様は「おお

たき」と同等としつつ、１９９７年のダイヤモンド・グ

レース号底触事故後に消防船に油防除資材を搭載す

ることとしたことを受けて、上甲板に搭載スペース

を確保したことから全長が約５m長くなるととも

に、入湾する大型タンカーのダブルハル化に対応し

消防能力の向上が図られた。同船は２００２年１月に竣

工する予定となっている。

２・４ 有機すず（TBT）含有塗料規制問題

１．IMOにおける審議状況

２００１年１０月に条約の採択会議の開催が予定されて

いる有機スズ系塗料の使用を全ての船舶を対象とし

て、２００３年１月１日以降新たに塗布することを禁止

し、２００８年１月１日以降は防汚塗料として使用され

ることを禁止するという条約の骨子は、２０００年１０月

および２００１年４月に開催された第４５・第４６回MEPC

においてほぼ固まった。

!１ 第４５回海洋環境保護委員会（MEPC４５）

２０００年３月の第４４回MEPCでは、条約の発効

要件および改正要件を除き、作業部会（WG）に

おいて、条約案の条文を審議し、作業部会として

の条約案文の作成を終了したが、時間的制約から

その詳細な結果を全体会合へ報告できなかった。

２０００年１０月の第４５回MEPCでは条約案文の逐条

審議が一通り終了し、条約案が承認された。
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（イ） 継続審議事項

規制の中心となる次の点が審議されたが、結

論が得られなかったため、継続的に審議される

こととなった。

! 条約証書の対象船舶

" 小型船に対する使用禁止ペイントを明示する

ためのプラカードの保持義務

# ２００８年以降船体に残存する有機スズ系船底防

汚塗料の処理方法の解釈

・サンドブラスト等により船体から完全に除去

することに限定するか、

・サンドブラストのみならず、シーラコートに

より当該塗料を被覆することも船主の選択肢

とするか

$ 発効要件

% 新たに禁止物質を定めるときの手続きおよび

条約の改正のための要件

& 証書発行のための「船底防汚システムに関す

る検査ガイドライン」

（ロ） 決定事項

データ不足があっても禁止物質の追加が行え

るというプレコーショナリー・プリンシプル

（Precautionary Principle）について、デンマー

クが「防汚システムに関する科学的な情報や知

識が不充分であることによる科学的な検証の欠

乏を理由に海洋環境保護委員会が決定を行った

り、附属書１に記されている防汚システムのリ

ストを変更することを妨げてはならない。」を

条約案文に加えることを提案し、欧州各国が賛

成したものの、データもなしに海洋環境保護委

員会が禁止物質を追加することはかなり乱暴で、

科学的に有効な情報やデータに基づいて決定す

べきとする強い反対が米国、カナダ、我が国等

からあり、本提案が審議項目から削除された。

!２ 第４６回海洋環境保護委員会（MEPC４６）

第４６回MEPCでは、前回会合において継続審

議となった項目を中心に審議が進められた。

（イ） 決定事項

! 検査の対象は４００総トン以上の船舶とする。

４００総トン以上の船舶は船底防汚塗料に関す

る検査を受けて、旗国の権限によって主管庁ま

たはその代行機関が発給する証明書を備え置く

ことが義務付けられることとなった。

" 小型船に対する使用禁止ペイントを明示する

ためのプラカードの保持義務

条約証書を要求されない４００総トン未満の小

型船に対し、使用禁止ペイントを明示するため

のプラカードの保持義務について検討されてい

たが、船長または船主が TBT塗料を使用して

いない旨を証明する書類を携行する方がより実

際的であるとの提案があり、審議の結果、プラ

カードの携行要件は否決された。その結果、国

際航海に従事する４００総トン未満かつ２５m以上

の船舶は証明書の携行要件が義務付けられるこ

ととなった。

# プレコーショナリー・プリンシプル（Precau-

tionary Principle）

プレコーショナリー・プリンシプル（Precau-

tionary Principle）が再度ヨーロッパ諸国から提

案され、米、カナダ、日本が、禁止物質の追加

は科学的データ－に基づくべきであり、前回否

決された経緯等を指摘したことにより、否決さ

れた。

（ロ） 継続審議事項

以下の点については今回も結論が得られなか

ったため、２００１年１０月に開催される外交会議で

審議されることとなった。

! ２００８年以降船体に残存する有機スズ系船底防

汚塗料の処理方法の解釈

" 発効要件

# 新たに禁止物質を定めるときの手続きおよび

条約の改正のための要件

$ 検査ガイドライン

証書発行のための「船底防汚システムに関す

る検査ガイドライン」や「PSCのためのガイ

ドライン」については十分な時間がとれなかっ
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たことから、２００２年４月に予定されている旗国

小委員会（FSI）において、審議されることと

なった。

これらの点を除いて条約の骨子が了承され、

２００１年１０月に開催される外交会議での最終的な

審議を経て採択する予定とされた。

２．当協会の対応

運輸省（現：国土交通省）は TBT船底防汚塗料を

規制する条約作りを IMOの場で率先して行うため

に、日本造船研究協会の第７６基準研究部会に、代替

船底防汚塗料の評価・選定手順を検討する第４小分

科会（SWG４）、具体的な種々の検査ガイドライン

を提案するために規制の実行担保方法を検討する第

５小分科会（SWG５）を設置した。

特に、SWG５においては簡易サンプリングを可

能とするために、容易かつ確実な検査方法を確立す

るための研究が平成１３年度より開始された。

当協会は、合理的な条約作りのために船主意見を

反映させるために積極的に分科会に働きかけた。

!１ サンドブラスト問題

「２００８年１月１日以降船舶に塗布されているこ

とを禁止する」に関し、当協会は TBT船底塗料

が海洋生物に害を及ぼさなければよく、サンドブ

ラストが新たな環境問題を引き起こすことや、さ

らに船主にとって経済的影響が大きい等の観点か

ら、すでに塗布されている TBTへの対処方法を

サンドブラストによる完全な除去に限定すること

の非合理性を指摘した。その結果、政府は◯１サン

ドブラストにより船体表面に残存している TBT

を完全に除去するか、◯２残存する TBT塗料の上

にシーラコートを塗布し TBT塗料の溶出を防ぐ

か、のいずれを採用するかは「船主の選択に任せ

るべき」こととする対処方針を決定し、第４４回

MEPCに引き続き、第４５回MEPCおよび第４６回

MEPCにおいても同様の方針で臨んだが、最終的

にこの問題は２００１年１０月の条約締結会議まで決定

が持ち越された。

!２ 簡易サンプリング問題

TBT塗料のブラックマーケット撲滅の観点か

ら「船舶の検査および違反の発見」という寄港国

の検査を規程している条項の中に、船底防汚塗料

の簡易サンプリングを可能とする条文が第４４回

MEPCのWGから第４５回MEPCへ提案された。

これに対し、当協会は現行のMARPOL条約の例

においても証書の検査を行った上で明らかな不備

があった場合を除き具体的な検査に移行できない

にもかかわらず、◯１当該条文案では証書の検査に

加えて簡易サンプリングを実施できることとされ

ていること、および、◯２現状の技術レベルでは塗

膜の表層のみの成分を簡易に分析できる装置は存

在しない実態から、サンプリングを規定した条文

案を削除するよう運輸省に要請した。しかしなが

ら、政府は◯１ブラックマーケット撲滅への具体的

方法が他にないこと、◯２サンプリングを定めてい

る条文には船舶に遅延を生じさせてはならないな

いとされていること等を理由として条文案を支持

し、簡易サンプリングを実施するにあたっての問

題点および船主として危惧される点を盛込んだ簡

易サンプリングの実施方法に関するガイドライン

を作成し、２００２年４月の IMO旗国小委員会（FSI）

へ提案していくこととした。

これに対し、当協会はサンプリング検査の目的

を明確にし、TBT含有塗料の解析技術、最上層

のみの正確な TBT成分分析、サンプリング片の

採取箇所、TBTのブラックマーケット撲滅のた

めの踏み込んだ措置等の技術的な問題点に十分配

慮すべきとする意見（資料２―１１）を政府に提出

した。
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

２００１年６月１２日

〔資料２―１１〕 「PSCにおけるサンプリング検査ガイドライン作成にあたっての注意点」の考え方について

１．サンプリング検査の目的

サンプリング検査を行う最大の目的は、TBT等の禁

止物質を含有する船底防汚システムのブラックマーケッ

ト存続を阻止することとされている。

従って、サンプリング検査の結果、TBT等の禁止物

質を含有する船底防汚システムを使用していることが判

明した場合、船舶所有者・船舶管理者以外の者がその原

因に関わっていることも考えられるので、違反者の追及

のためのスキームも確立することが不可欠である。

２．技術的な問題点

技術的な問題点として、次のことが挙げられる。

! 解析技術（価格、時間、確実性）

ペイントメーカーの情報によれば、現場で、容易に、

短時間に、しかも正確に TBTの有無が検査できる方

法は現時点ではない。

現状のレベルでは、分析装置は相当大掛かりなもの

で、相当な値段であり、またその取り扱いに熟練者を

要する。実際にやるとなれば、ペイントメーカー等分

析装置を設けた研究所へ持ち込むこととなる。

大掛かりな分析装置を使用すれば、分析そのものに

は数時間を必要とするのみであるが、研究所と PSC

間の「横持ち」（例えば、宅急便など）等の輸送時間を

考慮すれば一件あたり３～４日要し、検査件数が多い

と、検査待ちの時間が生じ、１週間程度は最低必要と

なることが予想される。

外国諸港でそのような費用および手間のかかる検査

を自前で実施することは予想し難いので、もし本当に

世界的にサンプリング検査を実施することになれば、

各 PSCからペイントメーカーの研究所へ持ち込み、

検査結果を出すのに相当の時間を要すると考えられる。

一般に本船の寄港スケジュールがタイトなため、限ら

れた時間内に白黒の判定結果を出すことは難しい。

さらに、試験方法が世界的に統一されていなければ、

分析結果の判定にばらつきが生じると考えられる。分

析成分およびその結果の信頼性の担保が必要である。

" 最上層のみの正確な TBT成分分析

シーラコートによって条約の責任を果たしているベ

ースで考えると、塗膜の成分分析を実施するにあたり、

何らかの形で、塗装表面の塗膜を幾分か採取する必要

が考えられているが、薄い塗膜の数１０ミクロンの一番

上だけを簡易に採取する技術は確立されているとはい

えない。幾分かの塗膜を採取し、溶液に作用させて反

応させても、どの層のペイントであるかを判別するこ

とは不可能といわれており、たとえ、シーラコートで

責任を果たしていても、シーラコートの上下のペイン

ト成分を分析できる技術が確立されなければ、不当に

罪を負わせることになる。

この点に十分留意する必要がある。

# サンプリング片の採取箇所

水面下や船側で少ししか水面上に露出していない船

底塗料のサンプル片の最上層のみをどのように、採取

するかという問題もある。

塗装の下地処理の関係上、シーラコートが一様に塗

れないこともあり、フェンダーなどで擦れたり、流木

との接触等で、ペイントが物理的に損傷を受けた場合、

シーラコートがはがれて、TBT層が露出する。シー

ラコートの塗膜がはがれた箇所に限って検査された結

果、TBTが存在すると判定されるのは不合理である。

基本的にシーラコートという方法で条約の責任を果た

しているにもかかわらず、サンプル検査では黒となる

ことが有り得るのは不当。したがって、シーラコート

の実施を確認できれば、シーラコートの下から TBT

ペイントが露出している可能性のある箇所については、

サンプル検査を実施すべきでないなどの問題があるの

で、船長の立会いの下にサンプル検査を実施すべきで

ある。

$ 禁止物質（TBT）のブラックマーケット撲滅のため

踏み込んだ措置（サンプリング検査の実効性の確保）

規制の対象が、主にペイントとなっているため、現

行のMARPOL条約や SOLAS条約の枠組みで設備や

機械等を寄港国で検査するという考え方に合わないこ

とから独立した条約となっており、同条約で考えられ

ている PSCとは別の新たな方法を確立し、ブラック
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２・５ 大気汚染防止問題

１．IMOでの審議状況

１９９７年９月に開催された海洋汚染防止条約（MAR-

POL条約）締約国会議において、MARPOL７３!７８

条約を修正する１９９７年新議定書として、「船舶から

の大気汚染防止に関するMARPOL条約の新附属書

!」および NOxに関する具体的な規制方法を定め

た「舶用ディーゼルエンジンからの NOx（窒素酸

化物）に関するテクニカルコード（NOxテクニカ

ルコード）」が採択された。

"１ 燃料中の硫黄分のモニタリングのためのガイド

ライン

２０００年１０月の第４５回MEPCにおいて、オラン

ダは１９９９年６月の第４３回MEPCにおいて採択さ

れた「船舶上で使用されるために供給された残さ

燃料油の全世界的な平均硫黄含有量の監視に関す

る指針」に基づき、１９９９年から開始された硫黄分

のモニタリングの最初の報告を次のとおり公表し

た。

（イ）５３，０００サンプル中の硫黄分の平均含有量は

２．７％（重量比）

（ロ） 全サンプルの７０％の燃料油中の硫黄分は２

～４％の範囲内であり、５０％が２．５～３．５％の範

囲内にある。

（ハ） ガイドラインでは３年間の平均をとること

となっており、２００３年に初めて対照の比較が可

能となる。

"２ NOxテクニカルコードの修正について

第４３回MEPCに日本からMARPOL条約新附

属書!の NOxテクニカルコードに関する編集上

および技術的な「陸上試験における給気に関する

マーケットを撲滅するための措置を盛り込むことが合

理的である。

（イ） 現状の検査技術の問題点が解消されない段階で

は、分析結果の判定に時間を要し、船底ペイントの

最上層を正確に採取する必要があることから、ドラ

イドック時に検査を実施することがより実行的であ

る。

（ロ） 現状の検査技術の問題点が解消された場合でも、

判定の如何についての「寄港国側」対「船主」の紛

糾を避けるために、証書の発行にあたり責任を負っ

ている旗国政府に対し改善措置を要求するなどのほ

か、検査（施行）者、船主、造船所、ペイント供給

者等責任を有するものへの追及が可能なスキームを

とることがブラックマーケットの撲滅に多大な効果

がある。

３．ガイドラインの主要点

上記１．および２．の実情や、塗料は設備や構造とは

異なり、通常の運航形態では容易に塗り替え工事を実施

できないなどの事情も踏まえ、サンプリング検査のガイ

ドライン作成には以下の問題点を取り入れる必要がある。

! サンプリング検査ガイドラインの目的（ブラックマ

ーケット撲滅）の明確化

" 技術レベルについての対策

（イ） 適切な検査方法

（ロ） サンプリング上の問題点

# サンプリングおよび分析検査を実施する専門家の資

格

$ サンプリング検査の手順

（イ） 証書の検査

（ロ） Brief Sampling（簡単なサンプリング）

（ハ） Thorough Inspection（徹底的な検査）

（ニ） 検査の実行性の確保

% 船長の同意および立会い

& 検査施行者・寄港国の責任

' 検査施行者（船舶検査官および外国船舶監督官等）

への教育訓練

( 解釈のための附属書

２．環 境 対 策

船協海運年報２００１ 67



係数（fa）」の修正提案を提出し、２０００年３月の第

４４回MEPCで再審議された。その結果、編集上

の修正、および、ファミリーエンジンの承認試験

の有効性を判断するための基準である係数「fa」

を「舶用機関を含む往復動内燃機関からの大気汚

染物質等に対する計測手法の国際的規格である

ISO８１７８－１：１９９６」と同じにすべきとする提案

が合意された。通常、発効されていない条約につ

いては、発効前に改訂できないものの、係数「fa」

については、「発効前でも改正内容を使用するこ

と」を含むMEPCサーキュラーが作成された。

%３ MARPOL条約新附属書$の発効問題

同附属書$の発効要件は「１５カ国以上の条約締

結国の批准かつ世界の商船船腹量の５０％以上」と

されているものの、２００１年現在ノルウェー、スウ

ェーデン、シンガポールの３カ国のみの批准に留

まっており、その船腹量に基づけば、世界の船腹

量の９％を満たすのみである。

%４ NOx（窒素酸化物）モニタリングガイドライン

２０００年１月１日以降建造された日本海事協会

（NK）船級船は NOx規制対応エンジンを搭載し

ており、鑑定書を有している。NOxテクニカル

コードに従えば、就航後の船舶において NOx規

制適合を検証する方法は、!エンジンパラメータ

ーチェック法（承認部品の交換記録、整備記録等

を実施することによって、附属書$第１３規則に適

合していることを確認する方法）、"簡易船上計

測方法（簡便化された方法で、定められた負荷毎

に NOxを実測する方法）、#NOxモニタリング

法（エンジンの全運転範囲にわたる抜き取り検査

または連続的な監視により直接 NOxを計測する

方法）の３つが規定されている。それらのうちの

何れかを選択し、エンジンが定期的に NOx規制

に適合していることの検査が継続実施されなけれ

ばならないこととされている。しかしながら、

NOxモニタリング法を採用する場合には、その

ガイドラインに従うことが規定されているにもか

かわらず、未だ具体的な方法（ガイドライン）は

開発されていない。

船上での NOxモニタリングについては、かね

てより、英国等が積極的姿勢を見せ、これまで欧

州主導でそのガイドラインが検討されてきた。こ

れに対し、陸上施設において実績のあるジルコニ

ア式 NOx計によって容易に NOxを計測できる

可能性が明らかになったため、日本舶用工業会の

大型機関技術専門委員会が NOxモニタリングガ

イドライン作業部会（WG）を２０００年６月に設立

した。（船協海運年報２０００参照）

同WGは、実用的な NOxモニタリングガイド

ライン案の策定を視野に検討し、その結果を日本

提案として取りまとめた。この結果を DE（船舶

の設計設備）小委員会へ反映すべく、当該ガイド

ラインの非公式書面審議（通信）作業部会の取り

まとめを行っていたドイツへ提出したが、同国は

IMOへ公式資料として提出しなかった。

２００１年３月に開催された第４４回 DE小委員会に

おいては、NOxテクニカルコードに含むべき項

目に関して考慮すべき用語が幅広くリストアップ

されたとともに、「NOxモニタリングに関するガ

イドライン」の作成促進のために、通信作業部会

の設置が正式に認められ、さらに、２００２年３月の

第４５回 DEへガイドライン案が提出されることと

なった。

ドイツの手違いで日本作成のガイドライン案が

正式資料としてならなかったので、ガイドライン

内容の審議に入れず、スタートポイントに戻って

しまったものの、日本は「船上 NOxモニタリン

グのガイドライン作成のための実船試験」のプレ

ゼンテーションを行い、米国も含めた各国の関心

を集めた。

当協会は、それが技術的に容易に実行できる方

法でなければ、選択肢として設けた意味を失うた

め、現時点においては管理が容易であると考えら

れているエンジンパラメーターチェック法に代る

選択肢として、NOxモニタリング法を選択でき

るようにするために、日本舶用工業会の NOxモ
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ニタリングガイドライン作業部会へ、引き続き船

主意見を反映させる方針である。

#５ 燃料サンプリングのためのガイドライン

MARPOL条約附属書"の第１８規則#６によれば、

本船に保管すべき燃料油のサンプルはガイドライ

ンに沿って採取されることが規定されているもの

の、ガイドラインは未だ策定されていない。

２０００年４月に開催された第４３回 DE小委員会か

ら「船舶への燃料油の移送のための実際的な手順

を特定方法の国際標準である ISO!TR１３７３９」を

ベースとして整理された燃料サンプリングガイド

ラインに関する審議結果を取りまとめ、同年１０月

に開催された第４５回MEPCに送付した。しかし

ながら、同委員会において INTERTANKO（国際

独立タンカー船主協会）及び IACS（国際船級協

会連合）からの◯１タンクサンプリングの削除、◯２

サンプリングの方法、◯３定義、◯４サンプルを採取

する箇所、◯５サンプリング量、◯６数、◯７保存条件

等についての修正提案が審議の結果認められたた

め、２００１年３月の第４４回 DEへ差し戻されること

となった。

第４４回 DE小委員会における再審議では、サン

プリング量と保管条件の２点が議論の争点となっ

た。

（イ） サンプリング量

サンプリング量について、IACSおよび IN-

TERTANKOから、MAROPL条約附属書"の

付録!に規定されている燃料油記録簿に記載す

べき項目の密度、硫黄、有害物質、大気汚染物

質などの分析に必要な量は４００mlで十分と主張

したが、わが国が有害物質、大気汚染物質など

の具体的分析項目が不明瞭であることを指摘し

た結果、「要求される試験実施のための適量、た

だし、４００mlを下回ってはいけない（sufficient

quantity to perform the tests required but

should not be less than ４００ml.）」とすること

が合意された。

（ロ） 保管条件

保管条件については、IACS、ノルウェーがサ

ンプルの蒸発を防ぐ２５℃以下の環境での保管を

推奨したが、我が国は、その根拠が不明瞭な上

に、船上で２５℃以下に常時管理することは難し

いことを指摘した結果、「温度が上昇しない条

件にある保護された箇所、涼しい!周囲温度が

望ましい（a sheltered location where it will not

be subject to elevated temperatures, preferably

at a cool"ambient temperature）」が合意された。

これにより、第４４回 DE小委員会は「燃料サ

ンプリングに関するガイドライン」の修正版を

MEPCに提出したが、２０００年４月の第４６回

MEPCは、第４４回 DE小委員会からの期間が

短く、審議結果を精査する十分な時間がなかっ

たため、２００２年３月の第４７回MEPCで審議す

ることとした。

#６ 船上焼却炉

船上焼却炉の標準仕様に関し、IMOのMAR-

POL条約附属書"第１６規則#２!の中で海洋環境

保護委員会決議［MEPC７６（４０）］として規定され

ている。

排気ガスによるダイオキシンの生成には、燃焼

炉内での不完全燃焼により生成する一次生成と、

焼却炉から出た排ガス３００～５００℃の温度および触

媒となる金属等の条件により生成する二次生成が

ある。二次生成を防止するための現在の基準「燃

焼室から２．５m以内で最高３５０℃に衝撃冷却する

こと」では不十分なことから、第４４回 DEにおい

て、日本は、焼却炉の出口温度の要件を３５０℃か

ら２００℃に改正する必要がある旨の提案を行った。

しかしながら、３５０℃で排気ガスが排出されても

煙突を抜ける時間は１秒程度であり、その間にダ

イオキシン類が二次発生することはほとんどなく、

２００℃に下げる必要性はないとして、日本の提案

は退けられた。日本は同意見に反する事実を明確

にできれば２００２年の第４５回 DEへ提案するとした。

なお、日本の船上焼却炉の型式承認基準には、

本案はすでに取り入れられている。
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２．国際的な動向

"１ 米国環境保護局（EPA）による大気汚染に関す

る独自規制について

（イ） EPAの規制に関する独自規制の動き

２０００年１０月に米国環境保護局（EPA : Environ-

mental Protection Agency）は、米国の Earthjus-

tice Legal Defence Fund（ELDF：米国の環境

関係法令を整備するために活動している非営利

法律事務所）との間で、２００２年４月３０日までに

IMOにおいて大気汚染規制を規定している

MARPOL条約附属書!が発効されなければ、

２００３年１月３１日までに、米国籍の３７kW以上の

舶用エンジンを搭載している船舶に対する当該

大気汚染の独自規制を法制化することに合意し

た。ただし、米国籍船ばかりでなく、米国域内

に入域する国際航海に従事する非米国籍船に対

しても当該大気汚染に関する独自規制を適用す

るかについてのパブリックコメントを求めてい

る。

（ロ） ICS（国際海運会議所）の姿勢

ICS（国際海運会議所：各国船主協会の国際

組織）は、EPAの対応に関し、２００１年２月の ICS

の環境小委員会（Environmental Panel）におい

て、「国際海運に関する規制は世界的に統一さ

れた基準により実施されることが必要で、いか

なる地域規制も国際海運活動にとって有害であ

る。MARPOL条約附属書!が発効されないと、

各地域で勝手に大気汚染規制を発効する恐れが

あるので、できるだけ早く発効できるような取

り組みが必要である」旨を確認した。

（ハ） WSC（WORLD SHIPPING COUNCIL）の

姿勢

WSC（WORLD SHIPPING COUNCIL：米国

に定期船を配船している船社の情報交換を行う

組織）も、基本的には ICSと同様の考えであ

り、２００１年３月の会合において、「ブッシュ政

権が上院へMARPOL条約附属書!を提出し、

EPAの発行しようとしている地域規制および

予期できない米国規制を阻止するために上院が

同附属書を批准するようにWSCははたらきか

けを続ける」旨を確認した。

（ニ） 当協会の対応

当協会は、２００１年３月に国土交通省による

「MARPOL条約附属書!」を次期国会提出条

約とすることについての意見照会に対し、「当

該附属書が有する技術的問題点が解決されたこ

とを見極めた上で、当該条約の批准を考慮すべ

きである」との意見を連絡した。これは決して、

規則レベルの緩和を求めているものでない。あ

くまで運用上の実行性に関する問題の解決に取

り組むべきであり、現時点において、当該付属

書が発効されることとなれば、船舶のスムーズ

な運航を阻害することが明らかであるという観

点から、その問題点の解決が優先されることが

必要であることを指摘したものである。

従って、５月の米国と CSG（Consultative

Shipping Group、欧州および日本で構成されて

いる先進国海運担当者会議）との会合において、

「安全!環境」議題として、EPAの大気汚染

に関する独自規制についても検討された際、事

前に国土交通省に対し、当協会は基本的に ICS

と同様の考えであり、米国域内に限る地域規制

には反対で、あくまでもMARPOL条約同附属

書!に基づいた規制の実施に取り組むことが重

要である旨を申し入れた。

"２ ICSの働きかけ

ICSは２００１年５月に開催された年次総会におい

て、◯１発効の遅れが国際海運の環境的に優しいイ

メージを下げるという点と、◯２国際海上貿易の妨

げとなる地域規制の増加の懸念等、が確認された

ことから、その旨を以下の２８の主要海運国政府、

国際機関、および組織に対しMARPOL条約附属

書!を早期に批准するよう促す親書を同年８月に

送付し、積極的な働きかけを行った。

送付先：

オーストラリア、バハマ、バルバトス、ブラジ
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ル、カナダ、中国、サイプロス、フランス、ドイ

ツ、ギリシャ、香港（中国）、インド、イタリア、

日本、リベリア、マルタ、マーシャル諸島、パナ

マ、ロシア、南アフリカ、トルコ、英国、米国、

シンガポール、ノルウェー、スウェーデン

IMO、欧州委員会

その結果、２００１年９月時点では各当局より次の

回答が届いている。

バ ハ マ：近々に批准予定

カ ナ ダ：２００２年１２月３１日までに批准予定

英 国：最早機会に批准するよう準備中

マーシャル諸島：現在批准について検討中

香 港：海事当局は ICSへ連絡予定

サ イ プ ロ ス：国内検討中

シンガポール：批准済

ノ ル ウ ェ ー：批准済

米 国：近い将来批准の見込みなし

オーストラリア：支持するが、２００３年の遅い時期

に正式に加盟する見込みなし

３．わが国における研究

"１ 舶用 EGR等 NOx防止システムの研究

IMOが大気汚染防止を目的としてMARPOL条

約附属書!とともに NOxテクニカルコードを採

択したことを受けて、エンジンメーカー、造船所、

船社、船級等をメンバーとして、日本造船研究協

会は舶用 EGR（Exhaust Gas Recirculation：排気

ガス再循環）等 NOx防止システムを研究するた

めの第２４１研究部会を設けた。同研究部会はその

規則を船舶においてスムーズに運用できるかとい

うことを以下の点に的を絞り込んで、実船による

運用模擬試験なども交えて、平成１１年度および平

成１２年度の２ヵ年にわたって検証作業を実施した。

（船協海運年報２０００参照）

（イ） NOx排出に関係する書類の作成が要求さ

れているが、記載内容については統一的な解釈

は示されておらず、統一された書式を用いるこ

とが極めて有効であるので、必要手続きおよび

書類のサンプルの作成。

（ロ） NOx排出規制に適合していることを確認

するための検査の詳細については決定されてい

ないので、実機および実船を使用して、申請手

続・証書の発給から就航後の検査に至る NOx

鑑定作業に関する模擬実施および検証。

（ハ） 就航後の船舶では、エンジンの修理や改造、

部品の設計変更が行われ、NOx排出率に影響

を及ぼす仕様の変更や調整がある場合は、定め

られた方法で検証しなければならないので、そ

の具体的な手続および対応方法。

（ニ）２００１年１月１日より前に建造された船舶

（既存船）に、「実質的改造」がある場合は NOx

規制対象エンジンとなるので、発生すると考え

られる技術的な問題点および対応方法。

（ホ） 発効までの対応方法に関する明確な公的指

針が全く示されていないので、発効に向けてど

こまでの準備をしておくことが必要であるかと

いう観点から、附属書!発効時への対応・準備

対策方法。

（ヘ） 欧州の関連業種との意見交換や船級協会

（アメリカンビューローオブシッピング、ロイ

ズレジスターオブシッピング、デットノルスケ

ベリタス、日本海事協会）との意見交換等によ

る情報の収集。

以上の作業から、問題点を◯１書類 ◯２検査 ◯３

測定 ◯４運用の４つに分類したところ、予備検

査等の実際に作業が発生している部分について

は、幾つかの問題点はあるものの実際に運用す

ることは可能と判断できた。しかし、就航後に

発生するであろう機関仕様変更やテクニカルフ

ァイルの更新、発効時への対応、既存船への適

用等、明記されていない部分に多くの問題点を

含んでいることが浮き彫りになった。

さらに、MARPOL条約附属書!の第１３規則

（NOx規制）が既存船へ適用された場合には、

◯１使用部品等のリストアップおよび定期的な照

合作業が必要であること、◯２緊急時は事前計測
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〔資料２―12〕 

１　IMO/NOｘモニタリングガイドライン作成のための実船試験 

２　IMO/NOｘテクニカルコード改正のための基礎試験 
 　　（燃料油中のN分によるNOｘ発生の影響度調査） 

1997 
議定書採択 
英国はかねてモニ 
タリングに積極的 

1999 
IMO/DE43 
ドイツがガイドラインのドラフト 
作成を引き受け 

このままでは欧州主導 
の机上のガイドライン 

IMOへの情報提供 
予告 

IMOへの試験結果 
情報提供と提案 

モニタリング実船試験 
2001～2002

具体的経験に基づいた 
現実的なガイドライン 

2003年 
完成 

1990 
IMOで議論開始 

1997 
付属書Ⅵ採択 

2000 
実質的発効 
（遡及適用条項） 

実船試験中に得られた 
サンプル油の提供 

IMOのNOｘ規制値 9.8～17g/kWh(軽油・A重油使用)
基礎試験 
・定容燃焼器によるNOｘ計測 
・単筒試験機による燃焼試験 IMOへの提案 

燃料油中のN分の補正 
（NOｘテクニカルコード） 

ISOへの提案 
燃料油中のN分規制 

（ISO8217：舶用燃料油） 

証書再認証時の三つの選択肢(発効後) 
・NOｘ簡易計測 
・モニタリング記録の提出 
・パラメータチェック 

2004年？ 
発効 

正確な燃料中のN分と発生NOｘの関係把握 

舶用燃料油の 
主流は常圧残油 
N＝0.2％ 
NOx＝＋１～２g/kWh

舶用燃料油の主流 
は減圧／分解残油 
N＝0.6～1.0％ 
NOｘ＝＋４～５g/kWh

C重油使用によるNOｘ増加の許容値 
IMO：最大 10%

C重油使用によるNOｘ増加の予想値 
現実：最大 50%

が不可能であること、◯３全船舶がNOx排出規制

に対応できるとは限らないこと等、解決が極め

て困難な問題点があることから、既存船への適

用を規定している条文を削除するか、若しくは、

実現可能とするための大幅な見直しを提言した。

"２ NOxモニタリングガイドラインのための実船

実験

MARPOL条約附属書!（現在未発効）の NOx

テクニカルコードには NOxモニタリングガイド

ラインが規定されており、設計設備小委員会は、

作業期限を２００３年として審議している。

（項目２・５、１!５参照）

内燃機関から排出される NOxは、サーマル

NOx（吸入される空気中の窒素分が燃焼の高温

（１５００℃以上）により形成される NOx）とフュー

エル NOx（燃料油中の窒素分に起因する NOx）

がある。NOx対応エンジンによってコントロー

ルできるのは前者である。しかしながら、IMOに

おいて NOx規制の検討が開始された１９９０年当時

には、後者の原因となる常圧蒸留残さ油中の窒素

分は０．２％程度であり、その NOx値への影響は

１～２g!kwhと言われていた。しかし、近年で

は燃料の精製技術が向上したことにより、減圧!

ビスブレーカ残さ油中の窒素分は０．６～１．０％で、

その NOx値への影響は４～５g!kwhもあると

言われている。したがって、１３０RPM以下のディ

ーゼル機関では、NOx制限値が１７g!kwhである

ことから、フューエル NOxの影響は決して無視

することはできないこととなる。日本舶用工業会

の舶用燃料油小委員会（項目７．６．２、２．参照）

の研究においても、窒素分の異なる燃料を燃焼分

析したところ、窒素分の多い燃料からは、明らか

な NOxの増加が確認された。

このために、日本舶用工業会の NOxモニタリ
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ングガイドライン作業部会が、２０００年１１月に作成

したガイドライン案の実行性を検証するに当たっ

ては、NOxモニタリングの実船実験の結果と、そ

の際採取した燃料サンプルの性状分析（特に窒素

分）および燃焼解析（NOx排出量）等を総合的に

評価することが重要となった。

以上のことから、就航船での試験的データ収集

を図り、実証的情報を元にした種々の提言等を通

じて、NOxモニタリングガイドラインを改善す

る必要があるとの観点から、エンジンメーカー、

船社、計器メーカー、船級等をメンバーとして、

平成１３年度より２ヵ年計画で、日本造船研究協会

に第７６基準部会 NOx分科会が設置された。

本分科会においては、〔資料２―１２〕に示すと

おり、実船による NOx連続計測に着手し、約１

年間当協会会員船社の協力により実船データを収

集し、集約したデータを元に計測に関する具体的

要領（的確な計測機器の選定、計器校正要領、計

測精度、計測時期・インターバルなどの計測要領）

を調査・検討し、IMOへの提案を行うこととし

ている。研究の結果によっては、IMO MARPOL

附属書!および NOxテクニカルコードに規定さ

れている NOx排出規制値の修正および ISO燃料

油規格の改訂等が必要となることも考えられる。

２・６ バラスト水排出規制問題

１．IMOにおけるバラスト水管理新条約案の検討

船舶のバラスト水に含まれて移動する水生生物が、

バラスト水排出海域の海洋環境や生態系に悪影響を

及ぼすことが問題視されていることから、IMO海

洋環境保護委員会（MEPC）において、バラスト水

中の有害水生生物の移動を管理するための国際条約

を策定すべく審議が行われている。バラスト水管理

の枠組みとして、“Universal Approach”（すべての

船舶を管理対象とする案）と“Ballast Water Manage-

ment Area Approach”（一定の海域を管理対象とす

る案）の２つの概念が示され、この折衷案として「全

船舶への要件」と「一定の海域での特別要件」の２

段階に分けて要件を設定する「２段階手法 （two

tier approach）」が原則合意されている。現在、２００３

年に外交会議を開催し新条約を採択することを目標

に審議が継続されている。

２０００年１０月に開催された第４５回MEPCでは、第

１段階におけるバラスト水管理計画、バラスト水管

理記録簿およびバラスト水管理手順について、また

第２段階における一定の海域の設定手続きおよび同

海域における特別要件について、その規則案が検討

された。また、バラスト水管理基準の確立を急ぐこ

とが統一見解として示された。なお、洋上における

バラスト水交換については、船体縦強度や復原性等

の安全上の問題が再認識され、より優れたバラスト

水管理手法が確立されるまでの暫定的な手法として

位置付けられた。

２００１年４月に開催された第４６回MEPCでは、主

としてバラスト水管理基準について検討が行われた。

バラスト水交換の基準については、９５％以上の量的

置換率を用いることとされた。また、バラスト水交

換に代わる新たな処理手法を評価する基準について

は、「９５％以上の生物の処理（除去・殺滅・不活性

化）」を基準とする意見が大勢であったが、生物学

的見地からは「１００％の処理」を実施しなければ意味

がない（生物種の移転の可能性は否定できない）と

の意見もあり、合意に至らず継続審議されることと

なった。

２．バラスト水管理手法に関する国際シンポジウム、

バラスト水管理基準に関する国際ワークショップ

IMOは、地球環境ファシリティ（Global Environ-
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ment Facility ; GEF）、国連開発計画（United Nations

Development Programme ; UNDP）からの資金提

供をうけ、GloBallast Programme（Global Ballast

Water Management Programme）を実施しており、

現在までに世界６地域においてセミナーを開催し、

発展途上国におけるバラスト水問題への取組みを支

援している。この活動の一環として、２００１年３月に

ロンドンの IMO本部において、バラスト水管理手

法に関する国際シンポジウムが開催された。このシ

ンポジウムには、海洋科学、生物学、研究開発者、

海運等の各方面から約２００名の専門家が集まり、バ

ラスト水交換に代わる新たな管理手法に関する世界

各地における最新の研究開発状況について、合計２３

件のプレゼンテーションが行われた。

開発中のバラスト水管理手法として、◯１濾過、◯２

遠心分離、◯３紫外線、◯４オゾン、◯５銅イオン、◯６化

学殺菌剤、◯７熱処理、等の手法が紹介された。また、

わが国からは当協会も研究開発に参画している特殊

なパイプを使用する手法について、日本海難防止協

会が開発状況を発表した。この手法は、バラスト水

配管中に特殊な構造のパイプを組み入れ、通水時に

発生する乱流等の作用によりバラスト水中の生物を

殺滅する方法であり、船舶のバラスト水操作への影

響が少なく、また、構造が単純で必要な動力が少な

いことなど、運用面において優れた手法であると考

えられる。

しかしながら、同シンポジウムにおいて紹介され

たいずれの手法もいまだ実験段階であり、その実行

可能性は定かではない。また、効果の面においても、

バラスト水中に含まれる多種多様な生物を完全に処

理できるものは開発されていない。新たなバラスト

水管理手法は、◯１安全であること、◯２二次的な環境

影響がないこと、◯３費用対効果が優れていること、

◯４実用的かつ信頼性が高いこと等の諸条件が満たさ

れることが重要である。

上記シンポジウムに引き続き、バラスト水管理基

準に関するワークショップが開催され、バラスト水

管理に関する具体的基準の検討が行われた。基準の

設定に当りバラスト水交換の効果をベースとすべき

かどうかについて議論された。バラスト水交換法は

水の量的な交換率で示されるが、これを生物の除去

率に換算するのは極めて困難であるとの認識が示さ

れ、この検証のために限られたリソースを投入する

よりは、別の観点から基準を策定すべきとの意見が

大勢を占めた。

また、基準の設定例として、生物の分類毎の代表

種を選定しそれら生物の除去率（または殺滅率、不

活性化率）を９５％以上とする案、一定の大きさ以上

の生物（例えば１００µm以上）を除去する案等が出

された。一方、基準に関する科学的データが不足し

ていることを理由に具体的な数字を挙げるべきでは

ないとする意見も出された。バラスト水による水生

生物の移動・定着の実態や生態系への影響は科学的

に不明な点が多く、結果、ワークショップとしての

統一見解を得るには至らなかった。ただし、病原体

の扱いについては、その他の水生生物と分けて処理

基準を設定しようとする考え方が大勢を占めた。

２・７ 海洋汚染防止条約等の改正

海洋汚染防止条約等の改正

１．容器に収納した有害物質の識別のための指針の

改正

２０００年３月の第４４回海洋環境保護委員会

（MEPC）において、容器に収納された有害物質の

輸送に関し、MARPOL条約附属書!の付録「容器

に収納した有害物質の識別のための指針」が改正

され、２００２年１月１日に発効する見込みとなった。
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これは海洋環境における有害性の定義について

OECDの基準との調和を図るもので、有害物質

とする評価要素から着臭性が削除された。

２．プラスチック製品の焼却灰の海洋投棄の禁止

２０００年１０月の第４５回MEPCにおいて、廃物の

処分に関し、「プラスチック製品の焼却灰（毒性

または重金属を含むもの）」の海洋投棄を禁止す

るMARPOL条約附属書Ⅴの改正案が採択され、

２００２年３月１日に発効する見込みとなった。また、

本改正に伴い、廃物記録簿の編集上の一部改正も

行われた。

廃プラスチック内に毒性または重金属が含まれ

ているか否かの判断を船上で行うことは現状では極

めて困難であるところから、本改正は実務上プラス

チック焼却灰の海洋投棄の全面禁止を意味するもの

と考えられる。

２・８ 環境憲章の策定

当協会は、２００１年１月、環境対策特別委員会で検

討を重ねてきた「日本船主協会 環境憲章」を策定

した。

環境憲章の作成については、１９９９年７月の環境対

策特別委員会の第１回会合において海運業界として

の環境憲章の策定を同委員会の作業項目のひとつと

して決定したことを受けて、同委員会の下部組織で

ある幹事会を中心に、会員会社のほか、他業界の企

〔資料２―１３〕 日本船主協会 環境憲章

環境理念

日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立ち、海難事故や油濁によ

る海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底するとともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推

進します。さらに、海運があらゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを

踏まえ、環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に寄与することに努め

ます。

行動指針

日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策の推進に努めるとともに会員会

社の積極的な環境保全への取り組みを支援します。

１．地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定による一層の環境保全

２．船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航に寄与する機器の開発支援と

導入促進

３．省エネルギー・輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に伴う環境負荷の低減、廃棄物

の削減と適切な処理

４．海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船舶リサイクルの促進

５．船舶の運行技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練

６．海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な体制の維持・整備促進

７．環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への意識向上と環境保全への日常的取り組みの

強化

８．環境対策に関わる内外関係機関等との連携の強化および内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢

献
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業および団体の環境憲章に関する調査を行うなどの

準備作業を進めてきた。

同時に、海運業界における環境問題の現状と対応

および今後の課題等についての整理を行い、憲章に

海運の特徴を織り込むこととし、また、産業団体と

して取り組むべき項目を明示するとともに実施主体

である会員会社に対する啓蒙および取り組み支援を

憲章の基本スタンスとすることとした。

以上の経緯を踏まえ、環境問題に対する基本姿勢

を「環境理念」として冒頭に掲げ、次に環境保全に

関しての具体的な取り組み内容を列挙した「行動指

針」を憲章の構成とし、幹事会にて案を作成、委員

会の討議を経て２００１年の１月の理事会で正式に承認、

採択された。

今後、当協会はこの環境憲章に基づき一層の環境

対策を推進していくこととしている。（資料２―１３

参照）

２・９ 環境シンポジウムの開催

当協会は、広く一般を対象に、地球・海洋環境保

全に向けた海運業界の積極的な取り組みに関して

PRを行うとともに、地球・海洋環境問題への意識

の向上を図ることを目的として、昨年に続き、２回

目の『海洋環境シンポジウム―人類と海洋の共存に

向けて―』を２００１年３月２日!にイイノホール（東

京都千代田区）において開催した。

本シンポジウムは、記念講演会およびパネルディ

スカッションの２部構成とし、第１部の記念講演会

では作家の椎名 誠氏を招き、「マゼラン海峡への

旅」をテーマとして、氏の海に対する思い、海のロ

マン、海の偉大さを大いに語っていただいた。第２

部では、石 弘之氏（東京大学大学院教授）のコー

ディネーターのもと、パネリストに須賀 潮美（水

中レポーター）、立松 和平（作家）、田辺 信介（愛

媛大学教授）、風呂田 利夫（東邦大学教授）の各氏

を迎え「海を科学する」をテーマとしたパネルディ

スカッションを実施、海洋生物の生態系の変化、環

境ホルモンの影響等に関する各パネリストによる議

論を通じて海洋環境の変化について深く問題提起を

することとなった。

シンポジウムの開催にあたり、収容人員約６００名

に対して総勢１，５９４名もの応募が殺到し、最終的に

は多くの方々にご遠慮願う結果となったが、一般の

方々の環境問題に対する関心の深さを改めて認識す

ることとなった。

第２部のパネルディスカッションの模様は、８月

２４日!に NHK教育テレビ「金曜フォーラム」にお

いて放映された。

２・１０ 環境ハンドブックの作成

２０００年８月、当協会は、地球・海洋環境問題の現

状・課題、およびこれまで海運業界が取り組んでき

た個々の環境問題への対応や安全対策を総合的に取

り纏めた「環境ハンドブック―海運業界としての取

り組み―２０００年」を刊行した。

同ハンドブックは、温暖化の原因となる CO２か

ら、大気汚染における NOx、SOx、油濁補償体制、

バラスト水問題や船舶リサイクル問題等に至るまで
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海運が係わる環境問題およびその対応等を幅広くか

つ詳細に取扱っており、さらに巻末にも内外の条約、

法令等を加え、海事関係者の間でも参考資料として

活用できるような構成となっている。

海運が係わる地球環境問題はその改善に向けて現

在も IMO等の国際機関において検討が行われてい

ることから、同ハンドブックは２年毎を目処に改訂

し最新情報を加えるとともに、関係者等の意見も組

み入れていくこととしている。
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３・１ 外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度

主に定期船社によって結成されている運賃同盟や

協議協定については、日米欧をはじめ各国で独禁法

の適用除外がかねてより認められており、一定の条

件下での協定の締結と活動が認められてきた。

各国の同制度を巡る近年の動きをみると、公正な

競争環境を確保するなどの観点から、関連国内法の

見直しが適時行われているが、基本的には同制度の

必要性と存続が認められる形で推移している。

当協会としては、独禁法適用除外制度の下で認め

られている船社間協定の活動は、良質な定期船サー

ビスを提供し、安定した運賃を維持していく上で通

商、貿易そのものに不可欠であり、同制度は海運・

貿易両業界を含めた貿易業界（Trade Industry）全

体にとって必要であるとの基本的考え方に基づき、

船社間協定に対する独禁法適用除外制度の存続に向

け対応している。

最近の主な動向は以下のとおりである。

３・１・１ OECD

OECD（Organization for Economic Co-operation

and Development：経済協力開発機構）は、１９９５年

の閣僚会合での議論を踏まえ、各分野での国際的な

規制改革プロジェクトを進めているが、海運分野に

ついても、１９９９年５月に OECD事務局から同プロ

ジェクトの一環として、船社間協定に対する独禁法

適用除外制度の見直し案（「海運規制改革レポート」）

が提出された。

同レポートでは、「独禁・競争諸法の適用から除

外されている海運同盟やその他協定の諸活動は、最

も議論の多い規制のまま残っている。適用除外の全

面的撤廃は現実的ではないが、部分的な撤廃は有益

であり、検討されるべきである」とし、具体的には

スロット交換、共用施設の共有、インフラストラク

チュアの共同利用などを一括適用除外とするものの、

共通運賃を設定する協定などは、公共の利益が伴う

ことを条件に競争当局の個別承認を要するとし、競

この章のポイント

・当協会は、船社間協定に対する独禁法適用除外制度の

重要性に関する意見書をOECD事務局に提出。

・WTOサービス貿易自由化交渉の再開に伴い、当協会

は同交渉に関する基本的考え方を国土交通省に提出。

・アジア船主フォーラム第１０回総会が２００１年５月２２日に

北京で開催される。

・米国内国歳入庁（IRS）の国際運輸業所得に係る免税

範囲の縮小を含む規則案は、関係業界のロビー活動の

奏効や、政権交代とともに廃案となる。

３ 国際関係

３・１ 外航船社間協定に対する独禁法適用除

外制度

３・２ WTO

３・３ アジア

３・４ 米国

３・５ OECD

３・６ IMOの活動

３・７ 当協会が加盟する主要国際団体の２０００

年度の活動
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争要因の縮小をもたらす協議協定や安定化協定につ

いては、独禁・競争法からのいかなる適用除外も受

けるべきではないと提案している。

本件については、２０００年５月２６・２７日にパリで開

催された OECD海運委員会と同競争法・政策委員

会の合同ワークショップ（WS）で、OECD加盟国

の海運当局・競争当局・船主団体・荷主団体・フォ

ーワーダー団体等の代表がそれぞれの立場からプレ

ゼンテーションを行い、定期船海運の特性や適用除

外制度の必要性などについて幅広く議論したが、結

局結論には至らなかった。

（「船協海運年報２０００」参照）

その後 OECD事務局は本件に関し、各国船主・

荷主団体等を対象に同盟や協定の実態などに関する

適用除外制度についての調査を実施したため、当協

会は船社間協定の重要性と同協定に対する適用除外

制度の維持を求める意見書を２００１年３月２７日付で提

出した。（資料３―１参照）

同調査に対しては、当協会がメンバーである欧州

・日本船主協会評議会（CENSA）や、わが国定航

３社を含む世界主要コンテナ船社４０社以上で構成す

るWorld Shipping Council（WSC）も当協会と同様、

現行制度の必要性を訴える内容の意見書を提出した。

当協会意見書は、現行制度の見直し問題について

２０００年５月の OECD WSの際に提出した意見書の

内容を再確認し、さらに日本における海上運送法の

〔資料３―１〕 OECD調査に対する当協会意見書（要旨）

１）日本船主協会は、この問題について CENSAから別

途提出されている意見書を全面的に支持し、WSCか

ら提出された意見書についても、同様に支持する。

２）１９９９年５月の OECD事務局による規制改革レポー

トに対し、当協会は２０００年５月のWSに意見書を提出

した。同意見書で述べた概要以下の考え方は現在も変

わっていない。

―船社間協定に独禁法上の事前承認を課すことは不適

当であり、実際的でない。

―協定の事前承認基準を作ることは国によって異なる

法律判断と混乱を招く。

―協定に対する明確な事前承認を求めることは、国に

よる判断基準の差異を不必要に明らかなものとし、

国際関係を悪化させる恐れがある。

―協議協定は、高品質で安定的な海運サービスを提供

する上で多くの利点を有しており、独禁法の適用除

外が必要である。

３）船社間協定に対する独禁法適用除外制度は、OECD

メンバー政府により周期的に見直しが行われている。

日本では、１９９９年７月施行の改正海上運送法の下、船

社間協定は国土交通省の監督下に置かれ、協定に各種

届け出を義務付けることでその透明性が確保されてい

る。

４）日本では、船社間協定と日本荷主協会との間の対話

が長年に亘り確立されている。こうした民間の“自主

的な行動（self-regulation）”は、船社・荷主双方の利

益のために効果的に機能しており、船社間協定が運賃

の変更等の荷主経済に影響を与える決定を行った場合

には、実施前に日本荷主協会との対話を行うことが慣

習化している。

５）こうした対話は、船社・荷主双方にとって貿易・経

済動向についての自由な意見交換と将来の市場動向・

需給見通しについての正確な理解を可能とし、運賃の

乱高下を最小限に抑える効果を生み出している。この

ため、現在の対話制度は、運賃動向の正確な予測や効

率的な輸出入計画の立案に資するものとして荷主側か

ら一定の評価を得ており、船社にとっても、一層のコ

スト削減やサービス向上につながる投資を行う上で有

効なものとなっている。

６）結論として、日本における船社間協定は、政府の適

切な監督と荷主との対話や理解を通じ、合理的かつ適

切に運営されており、当協会は、船社間協定の活動に

対するさらなる政府規制の導入は必要ないと考えてい

る。OECDが、日本およびメンバー各国で広く定着

している現在の除外制度を是認するよう強く求めるも

のである。
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運用状況や船社間協定と荷主団体の関係などを説明

している。

OECD事務局は、２００１年１２月に第２回合同WS

の開催を予定しているが、当協会は従来の考え方に

基づき、引き続き様々な場で同制度の必要性を強く

訴えていくこととしている。

３・１・２ 米国

１９９９年５月に施行された米国外航海運改革法

（OSRA＝Ocean Shipping Reform Act）においては、

船社と荷主の非公開個別運賃契約を禁止できなくす

るなど、競争促進的な環境整備が図られたものの、

適用除外制度そのものの意義を改めて確認した内容

となっている。（「船協海運年報２０００」参照）

しかしながら、１９９９年後半から同制度を見直す動

きが一部に見られ、ハイド下院議員（当時の下院司

法委員長）が船社間協定に対する適用除外をほぼ前

面的に廃止するとした、いわゆるハイド法案（H.R.

３１３８）を１９９９年１０月に議会に提出した。同法案提出

の背景にはハイド議員の選挙地盤であるイリノイ州

を拠点とする中小の NVOCC、フォーワーダーが

OSRAにおいて OTI（Ocean Transportation Interme-

diary）いわゆる中間業者と位置付けられ、荷主と

の service contract締結が認められなかったことに

対する不満が反映されたと見られる。

同法案は、２０００年１２月審議未了により廃案となっ

たが、２００１年３月にセンセンブレナー新下院司法委

員長がハイド法案と同内容の法案（H.R.１２５３）を

提出した。同法案については、フォーワーダー団体

の NCBFAA（National Customs Brokers & Forward-

ers Association of America, inc)および荷主団体等が

法案の早期審議開始を議会に求めるべく、支持者を

集める活動を行っている。

これに対し、２００１年４月、WSCは、センセンブ

レナー下院司法委員長および関係議員等宛に船社間

協定に対する独禁法適用除外制度の維持を訴える書

簡を提出した。同書簡は、!適用除外制度は国際的

に受け入れられ、認知されている、"効率的で非常

に競争的な物流ネットワークの構築に繋がっている、

#“"”により拡大する米国貿易に優れたサービス

を提供することを可能としている、などと述べ、同

制度の存続を強く求めている。

同法案の審議予定は、２００１年７月末現在では未定

であるが、当協会としては従来同様、現行法による

一定の規範の下で行われている船社間協定の活動は、

世界貿易全体の健全な発展に寄与しているとの考え

方に基づき、米国における船社間協定に対する独禁

法適用除外制度の存続に向け積極的に対応していく

こととしている。

また、FMCは OSRA施行の影響について２年間

をかけて報告書を作成することになっており、２００１

年５月で施行後ちょうど２年を迎えたことから、同

年８月にも最終報告書が発表されることになってい

る。２０００年６月に発表された施行後１年目の状況に

関する中間報告（「船協海運年報２０００」参照）で OSRA

は米国議会が意図した通り有効に機能しているとの

見方が示されたこともあり、関係者の間では最終報

告書は OSRAの機能を評価する内容になるとの予

想が多いが、同報告書は米国における適用除外制度

の存続問題に大きな影響をもつことから、当協会は

その内容を注視することとしている。

３・１・３ ＥＵ

欧州委員会は、１９８６年に制定された EU規則４０５６

!８６によって、海運同盟に対する EU競争法（ロー

マ条約第８１・８２条）の適用を包括適用除外（Block

Exemption）としている。

また、定期船社が配船の合理化を図り高品質のサ

ービスを提供する目的で、船腹の共有および船隊の

共同運航、ターミナルの共同使用など比較的緩やか

な提携を行うコンソーシアムに対しては、市場占有

率に応じた条件はあるものの、EU規則８７０!９５で

同競争法からの適用除外を規定している。この規則

８７０!９５が２０００年４月で失効することから、同委員
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会は同規則をさらに５年間延長するための規則８２３

!２０００を同年４月２６日に施行した。（「船協海運年報

２０００」参照）

新規則の適用期間は、２０００年４月２２日から２００５年

４月２１日（理事会規則４７９!９２により期間は５年間

とされている）となる。

３・１・４ その他諸国

１．カナダ

カナダ政府は、１９９９年５月の米国 OSRA施行後、

独禁法適用除外を定める SCEA（Shipping Confer-

ence Exemption Act２００１）の見直しに着手し、１９９９

年９月に船社間協定に対する独禁法適用除外制度を

１０年以内に廃止する条項（sunset clause）を含む見

直し案を発表した。（「船協海運年報２０００」参照）

同案は、改正 SCEA法案として２０００年秋に議会

に提出されたが、同年１１月のカナダ議会総選挙によ

り、他の審議未了の法案と共に廃案となった。

その後、廃案になった改正 SCEAに代わり、２００１

年３月にカナダ新海事法案（Canada Shipping Act

２００１）が議会に提出された。同法案は、先の法案と

は一転、引き続き同盟・船社間協定の独禁法適用除

外を認める一方で、カナダ運輸局（CTA）への同盟

タリフの廃止や、同盟船社がインディペンデントア

クション（IA）を行使する場合の事前通告期間の短

縮（１５日→５日）、船社と荷主が個別の非公開サー

ビスコントラクト（SC）の容認等の規制緩和を盛

り込んでいる。

同法案は下院を通過後、２０００年７月末現在、上院

にて審議中の模様であるが、カナダ荷主協会やアジ

ア・米国・欧州の三極荷主協会がカナダ運輸大臣に

対し、法案に“sunset clause”を盛り込むよう再考

を求めるなど反対の動きもあることから、当協会は

今後の状況を注視することとしている。

２．オーストラリア

船社間協定に対する独禁法適用除外制度を規定す

る TPA Part#（Trade Practices Act Part#）の見直

しの必要性に関する諮問を豪州政府より受けた

Productivity-Commissionは、１９９９年６月に大筋に

おいて現行法を存続させるとした答申を発表した。

これを受け、豪州政府は１９９９年１２月、これまで輸

出航路のみ適用していた TPAを今後は輸入航路に

も適用すること、ターミナル・ハンドリング・チャ

ージの運賃からの外出し!内入れ問題は法律問題で

はなく同盟!荷主間の協議とする、同盟による内陸

運賃設定は認めない等いくつかの追加修正を行った

上で現行の適用除外制度を存続することを了承した。

なお２００１年７月末現在、本改正の実施時期につい

ては明らかにされていないことから、今後もその動

向を注視することとしている。

３．タイ

１９９９年４月、タイ政府は、!７５％以上のマーケッ

トシェアを持つ事業に対し、当局がシェアの低減を

命じる、"事業者による物品・サービス価格等の共

同設定の禁止等を骨子とした Trade Competition

Act（貿易競争法）を施行した。

わが国における独占禁止法に相当する同法が、海

運（外航船社間協定）へ適用されるか否かは明確に

されていなかったため、CENSAは CSGに対し懸

念表明を行い、これを受けた CSGは米国と共同で

「海運に対する独禁法の一括適用除外が国際的慣行

となっていることを踏まえ、タイにおいても同様の

法制を検討すべき」との要望書を１９９９年５月にタイ

政府に提出した。

本件については、２００１年７月末現在、進展はみら

れていないが、今後もその動向を注視していくこと

にしている。
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３・２ WTO

WTO（World Trade Organization：世界貿易機関）

は１９９５年に設立され、本部をジュネーブに置き、モ

ノやサービスの貿易の自由化を図る多国間協定を実

施するための国際機関である。

WTOが管轄している協定には、関税の引下げな

どによってモノ（物品）の自由貿易を促進するため

の GATT（関税及び貿易に関する一般協定）やサー

ビス産業における自由化を促進するための GATS

（サービス貿易に関する一般協定）などが含まれて

おり、海運は GATS適用を目指す業種の一つとし

て自由化交渉が進められてきた。

しかしながら海運は１９９５年までのウルグァイ・ラ

ウンドや、その後１９９６年まで続けられた継続交渉

（NGMTS）にもかかわらず、サービス産業の中で

唯一自由化に関する合意が成立しておらず、GATS

の対象外業種となっている。

外航海運業はかねてより「海運自由の原則」の下

で自由化が進展している分野ではあるが、一層の自

由化が望まれる国々も依然として存在している。外

航海運が世界貿易の持続的発展を支援していく上で

も、最恵国待遇や内国民待遇などの GATS諸原則

が早期に外航海運分野に適用され、公正な市場開放

が多角的枠組みの下で保証されていくことが重要で

ある。

１．WTO第３回閣僚会合後の動き

１９９９年１１月に米国シアトルで行われた第３回

WTO閣僚会合では、アンチダンピング、貿易と労

働などで各国の意見が対立し、閣僚宣言の取りまと

めが断念され、新ラウンドは立ち上がらなかった。

（「船協海運年報２０００」参照）

しかしながらウルグァイ・ラウンドの終結時に、

海運を含むサービスと農業については２０００年１月か

ら自由化交渉を開始することが決定されていたこと

から、サービス自由化交渉は、同年２月より、“サ

ービス貿易理事会”に設置された特別会合で定期的

に検討が行われることとなった。２０００年は、同年５

月に合意された“ロードマップ（暫定作業計画）”

に従って交渉の第１段階として交渉の進め方などの

手続き面を中心に検討が行われた。

こうした中、海運交渉再開に向けての気運を高め

るため、日本、ECが中心となり、ノルウェー・韓

国・シンガポール・香港で海運関心国非公式会合（い

わゆる“海運フレンズ会合”）を２０００年７月に発足

させ、その後オーストラリアを加えた７カ国!地域

のメンバーで、サービス貿易理事会特別会合の開催

に合わせてジュネーブで海運交渉に関する意見交換

を行っている。

海運フレンズ会合では、海運交渉の早期本格化を

目指し、２０００年１０月に行われたサービス貿易理事会

特別会合に、海運交渉に関する共同声明（資料３―

２参照）を提出し、各国に海運交渉についての考え

方を表明するよう呼びかけを行った。

一方、ロードマップでは、各国は２０００年末までに

分野別交渉提案を提出することとされていたことか

ら、日本政府、EC等が海運分野についての記述を

含む提案を提出した（日本提案の海運分野関連部分

については資料３―３参照）。日本提案では、ウル

グァイ・ラウンドで積み残しとなった海運交渉につ

いて重要性を認識すべきとした上で、!外航海運サ

ービス、"海運補助サービス、#港湾施設へのアク

セス・利用の三分野を中心にインターモーダルにも

配慮し、自由化交渉を進めるべきであると提案して

いる。また交渉により外航海運に係る事業活動上の

障害である「外資制限」、「自国籍船および自国企業

の優遇措置」、「新規参入制限」等の改善を求めてい

る。

その後、各国からの提案をもとに、交渉の第２段
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階の出発点として位置付けられていた２００１年３月の

サービス貿易理事会特別会合（各国提案に関する「評

価会合」とよばれる）で、交渉の手続き等に関する

「交渉ガイドライン」が合意された。その主要点は

以下のとおりである。

・交渉は、（従来交渉が行われてきた）サービス貿

易理事会特別会合で行う。

・交渉は、（ウルグァイ・ラウンドの際合意された）

既存の「約束表」からスタートする。

（海運分野は、ウルグァイ・ラウンドおよびその

後の NGMTSでも約束表の合意に至らなかった

が、当時交渉のベースとなった「約束表」から交

渉をスタートする模様）

・全てのサービス産業を例外なく交渉対象とする。

・主な交渉方法は、（他国に自由化を求める事項を

提示するとともに、自国の自由化を約束する事項

を提示する）リクエスト―オファー方式とする。

また同ガイドラインは、交渉を円滑に進めるべく

随所で発展途上国の自由化に「柔軟性」を認めるこ

とに言及している。

今後、サービス貿易理事会では、２００１年１１月にカ

タールのドーハで予定されている第４回閣僚会合後

にも始まると予想される本格交渉に備え、同年７月

と１０月の特別会合で分野別の各国交渉提案について、

論点を整理することとしている。

２．WTOサービス自由化交渉に対する民間の対応

!１ 当協会の対応

日本政府の交渉提案作成にあたり、国土交通省

から海運分野についても業界としての要望を提出

するよう要請を受けたため、当協会は２０００年７月

に「WTO海運自由化交渉に関する基本的考え方」

〔資料３―２〕 海上輸送サービス交渉 欧州共同体及びその加盟国、香港、日本、韓国、

ノルウェー及びシンガポールによる共同声明（国土交通省仮訳）

１．安全で信頼性が高く競争的な海上運送サービスは、

経済全体に利益をもたらし、モノ及びサービスの両方

の精算に効率性をもたらすために鍵となる要素である。

世界全体の荷動きの８０％（容積比率）は船舶により輸

送されているとの見積りがなされている。このように

海運は、世界貿易促進の重要な役割を担っており、世

界貿易が拡大し多様化しつつある中で海運のこの役割

は益々明らかになり重要になってきている。世界貿易

システムの中でこの分野がサービスの貿易協定

（GATS）によって適切に取り扱われることが不可欠

である。

２．ウルグァイ・ラウンド及び海運継続交渉（NGMTS）

の結果、サービス貿易理事会は、１９９６年６月２８日、海

上運送サービスについての決定（以下「決定」という。）

を採択し、海運交渉を中断しサービスに関する包括的

な交渉の開始とともに再開することを決定した。サー

ビス貿易交渉は、２０００年初めから開始されており、２０００

年５月のサービス貿易理事会特別会合において合意さ

れた「ロードマップ」に従って進展している。

３．サービス貿易交渉の進展に鑑み、海上運送サービス

という論点に取り組むことが適当である。我々は、こ

の重要な分野において多数国間の自由化に意味のある

進展をもたらし、それによって多数国間の貿易システ

ムの自由化目的を支えることとなるであろう解決策を

求めることに努力すべきである。

４．我々は、交渉を通じて意味のある真の自由化及び約

束が得られることを待ち望んでいる。このような自由

化は、GATSの基本原則を前提とすべきである。この

主題に取り組むための最も効率的な方法を検討する際

には、「決定」に至る過程で得られた前回の成果を捨

てるべきではないと信じている。この声明を提出する

加盟国は、海上運送サービスの自由化政策に賛成し、

GATSによりこのような政策がより伸展することを願

っている。「決定」を基本としてこの分野の更なる自

由化を始めていくべきである。

５．我々は、加盟国に対し、来る交渉の第２フェーズに

向けて、この問題についての考えを表明することを呼

びかけるものである。
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（資料３―４参照）を取りまとめ、同省に提出し

た。また、本格交渉の開始に備え、各国の規制の

現状を確認して具体的な改善要望事項を取りまと

めた。

今後は従来同様、同省を通じサービス貿易理事

会特別会合および“海運フレンズ会合”の情報収

集に努めると共に、本格交渉に向け、わが国の具

体的要望事項に当協会の考え方が反映されるよう

働きかけを進めることとしている。

$２ 経団連の活動

! 提言「WTO新ラウンド交渉立ち上げにあた

っての基本的立場」

経団連はわが国産業界の意見を集約した提言

を取りまとめており、２００１年７月には次期ラウ

ンドに備え「WTO新ラウンド交渉立ち上げに

あたっての基本的立場」を取りまとめた。同提

言では、国際通商システムの中心であるWTO

における一層の多角的自由化、ルールの強化・

整備は、わが国企業の国際ビジネスに不可欠で

あるとして、２００１年１１月に開催されるWTO第

４回閣僚会議で包括的な新ラウンドの立ち上げ

の必要性を強調している。

" JSNジュネーブ・ミッション

経団連は、サービス自由化交渉に日本の産業

界の意見を反映させることを目的に、JSN（サ

ービス貿易自由化協議会）のメンバーをジュネ

ーブに派遣した。

同ミッションは、サービス貿易理事会議長お

よびWTO事務局、わが国、米国、EU、アジ

ア等の政府代表部とサービス交渉をめぐり率直

な意見交換を行った。

また、一行は２０００年１１月２７日にブラッセルで

開催された ESF（欧州サービス産業フォーラ

ム）主催のサービス貿易国際会議（「GATS２０００

Negotiations」）および GSN（世界サービスネ

ットワーク）会議に出席した。

同ミッションには当協会園田裕一国際企画室

長も参加し、WTO交渉関係者との一連の会合

〔資料３―３〕「サービス交渉に関する日本提案」における海運分野関連部分（抜粋）

海上運送サービス

! 海運サービス分野においては、ウルグァイ・ラウン

ド後の継続交渉を行ったものの、１９９６年に同交渉が中

断されたことから、事実上 GATSの基本原則の枠外

に置かれることとなった。我が国としては、今次サー

ビス交渉とともに海運交渉を再開するとした１９９６年の

サービス貿易理事会決定に従い、できる限り早期に海

運サービスに関する実質的な交渉を開始すべきと考え

ている。

" こうしたなか、我が国は、本年１０月に開催されたサ

ービス貿易理事会特別会合において、EC、香港、韓

国、ノルウェー、シンガポールとともに、海運交渉に

関する共同声明を提出し（S!CSS!W!８）、海運交渉へ

の取り組みの重要性を提起したところである。本共同

声明にあるとおり、我が国としては今次交渉において、

海運分野に関する意味のある真の自由化および約束が

得られることを期待している。

# 今次交渉を効率的に進めるためには、ウルグァイ・

ラウンドおよび継続交渉において得られた成果を無駄

にすべきではないと考える。こうした観点から、ウル

グァイ・ラウンドおよび継続交渉において検討された

モデルスケジュールは今次交渉においても有効なツー

ルであり、外航海運サービス、海運補助サービス、港

湾施設へのアクセス・利用の３分野を中心に交渉を進

めていくべきであると考える。また、インター・モー

ダルについても配慮が必要である。今次交渉を通じ、

例えば、以下のような外航海運に係る事業活動上の障

害が改善されることを期待する。

―外資制限

―自国籍船及び自国企業の優遇措置

―新規参入制限

―事業体についての特定の形態制限

―合理性、客観性、公平性を欠く措置（measures）
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の中で、海運交渉問題における当協会の立場等

について説明した。会合では先進国のみならず

発展途上国もサービス交渉の重要性を十分認識

し、様々な提案を行いながら交渉の促進に積極

的に取り組んでいることが感じられた。また、

多くの関係者が海運交渉再開の必要性に言及し、

同交渉に対する関心の高さが明らかとなった。

! 国際海運団体の活動

日欧の船主協会で構成する CENSA（欧州・

日本船主協会評議会）でもWTO問題を取り上

げており、先進国海運業界としての意見を CSG

（先進国海運担当官会議）会合等に反映してい

る。

３・３ アジア

３・３・１ アジア船主フォーラム

１．アジア船主フォーラム（ASF）総会

第１０回アジア船主フォーラム（ASF：Asian

Shipowners’ Forum）が２００１年５月２２日に中国船主

協会の主催により中国・北京で開催され、アジア７

地域、１２船協（豪州、中国、台湾、香港、日本、韓

国、アセアン〈インドネシア、マレーシア、フィリ

ピン、シンガポール、タイ、ベトナム〉）から１００名

の代表が出席し、当協会からは生田正治会長をはじ

め１２名の代表が参加した。（資料３―５参照）

ASFは、１９９２年に第１回会合を当協会の主催で

開催して以来、メンバー国!地域の船主協会が北か

ら南の順で議長を回り持ちしながら毎年開催し、

〔資料３―４〕 当協会「WTO海運自由化交渉に関する基本的考え方」（主要部分抜粋）

２００１年７月１９日

日本船主協会

WTO海運自由化交渉に関する基本的考え方

"世界単一市場の外航海運業においては、共通ルールに

よる自由公正な競争環境確保が必要である。外航海運

業は、かねてより海運自由の原則の下で自由化が進展

している分野ではあるが、一層の自由化が望まれる

国々も依然として存在しており、外航海運が世界貿易

の持続的な発展を支援していく上でも、最恵国待遇や

内国民待遇などの GATS諸原則が外航海運分野に適

用され、公正な市場参入が多角的枠組の下で保証され

ていくことが重要である。

"わが国外航海運業は自由化が進んでおり、当協会は海

運自由化交渉の早期開始を求めるわが国政府の基本方

針を支持し、特に現地法人の設立とその業務範囲に関

する制限や自国海運産業保護政策の撤廃を強く求める

ものである。

"一部の航路においては相手国の政策により、特殊な協

定（例えば南洋材輸送協定）によってわが国外航海運

業者の市場参入が確保されている事例が見られる。当

協会は、こうした航路においても自由化の促進を希望

するものであるが、交渉に際しては、現状に比べわが

国海運業者が不利益を被ることのないよう、慎重な配

慮が必要である。

"カボタージュについては、わが国を含め多くの国で実

施されているところであり、交渉への各国の積極的な

参加を促進する観点からも、WTOにおける交渉対象

から除外し、この点を早期に明確にすべきと考える。

なお当協会は、海運補助サービスやポートサービス等、

その他の海運周辺産業については、世界的な自由化を

支持するものである。
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１９９９年東京総会から２巡目に入っている。

ASFは、年次総会の他に、５つの委員会（シッ

ピング・エコノミックス・レビュー、船員、船舶リ

サイクル、航行安全および環境、船舶保険・法務）

が原則として毎年の年次総会の間にそれぞれの中間

会合を開催している。

今総会では、事前に各委員会が個別早朝会合を開

催し、その後の本会合で各委員会から主な活動報告

が行われた。

本会合では、メンバー船主間での共通認識を確認

し、率直かつ前向きな意見交換が行なわれた後、共

同声明（資料３―６参照）が採択された。

共同声明では、各委員会の懸案事項が盛り込まれ

た他、今回初めて海洋環境保護が最重要問題として

前文で言及された。また、シッピング・エコノミッ

クス・レビュー委員会の生田委員長の後任として、

草刈当協会副会長が委員長に就任することが承認さ

れた。次回第１１回会合は、２００２年５月２７～２９日に台

北で開催されることとなった。

〔資料３―６〕

第１０回アジア船主フォーラム共同声明 ２００１年５月２２日

２００１年５月２２日、中国・北京において、第１０回アジア

船主フォーラム（ASF）が成功裏に開催された。会合は、

中国船主協会の友好的かつ寛大な主催により運営された。

会合には、豪州、中国、台湾、香港、日本、韓国、ア

セアン（アセアン船主協会連合会：インドネシア、マレ

ーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの

船主協会により構成）各船主協会の代表１００名が出席し

た。ASF総会は、地理的に北から南に議長職を回り持

ちしながら年１回開催されている。

ASFは１９９２年の発足以来、メンバー船協間の相互理

解と友好関係を増進する上で大きな役割を果たしてきた。

アジア船主は、総会と５―Ｓ委員会において、新世紀の

課題や動向に対処するため、重要な問題について意見交

換し、対応を調整している。世界の貨物船船腹量の４０％

以上をアジア船主が所有・運航しており、ASFは、ア

ジアと国際海運の新たな未来を形成する上でより一層の

影響力を行使するとともに、世界海運を先導し、国際海

運問題においてアジア船主を代表するフォーラムとして

の役割をさらに強化していく。

第１０回 ASFは、アジア船主共通の利益に影響する様々

な問題を検討した。それらの問題は、５―Ｓ委員会、す

なわち、シッピング・エコノミックス・レヴュー委員会、

船舶リサイクル委員会、船員委員会、航行安全・環境委

員会、船舶保険委員会を通じ提起された。

ASFの共通認識は、以下のとおり確認された。

WTO（世界貿易機関）

ASFは、WTOの海運自由化交渉が早期に再開される

ことを強く歓迎し、多数のWTOメンバーによる全面的

な参加を要請する。

ASFは、いくつかの ASFメンバー国!地域がWTO

加盟申請を行っていることに留意し、自由貿易と世界的

な自由化推進の利益のため、これら申請を強く支持する。

〔資料３―５〕 第１０回アジア船主ファーラム北京総会

日本側出席者

氏 名 役職名（当協会!所属会社）

生田 正治 会長（商船三井会長）

草刈 隆郎 副会長（日本郵船社長）

!長 保英 副会長（川崎汽船社長）

太田 健夫 副会長（飯野海運社長）

松永 宏之 副会長（東京タンカー社長）

鈴木 邦雄 常任理事（商船三井社長）

徳川 恒孝 政策委員会副委員長（日本郵船専務取締役）

黒谷 研一 国際幹事会幹事（川崎汽船理事）

大滝 光一 広報幹事会幹事（川崎汽船総務部情報広報室長）

和田 敬司 理事長

小林 求 会長秘書（商船三井経営企画部専任部長）

園田 裕一 国際企画室長
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海洋環境

環境保護問題は、アジアおよび国際海運にとって最重

要問題の一つであり、ASFは、海洋環境保護に貢献し

ていくことを再確認した。

１．シッピング・エコノミックス・レビュー

ASFは、シッピング・エコノミックス・レヴュー委

員会（SERC）第８回中間会合が、２００１年２月１９日にイ

ンドネシアのバリで開催されたことに留意した。

ASFは、２０００年５月の前回総会以降の SERC主要活

動の報告とバリ中間会合で採択された了解事項を承認し

た。フォーラムは、海運業界の健全な発展を通じ、世界

貿易と経済の着実かつ持続的な成長を支えるとの視点か

ら、広範囲にわたる問題について率直かつ活発な意見交

換を行った。ASFは、以下諸点についての立場を再確

認した。

定期船部門については、世界経済は中長期的に持続的

発展を続けるものと思われ、米国経済に不確実な面はあ

るものの、直近の世界経済と荷動きは、着実かつ持続的

な成長を維持するものと期待される。

CEOは、海運産業が過去に高い代償を払って学んだ

経験を生かし、市場シェア重視の行動を取るべきではな

いことを再確認した。会合は、すべての CEOがトレー

ドの安定を図る上での全責任と使命を認識しなければな

らないことに合意した。

CEOは、この責任意識を共有し、以下の「３―Ｃ」

キーワードに留意しながら経営の舵取りを行っていかな

ければならない。

・利益重視主義を貫く強い意思（Confidence）

・アジア海運産業間の最大限緊密な協力（Cooperation）

・相互信頼と相互理解を深め、これを維持するための（協

定等の場における）密接なコミュニケーション（Com-

munication）

１９９８年米国海運改革法（OSRA）の下で、新たな独禁

法適用除外のフレームワークは良好に機能していること

が認識された。また、米国、日本、EUなど主要国政府

当局が船社間協定に対する独禁法適用除外制度の現行の

枠組の重要性を認識し、これを支持していることも留意

された。出席者は、荷主業界を含む「貿易業界」全体に

とって有益である同制度の利点を、それぞれの政府機関

や荷主業界に対し説明する努力を続けていくことを要請

された。

ドライバルク!タンカー部門については、自らの企業

を市場において思慮深い行動をとるよう指揮するため、

CEOがトレードの状況について公平かつ正確な分析を

行う上で最善の努力を行わなければならないことを再確

認した。

ASFは、草刈隆郎氏（日本船主協会副会長、日本郵

船社長）が、生田正治委員長の後任として、北京総会終

了時点から SERC委員長に就任するとの SERCバリ中

間会合で採択された決定を承認した。生田氏は１９９５年か

ら同委員長を務めた。

２．船舶リサイクル

ASFは、船舶リサイクル委員会の第４回中間会合が

２００１年３月２６日、台北（台湾）において開催されたこと

に留意し、以下の問題に関する ASFの立場を再確認し

た。

統計によると、２０００年の世界の船舶解撤量は５２０隻、

約２，２５８万 DWTとなり、１９９９年の５４８隻、３，０８３万 DWT

を下回る結果となった。

ASFは、船舶リサイクルが急速に海運業界の最重要

課題の一つとなっていることに注目した。この理由の一

つとして、船舶リサイクルに関する現行の法的枠組みは、

環境に好ましい手段で船舶をリサイクルできる方法につ

いて完全には規定していないという事実が挙げられる。

ASFは、環境に責任を持った船舶リサイクルが社会

に重要な貢献をすることから、この必要性を全面的に支

持し、積極的に奨励する。

ASFは、船舶リサイクルについてバーゼル条約のよ

うな既存の国際ルールの解釈に関する明確なコンセンサ

スを得ることが必要不可欠であることを認識した。統一

された解釈を得ることにより、各国あるいは非政府組織

による現行規則の一方的な解釈に基づく独自の法的行動

を回避することとなる。

ASFは、船舶リサイクルに関する環境保護、ならび

３．国 際 関 係
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に人的な健康・安全を含む全ての問題を一つの組織では

扱うことができないことから、危険物質を示すインベン

トリーリストおよび自主行動指針の作成を進めている国

際海運会議所（ICS）率先によるシップ・リサイクリン

グ・ワーキング・グループに ASFが積極的に参加すべ

きであるということに同意した。ASFは、すべての ASF

メンバーや他の海事関係組織が、ICSおよび ASFシッ

プ・リサイクリング・ワーキング・グループによって行

われる重要な作業を全面的に支持するよう要請する。

３．船員

ASFは、船員委員会第６回中間会合が、２０００年１１月

１５日、香港において開催されたことに留意した。ASF

は、以下の事項についてその方針を再確認した。

ASFは、委員会名称を性別に拘らない「ASF Seafarers

Committee（船員委員会）」に変更することを全会一致

で合意した。

ASFは、STCW’９５条約に適合した７２カ国が掲載され

た最初の IMO「ホワイトリスト」が２０００年１２月に発行

されたことに留意した。STCW ’９５条約ワーキング・グ

ループは、今後如何にホワイトリストを進行中の報告書

として利用可能か議論する予定である。ASFは、旗国

による他国の資格証明書の承認は、STCW基準が実際

に適合していることを満足するために、旗国が独自の確

認方法を備えるべきとの委員会の意見を確認した。

ASFは、第１０回 ASF議長がパナマおよびフィリピン

政府に対して、パナマにおけるフィリピン人乗組員の訴

訟に係る将来的な問題を避けるために、二国間協定に署

名するよう求める書状を出すという、船員委員会および

保険委員会の共同提案を了承した。

ASFは、自国籍船に使用される船員については、居

住、非居住にかかわらず、自国の労働組合が自国の船主

との間で ILO最低賃金の解釈について合意する権利を

有するべきであることを再確認した。ASFは、ILO最低

賃金ワーキング・グループが可能な地域的解決策を示す

ために、この問題をさらに検討する作業を委任されてい

ることに留意した。

ASFは、香港船主協会が、中国の７つの海事教育訓

練機関（METs）での研究プロジェクトに関して主導的

な活動していることに賛辞を送った。ASFは、METsの

ネットワークの概念が他のアジア訓練機関に拡大し得る

と考える。アジア太平洋地区船員教育・訓練機関連合会

（AMETIAP）および国連・アジア太平洋経済社会委員

会（UN ESCAP）といった他の組織との協調が、この概

念を地域レベルにもたらす土台を提供するであろう。

ASFは、アジア人船員の雇用および訓練についての地

域的な協調を促進するため、地域的および国際的な組織

と共に作業を継続するであろう。

ASFは、（IMO総会決議Ａ．８９０による）最小安全配員

が規定された場合に、旗国間の競争によって、受容し難

い少ない乗組員水準をもたらし、海上での疲労を増長さ

せるということに重大な懸念を表明した。ASFは、IMO

に対して典型的な外航貨物船に対する最小安全配員に関

する IMO決議（Ａ．８９０）の統一的な解釈を確保するた

めに、より詳細な指針を作成するよう要請する。

ASFは、域内の不正証書に関する報告について懸念

を表明した。ASFメンバーは、効果的な解決策を探る

ために、自国の主管庁と作業することに合意した。

ASFは、２００１年１月にジュネーブで開催された ILO

合同海事委員会（JMC）で取りまとめられた「ジュネ

ーブ合意」が、全ての ILO海事条約を統合した新条約

の策定を導くであろうことに留意した。船員委員会は、

これを積極的に捉え、新条約の策定に関与していくこと

に合意した。

４．航行安全および環境

ASFは、航行安全および環境委員会の第７回中間会

合が２０００年１１月２０日、マレーシアのクアラルンプールで

開催されたことに留意し、以下事案についての ASFの

姿勢を再確認した。

!海賊および武装強盗

ASFは、船舶に対するすべての海賊行為および武装

強盗を強く非難するとともに、同事犯が世界において引

続き高い頻度で発生していることに対し重大な懸念を表

明した。

国連、IMO、その他関係機関によって多くの努力が

３．国 際 関 係

船協海運年報２００１ 89



成されていること、また、船舶に対する海賊および武装

強盗問題が深刻化していることを認識した上で、ASF

は、海賊および武装強盗事犯に立ち向い防止するために、

すべての関係沿岸国に対し、必要かつ適切なすべての対

策をとるよう要請した。本対策には、より緊密な沿岸国

間の地域協力と沿岸水域の監視強化が含まれるべきであ

る。沿岸国は、事犯が発生した場合はいつでも捜査、も

しくは捜査協力をすべきであり、犯人を国際法に則り法

廷に引き出すべきである。

ASFは、すべての国が、「海洋法に関する国際連合条

約」、「海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関す

る条約（ローマ条約）」、「大陸棚に位置する固定された

プラットフォームの安全に対する不法行為の防止に関す

る議定書」を批准し有効に履行することを奨励した。ま

た、すべての国は IMOの「船舶に対する海賊および武

装強盗犯罪の捜査に関する実務手引書」を履行すべきで

あり、これは船舶に対する海賊および武装強盗犯罪の捜

査と国家間の一貫した法体系に資するものである。

!密航者

ASFは、密航者の取扱いに関する指針と推奨対応例

を集約するための IMOによる FAL Convention（簡易化

条約）改正の動きを明確に支持した。

ASFはコンテナを利用した密入国が依然問題である

ことに留意した。会合は、ターミナルに対し、最大限の

保安対策の実施を強く要請するとともに、すべてのアジ

ア諸国政府に対し、関係者以外が船舶に立ち入ることを

防ぐため港湾警備の強化を図るよう強く要請した。

国際航海において乗客を輸送するにあたり、船員の配

乗、設備および証書の発給が適切になされていない船舶

で、移住者や密航者が運ばれていることに留意する一方、

ASFは、すべての国が、最近国連で採択された国際組

織犯罪条約および関連３議定書（陸路、海路、空路を使

った不法移民、人の密輸、密入国）を批准し適切に履行

することを要請した。

!船級協会

国際船級協会（IACS）のメンバーの基準が様々であ

ることに多大な関心が寄せられていることを留意する一

方、ASFは、より効率的でより厳格な現行規則の履行

および、より協力的な船舶検査を実施するため、すべて

の IACSメンバーによる共同作業を要請した。

!ポートステートコントロール（PSC）

ASFは、根本的な目的が履行される限り PSCの考え

方を支持することを再確認した。すべての検査は調和の

取れたものであるべきで、適切に訓練された資格のある

PSC検査官によって実施されなければならない。すべ

ての PSCのMOUは、恒常的に PSCの拘留リストに載

るような船舶に焦点を当てた、適切な検査システムを構

築するよう要請される必要がある。それらの船舶は厳し

く検査されなければならず、欠陥があった場合には警告

もしくは拘留されなければならない。検査実施率の増加

は必ずしも有効とは言えず、過剰な検船は船舶の運航に

余分な費用を課すこととなる。

!国際海洋汚染防止条約（MARPOL）

ASFは、MARPOL附属書改正１３Ｇ規則が、２００１年４

月の第４６回海洋環境保護委員会（MEPC）において採択

されたことを支持した。これによりシングルハルタンカ

ーのフェーズアウトが促進されることとなる。ASFは、

IMO加盟国が海上安全の基準および海洋汚染の防止に

尽力したことに謝意を表した。こうした尽力によって、

国際海運の活動に影響を与えかねない地域規制が回避で

きた。しかしながら、カテゴリー１およびカテゴリー２

のタンカーをそれぞれ２００５年、２０１０年以降も運航する場

合に課せられる Condition Assessment Scheme（CAS）

は、高品質船舶の運航に影響を与えずにサブスタンダー

ド船の検挙に資するため、適切に履行されなければなら

ないことが強調された。

!防汚塗料

ASFは、２００１年１０月に IMOの外交会議に付されるこ

ととなっている TBT条約案に関し懸念を表明した。議

論の中心は、TBTをブラストすべきかシーラントで被

膜することも認めるべきかという問題である。前者は船

主および船渠に毒性廃棄物の処理にあたり多大な負担を

かけるという問題があり、後者は TBTのサンプリング

検査の正確性に問題を有している。PSCにおいて誤っ

た拘留を伴う不当な罰則が課せられることがない限り、

後者が望ましい。
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!航海データ記録装置（VDR）

ASFは、現存貨物船に VDRを搭載する問題に関する

フィージビリティースタディーが、２００１年７月の IMO

第４７回航行安全委員会から開始されることに留意した。

なお、本スタディーは２００４年までに結論を出すこととな

っている。

ASFは、現存貨物船に VDRを搭載する場合には、か

なり高額となる他、既存の機器類とのインターフェース

上の問題から、新造貨物船への搭載に比べ不合理な費用

が発生するなど、船主が受入れることのできない経済的、

技術的問題点があることに深い懸念を表明した。

ASFは、現存貨物船の代替性能規準を検討するよう、

IMOに強く要請する。その規準は、実用的かつ廉価で

ありながら、海難事故の分析に有効に寄与するものでな

ければならない。

５．船舶保険・法務

ASFは、船舶保険委員会第６回中間会合が２００１年３

月１２日に香港で開催されたことに留意し、ASFとして

次の事項に関する見解を再確認した。

船舶の保険に影響を及ぼす問題の多くは、船主責任制

度に影響を与える法律問題であるという事実に鑑みて、

船舶保険委員会の活動範囲に法的責任問題を含むよう拡

大するとともに、委員会の名称を“ASF Ship Insurance

and Liability Committee（船舶保険・法務委員会）”に変

更することについて、ASFは満場一致で合意した。

ASFは、アジア・マリン・コンソーシアム（AMC）

に関するコンサルタントの報告に留意し、２００１年１月１

日から発効した保険引き受け体制の変更を了承した。

ASFは、これが同コンソーシアムの地位を第一級の保

険組織として向上させた非常に建設的な変更であると考

えた。また ASFは、保険料率の上昇に直面している中、

コンソーシアムを競争的な位置に置きながら、十分に満

足できる結果を出したコンソーシアムの従来の保険引き

受け方法にも留意した。

ASFは、パナマにおけるフィリピン人船員の訴訟問

題の解決に向けた顕著な進展に留意するとともに、将来

におけるこの種の問題を回避するため、二国間協定に署

名するよう促すべく、第１０回 ASF議長が適切な書状を

パナマおよびフィリピン政府に送付するという船舶保険

委員会と船員委員会の共同提案を受け入れた。

ASFは、アテネ条約改正に関する議論において提起

された多くの問題は重要であり、船客への適正な賠償に

対する要請と保険の利用可能性の双方を満たす、均衡の

とれた解決策が見出されるべきとの合意をした。この点

に関し、ASFは、もし世界的に一事故当たり１億 SDR

を超えるリスクに保証があって然るべきと合意されるか、

もしくは、もし一人当たりの船客の補償限度額の総額が

この金額を超えるのであれば、解決は P & Iクラブの協

定の中でクレームのプールによってなされるか、あるい

は P & Iシステムの外で新たな個人事故保険を通じて保

険措置されるべきかは、個々の P & Iクラブによって検

討されることに懸念を示した。

ASFは、最近採択されたバンカー油濁損害に対する

民事責任に関する国際条約の条文に留意するとともに、

そこには適当な解釈を要する点が含まれていると思われ

ることから、船舶保険委員会に対して、条文を検討し適

切なコメントを行うよう要請した。

船員の死亡・傷害ならびに遺棄に関する IMO!ILO

合同ワーキング・グループの３回にわたる会合の結果、

およびその第３回会合で採択された２つの決議案の条文

について、ASFは検討を行った。ASFは、全体として

は「船員の遺棄に関する裁判における金銭的保証の提供」

に関する決議案を支持するものの、「船員の傷害または

死亡に関する契約上の請求についての船主の責任に関す

るガイドライン」についての決議案のいくつかの条項に

ついて懸念を表明した。

６．第１１回ASF

開催地を地理的に北から南へ回り持ちするとの慣例に

従い、第１１回 ASFは、２００２年５月２７～２９日に台北グラ

ンドホテルで開催される。
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２．ASFシッピング・エコノミックス・レビュー

・コミッティ（SERC）第８回中間会合

ASFの５つの“Ｓ”委員会の１つである SERC

（Shipping Economics Review Committee）は、そ

の第８回中間会合を２００１年２月１９日、インドネシア

・バリで開催した。今会合は、２０００年２月の第７回

会合（於：マニラ）に続くもので、委員長である生

田正治当協会会長（商船三井会長）をはじめ ASF

メンバー船協から２５名の代表が参加し、当協会から

は以下８名が参加するとともに、当協会国際企画室

が ASF!SERCの事務局として活動した。

会合ではまず、各国の経済情勢が報告され、米国

経済に不確実性があるものの、世界経済は中長期的

には持続的発展を続け、今後の荷動きは、緩やかな

がら着実な成長を維持していくものと思われること

が確認された。

定期船部門では、各 CEOが市場シェア重視の行

動を忌避することや、トレード安定化への責任を認

識し、以下の「３―Ｃ」キーワードを確認した。

!利益重視主義を貫く強い意思（Confidence）

!アジア海運産業がそのサービスを充実させるため

の協力（Cooperation）

!相互信頼と相互理解を深めこれを維持するための

（協定等の場における）密接なコミュニケーショ

ン（Communication）

船社間協定に対する独禁法適用除外制度について

は、１９９８年米国海運改革法（OSRA）の下で、同制

度が良好に機能していることが認識された。出席者

は、同制度が荷主業界を含む「貿易業界」全体にと

って有益であり、政府や荷主業界に対し同制度の必

要性をアピールするよう要請された。

ドライバルク・タンカー部門では、CEOがトレ

ードの状況を正確に分析し、自らの企業が市場にお

いて思慮深い行動をとるよう指導していくことに最

善の努力をすることが確認された。

また、出席者は海洋環境保護に対する自らの責任

とその社会的使命に留意するとともに、海賊問題等

についても意見交換を行った。

最後に、生田正治委員長による、２００１年５月をも

って SERC委員長を草刈隆郎当協会副会長（日本

郵船社長）に交代するという提案が、満場一致で了

承された。

会合で採択された了解事項は資料３―７のとおり

である。

アジア船主フォーラム・シッピング・エコノミックスレビュー・コミッティ（SERC）第８回中間会合

日本側出席者

氏 名 役職名（当協会!所属会社）

（SERC委員長） 生 田 正 治

草 刈 隆 郎

松 永 宏 之

徳 川 恒 孝

若 林 善 三 郎

佐 藤 博 之

和 田 敬 司

小 林 求

会 長 （商 船 三 井 会 長）

副 会 長 （日 本 郵 船 社 長）

〃 （東 京 タ ン カ ー 社 長）

政策委員会副委員長 （日 本 郵 船 専 務 取 締 役）

政 策 委 員 会 委 員 （川 崎 汽 船 副 社 長）

〃 （商 船 三 井 専 務 取 締 役）

理 事 長

会 長 秘 書 （商船三井経営企画室副部長）
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〔資料３―７〕 ２００１年２月１９日、バリで採択

（２００１年２月２６日、東京で発表）
了解事項

アジア船主フォーラム（ASF）

シッピング・エコノミックス・レビュー・コミッテイ（SERC）

第８回中間会合（バリ）にて採択

アジア船主フォーラム（ASF）シッピング・エコノミ

ックス・レヴュー・コミッティ（SERC）第８回中間会

合は、ASFの７メンバー船協＊から１０カ国!地域＊＊の代

表２５名が出席し、２００１年２月１９日、インドネシアのバリ

で開催された。

＊７メンバー船協の内訳

!アセアン船主協会連合会（FASA）、"オーストラリ

ア、#中国、$台湾、%香港、&日本、'韓国
＊＊１０カ国!地域の内訳

FASA加盟の!インドネシア、"マレーシア、#フィ

リピン、$ベトナム各船協＋上記"～'の６船協

出席者は、海運業界の健全な発展を通じ、世界貿易と

経済の着実かつ持続的な成長を達成するとの展望の下、

広範囲にわたる問題について率直かつ活発な意見交換を

行った。会合では、SERCメンバー間で以下の通り共通

認識が確認された。

(１ 世界経済の概観

米国経済が減速の兆しを見せ始めてはいるものの、

中長期的な世界経済は持続的発展を続け、最近の米国

経済の状況が直ちに世界的な荷動き減少につながるこ

とは必ずしもなく、今後の荷動きは、過去２年間の著

しいペースほどではないにせよ、緩やかながら着実な

成長を維持するものと思われる。出席者は、米国経済

の不確実性から生じるマイナス面に対し、これに勝る

プラス要素の存在を以下の通り認識することが重要で

あると意見が一致した。

・中国のWTO加盟準備が進んでいること

・ユーロの安定により、欧州の健全な経済発展が進ん

でいること

・アジア経済が、１９９７年から１９９８年にかけての経済危

機から持続的な回復を続けていること

(２ 定期船部門

! トレードの状況

今後、相当数の新造船が主として太平洋航路や欧

州航路に投入されると考えられるが、今後も引き続

きそれなりのトレードの伸びが期待できる一方、新

造船の投入は既存の中・小型船をそのトレードから

排除することを考慮すると、新造船の実際の影響は

巷間言われているほど深刻なものではない。出席し

た各 CEOは、世界貿易の堅実な発展を長期的に支

えるに充分健全な経営環境を維持するため、将来の

トレードの伸びを慎重に分析した上で、その船隊計

画を立てるべきであることが確認された。また、す

べての CEOは、過去において海運産業が高い代償

を払った苦い経験を生かし、現在の新たな経営理念

の下では、市場シェア重視の行動は忌避されるべき

であるとの認識を新たにした。

会合では、各 CEOはトレード安定化のための責

任を認識し、以下の「３―Ｃ」キーワードに留意し

ながら経営の舵取りを行っていくことに満場一致で

合意した。

・利益尊重を貫く強い意思（Confidence）

・アジアの海運産業がそのサービスを充実させるた

めの協力（Cooperation）

・相互信頼と相互理解を深め、これを維持するため

の（協定等の場における）密接なコミュニケーシ

ョン（Communication）

" 船社間協定に対する競争政策

１９９８年米国海運改革法（OSRA）の下では、個別

サービス・コントラクトの導入によって船社・荷主

双方がサービス的側面をより重視することを促して

おり、新たな独禁法適用除外のフレームワークは良
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３．アジア船主フォーラム（ASF）シップ・リサイ

クリング委員会第４回中間会合の模様について

アジア船主フォーラム（以下 ASF）シップ・リ

サイクリング委員会の第４回中間会合が２００１年３月

２１日、台湾・台北において開催された。本会合の名

称は２０００年２月に開催された第３回解撤委員会

（Scrapping Committee）中間会合において船舶の

解撤はその多くが再利用・再使用されていることの

認識を喚起することの必要性やスクラップというイ

メージを改善する意味を含め「Ship Recycling Com-

mittee」に名称変更してはどうかとの当協会の提案

に対し、全会一致で承認され、２０００年５月の ASF

総会で正式に承認された。

本会合は前回の中間会合において設置が合意され

たワーキング・グループと合同で開催され、台湾・

中国・香港・日本の４カ国船主協会の代表者が参加

し、当協会からは外航船舶解撤促進特別委員会の高

橋秀幸幹事（東京タンカー）他が参加した。また、

好に機能していることが認識された。会合では、「船

社間協定に対する独禁法適用除外制度は、荷主の負

担の下で船社の利益を保護するだけのものである」

という誤った認識の下、米国議会や OECD事務局

の一部において同制度の見直し議論が行われている

ことに深い懸念が示されたが、一方、米国、日本、

EUなど主要国政府全般には船社間協定に対する独

禁法適用除外制度の現行の枠組の必要性を認識し、

これを支持する意見のあることが評価された。

出席者は、同制度は通商の当事者である荷主業界

を含む「貿易業界」全体にとって有益であり、この

点をそれぞれの政府機関や荷主業界に対し、説明す

る努力を続けていくことが要請された。

!３ ドライバルク!タンカー部門

船社経済に深刻な影響を与えた２０００年を通じてのバ

ンカーオイルの高騰が、年末に向かい次第に落ち着い

てきたことが認識された。この間、粗鋼生産量の増大

が不定期船市場の回復に大きく貢献した一方、タンカ

ー市場では主に中国、インド等への原油輸出の急増に

より、ワールドスケールが年間を通じて記録的に高い

水準となった。現在、市場は適正かつ安定したレベル

に戻るものと予測されていることから、出席者は今後

も CEOがトレードの状況について公平かつ正確な分

析を行い、自らの企業が市場において思慮深い行動を

とるよう指導していくことに最善の努力をすることを

確認した。また海難事故の問題、特に「エリカ号事故

後の問題」についても議論し、IMOで進められてい

るシングルハルタンカーの段階的廃止前倒し議論の概

要に触れ、今後の展開を注視していくことを確認した。

!４ その他

出席者は、いわゆる「環境の世紀」における地球と

海洋の環境保護に対する自らの責任について再確認し

た。この社会的使命に留意し、航行安全と技術革新の

一貫した改善を通じて、海洋環境保護への努力を強化

することを確認した。

最近の海賊事件の発生状況が報告され、出席者は、

２０００年に特に東南アジアの海・港域において海賊発生

件数が増加したことを遺憾とした。会合では、すべて

の CEOは同地域の各政府機関に対し、これら不法行

為を撲滅するための監視と法の執行強化を促すため、

さらなる努力を行うことが合意された。

また会合は、STCW条約に適合した７２カ国を掲載

した IMO「ホワイトリスト」が２０００年１２月に発表さ

れたことに留意した。

すべての出席者は、これら海賊問題などは、本来的

には他の ASF‘S’委員会で議論されている問題であ

るので、引き続いての議論のため、それら委員会に申

し送ることを確認した。

最後に委員会は、１９９５年以来委員長を務めてきた生

田正治委員長による、「本年５月をもって委員長を退

任し、後任には草刈隆郎日本船主協会副会長（日本郵

船社長）が就任する」という提案を、満場一致で了承

した。草刈氏はこの提案を受諾し、この委員長交替に

ついては本年５月の ASF北京総会に報告し、確認を

得ることとなった。
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今会合から C.S. Chen前委員長から引き継いだ

Frank F.H. Lu委員長（台湾船主協会）が議長とな

り議事が進められ、各船主協会よりシップ・リサイ

クリングに係わる国際機関等における検討状況や自

国における取り組み等について報告するとともに、

当委員会の活動について意見交換を行った。

当協会からは、２０００年までの世界の解撤量の推移、

今後の解撤発生量の見込みについて統計資料を基に

示すとともに、２００１年初頭に実施したインドの解撤

事情調査について報告をおこなった。また国内の取

り組みに関して、２０００年１０月に国内の海運・造船・

解撤業界および舶用業界など関係業界で設置した

「シップ・リサイクル連絡協議会」の活動概要等に

ついて報告をおこなった。

「シップ・リサイクル連絡協議会」の設置につい

ては、前回の中間会合において船舶のリサイクル問

題は海運業ばかりでなく造船業界や解撤業界等と連

携しあって取り組むべき重要な問題であるとの共通

認識もあり、同協議会の活動に対してメンバーも関

心をもって注視していきたい意向を示した。

一方、船舶のリサイクル問題に係わる国際機関の

検討については、２００１年４月に開催される IMO第

４６回海洋環境保護委員会（MEPC４６）の議題の一

つとして取り上げられる予定となっているが、リサ

イクルに対する過度の規制等を設けることにより円

滑な船舶リサイクルの促進を妨げることのないよう

各船主協会においても自国政府に対して意見を反映

させていくことが重要であるとの認識で一致した。

また、同委員会の今後の活動について意見交換が

おこなわれ、船舶のリサイクルは環境問題ばかりで

なく、労働者の健康・安全問題にも関連することか

ら、同委員会として広く外部の関係者と交流し情報

収集や意見交換が必要であるとの認識に立ち、今後

ICSほか海運関係者で構成する The Industry Work-

ing Group on Ship Recyclingへの参加について検討

することとし、共同声明を資料３―８のとおり採択

した。

〔資料３―８〕 アジア船主フォーラム シップ・リサイクリング委員会第４回中間会合 Joint Statement（仮訳）

ASFシップ・リサイクリング委員会の第４回中間会

合を２００１年３月２６日台北（台湾）において開催した。委

員会には中国、香港、日本および台湾の船主協会の代表

者が出席した。

本委員会は台湾船協が主催し、ASFシップ・リサイ

クリング委員会委員長の Dr Frank Lu氏が議長を務め

た。

現在の法的枠組みでは環境に好ましい手段で船舶をリ

サイクルできる方法に関して完全には規定していないと

いう事実から、船舶リサイクルが急速に業界の主要問題

のひとつとなっていることに本委員会は注目した。

本委員会は、船舶リサイクルは社会福祉への重要な寄

与を行うものであることから、環境に責任のある船舶リ

サイクルの必要性を全面的に支持し、積極的に奨励する。

現行規則の独断的な解釈に基づき各国あるいは非政府

組織が個別の法的行動をとることを避けるために、バー

ゼル条約のような既存の国際ルールに関して明確なコン

センサスに到達することが必要不可欠であることを本委

員会は認識した。

本委員会は、船舶リサイクルに関して、環境保護、職

員の健康および安全に含まれる全ての問題をひとつの組

織では扱うことができないという結論に達し、それゆえ

に、自主行動指針の作成に関する国際海運会議所（ICS）

のシップ・リサイクリング・ワーキンググループに ASF

が積極的に参加することを提案する。

本委員会はすべての ASFメンバーや他の海運関係組

織が ICSおよび ASFのシップ・リサイクリング・ワー

キンググループが行う重要な作業を全面的に支持するこ

とを強く奨励する。
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４．アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会

第５回中間会合

アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会の第６

回中間会合が、２０００年１１月１５日香港において香港船

主協会のホストの下で開催された。会合には、１０カ

国の船主協会から２６名が出席し、当協会からは、労

務委員会副委員長である日本郵船山本常務および事

務局が出席した。

今回は、船員委員会の前日、ISF（国際海運連盟）

と ASFによる共同セミナーが開催された。このセ

ミナーは、２００１年１月に開催された ILO（国際労働

機関）の JMC（合同海事委員会）において、ILO

条約の改正問題、ILO最低賃金の見直し等が予定さ

れていたことから、これら問題に係る意見交換を目

的に開催され、活発な議論が行われた。

翌日の委員会では、この議論を踏まえて検討され

た結果、共同宣言（資料３―９参照）の採択におい

ては、日本を除く大多数のメンバーが ILO最低賃

金の統一的な解釈、すなわち労使による国際的な賃

金水準の設定とその適用について反対した。また、

自国籍船に雇用される居住、非居住船員に対する

ILO最低賃金適用に当たっての解釈は、各国の船主

と労働組合の交渉に委ねるべきであることを改めて

確認するとともに、本委員会の下部機構である ILO

WGにおいて、アジアの船主と組合によってアジア

人船員の賃金水準を合意することの可能性も含めて、

本問題をさらに検討していくことが合意された。な

お、当協会は ILO最低賃金の統一的な解釈を行う

ことの是非が、ISFの中でも、また当船協の中でも

意見が集約されていなかったことから、この時点で

は立場を留保したが、その後、当委員会での合意を

支持することを決定し、ILO JMCでの審議に対応

した。（８・３・４参照）

その他、IMOホワイトリストの公表問題、フィ

リピン人船員の訴訟問題等について検討が行われた。

なお次回の第７回中間会合は２００１年秋に韓国・釜山

において開催することが合意された。

〔資料３―９〕

アジア船主フォーラム船員委員会第６回中間会合共同宣言（仮訳）

アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会第６回中間

会合が、２０００年１１月１５日（水曜日）、香港に於いて開催

された。この会合は香港船主協会（HKSOA）の主催に

よるものである。

本会合には中国、香港、日本、韓国、台湾および ASEAN

船主協会の構成メンバーであるインドネシア、マレーシ

ア、フィリピン、タイおよびベトナムの代表が出席した。

また委員会は、アジア太平洋地区船員教育・訓練機関連

合会（AMETIAP）および中国の船員学校からのオブザ

ーバーを歓迎した。

本年は、中間会合の前日である２０００年１１月１４日、香港

において、ASF船員委員会の招聘により、国際海運連

盟（ISF）が ASFと合同で半日のセミナーを開催した。

全ての ASF代表と香港船主協会のメンバーはこの合同

セミナーに参加し、ILOにおける最近の活動も含めて

ISFを取巻く諸問題について議論を行った。

STCW９５条約の施行問題が改めて議論された。委員会

は、IMO“ホワイトリスト”の公表がさらに遅れる可

能性に留意し、公表が（今月末の IMO）第７３回海上安

全委員会（MSC）以降にずれ込む様な場合、旗国にと

って深刻な問題をもたらすであろうことに懸念を表明し

た。旗国は、自国人以外の船員について、２００２年２月以

前に“外国”の船員供給国との間で彼らの証明書に対す

る承認手続きを確立しなければならず、この過程におけ

る重要な手段として“ホワイトリスト”の利用を望むで

あろう。委員会は、業界全体としての不透明性を避ける

ために、一部の主要船員供給国が IMO“ホワイトリス

ト”に掲載されないかも知れないという事情はさて置い

て、最初の同リストを早期に公表するよう求める。

委員会は、すでに決着済み、あるいはフィリピン国内
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において係争中の船員の訴訟問題に関して、船主に再審

査を強要しようとする一部弁護士によって、パナマ国の

管轄権が無差別に利用されていることに懸念を表明した。

委員会は、かかる事例はフィリピン国内において審査さ

れるべきであることを考慮し、POEA雇用契約中の新た

な管轄権条項を歓迎した。しかしながら、委員会は、そ

の後 POEA雇用契約の一部に関して、フィリピンの高

等裁判所が一時的な停止命令を発し、この条項が適用で

きるのかどうかについて現在疑義が生じていることにつ

いて懸念を表明した。委員会は、パナマ政府に対して、

フィリピン政府より提案されている二国間協定に署名す

るか、または、こういった事例についての管轄権につい

ては、船員の国籍国に戻すために他の適切な方法をとる

よう要請する。委員会は、アジア船主の懸念をフィリピ

ン政府に伝えるとともに、この重要な問題に関するフィ

リピン海運業界の懸念について理解を深めるために、

ASFが代表団をフィリピンに派遣する必要があろうと

考える。委員会はまた、本件に関して国際的なメディア

に注意を喚起することが重要であることを認識した。

集中的な議論の結果、ILO WG＊メンバーの大多数は、

ILO最低賃金の“世界的な”解釈について反対した。委

員会は、自国籍船に雇用される居住、非居住船員につい

ては、各国の労働組合が各国の船主との間で ILO最低

賃金の解釈について合意すべきであることを再確認した。

ILO WGは、本問題をさらに検討し、（来年１月に開催

される）ILO合同海事委員会（JMC）において強力な共

通意志を示すために、アジアの船主と組合によって賃金

水準を合意することの可能性も含めて、可能な自主勧告

を示すよう作業を委任された。

委員会は、標準海事通信用語（SMCP）を参照文書と

して有用なものとするために、完全に再構築し直す必要

があると考える。委員会は、SMCPの長さ（分量）を、

重要な操船および安全に関連した海事通信用語に限定し

た内容に削減する必要があることを認識した。船員が英

語による会話能力を正しく学ぶのでは無く、意味を理解

しないで筆記によって用語を学ぶ傾向は避けなければな

らない。

委員会は、香港船主協会が、中国の７つの海事教育訓

練機関（METs）での研究プロジェクトに関して主導的

に活動していることに賛辞を送った。この目的は、中国

の商船学生に対する共通の要求基準を確保するためにネ

ットワークを構築することにある。特に、英語能力、作

業態度、航海および機関技術に力が注がれている。委員

会は、METsのネットワークの概念が他のアジア訓練機

関に拡大され、AMETIAPおよび国連・アジア太平洋経

済社会委員会（UN ESCAP）といった他の組織との協調

が、この概念を地域レベルにもたらす土台を提供し得る

と考える。

最小安全配員WG＊は、（IMO総会決議 A．８９０による）

最小安全配員が規定された場合に、旗国間の競争によっ

て、受容し難い少ない乗組員水準をもたらし、海上での

人命を危険にし、海上での疲労を増長させるという事実

に対して重大な懸念を表明した。委員会は、IMOが旗

国小委員会において議論し、最小安全配員水準に関する

IMO決議の統一的な解釈を確保するために、より詳細

な指針を作成するよう要請する。最小安全配員WGは、

典型的な外航貨物船に対する最小安全配員基準勧告を策

定する作業を委任された。

委員会は、海運界においてすでに深刻な問題となって

いる域内（発行）の不正証書に関する報告について懸念

を表明した。各代表は、自国の主管庁に対して、この問

題にかかる潜在的な重要性について特別な注意を喚起す

るとともに、適切な解決を見出すための現実的な対応を

採るよう要請する。

AMETIAPの代表は、AMETIAPがマニラにおいて海

事英語授業に関する専門家養成プログラムについて

Magsaysay Training Centreとともに活動していること

を報告した。委員会は、AMETIAPの海事英語プログラ

ムが、将来的な地域的METsプログラムに係る委員会

の展望と一体化し得ると考える。

ASF船員委員会は、自主的かつ非営利を目的とした

組織である。船員委員会の主たる目的は、共通の船員訓

練基準を確保維持し、アジア人船員の供給と雇用の安定

性を促進するとともに配乗と訓練に関する新しい国際的

な海事法制および条約について監視、検討し意見を開陳

することにある。
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５．アジア船主フォーラム第７回航行安全および環

境委員会

シンガポール船主協会を事務局、マレーシア船主

協会をホスト国としてマレーシア・クアラルンプー

ルにおいて、IMOの第７３回海上安全委員会（MSC

７３）が開催される一週間前の１１月２０日、標記会議が

開催された。当会議にはフィリピン、インドネシア、

タイ、ベトナム、中国、香港、日本、韓国、台湾の

船主協会が参加し、シンガポール船主協会会長の

Lua Cheng Eng.議長により航行安全および環境に

係る１１の案件を検討した。

! 海賊問題

IMB海賊情報センター（国際商業会議所の国

際海事局が設置している）の最新の報告書（２０００

年１月～９月）に言及し、マラッカ・シンガポー

ル海峡周辺で多くの海賊事犯が発生していること

を懸念するとともに、国際海事局（IMB）による

“海賊”の定義を、海洋法条約に基づく公海で発

生した海賊行為と、国家の主権が及ぶ範囲内で発

生し、岸壁、港内、錨地および領海内における船

舶や乗組員に対する武装強盗に区分すべきとした

他、マラッカ・シンガポール海峡において関係沿

岸国が一層監視を強化することを求めた。また、

MSC７３で報告が予定されている“海賊及び船舶

に対する武装強盗の捜査と訴追のためのコード”

の策定を歓迎するとともに、すべてのアジア各国

がローマ条約（通称ハイジャック防止条約）を批

准することを強く求めた。

" 航海データ記録装置（VDR）の搭載要件

シンガポールおよび韓国船主協会は２０００年５月

に開催されたMSC７２において貨物船に関しては

現存船には適用しないこととした承認案を支持す

ることを表明したが、香港船主協会はそれに加え

性能要件を軽減した VDRを現存貨物船にも搭載

すべきであると主張した。一方、わが国は、MSC

７３に対し貨物船への搭載の義務付けは、この装置

が未だ実際に使用された経験がないため時期尚早

であるとする文書を提出しているため、当協会と

しても事前にアジアの各国船主協会に日本提案を

支持するよう自国政府への働き掛けを要請してい

た。しかしながら、エリカ号や２０００年１０月のイエ

ボリサン号沈没事故が相次いで発生したこともあ

り、現存貨物船にも搭載すべしとする欧米勢に対

抗しても最終的にアジアの意見を全て反映するこ

とは現実的に困難であり、新造船に限るのであれ

ば貨物船への搭載を受け入れざるを得ないとの判

断を示唆した。他の船主協会は貨物船への搭載義

務化は反対であるとしてわが国提案を支持したた

め当委員会の結論としては、意見を一本化するこ

とはせず、MSC７３への影響を配慮し、IMOは装

置の搭載には高額な費用がかかることおよび本装

置の実用経験がないことを考慮して解決を図るべ

しとの表現にとどめた。

# シングルハルタンカーのフェーズアウト問題

２０００年１０月に開催された第４５回海洋環境保護委

員会（MEPC４５）で合意されたシングルハルタ

ンカーのフェーズアウト問題では、分離バラスト

タンクを有するMARPOL規制適合のタンカーの

フェーズアウト期限を２０１５年とするＡ案と２０１７年

とするＢ案について検討し、緩やかなダブルハル

タンカーへの移行を可能とする B案を支持する

ことで一致した。

韓国船主協会（KSA）は、２００１年秋に釜山において第

７回中間会合を開催するよう委員会より要請された。

KSAは、この申し出を喜んで引受けた。委員会は、香

港において第６回中間会合を開催した香港船主協会の尽

力に感謝の意を表明した。

＊：ASF船員委員会には、次の４つのWGが設置されている（うち当協会は!と#のメンバーになっている）。

!ILO最低賃金WG "最小安全配員WG #STCW９５導入WG $船員訓練WG
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! その他

密航者問題、ポートステートコントロール、バ

ラスト水問題、防汚塗料、北大西洋アイスパトロ

ール、船級協会、総合安全評価（FSA）、燃料油

による汚染損害責任に関する国際条約について意

見交換を行った。

６．ASF船舶保険委員会第６回中間会合

題記会合が２００１年３月１２日に香港で開催され、香

港（議長）、中国、台湾、日本、韓国の各国船主協

会および FASA（アセアン船主協会連合会）代表（イ

ンドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポー

ル、ベトナムの各船主協会）が出席した。当協会か

らは山下常務理事が出席した。

今回の主要議題は、#１同委員会の所掌範囲の拡大

及び名称の変更、#２パナマにおける船員の死亡およ

び傷害に係わる訴訟等であった。各議題の検討概要

は以下のとおりであり、これらを盛り込んだ共同コ

ミュニケ（資料３―１０参照）を採択して会議は終了

した。

#１ 所掌範囲の拡大及び名称の変更

議長より、船舶の保険に影響を及ぼす問題の多

くは、船主の責任に影響を与える法律問題でもあ

ることから、同委員会の所掌範囲に法的責任問題

を含むよう検討すべきこと、および同委員会の名

称を変更することについて提案がなされ、鋭意意

見交換を行い、本委員会として合意したことから、

所管範囲を拡大し、名称を“ASF Ship Insurance

and Liability Committee”に変更するよう第１０回

ASF総会に提案することとした。

#２ パナマにおける船員の死亡および傷害に係わる

訴訟

船員の死亡・傷害に際し、近年フィリピン人船

員およびその家族がパナマの法律に基づいて補償

を求める事例が多発している。訴訟の多くはフィ

リピンに差し戻されているものの、パナマ!フィ

リピン両国政府において、この種の訴訟は船員の

居住地に差し戻すとする二国間協定がいまだ締結

されていないので、さらなる働きかけが必要であ

るとの報告が香港よりなされた。このため、同協

定の早期署名を促す観点から、両国政府に要望書

を送付するよう第１０回 ASF総会で議長に要請す

ることとした。

#３ アジア・マリン・コンソーシアム（AMC）

ASF船舶保険委員会のコンサルタントより、

同コンソーシアムの２０００年の業績は良好で、ASF

加盟の４９１隻の船舶が付保している等最新の活動

状況について、報告が行われた。

（AMC：アジアにおける保険市場創設を目的と

して ASF船舶保険委員会で検討され、１９９９年開

催の ASF東京総会における承認を経て創設され

た保険機関。１９９９年６月より営業を開始してい

る。）

#４ その他の船主の法的責任に係る問題

IMO等の場で検討が行われているバンカー条

約案、アテネ条約改定議定書案および欧州油濁補

償基金等の内容について積極的に意見交換が行わ

れた。

〔資料３―１０〕

アジア船主フォーラム（ASF）船舶保険委員会第６回中間会合共同声明

ASF船舶保険委員会第６回中間会合が、２００１年３月

１２日"香港で開催された。

会合には中国、台湾、日本、韓国、香港の各船主協会

および FASA（アセアン船主協会連合会）代表（インド

ネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・ベト

ナムの各船主協会）が参加した。豪州船主協会は同会合

に出席できなかったものの、議題の各項目に関する意見

書を提出した。

委員会は、船舶の保険に影響を及ぼす問題の多くは、

船主の責任に影響を与える法規問題でもあることを確認
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した。このため、委員会は、法的責任問題を含むようそ

の活動範囲を拡大し、委員会の名称を“ASF Ship Insur-

ance and Liability Committee”に変更するよう第１０回

ASF総会に提案することを合意した。

委員会のコンサルタントが、アジア・マリン・コンソ

ーシアムの活動に関する最新の報告を行った。委員会は、

２００１年１月１日から発効する保険引き受け体制の変更に

留意し、これを承認した。また委員会は、レート設定の

困難性に直面している中、競争力を維持するべく強い位

置にコンソーシアムを置き、十分に受け入れ可能な結果

となったコンソーシアムの伝統的な保険引き受け方法に

も留意した。

国際 P & IグループのW.G.によって作成された、油

濁に関する責任および補償体制の変更に関するパッケー

ジの提案が留意され、検討された。委員会は、全体的に

は、それが現在の CLCおよび IOPC Fundの機構を維持

し、概してさまざまな関係者にとって受け入れ得るもの

であるとして、そのアプローチを支持することとした。

委員会は、パナマにおけるフィリピン人船員の求償問

題の解決に向けた明確な進展に留意する一方、パナマ!

フィリピン両国政府による二国間協定が、将来における

この種の問題を回避するだろうということを合意した。

委員会は、提案された協定に両国が署名するよう促すた

めに、適切な文書を両国政府に送付するよう第１０回 ASF

総会の議長に要望することを同総会に提案する準備をす

ることを合意した。

アテネ条約改正に関する十分な議論が行われた。委員

会では、提起された多くの問題が重要であり、船客への

適正な賠償に対する欲求と保険金支払いの有効性の双方

を満たす公平な解決策が見出されるべきとの合意がなさ

れた。この点で、委員会は、もし世界的に一事故当たり

１億 SDRを超える補償が合意されるか、一人当たりの

船客の補償総額がこの金額を超えることが合意されるな

らば、補償は P & Iクラブの協定の中でクレームのプー

ルによってなされるか、あるいは P & Iシステムの外で

新たな個人事故保険を通じてなされるべきかは、個々の

P & Iクラブによってなされるべきと考えた。

「バンカー油汚染損害のための責任及び補償に関する

国際条約」の採択を検討するための外交会議に対するさ

まざまな意見について議論された。バンカー流出は、地

域的な法律により多くの裁判において満足のいく判決が

なされており、委員会としては、CLC型の国際的な制

度について強い必要性があるとは思えない。しかしなが

ら、全体を考慮すると、委員会は、国際的な制度がこの

問題に関して統一的な取り扱いに貢献し得ると考える。

船員の死亡・傷害ならびに遺棄に関する補償について

の IMO!ILO合同W.G.の２回の会合の結果および第２

回会合で明らかにされた２つの決議案について、委員会

は検討を行った。委員会は、全体としては「船員の遺棄

に関する裁判における金銭的保証の提供」に関する決議

案を支持するものの、「船員の個人的な傷害または死亡

に関する契約上の補償の尊重における船主責任に関する

ガイドライン」についての決議案の条項のいくつかの個

所の意味するところについて懸念を表明した。

委員会は、新設および改定に向け、いくつかの P & I

クラブによって準備されている FDD cover（運賃、滞

船料等に関する紛争処理費用保険）における制限案に留

意した。

委員会の次回会合は、第１０回 ASF総会の直前にあた

る２００１年５月に北京で開催される予定である。
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３・４ 米国

３・４・１ 米国内国歳入法典（IRC）

第８８３条の適用に関する

新規則案について

２０００年２月８日、米国内国歳入庁（IRS：Internal

Revenue Service）は、内国歳入法典（IRC：Internal

Revenue Code）第８８３条の適用に関する新しい規則

案を発表した。

IRC第８８３条は、航空や海運など国際運輸業を営

む外国の事業者が国際運輸業から得た所得に対する

米国での課税免除を定めた規則であるが、この新し

い規則案により従来免税とされていた部分について

も課税される可能性があることから、当協会を含め

米国内外の海運等の関係業界は強力な反対運動を展

開した。

IRSは米国行政手続法に従って同規則案の最終化

を図るべく、書面によるコメント提出期限を２０００年

５月１９日に、公聴会を同年６月８日に設定し、国内

外からの意見聴取を行った。当協会は、５月１９日に

IRSに提出された CENSA!ICS!OCWG共同の意

見書を通じ、米国財務省に書面による反対意見を提

出するとともに、わが国海運業界の反対意見の反映

に努めた。また、６月８日に開催された公聴会では、

CENSA!ICS!OCWGを代表した弁護士、および

BIMCO!米国船協!CENSA!ICS!INTERTANKO

!OCWG!PMSA（注）を代表した弁護士を含む８人の

弁護士が証言に立ち、全員が反対を表明した。

このような状況下、新規則案が実施されることに

なれば邦船社にも相当な影響を与えることが予想さ

れることから、当協会は、北米地区事務局（ワシン

トン）・欧州地区事務局（ロンドン）を通じ、米国

内の動きや各国の対応状況など幅広い情報収集に努

めるとともに、関係省庁と連絡をとりつつ、問題解

決に向けた活動を行った。

その後、本規則案は関係業界のロビー活動が奏効

したことにより船社の意向に沿ったかたちで修正が

行われる方向でまとまりかけたが、一部の問題の取

り扱いについて米政府内で調整がつかなかったこと

や、大統領選挙および政権交代があったため廃案と

なった。

今後 IRSが廃案となったものと同様の内容の規則

案を発表する可能性があるので、関係業界は２００１年

３月５日、米国財務省に対し船社の懸念を全て払拭

する内容にて規則を改訂し、最終化する前に再度関

係者にコメントする機会を与えるよう要望した。

（注）BIMCO：ボルチック国際海運協議会

CENSA：欧州・日本船主協会評議会

ICS：国際海運会議所

INTERTANKO：国際独立タンカー船主協会

OCWG：Ocean Carrier Working Group

PMSA：Pacific Merchant Shipping Association

３・４・２ 米国新規運航補助法

米国新規運航補助法（MSP：Maritime Security

Program）は１９９６年のMaritime Security Actのもと

確立された１０年間の計画であり、人件費の高い米国

人船員で運航することを義務付けられている米国籍

商船に対して運航補助金を与える制度である。毎年

約１億ドルの予算から１隻あたり２１０万ドル、最高

４７隻までの米国籍船に対して支給されており（１０年

間で総額１０億ドル）、２００１年９月現在で１０社の運航

する４７隻がその対象となっている。

（資料３―１１参照）

MSPの目的は、近代的かつ効率的で軍事有用性

の高い乾貨物商船を緊急事態が発生した際に国防の

用に供すること、国際商取引において競争力のある
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〔資料３―１１〕 MSP対象船（２００１年９月現在）

MSP Contract No. 船 名 船 主 船 種

MA!MSP‐１
MA!MSP‐２
MA!MSP‐３
MA!MSP‐４
MA!MSP‐５
MA!MSP‐６
MA!MSP‐７
MA!MSP‐８
MA!MSP‐９
MA!MSP‐１０
MA!MSP‐１１
MA!MSP‐１２
MA!MSP‐１３
MA!MSP‐１４
MA!MSP‐１５
MA!MSP‐１６
MA!MSP‐１７
MA!MSP‐１８
MA!MSP‐１９
MA!MSP‐２０
MA!MSP‐２１
MA!MSP‐２２
MA!MSP‐２３
MA!MSP‐２４
MA!MSP‐２５
MA!MSP‐２６
MA!MSP‐２７
MA!MSP‐２８
MA!MSP‐２９
MA!MSP‐３０
MA!MSP‐３１
MA!MSP‐３２
MA!MSP‐３３
MA!MSP‐３４
MA!MSP‐３５
MA!MSP‐３６
MA!MSP‐３７
MA!MSP‐３８
MA!MSP‐３９
MA!MSP‐４０
MA!MSP‐４１
MA!MSP‐４２
MA!MSP‐４３
MA!MSP‐４４
MA!MSP‐４５
MA!MSP‐４６
MA!MSP‐４７

APL KOREA
APL PHILIPPINES
APL SINGAPORE
APL THAILAND
PRESIDENT ADAMS
PRESIDENT JACKSON
PRESIDENT KENNEDY
PRESIDENT POLK
PRESIDENT TRUMAN
GREEN COVE
GREEN POINT
GREEN LAKE
FAUST
FIDELIO
TANABATA
CHESAPEAKE BAY
DELAWARE BAY
ENDEAVOR
ENDURANCE
ENTERPRISE
LYKES NAVIGATOR
LYKES DISCOVERER
LYKES LIBERATOR
MAERSK CALIFORNIA
MAERSK COLORADO
MAERSK TENNESSEE
MAERSK TEXAS
OVERSEAS JOYCE
SEALAND ACHIEVER
SEALAND FLORIDA
SEALAND PRIDE
SEALAND MOTIVATOR
SEALAND COMMITMENT
SEA-LAND ATLANTIC
SEA-LAND DEFENDER
SEA-LAND ENDURANCE
SEA-LAND EXPLORER
SEA-LAND INNOVATOR
SEA-LAND INTEGRITY
SEA-LAND LIBERATOR
SEA-LAND PATRIOT
SEA-LAND PERFORMANCE
SEA-LAND QUALITY
GREEN ISLAND
ROBERT E. LEE
GREEN DALE
STONEWALL JACKSON

American Ship Management
American Ship Management
American Ship Management
American Ship Management
American Ship Management
American Ship Management
American Ship Management
American Ship Management
American Ship Management
Central Gulf Lines, Inc.
Central Gulf Lines, Inc.
Central Gulf Lines, Inc.
Automar International Car Carrier, Inc.
Automar International Car Carrier, Inc.
Automar International Car Carrier, Inc.
First American Bulk Carrier Corp.
First American Bulk Carrier Corp.
E-SHIPS, Inc.
E-SHIPS, Inc.
E-SHIPS, Inc.
First Ocean Bulk Carrier-I, LLC
First Ocean Bulk Carrier-II, LLC
First Ocean Bulk Carrier-III, LLC
Maersk Line, Limited
Maersk Line, Limited
Maersk Line, Limited
Maersk Line, Limited
OSG Car Carriers, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
U.S. Ship Management, Inc.
Waterman Steamship Corporation
Waterman Steamship Corporation
Waterman Steamship Corporation
Waterman Steamship Corporation

コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
ＲＯＲＯ船
ＲＯＲＯ船
ＲＯＲＯ船
ＲＯＲＯ船
ＲＯＲＯ船
ＲＯＲＯ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
ＲＯＲＯ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
コンテナ船
ＬＡＳＨ船
ＬＡＳＨ船
ＲＯＲＯ船
ＬＡＳＨ船
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米国籍商船隊を維持すること、平時・有事において

米国商船と同様に米国政府所有の戦略的海上輸送船

隊にも配乗可能な優れた技術と忠誠心を有する米国

人船員を確保することにある。

MSPは１９９６年会計年度（１９９５年１０月１日～１９９６

年９月３０日）をもって打ち切られた運航差額補助制

度（ODS：Operating Differential Subsidy）に代わ

るものであるが、その助成額は ODSの年平均助成

額（２億１２３０万ドル、１９７７～９９年）の半分以下とし、

船主にさらなるコスト削減と効率性を求めている。

船齢が若くかつ近代的な船の米国籍への移籍も

MSPの重要な要素となっている。１９９６年の制定以

来、１２隻の現代の商用定期船が米国籍となり、すべ

てが船齢１０年以下であった。さらにMSP関連法案

に基づき船齢５年未満のコンテナ船３隻が米国籍と

なっている。補助金対象船を船齢２５年の船から新造

の RORO船にするケースもあった。これらの１６隻

の移籍は米国商船隊の近代化に貢献し、その競争力

や有事の際の海上輸送能力を高めることにつながっ

ている。

１９９９年会計年度においては、Crowley社が自社所

有のコンテナ船２隻を Automar社に、１隻を Sealift

社に売却し、これら３隻に付いている補助金全てを

Automar社に譲渡する申請を米国運輸省連邦海事局

（Maritime Administration：MARAD）に行ったが、

Sealift社に売却した１隻に関しては、それまで船舶

と補助金受給権利を分離して譲渡を行うことについ

ての明確な定めがなかったため承認が遅れ、１９９９年

８月になってMARADの承認を得ることとなった。

そのため Automar社がMSP船とする予定だった３

隻の RORO船のうち１隻は他船より１年遅れの

２０００年会計年度よりMSP船となることとなった。

現在は当該 RORO船を含めた４７隻が補助金対象船

となっている。

２００１年のブッシュ政権発足により、MARAD予算

の大半を占めるMSPの国防総省への移管、および

Title! of the Merchant Marine Act（造船補助制度）

の廃止が取り沙汰されたが、海事関係者は両制度の

現状維持を強く求めており、来年度予算では特に大

きな変化はないものと予想される。

日本政府は、毎年１億ドルの運航補助を１０年間に

わたって実施するという巨額の補助金の投入は、国

家安全保障等いかなる名目の下で行われようと国際

海運市場における自由かつ公正な競争条件を歪曲す

るものであるとして、米国にMSPの廃止を求めて

いる。

３・５ OECD

３・５・１ OECD海運委員会

日米欧の先進国を中心とする２９カ国の間で経済政

策問題を取り扱っている OECDは、海運委員会

（MTC：Maritime Transport Committee）を設置し

て海運問題を討議している。同委員会には OECD

メンバー政府の運輸当局者が出席し、海運とその関

連分野における自由かつ公正な海運市場形成に向け、

メンバー国間の海運競争政策の整合性を図ることや、

海運助成措置の削減等につき幅広い議論を行ってき

ている。

また、近年、海洋環境保全、航行安全確保の声が

高まる中、MTCでは１９９６年の海運委員会以降サブ

スタンダード船問題を取り上げ、海運経営と運航船

舶の質を引き上げ、サブスタンダード船排除を促進

していくための検討を行っている。

１．２００１年１月２４・２５日 海運委員会会合

２００１年１月２４・２５日に、パリの OECD本部で海

運委員会が開催され、日本政府からも国土交通省の
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代表者が出席すると共に、当協会鈴木修国際幹事長

（商船三井定航部専任部長）と園田国際企画室長も

オブザーバーとして出席した。

主なテーマは、海運助成措置とサブスタンダード

船対策の２点であった。このうち助成措置について

はコンサルタントが作成した各国の税制措置と船員

配乗要件に関する比較分析について検討し、分析手

法の不明点につき今後確認を求めることとした。ま

た OECD各国が行っている海運助成措置の現状に

つき、全般的な洗い出しを行うことが決定された。

サブスタンダード船対策については、かねてより

経済的側面からの検討を行っており、今回は各関係

者に対する一層の規制強化の必要性に関するコンサ

ルタント文書を検討した。今後は OECDのWebサ

イトで同文書を公開し、関係者の意見を求めていく

こととなった。

なお、これまで約３年間同委員会の議長を務めた

国土交通省海事局園田良一氏（現労政課長）が、今

回をもって退任し、新議長には米国海事局（MA-

RAD）のブルース・カールトン次長が選出された。

また、同委員会に引き続き１月２５・２６日には貨物

運送責任制度に関するワークショップが開催され、

ヘーグ!ヴィスビー・ルールやハンブルグ・ルール

など複数の国際ルールが存在している現状について、

民間の専門家を交えての意見交換が行われ、席上提

起された様々な意見を CMI（万国海法会）に送付

することとした。

２．定航海運競争政策の整合性促進作業について

OECD MTCでは、メンバー各国の競争法上の同

盟・協定等の取扱いや適用除外制度など競争政策の

相違が国際海運に悪影響を及ぼす恐れがあるため、

できる限り調和を図る必要があるとの観点から、メ

ンバー国間の海運競争政策の整合を図るべく、１９９７

年１１月に「MTC Conclusions on Work on Promotion

of Compatibility of Competition Policy Applied to In-

ternational Liner Shipping Including Multimodal

Transport with Maritime Leg」を採択した。

同 Conclusionsは、OECDメンバー国間の競争政

策の整合性を促進する上での基本原則等について取

りまとめたもので、主要点は以下のとおりである。

! OECDメンバー国間の海運競争政策の整合

を図る必要がある。

" 定航海運に関する独禁法適用除外は明確な条

件の下で行われること。

# 各国は、関連法規の見直しに際し、メンバー

国と協議すること。

$ 海運を専管する行政組織の必要性を検討する

こと。

同 Conclusionsでは、「整合性促進作業の状況を

４年毎に reviewする」としていることから、OECD

事務局は２００１年６月に当協会等船主団体、荷主団体

等関係者を対象にアンケート調査を実施した。これ

に対し、当協会は７月にそれぞれ概要以下の回答を

同事務局に提出した。一方、CENSAも当協会と同

趣旨の回答を提出した。

―MTC Conclusionsが採択された後、日本、EU、

米国等で海運競争政策の見直しが行われたが、そ

れら見直しは関連業界との協議、OECDメンバ

ー間との法的整合性の勘案といった点につき、同

Conclusionsに従って行われたと思われる。

―海運競争政策の見直しを行ったいずれの政府も、

船社間協定に対する独禁法適用除外制度を維持し

ており、これは各国政府が現状の適用除外制度の

枠組みの必要性を認識し、それを支持しているこ

とを示していると思われる。

―ここ数年見直しが行われた OECDメンバー国の

海運競争政策は整合性が取れており、今後もその

機能が維持されるべきである。

なお、同調査の結果は、２００１年１２月に開催される

MTC会合で報告および審議されることになってい

ることから、当協会はこの見直し作業を通じ、船社

間協定に対する独禁法適用除外制度の維持を求めて

いくこととしている。
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３・５・２ OECD造船協定問題

１．OECD造船協定問題

造船業に対する公的助成の廃止と不当廉売の防止

を目的とした OECD造船協定は、米国大手造船会

社により構成される米国造船工業会（American

Shipbuilding Association）が１９８９年に日本、韓国、

旧西ドイツ、ノルウェーの造船助成等が不公正貿易

慣行にあたるとして米通商代表部（USTR）に通商

法３０１条に基づく提訴を行ったことに端を発し、EU、

韓国、ノルウェー、米国、日本による５年にわたる

協議の後、１９９４年１２月に採択された。

（「船協海運年報１９９６」参照）

わが国は１９９６年６月１５日に批准書を寄託し、EU、

韓国、ノルウェーもすでに批准しており、残る米国

が批准すれば同協定は発効することとなっている。

しかし、米国では米国造船工業会等が条約の内容に

強く反対しており、議会において未だ造船協定実施

法案が可決していないため、２００１年９月末現在も同

協定は未発効である。米国では実施法案の議会通過

見通しも立てられないことから、１９９８年１０月の造船

部会において米国を除く造船協定交渉参加国がとり

得る３つの選択肢（!造船協定の放棄、"協定内容

の EU、ノルウェー、わが国および韓国の４か国議

定書による実施、#OECD理事会の決定による実

施）が提示され、審議が行われたが、結論が出なか

った。

２０００年７月６日および７日に造船部会がパリ本部

で開催され、発効が遅れている造船協定の代替措置

として、米国が参加できる形で２００１年までに新条約

を作成することで合意したものの、新条約について

も米国の批准がほぼ絶望的になったことから、２００１

年７月の OECD造船部会にて、米国を除いた新条

約の締結を目指すこととなった。

２．韓国造船問題

世界の造船市場においては韓国の設備増強により、

船価の下落が著しい状態になっており、韓国の設備

増強の多くは金融機関からの不透明な融資により行

われ、保証や赤字帳消しといった韓国政府の間接的

な介入で助長されているとの疑いがもたれている。

このような状況下、１９９９年１２月より欧州委員会

（EC：European Commission）と韓国政府は造船

供給能力過剰と船価の低落に特徴づけられる世界造

船市場の問題解決策を見出すため交渉を重ねた結果、

２０００年４月１０日、!韓国政府は造船分野に介入しな

い、"国家助成をしない、#銀行・金融機関の透明

性を確保する等を内容とする合意に達した。

５月１８日の欧州産業相理事会において ECが用意

した造船業に関する報告書を基に議論が行われた。

同報告書によると、依然として韓国においてはコス

ト割れの受注が行われているとのことで、同理事会

はこれに対して強い懸念を表明し、ECに対して、

２０００年９月までに２０００年４月の同委員会と韓国との

合意が履行されているか否かを評価するよう求めた。

これを受けて、２０００年７月に第１回 EC・韓国造船

協議が開催され、EC側専門家による韓国ヤードの

実地調査をすることで合意したが、２０００年９月に行

われた実地調査では韓国の価格慣行について公正か

否か結論を出すことができず、同月に行われた第２

回協議も不調に終わったことから、欧州造船工業会

協議会（CESA：Committee of the European Union

Shipbuilders’ Associations）は、韓国を欧州貿易規

則（TBR：Trade Barrier Regulation）に基づき EC

に提訴した。

ECは TBR提訴に基づき、改めて韓国の造船助

成の実態を調査した結果、WTOの「１９９４年補助金

協定」に反する補助金が、輸出助成および国内助成

として韓国造船業に実質的に供与されていたという

結論に達し、２００１年６月３０日までに韓国との合意が

成立しない限りWTOに提訴することとした。EC

はWTO提訴と同時に、域内造船業への暫定的な助

成措置を行う方針であり、２００１年７月には暫定造船

助成規則案が採択されたが、現在のところ同助成に

反対している加盟国もあり、最終的な承認には至っ

ていない。助成に関する加盟国合意の遅れもあり、
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２００１年９月末現在、ECによる韓国の提訴は未だ行 われていない。

３・６ IMOの活動

国際海事機関（IMO：International Maritime Or-

ganization）においては、２０００年も引き続き広範な

活動が実施された。開催された各委員会等の活動状

況は次のとおりである。

なお、加盟国は２００１年２月現在１５８カ国、準加盟

国２カ国である。

１．理事会

２０００年には、第８４回（６月）および第８５回（１１月）

会合が開催され、決算・予算の審議、各委員会およ

び各条約締約国会議の報告、職員就業規則の検討等

が行われた。IMOの理事国は日本をはじめ英、米、

露、伊、中、ギリシャ、ノルウェーなど３２カ国で構

成されており、わが国は IMOの前身の IMCO設立

時（１９５９年）より連続して理事国に選出されている。

２．海上安全委員会

第７３回会合が２０００年１１月２７日から１２月６日まで、

また、第７４回会合が２００１年５月３０日から６月８日ま

で開催され、主に SOLAS条約第!―２章および第

"章の全面見直し、海賊対策などが審議された。

（７章 海上安全対策 参照）

３．海洋環境保護委員会

第４５回会合が２０００年１０月２日から６日まで、また、

第４６回会合が２００１年４月２３日から２７日まで開催され、

シングルハルタンカーのフェーズアウトの促進や船

底防汚塗料の規制問題などが審議された。

（２章 環境対策 参照）

４．法律委員会

第８２回会合が２０００年１０月１６日から２０日まで開催さ

れ、エリカ号事故を契機とする油濁二条約の補償限

度額の引き上げなどが審議された。

（４章 法務保険 参照）

３・７ 当協会が加盟する主要国際団体の２０００年度の活動

３・７・１ CENSA

欧州および日本の１１カ国の船主協会で構成する欧

州・日本船主協会評議会（CENSA：Council of Euro-

pean and Japanese National Shipowners’ Associa-

tions）は、その本部をロンドンに置き、主に海運

政策の面から先進国海運の意見を取りまとめ、これ

を欧州・日本の先進国海運担当官会議（CSG：Con-

sultative Shipping Group）をはじめ関係方面に開陳

し、諸問題の早期解決を図っている。

２０００年度は主に次の問題について活動を展開した。

#１ 独禁法

・OECDにおける海運規制改革案

・米国下院司法委員会を中心とする独禁法適用除

外制度見直しへの動き

・カナダ海運法（SCEA：Shipping Conferences

Exemption Act １９８７）改正法案

・オーストラリア Trade Practice Act１９７４（Part
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!）見直し

・タイにおける独禁法の運用問題

"２ 米国

・ミシシッピー川流域港湾における排他的タグサ

ービス協定問題

・米国内国歳入庁（IRS８８３）規則案問題

・米国海事産業保護政策

"３ OECD

・WTO海運自由化交渉

・定航海運競争政策の OECDメンバー間整合性

促進状況調査

・サブスタンダード船排除への取り組み

・Cargo Liabilityに関するワークショップ

"４ その他

・TAX Ad Hoc Groupを設立し、国際課税および

税制問題への対応を開始

・CENSAの将来

３・７・２ ICS

国際海運集会所（ICS：International Chamber of

Shipping）は、CENSAが海運政策問題を扱ってい

るのに対し、主として技術的および法律的な問題を

扱っており、IMOに対する民間団体としての機能

を有している。２００１年４月現在、３４カ国の船主協会

を中心とする３６団体が正会員として加盟しているほ

か、８つの準会員が存在する。

２０００年度に取り上げられた主な事項は以下の通り

である。

"１ “Erika”号事故に関連するシングルハルタンカ

ーのフェーズアウト

"２ 油濁責任および損害賠償

"３ バンカー油濁損害に対する賠償

"４ 法務保険問題

"５ ISMコード

"６ 船級協会の責任

"７ ポート・ステート・コントロール

"８ 大気汚染防止

"９ タンカー“Castor”号事故後の地中海における

入港拒否

"１０ バラスト水排出規制

"１１ 船底防汚塗料

"１２ 船舶リサイクリング

"１３ 海賊および武装強盗

"１４ 密航者

"１５ パナマ!スエズ運河

３・７・３ ISF

ISF（International Shipping Federation：国際海

運連盟）は、海上労働問題に関し国際的な視野で検

討を行なうことを目的とする国際船主団体であり、

２００１年５月現在３４ヶ国の船主協会で構成されている。

ISFの第１０５回理事会および２００１年度年次総会が

２００１年５月１０日英国で開催された。両会合での主な

検討事項は次のとおりである。

"１ BIMCO!ISF船員国際需給調査について

"２ STCW９５条約とホワイトリストについて

"３ 労使問題に関する ISFの対応について

"４ ILO統合条約、労働時間、最低賃金について

"５ 船員の補償問題に関する IMO!ILOの対応に

ついて

"６ ITFへの対応について

３．国 際 関 係
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４・１ 海事法務関連問題

４・１・１ 油濁補償問題

タンカー事故等で油濁による海洋汚染が発生した

場合、その損害や清掃費用については、海運業界と

荷主である石油業界が協力して補償する体制が国際

条約によって整備されている。すなわち、一定の補

償限度額を設けて、はじめに船主による補償を行い、

不足する部分を荷主が補償するもので、いわゆる油

濁二条約と呼ばれる国際条約によって補償体制が確

立している。（油濁二条約：「油による汚染損害につ

いての民事責任に関する国際条約（CLC＝Interna-

tional Convention on Civil Liability for Oil Pollution

Damage）」および「油による汚染損害の補償のため

の国際基金設立に関する国際条約（FC＝Interna-

tional Convention on the Establishment of an Inter-

national Fund for Oil Pollution Damage）」）。

この油濁二条約のうち、CLCは船舶（タンカー）

の貨物である重油等の流出によって生じた油濁損害

について船主の無過失責任、責任限度額、強制保険

の付保を定めた条約である。一方、FCは荷主の責

任負担についての条約で、タンカーから油を受け取

った荷主の拠出金を基に設立された国際油濁補償基

金（IOPCF＝International Oil Pollution Fund）によ

る被害者に対する補償を行うことを定めたもので、

１９６９年の CLC（６９CLC）は１９７５年に、また１９７１年の

FC（７１FC）は１９７８年にそれぞれ発効している。

その後、１９９２年に至り両条約の発効後約１５年が経

過し、大規模な油濁事故への補償が十分に果たせな

くなったことから、両条約の限度額引上げを主な内

容とする改定議定書（１９９２年の CLC＝９２CLCおよ

び１９９２年の FC＝９２FC）が採択され、１９９６年５月に

それぞれ発効した。

従来、６９CLC!７１FCの批准国であったわが国は

１９９４年８月に９２CLC!FCに加盟するとともに、こ

れらの内容を盛り込んだ国内法として油濁損害賠償

保障法を１９９６年５月に施行している。

なお、２００１年４月１日現在の締約国は、わが国を

含め、９２CLC：５９カ国、９２FC：５５カ国である。

（資料４―１参照）

１．９２CLC!FC補償限度額の引き上げ

１９９９年１２月、マルタ籍タンカー「エリカ号」（１９，６６６

G!T）がフランスのブルターニュ沖で重大な油濁

損害事故を引き起こした。この事故の損害額が油濁

二条約の補償限度額を大きく超えることが予想され

ることから、被害を受けたフランスをはじめ EU内

この章のポイント

・９９年のタンカー「エリカ号」事故を契機に、IMO法律委員会で現

行の油濁二条約の補償限度額の約５０％引き上げが合意された。さ

らに IOPC Fundではワーキンググループを設置し、油濁補償体

制の見直しについて現在、検討が続いている。

・「燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」

（バンカー条約）が採択された。

４ 法務保険

４・１ 海事法務関連問題

４．法 務 保 険
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で現行体制の見直しが開始された。

また、これに並行する形で現行の油濁二条約の補

償限度額を改定する案が英国等１４カ国より IMO法

律委員会に対し提出され、イタリア等５カ国もこれ

に合流することとなった。

これを受け、２０００年１０月１６日～２０日に開催された

IMO第８２回法律委員会（於：ロンドン IMO本部）

では、同改定案について審議が行われた。

まず、共同提案国を代表して英国より改定の趣旨

について説明があった。これによると、将来の貨幣

価値の低下を考慮した上で引上げを行うことができ

るとする条約の規定に従い計算すると５０．３６％から

７９．０９％の幅で引上げが可能であると考えるが、す

べての条約締結国と関係する業界と非公式に打合せ

た結果、広範な同意を得て最速に引上げを実現する

ためには５０．３６％の引上げ幅が妥当ではないかとの

説明があった。

引上げ幅の検討に際しては、二条約には事故の経

験、インフレーション率および保険コストへの影響

を考慮すべきと規定されているが、これらの観点か

ら国際油濁補償基金および P&Iクラブより主に過

去の経験に基づいた補足的説明があり、特に P&I

クラブからは補償限度額を引上げても当面保険コス

トへは影響が及ばない、との発言があった。

引上げ率については諸案あったが、議長は最終的

に日本の提案に基づき、統一した数字を使用するこ

との是非を求め、討議の結果、油濁二条約の規定に

則り、統一した引上げ率を適用し、新たな引上げ額

を次のとおりとすることが合意された。

また、限度額の引上げは２００３年１１月１日からの発

効が予定されている。

［９２CLC]

・５，０００G!Tを超えない船舶の最低補償限度額

現行……３００万 SDR、改定……４５１万 SDR

・５，０００G!Tを超え、１３５，１１９G!T（現行１４０，０００

G!T）までの船舶の１G!T当たりの追加補償限

度額

現行……４２０万 SDR、改定……６３１万 SDR

〔資料４―１〕 新旧油濁二条約締約国一覧表
２００１年４月１日

国 名 ６９
CLC

７１
FC

９２
CLC

９２
FC 国 名 ６９

CLC
７１
FC

９２
CLC

９２
FC

ア ル バ ニ ア
アルジェリア
アンティグア・パーブーダ
オーストラリア
バ ハ マ
バ ー レ ー ン
バ ル バ ト ス
ベ ル ギ ー
ベ リ ー ズ
ベ ニ ン
ブ ラ ジ ル
ブ ル ネ イ
カ ン ボ ジ ア
カ メ ル ー ン
カ ナ ダ
チ リ
中 国（＊）
コ ロ ン ビ ア
コ モ ロ
コ ス タ リ カ
コートジポアール
ク ロ ア チ ア
キ プ ロ ス
デ ン マ ー ク
ジ プ チ
ド ミ ニ カ
エ ク ア ド ル
エ ジ プ ト
赤 道 ギ ニ ア
エ ス ト ニ ア
フ ィ ジ ー
フィンランド
フ ラ ン ス
ガ ボ ン
ガ ン ビ ア
グ ル ジ ア
ド イ ツ
ガ ー ナ
ギ リ シ ア
グ ァ テ マ ラ
グ レ ナ ダ
ガ イ ア ナ
ホンデュラス
アイスランド
イ ン ド
インドネシア
アイルランド
イ タ リ ア
日 本
ジ ャ マ イ カ
カザフスタン
ケ ニ ア
ク ウ ェ ー ト
ラ ト ビ ア
レ バ ノ ン

○

○

○
○
○
○
○

○

○

○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○

○
○

○
○

○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○
○
○

○

○

○

○

○
○
○
○

○

○

リ ベ リ ア
ルクセンブルグ
マ レ ー シ ア
モ ル ジ ブ
マーシャル諸島
モーリタニア
モーリシャス
メ キ シ コ
マ ル タ
モ ナ コ
モ ロ ッ コ
モザンピーク
オ ラ ン ダ
ニュージーランド
ニ カ ラ グ ア
ナイジェリア
ノ ル ウ ェ ー
オ マ ー ン
パ ナ マ
パプアニューギニア
フ ィ リ ピ ン
ペ ル ー
ポ ー ラ ン ド
ポ ル ト ガ ル
カ タ ー ル
韓 国
ロ シ ア
セントビンセント
サントメ・プリンシペ
セイントキィッズアンドネイビス
サウジアラビア
セ ネ ガ ル
セ イ シ ェ ル
シェラレオネ
シンガポール
ス ロ ベ ニ ア
南 ア フ リ カ
ス ペ イ ン
ス リ ラ ン カ
スウェーデン
ス イ ス
シ リ ア
ト ン ガ
トリニダード・トバコ
チ ュ ニ ジ ア
ツ バ ル
アラブ首長国連邦
英 国
ウ ル グ ア イ
バ ヌ ア ツ
ベ ネ ズ エ ラ
イ エ メ ン
ユーゴスラビア

合 計

○
○
○

○

○
○

○
○

○

○

○
○

○
○
○
○
○

○

○
○

○

○
○

○
○

５６

○
○

○

○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○

○

３２

○

○

○
○
○
○

○
○

○
○
○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○

５９

○

○

○
○
○
○

○
○

○
○
○

○

○

○
○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○

５５

出所 ITOPF (International Tanker Owners Pollution Fed-
eration Limited) 資料 （注）○既締約国

（＊）香港特別行政地区については、９２年基金条約加盟国の地位
が与えられている。

４．法 務 保 険
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・１３５，１１９G!T（現行１４０，０００G!T）を超える船舶の

最高補償限度額

現行……５，９７０万 SDR、改定……８，９７７万 SDR

［９２FC]

・船主プラス油濁補償基金の補償限度額

現行……１億３，５００万 SDR

改定……２１億３００万 SDR

・３カ国の油輸入量が年間６億トンを超えた場合の

補償限度額

現行……２１億 SDR、改定……３１億７４万 SDR

２．「任意の追加補償制度」等の動き

上述の通り、エリカ号事故を契機として９２CLC!

FCにおける補償限度額は約５０％引上げられ、２００３

年１０月から船主の責任限度額は８，９７７万 SDR（約１４０

億円）、国際油濁補償基金の補償限度額は２億３００万

SDR（約３１６億円）となることとなった。

しかし、５０％の引上げでは不十分であると考える

EUでは、２０００年１２月に欧州油濁補償基金（COPE

Fund＝Compensation for Oil Pollution Damage in

European Waters）の設立構想が発表された。その

主な内容は、EU域内で発生した油濁事故について

９２CLC!FCの補償限度額を超えた額を補償すると

いうもので、その補償額は９２CLC!FCの補償額と

合わせて１０億ユーロ（約１，１１０億円）となっている。

同基金については、拠出者は EUの油受取人とな

っているが、その一方で、船主責任の制限権を行使

しにくくする内容となっているほか、すでに改定さ

れた９２CLC!FCについても再度見直すべきとの意

見を付しており、現在、欧州議会等において検討が

行われている。

一方、こうした EUにおける油濁補償体制の見直

しの動きと並行して、９２FCにおいても油濁補償体

制の機能の見直しに関するワーキンググループが設

置された。同ワーキンググループは、２０００年７月、

２００１年３月および６月と延べ３回開催され、英国を

はじめとする国々によって共同提案された「任意の

追加補償制度」等について検討が行われた。

同ワーキンググループの第２回および第３回会合

の審議概要は次の通りである。

!１ 油濁補償体制の機能の見直しに関するW.G.第

２回会合（２００１年３月１２日～１５日）

前回会合に引き続きカナダのポップ氏が議長を

務め、英国等７カ国共同で提案された「任意の追

加補償制度の設立」等を中心として、船主責任に

関して次の通り審議が行われた。

◯１ 補償限度額の見直し

デンマークより「任意の追加補償制度の設立」

および「補償限度額改定期間（現行１１年）の短

縮」に関する７カ国（豪州、カナダ、デンマー

ク、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、英

国）共同提案の趣旨説明が行われた。同提案は、

より高額の補償を望む参加国を対象に、現行の

９２CLC!FCへの追加補償を行おうとするもの

で、参加国内の油濁事故のみに適用するもので

ある。

またフランス、韓国等より補償限度額引上げ

に関する提案について説明が行われた。

これら提案に対して日本をはじめスペイン、

ギリシャ、シンガポール等からは、２０００年１０月

に補償限度額の５０％引上げに合意したばかりで

あり、さらなる限度額の引上げの必要は無く、

引上げには反対である旨の意見が表明された。

しかしながら、限度額の引上げを求める声が

大勢を占めたため、共同提案国が次回W.G．

で「任意の追加補償制度」について具体的な提

案を行うこととなった。

◯２ 船主責任制限阻却事由の見直し

フランスより船主の責任制限権の行使を制限

しようとする提案がなされた。現行の阻却事由

は、被害者救済の観点から保険のキャパシティ

を最大限に利用するために設定したものである

点等が確認されたことから現行制度が維持され

ることとなった。

◯３ タンカーの質に応じた限度額の設定

オランダより、質の高いタンカーの使用を促

４．法 務 保 険
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203百万SDR 
（約316億円） 

？ 

89.77百万SDR 
（約140億円） 

改定92FC

改定92CLC

13.53百万SDR 
（約21億円） 

4.51百万SDR 
（約7億円） 

5,000G/T

（SDR：国際通貨基金IMFの特別引出し権、ISDR＝150円で計算した） 

19,294G/T 135,119G/T

〔資料４－２〕油濁二条約の変更スキーム 

イギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、 
ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、 
ポーランド、アイルランド、オランダ、 
オーストラリア、カナダ　計12ヶ国の提案 

国際P＆Iグループの提案 
　ボランタリーベースの 
　小型船限度額の引き上げ （　　　　　） 

希望国による３rd Tier設立（荷主拠出） 

進するため経済的インセンティブの導入が必要

であるとの趣旨説明が行われ、わが国を含め多

くの国がこの考え方について原則支持した。

しかし、油濁補償制度を複雑にすることは避

けるべきであり、船舶の安全性の確保について

は IMO等の安全性を検討する場で審議すべき

事項であるとの意見が大勢を占め、今後は実行

可能性のある提案を待って検討を進めることと

なった。

◯４ 環境損害に関する補償の拡大

スウェーデンより環境損害に対する補償の拡

大に関する７カ国による共同提案について説明

が行われた。わが国は環境損害の対象拡大には

反対の立場を主張したが、多くの国が条約改定

や環境損害の定義を改定しなくとも、例えば環

境アセスメント調査（流出した油が回収された

かについて行われる調査等）を補償の対象とす

ることが可能であるとの合意に達したため、提

案国は次回会合に向け決議案を詰めることとな

った。

!２ 油濁補償体制の機能の見直しに関するW.G.第

３回会合（２００１年６月２５日～１９日）

◯１ 「任意の追加補償基金」の設立提案について

前回会合に引き続きカナダのポップ議長の下、

まず、先の７カ国にフランス、ドイツ、フィン

ランド、ポーランド、アイルランドを加

えた１２カ国が、新たに荷主のみを拠出者

とする「任意の追加補償基金」設立の提

案を行った。これは第２回W.G.で提案

された「船主!荷主双方による任意の追

加補償基金」から、荷主のみを拠出者と

するスキームに変更したものである。

その後、共同提案国を代表してデンマ

ークが基金条約の改正議定書案の趣旨説

明を行った。

引き続き国際 P&Iグループより、荷

主!船主の補償分担のバランスを維持す

るため、自主的に「ボランタリーベース

の小型船（約２万 G!Tまで）の船主責任限度

額の引上げ」を行うとする提案について説明が

行われた（資料４―２参照）。

これらの提案等について、各国政府および各

業界団体が概要次のとおり意見を述べた。

［各業界団体意見］

ICS（International Chamber of Shipping＝国際海

運会議所）は、国際的な制度としての「任意の追加

補償基金」の設立提案を支持するとともに、「ボラ

ンタリーべースの小型船の引上げ」についても荷主

!船主の責任分担のバランスを維持する観点からこ

れを支持し、長期的な観点からは荷主!船主の負担

割合が崩れた場合には、定期的な補償限度額の見直

しが検討されるべきとの意見を表明した。

また、OCIMF（Oil Companies International Marine

Forum＝石油会社国際海事評議会）も「任意の追加

補償基金」を支持するとともに、国際 P&Iグルー

プによる「ボランタリーべースの小型船の引上げ」

の提案を歓迎する意向を示した。

［各国政府意見］

わが国からは、「任意の追加補償基金」の内容に

つき概要次の点を指摘した。

・同基金が真に各国に開かれた制度になるためには、
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キャッピング制などの負担平準化方策の導入を検

討すべきである。

・改正議定書案には、拠出方法、拠出額の計算方法

等の具体的な規定がないため、提案内容が不明確

である。

・基金条約は「任意の追加補償基金」のような新た

な基金の創設を想定していないため、もしこれを

導入するのであれば、条約改正議定書による対応

は不適当であり、新たな条約を作るべきである。

韓国からは「任意の追加補償基金」の設立につい

ては原則支持するが、当面加入の意思はないこと、

「ボランタリーべースの小型船の引上げ」について

はより具体的な内容を示す必要があることが指摘さ

れた。

また、イタリアが「任意の追加補償基金」の設立

について反対を表明した。

その他の多くの国からは、本提案に対して賛成の

意が示されるとともに、共同提案国を中心に同基金

の早期創設を求める意見も出された。

その後、議定書案の拠出者の定義など基本的な条

項について検討が行われ、これを踏まえて事務局よ

り再改定案が提示された。

同案については、今後さらに検討を行った上で

２００１年１０月開催の９２年基金総会に提出されることと

なった。

同総会において承認されれば、IMOに付託され

ることとなり、早ければ２００２年中に外交会議が開催

される運びとなる。

◯２ その他の議題

フランスより補償の対象として経済的損失の

みならず環境に対する損害も認めるよう提案が

なされたが、環境損害に対する補償は、条約が

想定する補償対象を超えることとなり、その対

象を拡大するためには条約改正が必要なことか

ら、長期的に検討する課題とした。

その上で、スウェーデンが提案した環境損害

の評価方法については、１０月の総会に向けてさ

らなる精査を求めていくこととなった。

なお、同W.G.は CLC限度額の見直し等の長

期的な課題などを検討するため、今後も継続す

ることを９２年基金総会に勧告することとなった。

３．国際油濁補償基金

国際油濁補償基金には、７１FCに基づく１９７１年国

際油濁補償基金（７１年基金）と、９２FCに基づく１９９２

年国際油濁補償基金（９２年基金）の２つの基金が設

立されている。

これら基金の総会および理事会が、２０００年１０月２３

日～２７日の間ロンドンの IMO本部で開催された。

この会合は、前週の IMO法律委員会で油濁二条

約の限度額が改定された直後であり、今後の油濁補

償制度の見直しに関するフランス等欧州各国の対応

が注視されるところであった。

議題は多岐にわたったが、各会議における主要な

審議概要は以下のとおりである。

!１ わが国からの出席者

政 府 代 表：谷川成蹊大学名誉教授、落合東京

大学法学部教授

奈良平在英大使館参事官、金子海

上交通局総務課油濁補償対策官

石油海事協会：常木専務理事

当 協 会：佐藤関連業務部課長代理

!２ 主要議題

◯１ ９２年基金総会

１）９２CLC!FC補償限度額の引上げについて

第８２回 IMO法律委員会において、９２CLC

!FC限度額の５０．３７％引上げが採択され、

締約国の４分の１以上が２００２年４月３０日まで

に IMOに反対を表明しなければ、同改定は

２００３年１１月１日に発効することとなる旨、事

務局長より報告がなされた。

２）油濁補償体制の機能の見直しに関するワー

キング・グループについて

２０００年４月開催の臨時総会においてフラン

スの緊急提案により、油濁補償体制の機能の
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見直しに関するワーキング・グループの設置

が決定された。同ワーキング・グループの議

長より、２０００年７月の会合において検討すべ

き事項として次の項目をリストアップした旨

の報告がなされた。

○クレームのランキング

○条約の画一的な適用

○油量報告義務違反への制裁

○基金の解散、清算

○補償限度額

○油輸送船舶の質を考慮した拠出金の割当て

○環境損害

同ワーキング・グループの今後のあり方に

ついて検討した結果、MANDATEを次のよ

うに変更した上で引続き活動を行うこととし、

２００１年３月１２日の週および６月２５日の週に開

催することが決定された。

・９２CLC!FC補償体制を改善する必要性やそ

の可能性について、意見交換を行う。

・ワーキング・グループが補償体制の改善の目

的で重要と考える問題について検討を継続す

るとともに、これらの問題について適切な勧

告を行う。

・次期定期総会に作業の進捗状況について報告

するとともに作業の継続に関する勧告を行う。

３）船舶の定義

９９年の総会においてワーキング・グループ

が報告した次の船舶の定義が承認された。

・持続性油を輸送した後の船舶（鉱油兼用船、

持続性油!非持続性油兼用タンカーを含む）

は、持続性油の残油のないことを証明しない

限り、全ての鉱油において条約の対象となる。

４）次期理事国の選出

大規模拠出国：カナダ、仏、独、日本、オラ

ンダ、ノルウェー（議長）、シ

ンガポール

そ の 他：アルジェリア、オーストラリ

ア、クロアチア、アイルラン

ド、ラトビア、マーシャルア

イランド、バヌアツ、ベネズ

ェーラ（副議長）

◯２ ９２年基金理事会関係

１）NAKHODKA

支払いのレベルを補償決定額の７０％から

８０％に引き上げることが決定された。

２）ERIKA

現時点で被害総額を予測することが困難な

ことから、支払いのレベルを５０％に留めるこ

ととし、２００１年１月の理事会で再度検討する

こととなった。

３）その他

その他５件の油濁事故について、事故内容、

クレームの査定状況等について、審議・報告

が行われた。

◯３ ７１年基金総会（定足数に達せず、ADMIN-

STRATIVE COUNCILが代行した）

１）７１FCの失効

事務局長より、７１FCの失効に関して次の

とおり報告があった。

２０００年９月２５日～２７日の間、IMOにおい

て外交会議が開催され、７１FCを改定する議

定書が採択された。同議定書は７１FCの失効

要件を緩和するもので、次の場合に失効する

こととなった。

・加盟国が２５カ国未満になったとき、または

・加盟国の総拠出油量が１億トンを下回った時

点から１年後

既に総拠出油量は２００１年６月のインドの脱

退により１億トンを割っており、また、２００２

年５月には UAEが脱退するため加盟国数が

２４ヵ国となることから、遅くとも２００２年夏ま

でには７１FCは失効する予定である。

また、失効までの間に大事故が発生した場

合、インド等大規模拠出国の脱退により、７１

年基金が十分な補償を果たせない恐れがある

ことから、７１年基金は、保険を手当すること
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を決定した。

２）その他

BRAER、SEA EMPRESSおよび NAKHO-

DKA等の油濁事故に関する事故内容、クレ

ームの査定状況等について、審議・報告が行

われた。

４．漁場油濁被害救済基金

漁場油濁被害救済基金は、１９７０年後半に原因者不

明の漁場油濁被害が発生したことにより、１９７５年１

月、立法化による恒久的な救済制度が確立するまで

の暫定的な措置として救済金の支給等を行う団体と

して設立され、産業界はその目的遂行のために財政

面での協力を行ってきている。当協会は、国土交通

省関係拠出団体として２０００年度も財政面および運営

面での協力を行った。

４・１・２ 船舶燃料油による汚染に

対する賠償

IMO法律委員会においては、近年、船舶燃料油

による汚染に対する賠償を主要議題の一つとして検

討してきた。

従来、タンカーに関しては、その積荷である原油

および燃料油である重油双方の油濁事故について、

「油による汚染損害についての民事責任に関する国

際条約（CLC）」および「油による汚染損害の補償の

ための国際基金の設立に関する国際条約（FC）」の

いわゆる油濁二条約による補償体制が確立されてい

たのに対し、タンカー以外の船舶の燃料油による油

濁事故については「海事債権についての責任の制限

に関する条約（LLMC）」の枠内で対処していたか

らである。

このため、１９９６年１０月に開催された IMO第７４回

法律委員会以来、これら損害に対して確実な賠償を

確保する観点から、保険の強制化を主目的とした「燃

料油による汚染損害についての民事責任に関する国

際条約」（International Convention on Civil Liability

for Bunker Oil Pollution Damage、通称バンカー条

約）案が検討されてきた。のべ９回の検討を経て同

条約の内容がほぼ固まったことから、同条約案を採

択するための外交会議が２００１年３月１９日～２３日の間、

ロンドンの IMO本部で開催され、採択された。同

外交会議の概要は次のとおりである。

［わが国からの出席者］

政府代表：島内在英日本大使館公使、谷川成蹊大

学名誉教授、奈良平在英日本大使館参

事官、加藤国土交通省海事局外航課総

括補佐官

東京海上火災保険：井口上コマーシャル損害部専

門次長

当 協 会：成定法規専門委員（日本郵船法務保険

グループ長）、梅本関連業務部長

会議は、まず総会議長にガーナの Aggney!Orleans

氏を、また全体会議の議長にカナダの Popp氏を選

出し審議に入った。

全体会議での主な論点は次のとおりである。

１．責任主体者および強制保険付保義務主体者の関

係

本条約はバンカー流出油時、被害者への賠償を確

実なものとするため、船主に強制保険の付保義務を

負わせる措置を講ずることを最大の目的としている。

その責任主体者と強制保険付保義務者との関係につ

いては、責任主体者を船主として定義されている船

舶所有者、裸傭船者、管理人ならびに運航者とする

一方、付保義務主体者は登録船主のみとされたため、

両主体者は必ずしも一致しないこととなった。

このため、事故が起こった場合の責任関係は、被

害者は上記のいずれの船主（船舶所有者、裸傭船者、

管理人ならびに運航者）にも賠償請求ができること

となるが、仮に強制保険を付保している登録船主が

第一次的に賠償に応ずることとなったとしても、条

約は「本条約とは別に存在する船主の請求権を害す

るものではない」と規定しているところから、この
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登録船主は第二次的にこの損失分を真の原因者に求

償することとなり、結局、全関係者は個別に付保措

置を講じておかなくてはならないこととなる。

２．責任制限

本条約は船主に厳格責任を課しているものの、条

約そのものは船主の責任の制限権を明示しておらず、

制限の枠組みについては「１９７６年の海事債権につい

ての責任の制限に関する条約（LLMC）」あるいは同

様な責任制限を規定する国内法を援用できるとして

いる。

従って、燃料油による汚染損害も LLMC等に基

づいて形成された制限基金の枠内で処理されること

となる。

３．防除措置者に対する免責

燃料油汚染の拡散防止!迅速処理のため P&Iク

ラブ等関係業界から防除措置者は免責とするよう提

案があったものの、会合では考え方には理解を示し

つつも、条約には盛り込まないこととなり、代わり

に、英国等の提案により、条約加盟時に国内的措置

によりカバーすべし、との決議案が採択された。

４．強制保険付保義務対象船舶

強制保険付保を義務付ける船舶は何総トン以上と

するかについて議論が行われた。

環境保全を重視するオーストラリア等からは４００

総トン以上を提案するなど小型船も対象とするよう

主張があった。しかし、本条約は貨物油を輸送して

いるタンカー以外の全ての船舶を適用対象としてお

り、また一定以上の大きさの船舶に対しては賠償資

力証明書を政府が発給し、これを本船に備え付ける

ことを求めている。このため、範囲を拡大すると行

政的負担が増すこととなり、条約の実効性が薄まる

恐れも出てくるため、香港は５，０００総トンを提案す

るなど、ある程度の大型船以上を対象とすべし、と

の意見も多数あった。

議長提案を基に調整した結果、最終的に次のとお

りとなった。

◯１ １，０００総トン以上の船舶を対象とする。

◯２ 但し、領海（１２海里）内のみを航行する船舶

は除く。

この結果、わが国の場合、内航船のほとんどは対

象外となるものの、例えば東京!小笠原間航路に従

事する船舶では、領海!公海!領海を航行すること

となるため、内航船といえどもこの船舶が１，０００総

トン以上の場合は付保義務が生じることとなる。

全体会議では、フィリピン等島嶼国は同様の運航

形態の船舶が多いことから、領海ではなく排他的経

済水域（EEZ）まで拡大すべしとの主張があったが、

最終的な議長提案でもあったことから、認められな

かった。

５．発効要件

締約国数については、universal applicationの観点

からより多くの国数を持ち出す国、一定国プラス一

定トン数を主張する国、あるいは LLMC型の１２～

１５カ国を求める国と意見は分かれたが、発効要件到

達後の発効までの期間については１２ヵ月とする意見

が支配的であった。

これらの意見を基に議長を中心とした非公式会合

で調整した結果、１００万総トン以上の船舶を所有す

る国５カ国を含む１８カ国が加盟した１年後に発効す

る、との議長提案が示され、会議はこれを受け入れ

ることとなった。

６．その他決議案の採択

その他、１９９６年 LLMCへの早期移行の促進、また

バンカー条約施行に当たっての途上国への技術支援

の二つの決議案が採択された。

この条約の成立により、現行の CLC!FCと相俟

って船舶による油濁事故に対しては国際的な補償体

制が整うこととなるが、この条約が発効した場合で

も、日本船社の関係船は P&I保険に加入している

ことから、政府からの賠償資力証明書の取得に伴う

手続きは新たに発生するものの、実質的な問題は生

４．法 務 保 険
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じないであろうと考えられる。

４・１・３ IMO法律委員会

国際海事機関（IMO＝International Maritime Or-

ganization）法律委員会では、海事法務に関する条

約の策定および見直し等について審議を行った上で

外交会議を開催し、それらを採択している。

近年の同委員会における主要議題としては、◯１油

濁補償体制の見直し（４・１・１参照）、◯２船舶燃料

油による汚染に対する賠償（４・１・２参照）、◯３船

主の第三者責任等に係る金銭的保証の提供、◯４海難

残骸物除去に関する条約案が取り上げられている。

第８２回法律委員会（２０００年１０月１６日～２０日、於：

ロンドン IMO本部）における◯３および◯４に関する

審議状況は次のとおりである。

なお、同委員会は、通常、年２回春と秋に開催さ

れているが、２００１年春の会合は、バンカー条約採択

のための外交会議となった。

１．船主の第三者責任等に係る金銭的保証の提供

船客に発生した損害クレームの担保方法の確立を

目指して、「１９７４年の旅客およびその手荷物の海上

輸送に関するアテネ条約」の改定が検討されており、

ノルウェーから、個々の国が国内法によって条約の

補償額より高いか、あるいは無制限の責任を問う法

律を定めることができることとし、海難事故に関し

ては厳格責任とし、その他事故については運送人に

立証責任が存在する過失責任とすること、また、そ

れをカバーする強制保険については、１船毎とする

のか１船客毎とするのか検討してはどうかとの提案

があった。

討議の結果、海難事故については厳格責任を原則

とすることが決定されたが、海難事故以外の事故に

関しては、現行のアテネ条約と異なり運送人に立証

責任を負わせる過失責任とする点につき意見が分か

れ、さらに検討していくこととなった。

旅客の死傷に関する補償限度については、わが国

政府はかねてより無制限が望ましいとの提案を行っ

てきたが、ノルウェーと日本との妥協の結果、両国

共同で「締約国は自国で独自の法律を適用できるこ

とにすべき」との提案を行い、承認された。

強制保険の制限額設定の要素（１航海か１船客か）

および制限額に関しては、各国よりさまざまな意見

が出されたものの結論を出すまでには至らず、さら

に検討することとなった。

管轄権に関しても、原告の住所（domicile）または

永続的な住所（permanent residence）が存在する国

の裁判所に関する妥当性を巡って議論されたが、結

論は持ち越されることとなった。

また、アテネ条約改定に係る外交会議の開催時期

については、２００２!２００３年の期間での開催を IMO

理事会に勧告することが決定された。

２．海難残骸物除去に関する条約案

海難残骸物の除去に関する条約案については、オ

ランダより、条約案の検討が進んでいることから

２００２!２００３年の期間に採択のための外交会議を開催

してはどうかとの提案があったものの、審議の結果、

２００４!２００５年の期間での開催を目指すこととなった。

また、金銭的保証を条約に取り入れるか否かがキ

ーポイントであるとの認識から、その議論に資する

ため、国際 P&Iグループおよび IUMI（国際海上保

険連合）に海難残骸物除去に関して、どのような保

証が可能か次回法律委員会に報告書を提出するよう

要請した。

４．法 務 保 険
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わが国は諸外国に比べ輸出入・港湾諸手続が煩雑

であるため、利用者は時間的かつ経済的コストを多

大に強いられている。このため、結果として物流の

円滑化が阻害されている。

このような状況を改善するため、政府は１９９７年４

月、「総合物流施策大綱」を閣議決定した。同大綱は、

規制緩和の推進、社会資本の整備および物流システ

ムの高度化を柱とし、特に物流システムの高度化の

ために「国及び地方公共団体が輸出入、出入港等の

行政手続において率先して情報化によるペーパーレ

ス化及びワンストップサービスの実現に取組む」と

ともに「既存の通関情報処理システム等との連携を

図ることにより、輸出入及び港湾諸手続のペーパー

レス化及びワンストップサービスの実現を目指す」

旨の方針が示されている。

これを受けて１９９９年１０月、大蔵省（現：財務省）

関税局の通関情報処理システム（Sea!NACCS）が更

改されるとともに、運輸省（現：国土交通省）港湾

局の港湾 EDIシステムも新たに稼動した。また２００１

年度中には両システムが接続され、「入!出港届」

のように共通する手続については、同一の回線・端

末を使用して１回の入力でそれぞれの手続が可能と

なるよう所要の措置を講ずることとされている。

その後、２００１年３月には、小泉首相を本部長とす

る IT戦略本部において「e!Japan重点計画」が取り

まとめられた。本計画においては、「現行の提出書

類を徹底的に見直し、標準化を実施するとともに、

他府省と重複するもの、また単なる参考資料として

提出を求められているものについては、一本化ある

いは廃止を検討する。また、申請手続フォーマット

の集約化を検討する」こととされた。さらに、同年

５月には「新総合物流施策大綱」が策定され、港湾

の２４時間フルオープン化、輸出入!港湾諸手続の電

子化ならびにワンストップ化等を進め、国際港湾物

流の効率を大幅に改善することが盛り込まれている。

このような動きに対し、当協会は港湾物流委員会

を中心に検討・活動を行い、今年度も関係官庁に提

出書類の徹底的な見直しを働きかけるとともに、将

来的には一元的な申請が可能となるよう、真のワン

ストップサービスの実現についても併せて働きかけ

を行っている。

今年度の活動概要は、以下のとおりである。

この章のポイント

・首相を本部長とする「IT戦略本部」が策定した「e!
Japan 重点計画」や「新総合物流施策大綱」に国際物

流の効率を大幅に改善することが盛り込まれたが、当

協会は引き続き、関係省庁等に対し、提出書類を徹底

的に見直した上で関係省庁を横断するシステム化を図

るべきとし、真のワンストップサービスの実現に向け

て、働きかけを行う。

５ 港湾諸手続きの簡易化とIT化問題

５・１ ワンストップサービス実現への取り組み

５．港湾諸手続きの簡易化と IT化問題
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５・１ ワンストップサービス実現への取り組み

現行の港湾・輸出入手続は煩雑であり、かつ、膨

大な書類・資料が必要である。また「入!出港届」

や「乗員名簿」等のように関係省庁で重複する書類

もある。このことから、当協会は、ペーパーレス化

にあたっては現行書類を徹底的に見直し、一元化あ

るいは廃止する等手続の一層の簡素化を図るべきで

あり、その上で諸手続の一括申請を可能ならしめる

よう地方自治体も含めた関係官公庁を横断するシス

テムを創設する等、真のワンストップサービスの実

現を図るべきであるとして、経団連とともに関係省

庁に積極的に働きかけを行った。

２００１年４月現在の港湾における船舶に関わる諸手

続の IT化の状況は概要以下のとおりである。

（資料５―１参照）

◯１ 港湾 EDIシステム…港長・港湾管理者（国土

交通省）

・１９９９年１０月稼動。

・対象業務：入!出港届、係留施設等使用届（危

険物荷役許可申請書関係手続について、２０００

年１０月末より横浜港で試験的に実施されてい

る。）

・２００１年度中を目途に Sea!NACCSとの連携が

図られる予定。

◯２ 通関情報処理システム（Sea!NACCS）…税関

（財務省）

・１９９１年１０月京浜港に導入、１９９９年１０月に機能

拡充（更改）。

・対象業務：入!出港届、船舶基本情報（船舶

資格証書、国籍証書等を含む）、船舶運航情報

（入出港予定情報、乗組員情報、船用品情報

等を含む）、乗員名簿、乗客名簿、積荷目録

等、輸出入貨物についての税関手続全般。

◯３ 出入国手続等…入国管理事務所（法務省）

・２００２年度稼動を目途に乗員上陸許可手続を

IT化する「乗員上陸許可支援システム（仮

称）」の開発が行われている。

◯４ 検疫等…検疫所（厚生労働省）

・船舶の検疫に関連するシステム構築等の発表

はない。

◯５ 貨物の輸出入手続等の関係システム

・厚生労働省「輸入食品監視支援システム」お

よび農林水産省「輸入植物検査手続電算処理

システム」、「動物検疫検査手続電算処理シス

テム」は１９９７年より実施され、すでに Sea!

NACCSと接続されている。

・経済産業省「外為法輸出許可・承認システム

（JETRUS）」は１９９９年１２月より稼動しており、

２００２年度を目途に Sea!NACCSと接続される

予定である。

資料５―１のとおり、船舶に関わる諸手続の多く

は、まだ IT化が図られていない。また省庁の枠組

みを超えたグランド・デザインが描かれることなく、

これらの諸手続全てが IT化されたとしても、真の

ワンストップサービスの実現は難しい状況にある。

すなわち、複数の省庁に提出している「入!出港届」

は、書類上のフォーマットは各省庁とも税関様式に

統一されているが、Sea!NACCS上のフォーマット

はより簡素化されており、港湾 EDIシステム上の

フォーマットとはすでに異なっている。したがって、

現状のままでは単に両システムが連携（回線を接続）

されても一元化は実現されず、それぞれに手続せざ

るを得ない状況になりかねない。

利用者が求めているワンストップサービスの姿は、

全ての輸出入・港湾諸手続を統合し、１回の入力・

送信によって複数の申請を行うことができる、いわ

ゆるシングルウィンドウのシステムであり、これは

シンガポールや香港をはじめとしてすでに多くの国

が実施している。ワンストップサービスは港湾のソ

５．港湾諸手続きの簡易化と IT化問題
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〔資料５―１〕 船舶に関わる諸手続の IT化の実施状況

２００１年４月現在

港長（海上保安庁）

港湾EDI システム

○入港届
○出港届
○係留施設使用届

○乗員名簿
○航路通報
○錨地報告書
◎移動届、移動許可申請
書

◎夜間入港許可申請書
◎停泊場所指定願
◎危険物荷役許可申請書
◎危険物運搬許可申請書
◎大型タンカー入出港予
定表

◎危険物貨物一覧表
◎荷役計画書
◎警戒船名作業時間報告
◎停泊場所指定願
○工事、行事、作業許可
申請書

○係留施設使用届省略許
可申請書

○修繕届
○進水、入渠、出渠届
○錨地指定報告書
○竹木材水上荷卸いかだ
運行係留許可申請書

○入出港届省略許可申請
書

○航海実歴書
○航海実歴認定申請書
○入出港記載事項証明申
請書

○曳航作業許可申請書

（注）１．システム化されているのは、港長・港湾管理者の港湾EDI システムおよび税関のSea!NACCSの二重線内の手続のみ。点線内の諸
手続についてはシステム化されていない。

２．港長提出の◎は危険物船のみ。
３．港湾EDI システムの参加港長および港湾管理者は以下のとおり。
【港長】２０００．１１．２１現在……１７港長

（１管）苫小牧（２管）塩釜、石巻、小名浜（３管）京浜、千葉、木更津、清水（４管）名古屋、四日市（５管）大阪、神戸、和歌
山下津、高知（６管）広島（７管）博多（９管）新潟

【港湾管理者】２００１．１１．３０現在……２５港

苫小牧港管理組合、宮城県（仙台港・塩釜港・石巻港）、新潟県（新潟港）、福島県（小名浜港・相馬港）、茨城県（常陸那珂港）、千
葉県（千葉港・木更津港）、東京都、川崎市、横浜市、静岡県（清水港）、名古屋港管理組合、四日市港管理組合、大阪市、和歌山県
（和歌山下津港）、神戸市、広島県（広島港）、高知県（高知港・須崎港）、北九州市、福岡市（博多港）、下関市

港湾管理者（地方自治体等）

○岸壁けい船浮標使用願
（船舶）

○入港届
○出港届
○係留施設使用届

○入出港移動予定船動静
・水先人・曳船手配依
頼書

○時間・水先人・曳船変
更届

○私設埠頭入港・移動船
（水先人・曳船）手配
申請書

税関（財務省）

Sea!NACCS

○船舶基本情報（含む船
舶資格証書、国籍証書
等）

○船舶運航情報（含む入
出港予定情報、乗組員
情報、船用品情報等）

○入港通報
○入港届
○出港届
○乗員名簿（乗組員氏名
表）

○乗客名簿（旅客氏名表）
○積荷目録
○同訂正願
○船用品目録
○とん税及び特別とん税
納付申請書

○外国貨物の仮陸揚届
○執務時間外貨物の積卸
許可申請書

○貨物の指定地外積卸許
可申請書

○外!内国貨物船用品
（機用品）積込承認申
告書

○同積込期間延長承認申
告書

○同受払に関する帳簿
○同亡失届
○輸出輸入託送品申告書
○乗組員携帯品申告書
○携帯品、別送品申告書
（和・英文）

○船長陳述書
○外国貨物船移動届
○不開港出入許可申請書
○不用、残存船（機）用
品等輸入取卸申告書

入国管理事務所（法務省）

システムなし

○入港通報
○入港届
○出港届
○乗客名簿
○乗員名簿
○乗員名簿（数次上陸用）
○執務時間外審査願書
○乗員上陸許可申請書
○緊急上陸許可申請書
○数次乗員上陸許可申請
書

○寄港地上陸（通過上陸）
許可申請書

○別添報告書
○身元保証書
○上陸期間延長申請書
○上陸許可書紛失届
○行動範囲拡大の申請書
○特例上陸許可書再発給
願書

○特例上陸許可者出国届
○乗員上陸許可者到達報
告書

○乗員上陸許可期間延長
申請書

○遭難上陸許可申請書
○乗員雇用届
○入港日時変更届
○船名変更届
○運送業者変更届

検疫所（厚生労働省）

システムなし

○入港通報
○入港届
○乗員名簿（乗組員氏名
表）

○乗客名簿（旅客氏名表）
○積荷目録
○無線検疫電報送達書
○船舶（衛生、検査、駆
除、免除）証明書

○ねずみ族駆除（免除）
検査申請書
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フト面での必要不可欠な要素となりつつあるので、

引き続き、真のワンストップサービスの早急な実現

に向けて、経団連をはじめとする関係団体とともに

積極的に働きかけを行っていきたい。

５．港湾諸手続きの簡易化と IT化問題
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６・１ 国際港湾関係

６・１・１ スエズ・パナマ運河問題

!１ スエズ運河

スエズ運河庁（Suez Canal Authority：SCA）

の発表によると、運河浚渫計画（通航可能最大ド

ラフト１７．７mを２００５年末までに２０．１m、２０１０年末

までに２１．９mとする）は予定通り推進する一方、

通航時間短縮を目的に、運河のほぼ中間部に位置

する Deversoirバイパスを２２km延長するプラン

の内部検討がなされている。（２００１年３月の外紙

報道による）

!２ パナマ運河

◯１ 現 況

１９９９年１２月の米国からパナマへの運河管理運

営権返還後、現在まで大きな混乱なく運営がな

されてきた。

ゲイラードカット拡幅工事は２００１年中に完了

予定であり、竣工後はパナマックス船の対面通

航が可能となる。２００１年４月現在、平均通航所

要時間は２９時間弱であり、通航船舶の３８％がパ

ナマックスとなっている。（当協会会員船社の

通航実態については本稿!３参照）

今後の工事予定としては、各閘門の総点検、

水源確保のためのガツン湖浚渫が予定されてい

る。

◯２ 通航料金改訂問題

２００１年以降、アレマン長官、ヴァスケス副長

官らパナマ運河庁（Panama Canal Authority：

PCA）幹部が相次いでマスコミ向けに、ユーザ

ーの理解を前提としながらも、通航料金値上げ

の可能性を示唆している。理由としては、パナ

マ政府に対する支払増加や原油価格高騰が挙げ

られている。現時点で、具体的な時期や値上げ

幅等は一切明らかにされておらず、当協会、ICS

等ユーザーへの直接のコンタクトもなされてい

ないが、今後一層の情報収集に努めていく。

この章のポイント
・パナマ運河返還後、初の同国海事庁・運河庁幹部が当協会を訪
問。当協会は、拡張計画策定に当たっては、ユーザである船社
の意見を十分に尊重すべきと申し入れる。
・港湾運送事業の効率化とサービス向上を図るため、事業免許制
から許可制へ、運賃・料金認可制から届け出制へと４０年振りに
港湾運送事業法の大改正が行われ、施行された。
・港湾労働法が改正され、港湾労働者を直接相互派遣できる制度
を創設する。
・２００１年港湾春闘において、日曜荷役および年末年始荷役実施等、
港の３６５日、２４時間オープンに向けての労使間合意なされる。
・港の効率的な運営や ITの活用を含めてハード・ソフト両面を
合わせた総合的な施策を推進する等ユーザにとって使い勝手の
良い港湾整備へ向けて、港湾行政を進めていくに当たっての基
本方針が４年ぶりに改訂された。

６ 港湾関係

６・１ 国際港湾関係

６・２ 港湾料金関係

６・３ 港運関係

６・４ 港湾整備管理関係

６・５ 水先関係

６・６ 国際コンテナ諸問題への対応
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◯３ 通航時発生損害に対する責任制限問題

本年は PCAから当協会あるいは ICSに対し、

特段の提案、言及はなかったものの今後も状況

を注視したい。

（「船協海運年報２０００」参照）

◯４ パナマ政府並びに PCA関係者の当協会訪問

２０００年８月～９月に、１９９９年１２月の運河返還

後初めてパナマ海事庁並びに PCA代表団が当

協会を来訪、会員船社代表並びに事務局と意見

交換を行った。概要は以下のとおりである。

○海事庁代表団の訪問（２０００年８月２３日）

２０００年８月下旬、パナマのアレマン外相一行

がパナマ船籍のプロモーションを主目的として

来日し、この機に随行のサラザール海事庁長官

ほか海事庁・運河庁幹部が当協会を訪問、両国

の抱える海運問題について意見交換を行った。

（参加者：資料６―１参照）

パナマ運河拡張計画に関しては、パナマ側よ

り、「現在 PCA内部に調査チームを設置し、今

後、需要予測や技術面の調査等を進めることと

している。現時点では具体的な構想は未策定で

あり、調査・情報収集中であるが、近い将来運

河の能力が限界に達することが見込まれている

ので、今後３０年、５０年先を視野に置いた運河整

備の方向で検討していく。」との説明があった。

これに対し、当協会より拡張計画策定に関し

ては、需要予測、適切なファイナンス、将来の

料金水準への影響等について慎重な検討を行う

ことが必要であり、ユーザーである船社の意見

を十分に尊重の上、具体的な計画を策定してい

くよう申し入れ、パナマ側もこれを約束した。

○PCA代表団の訪問（２０００年９月１３日）

２０００年９月中旬、PCAアレマン長官一行が

わが国海運関係者へのパナマ運河拡張計画の説

明のため来日し、９月１３日に当協会を訪問、会

員船社代表並びに事務局との間で意見交換を行

った。（参加者：資料６―２参照）

PCA側の説明は以下のとおりである。

“運河拡張に関しては、現在アジアをはじめ

世界の海運関係者の意見を聴取しているところ

〔資料６―１〕 パナマ海事庁代表団と当協会との意見交換会（２０００年８月２３日）出席者リスト

［パナマ側］ 海事庁長官 Jerry Salazar

海事庁 Board Member Dr. Francisco Martinelli. P.

運河庁 Director Ingeniero, Jorge Quijano

海事庁ニューヨーク代表 Capt. Francisco Perez Salamero

海事庁 Sub-Director Ingeniro, Gabriel Fernandez

弁護士、Boyd Steamship Corp.社長 Lic. Roberto J. Boyd!

パナマ領事館 Executive Administrator Yolanda Pastor

パナマ大使館 Commercial Attache Ritter N. Diaz

パナマ大使館 Coordinatior 田 中 孝 一

［当協会側］ 理事長 和 田 敬 司

常務理事 山 下 秀 明

常務理事・企画調整部長 植 村 保 雄

関連業務部長 梅 本 哲 朗

船員対策室室長 井 上 晃

船員対策室課長 保 坂 均

企画調整部課長 石 川 尚

（敬称略）
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である。まず１０億ドルを以って現有施設の近代

化を図り、現在３８隻!日の通航実績を４３隻!日

まで増やしたい。世界経済は４～６％!年のプ

ラス成長が見込まれ、北米西岸の混雑や鉄道の

供給能力が限界に達すると予測される。これに

伴い、運河の役割も拡大するだろう。PCAと

しては、今後、特にコンテナ船を中心とする船

型大型化を念頭に２０３０年を見据えた第三閘門建

設を含む拡張計画を考えている。第三閘門建設

の場合はオーバーパナマックスの通航を考え、

長さ３６５．８ｍ!幅４５．７ｍ!深さ１８．３ｍ程度をベ

ースに需要予測を実施している。世界の経済状

況・物流動向等々、状況は大きく変化しており、

今後はあらゆる要素を勘案の上、計画遂行に向

けて研究を行いたい。水源問題とそれに伴う環

境問題にも十分配慮したい”。

これに対し、当協会より、運河がパナマ経済

にとって重要な役割を果たしていることを認め

る一方、拡張については今後の世界経済、物流

動向等を充分に勘案の上、進めるべきであると

指摘した。例えば、コンテナ船でのわが国発北

米東岸向けは、通常、西岸にて鉄道に積み替え

た上、最終仕向地に陸送するという輸送モード

が定着している。また、バルカー等については、

運河が拡張されたとしても必ずしも大型化に向

かうとは限らない。我々が懸念するのは、拡張

が通航料の値上げに反映されることであり、そ

の点を充分考慮に入れて計画を進めて欲しい旨

強く要請した。また通航所要時間、新ブッキン

グシステムに対しても質疑応答を行った。

"３ スエズ運河・パナマ運河通航船実態調査

当協会は、毎年会員各社の社船及び用船（外国

用船を含む）について、両運河に係る通航実態並

びに通航料支払実績の調査を実施している。

調査対象期間は、各運河の運営団体の会計年度

に合わせて、スエズ運河については１９９９年１月１

〔資料６―２〕 PCA代表団と当協会との意見交換会（２０００年９月１３日）出席者リスト

［P C A 側］ 長官 Alberto Aleman Zubieta

Director, Corporate, Planning and Marketing部門担当 Rodolfo R. Sabonge

Manager, DCPM Yoemy Waller

Director, Maritime Operation George Quijano

［当協会側］（会員会社） イースタンカーライナー! 営業本部北米グループ北米チーム主任 中 田 剛 史

川崎汽船! 港湾事業室次長 加 藤 俊 男

日本郵船! 港湾グループ港湾第２チーム課長代理 松 浦 寛

日産専用船! 業務部次長 戸 塚 雅 夫

!ニッスイシッピング 企画運航部次長 早 坂 博 道

!商船三井 港湾ターミナル室海外チーム課長 小 川 宏

三光汽船! 運航部運航経理課課長 河 井 伸一郎

太平洋海運! 営業グループ貨物船チーム長 栗 原 浩 之

東海商船! 業務第二部部長 川 崎 洋 二

東興海運! 営業第１部北米チーム専門部長 加 地 順三郎

（事 務 局） 理事長 和 田 敬 司

常務理事 山 下 秀 明

関連業務部長 梅 本 哲 朗

関連業務部副部長 三 谷 誠!臼 井 修 一!川 上 義 幸

（敬称略）

６．港 湾 関 係

船協海運年報２００１ 125



日より同年１２月３１日まで、パナマ運河については

１９９９年４月１日より２０００年３月３１日までとしてい

る。

［スエズ運河］

今回の調査によると、スエズ運河の利用状況は

１９９８年比較で、概ね横ばいであった。利用延べ総

隻数は１９９８年より約１８％増加（９８年：１，０１０!９９

年：１，１９０隻）したものの、延べ G"Tでは９８年と

ほぼ同じ（４０，０４５千!４０，２００千 G"T）、延べ D"W

では約４％減少（３６，３９７千!３４，８５８千 D"W）とな

った。また料率の基本となるスエズ運河トン数＊１

（SCNT：Suez Canal Net Tonnage）ベースは約

３％の増加（４１，８１０千!４３，２１５千トン）を示した

が、LNG船等に対する割引措置の継続により、

全体の通航料は前年比約１％減（１９８，０３４千!

１９５，６４１千米ドル）となった。（資料６―３参照）

なお、通航料率については、１９９４年１月１日以

降、基本料率の引き上げはない。

船種別で見ると、通航料全体の約４７％（通航料ベ

ース）を占めるコンテナ船、同じく約４３％を占め

る自動車専用船並びにタンカーが各指標とも増加

したのに対し、その他の船種は通航料ベースで

３０％以上減少した（１９９８年に引き続き通航実績の

ない鉱油兼用船は除く）。具体的には、タンカー

は SCNTベースで１９９８年比約５％増（７３８千!７７３

千トン）となり、支払通航料も約６％増（６，２３９

千!６，５３５千米ドル）となった。バルクキャリア

ーは、SCNTベースで前年比約２８％減少（３，６６１

千!２，６３０千トン）となり、通航料は約３５％減

（１１，４９８千!７，４７２千米ドル）となった。また自

動車専用船は SCNTベースで前年比約６％の増

〔資料６―４〕 スエズ運河通航船実態調査（１９９９．１．１～１９９９．１２．３１） （通航料＝千USドル）

船 種 社 数 延 隻 数 延千G!T 延千D!W 延千SCNT 通 航 料

タ ン カ ー ３ ９２ ８５１ １，４０３ ７７３ ６，５９５

鉱 油 兼 用 船 ０ ０ ０ ０ ０ ０

バ ル ク キ ャ リ ア ー ７ ６３ ２，７９２ ５，２６０ ２，６３０ ７，４７２

自 動 車 専 用 船 ４ ５０４ １６，０６８ ５，７７９ ２１，４２６ ８４，１２５

コ ン テ ナ 船 ３ ４３４ １９，６１３ ２１，１７５ １７，６５３ ９２，５４１

在 来 定 期 船 １ ７０ ６１３ ８７９ ４９２ ３，６１７

そ の 他 船 舶 ３ ２７ ２６３ ３６２ ２４１ １，２９１

合 計 １３ １，１９０ ４０，２００ ３４，８５８ ４３，２１５ １９５，６４１

注）社数合計の１３は、調査期間中にスエズ運河を通航した会員船社数の合計であり、船種別の社数の合計とは一致しない。

〔資料６―３〕 スエズ運河通航料支払実績推移

年度 社 数 延 隻 数 延千G!T 延千D!W 延千SCNT
通 航 料

千USドル 対前年比 億円（参考） 対前年比

１９９１ １７ １，０１３ ２９，７０６ ２７，９３２ ３３，８０５ １６５，１４６ ５．９ ２２４ △ １．７

１９９２ １３ １，１８６ ３６，０１１ ３２，５８７ ４０，８４６ １９８，３６８ ２０．１ ２５３ １３．３

１９９３ １５ ８７７ ２９，３７３ ２７，９４０ ３２，０３２ １７３，８２４ △１２．８ １９５ △２３．０

１９９４ １７ ７６８ ２７，７６６ ２４，２７８ ２８，９７９ １４３，２６８ △１７．６ １４７ △２４．８

１９９５ １７ ８６７ ３６，２０２ ３５，１８５ ３９，５０９ １７３，２７５ ２０．９ １６７ １３．６

１９９６ １２ ８８３ ３７，４９１ ３２，９０９ ３８，００８ １７２，８６９ △ ０．２ １９５ １６．８

１９９７ １４ １，０１１ ４０，３８７ ３６，１５０ ４２，０７３ ２０１，４９７ １６．６ ２４４ ２５．１

１９９８ １５ １，０１０ ４０，０４５ ３６，３９７ ４１，８１０ １９８，０３４ △ １．７ ２５９ ６．１

１９９９ １３ １，１９０ ４０，２００ ３４，８５８ ４３，２１５ １９５，６４１ △ １．２ ２２３ △１３．９

注）１９９９年の通航料の円換算率は、スエズ運河庁決算が１２月のため、１９９９年１月～１２月の平均レート（銀行間直物相場）１ドル＝１１３．９１円を採
った。
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加（２０，１５９千!２１，４２６千トン）となり、通航料は

微増（８３，９３７千!８４，１２５千米ドル）となった。コ

ンテナ船はSCNTベースで１９９４年以来５年連続で

増加となり、増加幅は約８％（１６，２８０千!１７，６５３

千トン）、通航料でも約４％の増加（８９，０７８千!

９２，５４１千米ドル）となった。また在来定期船は

SCNTベースで約２０％の減少（６１３千!４９２千トン）

となり、通航料は約３０％減少（５，１８７千!３，６１７千

米ドル）した。（資料６―４参照）

［パナマ運河］

１９９９年度のパナマ運河利用状況は、通航船社数

は９８年度と変わらなかったものの、隻数、G"T

等他の各調査指標は軒並み減少した。利用延べ隻

数は１９９８年度と比較して約１４％減少（９８年度：

１，３６６!９９年度：１，１７１隻）し、延べ G"Tベースの

減少は約８％（３８，５５２千!３５，３７２千トン）、延べ D

"Wベースの減少は約９％（４１，５４７千!３７，６０５千

トン）となった。隻数の減少幅と比べて G"T、D

"Wの減少幅が小さいのは、船型の大型化の進展

によるものと推測される。また、パナマ運河トン

数＊２（PCNT：Panama Canal Net Tonnage）ベー

スでは約４％減少（３８，４２７千!３６，７１４千トン）し、

支払通航料は同じく約４％減（１００，０４０千!９５，６４２

千米ドル）となった。（資料６―５参照）

通航料率については、１９９７年～１９９８年に２回値

上 げ（１９９７年１月１日：８．２％、１９９８年１月１日

７．５％）が実施されてからは現時点まで据え置か

れている。

船種別について見ると、不定期船部門のうちタ

ンカーは延隻数（４隻）、G"T（１６０千トン）、D"W

（２４２千トン）、延 PCNT（２４２千トン）が１９９８年度

〔資料６―６〕 パナマ運河通航船実態調査（１９９９．４．１～２０００．３．３１） （通航料＝千USドル）

船 種 社 数 延 隻 数 延千G!T 延千D!W 延千PCNT 通 航 料

タ ン カ ー １ ４ １６０ ２４２ １２２ ３１７

鉱 油 兼 用 船 １ ６ ２５２ ４１７ ２００ ４６２

バ ル ク キ ャ リ ア ー ９ ５３４ １５，９４０ ２５，０６３ １３，１８１ ４０，２２１

自 動 車 専 用 船 ４ ３１４ １２，７８２ ４，８０５ １７，９７９ ３９，６７５

コ ン テ ナ 船 ２ ７２ ３，０１７ ２，８７０ ２，５５８ ７，２３７

在 来 定 期 船 １ １９ ２２３ ２５４ ９８ ６４８

そ の 他 船 舶 ６ ２２２ ２，９９８ ３，９５４ ２，５７６ ７，０８２

合 計 １５ １，１７１ ３５，３７２ ３７，６０５ ３６，７１４ ９５，６４２

注）社数合計の１５は、調査期間中にパナマ運河を通航した会員船社数の合計であり、船種別の社数の合計とは一致しない。

〔資料６―５〕 パナマ運河通航料支払実績推移

年度 社 数 延 隻 数 延千G!T 延千D!W 延千PCNT
通 航 料

千USドル 対前年比 億円（参考） 対前年比

１９９１ １８ １，３５５ ３７，１２５ ３９，０２９ ３９，９５７ ７９，９２２ △２．５ １０７ △ ８．２

１９９２ １９ １，３００ ３１，４４２ ３８，５３６ ３６，７６６ ７６，９９３ △３．７ ９７ △ ９．５

１９９３ １７ １，２０４ ３０，６５８ ３５，９７９ ３４，６３４ ７６，１６９ △１．１ ８３ △１４．４

１９９４ １７ １，２８０ ３６，５３０ ３６，６２５ ３６，６２４ ８１，０００ ６．３ ８１ △ ２．８

１９９５ １９ １，４２０ ４０，０６８ ４６，３４３ ４０，３８９ ８７，０９６ ７．５ ８２ １．２

１９９６ １６ １，３５０ ３８，３７２ ４０，６５７ ３８，５９８ ８３，３１３ △４．３ ９１ １１．０

１９９７ １６ １，２９１ ３５，９１４ ３８，６７９ ３５，４４４ ９２，７６０ １１．３ １１４ ２５．３

１９９８ １５ １，３６６ ３８，５５２ ４１，５４７ ３８，４２７ １００，０４０ ７．８ １２８ １２．３

１９９９ １５ １，１７１ ３５，３７２ ３７，６０５ ３６，７１４ ９５，６４２ △４．４ １１５ △１０．２

注）１９９９年の通航料の円換算率は、パナマ運河委員会決算が３月のため、１９９９年４月～２０００年３月の平均レート（銀行間直物相場）１ドル＝１２０．３３
円を採った。
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調査と変化ないものの、通航料は約６％（６，２３９

千!６，５９５千米ドル）増加した。鉱油兼用船は前

年度の３隻から６隻に増加し、PCNTベースで

１００％（１００千!２００千トン）、通航料で約９３％（２４０

千!４６２千米ドル）それぞれ増加した。自動車専

用船とともに支払通航料総額の４割以上を占める

バルクキャリアーは、PCNTベースで約１２％減少

（１４，９２９千!１３，１８１千トン）、通航料で約４％減

少（４１，７３１千!４０，２２１千米ドル）となった。また、

自動車専用船は PCNTベースでは約４％増加

（１７，２０９千!１７，９７９千トン）したものの、通航料

は約１％減少（４０，１０１千!３９，６７５千米ドル）した。

一方、定期船部門では、コンテナ船が PCNT

ベースで約７％減少（２，７５９千!２，５５８）、通航料

で約１２％の減少（８，２１３千!７，２３７千米ドル）とな

り、１９９６年度調査から３年連続の減少となった。

（資料６―６参照）

＊１ スエズ運河トン数

（SCNT：Suez Canal Net Tonnage）

１８７３年の万国トン数会議で定められた純トン数規

則をもとに、スエズ運河当局独自の控除基準を加え

て算出する。二重底船の船底にバンカー油を積載し

た場合その部分の控除を認めない等、パナマ運河や

各国の規則とも異なる独特のもの。

＊２ パナマ運河トン数

（PCNT：Panama Canal Net Tonnage）

１９６９年のトン数条約による国際総トン数の算出に

用いた船舶の総容積に、パナマ運河当局独自の係数

をかけて算出する。

６・１・２ 米国港湾サービスユーザ

ーフィー問題

!１ 問題の概要

米国港湾の航路!水路、港湾の浚渫維持費用は、

従来連邦政府が負担してきたが、１９８６年の「米国

水資源開発法（Water Resources Development

Act）」により「港湾維持税」の徴収が開始され、

商業貨物の価格（FOB価格）に対し０．１２５％が荷

主から徴収されることとなった。

ところが、１９９８年３月３１日に、輸出貨物に対す

る課税は米国憲法（第９条）の輸出条項に抵触す

る（違憲）との米連邦最高裁判所判決が出され、

現在同税は輸入貨物にしか課税できないことから、

財源確保のために、この税の代替物として同年以

降「港湾サービスユーザーフィー（HSUF：Harbor

Services User Fee）」法制化へ向けた動きが見ら

れた。

１９９８年８月に HSUF第１次案が発表されたも

のの、国内外の反対により議会へ上程はされなか

った。しかし、１９９９年４月に第２次案が発表され、

５月に議会上程されたが、他法案と一括して採決

（同年１０月）の結果、賛成０票対反対４１９票にて

否決された。

（「船協海運年報１９９９」、「同２０００」参照）

２００１年１月、ブッシュ大統領就任後、２００２財政

年度（２００１年９月～）予算案へ HSUF制度の盛

り込みは見送られたものの、２００３財政年度以降に

HSUF制度が「息を吹き返す」可能性は否定でき

ないとの米国行政府関係者の見方もあり、今後も

当問題に関して注視が必要である。

!２ 当協会の活動

HSUF制度に対しては、米国議会でも賛成する

議員はほぼ皆無であり、米国港湾協会ほか米国国

内諸団体の多くが反対を表明している。

当協会は本法案に反対する船社グループ

（CAHT：Carriers Against Harbor Tax）に

CENSA（Council of European & Japanese National

Shipowners’ Associations：欧州先進国並びに日本

の１１の船主協会で構成している団体）を通じて参

加し、当協会意見の反映に努めてきた。

今後も情報収集に努めるとともに、粘り強く反

対運動を展開したい。

なお、当協会の基本スタンスは以下のとおりで

ある。
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!港湾は物流インフラの根幹として国家・地域経

済の発展に資する公共財産であり、費用につい

ては、基本的には国家予算から全額充当される

べきである。

!港湾ユーザーフィー法案は、米国における水路

・港湾の浚渫、開発、運営、維持管理の莫大な投

資や費用を国際商船運航会社に負担させようと

するものであり、船社経済に大きな影響を及ぼ

すのみならず、自由貿易を阻害するものである。

!そもそも、ユーザーが負担すべき料金というも

のは、その使途との間に明確な関連がなければ

ならず、負担者と負担の程度については限定的

かつ、妥当性の範囲内でなければならない、と

して、米国に対しては、真のユーザーフィーの

あり方そのものについて、ユーザー等の意見を

聞き、慎重に議論するよう、強く要望する。

６・２ 港湾料金関係

６・２・１ 港湾料金低減へ向けた各

港湾取り組み状況

地方自治体や港湾管理者、各地域の港湾運送事業

者等関係者が共同して「使いやすい港づくり」を目

指す動きは１９９７年頃から見られるようになり、現在

５大港を初め、地方港においても積極的な取り組み

がなされるようになった。

（「船協海運年報２０００」参照）

本稿では、各港湾管理者資料、新聞報道等を参考

に『船協海運年報２０００』所収の５大港の利用促進に

向けての取組状況を改訂し、資料６―７に取りまと

めた。

６・３ 港運関係

６・３・１ 港湾運送事業法及び港湾

労働法の改正について

港湾運送事業法の改正案が２０００年１１月１日に施行

された。港湾運送事業の効率化とサービス向上を図

るには、規制緩和の早期実施を必要とした行政改革

委員会による最終意見を踏まえ、その具体的実施策

を検討した運輸政策審議会が取りまとめた最終答申

（１９９９年６月）を反映したもので、「事業参入規制」

と「運賃・料金規制」を４０年振りに見直す大改正を

行った。

第１４７回通常国会において「港湾運送事業法の一

部を改正する法律案」が原案通り５月１１日に可決・

成立、５月１７日に公布（平成１２年法律第６７号）され

たのを受け、規制緩和を行う港湾等を定める「港湾

運送事業法施行令等の一部を改正する政令」が６月

３０日に公布（平成１２年政令第３７２号）、申請手続等の

細目を定める「港湾運送事業法施行規則等の一部を

改正する省令」も９月２９日に公布された。改正港湾

運送事業法の主要ポイントは以下のとおりである。

"１ 改正法の対象（特定港湾の指定と適用業種）

港湾運送事業法第２条の定義規定に「コンテナ

貨物の積卸し用に供する港湾のうち国民経済上特

に重要なものとして政令で定めるもの」を「特定

港湾」として規定し、港湾運送事業法施行令第４

条を受ける別表第３において、京浜、千葉、清水、
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〔資料６―７〕 ５大港の利用促進へ向けた取組状況

東 京 港 横 浜 港 名 古 屋 港 大 阪 港 神 戸 港
主 体 東京港振興促進協議会 使いやすい港づくり推

進協議会
２１世紀の名古屋港づく
り協議会

大阪港利用促進協議会 神戸港利用促進協議会

設 立 １９９７年７月 １９９７年６月 １９９９年４月 １９９７年４月 １９９７年３月
日曜荷役 入港料・岸壁使用料免

除（９９年７月）
日曜の着岸以降月曜
８：３０迄の岸壁使用料免
除

入港料免除、公共岸壁
使用料３割減免（００年
１月）

岸壁使用料 課金単位：１ｈ、～２
ｈ、～１２ｈ、～２４ｈ、
以降２４ｈ制

課金単位：２４ｈ→１２ｈ
（９７年５月）

課金単位：１２ｈ（６ｈ
制検討中）

課金単位：１２ｈ 課金単位：１２ｈ

荷役前日入港促進策 ２日前迄入港船に対し
て当日８時迄岸壁使用
料（００年１月）
係船浮標料（０１年１月）
免除

荷役前日迄の入港船に
対し、当日７時迄岸壁
使用料免除（９８年１２月）

荷役前日８時以降の入
港船に対し、当日８時
迄免除（９９年７月）

新規航路誘致 新規定期航路開設時第
１船の岸壁使用料・入
港料を免除（９９年７月）

新規定期航路開設時第
１船の入港料、岸壁使
用料免除（９８年１２月）
２船目以降１ラウンド
分は入港料５割、岸壁
使用料２割減免（００年
１月）

外航定期コンテナ船の
初入港時入港料・岸壁
使用料・一体使用荷捌
き地使用料免除（９９年
９月）

外航船初入港時、入港
料・岸壁使用料を免除
（９８年７月）

公共岸壁「新方式」
導入

公共岸壁定期使用許可
制度（０１年１月、南本
牧MC‐１）

ボリュームディスカ
ウント制度

コンテナ取扱量に応じ
入 港 料３０～５０％割 引
（９９年７月）

４万G!T以上の船舶
の入港料・係留施設使
用料５％減（０１年４月）

検討中

ゲートオープン延長 検討中（００年３月に閉
門を１６：３０→１７：３０とし
てトライアル実施）

終業時間平日１６：３０→
１７：００、書類受付締切
１６：１５→１６：４５（００年１
月）

平日１６：３０終業なるも、
事前連絡あれば柔軟に
対応

RC６、７にて１１：３０～
１２：３０作業実施（０１年
５月）

コンテナ予約搬出入
システム

検討中（０１年３月～） 実施（０１年４月、南本
牧埠頭）

入出港時間 一部埠頭のオープンハ
ッチバルカーの夜間出
港 時 間 を２１時→０時
（９８年７月）
フルコンテナ船の２４時
間入出港可（９９年５月）
フルコン船以外の２４時
間出港可、同２１時パイ
ロット乗船迄入港可
（００年１２月）

火薬類積載コンテナ
船入港

一定量以下の積載船に
つき夜間着岸・荷役可
（９８年以前より）

一定量以下の積載船に
つき夜間着岸・荷役可
（９８年３月）

港湾施設利用料等 民間企業への土地（荷
捌き施設倉庫施設）貸
付料を１５％割引（９９年
４月）
上屋・野積み場使用料
見直し（００年５月）

荷役前日迄の入港船に
対し、一体荷捌き地使
用料を当日７時迄免除
（９８年１２月）

荷捌き地使用料軽減化
（９８年５月）
港湾機能用地賃貸料軽
減化（０１年５月）

ガントリークレーン 課金単位：１ｈ→３０ｍ
（００年５月）

課金単位：１ｈ→３０ｍ
（００年５月）

課金単位：１ｈ→３０ｍ
（００年５月）

課金単位：１ｈ→３０ｍ
（００年５月）

課金単位：１ｈ→３０ｍ
（９８年５月）

リーファーコンセン
ト

課金単位：２４ｈ→１２ｈ
（００年５月）

強制水先制度 ３００GT→３，０００GT（９９
年７月）

３００GT →１０，０００GT
（９８年７月）

その他港費削減策 水先・タグ・綱取料軽
減検討開始（００年度検
討組織設置）

水先料金夜間割増時間
帯２ｈ短縮（９８年４月）
綱取料の最低料金区分
追加（９８年５月）
日曜着岸の綱取料は基
本料金１０割増→７割増
（９９年８月）

水先料金夜間割増時間
帯２ｈ短縮（９８年度）
水先、タグ、荷役料と
横持ち費用見直し検討
中
船舶ていけい場使用
料＊０３年３月迄に段階
的に廃止（００年５月）

スラスター装備船に対
し、引船配備隻数を見
直し（９９年１０月）
係留場所別にタグ回航
時間短縮（９８年５月）

内航利用促進策 ガントリー使用料半額
（９８年７月）

内航フィーダー船の外
航バース直着け、フィ
ーダー貨物のガントリ
ー使用料半額（９８年３
月）

トランシップ促進策 ガントリー、コンテナ
ターミナル使用料半額
（００年５月）

ユーザーサービス 船社・荷主等訪問し、
意見・要望を聴取し即
応する（００年）

＊）私設岸壁前面水域のうち船舶が安全に停泊することが出来る一定区画を「船舶ていけい場」として、利用船社から繋留施設使用料を徴収している名古屋港独自の制度。
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名古屋、四日市、大阪、神戸、関門および博多の

各港を指定した。改正法が適用される港湾運送事

業は特定港湾における一般港湾運送事業、港湾荷

役事業、はしけ運送事業およびいかだ運送事業の

４種類である。

!２ 主な改正ポイント

１）事業免許制から許可制へ（法２２条の２、第１

項及び第２項）

◯１ 特定港湾において、需給調整規制（免許制）

を廃止し、輸送能力等の面で一定の要件を充

たす者に対して等しく参入することを認める

許可制に移行する。

◯２ 許可基準：港湾運送事業の種類及び港湾ご

とに港湾運送事業法施行規則第２２条の３を受

ける別表第３で定める施設及び労働者を有す

るものであること。

◯３ 限定免許の取扱：特定港湾における許可制

のもとでは、利用者、取扱貨物その他の業務

の範囲を限定して行うことができる限定制度

（法第４条、第２項）は廃止され、許可に付

された業務の範囲の条件として取扱うことと

なる。

２）事業許可基準（特定港湾における労働者最低

保有基準）

◯１ 原則として現行の労働者基準数を１．５倍し

たものを適用する。

（現場職員、いかだ、はしけ等に係るものは

現行通り）

◯２ 特例措置として中小企業等共同組合法上の

事業共同組合に加入し、一定の要件を全て満

たす場合は許可基準のうち労働者の人数につ

いては、現行基準と同数を基準とする。

（１．５倍を適用せず）

◯３ 具体的な人数については、地方運輸局にお

いて公示する。

◯４ 経過措置として、既存事業者の労働者に関

する基準については、平成１４年６月１０日まで

は従来の基準（改正前の基準）を適用する。

３）運賃・料金認可制から届出制へ（法２２条の２、

第３項）

◯１ 特定港湾においてより多数で柔軟な運賃・

料金の設定が可能となるよう事業者の自主性、

主体性に委ねるべく認可制から事前届出制に

移行する。

◯２ 運賃・料金変更命令制度（法２２条の２、第

４項）

利用者保護や公正な競争の観点から、届け

出られた運賃・料金が：

イ）特定の利用者に対して不当な差別的取扱

をするものであるとき、または

ロ）他の特定港湾一般港湾運送事業者等との

間に不当な競争を引き起こすおそれのある

ものであるときは、運輸大臣が変更命令を

発することができる。

◯３ 緊急監査関係（法３３条の運用方針を明示）

イ）ダンピング調査開始基準（多数の事業者

により届出料金が遵守されておらず、過当

競争がおこなわれている可能性のある場合

等）

ロ）緊急監査の開始基準と実施方法（広く過

度のダンピングが認められる場合、法３３条

に基づく立ち入り検査、ユーザーへのヒア

リング等）

ハ）処分方針（警告、公表、ユーザーへの強

力要請、行政処分、ユーザー名の公表等段

階措置を講じるもの）

４）欠格事由の拡充（法６条の２）

◯１ １年未満の懲役刑、禁固刑に処せられた者

の欠格事由への追加

◯２ 港湾運送事業に従事する労働者の使用に関

する法令の規定、政令で定めるもの（令５条）

に違反し罰金刑に処された者の欠格事由への

追加

◯３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）違反により罰

金刑に処せられた者の欠格事由への追加
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◯４ 港湾運送事業の免許又は許可を取消された

事業者の役員の欠格事由への追加

◯５ 免許又は許可の取得が許されない期間の２

年から５年への延長

５）罰則の強化（法５条）

６）準用規定：以下の規定等は、特定港湾におい

ても準用される。

◯１ 運賃・料金の割戻し禁止（法１０条）

◯２ 差別的取扱の禁止（法１５条）

◯３ 運送の引受義務（法１５条の２）

◯４ 下請の制限（法１６条）

"３ 労働関係拠出金の分割精算について

船社・荷主が任意に協力する手段として特定港

湾についてはこれまで認可料金の構成部分であっ

た港湾労働法関係付加金、労働安定基金、港湾福

利分担金の合計額を今後個々に取り決められる契

約作業料金から分割し、運輸省の指導の下に!港

湾近代化促進協議会が事業者に代わって収納する

仕組みを設けることになった。

先の運輸政策審議会で規制緩和に伴う労働関係

の不安定化の回避策として議論されたものである。

これについて船社・荷主側委員は「労働問題につ

いてユーザーは事業者と取り交わした契約料金の

支払いを通じ間接的に関与するのが社会一般の通

念である。規制緩和に伴い生じる惧れあり、との

仮定に基づき恒久的な保護措置を講じるという論

旨に合理性が認められないし、一時的混乱の予防

という趣旨ならば時限措置が妥当」との主張を展

開したが、取りまとめの最終段階において「当該

措置はあくまでも契約事業者との間の任意の協力

関係」に基づくこと、さらに「拠出金の確保は基

本的に事業者の責務である」との原則と「運輸省

も含めて３年後に見直しを行う」という方向性を

明記することで答申案を了承している。

"４ ユーザーの視点

現行事業法は、昭和３４年の改正で事業免許制!

認可料金制を導入し今日に至っており、第１条（目

的）には、「港湾運送に関する秩序を確立し、港

湾運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福

祉を増進することを目的とする」と記されている。

戦後の復興、高度成長を通じて港湾サービスの安

定供給はわが国経済の重要な下支えであったが、

事業者の経営基盤の安定と強化に重点をおいた港

湾運送事業法の果たした役割は大きい。

しかしながら近年、経済社会のグローバル化が

進展する中で近隣諸国と比較したわが国港湾の相

対的地位の低下が顕著となった。そこで、秩序が

育んだ安定の反面、効率性追求や合理化志向を減

殺してきた事業環境に一定の競争原理を導入する

ことにより港湾の活性化を図るべく事業法の一部

改正が行われたのである。需給調整規制を撤廃し、

旧習に囚われぬ新しいサービスを提供する事業体

の参入に期待する一方、長い経験に培われた知識

と技術を有する既存の事業者には労使一体となっ

た創意工夫による真の競争力発揮の機会を提供す

るものである。労働者保有基準の１．５倍の拡大に

ついては、既存労働者に激変緩和措置として猶予

期間を付与するなど一定の保護策を設けたことを

含め、競争制限的、差別的な新たな参入規制であ

るといった批判もある。また、先行する特定港湾

４業種のみならず全国的、総合的な方向づけも待

たれるところであるが、船社、荷主、事業者、港

湾労組、港湾管理者と国が学識者をまじえ、異な

る立場と利害の中で議論した結果である。新世紀

に向けての港湾運送事業環境整備の第一歩として

高く評価すべき内容といえよう。

一方、改正港湾労働法は２０００年１０月１日に施行さ

れた。これは港湾運送事業に係る規制改革の実施等、

環境の変化に対応し、港湾労働者の雇用の安定およ

び福祉の増進を図るため、行政改革委員会での最終

意見をも踏まえ、京浜、名古屋、大阪、神戸、下関、

北九州（６大港）の各港において港湾運送を営む事

業主が労働大臣の許可を受け、常時業務に従事して

いる常用労働者を直接相互派遣できる制度（港湾労

働者派遣制度）を創設するというのが骨子である。
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同改正法案は２月１０日、中央職業安定審議会（中

職審）本会において審議、採択された後、２月２２日

に閣議決定され、４月下旬に衆議院を通過、５月１１

日には参議院労働・社会政策委員会で審議が始まっ

た。そこでは港湾労働者雇用安定センター派遣事業

の廃止理由や雇用秩序の維持対策、廃止された同セ

ンター労働者雇用対策などの質疑が行われた後、◯１

事業者が労働者派遣を求める場合には同センターに

あっせんを求めることとするよう政府が指導を図る

こと、◯２労働者派遣料金の適正化や派遣日数の遵守、

◯３派遣のみに従事する労働者が生じることのないよ

う留意することを促す、等の付帯決議が採択された。

そして５月１２日の参議院本会議で可決・成立し、１９

日に公布された。

労働省は６月１６日に中職審港湾労働部会を開き、

政省令・大臣告示・許可基準案（港湾労働者派遣事

業の申請者の許可規準や派遣労働者の就労日数の上

限等）を提示、６月２３日に開催された同部会にて同

原案は承認された。その後、７月にはパブリックコ

メントが実施され、中職審本審を経て、施行期日を

１０月１日と定める「港湾労働法の一部を改正する法

律の施行期日を定める政令（平成１２年政令第４０５号）」

および欠格事由を規定した「港湾労働法施行令等の

一部を改正する政令（平成１２年政令第４０６号）」が８

月１１日に公布され、申請手続等の細目を定める「港

湾労働法施行規則の一部を改正する省令」も同日公

布された。また、改正法施行日には速やかに新制度

を実施できるよう、８月末から新制度の適用許可申

請の受け付けを開始した後、１０月１日に改正港湾労

働法は施行された。

改正港湾労働法の概要は下記のとおりである。

!１ ６大港（東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関

門）において、港湾運送事業主間における港湾運

送の業務に係る港湾労働者派遣制度を導入する。

◯１ 労働大臣の許可を受けた事業主（実際に作業

を行っている港湾運送事業主に限定：専ら派遣

のみを行う事業主は実施不可）が港湾運送を行

っている港湾において、当該港湾運送の業務に

ついてのみ実施。

◯２ 常用港湾労働者（公共職業安定所長より港湾

労働者証の公布を受けた者）が対象

◯３ 許可基準として、適正な派遣料金、派遣日数

の上限を設定（５日）

◯４ 派遣元及び派遣先の雇用・就業責任について、

労働者派遣の枠組みによる明確化

◯５ 港湾労働者雇用安定センターを事業適正実施

のための支援機関として活用

!２ 港湾労働者雇用安定センター（６大港の港湾ご

とに労働大臣が指定した公益法人）の業務変更

◯１ 業務の追加

港湾労働者雇用安定センターの業務として、

港湾労働者派遣制度に係る情報の収集・提供・

あっせん業務、実施状況に関する調査業務、港

湾運送事業主および港湾労働者に対する相談援

助業務を追加し、事業適正実施のための支援機

関として活用する。

◯２ 労働者派遣業務の廃止

港湾労働者派遣制度の創設に伴い、労働者派

遣業務を廃止する。

（当派遣業務は港湾運送取扱貨物量の日別変

動に対応するため、日雇労働者を公共職業安定

所に登録して職業紹介する方式に代え、昭和６３

年に導入された。港湾運送の業務に必要な労働

力を港湾労働者雇用安定センターが常用雇用す

る労働者という形で確保し、労働者派遣を実施

してきた。対象労働者は１３０名にて平成元年～

１０年の月平均実就労日数は１１．７日であった。）

６・３・２ ２００１年港湾春闘

１．春闘の争点

２００１年度港湾春闘では規制緩和の進展に伴う労働

環境の悪化に危機感を募らせる港湾労組が、いち早

く日曜荷役の例外措置協定の期限切れ!破棄を表明

し、一方使用者側は日曜荷役の恒常化等４項目を逆

提案するという波乱含みの幕開けとなった。また、

６．港 湾 関 係

船協海運年報２００１ 133



２０００年１１月の港湾運送事業法改正に伴う清水港での

新規事業許可申請問題（最終的には申請は全て取り

下げられた）、さらには響灘でのひびきコンテナタ

ーミナルの運営をめぐる問題等々が重なり、これら

について労使双方の対応が注目された。

２．交渉経過の概要

２月９日に開催された第一回中央団交では、組合

側（全国港湾：全国港湾労働組合協議会、港運同盟：

全日本港湾運輸労働組合同盟）より使用者側（日港

協：日本港運協会）に「２００１年度港湾産別労使協定

の改定に関する要求書」として以下の７項目の要求

が提出された。

１．規制緩和に対する産別労使協定の履行強化（特

に非指定港への適用）

２．料金・運賃問題について

３．雇用・就労対策について（特に交代制就労）

４．港湾労働運営基金の引き上げについて

５．フェリーに関する職域確保について

６．事前協議制度の協定改定について

７．産別制度賃金の改定についての

さらに、組合側より昨年、港湾運送事業法・港湾

労働法が改定され港湾を取り巻く環境は、なお一層

厳しさを増しているが、基幹産業として社会に対す

る責任を果たしながら、働く者にとって魅力ある港

湾作りを目指していきたいとし、制度問題は二者!

二者協議の精神を尊重しながら解決を図っていきた

いとの表明があった。また、ここ数年賃上げは他産

業の半分にも満たない額で妥結してきたので、今春

闘では使用者責任として世間水準に追いつく努力を

すべきとの要求を行った。これに対し、使用者側か

らは、厳しい経済環境下、要求書内容について今後

慎重に検討していきたい旨説明が行われたが回答は

なかった。

第二回中央団交（３月１日）では使用者側より日

本港湾の活性化及び国際競争力強化、港湾労働者の

雇用と就労を確保するためとして以下の逆提案がな

された。

１）日曜日完休制度の例外措置による荷役の継続

２）祝日の作業について、在来・革新荷役とも平日

と同一に夜荷役を実施

３）コンテナターミナルにおけるゲートオープン時

間

現行０８：３０～１６：３０を１６：３０までの間に事前連絡

によりゲート到着時刻の予約を得た場合２０：００ま

で延長する。なおこの間の休憩時間帯は原則とし

てゲートレーンを１"２以上オープン

４）年末年始特別有給休暇（現行１２月３１日～１月４

日）を例外措置荷役として次により実施

!１ １２月３１日 データイム 取り切り船のみ（全

港・全職種）

!２ １月４日 平日、日曜日、各々に対応した荷

役条件による。（全港・全職種）

これに対し組合側は、組合側要求に対する回答前

に使用者側から提案が出るのは極めて遺憾としなが

らも、港の３６５日!２４時間フルオープンについては

組合として拒むものではなく、むしろ原資の担保

等々を含め環境作りが先決ではないかと考えている

旨補足、使用者側よりの提案として聞き留めるとし

た。後日、使用者側より「平成１３年度港湾産別協定

の改正に関する提案書」が組合側に提出された。

第三回団交（３月２２日）では使用者側より要求項

目全般にわたって回答が示され、同時に時間外労働

賃金の算定基礎である分母を現在の１６０から１５９に改

定する旨提示がなされた。組合側は使用者側の再検

討を求める一方、使用者側逆提案に対しては要員・

交代制問題!料金!対象港等々につき見解を求めた。

使用者側は次回団交にて回答したいとし、それ以上

の進展は見られなかった。

一方、賃金値上げ並びに労働諸条件の改善につい

ては、２月２６日に組合側（港荷労協：全国港湾荷役

事業関係労働組合協議会）が使用者側（船経協：船

内経営者協議会）に対し１５，０００円の賃上げを主たる

内容とした要求書を提出した。３月１日には船経協

と港荷労協による第一回船内統一賃金交渉が開催さ

れたが、港荷労協側の趣旨説明のみで終わり、３月
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２７日に開催された第二回船内統一賃金交渉でも具体

的な回答がなされず進展はみられなかった。

「日曜日完休制度の例外措置に関する労使協定」

の期限切れ（４月１１日）まで一週間と迫った、４月

５日、第四回中央団交およびトップ協議等々精力的

な交渉が行われた結果、現在の港湾産別協定を当面、

中枢・中核国際港湾に拡大適用することが確認され、

現行の８―７―４５協定を各社縦割りにて順守するこ

とを条件として、逆提案４項目についてはセーフテ

イネット構築協議会で実施について協議（７月を目

処に結論）するとし、当面の措置として従来の日曜

例外措置協定を暫定延長する一方、祝日の夜荷役は

適正料金（割増等）実施を前提に４月!５月の祝日

にトライアルするとした内容にて合意に達し、仮協

定書が調印された。

また、同日開催された第三回船内統一賃金交渉に

於いても２，０００円の賃上げ（別途一時金として年額

１２，０００円）、時間外労働賃金の算定基礎である分母

の１５８への改定にて合意、仮協定書が調印された。

さらに、引き続き４月６日午前にかけ労使トップ

の協議が重ねられた結果、日曜荷役恒常化等４項目

の４月５日よりの実施が正式に合意され、協定書が

調印された。

３．今春闘の労使合意の主な内容

１）賃 金

２，０００円の賃上げ、および別途一時金年額１２，０００

円支給（昨年度は２，０００円の賃上げ）

２）制 度

!１ 港湾産別協定の適用対象港問題については、

当面、中枢・中核国際港湾を対象とする

その他の港湾については、引き続き協議する。

!２ 下記◯１～◯４については８―７―４５協定（拘束

８時間!労働７時間!時間外労働４５時間以内）

の順守を前提に４月５日より実施する。

◯１ 日曜日荷役を実施する。

◯２ 祝日の作業について、在来・革新荷役とも

平日と同一に夜荷役を実施する。

◯３ コンテナターミナルにおけるゲートオープ

ン時間 現行０８：３０～１６：３０を、１６：３０までの

間に事前連絡によりゲート到着時刻の予約を

得た場合２０：００まで延長する。

なお、この間の休息時間帯は、原則として

ゲートレーンを１"２以上オープンする。

◯４ 年末年始特別有給休暇（現行１２月３１日～１

月４日）を例外措置荷役として次により実施

する。

!イ １２月３１日 データイム取り切り船のみ

（全港・全職種）

!ロ １月４日 平日、日曜日、各々に対応し

た荷役条件による （全港・全職種）

!３ 規制緩和対策として「セーフテイネット構築

協議会」（期限１年）の継続

!４ 産別制度賃金につき、個別賃金交渉終了後に

◯１あるべき賃金協定、◯２検数・検定労働者の標

準者賃金、◯３産別最低賃金の三項目を「賃金・

労働時間問題専門委員会」にて協議する。

!５ 時間外労働賃金の算定基礎である分母を１６０

より１５８に改定する。

４．総 括

日曜荷役の恒常化等４項目の使用者側逆提案につ

いては、恒久的な日曜荷役が４月８日以降実施に移

されることとなった他、祝日作業!ゲートオープン

時間延長などに関しても実施が可能となった。また、

中枢・中核港湾が産別協定の適用対象とされたこと

で、常陸那珂港!響灘港（いずれも港湾運送事業法

および港湾労働法上の非対象港）も対象とされるこ

とになり、港運労使がこれらの港に関して今後、最

重要課題として取り組んで行く意思を明確に示した

ものと注目される。

なお、今年度の港湾春闘は例年に比べ、早期に且

つ組合側から一度のスト通告もなく平和に解決した

ことが特筆される。日本港運協会、港湾協議会、外

国船舶協会は、コンテナターミナルの福利施設（休

息所等）を改善し、港湾労働者の作業効率向上に資
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することを目的に、港運元請が全国全港のコンテナ

を対象にトン当たり１円の原資を拠出するにあたり、

４月１日から５月３１日までの２ヶ月間、その財源を

船社がコンテナ船荷役の作業料金から保証すること

で合意、４月３日に調印した。総額４，７００万円程度

と試算されるが、日曜日荷役の恒常化をはじめとす

る作業時間の柔軟化は、いずれもわが国の港湾サー

ビスの質的改善を図る上で必須の課題でもあり、早

期且つ平和裏に港湾春闘が解決する手段として作業

料金の一部が港湾における労働環境の改善に利用さ

れるならば合理性、実利性もあると評価できよう。

６・４ 港湾整備関係

６・４・１ 港湾審議会の動き

港湾審議会（会長：熊谷直彦経済団体連合会副会

長、事務局：運輸省（現：国土交通省。以下同じ）

港湾局管理課）は運輸大臣の諮問に応じて、港湾法

等に定める港湾及び開発保全航路の開発等に関する

基本方針、港湾計画、特定港湾施設整備事業につい

ての基本計画その他港湾及び航路に関する重要事項

を調査審議し、また、これらに関連して必要と認め

る事項を運輸大臣に建議することを目的としている

（運輸省組織令第１０８条）。当協会からは、港湾物流

委員会委員長が委員として参画し、船社意見の反映

に努めた。

港湾審議会の構成委員（２０００年１２月末現在）につ

いては、資料６―９のとおりである。

（なお、２００１年１月の国土交通省発足を機に、多

くの審議会が改組され、港湾審議会は交通政策審議

会港湾分科会となり、委員も大幅に変更される予定

である。）

〔資料６―８〕 ２００１年港湾春闘の交渉経過

１月３１日～２月１日

全国港湾 評議員会開催。２００１年度春闘方針

及び制度要求内容を正式決定。

２月９日 第一回中央団交。組合側より２００１年度港湾産

別労使協定の改定に関する要求書の提出と趣

旨説明。

２月２６日 港荷労協が船経協に対し、１５，０００円の値上げ

を主な内容とする賃金値上げ並びに労働条件

の改善に関する要求書を提出。

３月１日 第二回中央団交。使用者側より要求書につい

ては現在検討中として回答はなし。

使用者側より、日曜荷役の恒常化等４項目の

提案が口頭（後日、文書化）にてあり。第一

回船内統一賃金交渉。組合側の要求趣旨説明。

３月２２日 第三回中央団交。使用者側より要求項目全般

に対して回答。組合側要求に対する使用者側

の考え方を説明し、組合側はそれに対しての

意見、考え方を示すに留まるも、時間外労働

賃金の算定基礎である分母は１６０から１５９に改

定する旨、回答あり。その他要求に対しては

具体的回答なし。

３月２７日 第二回船内統一賃金交渉。使用者側より時間

外労働賃金の算定基礎である分母の１５９への

改定が提示されたものの、その他要求に対し

ては具体的回答なし。

４月５日 第四回中央団交。制度問題に関し合意し仮協

定書を締結。

第三回船内統一労使協議会。２，０００円の賃上

げ（別途一時金年額１２，０００円）にて合意し、

仮協定書を締結。
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〔資料６―９〕

港 湾 審 議 会 委 員

〈会 長〉

熊谷 直彦 !経済団体連合会副会長

〈委 員〉

（学識経験者）

麻生 渡 全国知事会代表（福岡県知事）

尾崎 睦 !日本港運協会会長

小沢 雅子 桜美林大学教授

菊地 剛 !日本船長協会会長

来生 新 横浜国立大学教授

今野 修平 大阪産業大学教授

斉藤 愛子 ヨット競技者

坂田 昇 !日本船主協会港湾物流委員会委員長

佐々木誠造 全国市長会代表（青森市長）

鈴木 恭明 !日本倉庫協会会長

杉山 武彦 一橋大学教授

須田 # 八戸工業大学教授

福澤 武 !経済同友会幹事

高山 知司 京都大学教授

西山 知範 !日本海難防止協会専務理事

橋口 宇子 元!日本 PTA全国協議会母親委員会委員長

橋本大二郎 港湾管理者代表（高知県知事）

東 恵子 東海大学短期大学部助教授

増井 正行 全国港湾労働組合協議会議長

松岡 大和 全日本海員組合中央執行委員

三橋 宏次 "漁港漁村建設技術研究所理事長

森地 茂 東京大学教授

安武 史郎 !日本貿易協会副会長

横島 庄治 日本放送協会部外解説委員

（行政委員）

武藤 敏郎 大蔵事務次官

高木 勇樹 農林水産事務次官

広瀬 勝貞 通商産業事務次官

小野 邦久 建設事務次官

二橋 正弘 自治事務次官

岡田 康彦 環境事務次官

木下 博夫 国土事務次官

港湾審議会管理部会委員

〈部会長〉

杉山 武彦 一橋大学教授

〈委 員〉

（学識経験者）

麻生 渡 全国知事会代表（福岡県知事）

尾崎 睦 !日本港運協会会長

小沢 雅子 桜美林大学教授

来生 新 横浜国立大学教授

高山 知司 京都大学教授

今野 修平 大阪産業大学教授

鈴木 恭明 !日本倉庫協会会長

須田 # 八戸工業大学教授

福澤 武 !経済同友会幹事

佐々木誠造 全国市長会代表（青森市長）

安武 史郎 !日本貿易協会副会長

橋口 宇子 元!日本 PTA全国協議会母親委員会委員長

橋本大二郎 港湾管理者代表（高知県知事）

東 恵子 東海大学短期大学部助教授

坂田 昇 !日本船主協会港湾物流委員会委員長

森地 茂 東京大学教授

横島 庄治 日本放送協会部外解説委員

（行政委員） （港湾審議会に同じ）

港湾審議会計画部会委員

〈部会長〉

須田 # 八戸工業大学教授

〈委 員〉

（学識経験者）

尾崎 睦 !日本港運協会会長

菊池 剛 !日本船長協会会長

今野 修平 大阪産業大学教授

斉藤 愛子 ヨット競技者

坂田 昇 !日本船主協会港湾物流委員会委員長

鈴木 恭明 !日本倉庫協会会長
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［港湾審議会の動き］

２０００年度においては、港湾審議会計画部会が合計

３回開催され、それぞれ原案の通り、答申された。

概要は次のとおりである。

（港湾審議会総会、港湾審議会管理部会はいずれ

も当該期間中は開催されていない。）

１．第１７２回計画部会（２０００年７月１４日開催）

! 個別計画の審議

$１ 新潟港（新潟県）改訂計画

（計画の概要）

コンテナ輸送の増大等に対応し、外内貿流通

貨物の拡充・強化を図る一方、親水空間の拡充

等を目的に港湾計画を改訂する。

外貿関係では、西港区の既定計画２バース（水

深１４m×１、１０m×１）を削除し、東港区西埠

頭地区の５万 D"W級コンテナ船を想定した既

定２バース（水深１４m×２!延長７００m）のうち

未着工の１バースを耐震強化岸壁として整備し、

既設１バース（水深１０m）と併せてコンテナ貨

物を取扱う。林産品取扱いのため、東港区東埠

頭地区に１バース（水深１３m!延長２６０m）、南

埠頭地区に１バース（水深１２m!延長２４０m）

を新設する。また、東港区東埠頭地区に金属類、

セメント等を取扱う２バース（水深１２m×１!

延長２４０m、１０m×１!１７０m）を新設する。

内貿関係では、西港区入船地区の新設フェリ

ーバース近傍にコンテナ及び RO"RO貨物等を

取扱う２バース（水深８．５m×１!延長２３０m、

７．５m×１!１３０m）を新設し、中央地区の３バ

ース（水深１０m×２、７．５m×１）は計画削除と

する。

なお、西港区入船地区に旅客船対応の１バー

ス（水深９m!延長２６０m）、大型フェリー対応

１バース（水深８．５m!延長２８０m）をそれぞれ

新設する。

$２ 平良（ヒララ）港（沖縄県）改訂計画

（計画の概要）

旅客船受入のための機能強化と、船舶大型化

に対応した外内貿機能強化を図る。

従来、漲水地区で取扱っていた砂、砂利等の

外貿貨物を、下崎地区の新設２バース（水深１０

m×２!延長３４０m）で取扱う。また、本土・

本島フェリー埠頭として下崎地区に新設１バー

ス（水深７．５m!延長２２０m）を整備する。

クルーズ客船寄港需要に対応し離島フェリー

を集約化するため、漲水地区の既設２バース（水

深９m×１、７．５m×１）・物揚場２ヶ所部分を

埋立て、新たに１バース（水深９m!延長３１０

m）と物揚場１ヶ所を整備する。

$３ 横浜港（神奈川県）改訂計画

（計画の概要）

外貿コンテナ輸送におけるコンテナ船大型化

への対応のため、南本牧埠頭地区既定計画の一

部（水深１５m×２!延長４００m）を変更し、水

深１６m×１!延長４００mを公社バース［MC‐２］、

１５m～１６m×１!３５０mを新方式公共バース

［MC‐１］として整備する。MC‐２については、

マースク・シーランド社が借受を予定しており、

既定計画では同社最大船型コンテナ船が満載喫

水で寄港できないのが変更理由である。なお、

同地区コンテナ船用耐震岸壁２バース（水深１５

杉山 武彦 一橋大学教授

福澤 武 "経済同友会幹事

高山 知司 京都大学教授

西山 知範 "日本海難防止協会専務理事

東 恵子 東海大学短期大学部助教授

増井 正行 全国港湾労働組合協議会議長

松岡 大和 全日本海員組合中央執行委員

三橋 宏次 #漁港漁村建設技術研究所理事長

森地 茂 東京大学教授

安武 史郎 "日本貿易会副会長

横島 庄治 日本放送協会部外解説委員

（行政委員） （港湾審議会に同じ）
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（単位：百万円）

事 業 区 分
平成１１年度
（Ａ）

平成１２年度
（Ｂ）

対前年度比
（Ｂ!Ａ）

港湾機能施設
整 備 事 業

７９，３７２ ６７，３９１ ０．８５

臨海部土地
造 成 事 業

１７４，５２９ ２０１，８２９ １．１６

計 ２５３，９０１ ２６９，２２０ １．０６

m～１６m!延長７００m）［MC‐３、MC‐４］につい

ては今回既定計画の変更はない。

また、磯子地区にて、石川島播磨重工業の事

業計画変更に伴い専用岸壁１バース（水深８．５

m!延長１９０m）を新設する。

（注）本件審議における運輸省港湾局須野原審査

官の補足説明の要旨は次のとおりであった。

「最初に、グローバルな視点からの水深１６mの必

要性と全国的な配置等について、運輸省港湾局の

考え方を御説明したい。世界的に見て、大型船は

確実に増えておりその大半は我国の港に寄港して

いる。また、海外の港湾についてみてみると、水

深１６mは、現在欧州に６港あり欧州が先行してい

る。北米は来年以降出現してくる。アジアでは、

マレーシアのタンジョンペルパスくらいだ。我々

としては、時機を失することなく、整備を推進し

ていきたいと考えているが次のような分析から、

実施港数は絞っていく。

……要するに、集荷面から考える（すなわち２０１０

年において毎週１，０００TEU以上のコンテナを扱うア

ライアンスの数から考える）と、東京１、横浜２、

名古屋２、神戸２、清水１、の合計８港。また、

２００３年に竣工する大型コンテナ船と日本への寄港

頻度からすると、我国へ週３便程度の寄港となろ

う。従って、運輸省としては、３大湾の中枢港湾

に限定し、アライアンスの数などを睨みながら、

検討してゆくこととしたい。その際、◯１水深１５m～

１６mと幅を持たせた計画とするが、◯２利用船社が

はっきりしている場合は１６mで確定することとす

る。船社の意向、動向もみて具体的な決定をして

いきたいが、「１５m～１６m」という計画が全て１６m

で実施されるということは無い。

! 平成１２年度特定港湾施設整備事業基本計画に

ついて

"１ 特定港湾整備事業は、重要港湾または港湾整

備促進法施行令に定める地方港湾において港湾

管理者がおこなう整備事業の内、国費の負担ま

たは補助の対象とならない上屋、荷役機器、曳

船、埠頭用地を整備する港湾機能施設整備事業

ならびに工業用地、都市開発等用地の造成を行

う臨海部土地造成事業からなるが、運輸大臣は、

港湾整備促進法の規定に基づき、会計年度ごと

に港湾審議会の議を経てその基本計画を定め、

内閣の承認を得た上で当該事業に必要な資金の

融通の斡旋を行っている。

"２ 平成１２年度計画は、港湾機能施設整備事業と

臨海部土地造成の事業規模は合計２６９，２２０百万

円で対前年比６％増となっている。前者は国際

海上コンテナターミナルならびに内貿ターミナ

ル等の施設の整備であり、後者は公共埠頭の整

備と連携した流通施設用地、交流拠点用地、産

業用地等々の用地造成が主たる内容である。

２．第１７３回計画部会（２０００年９月２５日開催）

【港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の

開発に関する基本方針の変更について】

昭和４８年の港湾法改正により、運輸大臣が「港湾

の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に

関する基本方針」を定めることとされた。これを受

けて、昭和４９年に基本方針を告示し、その後昭和６２

年、平成８年の変更を経て、今回４年ぶりの改訂と

なった。

第１７３回計画部会において、改訂の素案が事務局

から提出、説明された。特に、今回の変更の主眼は、

国としての全国方針の明示と、密接に関係する港湾

相互間の連携の確保であるが、これらに関連して、

出席委員から以下のような意見が出された。
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（なお、【港湾の開発、利用及び保全並びに開発保

全航路の開発に関する基本方針の変更について】の

内容については「３．第１７４回計画部会」の項を参照。）

《委員からの主な意見》

◯１ 経済状況の変化の中で、国の責務を含めてよく

書かれているが、タイトルが難解だ。目的、趣旨

も易しく説明すべきである。

◯２ （坂田委員の意見）前回の基本方針と比べると、

環境問題などにも配慮され、広く目配りされてい

る。ただし、全体を見ると、方針変更の要点など

が曖昧になってしまっている。眼目の「国のリー

ダーシップ」と「地方分権を尊重しながらも新し

い港湾整備をどう実現していくのか」ということ

についてもっとはっきり記述すべきではないのか。

部分的には触れられているが、全体として、現状

から出発して、こういう具合に変えていくための

方針だ、という点をもっと鮮明にすべきであろう。

これを書き換えるのか、或いは、別途具体的な指

針のようなものを運輸省として出すのか？

（→計画課長答弁：基本方針の性格からポイン

トが不鮮明になる点はある。運輸省として、具体

的に何をやっていくのかということについては、

行政として別の切り口でやろうと思っているが、

やり方については御相談申し上げたい。）

◯３ 国土の均等開発が基本になるのはある程度仕方

がないが、広域調整をどうするのか？重点整備が

大切だと思う。中枢港湾と中核港湾との役割分担

が不明確で、少なくともこの記述では、両方同じ

に読める。

（→計画官答弁：!章において、役割分担を意

識して書いたつもりであるが、伝わらないとした

ら反省したい。）

◯４ 中枢港湾への戦略的、重点的投資にもっとアク

セントを置いた方がよい。中核との差をもっと分

かりやすく書いて欲しい。

（→部会長意見：戦略的中枢港湾といった考え

をもっと分かりやすく書くように事務局で表現に

ついて工夫するように。）

◯５ 「事業評価」ということが出てくるところには

「情報公開」という言葉が対語で出てくるべきだ

と思う。

◯６ 中枢、中核の定義を明確にすべきだ。また、過

去の反省も必要だ。それを踏まえて今回はこうす

べきだという姿勢が重要だ。また、港の安全や危

険物の扱いについても、物流全体の中での対応が

不可欠だ。資料中の「取扱量の予測」については、

こんなに伸びるのか疑問だ。港の造り過ぎの二の

舞になるのではないのか？

◯７ 港湾間の連携確保のところで、港湾管理者の連

携云々とあるが、お互いし烈な競争をしている港

湾管理者同士に連携を期待できるのか？港湾局或

いは国のリーダーシップをはっきりさせておく必

要があると考える。

（→計画官、計画課長答弁：国を含めて、港を管

理するものがリーダーシップをとっていくのだと

了解している。従来は港湾管理者が、ということ

であったが、「答申」を受けて国がもっと関わっ

ていかねばとの意識が強まってきている。そうい

う流れから、こういう表現になった。）

◯８ 廃棄物の海面処理場は、ほとんど船の錨地とな

るが、代替地についての配慮は重要だ。例えば、

東京都地方港湾審議会においては、港の審議より

もごみをどうするかという点に重点が置かれてい

る感がある。その結果、本来の港湾は沖へ沖へと

いく。また、総合的安全対策云々と書いてあるが、

最近、使い易い港の議論においてパイロット使用

ルールの緩和の方向がある。コストの議論が先行

してしまっているが、真の安全ということも考え

られたい。

◯９ 港湾相互の連携確保のところで、随所に、関係

者間で～、とあるが、主体が不明瞭だ。また、利

用者も入るべきであろう。また、港湾整備におけ

る安全性確保ついては、船の大型化、スピード化、

だけでなく、運航形態の多様化の観点からの対応

についても考えるべきである。

◯１０ 港湾間連携確保については、場合によっては今
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ある計画を中止してでも強力に推進していって欲

しい。北九州には博多、門司、ひびきと３つもあ

る。常陸那珂もそうだ。例えば、関東の貨物量は

あまり変わらないという場合、東京、横浜の効率

が低下するだけだ。連携を強めるということは、

計画を見直すということにも繋がるべきだ。なお、

EDIと関連するが、書類などはワンストップで迅

速にいくが、貨物だけあとだ、では困るわけで、

人の問題もケアしながら制度の議論もしていって

欲しい。

（→計画課長答弁：物流のスピードアップは意

識してやってゆきたい。）

◯１１ 港湾整備は計画段階で間引くべき場合があると

思うが、基本方針で踏み込めないとしたら、どう

するのだ？

（→計画課長答弁：別途、審議会の在り方を検

討したい。）

◯１２ 防災や環境の問題と港湾の効率化との関係をど

うするかという点をやはり記述すべきではないの

か？

（→環境整備課長答弁：意識は十分している。

良い環境があって、初めて効率的な港湾があると

考えている。）

部会長より、「本日出された意見を基に、さらに

事務局の方で案文について検討し、今後、関係行政

機関との協議も経て、次回の計画部会にて諮ること

とする」旨の説明があった。

３．第１７４回計画部会（２０００年１１月１７日開催）

!．【各港港湾計画の改定、一部変更について】

"１ 高知港（高知県）改訂計画

（計画の概要）

今回の計画改定では、港湾機能の集約により

外内貿機能の充実・強化を図る。

外貿関係では、三里地区でフェリー・貨物船兼

用の既定計画１バース （水深８m!延長２４０m）

を主にコンテナ貨物対応に用途変更する。同地

区にて外内貿貨物取扱の既定計画３バース（バ

ルク貨物取扱い水深１４m!延長２８０m、１１m!１９０

m：耐震、７．５m!１３０m）は計画通りとし、既

設１バース（水深１２m!延長２４０m：コンテナ

バース）と併せて活用する。また、同地区既定

計画にあった外航旅客船用バース（水深１０m×

１）並びにフェリー・RORO兼用バース（水深

７．５m×２）は、これを変更し、フェリー・旅

客船兼用１バース（水深９m!延長２６０m）、フ

ェリー・RORO船兼用１バース（水深７．５m!

延長１８０m）とし、東京・大阪フェリー航路も

シフトさせる。

内貿関係では、潮江地区１バース（水深７．５

m）の延長を１７０mから１３０mに変更する。

"２ 呉港（広島県）改訂計画

（改定の概要）

外貿関係では、広多賀谷地区で林産品等の外

貿貨物と林産品、鉄鋼等の内貿貨物を取扱う２

バース（水深１０m×１!延長１７０m、７．５m×１

!１８０m）を新設する。これに伴い、広港航路

の既定計画（水深９m!幅員１５０m）を水深１０m

!幅員１５０～３００mとする。

また、吉浦地区、阿賀マリノポリス地区で既

定計画計４バース（いずれも水深５．５m）を計

画削除する。

なお、資料に記載はないが、海上自衛隊艦艇

専用埠頭の拡充が併せて計画されている。

"３ 七尾港（石川県）改訂計画

（改定の概要）

物流機能を大田地区に集約する一方、矢田新

地区は緑地の確保等再開発を実施し、大規模地

震災害発生時の防災拠点とする。このため、矢

田新地区の既定計画（水深１１m×１!延長１９０

m）を削除する一方、工事中の既設１バース（水

深７．５m!延長２２０m、耐震強化）の配置変更を

行う。

"４ 十勝港（北海道）変更計画

（変更の概要）

外貿関係の計画変更はない。
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北地区の１バース（水深５．５m）を計画削除

し、既設フェリー埠頭（東京航路は現在休止中）

１バース（水深８m!延長２４０m）は RORO船

等対応に用途変更する。また、同地区マリーナ

計画を削除する。

"５ 神戸港（兵庫県）変更計画

（変更の概要）

ポートアイランド地区既設コンテナ岸壁（水

深１２m×２!延長６００m：旧 PC‐７、PC‐８）を完

成自動車品等内貿貨物取扱い公共埠頭に用途変

更する。

"６ 北九州港（福岡県）改訂計画

（改訂の概要）

響灘西地区では、外貿コンテナ取扱い機能の

強化、充実を図るため、計５０haであった埠頭

用地を６６haに拡大する。コンテナ船用５バー

ス（水深１５m×２!延長７００m：PFI実施、１２m

×１!２５０m、１０m×２!３４０m：PFI実施）整備

の計画については今回変更はない。

戸畑地区では老朽化した港湾施設の更新を図

るため、金属類等内貿貨物取扱いの既設岸壁を

前出しし、１バース（水深９m×１!延長１６０

m）を整備、併せて隣接した１バース（水深７．５

m×１!延長１３０m）を追加整備する。

"７ 室蘭港（北海道）改訂計画

（改訂の概要）

築地地区の既定計画４バース（水深１３m×１、

１０m×３）の規模を縮小し、化学肥料等の外貿

貨物、軽工業品等の内貿貨物を取扱う３バース

（水深１２m×１!延長２４０m、１０m×１!１７０m、

８m×１!２００m）とする。

"８ 西之表港（鹿児島県）変更計画

（変更の概要）

内貿関係で、中央地区の旅客船埠頭計画を変

更し、岸壁規模（水深１０m）を縮小した上、フ

ェリーおよび旅客船埠頭１バース（水深９m!

延長２６０m）を整備する。また既定計画のフェリ

ー埠頭（水深７．５m）は用途を農産品等内貿貨

物取扱いに変更し、水深６mにて整備する。

!．【港湾の開発、利用及び保全並びに開発保

全航路の開発に関する基本方針の変更の件】

前回（１７３回）計画部会における委員の意見

を反映させた最終案が提示、説明され、了承さ

れた。なお、当協会代表である坂田委員からは、

今までの審議会での意見が取り入れられていて、

まとまりも良い、利用者である国民からの視点

からも良く書かれており、事業評価についても

基本方針という中で相当書かれている、といっ

た趣旨の発言があった。

（当該基本方針の内容：６・４・２参照。）

（注）港湾審議会は、昭和３０年１０月の第１回から、

第１７４回まで開催された。この間、合計１１５２件の案

件について審議され、港湾行政の基礎となったが、

２００１年１月の、国土交通省発足を機に「港湾審議

会」が改組され、「交通政策審議会の港湾分科会」

が新設され、機能も引き継がれることとなった。

６・４・２ 港湾法改正に伴う「基本

計画」の改訂

国土の適正な利用を考慮しつつ国の港湾行政を進

めてゆくに当たっての指針となる「港湾の開発、利

用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本

方針」（注１参照）が、２０００年１１月１７日に開催され

た港湾審議会第１７４回計画部会（当協会からは港湾

物流委員会の坂田昇委員長が出席）において審議、

了承された。４年振りの改定である。

従前の「基本方針」は１９９６年１１月６日に告示され

たものであるが、今回は１９９９年１２月の港湾審議会答

申「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理

のあり方について」（注２参照）や２０００年４月施行

の港湾法改正（注３参照）を受けての改訂となった。

改訂に当たって、特に強調された点は以下のとおり

である。
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&１ 産業の国際競争力と国民生活を支える効率的で

安全な物流体系を構築するためには競争力のある

港湾の整備が重要となるが、その際には施設整備

等のハード面のみならず、効率的な運営や ITの

活用を含めたソフト面も合わせた総合的な施策を

推進すること。

&２ 整備に当たっては投資の効率化と透明性の向上

に留意すべきであること。

&３ 環境の保全や港湾相互間の連携の確保の重要性

について記述されたこと。

&４ 国としてグランドデザインを明確化するとの観

点から、将来の港湾取扱い貨物量の見通しととも

に、港湾の機能による分類とその拠点的配置につ

いて記述された。

当協会としては、上述の「答申」や港湾法改正と

合わせ、ユーザーにとって使い勝手の良い港湾整備

へ向けての行政の前進として評価している。

今回の「基本方針」は、５つの章と３つの別表か

らなる。第!章は「今後の港湾の進むべき方向」と

題し、国際海上輸送の基盤強化という点について：

&１ 我が国産業が物流コストを削減しつつ国際競争

力を保持するためには港湾の国際競争力確保が重

要であるとの認識に立った上で、ハードの整備を

推進してゆくにあたっては、「海運企業の世界規

模の提携、航路の再編、船舶の大型化に対応して、

国際的な港湾間競争の中で我が国の港湾が引き続

き欧米との長距離基幹航路の高頻度のサービスを

提供できるように、国際的な水準の国際海上コン

テナターミナル」を目指す、とする。また、アジ

ア貿易の拡大によるコンテナ貨物の増大等にも、

効率的な輸送ネットワークを構築して対応する、

とする。

&２ ソフト面については、例えば利用者協議会とい

ったものを通じて利用者のニーズを十分把握しな

がら、最近の規制緩和の動向も踏まえ、港湾にお

ける良好な労働環境の整備にも配慮しつつ、荷役

の効率化、十分な稼動時間の確保、港湾諸手続き

の簡素化や情報化を進め、国際的な水準の物流サ

ービスの確保に努め、以って港湾の効率性、利便

性を向上させて国際競争力を高める、としている。

&３ 効率的・効果的な事業実施という点に関して、

港湾の開発に当たっては、地域の要請や貨物需要

の動向等を的確に把握し、港湾相互間の機能分担

や施設の拠点化を図る等して効率的な整備を行う、

としている。

&４ また、「透明性の向上」として、国民に対し、

港湾の役割等について積極的に PRするとともに、

計画の段階から開発の目的や効果等について明ら

かにするとともに、事業の実施に当たっては費用

対効果分析等の事業評価を実施し、その実施過程

について公表する等、透明性の向上に努める、と

記述された。

第"章「港湾機能の拠点的な配置と能力の強化」

においては、まず、「港湾取扱い貨物の見通し」（別

掲の「別表１、２」参照）を数字で示した上で、「国

際海上コンテナ輸送の拠点」として、中枢国際港湾、

中核国際港湾、地域の国際海上コンテナを取り扱う

港湾、の３つに分類している。中枢国際港湾は、広

域にわたる背後圏を持ち、我が国の国際海上コンテ

ナの大部分の輸送を担うもので、東京湾、伊勢湾、

大阪湾、北部九州の４地域に配置し、我が国の国際

海上輸送の拠点として、海外諸港との競争にも対応

するため、コンテナ専用の岸壁、高能率の荷役機械、

十分な奥行を有する荷捌き用地および所要の物流施

設を備えるとともに、フィーダー輸送との円滑な接

続を図る、としている。

第#章においては、航路の開発保全について拡幅

や増深を適切に実施することにより、海上交通の安

全性、効率性を確保するとされている。

第$章においては、良好な港湾環境の形成におけ

る自然と環境の保護などについて記述している。

第%章は「港湾相互間の連携の確保」と題して、

経済圏や生活圏、あるいは一つの海域を共有してい

る複数の港湾については、港湾相互間の連携の確保

が重要であるとして、連携を確保するため、港湾計

画の作成、港湾の利用、港湾の環境保全等に関して、
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国および関係する港湾管理者が相互に連絡調整する

体制を構築するとともに、関係者が協力してその対

応に取組むとしている。なお、各地域における港湾

相互間の連携の確保については、１０の地域ブロック

に分け（別掲「別表３」参照）役割分担についての

基本的な考え方等が示されている。

（注１）「基本方針」の根拠法である港湾法第３条の２

は次のとおりである。（アンダーライン部分が今回の改

正で追加された。）

〔港湾法第３条の２〕

◯１ 運輸大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開

発保全航路の開発に関する基本方針を定めなければ

ならない。

◯２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。

１）港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項

２）港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事

項

３）開発保全航路の配置その他開発に関する基本的

な事項

４）港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路

の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本

的な事項

５）経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接

な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する

基本的な事項

◯３ 基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用

及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果

すべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮して定め

るものとする。

◯４ 運輸大臣は、基本方針を定め、又は変更しようと

するときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、政

令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

◯５ 港湾管理者は、基本方針に関し、運輸大臣に対し、

意見を申し出ることが出来る。

（注２）２０００年１２月の港湾審議会答申「経済・社会の変

化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」にお

いて、２１世紀の港湾行政の進むべき方向として示された

４つの柱は次のようなものであった。

◯１ 全国的・広域的視点からの取組みの強化

◯２ 地域の主体的な取組みの強化

◯３ 環境の保全・創造のための取組みの強化

◯４ 港湾行政の透明性・効率性の向上

（注３）「港湾法の一部を改正する法律」は平成１２年３

月３１日に成立、公布、翌４月１日施行されたが、その５

つの柱は次のようなものであった。

◯１ 港湾の分類の定義の明確化

◯２ 港湾整備事業に対する国の負担割合の見直し

◯３ 港湾相互間の広域的な連携の確保に対する取組み

◯４ 環境施策の充実

◯５ 放置艇対策

（別表１） 港 湾 取 扱 貨 物 量 の 見 通 し

現 状 見 通 し

（１９９９年（注１）） ２０１０年 ２０１５年

国際海上コンテナ
１億７，２１８万フレートトン ２億８，０００万フレートトン ３億４，０００万フレートトン

１，１５５万TEU １，８００万TEU ２，２００万TEU

内貿複合一貫輸送

１１億２，３２４万フレートトン １３億２，０００万フレートトン １３億６，０００万フレートトン

２億１，２００万メトリックトン ２億２，６００万メトリックトン ２億４，０００万メトリックトン

２４０億メトリックトンキロ（注２） ２８０億メトリックトンキロ（注２） ２９０億メトリックトンキロ（注２）

（注１）内貿複合一貫輸送の現状は１９９５年の値である。
（注２）内貿複合一貫輸送のメトリックトンキロの値は、輸送量であり、港湾取扱量ではない。
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６・５ 水先関係

わが国の水先制度は１９４９年５月に施行された水先

法に基づいている。時代のニーズに応じた見直しが

行われてきたとはいえ、内外の情勢の変化により利

用者である内外船社や厳しい競争に晒される国内荷

主にとっては、特に水先料金水準および体系に対す

る不満が高まっている。

当協会はこれまで、複雑且つ不透明な水先料金体

系の改善を通じて、料金の適正化を図ることを念頭

において対応してきた。しかし、それらの協議は、

当事者である当協会!日本パイロット協会間に委ね

られていたことから困難を極め、料金改定の際に、

水先料収入の減収分を上積みする方法で部分的な改

善が行われてきたにすぎなかった。

しかし、１９９２年の水先料金改定時に当協会が提出

した要望を受けて、運輸省（現：国土交通省）もこ

れら協議に参画することになり、同年７月、「水先

料金問題検討委員会」が設置され、水先料金体系の

改善に向けた三者協議が開始された。同委員会にお

いては、船協!パ協それぞれが提出した１３項目につ

いて協議が行われ、１９９７年１０月開催の第１６回同委員

（別表２）国際海上コンテナ貨物量の見通し
（単位：万TEU）

現 状（１９９９年） 見通し（２０１０年）

中枢国際港湾合計
東 京 湾
伊 勢 湾
大 阪 湾
北 部 九 州

１，０３０
４６０
１６３
３２７
８０

１，５００
６００
２５０
５００
１５０

中核国際港湾合計 ７２ ２００

そ の 他 ５３ １００

総 合 計 １，１５５ １，８００

（別表３） 地 域 ブ ロ ッ ク 区 分

地域ブロック 該 当 す る 都 道 府 県

北海道地域 北海道

東 北 地 域 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関 東 地 域 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県

北 陸 地 域 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県

中 部 地 域 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近 畿 地 域 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中 国 地 域 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県（関門港に含まれる地域を除く）

四 国 地 域 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九 州 地 域 山口県（関門港に含まれる地域に限る）、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

沖 縄 地 域 沖縄県
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会において、「夜間割増の対象時間短縮」をはじめ

とする料金体系の一部改善について協議が整った。

なお、残された懸案項目については、引き続き同委

員会において検討することとされたが、その後は懸

案項目の検討は中断していた。

しかし、２０００年１１月に開催された海上安全船員教

育審議会 水先部会（部会長：加藤俊平東京理科大

学教授）において、新たに供用を開始する横浜港南

本牧埠頭の料金新設提案があったことから、これに

関連して、懸案項目の本格的な検討が再開された（６

・５・１参照）。

他方、規制緩和推進計画、経済審議会、行政改革

委員会等の指摘等、水先制度に大きな影響を及ぼす

諸般の情勢の変化に対応するため、１９９７年７月、運

輸大臣（現、国土交通大臣）は『今後の水先制度の

あり方』について、海上安全船員教育審議会（会長：

谷川久成蹊大学教授）に諮問を行った。これを受け

て、安教蕃 水先部会では下部機構として「水先区

の設置等に関する検討会」、「水先人の免許等に関す

る検討会」を別途設置し、前述の「水先料金問題検

討委員会」と併せて、三つの検討会でそれぞれの課

題について検討の深化を行った上で、結論がまとま

った事項から随時答申し、実施することとした。

これら３検討会での水先制度全般の抜本的な改革

に向けた審議が期待されているが、「水先区の設置

等に関する検討会」においては、港湾管理者からの

規制緩和要望を受けた強制水先区（神戸区・横浜区

・関門区）の対象船型の見直し（６・５・１参照）、

「水先人の免許等に関する検討会」においては水先

人の再教育訓練に主眼がおかれる等、現在までのと

ころそれぞれ限定的な検討に留っている。

２０００年度における水先関係の動向は以下のとおり

である。

６・５・１ 水先制度の見直し

１．「水先料金問題検討委員会」の検討

前述のとおり、水先料金体系の改善に向けて、水

先料金問題検討委員会（以下、検討委員会）が設置

され、１９９２年７月に第１回会合が開催された。本会

合の席上、当協会より、検討委員会においては、「夜

間割増制度の廃止」、「大型船二人乗りの見直し」、「乗

下船実費の取扱い」をはじめとする７項目を検討項

目として検討すべきであると提案したのに対し、日

本パイロット協会は「港内転錨料の改訂」、「多層甲

板船割増の見直し」等の６項目を提出した。検討の

結果、両協会から提出された合計１３項目について検

討することとして審議を開始した。

これまでのところ１９９７年１０月開催の第１６回検討委

員会において『夜間割増の対象時間短縮』をはじめ

とする見直しについて協議が整い、海上安全船員教

育審議会 水先部会（以下、水先部会）の答申を経

て、１９９８年４月よりこれらの見直しが実施された（船

協海運年報１９９８参照）。しかしながら、それ以降、

残された懸案項目（以下、懸案８項目。資料６―１０

参照）に関する検討は中断していた。

その後、２０００年２月に開催された第１８回検討委員

会で、懸案項目ではないものの、運輸省より提案の

あった「二人の水先人が交代で８時間以上引き続き

水先をする場合」の割増率の見直し（現行１００分の

１６０から１００分の１１０への引き下げ）が了承され、２０００

年３月より実施されている（船協海運年報２０００参照）。

また、２０００年１１月に開催された水先部会において、

運輸省より、新たに供用を開始する横浜港南本牧埠

頭の水先料金新設に関し概略次のとおり提案があっ

た。

港則法上、南本牧埠頭は京浜港横浜区第５区（以

下、横浜５区）に位置するが、現行の横浜５区の水

先料金をそのまま適用せず、低減された料金を新た

に設定する。

本件に関し、当協会は横浜５区内の既存バースと

の取り扱いに差が設けられることは不公平であると

し、善処方を強く働きかけた。その後、２００１年２月

に開催された第１９回検討委員会において、当局より

協議が中断している「懸案８項目」の検討を今後３

年を目途に取りまとめ、その中で横浜５区の問題も

６．港 湾 関 係

146 船協海運年報２００１



解決を図りたい旨の提案がなされ、当協会としても

これを了承した。

これを受けて、同年６月、第２０回検討委員会が開

催され、これまで中断していた「懸案８項目」の審

議が再開された。

同会議においては、「懸案８項目」のこれまでの

論点確認を行うとともに、概略次のとおり、今後の

検討委員会の進め方について取りまとめた。

&「懸案８項目」を中心として、今後３年間を目途

に検討を行う。

&検討に当たっては、港湾整備の進展等を踏まえた

水先料金体系の合理化を基本とする。

&検討期間が限られていることから、WGを設置し

て実質的な検討を行う。

&当協会ならびに日本パイロット協会双方の提示す

る次の優先順位に従い検討を進める。

［当協会］

!運航区分の割増料・嚮導距離の見直し、"大

型船２人乗り料金の見直し、#乗下船実費に係

る検討、$指定錨地の投抜錨料金の廃止、%冬

季割増料金制度の見直し

［日本パイロット協会］

!基本額と加算額の関係の見直し、"港内転錨

料金の見直し、#遠距離逓減制の是正

これを受けて、水先料金問題検討委員会WGの

実質的な検討が開始された。

〔資料６―１０〕 水先料金体系見直しに係る懸案８項目について

船協提出項目

１．運航区分の割増料・嚮導距離の見直し

! 運航区分の割増料

水先法施行規則第２３条第１項別表三中に「当分の

間」として、東京水先区及び東京湾水先区において

割増料金を課している区域、「当分の間」の表現は

ないものの割増が課されている区域等、割増の理由

が不明であるにもかかわらず、この措置が継続され

ている（１９５３年～）区域が散見される。

" 嚮導距離の見直し

横浜５区のように、水先法施行規則第２３条第１項

別表三中から計算される嚮導距離と実際の乗船地点

から計算される距離とが乖離している港が多いと思

われる。

２．大型船２人乗り料金の見直し

各水先人会の定める水先約款においては、大型船（各

水先人会において基準が異なる）の水先業務を行う場合、

安全を期するため二人乗りをさせることができる、と定

められている。この場合の水先料金は水先法施行規則第

２３条第１項第４号で７０％増しとされている。

３．乗下船実費に係る検討

実費の徴収基準は昭和２９年９月２２日の通達によって示

されているが、その後、設置された４ベイ水先区の足船

代はこの範囲を大きく逸脱して徴収されている。

４．指定錨地の投抜錨料金の廃止

内海および横須賀水先区において、港域内!外に指定

された錨地で投錨および抜錨行為を行った場合、水先法

には規定のない入!出港料金が徴収されている。

５．冬季割増料金制度の見直し

北海道～仙台湾、北海道～境の水先区については、水

先法施行規則第２３条第２項で、１２月１日～３月３１日まで

の間、水先をする場合には４０～１０％の割増が課されてい

る。

パ協提出項目

６．基本額と加算額の関係の見直し

１９９７年１０月開催の水先料金問題検討委員会において、

夜間割増の時間帯短縮減収分を補填するための方法とし

て、パ協より提出されている。

７．港内転錨料金の見直し

入出港料金と港内転錨料金の料率は同額であるが、入

出港業務に比べ転錨業務の方が操船行為が１回多いこと

から、技術料１回分の追加が要望されている。

８．遠距離逓減制の是正

内海の航行料金のうち、５５マイルを超える部分につい

ては、現行６８％に逓減されている。この逓減制を漸次廃

止すべきとの要望。
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２．「水先区の設定等に関する検討会」の検討

前述の通り、水先区の設定等に関する検討会（以

下、検討会）は、水先区、強制水先区の設定の見直

しおよび基準の策定等について検討を行うこととし

て発足した。これまでのところ、検討会においては、

神戸市をはじめとする３００総トン強制区である港湾

管理者からの強制対象船舶の見直し（トン数緩和）

を内容とする規制緩和要望について審議を行ってい

る。

現在までに取り上げた強制区は神戸区、横浜区お

よび関門区で、神戸港については、強制対象船舶を

３００G"T以上から１０，０００G"T以上へ（１９９８年７月実

施）、横浜港については、危険物積載船を除き、同

３，０００G"T以上への引き上げ（１９９９年７月実施）が

それぞれ認められ、今年度は関門区について審議が

行われている。

関門区は、現行、!関門水先区内の入出港船：３００

G"T以上、"通峡船：１０，０００G"T以上、の２種類の

強制体制がとられている。このうち、港湾管理者（北

九州市、下関市）からの規制緩和要望は経済的観点

から、入出港船に対する対象船舶の見直しを主旨と

するものであったが、同区内における海難事故が多

いことから、関門水先人会等の現地関係者の要望に

より、通峡船１０，０００G"T以上の見直し（対象トン数

の低減化）についても併せて審議することとされた。

本件に関しては、神戸・横浜区と同様に現地調査

結果を踏まえ、シミュレーションによる操船実験が

行われ、現在、鋭意審議が行われている。

６・６ 国際コンテナ諸問題への対応

６・６・１ ISO!TC１０４（貨物コン
テナ）に関する対応

$１ ISOの概要

ISO（International Organization for Standardiza-

tion：国際標準化機構）は、１９４７年に創立された全

世界的な非政府間機構（本部：ジュネーブ）であ

り、国際連合および関連国際機関ならびに国連専

門機関における諮問的地位を有している。

ISOには各国毎に代表的標準化機関１機関のみ

が参加可能であり、約１４０ヶ国の参加国から成り

立っている。製品やサービスの国際交流の容易化、

知的、科学的、経済的活動分野における国際間協

力の促進を目的とし、分野別に約１９０の専門委員

会（TC : Technical Committee）が設置され、審議

を行っている。（資料６―１１参照）

なお、わが国からは、閣議了解に基づき１９５２年

４月１５日以来「日本工業標準調査会（JISC : Japa-

nese Industrial Standards Committee）」（会長：山

本卓眞 富士通#名誉会長）が参画している。

JISCは、工業標準の制定（JIS規格）の制定に

係る審議・答申及び工業標準化の促進に関する答

申・建議を任務として、１９４９年工業標準化法の施

行と同時に設置された。１９９９年４月の中央省庁等

改革推進本部における審議会等の整理合理化に関

する指針に従い、同年７月の経済産業省設置法に

より、JISCは経済産業省に置かれる審議会とし

て位置付けられた。事務局業務は２００１年１月６日

以降、経済産業省産業技術環境局基準認証ユニッ

トが行っている。

$２ ISO!TC１０４（貨物コンテナ）の概要について

当協会は JISCの承認の下、ISOの中で１０４番目

に設置された専門委員会でである ISO!TC１０４の

国内審議団体事務局業務を引き受けている。TC

１０４は３３ヶ国の正式加盟国（いわゆるＰメンバー：

業務に積極的に参画し、規格投票に対する責務及

び可能な限り会議に参加するメンバー）および２２

ヶ国のオブザーバー加盟国（いわゆるＯメンバー：
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オブザーバーとして業務に参画するメンバー。意

見提出!会議出席の権利を有する）にて構成され、

貨物コンテナ、特に海上コンテナに関する専門用

語の定義、規格、仕様、試験方法および付番等に

関する標準化を審議している。

TC１０４の傘下には現在、３つの SC（Sub Com-

mittee 1, 2, 4）があり、さらにその下部組織とし

てWG（Working Group）がある。

!３ ISO!TC１０４における当協会の役割

当協会は１９９８年４月以降、ISO!TC（Technical

Committee）１０４（貨物コンテナ）にかかわる日本

国内審議団体事務局を行っており「日本船主協会

〔資料６ １１〕 国際標準化機構（ISO）機構図（２０００年１月現在）

出所：「ISO事業概要」国際標準化資料No．４２：国際標準化協議会事務局編

適合性評価委員会（CASCO）

発展途上国対策委員会（DEVCO）

情報システム及びサービス委員会（INFCO）

消費者政策委員会（COPOLCO）

※２００１年１月から廃止

ISO情報ネットワーク（ISONET）

国際標準化機構：International Organization for Standardization（ISO）

専門委員会（TC）１８７委員会

編 集 委 員 会

管 理 部 門

分科委員会（SC）５７２委員会

作業グループ（WG）２，０６３

アド・ホックグループ４５

総 会 年に１回開催
Ｇ．Ａ．(General Assembly)

理 事 会 理事国１８ヶ国
(Council) 年３回開催

技 術 管 理 評 議 会
(Technical Management Board)

日本代表委員
田中正躬
!日本化学工業協会専務理事

会員合計 １３７ヶ国（会員数は２０００年１０月現在）
うち正規会員 ９０ヶ国
通信会員 ３６ヶ国
購読会員 １１ヶ国

標準物質委員会（REMCO）

ISO!IEC 共同グループ

ＩＳＯ

合同専門委員会（JTC）１委員会

編集委員会（EC）

分科委員会（SC）１７委員会

（役員の構成）
会 長：Giacomo. Elias（任期１９９９～２０００）
副会長：青木 朗（JSA参与）

（任期１９９８～２００１）
R. Wraight（オーストラリア）

（任期２０００～２００１）

作業グループ（WG）７０

事務総長以下１６１人の職員で構成
（１８ヶ国から構成）

中 央 事 務 局
CS (Central Secretariat)

ＩＥＣ

日本代表委員
齋藤紘一
（"日本規格協会専務理事）
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ISOコンテナ委員会」（以下「当委員会」）にてそ

の審議がなされている。メンバーは、コンテナを

扱う当協会加盟船社３社を中心として、コンテナ

やコンテナ関連機器製造メーカーをはじめ、学識

経験者および関係省庁担当者から構成されている。

定例委員会は通常２ヶ月に１度開催され、ISO本

部や関連省庁、関係団体等からの意見照会、調査

協力、規格案投票＊等に対応している。

また、当委員会委員長は委員会を代表して JISC

物流技術専門委員会に参画し、工業標準に係る調

査審議に加わっている。

〔＊ISO規格書の刊行までには、新業務項目提案

（NP : New work item proposal）→作業原案（WD :

Working Draft）→委員会原案（CD : Committee

Draft）→国際規格案（DIS : Draft International

Standard）→最終国際規格案（FDIS : Final Draft

International Standard）の文書段階を経る必要が

あり、NP、CD、DIS、FDISの承認に関しては投票

が行われる。このうち、NP、CD、FDISに関して

は、当委員会が直接投票を行い、DISに関しては

当委員会意見を踏まえて JISCが投票を行う。〕

!４ ISO!TC１０４ならびにその傘下組織

（資料６―１２参照）

!５ TC１０４総会への対応

２０００年１０月１６日～２０日、ケープタウン（南アフリ

カ共和国）にて、TC１０４総会ならびに傘下 SC、WG

の会議が開催され、世界１６カ国代表、ICHICA、BIC

代表等約５０名が参加した。議長は TC１０４議長のM.

〔資料６ １２〕 ISO!TC１０４ 組織図

TC１０４
Freight Containers
事務局：米国規格協会（ANSI）

SC１
General purpose containers
（一般コンテナ）
事務局：フランス規格協会（AFNOR）

SC２
Specific purpose containers
（特殊コンテナ）
事務局：英国規格協会（BSI）

SC４
Identification and communication
事務局：ドイツ規格協会（DIN）

WG１
General cargo containers
（一般貨物コンテナ）
事務局：フランス規格協会（AFNOR）

WG２
Handling and securing
（コンテナ荷役方法と固縛方式）
事務局：スウェーデン規格協会（SIS）

WG３（Joint TC１０４!SC１ ＆ TC１１０!SC２ WG）
Freight container straddle carriers
（コンテナストラドルキャリア）
事務局：米国規格協会（ANSI）

WG１
Thermal containers
（冷凍冷蔵コンテナ）
事務局：英国規格協会（BSI）

WG４
Tank containers
（タンクコンテナ）
事務局：英国規格協会（BSI）

WG１
Visual markings and their coding
（マーキング及びコーディング）
事務局：フランス規格協会（AFNOR）

WG２
AEI for conatainers and conatainer related equipment
（コンテナ並びに同関連機器の自動認識装置）
事務局：シンガポール生産性標準会議（PSB）

WG３
Communication and terminology
（通信並びに用語法）
事務局：米国規格協会（ANSI）
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Bohlman氏（米国）が務めた。わが国からは、当委

員会郡山委員長（商船三井 定航部 部長代理）以

下委員計４名並びに事務局が参加した。

会議での決定事項は概ね以下のとおりである。

◯１ Vertical tandem lifting（コンテナの垂直２段

吊り上げ方式）［所掌：SC１、SC１!WG１］

#ツイストロックの Vertical loadは７５kNとし、

実入りコンテナについても行う。

#使用するラッチロックは片爪、両爪にかかわ

らず８００"以上の接触面積とする。

◯２ Double rack rail car operations（ダブルスタ

ックトレインの運用）［所掌：SC１、SC１!WG

１］

#さらにデータ収集を行った上で具体的審議を

行う。

◯３ Floor strength（床強度）［所掌：SC１、SC１

!WG１］

#一旦作業項目からの削除が報告されたが、英

国より床損傷が多発しておりデータ収集の必

要が提案され、WGにて引き続き検討を行う

こととした。

◯４ ISO３８７４：１９９７（Handling and securing）の

改訂［所掌：SC１、SC１!WG２］

#改訂第１版（DAM１）が承認され、同解説書

（Rationale）作業が進行中であることが報告

された。

◯５ CD１４８２９（Straddle carrier stability）の取り

扱い［所掌：SC１，SC１!WG３］

#TC１１０!SC２の受入を条件に標準化手続きを

進めることとした。

◯６ ISO１４９６（Specification and testing）関係荷

重伝達面規定の改定［所掌：SC１］

#シャーシー主桁に対する荷重伝達面の幅を

２５０mmから３５０mmに拡大する日本ならびに

デンマーク提案を、New Work Itemとして採

用することとした。

◯７ ISO１０３６８：１９９２（Freight thermal containers-

Remote condition monitoring）の定期見直し関

係［所掌：SC２、SC２!WG１］

#Remote monitoring devicesの中央登録を

RTE社ならびに YORK Refrigeration社に委

託することとした。

#一部フォーマット等に関する規格改訂ならび

にノイズに関する Annex新設に関し、２００１

年内を目標に作業を行うこととした。

◯８ タンクコンテナテスト方法の改訂

［所掌：SC２、SC２!WG４］

#今後、投票段階に移行することとした

◯９ 電子シール規格案（WD１８１８５）

［所掌：SC４、SC４!WG２］

以下の点を考慮に入れ、さらに規格開発を進

めることとする。

#基本性能はWD記載のとおり。

#Seal!Readerの周波数は共に単一とし、読み

取り範囲は５～１０mを想定する。

#規定周波数は３１５MHz、４３３MHz、９１５MHz、

２．４５GHzとする。

! CEDEXコード管理業務

#BICの賛成を得られれば、BICに委託するこ

ととした。

６・６・２ 国際貨物コンテナ所有者

コード管理業務について

上記 ISO６３４６（Freight containers!Coding, identifi-

cation and marking：コンテナの共通識別コードの

規格）では、コンテナの識別に必要な措置として所

有者コード等の付番を義務づけており、所有者コー

ドについては、その登録を国際登録機関である BIC

（Bureau International des Containers、本部：パリ）

に対して行わなければならない旨を定めている。

当協会では、ISOコンテナ委員会業務に関連して、

BICの日本の登録機関 NRO（National Register Or-

ganization）として日本でのコンテナコードの登録、

問合せの窓口を担当している。
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６・６・３ 背高海上コンテナ委員会

いわゆる背高海上コンテナ（長さ４０フィート、高

さ９フィート６インチ型）をわが国国内で輸送する

場合には、道路交通法等法規制の関係から、通行経

路を指定した上で警察庁、国土交通省より輸送許可

を受けることになっている。

各運送事業者から提出され、!全日本トラック協

会でとりまとめられた経路申請は、当協会が委員長

ならびに事務局を務める「背高海上コンテナ委員会」

の審議・承認を経て警察庁、国土交通省に提出され

る。

２０００年８月、２００１年２月に委員会が開催され、各

２々４４件、１９５件が申請された。なお１９８５年以降の通

行指定経路の申請件数ならびに指定件数は資料６―

１３のとおりであり、９６年以降の地方港におけるコン

テナ化に伴い申請数が激増している。

なお、以前事故が続発し、大きな問題となった許

可を得ずに背高海上コンテナを積載して運送を行う

ケースについては、全日本トラック協会によると、

現在八大港では９割近くのトラックが許可を得た上

で運行しており、状況は大幅に改善されつつあると

報告された。委員会の目的の第一に、「背高海上コ

ンテナの国内輸送に関し、交通の安全の確保のため、

官民共同で必要となる安全対策を検討し、推進する」

とあり、当委員会開催毎に注意喚起を行っているが、

今後も引き続き関係団体に安全の周知徹底を図るこ

ととしたい。

また、通行許可手続きの簡素化問題については、

今後少なくとも１年間は現行方式を継続し、事故が

再発しなければ警察庁に簡素化要望を行う方向で検

討を行うこととしている。

〔資料６－１３〕 背高（９’６”）海上コンテナ通行指定経路

通行指定申請数と指定件数の推移 ２００１年２月１４日現在

申 請
年 月

１９８５年 １９８６年 １９８７年 １９８８年

４ 月 ４～１１ ７!１８ ８!１６ ５!２５ ６!３０ ２!２５ ７!３１ ９!２１ ２!２ ７!１５ １２!１５

件 数 ２２ ４１ ３０４ １８９ ５４ ４０２ ５０ １４ ８３ ４６ ５８ ５７

指 定
年 月

６ 月 ９ 月 ６!２２ ８!２ １２!１１ ４!１ １１!１
１９８９年

３!１６

件 数 ２２ ４１ １７４ ４０ ２０７ ４３ １４ ７０ ３５ ３４ ３１

申 請
年 月

１９８９年 １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年 １９９５年 １９９６年

７!１４ １２!１４ ７!１６ １２!１４ ７!１５ １２!１６ ８!２４ ６!７ ２!２１ ５!８ ２!２８

件 数 ２９ ４０ ２５ ２３ ３４ ４３ ５２ ５２ ７１ ７６ １１３

指 定
年 月

１０!３１
１９９０年

３!２０ １０!３１
９１年

３!１２ １１!１２
９２年

３!２４ １２!２２ ９!２４ ８!２２ １０!１６ ７!１

件 数 ２１ ３０ ２１ １８ ２５ ３２ ３４ ２９ ４７ ５５ ８２

申 請
年 月

１９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年
合 計

２!２１ ５!１６ ３!３１ ７!１５ ３!１２ １０!２２ ４!７ ８!２２

件 数 １４０ ２ １２８ ７３ ２９１ １６３ ２４４ ２３１ ３，１５０

指 定
年 月

９!１９ ８!２８ １０!１４ ７!１５
２０００年

１!５ ８!１０ １２!２７

件 数 １０７ ６６ ５６ １６１ ９９ １５５ １４５ １，８９４

６．港 湾 関 係
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７・１ 首都圏第３空港問題

東京国際空港（羽田空港）は航空需要の増加から

２０１５年頃にはその能力の限界に達することが予測さ

れており、首都圏における将来の航空需要の増大に、

早急に対応することが課題となっている。

このため、運輸省航空局（当時）は、平成１２年９

月、首都圏第３空港調査の一環として、将来の首都

圏第３空港の複数候補地の抽出とその比較検討を行

うため、学識経験者、関係地方公共団体等からなる

「首都圏第３空港調査検討会（座長：中村英夫武蔵

工業大学教授、事務局：航空局）、資料７―１」（以

下、空港検討会）を設置した。

空港検討会は、平成１２年９月２６日に第１回会議を

開催し、平成１３年８月までに合計６回の会議を開催

している。これまでの検討においては、羽田空港の

再拡張が船舶航行・港湾への影響などの課題もある

が、既存施設の活用、アクセス等の旅客利便性の観

点から、他の候補地に比べて優位性があるため、再

拡張後の発着枠の余裕枠を活用して国際線を導入す

ることも視野に入れ優先して推進すること、また首

都圏の国際、国内航空需要が将来においても旺盛な

伸びを示すと考えられるため、羽田再拡張後の新た

な首都圏第３空港について引き続き検討し候補地の

絞り込みを行う必要があるとされている。

当協会は本件に関し、船舶の航行安全確保の観点

から、平成１２年１２月２６日、運輸省（当時）航空局長

をはじめとする関係者に対し要望書（資料７―２）

を提出するとともに、平成１３年１月２３日開催に開催

された第３回空港検討会に生田正治会長が特別メン

バーとして出席し、航行安全の重要性について説明

した。また、平成１３年３月、当協会の考え方に対す

る理解を得るため、パワーポイントを用いて視覚的

にわかりやすい資料を作成するとともに同内容のビ

デオを制作し、関係者に幅広く説明した。

第４回空港検討会（平成１３年３月２８日開催）より、

当協会から芦田昭充政策委員会副委員長が委員とし

て参画し（第６回空港検討会（平成１３年７月３１日開

催）からは小澤幸夫新政策委員会副委員長に交代）、

引き続き、海上航行の安全性について関係者の理解

を得るべく鋭意努力している。

このように当協会が航行安全の重要性について関

この章のポイント
・首都圏第３空港問題について、船舶の航行安全確保の
観点から、関係先に積極的な要望活動を展開。
・IMBによると２０００年の海賊事件発生件数は前年比５６
％増の４６９件。わが国はアジア各国へ海賊対策調査ミ
ッションを派遣するとともに、各国沿岸警備隊と合同
で連携訓練を実施。
・SOLAS条約の防火に関する第!－２章および航行の
安全に関する第"章が全面的に見直され、２００２年７月
１日より発効する見込みとなった。自動船舶識別装置
（AIS）や航海データ記録装置（VDR）など新たな機
器の搭載が強制化。VDRの現存貨物船への搭載につ
いては、引き続き IMOにおいて検討されている。

７ 海上安全対策

７・１ 首都圏第３空港問題

７・２ 海賊問題への対応

７・３ 海上交通安全対策

７・４ 船舶の安全運航対策

７・５ 貨物の積み付けおよび安全対策

７・６ 船舶の建造および保船、機関管理対策

７・７ 海上無線通信の改善
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係者に対し説明し広く理解を求めたことなどから、

空港検討会は、羽田空港の再拡張問題については船

舶航行の安全性に影響があるので別途調査検討会を

設置し検討する必要があるとし、このため国土交通

省は、平成１３年７月、海事関係者等を中心とした「東

京国際空港再拡張による船舶航行影響調査検討会

（座長：岩井聰東京商船大学名誉教授、事務局：航

空局から委託を受けた日本海難防止協会）、資料７

―３」（以下、航行影響調査会）を設置した。当協会

からは石田隆丸海務幹事会副幹事長が委員として参

画している。

航行影響調査会は、平成１３年中に合計４回の会議

を開催し、航行安全についての報告を取りまとめる

こととしており、８月までに２回（第１回：平成１３

年７月６日、第２回：平成１３年８月３日）の会議を

開催している。

一方、東京都は空港検討会の議論が羽田空港再拡

張を優先課題として位置付けていることを歓迎しつ

つも、中心に検討されている拡張案が都の提案する

現Ｃ滑走路に平行な滑走路を増設するものでなく、

国土交通省航空局が提案する現Ｂ滑走路に平行な滑

走路を増設するものであり、国交省の案は東京港の

港湾機能と港湾計画（ゴミ処理のための新海面処分

場）に大きな影響を与えると考えられることから同

案に強く反対しており、航行影響調査会の検討は円

滑に進んでいない状況にある。当協会は、羽田再拡

張が東京港に入出港する船舶の安全と港湾機能に大

きな影響を及ぼすと考えられることから、慎重な検

討を要望するとともに、海事関係者と協力して検討

会に対応している。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

〔資料７―１〕 首都圏第３空港調査検討委員会名簿（敬称略、五十音順）

座 長 中村 英夫 武蔵工業大学教授

副座長 谷川 久 成蹊大学名誉教授

副座長 森地 茂 東京大学教授

青山 ! 東京都副知事

磯部 雅彦 東京大学教授

猪口 邦子 上智大学教授

小澤 幸夫 "日本船主協会政策委員会副委員長

加藤 甫 !日本エアシステム常務取締役

白石 真澄 ニッセイ基礎研究所主任研究員

白戸 章雄 千葉県副知事

須田 ! 八戸工業大学教授

武田 茂夫 埼玉県副知事

立花 宏 "経済団体連合会常務理事

羽根田勝夫 日本航空!専務取締役

林 圭一郎 #航空保安協会顧問

東口 實 東京大学名誉教授

松田 英三 読売新聞社論説委員

松本 宏之 海上保安大学教授

水口 信雄 神奈川県副知事

諸橋 泰 全日本空輸!常務取締役

屋井 鉄雄 東京工業大学教授

山内 弘隆 一橋大学教授

太田 和博 専修大学助教授

（２００１年７月３１日現在）

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

〔資料７―２〕 平成１２年１２月２６日

運輸省航空局長 深 谷 憲 一 殿

社団法人 日本船主協会会長 生田 正治

首都圏第三空港問題ならびに羽田空港再拡張問題について

現在、わが国の首都圏における空港整備に関し、首都

圏第三空港を東京湾内に建設すること、あるいは羽田空

港の再拡張などが提案されておりますが、これについて、

海運業界として要望申し上げます。

もとより２１世紀を通じ、わが国が世界の主要国として

経済社会の安定的な発展を維持して行くためには、首都

圏空港を諸外国の主要空港に引けを取らないものに整備

することは不可欠であり、国民の生活基盤の整備の視点

７．海上安全対策
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からも極めて重要であります。

一方、東京湾は、わが国の中心である首都圏における

経済活動と国民生活を支えるエネルギー資源、工業原材

料および生活物資等を運ぶ海上輸送路としての重要な役

割を担っています。東京湾は外航コンテナ船の主要港で

ある東京港!横浜港を有し、この２港で年間延べ８，８００

隻（このうち東京港は３，６００隻）におよぶ外航コンテナ船

が入港し、コンテナバースにおける取扱いコンテナ数は

わが国最大で年間４９０万 TEU（このうち東京港は２７０万

TEU）となっています。また、小型船を含めた船舶の

延べ入港隻数をみると東京、横浜、千葉、川崎の主要４

港で年間約１９万２，０００隻（このうち東京港は３万５，０００隻）

に上り、これらの船舶による物資の安定輸送が経済発展

と国民生活の基盤となっております。

しかしながら、このように極めて重要な海上輸送路で

ある東京湾の現状は、湾内各地の埋立の進行や東京湾横

断道路の建設等により、船舶の安全航行の面から既にか

なり狭隘な状態にあります。これに加えて、東京湾内に

空港を新設し、あるいは拡張する場合は、多数の内外航

船舶の航行の安全が損なわれ、海難事故が生じれば、湾

内、場合によっては首都圏全体におよぶ環境被害を招き

かねず、物資の安定輸送にも重大な悪影響をおよぼすこ

とが危惧されます。さらに、台風などの気象"海象条件に

より大小の船舶が悪条件下で避難を余儀なくされるよう

な場合も想定して、安全が確保されなければなりません。

また、今後のわが国の経済発展や造船技術のイノベー

ションに伴なう、将来のさらなる船舶の大型化、輸送量

の増大も念頭に入れておく必要があります。

日本船主協会の重大関心事は国民経済上の必要物資の

安定輸送体制の整備・確立、そのための船舶航行の安全

の確保であります。従って、首都圏第三空港の候補地の

選定あるいは羽田空港の再拡張の是非の検討に際しては、

海上輸送の諸条件を現状よりも改善こそすれ、悪化させ

ないことを大前提とすべきであります。また、世紀を超

えて長期にわたりわが国の表玄関に相応しい、充分な容

量、機能かつ利便性を備えた空港としての適地を、必ず

しも海上に限定せず陸上も含め広く検討していくことが

必要と考えております。

さらに、空港の位置および構造を決定した後に事後的

に船舶航行への影響を検討するのではなく、空港の整備

計画を決定する以前に、湾内の船舶交通、港湾諸施設等

への影響、解決策の有無等について徹底的に見極めた上

で、具体的な空港整備の計画内容を決定して行く必要が

あります。

海運業界としては、海上輸送および東京湾の安全の見

地から上記につきまして重大な関心を有しており、貴局

におかれましては、この問題に適切にご対応賜わりたく、

宜しくお願い申し上げます。 以 上

同送付先：

運輸省海上交通局長 高橋 朋敬 殿

運 輸 省 港 湾 局 長 川島 毅 殿

海 上 保 安 庁 長 官 荒井 正吾 殿

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

〔資料７―３〕 東京国際空港再拡張による船舶航行影響調査会名簿

（順不同、敬称略）

学識経験者

座 長 岩井 聡 東京商船大学名誉教授

副座長 大津 皓平 東京商船大学教授（副学長）

井上 欣三 神戸商船大学教授（副学長）

松本 宏之 海上保安大学校教授

渡邊 豊 東京商船大学助教授

海事関係者

石田 隆丸 日本船主協会海務幹事会副幹事長

稲葉 ! 日本内航海運組合総連合会

宮永正二郎 日本旅客協会労海務部長

澤山 恵一 日本船長協会会長

相川 康明 外国船舶協会専務理事

山本 正徳 東京水先区水先人会会長

吉田 信彦 横須賀水先区水先人会会長

大河原明徳 東京湾水先区水先人会会長

邊見 正和 東京湾海難防止協会理事長

中澤 博巳 全国内航タンカー海運組合関東支部

河川安全対策小委員会委員長
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７・２ 海賊問題への対応

１．海賊事件の発生状況

"１ 世界における発生件数

国際商業会議所（ICC）の国際海事局（IMB）

がマレーシアのクアラルンプールに開設している

「海賊情報センター」の２０００年の年次報告によれ

ば、同センターに報告のあった全世界での発生件

数は未遂を含め４６９件で、１９９９年より約５６％の大

幅増加となった。

このうち１１９件（約２５％）がインドネシアで発生

している他、インドネシア、マレーシア、マラッ

カ海峡が全体の約半数を占めている。ハイジャッ

ク事件に関しては前年の１０件から６件と減少して

いるが、銃やナイフで武装する海賊は依然多く、

殺害を含む乗組員に対する暴行は４８０名と３年連

続同レベルとなっている。（資料７―４）

"２ 日本関係船の発生件数

一方、我が国外航海運事業者２１３社を対象に国

土交通省が調査した「２０００年に日本関係船舶が被

害を受けた海賊行為の状況」によると、２０００年の

発生件数は３１件となっており１９９９年が３９件であっ

たのに対して若干減少している。しかし、全体の

約７割がインドネシア周辺海域、マラッカ・シン

ガポールで発生しており、港内もしくは錨地にお

ける襲撃が約８割を占めている。（資料７－５）

２．当協会の対応

当協会は国土交通省外航課が中心となって設置す

る「外航船舶に係る窃盗・強盗対策検討会議」、「海

栗山 昴久 関東小型船安全協会会長

国土交通省

瀧口 敬二 海事局外航課長

鬼頭 平三 港湾局計画課長

石間 聡孝 関東運輸局運航部長

海上保安庁

黒田 晃敏 警備救難部航行安全課長

城野 功 第三管区海上保安本部警備救難部長

三木 馨 第三管区海上保安本部東京海上保安部長

東 京 都

甲斐 正彰 都市計画局航空政策担当部長

高野 一男 港湾局港湾整備部長

細川 泰廣 港湾局計画調整担当部長

川 崎 市

三好 友和 港湾局港湾振興部長

事 務 局（国土交通省）

黒川 和孝 航空局飛行場部管理課長

茨木 康男 航空局飛行場部計画課長

大根田秀明 航空局飛行場部計画課大都市圏空港計画

室長

坂場 正保 航空局管制保安部保安企画部長

藤田 武彦 関東地方整備局港湾空港部長

佐藤 浩孝 東京航空局飛行場部長

高岡 信 東京航空局保安部長

菅井 敦 東京航空局東京空港事務所保安部長

同 （!日本海難防止協会）

（２００１年８月３０日現在）

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

〔資料７―４〕 IMB（国際商業会議所の国際海事局）による２０００年年次報告書の概要

（イ）発生件数の推移

１９９０年代の前半は減少傾向を示したが、１９９５年以後は増加しており、１９９９年、２０００年では毎年約５割づつ増加して

いる（表１）
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（ロ）発生地域

インドネシア、マレーシア、マラッカ海峡、バングラデッシュ、インドで全体の６５％を占めている。（表２）

（ハ）襲撃時の船の状態

航行中の船舶が襲われるケースが多いのはマラッカ海峡。着岸中、錨泊中の襲撃が多いのがインドネシア、バング

ラデッシュである。（表３）

（ニ）襲撃の種類の推移

未遂事件が激増した他、実際に乗込まれたケースも引続き増加している。（表４）

（ホ）武装状況の変化

銃やナイフで武装した海賊が依然多い。（表５）

表１：発生件数

年 １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００

発 生 件 数 １０７ １０６ １０３ ９０ １８８ ２２８ ２４７ ２０２ ３００ ４６９

表２：発生地域

１９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００

東 南 ア ジ ア ８８ ６３ １６ ３８ ７１ １２４ ９２ ８９ １６１ ２４２

極 東 ７ ６９ ３２ ４７ １７ １９ １０ ６ ２０

印 度 亜 大 陸 １４ ５ ３ ３ ２４ ２６ ４０ ２２ ４５ ９３

南 北 ア メ リ カ ５ １１ ２１ ３１ ３６ ３５ ２８ ３９

ア フ リ カ ７ ６ ２１ ２５ ４６ ４１ ５５ ６８

そ の 他 ５ ３１ ３ ４ ５ １４ ５ ５ ７

年 間 計 １０７ １０６ １０３ ９０ １８８ ２２８ ２４７ ２０２ ３００ ４６９

表３：襲撃時の状況 ２０００年（ ）内は未遂事件

地 域 着 岸 中 錨 泊 中 航 行 中 不 明

東 南 ア ジ ア ２６（ １） ７６（２３） ５１（６４） １

極 東 ２ ５（ １） ５（ ６） １

印 度 亜 大 陸 １２（ ４） ５７（１１） ６（ ３）

ア メ リ カ １１ １５（ ２） ７（ ４）

ア フ リ カ １３ ２２（ ４） ５（２３） １

そ の 他 ２（ １） （ ４）

合 計 ６４（ ５） １７７（４２） ７４（１０４） ３

総 計 ３１８（１５１）

表４：襲撃の種類

襲撃の種類 １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００

侵 入 未 遂 ４ １８ ３３ ２２ ２７ ３６ １８ ２５ ４６ １４５

発 砲 ６ １６ ９ ６ ２４ １１ １２ ６

侵 入 １０１ ８０ ３６ ５４ １２９ １８０ １７４ １４５ ２２７ ３０９

ハ イ ジ ャ ッ ク １ １ ５ １２ ５ １７ １７ １０ ６

抑 留 ８ ６ １１ ８ ４ １ ２

不 明 １ １ １０ ３ １ ６ ４ １

合 計 １０７ １０６ １０３ ９０ １８８ ２２８ ２４７ ２０２ ３００ ４６９
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賊被害の防止対策の検討委員会」等、国内での検討

の場に積極的に参加し、政府を通じて関係国政府の

海賊防止対策の強化を要請する一方、会員船社に対

しては海賊対策国際会議以降も引続き機会あるごと

に自主警備策の一層の強化と事件が発生した場合に

は沿岸国に通報するよう求めた。また、IMB年次報

告書の概要、当協会加盟船社の被害状況等海賊に関

する情報をいち早く会員に周知し注意喚起に努めた

（ヘ）乗組員に対する暴行

１９９８年に殺された７８名は、フィリピン地域が２５名、南シナ海２３名。１９９９年は激減したが、２０００年は再び７２名と激増

した。なお、これにはフィリピン地域の４０名（１件：フェリー上のバスが爆破された事件によるもの）、イエメンの

１７名（１件：テロリストによる米国艦船への攻撃）が含まれている。（表６）

表５：武装状況

武 器 １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００

武 器 を 持 た ず ５９ ５５ ２８ ４６ ９７ １１７ １ ２ １ ３

銃 の 所 持 １ １８ ２９ １７ ３９ ３２ ７１ ４８ ５４ ５１

ナ イ フ を 所 持 ３ ７ １３ ９ ２３ ３１ ４０ ８５ １３２

そ の 他 の 武 器 ４２ ２９ ２ ６ ３４ ５４ ２４ １８ ２４ ４０

不 明 ５ ３５ ８ ９ ２ １２０ ９４ １３６ ２４３

合 計 １０７ １０６ １０３ ９０ １８８ ２２８ ２４７ ２０２ ３００ ４６９

表６：乗組員に対する暴行

１９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００

人 質 ３３ １８ ６ １１ ３２０ １９３ ４１９ ２４４ ４０２ ２０２

脅 迫 ３ ９ １ ８ ５９ ５６ １１９ ６８ ２１ ７２

暴 行 ２ １２ ４ ２ ９ ２３ ５８ ２２ ９

傷 害 ４ １６ ３ １０ ３ ９ ３１ ３７ ２４ ９９

殺 害 ３ ２６ ２６ ５１ ７８ ３ ７２

行 方 不 明 １ ２６

合 計 ４２ ５８ １４ ２９ ４１０ ２９３ ６４３ ４８５ ４７３ ４８０

〔資料７―５〕 日本関係船舶に係る海賊及び船舶に対する武装強盗等に関する調査結果

年
海賊行為
発生件数

（件）

負傷等
（うち
日本人）
（人）

発 生 海 域 別 運 航 区 分 海賊行為の類型別

東アジア（東南アジア）インド洋 アフリカ 南アメリカ その他 航行中 錨泊中
沖待中 着岸中 不 明 強盗等 窃盗等 不 明

８９ １ １ （ １） １

９０ ４ １（１） ４ （ ４） ３ １

９１ ８ ８ （ ８） ４ ３ １

９２ ７ ７ （ ７） ２ ４ １

９３ ２ １（１） １ （ ０） １ ２

９４ ８ ６ （ ６） １ １ ４ ４ ４ ４

９５ ８ １ ５ （ ２） １ ２ ２ ５ １ ２ ６

９６ １１ ２ １０ （ ８） １ ２ ６ ３ ２ ７ ２

９７ １８ １ １２ （１２） １ ２ ３ ５ ９ ４ ９ ９

９８ １９ １６（１） １４ （１４） １ ４ ６ ５ ６ ２ １２ ７

９９ ３９ １ ２８ （２７） ６ １ １ ３ ６ ２４ ８ １ １５ ２４

００ ３１ １ ２２ （２２） ５ ３ １ ５ １６ １０ １２ １８ １

計 １５６ ２３（３） １１８ （１１１） １５ ９ ７ ７ ４０ ７９ ３２ ５ ５６ ７５ ３

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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他、一般に対しても当協会のインターネットホーム

ページ上で情報提供することにより海賊問題に対す

る社会の理解を広げるよう努めた。

国際的には、アジアの特定海域において多発する

海賊事件は、アジア経済の発展と環境に脅威を与え

るものでありアジア全体の重要課題との認識に立ち、

アジア船主フォーラムにおいて、「モデルアクショ

ンプラン」に基づき自衛策の強化、通報の励行を各

傘下の船社に呼びかけるよう求めた。同フォーラム

は、沿岸国が海賊および武装強盗事犯を防止するた

めに必要かつ適切な対策をとること、事件の捜査協

力を行うこと、ローマ条約（注）等を批准し履行す

ること等を内容とする共同声明を取りまとめた。

また、当協会は、わが国政府からの協力要請に基

づき、IMOが実施することとなった第二段階の海

賊対策としてのフォローアップ調査等のプロジェク

トに要する資金について、今後ともわが国関係船舶

に対する海賊等の被害を防止するためにも、かつ、

航行安全の確保の見地から関係各国および国際機関

と協調しつつ海賊問題への対応に貢献していく必要

があると考え、必要経費の一部を負担した。なお本

プロジェクトに基づき第一回地域会合が２００１年３月

１５!１６日にシンガポールで開催され、当協会もこれ

に参加した。

（注）ローマ条約（別名ハイジャック防止条約：

１９８８年海洋航行の安全に対する不法な行為

の防止に関する条約

アジア、太平洋地域では日本、韓国、オ

ーストラリアの３国のみが批准）

３．我が国の対応

!１ 海賊対策国際会議以降のわが国の対応

◯１ ミッションの派遣

２０００年９月１９日～２６日にかけ外務省、海上保

安庁、運輸省（現国土交通省）および国際協力

事業団からなる海賊対策調査ミッションが、フ

ィリピン、マレーシア、シンガポール、インド

ネシアに派遣され、今後の海賊対策に関する地

域協力の進め方、２０００年４月に開催された海賊

対策国際会議のフォローアップ、わが国の協力

・支援策の提示および各国の要望等の聴取、お

よび連携パトロールに関し意見交換がなされた。

その結果、各国の対策にかける努力は窺えるも

のの内政問題、近隣諸国との関係、領土問題等

さまざまな障害があることが確認された。

◯２ 海賊被害の防止対策の検討委員会

国土交通省外航課は、今後の海賊対策におい

て具体的かつ現実的な対策について検討を進め

るためシンクタンク的位置付けとする“海賊被

害の防止対策の検討委員会”を設置し、当協会

を始め海運事業者の他、船舶保険、機器メーカ

ー等が参画し、２００１年３月１日および３１日に会

合をもった。本会合では、国際海事局（IMB）

およびインドネシア警備救難局から専門家を招

き意見交換を行った他、海賊行為の対象となっ

た船舶の航行環境、輸送状況など海賊事件発生

の背景や海賊対策機器および保険制度に関し、

調査することとした。

◯３ 官民連絡会議

わが国関係船がハイジャック事件に巻き込ま

れる等主として東南アジア海域において海賊事

犯が年々増加していることから、１９９９年７月に

設置された「外航船舶に係る窃盗・強盗対策検

討会議」が引続き開催された。同会議では、２０００

年９月に実施された海賊対策調査ミッション、

わが国関係船の被害調査の結果、外務省および

海上保安庁の今後の計画、各省庁および当協会

の対応状況の報告があり意見交換された。

◯４ 海上保安庁によるアジア各国との連携訓練

海上保安庁は、海賊対策国際会議において巡

視船の相互訪問、連携訓練の実施、専門家会合

の継続開催、海上犯罪取締りセミナーの開催等

を提案し、参加機関から支持を得たことから、

２０００年１１月８日インド・チェンナイ沖でインド

沿岸警備隊と、同月１５日にマレーシア・ポート

クラン沖でマレーシア王立警察海上警備隊との
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間で海賊取締りのための連携訓練を実施した。

また同年１１月１３日～１５日にかけ、マレーシア・

クアラルンプールにおいて関係国海上警備機関

の実務者レベルによる会合が開催された。

２００１年にも大型巡視船を派遣し、引続き関係

国との連携を深めていくこととされ、初回はシ

ンガポールに派遣した。なお、その航海の途上、

７月３０日南シナ海の公海上において当協会加盟

船社の運航船および陸上関係機関との間で、海

賊情報伝達訓練が実施された。

４．IMOの対応

IMOは、船舶に対する海賊および武装強盗が近

年増加し深刻化していることに鑑み、１９９８年１０月か

ら２０００年３月にかけて海賊等が頻繁に発生している

南米、東南アジア、西アフリカ、中東の４地域への

専門家の派遣およびセミナーの開催からなる海賊対

策プロジェクトを実施したが、２０００年１２月の海上安

全委員会において、本海賊対策プロジェクトが終了

した後も、その後の各地域の取組みを見極めること

が必要であるとして、◯１IMOが定めたガイドライ

ン等の実施状況、◯２実施するにあたっての障害があ

ればこれを取り除くための支援について調査するた

めの新たな評価・助言ミッションの派遣及び地域会

合を実施することとした。

IMOでは本プロジェクトによる第一回目の会合

を３月１５!１６日にシンガポールで開催し、各国の取

組み状況について報告を求めるとともに、海賊およ

び武装強盗の定義、関係当局の協力関係、地域協定

等について検討した。

また、事件の捜査と訴追のためのガイドラインの

必要性が１９９９年５月の IMO第７１回海上安全委員会

で合意された後、英国を議長国としてコレスポンデ

ィンググループが検討を重ねた結果、「船舶に対す

る海賊および武装強盗犯罪の捜査に関するコード」

が策定され、２００１年５月の第７４回海上安全委員会に

おいて採択された。

７・３ 海上交通安全対策

７・３・１ 海上交通安全対策

１．東京湾中ノ瀬航路の浚渫と第三海堡の撤去

東京湾口航路（浦賀水道および中ノ瀬航路）の整

備事業に関し、当協会を含む海事団体の強い要望が

実り、第三海堡の撤去および中ノ瀬航路の浚渫が

２０００年３月合意された（船協年報２０００年参照）。

同整備事業の事業期間は着工より７年間（資料７

―６、中ノ瀬航路浚渫については年間工事期間７ヶ

月）が予定されており、２０００年１２月に第三海堡撤去

工事が、翌２００１年２月より中ノ瀬航路の浚渫工事が

相次いで着工された。工事期間中は工事作業区域が

設定され海上保安庁告示により船舶の航行が規制さ

れる他、同期間中は可航水域が減少し、不測の事態

において避航動作に制約があるなど慎重な操船が求

められることから、第三管区海上保安本部では航行

船舶に対して航行警報のほかポスターの配布などを

通じて注意を喚起している。

２．海上ハイウェーネットワーク構想委員会

国土交通省港湾局、海事局および海上保安庁は、

海上ハイウェーネットワークの構築を今後の施策と

して掲げ検討に着手した。同構想は、海の ITS（高

度交通システム）、新交通体系の構築等のソフト施

策と、湾内航行のボトルネックを解消するため航路

の整備等のハード施策とを有機的に組み合わせるこ

とにより、船舶航行の安全性と海上輸送の効率性を

両立させ物流の効率化（資料７―７参照）を図るこ

７．海上安全対策
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〔資料７－３－１〕中ノ瀬航路浚渫計画 

中ノ瀬航路は、大型船が通行できるように水深23mまで浚渫するもので、1日200～300隻程度の船舶が航行
しているため、工事は下記の方法により実施される予定。 

とを目的としている。

海上保安庁では、同構想実現のため、当協会を含

む海事関係者で構成する委員会を２００１年４月に設置

し、東京湾をモデルケースとして◯１新しい交通体系

の構築に関する調査研究、◯２管制制御システムに関

する調査研究、◯３リスク・アセスメントに関する調

査研究を実施し、多岐にわたる課題を検討整理して、

システム構築に必要な法改正も視野に入れた検討を

行うとともに、より効率的な海上交通安全対策のサ

イクル構築及びネットワーク化を図るために◯４海上

インシデント・データバンクに関する調査研究に着

手し、２００４年度までに結果をまとめることとしてい

る。（資料７―８参照）

３．こませ網漁業安全対策

!１ こませ網漁業漁期中の安全対策

当該海域では古くより「こませ網」をはじめ各

種漁業が盛んであるが、海上交通安全法が施行さ

れた１９７３年より航路内での海域利用の競合問題が

発生し、今日に至るまで合理的な解決策が見出せ

ないでいる。

法律によって定められた航路・航法を遵守して

航行する船舶が、航路内で操業する漁船によって

航路が閉塞されることにより、衝突、座州、座礁

の危険に晒されている。航路が頻繁に閉塞される

盛漁期には内海水先人会による安全対策や海上保

安庁による指導等が実施されていることで、かろ

うじて社会問題に発展するような大きな事故がこ

れまで発生していないのが現状であり、大型船が

航路外航行を強いられた結果、原油流出などの大

事故が発生した場合、海洋環境、地域経済に与え

る影響は甚大であることから、抜本的な安全対策

の確立が要請されている。

このような状況から、当協会は引続き海事関係

６団体と協力して、瀬戸内海で行われる「こませ

網漁業」に対する同海域の船舶の航行安全対策に

ついて検討を行ない、航行安全対策として航路内

可航幅３００mの確保、保安庁船艇による監視と航

〔資料７―６〕 中ノ瀬航路浚渫計画

７．海上安全対策
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〔資料７―７〕

〔資料７―８〕 海上ハイウェイネットワーク構想委員会運営体制

総合調整委員会（総合委）
（委 員）
岩井聰東京商船大名誉教授 他 １３名

交通体系（体系委）
（委 員）
岩井聰東京商船大名誉教授 他 ２２名

管制制御システム委員会（管制委）
（委 員）
山田猛敏東京商船大教授 他 ２２名

リスク・アセスメント委員会（アセス委）
（委 員）
今井隼馬東京商船大教授 他 １８名

海上インシデント・データ・バンク委員会（インシデント委）
（委 員）
鈴木三郎神戸商船大教授 他 １８名

７．海上安全対策
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〔資料７―９〕 こませ網漁業による巨大船の退避状況（３月～８月）

航 路 閉 塞 回 数
（３００mm 未 満 ） 巨大船の避航回数

巨 大 船 の 通 行 隻 数
事 故 発 生 件 数

３月～８月 １ 日 平 均

昭 和 ５６ 年 ３９２ １４４ ２，７１５ １４．８ ４

昭 和 ５７ 年 ３４９ １０２ ２，５１５ １３．７ ２（１）

昭 和 ５８ 年 ２４３ ７７ ２，１８６ １１．９ １

昭 和 ５９ 年 ３５３ １１０ ２，６１０ １４．２ １

昭 和 ６０ 年 ４３３ ８８ ２，４８９ １３．５ ０

昭 和 ６１ 年 ３５２ ８７ ２，３０７ １２．５ ２

昭 和 ６２ 年 ３９６ １１５ ２，３５１ １２．８ ２

昭 和 ６３ 年 ３４１ ７７ ２，３８１ １２．９ ３

平 成 元 年 ３１６ １０４ ２，３００ １２．５ ３

平 成 ２ 年 ３３６ ８８ ２，２９９ １２．５ ３

平 成 ３ 年 ４２３ １３７ ２，４５０ １３．３ ２

平 成 ４ 年 ３７３ ８５ ２，３１５ １２．６ ４（１）

平 成 ５ 年 ４７１ １０９ ２，２９７ １２．５ １２（４）

平 成 ６ 年 ３６９ １１１ ２，２６０ １２．３ ２

平 成 ７ 年 ３３７ ９５ ２，３２２ １２．６ ２（１）

平 成 ８ 年 ４１１ １０２ ２，１２１ １１．５ ６（１）

平 成 ９ 年 ３６７ ８３ ２，１０９ １１．５ １

平 成 １０ 年 ２６９ ７６ １，９８７ １０．８ １０（２）

平 成 １１ 年 ３１８ ４８ １，８５９ １０．１ １（１）

平 成 １２ 年 ４０９ ９３ １，８１８ ９．９ ４

平 均 ３６３ ９６．６ ２，２８５ １２．４ ３．３（０．６）

注：巨大船の通航隻数は、各航路ごとに通航した隻数を合計した延べ隻数である。
（ ）内は巨大船に係る事故

７．海上安全対策

船協海運年報２００１ 163



行指導の徹底、情報の早期伝達、海上交通センタ

ーのレーダー局の新設を要望し、運航の困難性に

ついて広範な理解を得るため、海上保安庁、水産

庁、香川県、岡山県に対し陳情した。また、瀬戸

内海海上安全協会に設置された委員会および体験

乗船等を通じ、漁業関係者、荷主関係者および関

係官庁に対し船主意見の反映に努めた。

また、操業期（２月下旬～５月中旬）を通じ、

内海水先人会が作成した操業実態予想、いわゆる

「こませカレンダー」をもとに内海水先人会が策

定した航行安全対策が実施された。

!２ 航行実態と航行安全対策実績

イ）２０００年における航行実態

海上保安庁によるこませ網漁業による巨大船

の避航状況に関する調査によれば、２０００年の航

路閉塞回数（可航幅３００m未満）が４０９回と１９９９

年に比較し約３割増加した他、巨大船の避航回

数に関しては９３回と倍増しており航路外航行を

強いられる等、航行環境は悪化している。

（資料７―９参照）

一方、２０００年の「こませ網」漁業は比較的漁

獲量が多く、蝟集操業も数多く見られ、水先人

会による安全対策が終了した後も６日程、航路

内の操業があった。また、当協会は海事６団体

と協力し、安全対策の策定に資するため、「こ

ませ網」盛漁期間中に当該海域を航行した船長

からのアンケートによる実態調査を行っている

が、本調査結果でも、航行の困難度に改善が見

られなかった他、安全に運航できる可航幅につ

いては１９９９年と同様、３００m程度の確保を要望

する意見が多数あり、幸いにして事故の発生に

は至らなかったものの、状況は一向に改善され

ていない。

ロ）２００１年における航行安全対策の実績

２００１年は前年に比較し漁獲量が多かった上、

漁期が長期に亘ったことから、蝟集操業が多く

見られ困難な航行を強いられた。このため、内

海水先人会策定による航行安全対策も前年より

約１週間遅く５月２１日に終了した。

２００１年の操業期に実施された内海水先人会策

定による航行安全対策の実績は以下のとおりと

なっている。

備讃瀬戸における「こませ網」漁業

盛漁期間中の航行安全対策実績

（２００１年２月２１日～同５月２１日の９０日間……休漁

日１２日間と自主警戒配備対象外８日間を除く）

１．進路警戒船の自主配備

海上交通安全法の規定により進路警戒船を配備

することとされている全長２５０ｍ以上の巨大船を

除く巨大船（全長２００ｍ以上）の通航総数、およ

びそれら巨大船のうち当日の漁船の出航状況等か

ら進路警戒船を配備しなければ危険であると判断

されるため自主的に配備した数は以下のとおりで

あり、通航船３隻のうち１隻が自主配備を余儀な

くされた。

備讃瀬戸東航路航行船の進路警戒船、自主配備

隻数

・西 航 船 ４４隻（総数１５７隻）

〈１９９９年度３０隻、２０００年度３０隻〉

・東 航 船 ５３隻（総数１３５隻）

〈１９９９年度３８隻、２０００年度３４隻〉

・ 計 ９７隻（総数２９２隻）

〈１９９９年度６８隻、２０００年度６４隻〉

２．標識船、曳船配備

配備隻数２５隻（水島向け２０隻、福山向け５隻）

〈１９９９年１１隻、２０００年１１隻〉

３．深喫水船および大型危険物積載船の運航調整実

績

該当日１２日間で運航調整を実施した船舶数は把

握できず（但し、調整日に対象船舶１１隻が航行し

た。）

４．各港からの出港時間調整を要した船舶の隻数

水島港 １１隻、坂出港 ６隻、合計 １７隻

５．来島海峡を経由して西航した巨大船

１１隻 但し、当初からの計画で来島海峡を通過

７．海上安全対策
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した巨大船か否かは不明

６．こませ網に関連して発生した事故

０件

７・３・２ 海上交通法規の改正

１．友が島水道および豊後水道の夜間航行規制緩和

友が島水道および豊後水道では液化ガス船の夜間

航行が安全対策確約書に必ず記載すべしとの指導が

あるため実質的に禁止されていたが、２０００年９月、

効率運航等に配慮し、やむを得ない場合には進路警

戒船を配備することを条件に夜間航行が認められる

こととなった。本規制は大型油タンカーおよび２万

５千総トン以上の液化ガス船に提出が求められてい

た安全対策確約書の提出義務の廃止（２０００年９月）

に伴い、今後の安全確保の方策が検討された際に、

併せて見直しが図られたものである。

これにより、瀬戸内海等の揚荷バースで日没前に

荷役が終了した場合であっても、友が島水道または

豊後水道の通過時刻が日没後となるような場合には、

翌朝まで出港を待たねばならないという運航遅延が

解消されることになった。なお、LNG船について

は、安全対策に関し関係者間で協議され別途合意事

項として自主規制がある場合には原則としてこれを

継続することとなる。

２．東京湾に入湾する大型タンカーの受入最大船型

の見直し

運輸省（現：国土交通省）および海上保安庁は、

東京湾安全対策に係る省議決定（１９７０年）等に配慮

し、東京湾に入湾する油タンカーの最大船型を載貨

重量トン数２６万５０００トン未満としていたため、それ

以上の船型のタンカーは２６万５０００トン未満となるよ

う満載喫水線証書等を書き換える必要があった。パ

ナマ等の国籍船は当該船型に対応した満載喫水線証

書も保有しており短時間に書き換えが可能であるが、

日本籍船については都度証書の発行が必要となり手

続きが煩雑であった。２０００年７月、載貨重量トン数

証書に任意乾舷におけるトン数を裏書する制度が導

入されたことに伴い、２６万５０００トン以上の日本籍タ

ンカーを東京湾に入湾させる場合の手続きが大幅に

簡素化された（７・６・１参照）。

近年、船体構造の二重船穀化に伴い３０万トン級タ

ンカーが主力化しつつある中、東京湾においては依

然当該タンカーが満載状態で入湾することはできな

かったところから、東京湾内に受入施設を有する石

油業界より規制の緩和が要望され、２００１年２月に、

東京湾海難防止協会に当協会はじめ漁業関係者を含

めた「東京湾に入湾する大型タンカーの積量の増量

に係る安全対策検討会」が設置された。航行安全面、

防災面等から調査検討された結果、対象タンカーは

二重船穀構造に限定すること、喫水２１．０ｍ以内の範

囲とすること等を条件として増量が可能との結論が

導き出された。これを受け２００１年６月、京浜港東燃

扇島シーバースと京浜港川崎シーバースの最大船型

は３１．５万トンまでが認められることとなった。

なお、これらのバースを使用する３０万トン級タン

カーは、外国籍船にあっては証書類の書き換え、日

本籍船にあっては任意のトン数の裏書を行う必要が

なくなる。

３．IMO分離通航方式の設定等

２０００年１１月に開催された国際海事機関（IMO）の

第７３回海上安全委員会において、以下の分離通航方

式の改定・新設、強制船舶通報制度の導入等が採択

され、２００１年６月１日に発効した。

１）分離通航方式の設定および改定

!１ ペルー沿岸における分離通航方式（新設）

!２ 英国Humber川における分離通航方式（新設）

!３ アラスカ湾 Prince William Soundにおける分

離通航方式（改定）

２）仏 Casquets沖および周辺海域における新たな

強制船舶通報制度の導入

既存の Casquets沖分離通航帯をカバーする強

制船舶通報制度であり、３００G!T以上の船舶が対

象。
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３）IMO航路指定の改正

錨泊により海洋環境の破壊を招く惧れのある海

域を No anchoring area（錨泊禁止区域）として指

定し、原則としてすべての船舶の錨泊を禁止でき

ることとなった。

４）錨泊禁止区域の新設

上記航路指定の改正に伴い、メキシコ湾 Flower

Garden Banksが錨泊禁止区域に指定された。

７・４ 船舶の安全運航対策

７・４・１ 航海データ記録装置

（VDR）の搭載義務化

VDRは、航空機のボイスレコーダに相当するも

のであり、船舶の位置、船橋での音声、レーダ情報

等１５種類のデータを１２時間連続記録し海難が発生し

た場合の事故原因究明に活用し、再発防止対策に資

するものとして、国際海事機関（IMO）において船

舶への搭載が検討されていた。VDRは、船舶が沈

没した後の事故調査のための情報が全く得られない

状況において原因究明のために有効な装置であるが、

使用実績のない、しかも高額な設備であるうえ、船

舶の安全に直接寄与するものでないなど、費用対効

果の面からも設置を強制化することは時期尚早と考

えられる。

２０００年５月に開催された国際海事機関（IMO）第

７２回海上安全委員会（MSC７２）において、わが国は

新造の旅客船および Ro-Ro旅客船に搭載を限定す

べきであると主張したが、一方、欧米諸国は現存船

を含めすべての船種に適用すべしと主張した。その

結果、旅客船については現存船を含め全船、貨物船

については３０００GT以上の新造船に搭載義務を課す

暫定案が承認された。この結論を不服として、わが

国は留保することを表明し次回会合（MSC７３）に文

書を提出する旨発言したところ、米国もが同様に留

保を表明した。

その後、当協会は、EU（欧州連合）がエリカ号沈

没事故以後の安全強化策の一つとして EU域内に入

港する全船舶に VDRの搭載義務を課そうとしてい

ることや、現存貨物船への搭載には技術的困難が伴

うことから性能基準を軽減化すべきとの提案が欧州

域内でもあるなどの状況を踏まえた対応策を検討し

た結果、わが国の主張が受け入れられる可能性は極

めて小さいと判断されるため、新造船に限定するの

であれば貨物船への搭載は受け入れることとした。

２０００年１１月に開催された第７３回海上安全委員会

（MSC７３）では、現存貨物船への適用を強く主張

する欧米諸国とわが国を含めMSC７２の暫定案を支

持する国との間で意見が分かれ、両案とも採択する

に足る支持数を得られない状況であったことから、

妥協点として、MSC７２での暫定案を採択するとと

もに、現存貨物船への適用については今後の検討事

項とする決議書を採択することで決着が図られた。

同決議書は、現存貨物船への適用に関してその技術

的可能性、実用性、経済性等について航行安全小委

員会（NAV）等へ検討（フィージビリティースタデ

ィー）を要請するもので、２００４年１月１日までに結

論を出すことが求められた。

２００１年７月に開催された第４７回航行安全小委員会

（NAV４７）において、わが国は VDRの導入に積極

的な欧米諸国の主導で議論が進むことを懸念し、価

格を抑え広く搭載を図ることが海難事故の減少に寄

与するとの主張を展開し、すでに搭載が義務付けら

れることとなっている自動船舶識別装置（AIS）の

情報と船橋音声を記録することで海難事故の原因究

明が十分可能であること、データ記録部の保護カプ

セルについては浮揚式の非常用位置指示無線標識

（EPIRB）並みとすることで価格を抑えるのみなら
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ず事故後の回収の可能性を高めることを提案した。

審議の結果、我が国提案およびその考えは多くの

国から支持を得たが、一方で現段階でフィージビリ

ティースタディーを進めるには、データが十分でな

く、いかなる決定も時期尚早との意見もあり、また

２００４年の最終決定まで２回の会合があることから、

引続き２００２年７月に予定される次回の小委員会で審

議を継続することとなった。

７・４・２ 消防員装具の型式承認試

験基準の見直し

船舶は、海上人命安全条約（SOLAS）により、

主管庁が承認した消防員装具を備え置くことが義務

付けられている。現在、わが国が型式承認を与えて

いる消防員装具が海外の製品に比べ作業性が著しく

劣ること等、関係者から早急な改善が望まれていた

ことから、１９９９年度に日本舶用品検定協会に「消防

員装具（個人装具）の型式承認試験基準に関する調

査研究委員会」が設置され、２００１年３月型式承認基

準が全面改正された。

また、消防員の呼吸具についても、高圧化、軽量

化等の改善要望があったことおよび、新 SOLAS!

－２章によって、機関室等からの脱出のための非常

脱出用呼吸具（EEBD : Emergency Escape Breath-

ing Devices）の搭載義務が課せられ、新たな型式承

認基準を作成しなければならなくなったことから、

２０００年度に、同じく日本舶用品検定協会に「非常脱

出用呼吸具の型式承認試験基準の作成等に関する調

査研究検討会」が設置され、２００１年７月新基準が策

定された。

７・４・３ ポートステートコントロ

ール（PSC）

サブスタンダード船の排除のためには PSC（寄

港国による監督）が必要であるとして、多くの国で

PSC実施の体制が整備されつつある。また、その

実効性を高めるため、それぞれの地域において PSC

に関する覚書（Memorandum of Understanding）が

締結され、各国が協調した実施体制が組まれている。

欧州における「パリMOU」、アジア・太平洋地域に

おける「東京MOU」のほか、これまでに６つのMOU

（地中海、黒海、インド洋、ラテンアメリカ、カリ

ブ海、西・中央アフリカ）が設立されている。

各国では、効果的な点検の実施のため、ターゲッ

トシステムの採用や集中的な検査キャンペーンを実

施するなどしているが、２０００年におけるパリMOU、

東京MOUおよび米国コーストガード（USCG）の

活動の概要は以下のとおりである。

１．欧州におけるPSC（パリMOU）

欧州における PSCの標準化、協力体制の強化を

目的として、１９８２年に欧州１４カ国で締結された覚書

は、現在１９ヶ国（ベルギー、カナダ、クロアチア、

デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギ

リシャ、アイスランド、アイルランド、イタリア、

オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、

ロシア、スペイン、スウェーデン、英国）が加盟し

ており、入港船舶の情報をデータベース化し各国で

共有する体制が整備されている。２０００年に油タンカ

ーの構造に関しての検査キャンペーン（３ヶ月間）

が実施されたのに続き、２００１年には貨物の積み付け

に関して実施され、２００２年には ISMコードに関し

て実施される予定である。

２０００年は、前年比１１０隻増の１１，３５８隻の船舶に対

して１８，５５９件（前年比０．９％増）の検査が実施された。

拘留された船舶は前年比８０隻増の１，７６４隻、検査件

数に対する拘留率は９．５０％となった。１９９５年のピー

ク（１１．２１％）から１９９８年に９．０６％まで減少したが、

それ以降は微増傾向にある。船種別に見ると、拘留

船舶の約８割が一般乾貨物船であり、拘留率も唯一

平均を上回り突出している。（１２．８５％）

前回報告書に引き続き、過去３年間の拘留状況か

ら旗国のパフォーマンスをブラック!グレイ!ホワ

イトの３段階に評価するリストを掲載し、ブラック
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リスト掲載国の船舶に対しては優先的に PSCを実

施している。日本は検査９０回のうち拘留１で、前回

に続きホワイトリストに掲載され、パナマはブラッ

クリスト、リベリア籍はホワイトリストにそれぞれ

掲載されている。

指摘された欠陥の数は前年比１２％増の６７，７３５件と

なり、例年同様、救命設備、防火設備、航行安全お

よび安全一般に係るものが全体の５割以上を占める

が、SOLASおよびMARPOL条約に定める設備の操

作未習熟など operational requirementに関する欠陥

が昨年に比較し１４％増加しており、PSC検査官の

人的要因への関心が高いこと示している。

エリカ号事故に鑑み、２０００年には船齢１５年以上の

総トン数３０００トン以上のオイルタンカーに対し、構

造上および運用上の安全に関する集中キャンペーン

が実施（３ヶ月間）され、その結果、検査件数２０５

件のうち４７％で欠陥が発見され、２３隻が拘留された。

なお、パリMOUは、自身のデータベース SIRENAC

の情報を EQUASISへ提供することとし、PSCの結

果が関係者に入手可能となった。

２．アジア・太平洋地域におけるPSC（東京MOU）

アジア・太平洋地域においては、１９９３年に東京

MOUに１８ヶ国が署名し、現在１７ヶ国（豪州、カナ

ダ、中国、フィージー、香港、インドネシア、日本、

韓国、マレーシア、ニュージーランド、パプアニュ

ーギニア、フィリピン、ロシア、シンガポール、タ

イ、バヌアツ、ベトナム）が加盟している。

東京MOUでは、PSCに従事する検査官の能力お

よび監査方法の平準化が重要であるとして、１９９５年

から５年計画で PSC検査官を対象とした基礎的な

研修を日本において実施しており、この５年間に２１６

人が受講した。当該研修は２０００年以降も実施してい

くこととされ、当協会は、研修カリキュラムの中の

実船実習の実施について、引き続き協力した。

２０００年の総検査件数は前年比７．５％増の１６，０３４件

（域内航行船舶総数に対する検査率は６５％）となり、

このうち欠陥のあった船舶は１０，６２８隻、拘留された

船舶は１，１０１隻（前年比２．８％増（＋３０隻））に上っ

たが、総検査件数に対する拘留率は６．８７％となり、

２年連続して減少した。船種別では、一般乾貨物船

の拘留率は依然平均を大きく上回っている（１１．８８

％）ほか、昨年、最も低かった液化ガス運搬船の拘

留率は３．８１％に倍増し、RORO!コンテナ!自動車

船（３．６６％）を超えた。

指摘された欠陥数は、前年比１６．６％増の５８，４３５件、

救命設備、火災安全に係るもので全体の３５％を占め

た。

また、域内で実施された検査データを記録するデ

ータベース Asia‐Pacific Computerized Information

System（APCIS）の運用が２０００年１月１日より開始

された。加盟国間での検査データの共有により、検

査すべき船舶の絞り込みなど効率的な検査の実施に

役立てられる。

３．米国におけるPSC

米国は１９９４年より PSCの強化策として、重点的

に臨検を実施すべき船舶を識別するため、過去の

PSCの結果に応じて船主、運航者、旗国、船級協

会、PSC履歴、船種のカテゴリー毎に点数を付け、

PSCを選別的に実施している。現在、さらに効果

的な絞込みを行うため、そのカテゴリーに用船者を

含めることが検討されている。

また、２００１年１月１日より、良質な船舶に対して

PSCの検査頻度を少なくするなどのインセンティ

ブを与える目的で、船舶の旗国、船級、運航会社の

評価から判断する Qualship２１という制度が新たに

導入された。３月１日時点で３７９隻にその資格が与

えられているが、日本籍船は含まれていない。

２０００年の総検査件数は１１，７６７件で前年比２．０％増

であったが、寄港船隻数（入港回数ではない）は昨

年より０．５％増の７，６５７隻である。拘留された船舶は

１９３隻、寄港船隻数に対する拘留率は２．５２％となり、

１９９７年（５４７隻、７．１２％）から年々減少している。な

お、パナマ籍船は寄港船舶の２２％を占めているが、

拘留船では３４％に達している。
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指摘された欠陥では、ISMコードに係るものが

増加している。現在、ばら積み船、タンカー、旅客

船等に限定されている ISMコードの適用が、２００２

年７月１日以降すべての船種に拡大されるが、これ

に先立ち、２００２年１月１日より６ヶ月間、ISMコ

ード啓蒙キャンペーンを実施することとしている。

７・５ 貨物の積付けおよび安全運航対策

７・５・１ 危険物の運送

１．IMDG Code の強制化

第７３回MSCにおいて IMDG Codeを強制化する

ことが合意されたことをうけ、２００１年７月に開催さ

れた第６回 DSC小委員会において SOLAS条約第

VII章の改正案文が作成・合意された。これにより、

２００２年５月に開催予定の第７５回MSCにおける採択

を経て、２００４年１月１日に発効する見込みとなった。

IMDG Code第３１回改正はこれまでどおり２００３年

１月１日から非強制にて適用開始となるが、２００４年

１月１日からは強制適用となる。その後も同様に、

毎偶数年１月１日に改正 IMDG Codeが発効となる。

なお、改正 Codeの適用については改正 Codeの発

効前１年間は移行期間とされ、従来の Codeによら

ず新 Codeを適用してもよいこととされた。

２．国際海上危険物規程（IMDG Code）の第３０回

改正

IMDG Codeの様式を、危険物輸送のモデル規則

である「国連モデル規則」の様式と整合させるため、

IMDG Codeの第３０回改正において全面的な様式変

更が行われた。（船協海運年報２０００年参照）主な改

正点は次のとおりである。

!１ 危険物毎の各種要件（個別スケジュール）が、

一つの危険物リストに国連番号順にまとめられた。

!２ 容器の使用に関する規定が容器表に取りまとめ

られた。

!３ 各物質に適用される特別規定（Special Provi-

sions）が、危険物リストの第６欄に記載された。

!４ 少量危険物の制限量等が、危険物リストの第７

欄として記載された。

少量危険物とは、内装の一個一個の許容正味容

量・質量を少量に制限すること、および外装の総

質量を３０kg以下に制限することを条件に、容器

検査、標札、隔離等の免除規定が適用されている

組合せ容器の輸送物をいう。

!５ ポータブルタンク（容量が４５０リットルを超え

るタンク）に関する国連勧告の規定が追加された。

!６ EmS（危険物を運送する船舶の非常措置指針）

の引用番号が、危険物リストの第１５欄として記載

された。

!７ 引火性液体類（クラス３）の引火点による細区

分（クラス３．１、３．２、３．３）を取り止め、一

律にクラス３とされた。

!８ 危険物の危険性を表す標札について、当該危険

物の主危険を示す正標札と副次危険を示す副標札

の区別をなくし、副次危険を示す際にも正標札を

使用することとされた。

!９ 「酸類」等の各隔離グループ（＊）に該当する危

険物のリストが新設された。

（＊）隔離グループ：相互に危険な反応を起こす

貨物を隔離するため、同種の性状を有する危

険物を「酸類」等の各隔離グループに分類し

ている。

" 「教育訓練」の規定が新設された。

３．危険物船舶運送及び貯蔵規則等の改正

!１ 照射済核燃料等の運送要件の一部改正

INF Code（照射済核燃料コード）が２００１年１月
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１日より強制化されたこと、および、JCO事故（＊）

を踏まえ原子力災害対策特別措置法が制定される

等、国全体で原子力の安全体制および災害対策の

見直しが行われた結果、放射性物質等の海上輸送

についても原子力災害の予防対策および原子力災

害が発生した場合の対応体制の強化を図る必要性

が明らかとなったことから、放射性物質等を船舶

により運送する場合の要件が一部改正され、２００１

年１月１日より施行された。改正の概要は次のと

おりである。

（イ） 核分裂性輸送物（臨界という特異性を持つ

核燃料物質が収納された輸送物）を輸送する船

舶は、その輸送指数（輸送物の積載限度および

取扱いの目安をたてるための指数）にかかわら

ず運送方法について国土交通大臣の確認を要す

ることとされた。

（ロ） 以下の核燃料輸送物（核燃料物質等を輸送

容器に収納し輸送する状態としたもの）を輸送

する場合は、貨物の種類に応じた防災等の措置

を講じなければならないこととされた。

! BM型輸送物

" BU型輸送物

# 濃縮の核分裂性輸送物

$ 防護対象特定核燃料物質のうち区分１に該

当する放射性輸送物

% 一つの集貨（放射性輸送物等をまとめて積

載すること、それぞれの集貨の間隔が６ｍ未

満の場合は１個の集貨となる）の輸送指数が

５０を超える場合、または、一船に積載する集

貨の輸送指数の合計が２００を超える場合

また、照射済核燃料、プルトニウムまたは高

レベル廃棄物以外は、以下の防災等の措置を講

じなければならないこととされた。

! 災害対策緊急措置手引書の備付け

" 船内にある者が災害発生時の措置を行うた

めに必要な資機材等の備付け

（ハ） 国際航海に従事する照射済核燃料等を運送

する船舶に備えるべき証書の様式が規定された。

（＊）１９９９年９月に発生した茨城県東海村の核燃

料加工会社「ジェー・シー・オー（JCO）」

東海事業所における臨界事故。

!２ IAEA（＊）輸送規則の取入れに伴う改正

IAEA放射性物質安全輸送規則（１９９６年版）の

国内規則への取入れのため、国内の放射性輸送物

の輸送等に関する基準が一部改正され、２００１年７

月１日より施行された。改正の主要点は次のとお

りである。

（イ） 臨界安全性を管理するための指数が「臨界

安全指数」として新たに定義され、従来からの

「輸送指数」は放射線被ばくを管理するための

指数として再定義された。

（ロ） 六フッ化ウラン（UF６）を収納した放射性

輸送物に対して、上乗せした密封装置要件等が

課され、安全確認の対象に加えられた。

（＊）IAEA国際原子力機関 International Atomic

Energy Agency

!３ 国連番号の表示

国連番号の表示に関する規定が一部改正され、

２００１年７月１日より施行された。これまで危険物

を国際輸送する場合は危険物の容器または包装に

当該危険物の品名および国連番号を表示しなけれ

ばならなかったが、この国連番号について、その

数字の前に国連を表す「UN」の文字を付し「UN

○○○○」と表示することとされた。この規定は

全ての危険物に適用されるが、大型金属容器（容

量が４５０リットルを超える容器）およびコンテナ

には適用されない。

!４ IMDG Code第３０回改正に伴う国内規則の改正

IMDG Code第３０回改正をうけて、現在、危規

則および関連告示の改正作業が行われており、

２００２年１月１日より施行される予定である。改正

予定事項の概要は次のとおりである。

（イ） 個別スケジュールの様式改正

従来の危険物の分類毎に定めた告示別表第１

～第８が全面的に改正され、危険物を国連番号

順に列記した一つの表にまとめられる。また、
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少量危険物の規定もこの表に含められる。

（ロ）「等級」の導入

危険物の「等級（classification）」を危規則上

明確に規定する。なお、IMDG Code第３０回改

正において、引火性液体類（クラス３）の引火

点による細区分（クラス３．１、３．２、３．３）

が廃止されたが、現行規則においては引火点に

応じた運送要件の差を設けている部分が若干あ

るため、従来どおり、「低引火点引火性液体」、

「中引火点引火性液体」、「高引火点引火性液体」

の項目が残される。

（ハ） 正標札・副標札の様式の統一

IMDG Code第３０回改正において、正標札お

よび副標札の区別がなくなり、当該危険物の等

級（Class or division）および副次危険性（Sub-

sidiary risk（s））に基づき同一の様式の標札を貼

付することとされた。危規則においては「正標

札」および「副標札」の呼称のみ残されるが、

標札の様式は同一のものとされる。また、標札

の呼称が、従来のアルファベットによる呼称か

ら等級による呼称に変更される。

（ニ） 新しい小型容器の種類

新たな小型容器の種類として、鋼およびアル

ミニウム以外の材質のドラム（１Ｎ１および１

Ｎ２）が導入される。

（ホ） 危険物を収納したコンテナの表示

４，０００kgを超える単一危険物が収納され、当

該危険物以外の危険物が収納されていないコン

テナには、当該危険物の国連番号を表示するこ

とが義務付けられる。

（ヘ） UNタンクの導入

国連勧告の規定を満たしたタンク（UNタン

ク）の規定が導入された。従来の IMDG Code

の規定によるタンク（IMOタンク）は、２００２年

１２月３１日までに容器検査に合格したタンクのみ

２０１０年１２月３１日まで使用できることとされ、

２０１１年以降は UNタンクのみが使用できること

とされる。

４．部分的風雨密ハッチカバーを有するコンテナ船

における危険物の積載・隔離要件の検討

部分的風雨密ハッチカバーコンテナ船に適用する

各種要件は、IMOにおいては、復原性・満載喫水

線・漁船安全小委員会を中心に、防火小委員会およ

び危険物・固体貨物・コンテナ小委員会で、それぞ

れ復原性、固定式ガス消火装置のガスの量、および、

危険物の積載・隔離について継続審議されている。

危険物の積載・隔離要件については、オープント

ップコンテナ船と同一の要件とすることが提案され

ていたが、この場合危険物の積付けに際し非常に大

きな制約を受けることとなるため、第５回 DSC小

委員会において、日本より新たに適切な要件を策定

すべきである旨提案したところ各国の支持を得て、

第６回 DSC小委員会において審議されることにな

った。

当協会は、ハッチ間の隙間に起因する危険を管理

できることに加え、危険物の積付けスペースが最大

限確保されるよう、具体的要件案の検討を行い、日

本政府を通じ第６回 DSC小委員会に以下の３点を

趣旨とする提案を行った。

◯１ 原則として、在来型（風雨密ハッチカバーを

有する）コンテナ船に適用される積載・隔離要

件を準用すること。

◯２ 液体危険物を収納したコンテナを部分風雨密

ハッチカバー上に積載する場合には、当該ハッ

チカバー下の船倉が当該危険物に応じた防火要

件を満たしていること。

◯３ ハッチカバー間の隙間から一コンテナスペー

ス以内の鉛直線上については、隔離要件に関し

特別な制限が必要であること。

第６回 DSC小委員会では、日本提案に対し、フ

ランスから部分風雨密ハッチカバーを有する船倉の

防火要件については防火小委員会における審議内容

を考慮すべきこと、また、隔離要件についてはより

簡略化した要件が好ましいとのコメントがあった他

は具体案の提示がなく、また、数カ国より具体的要

件の策定の前にまず隙間に起因する危険性の評価を

７．海上安全対策

船協海運年報２００１ 171



十分行うべきとの意見が述べられた。その結果、時

間的制約もあり、次回会合（DSC７）までの間、通

信グループ（CG）を設置し検討を進め、次回会合に

て再度審議されることとなった。なお、わが国が CG

の Coordinatorを務めることとなった。

５．コンテナ・インスペクション・プログラム

欧米諸国では、１９８０年代半ばよりコンテナターミ

ナル等において危険物コンテナを開放し IMDG

Codeへの適合性を検査する「コンテナ・インスペ

クション・プログラム（CIP）」が実施されている。

その結果、多くの危険物コンテナが IMDG Codeに

違反していることが判明したため、IMOは加盟国

に対して CIPを実施し、その結果を報告するよう

要請している。

日本においても、１９９７年７月から関東運輸局で

CIPが開始され、現在、近畿運輸局（１９９８年４月開

始）および神戸海運監理部（１９９８年１０月開始）を加

えた３地方運輸局で CIPが実施されている。２０００

年８月までに５０６個の輸入危険物コンテナについて

検査が行われた結果、２００件（約４割）の違反が発

見されている。（資料７―１０参照）

また、日本政府は、危険物コンテナの安全確保に

ついての国際協力体制を構築するため、２０００年１０月

に米国、香港およびシンガポールを招き「海上危険

物コンテナの安全輸送に関する国際会議」を東京に

おいて開催した。同会議において、参加各国間の情

報交換の促進、および、他のアジア・太平洋諸国へ

の協力の働きかけ等に努力することが合意された。

特に米国との間においては、２０００年１０月２４日の「危

険物コンテナの検査に関する日米協力宣言」に基づ

き、日米両国で行われている危険物コンテナの検査

結果を相互に活用すること等の枠組みが構築され、

２００１年３月１日より運用が開始された。これにより、

日本から米国向けに輸出される危険物コンテナで危

規則に基づく収納検査が行われた場合には、当該コ

ンテナに特別な封印が施されることとなった。

６．国連危険物輸送専門家委員会

!１ 国連モデル規則 第１２改訂版

国連危険物輸送専門家委員会は、危険物の国際

的な安全輸送要件（危険物の定義、分類、容器お

〔資料７―１０〕 CIP 結果総括表

（１９９７年９月～２０００年８月）

項 目 個 数 割合（％）

調査したコンテナ ５０６ １００

違反のあったコンテナ ２００ ４０

（違反の内訳）
―コンテナの標識及び表示
―容器の標札及び表示
―運送書類
―容器及び包装
―コンテナ内の隔離、積載及び固縛
―危険物相互及び他の貨物との隔離
―安全承認板（CSC承認板）

１７４
６１
３
５８
１７
０
５

３４
１２
１
１１
３
０
１

仕 出 し 国 調査個数 違反個数 違反率（％）

ア メ リ カ ２３８ ６２ ２４

イ ギ リ ス １３ ６ ４６

イ ス ラ エ ル １９ ５ ２６

イ タ リ ア ５ ３ ６０

イ ン ド １ １ １００

オ ラ ン ダ １７ ８ ４７

カ ナ ダ １ ０ ０

韓 国 ３ １ ３３

タ イ １ １ １００

台 湾 ４ ４ １００

中 国 ８２ ６６ ８０

ド イ ツ １４ ２ １４

ブ ラ ジ ル １４ ９ ６４

フ ラ ン ス ２４ ８ ３３

ベ ル ギ ー １０ ３ ３０

ス ペ イ ン １ ０ ０

デ ン マ ー ク ６ ０ ０

シ ン ガ ポ ー ル ２０ １４ ７０

イ ン ド ネ シ ア ２ １ ５０

香 港 ３ ３ １００

ニュージーランド １ １ １００

マ レ ー シ ア １ ０ ０

不 明 ６ ２ ３３

計 ５０６ ２００ ４０
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よび包装等）についての検討を行っている。同委

員会で決定された輸送要件は、陸・海・空の各輸

送モードの国際運送基準や各国の国内規則のモデ

ル規則として勧告されている。海上輸送について

は、IMOにおいて国連モデル規則の内容を IMDG

Codeに取り入れており、国連モデル規則の改正

が直接 IMDG Codeの改正に影響を及ぼすことと

なる。同委員会の本委員会は２年に１回西暦遇数

年に開催され、この結果が国連勧告の改訂版とし

て、毎西暦奇数年に出版される。２０００年１２月４～

１３日にかけて開催された第２１回本委員会の結果は、

２００１年の第１２改訂版に含められる。今回の改正事

項には、日本から提案された次のものが含まれて

いる。

（イ） リチウム電池

リチウム電池のうち、小型のボタン電池やパ

ソコン等に内蔵されている電池は適用除外とす

べきとするわが国提案の趣旨が取り入れられた。

（ロ） 次亜塩素酸カルシウム

次亜塩素酸カルシウムのうち、水分が１０％を

超える物質を危険物リストに加える提案につい

て、すでに指定されている UN２８８０「次亜塩素

酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物

（水和物で水の含有量が５．５質量％以上１０質量％

以下のもの）」を「．．．．．．５．５質量％以上１６質量

％以下のもの」とすることによりカバーするこ

ととされた。

!２ 国連危険物輸送専門家委員会の再編

国連環境開発会議（UNCED）が、１９９２年６月

ブラジルのリオデジャネイロにおいて採択した

Agenda２１「持続可能な開発のための人類の行動

計画」には、第１９章として「有害かつ危険な製品

の不法な国際取り引きの防止を含む有害化学物質

の環境上適正な管理」が含まれている。これを実

行するため「化学品の分類、及び表示の世界的調

和システム（GHS : Global Harmonization of Sys-

tems of Classification and Labeling of Chemi-

cals）」に関し、国連危険物輸送専門家委員会、

OECD、ILO等の国連関係機関でそれぞれの分野

について検討された。GHSとは、有害化学物質

の分類、標札、情報システムを、製造、貯蔵、輸

送、販売、消費、廃棄等の全ての分野において世

界的に調和を図ろうとするものである。

国連経済社会理事会（ECOSOC）は、GHSの実

施機関として、国連危険物輸送専門家委員会を拡

大し「国連危険物輸送並びに化学品の分類及び標

札の世界的調和システム専門家委員会（CETDG

&GHS）」を設置し、この委員会の下部組織とし

て「危険物輸送専門家小委員会（SCETDG）」と

「世界的調和システム小委員会（SCEGHS）」を

設けることし、２００１年から下図の通り再編される

こととなった。

７・５・２ 固体ばら積み貨物の運送

１．固体ばら積み貨物の安全実施規則（BC Code）

の全面見直し

BC Code （Code of Safe Practice of Solid Bulk

Cargoes）は IMOが刊行する勧告であり、ばら積み

貨物の取り扱いに関する一般的注意事項（要件）、

各貨物の性質や運送上の注意、関係する試験法等が

規定されている。１９９９年２月に開催された IMO第

４回 DSC小委員会において、現在、付録Ａ（液状

化物質）、付録 B （化学的危険性を有する物質）、

付録 C （液状化物質でも化学的危険性を有する物

質でもない物質）および付録Ｅ（付録Ｂに記載され

ている物質に関する非常措置）に分けて記載されて

いる注意事項を一つの付録としてまとめた上で貨物

危 険 物 輸 送
専 門 家 小 委 員 会

経 済 社 会 理 事 会

国連危険物輸送並びに化学
品の分類及び標札の世界的
調和システム専門家委員会

世界的調和システム
小 委 員 会
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毎にページを分けるという書式の改正が合意された。

さらに、２０００年２月に開催された第５回 DSC小委

員会において、各貨物の情報を充実させるため、本

文を含めた BC Codeの全面見直しを行うことが合

意され、２００２年の作業完了を目標に見直し作業が行

われている。

２００１年７月に開催された第６回 DSC小委員会に

おいては、BC Codeの本文（Forwordから Section

１２まで）の Clear Textが作成され、２００２年９月に開

催予定の第７回 DSC小委員会において、貨物の個

別エントリー等を含む付録の審議を行い、改正案を

最終化することとなった。

７・５・３ ばら積み液体貨物の運送

１．有害液体物質の汚染分類の見直し

MARPOL条約附属書 IIには、有害液体物質の有

害性の程度に応じた汚染分類に従った各種輸送要件

が規定されている。この汚染分類を適正に行うため、

海洋汚染に関する専門家グループである GESAMP

（＊）により各物質の有害性に関する科学的評価が行

われている。その際に用いられる「有害性評価手順」

が、近年の研究の進歩等を考慮して１９９７年に改定さ

れた。現在、GESAMPでは改定された評価手順に

基づき、有害液体物質の有害性（ハザード・プロフ

ァイル；HP）の見直し作業を行っており、IBC Code

１７章および１８章に示される約６６０物質のうち、２０００

年１２月の時点で３３１物質（約５０％）の見直し作業を終

了し、残り約３００物質については２００３年までに完了

する見通しである。

現在、IMOばら積み液体及びガス小委員会（BLG）

において、上記 GESAMPの作業と並行して以下の

検討が行われている。

!１ 分類基準の見直し

GESAMPによるハザード・プロファイルの見

直しに伴い、有害液体物質の分類のための指針

（MARPOL条約附属書Ⅱ、付録Ⅰ）を改正する

必要がある。新たに見直されたハザード・プロフ

ァイルの解釈によっては、例えば、予備洗浄・陸

揚げが要求される A類の物質数が増加するなど、

現状の運航形態に大きな影響を与える可能性があ

るため、慎重な判断が必要である。

!２ 分類方法の見直し （３分類案および５分類案）

オランダ等により、規則の簡素化等を理由に分

類方法を現行の５分類法（Ａ!Ｂ!Ｃ!Ｄ類およ

び無害）から３分類法（Ｘ!Ｙ!Ｚ類）に変更す

るよう提案されている。分類法の変更は排出要件

等の変更を伴うため、船舶運航上大きな影響を与

えることが予想される。このため、日本は、現在

問題が指摘されていないにもかかわらず簡素化と

いう理由のみで分類方法を変更すべきではない旨

指摘し、５分類法を維持するよう主張している。

今後、新しいハザード・プロファイルに基づく汚

染分類の割当て作業が終了した時点で、その長所

・短所について総合的に評価され、決定されるこ

ととなる。

!３ 船型基準の見直し

GESAMP HPの見直しに伴う船型要件の基準

の見直しについては、汚染分類の見直し作業が完

了し、船舶運航に与える影響が総合的に判断でき

るようになるまで作業を開始しないことが合意さ

れている。審議の結果によっては、例えば現在有

害性が低い物質としてシングルハルタンカー

（Ship TypeⅢ）で輸送されている物質に対し、

ダブルハル（Ship TypeⅡ）の要件が課されるこ

とも考えられるため、慎重な判断が必要である。

（＊）GESAMP（The Joint Group of Experts on

the Scientific Aspects of Marine Environ-

mental Protection）海洋汚染について科学的

観点からの助言を行う専門家グループ。UN,

UNEP, FAO, UNESCO, IOC, WHO, WMO,

IMO, IAEA が支援するグループで、これら

の機関から推薦された専門家で構成される。
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７・６ 船舶の建造および保船、機関管理対策

７・６・１ 船舶検査等の改善

１．任意乾舷における載貨重量トン数の裏書

運輸省（現：国土交通省）および海上保安庁は、

東京湾安全対策に係る省議決定（１９７０年）等に配慮

し、東京湾に入湾する油タンカーの最大船型を載貨

重量トン数２６万５０００トン未満としており、船型の確

認を載貨重量トン数証書によって行っている。その

ため、２６万５０００重量トン以上のタンカーは、入湾前

に当該証書等を書き換える必要があった。

当協会は、予てより日本籍船の載貨重量トン数の

確認方法等の見直しを要望してきたが、特に最近は、

ダブルハルタンカーの世界的な標準サイズが２８万重

量トンから３０万重量トンになっており、載貨重量ト

ン数証書による確認が日本籍タンカーを使用する上

で障害にもなっていることを指摘したところ、運輸

省および海上保安庁が協議した結果、２０００年７月６

日、船主が希望する任意乾舷における載貨重量を載

貨重量トン数証書に裏書するとともに、その乾舷の

位置を船体に標示できることとなった。また、海上

保安庁は載貨重量トン数の確認は当該裏書により行

うこととしたため、日本籍タンカーの入湾にかかる

手続きが大幅に簡素化された。

２．石油備蓄法に基づくGPS精度鑑定の見直し

石油備蓄法では、本邦内（領海内）に存在するタ

ンカーも石油の保有場所として備蓄量に算入するこ

とを認めており、その条件の１つとして当該タンカ

ーに搭載される衛星航法装置（GPS）の性能維持の

確認（検査）が、船舶安全法に準じ２年に１回の頻

度で求められている。

一方、わが国においては、近代化船の認定基準に

GPSの搭載が盛り込まれているところから、船舶

検査において近代化船の認定を受けている場合には

その性能が検査されるが、外国船を含めその他の船

舶では検査対象となっていないため、石油備蓄法の

要件を満たすためには船級協会による GPSの精度

鑑定を別途受ける必要があった。

資源エネルギー庁は、１９９９年度の行政監察におけ

る検査の重複排除の指摘や船舶安全法における定期

検査の間隔が１９９７年に変更されたことなどから、

２０００年８月７日、従来の取扱いを見直し、以下を要

点とする改正を行った。

◯１ 従来２年に１回だった検査頻度を船舶安全法

に準じたものとする。具体的には３年に１回と

する。

◯２ 国際船級協会連合（IACS）加盟船級協会によ

る検査結果を受け入れる。

なお、SOLAS条約の改正により、２００２年７月１

日より GPSが義務設備となる予定（７・８参照）

であるところから、条約上の検査をもって性能の維

持が確認できることとなり、別途 GPSの精度鑑定

を受ける必要はなくなる。

７・６・２ 舶用燃料油対策

１．舶用燃料油規格への対応

舶用燃料油の唯一の国際規格として ISO８２１７が慣

用されている。

同規格は石油危機後、舶用燃料油の低質化が急速

に進行する状況の中で、機関メーカーが今後どの程

度まで低質化した燃料油に対応できるエンジンを開

発目標とすれば良いのかの指針のために、将来の究

極的な低質燃料油規格値として、石油業界が中心と

なって制定された舶用の機関とボイラーのための燃

料油規格である。

一方、国際燃焼機関会議（CIMAC）の「ディーゼ

ル機関の燃料油品質に関するリコメンデーション」
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（Recommendations regarding requirements for

heavy fuels for diesel engines）は ISOの燃料油規

格が成立したのとほぼ同時期に同様の趣旨で制定さ

れた。同リコメンデーションは主に機関製造者が機

関取扱説明書の中で使用推奨燃料油を記載すること

を意図しており、機関使用者が機関型式や燃料の前

処理に適した燃料の特定を容易にさせるものである。

ISOの規格に比べ幾つかの追加要件およびより厳し

い要件が盛込まれている。CIMACのリコメンデー

ションの範囲は全ての舶用機関と陸上用機関のため

のものである。

"１ 舶用燃料油規格 ISO８２１７の改訂

（イ） 改訂内容

舶用燃料油の国際規格（ISO８２１７）を審議して

いる国際標準化機構（ISO）!第２８技術委員会

（TC２８）!第４小委員会（SC４）!第６作業部

会（WG６）における、ISO８２１７第３版の改訂案

の検討は、２００１年４月の会合において、大筋の

審議を終了した。

近年、ISO!TC２８!SC４!WG６と CIMAC

“Heavy Fuel WG”は燃料油規格の検討のため

に相互に協力しており、CIMAC“Heavy Fuel

WG”が検討した技術基準の情報は、ISOへ送

付され、同WG６が ISOの性格に基づいて独

自に判断するという慣行が実施されている。

廃油混入問題に関して、日本は「混入禁止お

よび制限値を設定しない」との方針であったた

め、燃料油規格の基本的な技術検討を行ってい

る、CIMAC“Heavy Fuel WG”に対し、２００１年

４月に当協会から意見を提出したが、制限値を

設定しないことについては、受け入れられなか

った。同問題については、あらかじめ CIMAC

の同WGの検討結果が ISO８２１７へも取り込ま

れることとなっていたため、ISO８２１７における

廃油混入問題の規制は（CIMAC）の「ディーゼ

ル機関の燃料油品質に関するリコメンデーショ

ン」と同一のものとなった。（次項"２国際燃焼

機関会議（CIMAC）燃料油規格への対応を参

照）

ISO８２１７の第３版に関する検討は、WG６に

おいてほぼ最終化されたため、審議結果は委員

会原案（CD）として登録され、各国代表団体の

意見を取入れるための照会段階及び承認段階を

経て、２～３年のうちに国際規格として発効す

る見込みである。

合意されている主な改訂内容は以下のとおり

である。

! 残さ油中（RM級；Residual Marine）の硫

黄分の限度については IMOの規制値に合わ

せ５．０％から４．５％に下げる。

" 残さ油中の水分の限度を現在の１％から

０．５％に下げる。

# 燃料油の等級数（グレード）を減らすため

に、密度規定の無いボイラー用の残さ油のグ

レードや取引実績のないグレード（RMC１０、

RMH４５、RMK４５、RML４５、RML５５相当グレ

ード）を廃止する。等級数が１５から１０へ削減

される。

$ 粘度の分類については現在１００℃の粘度呼

称が使われているが、市場で多く使われてい

る５０℃の粘度呼称に戻す。

% 灰分の限度が現在０．２％になっているが、

これを０．１５％にする。

& 廃油の混入禁止については、本文中に規定

し、ANNEX“H”に ISOにおける検討の経緯

が情報として与えられた上に、さらに、規格

表中に「燃料は廃油を含んではならない。も

し、亜鉛３０ppm以上、リン１５ppm以上、カ

ルシウム３０ppm以上を同時に含んでいるも

のであれば、廃油を混入しているものと見な

す。」が加えられた。

' 残さ油において、低粘度の分類に関し密度

が引き下げられている。RMA１０が RMA３０お

よび RMB３０に名称変更され、RMA３０は密度

が９７５kg!!から９６０kg!!へ引き下げられ

ている。また、RMD１５は RMD８０へ名称変更
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され、密度が９８５kg!"から９８０kg!"へ引

き下げられている。

% 舶用燃料油中の酸価（Acid Number）の注

意については、ANNEX“J”へ情報として盛

込まれた。特に、全酸価が１０mg KOH!gを

超えるような場合には、酸価性物質の混入の

可能性が考えられるとの注意が記載された。

& さらに、ANNEX“F”「正確さの例示とテス

ト結果の解釈」、ANNEX“G”「船舶燃料油中

のナトリウムとバナジウム」が新たに情報と

して追加された。

' ISO８２１７の SCOPEに「燃料油を適切に前

処理することを前提としている」旨の文書を

盛込むこととなった。

（ロ） 課 題

各エンジンメーカーが共通に求めている機関

入り口性状の特徴的なことは、FCC（Fluid Cata-

lytic Cracking：流動接触分解）触媒含有量の

尺度となるアルミニウムとシリコンの総和を現

行 ISOの１!５（現行 ISO８２１７RHM５５、８０から

１６mg!kgへ）以下、バナジウムを現行 ISOの

１!４（現行 ISO８２１７RHM５５なら、６００から１５０

mg!kgへ）以下、硫黄分を３．５％（現行の５％

を３．５％へ）以下であることから、ISOの燃料

油規格のレベルはディーゼル機関信頼性確保の

ために全く不十分であると言える。したがって、

ユーザーとしては、１９９６年度に日本海事協会が

メーカーおよび船社と共同で取りまとめた舶用

燃料油の低質化対策指針の推奨性状を ISOの

燃料油規格へ、なんとか反映させたいと考えて

きた。

上記の改訂は、以下の諸点でこれまでユーザ

ー側が主張してきたレベルとの開きが残されて

いる。

! 灰 分

灰分を抑えることにより、ナトリウム、バ

ナジウム、アルミニウム、シリカ等の金属成

分含有率を落とし、結果的に燃焼残さ物に因

る障害を未然に防ぐことが可能になるが、残

さ油の灰分が０．２から０．１５％へ引き下げられ

たものの、ユーザー側は安全性を考慮し、０．０５

％まで引き下げることを主張していた。

" 硫黄分

硫黄分の上限値について、IMOの海洋汚

染防止条約（MARPOL条約）附属書!（大

気汚染に関する規定）に合わせ、４．５％へ引

き下げられたが、現実には硫黄分約３～３．５％

の燃料が流通している。

# 廃 油

廃油混入については、制限値が明記された。

制限値はある意味で許容値とも考えられるの

で、廃油混入が容認されかねない。

$ 水 分

燃料油に含有されるナトリウムは◯１原油中

に存在していたもの、◯２精製装置防食のため

に添加する水酸化ナトリウム、◯３海水（海水

中の塩分の約８割を塩化ナトリウムが占めて

いる）の混入等により含有されていると言わ

れており、高温腐食により排気弁の吹き抜け

や排気系の腐食を発生させたり、堆積物を増

加させることにより過給機・燃焼室の汚損や

サージングの原因となることから、水分が

０．５％へ切り下げられたがユーザー側は安全

性を考慮し、０．３％以下とするよう求めてい

た。

今回の改定でいくつかの改善が認められると

はいえ、基本的な問題は、ISO８２１７がエンジン

の安全を必ずしも担保するものではない点にあ

る。

本規格中にはエンジンの安全運転を目的とし

て規定したとの記述は無く、また殆どのエンジ

ンメーカーは、規格上限値の燃料油での運転は

できるとしながらも、長期間の使用に対する保

証はしていない（舶用燃料油の低質化対策指針

の推奨性状に近い性状の燃料油の使用を推奨し
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ている）。

世界共通で同一規格の燃料油購入ができるメ

リットは大きいが、ユーザーにとって最も重要

なテーマであるエンジンの安全に関するコンセ

プトを明確にしない限り、（あるいはエンジン

メーカーの賛同が得られない限り）、ISO８２１７に

対するユーザー側の評価は低いところに留まっ

ている。

"２ 国際燃焼機関会議（CIMAC）燃料油規格への対

応

２００１年の改訂を目指して CIMACの燃料油規格

が審議されている。CIMACの重質燃料油作業部

会（Heavy Fuel WG）において「ディーゼル機関

の燃料油品質に関するリコメンデーション」の技

術的な検討が行われている。

CIMACの重質燃料油作業部会（Heavy Fuel

WG）における２０００年度の検討状況は以下のとお

りである。

（イ） CIMACの燃料油規格

２０００年９月の CIMAC“Heavy Fuel WG”に

おいて、廃油混入問題を除き、これまでの審議

されてきた改正案について、基本的な修正は行

われなかった。

２００１年４月の CIMAC“Heavy Fuel WG”に

おいて、新規格の各章ごとの審議が行われ、次

を除き、基本的な修正は行われなかった。

# 舶用燃料マーケットにおける必要性が非常

に小さいという理由によって燃料グレードＣ

１０、H４５、K４５が削除され、残さ油の燃料グ

レードがこれまでの１３グレードから１０グレー

ドに削減された。

$ 廃油混入問題に関し、廃油混入禁止の文言

を規格書の本文の中に盛り込むべきとする日

本の主張は受け入れられたが、カルシウム

（Ca）、亜鉛（Zn）、リン（Ｇ）などのフィン

ガープリント・エレメントの上限値を明記し

ない方がよいとする日本提案は、この規格の

実効を減ずると判断された。

% 留出油および残さ油の推奨値として、IMO

のMARPOL条約附属書!が硫黄酸化物

（SOx）の排出を特別に規制している地域で

使用される燃料を念頭に入れ、低硫黄燃料（硫

黄分１．５％）のグレードを追加した。

また、日本からの留出油に対するセタン価制

限値を引き上げる提案については、次回の改訂

時に審議されることとなった。

（ロ） 廃油混入問題

規制する元素の上限を設けると、その上限値

までの混入を容認するかのように解釈される恐

れがあることを理由として、これまで日本は、

廃油混入には絶対反対するとともに、フィンガ

ープリント・エレメントの規制値を規格に入れ

ることに対して反対してきた。

２０００年９月の CIMAC“Heavy Fuel WG”に

おいて、フィンガープリント・エレメントとし

ては、Zn（亜鉛）、Ca（カルシウム）、P（リン）

の成分によって廃油混入の判定がより確実なも

のになるとして、最終的に Zn＞１５ppm、P＞１５

ppm、Ca＞３０ppmを同時に含有するものを廃

油混入の判定基準とすることになった。

規格表の注には、「燃料は廃油を含んではな

らない。もし、亜鉛３０ppm以上、リン１５ppm以

上、カルシウム３０ppm以上を同時に含んでい

るものであれば、廃油を混入しているものと見

なす。（The fuel shall be free of ULO The fuel

shall be deemed to contain ULO if simultane-

ously Zn＞１５ppm, P＞１５ppm, Ca＞３０ppm）の

文言を入れることになった。

これに対し、２００１年４月の CIMAC “Heavy

Fuel WG”へ当協会より次の意見書を提出した。

# 提案事項

◯１ 舶用燃料油に混入される廃油は廃潤滑油

（used lubricating oils）だけではないので表

現を「廃潤滑油、廃熱処理油、廃切削油、廃

電気絶縁油等の中古油（used oils such as

used lubricating oils, used heat-treating oils,
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used cutting oils, used electric insulation oils,

etc）」に代えること。

◯２ Ca, Zn, Pの制限値が不正確な仮定から決

められているので再考すること。

◯３ 燃料油の規格表から Ca, Zn, Pの制限値を

外し、Annex“H”の中に入れること。

◯４ 廃油混入の判断基準として Ca＞１０mg!kg,

Zn＞５mg!kgとすること。

◯５ 舶用燃料は原油、精製方法などの記録を付

けて供給すること。

" 質問事項

◯１ 廃油混入の根拠としている廃油確率が１％

であるとする根拠は何か、

◯２ 燃料油の供給地による成分の違いの理由は

何か。

しかしながら、２００１年４月のCIMAC“Heavy

Fuel WG”において、これらの提案の多くは、

これまでの審議の過程で議論されていて現時

点での変更は無理であり、また、舶用燃料の

出生に関する記録の添付を求めることは実行

が非常に困難であるとして、受け入れられな

かった。

また、２００１年４月の CIMAC“Heavy Fuel

WG”において、廃油サブグループのリーダ

ーから前回２０００年９月のWGで提出を求め

られていた Zn、P、および Caに関する統計

資料についての説明が行われた。廃油混入の

判断基準として用いられるこれらの金属分の

上限値を越える燃料の割合は、約１％前後で

あることが報告された。

（ハ） 前処理装置に関するリコメンデーション

の改訂

２００１年４月の CIMAC“Heavy Fuel WG”にお

いて、燃料前処理装置に対する設計指針（Rec-

ommendations concerning the Design of Heavy

Fuel Treatment Plants for Diesel Engines）の改

訂については、タイトルを「ディーゼル機関の

重油処理装置の背景設計及び運転（Back

ground Design and Operation of Heavy Fuel-

Treatment Plants for Diesel Engines）」とする

ことになった。

具体的な審議は会議時間の制約から２００１年１０

月の次回会合へ先送りされたが、担当委員が中

心になって通信（書面審議）による意見交換を

行い、次回の会議までに改定案を作り上げるこ

とになった。この改訂については日本からも多

くの提案を提出している。

（ニ） CIMACの燃料油規格最終案について

CIMACの燃料油規格最終案が２００１年８月に

回章されたが、不具合があり、２００１年１０月の CI-

MAC“Heavy Fuel WG”に対し、当協会および

日本舶用工業会より次の指摘を行った。石油メ

ーカー側の石油連盟は最終案に満足しているこ

とから特にコメントしなかった。

［当協会］

! リコメンデーション

◯１ 早急な見直し開始の提案

◯２ 歴史的背景の正確な記述の指摘

◯３ 合意事項の変更の指摘

◯４ CIMACの独自性の欠落

" 廃油問題（USED LUBRICATIONG OIL）

◯１ 廃油混入の上限値を決めることへの問題提

起

◯２ 制限値以下でも、廃油混入のケースの指摘

◯３ Recommendationでは混入防止を難しくす

るばかりでなく、混入を助長する懸念の指摘

◯４ 地域差の実態に関する情報開示の要望

◯５ よりエンジンに適したリコメンデーション

の要望

［日本舶用工業会］

◯１ 廃油混入反対

◯２ 廃油制限値を許容値と誤解されないような

修正

◯３ セタン価の修正

◯４ Al+Si、硫黄分、水分の修正

!３ 舶用燃料油検討会の解散

７．海上安全対策

船協海運年報２００１ 179



国内において、次の状況を改善するため、１９９７

年７月に石油連盟を事務局として、燃料ユーザー

（船主）、エンジンメーカー、造船所、石油業界等

の各代表からなる「舶用燃料油 ISO!JIS化検討

委員会」が１９９８年７月に設置された。

（イ） WTO!TBT条約（世界貿易機関!貿易の

技術的障害に関する協定）に関連し、通産省（工

業技術院）から、JIS規格は可能な限り ISO規

格と同等にするよう指導があった。

（ロ） 舶用燃料油の JIS規格は４０年来改訂が行わ

れず使用実態と乖離していた。

（ハ） 舶用燃料油の国際規格である ISO８２１７に規

定されているグレードによる取引が一般的であ

った。

（ニ） IMOにおいて舶用燃料油中の硫黄分規制

が審議されていた。

同委員会では、◯１ISO８２１７の JIS規格化、および、

◯２ISO８２１７の改訂案検討と我が国の意見の取りまと

めを検討すべく作業が進められた。JIS規格化につ

いては、ユーザー、エンジンメーカーおよび造船所

は ISO８２１７が船舶の安全を担保する規格ではないこ

とを理由に、この JIS規格化に反対したため、関係

者のコンセンサスが得られず、また反対者の意見を

押して JIS規格化する必要性無しとの工業技術院の

判断により、１９９８年３月に JIS化見送りが決定し、

同委員会も解散した。（「船協海運年報１９９８」参照）

しかしながら、ISO!TC２８!SC４!WG６におい

て ISO８２１７の改訂作業も進められていたことから、

同作業に対応するための国内委員会は依然として必

要であり、１９９９年８月に中立機関、燃料ユーザー、

エンジンメーカー、燃料生産者による「舶用燃料油

検討会」が設置された。

同検討会においても、日本の関係者の各代表が技

術基準の検討をしていたにもかかわらず、燃料生産

者と燃料ユーザー（船主、エンジンメーカー）側の

意見が常に平行線をたどり、ISO８２１７改訂の素案を

作成している同WG６に対しては、常に燃料生産者

と燃料ユーザー側で異なる意見を並行して提出して

いた。

このような状況において同検討会の運営に疑問が

呈され、また、２００１年には ISO８２１７の改訂作業を行

っている ISO!TC２８!SC４!WG６の作業が一応

整理できたことなどから、同検討会の解散が２００１年

６月に関係者間で合意された。

一方、CIMAC“Heavy Fuel WG”の日本の窓口で

ある日本内燃機関連合会は、日本マリンエンジニア

リング学会燃料潤滑油研究委員会に対し、CIMAC

“Heavy Fuel WG”の国内対応を長らく依頼してい

たが、業界の利害に結びつく検討を学会が行うこと

はなじまないという観点から、２００１年度以降同連合

会がその検討を引き戻すこととなった。

このような環境において、「舶用燃料油検討会」

と日本マリンエンジニアリング学会燃料潤滑油研究

委員会の CIMAC WG“Heavy Fuel”小委員会のメ

ンバー構成が類似していたことも重なり、CIMAC

“Heavy Fuel WG”の日本の窓口である日本内燃機

関連合会が舶用燃料の検討を一元的に取り扱うこと

についても、２００１年６月に関係者間で合意され、同

連合会を事務局とする委員会が発足する予定である。

今後、同委員会は基本的には CIMAC“Heavy Fuel

WG”の対応を図ることとなろうが、ISO８２１７に関

する案件も適宜対処することとなる。

２．舶用燃料油の燃焼特性と低速ディーゼル機関の

信頼性に関する調査研究

日本舶用工業会の舶用燃料油調査小委員会は、燃

料の燃焼障害に起因する舶用低速ディーゼル機関の

損傷を未然に防止するためには、燃料を使用する前

に障害発生の可能性を予測できることが望ましいと

の観点より、実船で使用されていた燃料をサンプリ

ングして、一般性状と燃焼特性を調査すると同時に、

機関シリンダライナ温度の変化をモニタリングして

両者の相関関係を解析し、その結果として、新しく

燃料の燃焼性を評価できる指標を確立し、加えて燃

料に起因する損傷を予測可能とすることを目的とす

る研究を１９９９年４月より２年計画で実施した。
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最近の舶用低速機関は、それ自身に着火遅れを補

償する機構を備えているものが多く、また、低速で

あるが故に着火遅れに対する許容度が大きいことも

相俟って、着火性そのものは燃焼障害にさほど影響

しないと考えられている。従って、燃料油に起因す

る障害としては、むしろ燃焼後期の後燃え火炎によ

るシリンダ油の熱劣化、過大蒸発等がもたらす油膜

切れが原因で生じると考えられているスカッフィン

グ現象が、その多くを占めている。

１９９９年度の研究では、機関に損傷を起こした燃料

の火炎について定容燃焼試験装置を用いて観察した

結果、障害との相関を説明しうる特異な現象が存在

する事が明らかになった。また示差熱分析法や FIA

（Fuel Ignition Analyser：燃料着火性試験器）によ

る燃料の着火特性も、特異なものとなることが判っ

た。

２０００年度の研究は、燃焼火炎を類別・整理し、「燃

焼に起因し低速ディーゼル機関に発生する障害」を

定量的に予測しうる手段を確立することを目的とし

たため、実際に異常を発生させた燃料油を採取し、

燃焼試験を行った。その結果、何れの方法であって

もリング・ライナに過大摩耗などの障害を生じる燃

料では、燃焼期間は長くなり、障害と燃料の燃焼性

とに相関のあることが証明された。なかでも、異常

燃焼を予測する手段、すなわち本研究の十分条件と

なり得る有効な試験方法としては、定容燃焼試験装

置を用いた「燃焼火炎分析試験」は、燃焼を可視化

し、特に燃焼後期の火炎の挙動そのものをより実機

に近い状態で詳細に把握できることから、精密な燃

料噴射機構により燃焼状況を時間と火炎の広がりの

視点から的確に捉え、主機の損傷に直接結びつく説

明が可能で、最も高いポテンシャルを有していると

見なせるとした。

今後、日本舶用工業会は「燃焼火炎分析試験」に

ついて燃焼性を評価するための有効な試験方法の第

一候補として ISOへ提案する構想を持っているが、

ISOへ提案するための課題として、試験法の精度等

を含んだ規格化や、資料サンプルの大きさや実機デ

ータの積み重ねについて、日本内燃機関連合会と協

議を進める方針である。

船主にとって燃料問題は機関管理において極めて

重要なテーマであるところから、当協会は、２ヵ年

を通して、燃料油のサンプルの収集・提供等に積極

的に協力した。

７・７ 海上無線通信の改善

７・７・１ 通信関係法規

１．無線従事者規則および関係告示等の改正

総務省は、無線従事者規則および関係告示等を改

正し、平成１３年６月２０日より公布・施行した。この

改正により、無線従事者国家試験等で海上通信資格

を取得する際に課されていた和文通話表（あさひの

ア、いろはのイ等）による電気通信術が試験科目か

ら削除されるとともに、外国政府が発給した一般通

信証明（GOC）または制限通信士証明（ROC）資格

を有する外国人を対象とした第三級海上無線通信士

（GOCに対応）資格または第一級海上特殊無線技士

（ROCに対応）資格を取得するための講習（養成課

程）を実施することも可能となった。

和文通話表の削除については、STCW９５に定める

経過措置の終了に伴い２００２年２月以降、船橋当直者

全員に無線通信規則（RR）に基づく ROC資格の所

持が課されることとなり、日本籍船に乗り組む外国

人航海士は、第一級海上特殊無線技士資格を取得し

なければならない。当協会は、和文通話表による試

験は外国人船員が資格取得する上で大きな障害とな

るとして、１９９９年１０月より規制緩和要望においてそ
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の廃止を強く求めてきたところであるが、同省は海

上において使用されている実態もほとんどないこと

等を勘案し、廃止することとした。

養成講習については、外国人船員に対する第一級

海上無線技士養成課程が、当協会の協力の下、"日

本無線協会の主催によりマニラにおいて実施され、

その結果、２００１年８月（第１回）に３８名、翌９月（第

２回）に７８名が講習を修了し、同資格を取得した。

２．無線従事者選（解）任届の提出の簡素化

無線局の免許人は、無線従事者の変更の都度、遅

滞なく無線従事者選（解）任届を提出する（電波法

第５１条）こととされ、特に近年は、第一級海上特殊

無線技士などの資格者が増え、変更の都度の届出は

事務的に非常に煩雑となっていた。

当協会は、規制緩和要望において届出の簡素化を

求めてきたが、総務省は、２００１年１月６日、陸上の比

較的大規模な無線局で運用されていた柔軟措置の適

用を拡大し、船舶局等においても同様に選（解）任

届の提出を簡素化することとした。これにより、選

（解）任届の提出は、無線局の定期検査の時など少

なくとも年１回、その時選任されている無線従事者

に係る選（解）任届を提出すればよいこととなった。

７・７・２ 短波 FAX放送の継続

短波 FAX放送は、共同通信社によるニュース、

航行警報等の情報や気象庁による気象海象情報、台

風情報などのほか、自治省による洋上投票に係る情

報が、NTT名崎送信所（栃木県小山）を通じ洋上の

船舶へ放送されている。同送信所を運営する NTT

コミュニケーションズ!は、送信所経営の悪化から

２００２年に廃局する方針を打ち出したが、船舶放送の

公共性に鑑み、また、適当な代替方策もないことな

どから、同送信所を存続させる方向で検討を進めて

いる。

しかし、同社は、業務を継続するためには、老朽

化した送信所設備を更新していく必要があるとして

おり、新たな設備投資の購読料への影響について、

今後注視していく必要がある。

なお、共同通信社は、欧州等においても良好に受

信できるよう、シンガポールの通信会社と契約し放

送を中継していたが、同社の短波事業からの撤退の

意向により、２００２年４月以降はペナン（マレーシア）

において中継放送を継続することとしている。中継

波は、周波数は変更されるが、従来どおり２波によ

り運用される予定である。

７・７・３ 海上通信の高度化

郵政省（現：総務省）は、２０００年４月、「海上通信

の高度化に関する研究会」（座長：鈴木 努 日本

工業大学電気電子工学科教授）を設置し、船舶の航

行の安全、物流の効率化等に資するための海上通信

の高度化方策について検討した。

陸上では携帯電話等の爆発的普及やインターネッ

ト利用の拡大など、デジタル化、ネットワーク化、

マルチメディア化、パーソナル化の進展が顕著であ

るのに対して、海上通信においては、利用されてい

る各種システムの多くは未だアナログ中心のシステ

ムであるなど、通信の高度化が遅れているのが実情

である。同研究会では、こうした情報通信分野にお

ける格差―いわゆるデジタルデバイドを解消する視

点から、船舶の航行安全、海上輸送の効率化、海上

生活の快適化などにおける諸問題について検討し、

概略以下を内容とする提言を取りまとめた。

１．海上通信システムのデジタル化の推進

#１ 中短波、短波帯の通信システムのデジタル化に

よる高速化および高信頼化の推進

#２ インターネット接続等によるネットワーク化お

よびマルチメディア化の推進

２．高度海上交通システム（海の ITS）の構築

#１ 通信システムのデジタル化をはじめとした高度

情報通信技術（IT）を活用した船舶交通の安全性
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の向上と海上物流の効率化等を目的とする高度海

上交通システム（海の ITS）の構築

３．小型船舶に適した通信システムの実現

$１ 主流となっている漁業無線システム （２７MHz）

のデジタル化の研究

$２ プレジャーボート等で利用可能なデジタル

VHF等の検討

$３ 海中転落事故等の被害を最小限にするための対

策

４．遭難安全通信体制の充実強化

$１ 衛星 EPIRB（非常用位置指示無線標識）等に

よる遭難呼出の誤発射への対応

$２ GMDSS設備非搭載船舶に対する救助機関との

連絡手段の確立等への対応

$３ 小型船舶の利用者が手軽に携帯でき、海上にお

いて遭難安全通信に使用できる新システムの開発

５．各種アプリケーションの普及促進（漁業用デー

タ伝送システム、教育・医療システム、洋上投票

システム等）

このうち「海上通信システムのデジタル化」につ

いては、現在の衛星通信と同様のパフォーマンスを

より安価な通信料金で利用できることが期待され、

郵政省は、これに関する調査・研究を２００１年～２００３

年度の事業として実施することとしている。

７・８ 海上人命安全条約等の改正

１．SOLAS条約２０００年改正

２０００年５月に開催された IMO第７２回海上安全委

員会（MSC）において、次の条約改正が採択され、

２００２年１月１日より発効する予定となった。

$１ ヘリコプター着船区域の設置（第"章２８．２規則）

１９９５年の第３回 SOLAS条約締約政府会議にお

いて、１９９９年７月以降建造される長さ１３０m以上

の旅客船にヘリコプター着船区域の設置を義務付

けることが採択され、１９９９年７月より発効されて

いる。しかしその後、総合的安全評価（FSA）を

用いた検討の結果、費用対効果の観点から同区域

の設置を非 RORO旅客船に求めることは不適当

として、RORO旅客船のみに適用されるよう条

約が改正された。

$２ 証書の様式の変更（付録）

SOLAS条約第#章が適用されるばら積み貨物

船を証書上明確にするため、貨物船安全構造証書

（SC）、貨物船安全設備証書（SE）および貨物船

安全証書の様式中、「船舶の種類」の記載に「ば

ら積み貨物船」を追加した。

また、２０００年１２月に開催された IMO第７３回

MSCにおいて、次の条約改正が採択され、２００２

年７月１日より発効する予定となった。

$３ 第!・２章（防火、火災探知、消火）の全面改正

現行!・２章の規定が、度重なる改正により複

雑かつ仕様的であることから、同章の整理、機能

要件化の推進、操作要件の導入および新技術の評

価を可能にする規則体系化を図るため、総合的見

直しが行われた。新!・２章は原則として新造船

に適用されるが、以下の要件は既存船にも適用さ

れる。

◯１ 以下の新設要件

・Ａ類機関区域の固定式局所用消火装置の設置

（２０００GT以上の旅客船）

・深油鍋調理器具用の消火装置等の設置

・非常脱出用呼吸具（EEBD）の備付け

◯２ 操作要件（保守計画書、訓練手引書、火災安

全操作ブックレットの備付け等）

７．海上安全対策
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◯３ タンカーのポンプルームに求められる規則の

一部

#４ 第"章（航行の安全）の全面改正

航行設備の設置基準、航海の安全に関する措置

等を規定する第"章について、設置基準の機能要

件化を図るなどの全面的な見直しが行われた（資

料７―１１参照）。それにより、自動操舵装置や以

下の設備などの新規設備の追加や、第２レーダー

（１０，０００トン以上→３，０００トン以上）、船速距離計

（５００トン以上→３００トン以上）などの搭載要件の

拡大が図られたほか、紙海図に代え電子海図

（ECDIS）のみの搭載も認められることとなった。

改正規則は２００２年７月１日以降の建造船より適

用されるが、以下の新規設備については現存船に

も適用される。

（イ） 自動船舶識別システム（AIS : Automatic

Identification System）（第"章１９規則）

AISは、船舶の船名、位置、速力および針路

等の情報を、陸岸局および他船へ自動的に送信

し、輻輳海域での海上交通管制や船舶の衝突回

避に役立てるためのシステムであり、国際航海

に従事する総トン数３００トン以上の船舶、国際

航海に従事しない総トン数５００トン以上の船舶

およびすべての旅客船に対し、以下のとおり段

階的に搭載が義務付けられることとなった。

１ ２００２年７月１日以降に建造された船舶

２ ２００２年７月１日以前に建造された国際航海

に従事する船舶は、

２．１ 旅客船については２００３年７月１日まで

２．２ タンカーについては２００３年７月１日以降

の最初の安全設備証書の検査時まで

２．３ タンカー、旅客船を除く総トン数５０，０００

トン以上の船舶は２００４年７月１日まで

２．４ タンカー、旅客船を除く総トン数１０，０００

トン以上、５０，０００トン未満の船舶は２００５年７

月１日まで

２．５ タンカー、旅客船を除く総トン数３，０００ト

ン以上、１０，０００トン未満の船舶は２００６年７月

１日まで

２．６ タンカー、旅客船を除く総トン数３００トン

以上、３，０００トン未満の船舶は２００７年７月１

日まで

３ ２００２年７月１日以前に建造された国際航海

に従事しない船舶は２００８年７月１日まで

（ロ） 航海データ記録装置（VDR : Voyage Data

Recorder）（第"章２０規則）

VDRは、海難事故の原因を究明するため、

船舶の針路、速力および船橋での会話等１５のデ

ータを連続して記録・保管する装置であり、国

際航海に従事する旅客船および３，０００トン以上

の貨物船に対し、以下のとおり段階的に搭載が

義務付けられることとなった。

１ ２００２年７月１日以降に建造される旅客船

２ ２００２年７月１日以前に建造された RORO旅

客船は２００２年７月１日以降の最初の年次検査ま

で

３ ２００２年７月１日以前に建造された RORO旅

客船以外の旅客船は２００４年１月１日まで

４ ２００２年７月１日以降に建造される総トン数

３０００トン以上の旅客船以外の全ての船舶

また、現存貨物船への適用に関しては、その技術

的可能性、実用性、経済性等について引き続き IMO

において審議される（７・４・１参照）。

（ハ） 電子航法法装置（GPS等）

船位情報を得る手段として GPS等電子航法

装置の備え付けがすべての船舶に対し義務付け

られることとなり、代わりに無線方位測定装置

の搭載要件が廃止された。現存船については、

２００２年７月１日以降の最初の検査日までに設置

することとされているが、すでに設置されてい

る GPSの取り扱いについて国土交通省は、検

査時に動作確認等を行うこととし、機器の換装

は求めない方針としている。

#５ 船舶におけるアスベストの使用禁止（第!―１

章Ａ―１部３―５規則）

アスベストは発ガン性物質であるとされ、人体

７．海上安全対策
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の呼吸器等に障害をもたらすとして、現存船およ

び新造船へのアスベストの新規設置が原則禁止さ

れた。ただし、高温高圧の液体循環ポンプの水密

ジョイントやライニング等アスベストに代る代替

品が開発されていないものについては適用が除外

された。

２．ばら積み貨物船および油タンカーの検査強化プ

ログラムの改正

２０００年１２月に開催された IMO第７３回MSCにお

いて、第!章規則に関連して強制化されているばら

積み貨物船および油タンカーの検査強化プログラム

（ESP : Enhanced Survey Program）に関する総会決

議 A．７４４（１８）の改正が採択され、２００２年７月１日

〔資料７―１１〕 新SOLAS第!章による航行設備の適用

規則 項 目 設 備 備 考
適用（総トン数別 上段：以上 下段：未満）

０～

１５０

１５０～

３００

３００～

５００

５００～

１６００

１６００～

３０００

３０００～

１万

１万～

２万

２万～

５万

５万～

１０万

１０万～

２．１．１ 基 準 磁 気 コ ン パ ス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．１．２ 方 位 盤 等 方 位 測 定 装 置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．１．３ 真 方 向 へ の 変 換 手 段 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．１．４ 海 図 及 び 航 海 用 刊 行 物 海図の代わりにECDIS も可 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．１．５ 海 図 の バ ッ ク ア ッ プ 装 置 ２．１．４が電子海図の場合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．１．６ 電 子 航 法 装 置（ＧＰＳ等）航海中自動測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．１．７ レ ー ダ ー リ フ レ ク タ ー 実行可能であるならば設置 ○

２．１．８ 音 響 受 信 シ ス テ ム 全閉型船橋の場合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．１．９ 非常操舵場所との船首方向通信設備 非常操舵場所がある場合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．２．１ 予 備 の 磁 気 コ ン パ ス □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．２．２ 昼 間 信 号 灯 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．３．１ 音 響 測 深 機 □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．３．２ ９ Ｇ Ｈ ｚ レ ー ダ ー
旅客船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

貨物船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．３．３ ＥＰＡ（電子プロッティング装置） □ □ ○

１９ ２．３．４ 船 速 距 離 計［対水速力航程］ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．３．５ Ｔ Ｈ Ｄ（船 首 方 位 伝 達 装 置）２．３．２、２．３．３、２．４の機器に真方向を供給 □ □ ○

２．４ ＡＩＳ（自動船舶識別システム）
旅客船 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

貨物船 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．５．１ ジ ャ イ ロ コ ン パ ス２．３．２、２．４、２．５．５の機器に真方向を供給 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．５．２ 非常操舵場所操 舵 用 レ ピ ー タ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．５．３３６０° 方 位 測 定 レ ピ ー タ１６００GT未満は可能な限り設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．５．４ 舵 角 ・ 回 転 数 ・ 推 力 計 指揮場所から読み取り可能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．５．５ Ａ Ｔ Ａ（自 動 物 標 追 跡 装 置） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．６ 方 位 測 定 能 力 の ２ 重 化２．１．１、２．１．２、２．１．４の予備機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．７．１ 第 ２ レ ー ダ ー （ ３ Ｇ Ｈ ｚ ）主管庁が認める場合は９GHz ○ ○ ○ ○ ○

２．７．２ 第 ２ Ａ Ｔ Ａ 第２レーダー用ATA ○

２．８．１ ＡＲＰＡ（自動衝突予防援助装置） ○ ○ ○ ○

２．８．２ 自 動 操 舵 装 置 ○ ○ ○ ○

２．９．１ 旋 回 角 速 度 計 ○ ○

２．９．２ 船 速 距 離 計 船首尾・正横方向の対地速力航程 ○ ○

２０ ＶＤＲ（航海データ記録装置）
旅客船、RO-RO旅客船 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

貨物船 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

注１）適用除外：軍艦及び専ら内水面のみを航行する船舶に対しては本章の適用を除外する。
国際航海に従事する１５０トン未満の船舶、国際航海に従事しない５００トン未満の船舶については、その適用を主管庁が決定する。

注２）適 用 欄：○：すべての船舶に適用、□：旅客船のみ適用、☆：国際航海船のみ適用
：旧規則と比較し、新たに要件が課された部分。
：旧規則で国際航海船のみ適用が、非国際航海船にも適用が拡大された部分。

注３）改正規則は２００２年７月１日以降の建造船より適用されるが、電子航法装置、AISおよびVDRは現存船へも適用される。
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より発効する予定となった。

１９９７年１月に発生した油タンカー「ナホトカ号」

事故が、船体強度の大幅な低下が原因であったとし

て、ポートステートコントロールの強化（船協海運

年報２０００参照）とともに、老齢油タンカーに対して

船体の縦強度を評価し一定基準以上の強度を維持さ

せる制度が導入された。

これは、全長１３０m以上かつ船齢１０年を越える油

タンカーについて、定期検査時に板厚計測結果から

フランジ断面積（甲板および甲板付ロンジあるいは

船底板および船底板付ロンジの断面積）を算出し、

その衰耗（減少）が建造時の１０％を超えないことが

求められる。

また、１９９９年１２月に発生した油タンカー「エリカ

号」事故後、ばら積み貨物船および油タンカーの５

年に２回の船底外板検査については、現在１回おき

に浮上状態（アフロート）で行うことが認められて

いるが、船齢１５年以上の船舶については船底検査を

入渠して実施することとされた。

３．２０００年に発効した改正条約等

!１ SAR条約の改正

海上における遭難者を迅速かつ効率的に救助す

る体制の整備を目的とした SAR条約について、

１９９４年のエストニア号沈没事故を契機に改正が審

議され、第６９回MSCにおいて、他国と協力した

捜索救助体制の整備や捜索救助活動の対象に海上

の航空機事故も含めるなどの改正が行われた。本

改正は２０００年１月１日に発効した。

７．海上安全対策
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８・１ 混乗の拡大に伴う船員対策

８・１・１ 近代化船の現状

１９９０年より「新たなマルシップ」として開始され

た日本籍外航船の混乗は、外航二船主団体と全日本

海員組合の合意に基づくものであり、この混乗制度

の根幹である法定職員の軽減は、船舶職員法第２０条

の「乗組み基準の特例」により許可されている。

２００１年５月末日現在、就航中の全マルシップ（外

航船）は８４隻となっており、その内訳は近代化船以

外の「新たなマルシップ」が５隻（資料８―１参照）、

１９９４年５月から実用化された混乗近代化船１８隻（資

料８―２参照）、１９９５年９月から実用化された混乗

近代化深度化船５１隻（資料８―３）となっている。

なお１９９８年２月２０日、外航労務協会（当時）と全

日本海員組合との間で交わされた「近代化Ｐ実用船

を中心とする日本人船員全員配乗による日本籍船」

に対する段階的な混乗近代化船への意向に関する合

意に基づき、２０００年度以内に全ての近代化Ｐ実用船

が混乗化されており、２００１年６月現在、乗組員全員

が日本人で運航されている近代化船は１隻のみ（Ｂ

実用船）となっている（資料８―４参照）。

この章のポイント

・９５年STCW条約でフィリピン等主要船員供給国、パ

ナマ等主要便宜置籍国がすべて IMO「ホワイトリス

ト」に掲載。

・ILO第２９回 JMCで、「ILO統合条約」起草作業の開始

等が労使間で合意。

・安教審が「わが国の海運をめぐる情勢の変化に対応し

た船員の教育訓練のあり方について」答申。海技大学

校等の教育・訓練課程!体制を見直し。
・外航労務部会初の労働協約改訂交渉が行われる。

８ 船員労働

８・１ 混乗の拡大に伴う船員対策

８・２ 船員の確保と教育問題

８・３ 船員関係法規

８・４ 船員の社会保障制度

８・５ 労働協約の改訂

８・６ 乗組員の安全および災害防止対策

８・７ 船員の健康管理および福利厚生

〔資料８―１〕 新マルシップ一覧表

承認日 船 舶 所 有 者 船 名 船 種

１９９８．０６．１５

１９９３．０２．２３

１９９９．０６．１１

１９９２．１０．１６

１９９３．０２．２３

ユ ニ ト ラ 海 運

商 船 三 井

飯 野 海 運

雄 洋 海 運

国際マリントランスポート

あ さ し お 丸

武 蔵 グ ロ リ ア

隆 邦 丸

日 雄 丸

ぐ ろ ー り あ す え ー す

タンカー

Ｌ Ｐ Ｇ

タンカー

Ｌ Ｐ Ｇ

自 動 車

合 計 ５ 隻
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〔資料８―４〕 近代化船の現状

区 分 隻 数 千総トン

Ｐ 実 用 船

Ｃ 実 用 船

Ｂ 実 用 船

Ａ 実 用 船

!

!

１

!

!

!

６２，６８２

!

合 計 １ ６２，６８２

〔資料８―２〕 混乗近代化船一覧表

承認日 船 舶 所 有 者 船 名 船 種 承認日 船 舶 所 有 者 船 名 船 種

１９９８．１２．１７
１９９９．０３．１０
１９９８．１２．１７
２０００．１２．２５
１９９８．０９．１０
１９９８．１２．１７
１９９９．０６．１１
１９９９．０３．０８
１９９９．０９．０８
１９９６．１２．１６

国際マリントランスポート
国際マリントランスポート
日 正 汽 船
国際エネルギー輸送
出 光 タ ン カ ー
出 光 タ ン カ ー
出 光 タ ン カ ー
出 光 タ ン カ ー
出 光 タ ン カ ー
飯 野 海 運

う え り ん と ん 丸
ら ん ば あ と 丸
日 彦
鹿 島 山 丸
松 寿 丸
沖 ノ 嶋 丸
日 章 丸
出 光 丸
玄 海 丸
豊 洲 丸

コンテナ
ば ら 積
タンカー
タンカー
タンカー
タンカー
タンカー
タンカー
LPG
LPG

１９９８．１２．１７
１９９５．１１．２１
１９９９．０３．２６
１９９９．１１．１０
１９９７．０８．０８
１９９６．０２．２８
１９９６．１２．１６
１９９５．０７．１５

日 本 郵 船
日 本 郵 船
第 一 中 央 汽 船
第 一 中 央 汽 船
東 京 タ ン カ ー
東 京 タ ン カ ー
共 榮 タ ン カ ー
東 京 船 舶

高 砂 丸
高 松 丸
弥 彦 丸
神 栖 丸
日 石 丸
東 京 丸
コ ス モ ビ ー ナ ス
白 馬 丸

タンカー
タンカー
タンカー
ば ら 積
タンカー
タンカー
タンカー
コンテナ

合 計 １８ 隻

〔資料８―３〕 混乗近代化深度化一覧表

承認日 船 舶 所 有 者 船 名 船 種 承認日 船 舶 所 有 者 船 名 船 種

２００１．０３．２３

１９９５．０９．２５

１９９５．０９．２５

２００１．０３．２３

１９９９．０６．１１

１９９９．０６．１１

１９９８．０９．１０

１９９９．０６．１１

１９９９．０６．１１

１９９７．０９．１６

２０００．０９．１３

１９９８．１２．１７

２０００．１２．２５

２００１．０３．２３

２００１．０３．２３

１９９５．１２．２０

２０００．０６．０７

１９９８．０９．１０

１９９９．０６．１１

１９９５．１２．２０

２０００．０３．１０

１９９８．０９．１０

１９９９．１２．１７

１９９６．０３．１５

１９９７．０９．１６

１９９７．１２．１８

八 馬 汽 船

国際マリントランスポート

川 崎 汽 船

八 馬 汽 船

商 船 三 井

川 崎 汽 船

川 崎 汽 船

川 崎 汽 船

日 本 郵 船

八 馬 汽 船

三 菱 鉱 石 輸 送

国際マリントランスポート

八 馬 汽 船

八 馬 汽 船

八 馬 汽 船

第 一 中 央 汽 船

新 和 海 運

日 本 郵 船

日 本 郵 船

日 本 郵 船

旭 海 運

商 船 三 井

商 船 三 井

太 洋 日 本 汽 船

日 本 郵 船

乾 汽 船

北 野

えむおーえるえるべ

せ と ぶ り っ じ

かりふぉるにあまーきゅりー

ありげーたーりばてい

は ん ば ー ぶ り っ じ

じょーじわしんとんぶりっじ

へんりーはどそんぶりっじ

ケ ー プ メ イ

北 陸 丸

おーしゃんちゃんぴおん

黒 滝 山 丸

札 幌 丸

駿 河 丸

三 州 丸

筑 前 丸

翔 鵬 丸

新 地 丸

能 代 丸

日 鵬 丸

旭 丸

相 馬 丸

矢 作 丸

翠 嶺 丸

原 町 丸

乾 安 丸

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

２０００．０９．１３

１９９９．０９．０８

１９９６．０３．１５

２０００．０３．１０

１９９８．０９．１０

１９９８．０９．１０

２０００．０９．１３

２０００．０６．０７

１９９８．０９．１０

２００１．０３．２３

２００１．０３．２３

１９９８．０９．１０

２０００．１２．２５

１９９５．０９．２５

１９９５．１２．２０

１９９５．１２．２０

１９９９．０９．０８

１９９６．０３．１５

１９９７．０６．２４

１９９５．０９．２５

１９９５．０９．２５

２０００．０３．１０

２０００．０３．１０

２０００．０６．０７

２０００．０３．１０

タ ン ダ マ リ ン

日 鉄 海 運

第 一 中 央 汽 船

シ ー ク レ ス ト

日 本 郵 船

日 本 郵 船

商 船 三 井

商 船 三 井

新 和 海 運

八 馬 汽 船

太 平 洋 海 運

共 榮 タ ン カ ー

新 和 海 運

八 馬 汽 船

八 馬 汽 船

日 本 郵 船

三 菱 鉱 石 輸 送

太 洋 日 本 汽 船

タ ン ダ マ リ ン

太 洋 日 本 汽 船

太 洋 日 本 汽 船

商 船 三 井

川 崎 汽 船

国際マリントランスポート

太 洋 日 本 汽 船

松 浦 丸

エヌエスエスコンフィデンス

蒼 龍 丸

愛 宕 山 丸

健 隆 丸

平 隆 丸

神 山 丸

新 鷹 丸

国 東 丸

尾 上 丸

高 山

コ ス モ ア ス ト リ ア

コスモデルフィナス

センチュリーリーダー３

センチュリーリーダー５

神 宮 丸

ぺがさすだいやもんど

にゅーよーくはいうぇい

神 成 丸

けんたっきーはいうぇい

はーきゅりーずはいうぇい

ねぷちゅーんえーす

わしんとんはいうぇい

まあきゅりいえーす

とらいとんはいうぇい

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

ば ら 積

タンカー

タンカー

タンカー

自 動 車

自 動 車

自 動 車

自 動 車

自 動 車

自 動 車

自 動 車

自 動 車

自 動 車

自 動 車

自 動 車

自 動 車

合 計 ５１ 隻
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８・１・２ 外国人船員対策

１．IMOホワイトリスト

１９９５年に STCW条約（１９７８年の船員の訓練及び

資格証明並びに当直の基準に関する国際条約）が改

正され、条約締結国（１３３カ国）は改正 STCW条約

の遵守状況等について、IMO事務局長へ報告する

こととなった。これらの報告について、IMO海上

安全委員会（MSC）が選定した有識者による評価

作業が行なわれ、その結果を IMO事務局長はMSC

に報告することになった。MSCはこの事務局長報

告を基に同条約を遵守していると評価された締結国

をリストにして公表することとなり、これを「ホワ

イトリスト」と称している。

２０００年１１月末から１２月初めにかけて開催された

IMO第７３回海上安全委員会（MSC７３）において７２

カ国が掲載された「ホワイトリスト」が最初のリス

トとして公表された。さらに２００１年５月末から６月

初めに開催されたMSC７４においてさらに２３カ国が

追加公表され、審査書類を提出した残りの締結国に

ついては２００１年１１月に開催される IMO総会におい

て臨時MSCを開催し、その場で公表する予定とな

っている。フィリピン、ミャンマー等の船員供給国、

パナマ!リベリア等の便宜置籍国の評価について注

目を集めていたが、結局主な船員供給国、便宜置籍

国については全て「ホワイトリスト」に掲載された。

２．船員の死傷事故、遺棄に関する保証について

フィリピン人船員を始めとする事故等に関する多

額の訴訟問題について、ISFでは ITF（国際運輸労

働者連盟）および国際 P&Iクラブと共にこの問題

について１９９９年から検討を開始し、同年には IMO

!ILO合同作業部会も設置された。同部会において

３回に亘り検討を行った結果、２００１年５月には船主

の責任に関するガイドラインを採択して一応の結論

を得た。死傷事故等に関する保証に関しては、P&I

クラブ、ITFとの激しい議論の末、船主が有効な IN-

SURANCE COVERを持つように呼びかける案、遺

棄船員に関する保証に関しては、FINANCIAL SE-

CURITY SYSTEMを保持することを勧告する案が

それぞれ採択された。これらは１１月の IMO総会な

らびに ILO理事会において各々採択され、２００２年

１月１日から自主運用される予定である。

一方、ASF（アジア船主フォーラム）は２０００年１１

月の香港における船員委員会第６回中間会合におい

て、訴訟問題について船籍国と船員の出身国の二国

間協定を締結するか、裁判管轄権を船員の出身国に

戻す適切な方法を取るべき旨の共同声明を発表した。

また２００１年５月の北京における第１０回 ASF総会で

は、議長がパナマおよびフィリピン政府に対して、

パナマにおけるフィリピン人船員の訴訟に係る将来

的な問題を避けるため二国間協定に署名するよう求

める書状を出すという船員委員会!保険委員会共同

提案を了承している。

３．ILO最低賃金

２００１年１月の ILO第２９回 JMC（合同海事委員会）

において ILOが勧告している最低賃金（月額最低

基本給；自国籍船に適用；現行４３５US＄）の改定が

検討された。船主側は統一解釈（最低基本給に時間

外、有給休暇手当てなどを加算した賃金総額）の検

討に反対すると共に、ルールに規定された算定方法

（対ドル換算率、外貨建て消費者物価指数等を加味

した計算式）による結果（４０２US＄）を適用するこ

とを主張した。一方、労働側は統一解釈の検討は前

JMC（１９９６年）の合意事項であり、最低賃金につ

いては引下げは認められず、算定方法に期間中の生

産性向上分を加味した４７０US＄への引上げを主張し

た。

双方の議論がかみ合わず紛糾したが、最終的には

船主!労働双方のトップ協議となり２００３年まで段階

的に３０US＄の引き上げることで決着した。

・２００１年１２月３１まで ；４３５US＄据え置き

・２００２年１月１日～１２月３１日；４５０US$

・２００３年１月１日～１２月３１日；４６５US$

また、統一解釈については通常の作業時間、最小

８．船 員 労 働
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有給休暇および時間外賃金の算出方法を含む月間最

低賃金に関する指針（Guidance）を船主!労働各

グループと ILO事務局を含む合同WGにおいて検

討し、船主、船員および旗国等に勧告することが合

意された。

当協会を含むアジア各国の船主側は以前から

ASF等において、船員の賃金はその船員の居住国

の生活水準に基づくべきとの立場を主張しており、

今回の結果には不満の残るものとなった。

４．NMP拡充事業

２０００年６月に日比両政府間合意により、フィリピ

ンの NMP（国立航海技術訓練所）拡充計画は、OECF

（海外経済協力基金）の有償援助により取り進めら

れる予定であった。しかしながら、アロヨ新大統領

の財政再建優先政策によりフィリピンにおける円借

款事業が全面的に見直され、NMP案件はフィリピ

ン側より取り下げられた。フィリピン政府が次の円

借款事業にMNP拡充計画を再度要請するかは現時

点では不明である。

５．ITF FOC キャンペーン

ITFは、２０００年９月２５日から２９日までの期間、欧

州諸港（２８カ国）において FOCボイコット・キャ

ンペーンを実施し、５２０隻の船が ITFインスペクシ

ョンの対象とされ、２１隻の船が新たに ITF承認協

約を受け入れた。

さらに２０００年１０月１６日から２０日にかけて、アジア

・太平洋沿岸諸国（ロシア東岸、カナダ西岸、USA

西岸を含む２４カ国）において同様の FOCキャンペ

ーンを実施し、４９９隻の船が ITFインスペクション

の対象とされ、２３隻の船が新たに ITF承認協約を

受け入れた。

６．ITF ベンチマーク

１９９８年６月、ITF公正慣行委員会（Fair Practice

Committee）は、FOC船に関する ITF承認の労働

協約（CBA）における基準船員（AB船員）の賃金

ベンチマークについて２００１年１月より２００US＄アッ

プの１４００US＄に引上げることを決定した。これに

対し、船主側ならびに自国船員の職域減少を憂慮す

るアジア諸国の ITF加盟船員組合が強く反対して

いた。

この情勢下、かねてより ITFと船員の雇用条件

について交渉してきた IMEC（International Mari-

time Employers’ Committee）が、同ベンチマーク

を含む船員の雇用条件について ITFと交渉をする

ことを表明し２０００年２月より交渉を開始した。２月、

５月、７月と３回の交渉を重ね、次の通り合意され

た。

・ベンチマークを４年間、毎年５０US＄引き上げる。

２００１年１月１日～２００１年１２月３１日 １，２５０US$

２００２年１月１日～２００２年１２月３１日 １，３００US$

２００３年１月１日～２００３年１２月３１日 １，３５０US$

２００４年１月１日～２００４年１２月３１日 １，４００US$

・合意の有効期間は２００１年１月１日から２００４年１２月

３１日までとする。

・AB以外の賃金タリフは現 ITF承認 TCCの賃金

タリフに比例して引上げる。

・ITFは、船社にとって ITF!IMEC合意のModel

Agreementより有利な条件の ITF承認 TCCを

IMECメンバー以外と締結しない。

・Social!Educational benefitsは total crew costの

１０％以下とする。

・Training costは basic wageの５％以下とする。

８・１・３ 船員の雇用対策

１．２０００年度における船員雇用対策の実施状況

わが国における船員雇用対策は、船員の能力開発

の推進、船員の職域拡大に関する支援、船員に係る

各種助成金制度の運営を主な事業内容としており、

その業務は海技大学校と日本船員福利雇用促進セン

ター（SECOJ）が行っている。これらに係る費用

のうち、離職船員を対象にしたものには国土交通省

８．船 員 労 働
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の一般会計予算から、また雇用船員を対象にしたも

のには、社会保険庁の船員保険特別会計予算から支

出されている。

２０００年度予算においては、国土交通省一般会計か

らの船員雇用促進対策事業費補助金は、５，０００万円

（前年比５００万円減）となった。また厚生労働省（社

会保険庁）船員保険特別会計からは同様に、総額で

５３，８００万円（前年比５，０００万円減）となった。

２０００年度における主な船員雇用対策事業の実施状況

は資料８―５のとおりである。

２．２００１年度の船員対策関連予算

２００１年度の船員対策関連予算では、国土交通省関

係として、SECOJが行う船員雇用促進対策事業補

助金としては、船員職域拡大訓練助成を除いて外国

船就職奨励助成、技能訓練助成など、前年比横ばい

か、減額傾向の予算措置となっている。

船員離職者職業転換等給付については、漁業関係、

海運業関係双方とも減額となっている。

なお国際船舶制度拡充の一環として、前年度に比

べ減額されたものの、若年船員養成プロジェクト事

業費が確保されている。

８・１・４ 海技資格取得教育

船員の海技資格取得教育は海技大学校や SECOJ

等で実施されている。

海技大学校では２０００年度中、１８８名（前年度比２２

名減）が海技資格を取得するための課程を受講した

（資料８―１２参照）。この中には、外航船に乗り組

む部員に三級海技士資格を取得させるための特別措

置に基づき１９９０年度より実施されている乗船修学を

修了した者が含まれているが、２０００年度までの同措

置による修了者は資料８―６のとおりとなった。本

措置は１９９８年度で終了予定であったが、３年間再延

長され、２００１年度まで継続されることとなった。

〔資料８―５〕 船員雇用対策事業の実施状況（２０００年度）

項 目 概 要 ２０００年度実績

１

船
員
の
能
力
開
発
推
進

%１海技大学校における船員再教育 ○船員に対し、船舶運航に関する知識および技能を教育する機関とし
て設置されている

８・２・２参照

%２外航部員の海技資格の取得促進 ○日本籍船の混乗の進展に伴い、外航部員の職員化の促進を図るため、
特別修学措置を実施（１９９９年度から２００１年度まで３年間再延長され
ている）

８・１・４参照

%３日本船員福利雇用促進センター（SECOJ）
訓練事業

○外国船等への乗船のための教育訓練、雇用船員に対する技能および
能力の開発、離職船員を対象とする技能訓練、陸上転換職業訓練等

８・１・５参照

２

船
員
の
職
域
拡
大
に

関
す
る
支
援

%１日本船員福利雇用促進センター（SECOJ）
雇用促進事業

○離職船員の求職登録及び就職・配乗あっせんを行う外国船就職奨励
事業、国際協定の締結等による減船により特定漁業から離職した漁
船員に対する内航転換奨励事業

８・１・５参照

%２海上資格の陸上資格への評価 ○当協会が要望した１１種類の陸上の技能資格のうち、５種類の受験資
格が拡大され、２種類の受験科目が一部免除となっている。

１９８７年より実施

%３政府・自治体の求職活動支援 ○海・陸公共職安の連携、離職船員対策会議、求人情報テレホンサー
ビス

省 略

３

船
員
関
係
助
成
金
制
度

%１船員費助成 !外国船派遣助成金（船保特会）

"外国船就職奨励金（一般会計）

○SECOJのあっせんで雇用船員を外国船等に派遣する事業主を助成
（１人１月３４，３００円）
○SECOJのあっせんで外国船に６ヵ月以上乗船する離職船員に支給
（１回２１万円）

４，４４８人
１５，０５３万円

２０人
４２０万円

%２技能訓練派遣助成金（船保特会） ○SECOJ、海大の技能訓練研修に船員を派遣する事業主を助成（船
員の基準賃金日額の原則１!３）
助成率の特例（１!２（中小企業２!３））
・部員の職員化の場合（１９９０年度より）
・内航船舶職員資格取得対策（１９９１年度より）

８９６人
１０，２２３万円

%３職業転換等給付金 ○海#$海「離職者求職手帳」所持者に支給 省 略

８．船 員 労 働
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この他、同校では、外航部員の二級海技士の資格

取得を促進するために１９９６年度から５年間の予定で、

法規および英語の筆記試験を免除するための講習が

開始された。また、SECOJでは、資料８―７に示

すとおり、３８８名（前年度比１１名減）が海技資格取

得講習を受講した。

８・１・５ 日本船員福利雇用促進セ

ンター（SECOJ）の活動

SECOJは、オイルショック以降のわが国の海上

企業をめぐる経済事情の著しい変化に伴う離職船員

の大量発生や再就職の困難等の厳しい環境に対応す

るため、１９７７年１２月に制定された「船員の雇用の促

進に関する特別措置法」に基づき、従来の日本船員

福利協会の事業に新たに船員の職域拡大・開拓に関

する事業、船員の教育・訓練に関する事業、助成金

などの支給に関する事業を付加するとともに、名称

も改め１９７８年６月１日に正式に発足した組織である。

SECOJの２０００年度事業の実績は以下のとおりであ

る。

１．福利事業

!１ シンガポール日本船員センターの運営

当地に寄港する日本船員の憩いの場として好評

を得ているが、最近の海運界の現状を反映して、

東南アジア航路に従事する船舶を中心として地域

作業船、漁船、航海訓練所練習船、水産学校練習

船等官公庁船乗組員の利用が目立っている。２０００

年度の利用実績は、隻数は減少したものの、利用

者数は若干増加し、総計７６隻、２，９７０名（前年度

９９隻、２，８１１名）の利用者となった。

!２ 調理師資格講習の補助事業

１９９９年度より、船舶調理担当が各都道府県で行

う「調理師資格試験のための準備講習」を受講し、

当該試験を受験する場合、その受講料等の一部補

助を実施しており、２０００年度においては２名に対

して補助を行った。

〔資料８―６〕 海技大学校乗船修学修了状況

!１ 海技士科三級海技士第二（限定三級→三級）

入学年度 学 科 入学者数
（人）

修学者数
（人）

国家試験
合格者数（人）

１９９１ 航 海
機 関

４０
４３

３５
４２

２７
３１

１９９２ 航 海
機 関

４６
５３

３５
３７

２８
３５

１９９３ 航 海
機 関

３２
２２

２６
１５

２１
１４

１９９４ 航 海
機 関

１５
９

１５
９

１０
４

１９９５ 航 海
機 関

１１
８

９
６

４
４

１９９６ 航 海
機 関

８
６

７
６

４
５

１９９７ 航 海
機 関

０
２

０
２

０
２

１９９８ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９９ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

２０００ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

!２ 海技士科三級海技士第三（四級→三級）

入学年度 学 科 入学者数
（人）

修学者数
（人）

国家試験
合格者数（人）

１９９１ 航 海
機 関

２２
８

２０
８

２０
８

１９９２ 航 海
機 関

１０
４

７
４

４
３

１９９３ 航 海
機 関

３
３

１
２

０
２

１９９４ 航 海
機 関

２
２

２
２

２
２

１９９５ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９６ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９７ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９８ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９９ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

２０００ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

!３ 講習科普通部航海科船橋!機関科機関当直課程
（無資格（含DPC）→限定三級）

入学年度 学 科 入学者数
（人）

修学者数
（人）

国家試験
合格者数（人）

１９９１ 航 海
機 関

７８
５８

６９
５７

５４
４７

１９９２ 航 海
機 関

３４
２２

２２
１１

１５
１０

１９９３ 航 海
機 関

１９
１２

１０
７

５
６

１９９４ 航 海
機 関

１２
９

１１
７

９
５

１９９５ 航 海
機 関

０
２

０
２

０
２

１９９６ 航 海
機 関

１
１

１
１

１
１

１９９７ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９８ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

１９９９ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０

２０００ 航 海
機 関

０
０

０
０

０
０
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$３ 船員福利厚生サービス調査検討

２０００年度より船員福利厚生サービス調査検討会

を設置し、わが国の船員福利厚生サービスの現状

調査、および諸外国の状況についても調査し、今

後 SECOJが行う船員福利厚生サービスのあり方

を検討している。２０００年度においては、ヨーロッ

パ諸国の船員福祉団体について調査を実施し、検

討会において検討を行った。

２．雇用促進事業

$１ 雇用促進事業

! 外国船就職奨励事業

日本人離職船員の再就職を促進するため、SE-

COJの紹介により外国船に雇用された離職船

員に対し、外国船就職奨励金を支給している。

２０００年度の実績は２０名（１１隻）と、前年度の

３９名（２０隻）と比べ半減しているが、これは漁

船関係の外地合弁企業が現地の政情不安を理由

に操業を中止したため、乗り組みが中断したこ

とが影響している。

" 内航転換奨励事業

国際協定の締結等による減船により、特定漁

〔資料８―７〕 技能訓練受講者実績

研 修 名 回 数 定 員
受 講 実 績

備 考
雇用船員 離職船員 合 計

技
能
訓
練
!

部員研修（３～５級） ＊

海事英語研修

タンカー研修

８回

１

２

２６０人

１０

２０

１６７人

１０

２５

４１人

!
!

２０８人

１０

２５

技能訓練!とは雇用船員お

よび離職船員を対象に、外国

船に乗船させるための資格・

技能を習得させるもの。小 計 １１ ２９０ ２０２ ４１ ２４３

技

能

訓

練

"

船舶職員養成訓練

%１ １～２級研修 ＊

%２ ３級研修 ＊

%３ ４～５級研修 ＊

%４!１ ３級海上無線指定講習

%４!２ ４級海上無線指定講習

%５ 無線従事者証明訓練

%６ 認定航海当直部員養成訓練

外国語教育訓練

STCW条約適応訓練

特殊無線技士養成訓練

陸上転換職業訓練

１

３

４

３

!
１

!
３

１８

１０

!

４０

１５０

２１０

９０

!
３０

!
６０

１８０

４００

９５

１２

５８

１１０

８６

!
１１

!
２５

１８６

３５７

１

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

１２

５８

１１０

８６

!
１１

!
２５

１８６

３５７

１

技能訓練"とは雇用船員の

技能向上および能力向上のた

めの研修を行うもの。

小 計 ４３ １，２５５ ８４６ ! ８４６

技
能
訓
練
#

船舶職員養成訓練 ＊

特殊無線技士養成訓練

無線従事者証明訓練

認定航海当直部員養成訓練

!
５

２

２

!
２００

８０

６０

!
!
!
!

!
１７０

５６

３９

!
１７０

５６

３９

技能訓練#とは離職船員の

資格取得、技能向上、雇用の

拡大等を目的とする研修を行

うもの。

小 計 ９ ３４０ ! ２６５ ２６５

技
能
訓
練
$

訓練・Ａ フォークリフト、クレーン等

訓練・Ｂ ボイラー、冷凍機

訓練・Ｃ 小型船舶操縦士等

２

１

２

６０

３０

６０

!
!
!

５８

２４

８１

５８

２４

８１

技能訓練$とは離職船員を
対象に、海上はもとより陸上
においても有用な技能資格を
取得するための研修を行うも
の。小 計 ５ １５０ ! １６３ １６３

技能
訓練
%

内航転換訓練
海上災害防止センター訓練

!
２

!
３０

!
!

!
２５

!
２５

（注１）

総 合 計 ７０ ２，０６５ １，０４８ ４９４ １，５４２

（注１） 技能訓練#：漁船からの離職船員を対象に、内航船（タンカー等）に乗船するために必要な資格・技能を習得させるもの。
＊印 ：海技資格取得講習を言い、受講実績合計は３８８名。
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業から離職し、所定の要件を満たして内航船に

就職した漁船員に対し内航転換奨励金を支給す

ることにより、内航転換を促進するものである

が、２０００年度については対象者がなかった。

#２ 技能訓練事業

雇用船員や離職船員を対象として、海技資格の

取得研修、外国語研修、タンカー研修、内航転換

訓練および職域拡大訓練等を実施し、訓練の充実

強化に努めた。２０００年度の総受講者は１，５４２名（前

年比５０名減）であった。なお各訓練・研修の受講

者数については、資料８―７のとおりである。

#３ 雇用安定事業

! 船員派遣助成事業

外国船等へ船員が派遣されることを促進し、

以って、船員の雇用の安定を図るため、その雇

用船員を SECOJのあっせんにより外国船等に

派遣する事業主に対し、船員派遣助成金を支給

している。２０００年度の船員派遣助成金支給実績

は、支給対象延人数４，４４８名であった。また当

事業の中心である外国船への雇用船員の派遣あ

っせんについては、３８６隻、５６１名（前年度比９９

隻、１２６名減）であった。（資料８―８参照）

" 技能訓練派遣助成金

SECOJの行う雇用船員対象の訓練および海

技大学校講習科ならびに海技士科の訓練に雇用

船員を派遣した船社に対し、受講日数に応じて

技能訓練派遣助成金を支給している。

２０００年度の実績は、８９６名、１０，２２３万円（前

年度比７９名、８６１万円増）であった。

（資料８―８参照）

#４ 調査研究事業

! 国際船舶制度推進事業

海運造船合理化審議会（海造審）海運対策部

会小委員会から付託され、国際船舶制度を円滑

に実施・推進していくため、国際船舶制度推進

調査委員会を設置している。２０００年度は同委員

会が１回開催された。また施策の具体化のため

の検討・施策立ち上がり後のフォローアップの

ため、官労使参加による検討会についても２回

開催され、検討を行った。

一方、若年船員養成プロジェクトについては、

困難な状況の中で第一期生が訓練を修了し、一

応の成果が得られている。

また海運関連税制勉強会が１回開催され、最

近の海外海運関連税制状況等について検討され

た。

" 国際船舶職員緊急養成事業

若年船員養成プロジェクトは、運輸省の補助

金を受け、外航商船での乗船訓練など実践的な

訓練を通して、即戦力として活躍できる能力を

身につけた若年船員を養成することを目的とし、

１９９８年１０月から開始された。

〔資料８―８〕 各奨励金・助成金支給実績

１９９９年度２０００年度 備 考

就 職 奨 励 金
支給船員 （人）

支給総額（万円）

５９

１，２３９

２０

４２０

離職船員がSECOJの紹介・あっせんにより外国船に就職した場合、本人に対

し２１．０万円が支給される。

船員派遣助成金
支給総額（万円）

対 象 者（人・月）

１７，６４６

５，２２８

１５，０５３

４，４４８

雇用船員をSECOJのあっせんにより外国船に派遣した事業主に対し、１人月

額３．４万円を限度に支給される。

技能訓練派遣助成金
対象船員 （人）

支給総額（万円）

８１７

９，３６２

８９６

１０，２２３

雇用船員を対象としてSECOJが行う訓練および海技大学校の海技士科・講習

科に雇用船員を派遣した事業主に対し支給される。

内航転換奨励金
対象船員 （人）

支給総額（万円）

!

!

!

!

国際協定の終結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法（漁臨法）に定める「特

定漁業」からの離職者の内航転換を促進するため、一定の訓練を修了した者に対し

て１８．０万円が支給される。（船協海運年報１９９２参照）
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２０００年度においては、第一期生（航海科９名、

機関科１名）に対し、海技大学校での後期座学

および第１級海上特殊無線技士の講習を行い、

９月末をもって訓練を修了した。なお第一期生

のうち、修了の時点での就職内定者は８名（外

航海運２名、内航海運１名、フェリー３名、旅

客船１名、海事関係公益法人１名）、国家試験

（二級海技士）合格者は２名であった。

第二期生（航海科１４名、機関科１名）につい

ては、２００１年３月中に乗船訓練を修了し、４月

からは海技大学校での後期座学を開始している。

第三期生（航海科７名、機関科３名）につい

ては、海技大学校での前期座学を終え、現在乗

船訓練を実施している。

３．配乗調整事業

!１ 乗船予定者の援助事業

離職船員で外国船への乗船予定者について、SE-

COJにおいて面接および乗船に関する情報等の

提供を行うとともに、これに伴う経費を支給して

いる。２０００年度の実績は７隻１２名であった。

!２ 海技免状取得援助事業

外国船への配乗を円滑に行うため、外国の海技

免状の取得援助等を行っているが、２０００年度は、

リベリアおよびパナマの海技免状や船員手帳等の

取得手続きの取扱い件数が１２４件であった。

!３ 技能訓練運営事業

各種技能訓練事業が実施された。

８・１・６ 開発途上国船員研修受入

事業

１９９０年度より海事国際協力センター（MICC）が

外航船社の協力を得て、政府開発援助（ODA）の

一環として実施してきた開発途上国船員研修受入れ

事業は、２０００年度から SECOJによって実施される

こととなった。

この事業は海技大学校における約２ヶ月の導入研

修の後、日本船社が運航する外航船において約１２ヶ

月の乗船研修を実施することにより、研修生が自国

の海技資格を取得できるよう、乗船経験を付与する

とともに技能を訓練するもので、その受入れ状況お

よび人数は資料８―９のとおりである。

当協会は関係船社とともに、本事業が効果的に運

営されるよう関係先と連携を図りつつ事業の推進に

協力した。

〔資料８―９〕 研修員数の推移

年度
フィリピン インドネシア ベ ト ナ ム

合計 備 考
航 海 機 関 計 航 海 機 関 計 航 海 機 関 計

１９９１

１９９２

１９９３

１９９４

１９９５

１９９６

１９９７

１９９８

１９９９

２０００

４３（４３）

３９（３８）

３６（３６）

３０（３０）

３０

２９

２７

２１

２１

１８

２２（２１）

２４（２４）

２６（２４）

３０（３０）

３０

２９（２８）

２８（２６）

２１

２１

１８

６５（６４）

６３（６２）

６２（６０）

６０（６０）

６０

５８（５７）

５５（５３）

４２

４２

３６

５

７

８

７

７

７

７

７

７

６

５

８

９

８

８

７

８

７

６

５

１０

１５

１７

１５

１５

１４

１５

１４

１３

１１

!
!
!

４

５

４（３）

８

７

６

５

!
!
!

６

５

６（５）

７（６）

７

６

５

!
!
!

１０

１０

１０（８）

１５（１４）

１４

１２

１０

７５（７４）

７８（７７）

７９（７７）

８５（８５）

８５（８３）

８２（７９）

８５（８２）

７０（７０）

６７（６６）

５７（５４）

７５名受入で、１名病気下船

フィリピン研修生１名病気のため来日せず

フィリピン研修生２名来日せず

８５名全員修了

８３名修了

７９名修了

８２名修了

７０名全員修了

インドネシア研修生１名帰国、６６名修了

５４名修了

（ ）内は修了員数
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８・２ 船員の確保と教育問題

８・２・１ 日本人船員の確保・育成

１．日本人船員の確保・育成推進会議

わが国海運を担う日本人船員を将来にわたって確

保・育成していくために、海事関係団体等が行う諸

施策について、情報交換と連絡調整を行い、また、

その効果的な実施の推進を図ることを目的として、

運輸省、船員教育機関および海事関係団体で構成さ

れる「日本人船員の確保・育成推進会議」が１９９１年

１１月に設置され、船員教育機関に入学した学生に対

する広報活動および一般の人々を対象とした広報活

動を行ってきた。

当協会は同会議に参画し、２０００年度において以下

の船員確保・育成活動を実施した。

$１ 東京商船大学学生に対するコンテナターミナル

見学会

$２ 東京・神戸両商船大学におけるパネルディスカ

ッション

$３ 東京・神戸両商船大学教官!船社労務担当者懇

談会

$４ 練習船一般公開時における PRパンフレットの

配布

８・２・２ 船員の教育訓練

１．海上安全教育審議会教育部会

２０００年７月４日海上安全教育審議会教育部会第６

回第２小委員会が開催され、「我が国の海運をめぐ

る情勢の変化に対応した船員教育のあり方」につい

ての報告を海上安全教育審議会教育部会（教育部会）

におこなった。これは運輸省船員部が１９９８年７月、

海上安全教育審議会（安教審）に対し、船員教育３

機関（海技大学校、航海訓練所、海員学校）におけ

る船員の教育訓練のあり方について、!STCW条

約の改正および国際船舶制度に対応した船員の教育

訓練のあり方（１９９８年１２月に中間答申）、"社会情

勢の変化に対応した中長期的な教育訓練のあり方、

#行政のスリム化にも対応した船員教育機関の効率

的運用についての三点を踏まえての諮問に対して答

申されたものである。（資料８―１０参照）

〔資料８―１０〕

平成１２年８月２９日

運輸大臣 森田 一 殿

海上安全船員教育審議会

会長 加 藤 俊 平

諮問３５号「我が国の海運をめぐる情勢の変化に対

応した船員の教育訓練のあり方について」（答申）

海上安全船員教育審議会は、運輸大臣諮問第３５号につ

いて、早急な措置が必要な教育内容の見直しに関して平

成１０年１２月２日付けで中間答申したところであるが、そ

の後引き続き審議した結果、別紙のとおり結論を得たの

で答申する。

〔別紙〕

我が国の海運をめぐる情勢の変化に対応

した船員の教育訓練のあり方について

我が国の海運においては、船舶に関する技術革新、混

乗船の一層の増加、船員の高齢化が進んでおり、一方社

会的には小子化傾向、高学歴化志向の進展も顕著となっ

ており、このような情勢の変化の中、運輸省の船員教育
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機関が優秀な船員の養成を維持していくための検討が必

要となっている。

このため、各船員教育機関の機能を再確認するととも

に、海運界の諸情勢の変化を鑑み、併せて平成１３年度か

ら導入される制度改革（独立行政法人化）も見据えた各

機関の中長期的な船員教育訓練体制のあり方を、以下の

ように取りまとめた。

１．海技大学校

海技大学校は、船員に対する上級海技従事者資格の取

得及び技術革新に対応した船舶運航技術の習得のための

専門教育を実施する、我が国唯一の船員再教育機関とし

て重要な役割を果たしている。

一方、我が国の海運においては、国際的な安全基準の

強化、混乗船の一層の増加、船舶設備の技術革新の進展

等情勢の変化により、船員需給構造の変化、日本人船員

の役割の変化、船員教育分野における国際協力の促進等

が顕著になっている。

これに伴い、海技大学校の教育課程の見直しが必要に

なっており、海運政策、船員政策はもとより、現在取り

組まれている独立行政法人化も踏まえ、社会的ニーズに

即した効果的な課程編成、並びに現行課程の再評価に基

づく効率的な課程編成を目指し、次のような見直しを図

ることが適当である。

! 海技士科

ａ．船舶職員法上に定める免許の資格に応じた教育体

制を維持するが、外・内航海運の情勢の変化に対応

した体制整備を図るとともに、より幅広い対応を図

るため、入学条件の緩和を図る。

ｂ．抜本的な課程の養成定員の見直しや改廃を検討し、

運営の効率化を図る。

ｃ．海員学校本科卒業者を対象とした三級海技士第四

課程を海上技術科（仮称）として海技士科から分離

し、その更なる魅力化のための改善を図る。

" 講習科

ａ．抜本的な課程の養成定員の見直しや改廃を検討し、

運営の効率化を図る。

ｂ．特にシミュレータ課程については、外・内航海運

のニーズに対応するため課程を再構築し、カリキュ

ラム及び機器の充実、研修期間の見直し及び指導体

制の拡充等による幅広い対応を目指し、講習科の中

核的課程として積極的活用を図る。

ｃ．外部機関からの委託研修を実施する課程を設置し、

効果的運営を図る。

# 通信教育部

受講実績等を勘案し、養成定員の見直しを行い、運

営の効率化を図る。

$ 組織運営の効率化

課程の再編に伴い、効率的組織の編成と運営を図る。

２．海員学校

海員学校は、平成４年の学制改革により、養成の主目

標を内航船舶職員の養成に転換して以来、内航海運界に

優秀な若年船員を送り出し、安定輸送の確保に重要な役

割を果たしている。加えて、内航海運においては、高齢

化が急速に進んでいる状況にあり、安定的に若年労働力

を供給する海員学校は、今後とも大いに期待されている

ところである。

このため、少子化傾向及び高学歴化志向が一段と進展

している社会情勢を鑑み、広く優秀な学生・生徒を確保

するべく、海員学校の一層のイメージアップを図り、さ

らに現在取り組まれている独立行政法人化も踏まえて、

安定的な内航船員の教育体制を確立するため、次のよう

な見直しを図ることが適当である。

!教育体制の見直し

ａ．専修科教育及び本科教育

内航海運界のニーズ、及び少子化・高学歴化等の

社会的な環境変化を踏まえ、内航船舶職員養成のた

めの教育体制の主力を、本科から専修科へ移行を図

る。

ｂ．司ちゅう・事務科教育

内航海運に予想される船員不足に対応するため、

外航・内航海運界のニーズ等を勘案しながら、養成

定員の一部を専修科へ移行を図る。

ｃ．入学年齢制限の緩和

将来的に優秀な応募者を幅広く募集するために、

８．船 員 労 働
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２．船員教育機関卒業生の就職状況

２０００年度の船員教育機関卒業者数は商船大学２校

１０９名、商船高専５校１５９名、海員学校８校３９５名であ

った（商船大学および商船高専においては、船舶職

員養成課程修了者数）。２０００年度の就職状況は、商

船大学卒業生については、就職希望者数９４名のうち

７１名（７６％）が海上産業（外航３２、内航３、その他

３６）に、商船高専卒業生については、就職希望者数

１２３名のうち、４０名（３３％）が海上産業（外航５、

内航２、その他３３）に、また海員学校卒業生につい

ては、就職希望者数３５２名のうち２１４名（６１％）が海

上産業（外航０、内航２９、その他１８５）に就職した。

（資料８―１１参照）。昨今の経済事情を反映し、海

運産業からの求人数は引き続き減少している。

３．船員の再教育

船員の再教育は、海技大学校において実施されて

おり海技免状授有者を対象として、上級免除の取得

を目的とする「海技士科」および船員の技能向上を

目的とする「講習科」が設置されている。同校にお

本科、専修科及び司ちゅう・事務科の入学年齢につ

いては、その上限を撤廃する。

ｄ．専修科への単位制の導入

学生の理解度を深め、学習意欲の増進を図るため、

専修科に単位制を導入し、魅力ある学校つくりを図

る。

" 組織体制等の見直し

ａ．本部制の導入

独立行政法人移行に際し、本部を設置して１つの

法人とし、事務局機能の集約化を図りながら、効率

的な組織運営を図る。

ｂ．海員学校の各校の校名の改称

機関の独立行政法人化に伴い、機関名称が「独立

行政法人海員学校」と規定されたが、個々の学校の

名称については法人の判断に委ねられることから、

独法移行時に校名を改称する。加えて、専修科につ

いては、その教育体制、教育内容等を考慮し、校名

に短期大学校を付す。

３．航海訓練所

航海訓練所は、商船大学、商船高等専門学校、海技大

学校及び海員学校等の学生等に対し、航海を行う上で必

要となる知識・技能を練習船を用いた実習教育を通じて

習得させる機関として、練習船を一元管理して効率的な

航海訓練を実施している。

近年の海運をめぐる情勢の変化に応じ、各船員教育機

関はそれぞれ教育課程の見直しに取り組んでおり、航海

訓練所においてもそれらを踏まえた訓練体制の見直しが

必要となっている。

さらに、現在取り組まれている独立行政法人化を踏ま

えた練習船の運航体制の見直しも必要となっており、各

船員教育機関との連携強化に加え幅広い航海訓練需要に

対応できる、より効果的な訓練体制の確立並びに、より

効率的な運航体制の確立のため、次のような見直しを図

ることが適当である。

! 航海訓練の充実

新たに日本人船員に求められる役割に対応した訓練

カリキュラムによる専門分野訓練の深度化、GMDSS

訓練、海事英語訓練及び海の高度情報化対応訓練の導

入、内航船の技術革新や運航実態に対応した海員学校

訓練の充実及び開発途上国船員養成に関する航海訓練

の充実を図る。

" 訓練体制の改善

船員に求められる新たな知識・技能及び養成機関の

養成数に合わせた船隊及び訓練体制の整備を図る。

# 組織運営の効率化

独立行政法人に伴う船員法適用への円滑な対応と、

効率的組織の編成と運営を図る。

４．組織運営に関する留意事項

各機関は、その組織運営に関して、外部からの客観的

意見や評価の導入を図るとともに、民間及び船員教育機

関相互の人事交流等による人的活性化を図り、機関の機

能が有効に発揮されるよう努めることが必要である。

８．船 員 労 働
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〔資料８―１１〕 船員教育機関卒業生の求人・就職状況 ２００１年４月１日現在

卒
業
年
度

卒
業
者
数

就

職

希
望
者
数

求 人 就 職

海 上 産 業
陸 上
産 業

合 計

海 上 産 業
陸 上
産 業

合 計
外 航 内 航 その他

海 運
カーフ
ェリー・
旅客船

官庁船
・水産 計 外 航 内 航 その他

海 運
カーフ
ェリー・
旅客船

官庁船
・水産 計

商
船
大
学（
２
校
）

８
９
１０
１１
１２

１００
１０２
１０１
１１７
１０９

８７
９１
８６
１０４
９４

８６
８７
７０
６４
３７

５
２
２
５
３

３６
２０
２２
１９
２８

１４
１４
９
１０
７

１８
１２
２０
１０
６

１５９
１３５
１２３
１０８
８１

１３２
６３
４０
６９
２２

２９１
１９８
１６３
１７７
１０３

３３
４６
４８
４６
３２

３
２
０
４
３

１０
８
１６
１２
２８

８
８
７
９
５

７
１１
７
６
３

６１
７５
７８
７７
７１

２６
１６
６
１９
１２

９７
９１
８４
９６
８３

商
船
高
専（
５
校
）

８
９
１０
１１
１２

１６５
１６１
１５３
１７６
１５９

１３９
１２９
１１３
１２８
１２３

９
２１
１９
１２
１５

１０
１３
８
１
２

１１０
９９
８３
４５
４８

３２
５７
３０
２０
２４

２９
２９
４５
４７
４８

１９０
２１９
１８５
１２５
１３７

４５７
７４８
６７１
５３１
５４０

６４７
９６７
８５６
６５６
６７７

３
６
４
２
５

６
８
７
１
２

４３
２３
２０
１９
１４

１５
１９
１３
１５
１４

３
５
０
３
５

７０
６１
４４
４０
４０

６９
６６
６５
８１
８２

１３９
１２７
１０９
１２１
１２２

海
員
学
校（
８
校
）

８
９
１０
１１
１２

４０３
４０７
４１１
３９７
３９５

３５３
３５１
３４７
３２８
３５２

３
０
０
０
０

１４８
１４９
３５
４７
５０

２８０
２７３
１８３
１７９
１６１

２０９
１５５
８９
７８
５５

９５４
９４８
６９６
５８９
５８８

１，５９４
１，５２５
１，００３
８９３
８５４

３１５
３０１
２２６
３４５
２４７

１，９０９
１，８２６
１，２２９
１，２３８
１，１０１

３
０
０
０
０

６０
５０
３２
２６
２９

１１１
１２２
１２５
１２６
１０８

７９
６７
５５
４０
４４

３３
３７
３８
３２
３３

２８６
２７６
２５０
２２４
２１４

４８
５０
７３
７１
８０

３３４
３２６
３２３
２９５
２９４

注 !１ 商船大学については、乗船実習科に進んだ者に係るものである。
!２ 船員学校については、本科卒業後乗船実習科に進学した者を含む。なお、海員学校は平成１３年４月１日より独立行政法人海員学校へ移行した。
!３ 卒業時期は、商船大学及び商船高専が９月、海員学校が３月（乗船実習科は９月）である。
!４ 海上産業中、外航とは、外航２団体（旧外労協と旧中小労協をいう。）、内航とは内航３団体であり、その他海運産業とは、外航２団体、内航３団体、カーフェリー・旅客
船及び官庁船・水産を除いた船社である。

〔資料８―１２〕 海技大学校における入学状況

科 別 定 員 修業期間 募集回数
（ 年 ）

入 学 状 況

１９９７年度 １９９８年度 １９９９年度

海

技

士

科

一 級 海 技 士 航 海 科
機 関 科

１０
１０

６月
〃

１回
〃

０
１

２
２

０
０

二 級 海 技 士 航 海 科
機 関 科

１０
１０

６月
〃

１回
〃

０
１

１
２

１
１

三 級 海 技 士 航 海 科 第 一
機 関 科 第 一
航 海 科 第 二
機 関 科 第 二
航 海 科 第 三
機 関 科 第 三
航 海 科 第 四
機 関 科 第 四

３０
３０
４０
４０
４０
４０
１０
１０

１０月
〃

３・５月
〃
４月
〃
２年
〃

１回
〃
２回
〃
〃
〃
１回
〃

２
０
０
０
１２
６
１８
２０

２
０
０
０
１０
８
２０
１８

１
２
２
０
１２
１３
１５
１１

四 級 海 技 士 航 海 科
機 関 科

４０
４０

２月
〃

１回
〃

２
６

０
２

１
０

小 計 ※ ６８ ６７ ５９

講

習

科

高

等

部

航 海 科 船 橋 当 直 課 程（Ｗ!Ｏ） ※
機 関 科 機 関 当 直 課 程（Ｗ!Ｏ） ※
航 海 科 三 級 海 技 士 課 程 ※
機 関 科 三 級 海 技 士 課 程 ※
航 海 科 四 級 海 技 士 課 程 ※
機 関 科 四 級 海 技 士 課 程 ※
専 攻 科 船 舶 技 術 管 理 課 程
専 攻 科 国 際 海 運 管 理 課 程
専 攻 科 シ ミ ュ レ ー タ ー 課 程 第 一
専 攻 科 シ ミ ュ レ ー タ ー 課 程 第 二

４０
４０
４０
４０
４０
４０
１０
１０
１０
１０

４月
〃
７月
〃

３・５月
〃
４月
〃
１月
〃

２回
〃
１回
〃
〃
〃
〃
〃
２回
〃

０
０
２３
６
１５
１
１（８）
１（９）
１３
１３

０
０
１１
２
９
４
１（７）
０（６）
１８
１８

０
０
６
１
６
１
０（７）
１（７）
７
３

普

通

部

本
校

航 海 科 船 橋 当 直 課 程（kW"O ） ※
機 関 科 機 関 当 直 課 程（kW"O ） ※

４０
４０

５月
〃

２回
〃

０
０

０
０

０
０

分

校

航 海 科 海 技 士 講 習 課 程（DPC ）
機 関 科 海 技 士 講 習 課 程（DPC ）
航 海 科 技 能 講 習 課 程（ 技 能 講 習 ）
機 関 科 技 能 講 習 課 程（ 技 能 講 習 ）
航 海 科 五 級 海 技 士 課 程 ※
機 関 科 五 級 海 技 士 課 程 ※
船 舶 基 礎 講 習 課 程

４０
４０
４０
４０
４０
４０
４０

３月
〃
１月
〃

２・５月
〃
１月

３回
〃
〃
〃
２回
〃
〃

０
０
３５
１８
２３
１６
６

０
０
３８
６
２３
１０
３

０
０
４８
５
２３
２４
４

小 計 １７１ １４３ １２９

合 計 ２３９ ２１０ １８８

（注）１．運輸省資料による。
２．※印：海技資格取得教育、００年度１２０名。
３．（ ）は「二級講習コース」の員数（外数）
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ける最近の入学状況は資料８―１２のとおりである。

８・２・３ GMDSS資格

GMDSSは、１９９９年２月１日より、既存船を含む

全ての船舶に適用（完全導入）され、国際航海に従

事する旅客船および国際航海に従事する３００総トン

以上の貨物船（A３または A４海域を航行海域とす

るもの）にあっては、これまで専従だった通信長の

職務を航海士や機関士などの船舶職員が兼務するこ

とを可能とした、いわゆる「他職務兼務船」が認め

られることとなった。

このような GMDSS体制の完全導入により、現

在、十分な兼務通信長を確保することが急務となっ

ている。兼務通信長になるためには、三級海技士（電

子通信）以上の資格を受有する必要があるが、同資

格の試験申請にあたっては総務省の船舶局無線従事

者証明を取得する必要がある。当協会は、２０００年７

月期および２００１年１月期の船舶局無線従事者証明の

ための新規訓練に、船社の協力を得て、それぞれ２

名の講師を派遣した。

また当協会は、外航船舶の GMDSS対応資格の

取得を促進するため、総務省が実施する第三級海上

無線通信士資格の受験および船舶局無線従事者証明

のための講習会を、船社の協力を得て１９９４年９月よ

り実施している。同講習会は会員各社の所属船員を

対象としており、２０００年９月期に７社１２名、２００１年

３月期に５社７名が受講した。

８・３ 船員関係法規

８・３・１ 外国海技資格承認制度等

への対応

国際船舶制度に関連して、種々の施策が講じら

れているが（１・１・２参照）、このうち、日本人

船機長２名配乗を実現するためには、外国人船員を

含む国際船舶の乗組員が船舶職員法、船員法および

電波法等で要求される各種資格要件を満足する必要

がある。当協会は、外国人船員に対してこれら資格

が円滑に付与される制度の実現に向けて、関係省庁

に対して意見の反映に努めた。

１．船舶職員法関係

１９９９年５月に施行された STCW条約締約国（外

国）資格受有者に対する承認制度に基づき、２０００年

１月に第１回目の外国資格受有者に対する国内海事

法令講習会がフィリピンの４ヶ所の指定講習機関に

おいて開始された。その後、２０００年度は６月、９月

および２００１年１月の３回実施され、これまで延べ４

回の講習で２５６名のフィリピン人船員が承認証を取

得した（資料８―１３参照）。

一方、承認証を取得した船員を配乗した国際船舶

（いわゆる「承認船」）は、承認船に係る雇用と労

働条件に関する労使協議の合意を受け、２０００年３月

末までに３隻が誕生（「船協海運年報２０００」参照）

した。また２００１年４月以降の新たな承認船について

は、改めて労働条件等を協議することとされていた

が、その後、協議は実施されず、承認船は３隻のま

まとなっている。

２．船員法関係

日本人船機長２名体制による承認船を円滑に運航

するためには、関連する船員法上の資格要件を満足

する必要がある。このためには外国人船員に対して

これら資格を円滑に付与する制度が不可欠であるが、

このうち、特に必要となるのは危険物等取扱責任者、

船舶料理士および衛生管理者に係る資格であり、当

協会はこれら資格が円滑に取得できるよう、関係の
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委員会等に参画するなどして、船主意見の反映に努

めた。

$１ 危険物等取扱責任者

本資格を取得するための国内法令講習会は、船

舶職員法に基づく国内海事法令講習と同様、フィ

リピンの指定講習機関（４ヶ所）において実施さ

れることとされた。当面この講習の受講者は、船

舶職員法に基づく国内海事法令講習の受講者に限

定されているため、同講習の実施と併せ、２０００年

１月以降、通算４回の講習が実施された。

$２ 船舶料理士

国際船舶制度の導入に伴い、船舶料理士資格を

外国人が取得する必要性が生じた。このため、国

土交通省は、船員中央労働委員会の答申を受け、

１９９９年１０月に官公労使による「船舶料理士資格制

度に係る検討会」を設置し、現行制度の見直しも

含めた検討を実施した（「船協海運年報２０００」参

照）。同検討会は、２０００年３月に試験・講習科目

の再編統合方策、実施方法の合理化・簡素化方策

等の基本的方向に係る中間的な取りまとめを行っ

た。

これを受けて、２０００年５月、#海事産業研究所

を事務局とする「船舶料理士資格制度検討委員会」

が設置され、１年間に亘り検討が行われた結果、

２００１年３月に、!船舶料理士試験のあり方につい

て、これまでの検討の成果を踏まえて、筆記試験

および実技試験の内容および方法、試験の実施要

領等について今後検討を行うこと、"乗船履歴の

あり方についても今後検討を行うことが合意され

た。

さらに、同検討委員会で合意された今後の課題

について検討を行うため、２００１年６月に船員部を

事務局とする「船舶料理士資格制度に関する検討

委員会」が設置され、外国人船員に対する船舶料

理士試験のあり方も含めた検討が開始された。

$３ 衛生管理者

本資格についても、船舶料理士資格と同様に船

員中央労働委員会の答申において今後の検討課題

とされた。当協会は、本資格を外国人船員に対し

て円滑に付与できるよう、現行制度の見直しを国

土交通省当局に要望している。

３．電波法関係

STCW条約の９５年改正が２００２年２月１日より完

全導入されることに伴い、全ての航海当直職員には

海上特殊無線技士資格の取得が義務付けられること

となった。これは、日本籍船舶である国際船舶に航

海士として乗組む外国人船員にとっても例外では無

いため、２００２年２月１日の期限までに、第一級海上

特殊無線技士（一海特）資格を取得することが必要

となった。

このため、当協会は規制改革委員会等に対して規

制緩和要望を行った結果、和文通話表による電気通

信術を国家試験等から廃止すること、外国資格受有

者が一海特および第三級海上無線通信士（三海通）

資格を容易に取得できるようにするための養成課程

を新設すること等を内容とする無線従事者規則およ

注：既承認者の中で上級職として再度承認を受けた者がいるため、
承認者の累計は必ずしも各回の承認者数の合計値には一致し
ない。（２０００年度の（ ）は再承認者数）

（参考） 承認試験実施期間 承認日
１９９９年度第１回：２０００年１月１７日～２０日 １月２６日

第１回：２０００年６月２６日～２９日 ７月６日
第２回：２０００年９月１８日～２１日 ９月２８日
第３回：２００１年１月１５日～１９日 ２月２日

〔資料８―１３〕 承認者数

指定職務
１９９９年度 ２０００年度

累 計
１月 ７月 ９月 ２月

一等航海士 ９ １０ １１ １２
（ １）

４２

二等航海士 ７ ９ ８ ２０ ４３

三等航海士 ７ ９ ８ １８ ４２

航海士小計 ２３ ２８ ２７ ５０
（ １）

１２７

一等機関士 ９ ８ ８ １４
（ １）

３９

二等機関士 ９ １１ ７ ２３ ４９

三等機関士 ７ １０ １０ １４ ４１

機関士小計 ２５ ２９ ２５ ５１
（ １）

１２９

合 計 ４８ ５７ ５２ １０１
（ ２）

２５６
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び関係告示等の一部を改正する省令案が６月２０日に

公布、施行された。当協会は、同省令案に係る電波

監理審議会での審議に際して、船主意見の反映に努

めた。

この改正を受けて、当協会は外国の無線資格受有

者に対する一海特講習をマニラにおいて開催するた

めの実施詳細について"日本無線協会との協議を進

め、講習会で使用される教本の作成等に協力した。

８・３・２ 船員関係法規の一部改正

１．船員法施行規則等の一部改正

２００１年１月６日より個別の独立行政法人個別法が

施行され、同年４月１日の独立行政法人設立の登記

をもって海技大学校、航海訓練所、海員学校および

水産大学校は、それぞれ独立行政法人に移行した。

これに伴い、船員法施行規則、救命艇手規則、船

舶料理士に関する省令等の一部改正が改正され４月

１日より施行されたが、実質的な内容の変更は伴っ

ていない。

なお公益法人の中で検査の委託等の行政代行的行

為を行っているものの透明化を図るため、「公益法

人に対する検査等の委託等に関する基準」が平成８

年９月２０日に閣議決定され、平成１２年度までに公益

法人に対する委託等の根拠を法令で明記することと

された。これを受けて、国土交通大臣が認定する船

舶料理士試験を実施する機関として、"日本海技協

会を明記した船舶料理士資格に関する省令の一部改

正が行われた。

２．有害液体汚染防止管理者養成講習の廃止

MARPOL条約付属書!（ばら積み有害液体物質

の排出規制）が１９８７年４月６日に発効したことに伴

い、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（海

防法）」に基づく有害液体物質の排出規制が同日よ

り改正施行された。この結果、有害液体物質を輸送

する船舶にあっては有害液体汚染防止管理者資格を

有する者の選任が義務付けられたため、当協会は同

改正の施行と同時に「有害液体汚染防止管理者養成

講習管理委員会」を設置し、講習を開始するともに、

１９９４年には本講習が運輸大臣の指定する講習機関と

して告示された。

しかしながら、輸送形態が変化し、同講習に基づ

いて認定された有資格者を必要とする船舶が存在し

なくなったため、１９９１年までに合計３３名の管理者が

養成された以降、受講希望者が皆無となったことか

ら、当協会は２０００年９月３０日を以って同講習を廃止

した。

また、２００１年３月には、上述の「公益法人に対す

る検査等の委託等に関する基準」に基づき、有害液

体汚染防止管理者に関する講習実施者の指定が海防

法施行規則において定められることとなったため、

当協会を運輸大臣の指定機関として定めた１９９４年の

告示は廃止された。

８・３・３ 船員職業安定法改正への

対応

船員職業安定法の改正問題については、２０００年５

月より国土交通省船員部を事務局とする船員職業紹

介等研究会において検討が再開された（「船協海運

年報２０００」参照）。本件は、当協会より政府の規制

改革委員会に対して規制緩和の一環として要望して

〔資料８―１４〕

規制改革推進３か年計画

（平成１３年３月３０日閣議決定）

" 分野別措置事項 １１ 運輸関係 オ その他 （抜粋）

事 項 名 措 置 内 容
実施予定時期

平成
１３年度

平成
１４年度

平成
１５年度

!船員職業
紹介事業
等の規制
緩和

（国土交通省）

船員職業紹介事業及び船員労
務供給事業について、学識経験
者、労使の代表をメンバーとす
る国土交通省の「船員職業紹介
等研究会」において検討が行わ
れており、船員労働の状況を勘
案しつつ、一定の要件を満たす
者が許可を受けて有料で行うこ
とを認める方向で、できる限り
早期に結論を得る。
（船員中央労働委員会の意見聴
取が必要）

検討
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いたものであり、２００１年３月３０日には、「一定の要

件を満たす者が許可を受けて有料の職業紹介事業等

を実施することを認める方向で、できる限り早期に

結論を得ること」を内容とする閣議決定がなされ、

２００１年度中に検討を行うこととされている（資料８

―１４参照）。

当協会は、上記検討会において、民間による船員

派遣事業の自由化を認めること、さらに当該派遣船

員に対して船員保険を適用することについても併せ

て要望を行い、その実現に努めている。

８・３・４ ILO条約改正への対応

ILO（国際労働機関）の第２９回合同海事委員会

（JMC）が、２００１年１月２２日から２６日までジュネー

ブの ILO本部において開催され、以下の通り決定

した。なお、JMCには船主および船員側より当協

会を含む２０名の正メンバーが出席した。

船主側より、多くの ILO条約が時代遅れのもの

になり現実を反映していないこと、さらに技術的な

詳細基準を含んでいる ILO条約が多く、批准の妨

げになっていること等の理由を挙げ、ILO条約の抜

本的な見直しを行うことが労使双方にとって利益に

なるとの観点から、既存の条約および勧告を１つの

「統合条約（Consolidated Convention）」として再

構築すべきであるとの提案を行い、船員側もこれを

積極的に支持した。

この結果、「統合条約」は労働基準原則に係るい

くつかのパートから構成され、これに詳細要件に係

る附属書が組み合わされるべきこと、また各附属書

は容易な改正手順によって修正できるような手続き

を備えるべきことなどを内容とした決議が採択され

た。同決議では、政府、船主側、船員側のそれぞれ

１０名の代表で構成される作業部会を設置して新条約

の草案作業を行い、２００４年に海事準備総会、２００５年

に海事総会を開催して新条約を採択するよう ILO

理事会に勧告している。

この決定は第２８０回 ILO理事会（３月８日～３０日）

において審議の結果、各グループ代表の構成を１２名

に増員すること、また第１回目の作業部会を１２月に

開催することも併せて承認された。新条約の草案作

成に当たっては、３０もの既存条約を５つの労働基準

原則に係るパートに整理・統合するための膨大な作

業に加え、各附属書毎の選択批准を可能とする（海

洋汚染防止条約方式）など、条約の批准を促進する

ための発効要件の設定、容易な改正手続きの導入、

既に批准している条約の廃棄方法（新条約との整合

性の問題）をどうするか等法的な問題も含めて検討

される予定である。

なお ILO最低賃金についてもほぼ４年ぶりに見

直しが行われた（８・１・２参照）。

８・４ 船員の社会保障制度

８・４・１ 船員の社会保障制度の概況

１．適用状況の推移

船員法上の船員を対象とした船員保険及び厚生年

金保険（第三種被保険者のうち船員）の適用事業所

ならびに被保険者数は、海運・水産業界の厳しい状

況を反映して斬減傾向が続いており、２０００年３月末

の適用事業所ならびに被保険者数は、前年に比べて

それぞれ２１８事業所、４，６５０名の減少となっている。

（資料８―１５参照）

２．船員保険の財政状況

船員保険の財政は、被保険者数が減少する一方で、

平均標準報酬月額が伸び悩み、保険料収入が減少し
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続けている。また被保険者数が８万人を切り、限ら

れた業種の保険集団であることなどの構造的問題も

あり、依然として厳しい状況にある。

１９９９年度の収支は、疾病、失業、年金（労災）、

福祉・業務部門とも赤字となり、前年度よりも５４億

円悪化し、６６億円の赤字となった。

（資料８―１６参照。予算については同―１７参照）

!１ 疾病部門

１９９０年度に保険料率を引き上げたことおよび平

均標準報酬月額が伸びたことなどにより、単年度

黒字に転じ、以降金額は減少しつつも、黒字を維

持しながら累積赤字を減じ、１９９７年度に至りよう

やく、累積赤字を解消した。

１９９９年度においては、平均標準報酬月額の伸び悩

み、被保険者数が減少し、保険料収入の減少と老人

保健拠出金の増加により収支は赤字に転落した。

!２ 失業部門

失業部門の財政は失業率の動向に大きく左右さ

れ、１９８９年までは失業率が高かったために、財政

状況が悪化したが、１９８９年には緊急雇用対策が一

応終息したこと、折からの好景気の影響を受けて

失業率が大幅に減少したことなどから黒字となり、

その後、景気の後退はあるものの単年度収支で

１９９７年まで黒字を維持した、１９９９年度においては

被保険者数の減少により保険収入が減少する一方、

陸上の雇用情勢の厳しさを受けて、部門別収支で

は前年度に引き続き１４億円の赤字となった。

!３ 年金部門（労災）

１９８７年以降、保険給付費などの増加により支出

が収入を上回り、１９９０年度まで赤字で推移してき

た。１９９１年度においては、好景気の影響を受けて

平均標準報酬月額が伸びるとともに、保険料率が

引き上げられたことにより収入が大幅に増えたこ

とから黒字に転じ、１９９７年度までこれを維持して

きた。

１９９９年度においては、被保険者数の減少と標準

報酬月額の低下によって保険料収入が減少するな

か、保険給付の微増があり、収支は前年よりも１０

億円悪化して１８億円の赤字となった。

年金部門の財政は、被保険者の減少と年金受給

者が徐々に増加していくことから、今後も赤字幅

が拡大していくものと予想される。

〔資料８―１６〕 船員保険特別会計部門別収支決算
（単位：億円）

区
分

収 入 支 出

項 目 ９８年度 ９９年度 項 目 ９８年度 ９９年度

疾
病
部
門

保 険 料 収 入
一般会計より受入
厚生保険特別会計
業務勘定より受入

５４４
３０

１２

５０７
３３

６

保 険 給 付 費
老人保健拠出金
退職者給付拠出金
福 祉 事 業 費

３９３
１４８
２６
０

３７２
１７１
２９
０

計 ５８６ ５４６ ５６７ ５７２

失
業
部
門

保 険 料 収 入
一般会計より受入
前年度剰余金受入

７４
１９
２

６９
１８
１

保 険 給 付 費

翌年度へ繰越

１１０

１

１０１

１

計 ９５ ８８ １１１ １０２

年
金
部
門

保 険 料 収 入
一般会計より受入
運 用 収 入

１４０
０
４４

１３０
０
３９

保 険 給 付 費

諸 支 出 金

３６

１５１

３６

１５１

計 １８４ １６９ １８７ １８７

福
祉
部
門

保 険 料 収 入

雑 収 入

５３

０

４９

１

福 祉 事 業 費 ６３ ５７

計 ５３ ５０ ６３ ５７

業
務
部
門

保 険 料 収 入
一般会計より受入
雑 収 入

８
１２
３

８
１２
３

業 務 取 扱 費 ２５ ２４

計 ２３ ２３ ２５ ２４

合 計 ９４１ ８７６ 合 計 ９５３ ９４２

収 支 差 額 －１２ －６６

（注）社会保険庁資料

〔資料８―１５〕 船員保険、厚生年金保険（第三種の

うち船員）適用状況

時 点

（年月）

船舶所有者数 被 保 険 者 数

うち失業
保険適用 （強制適用） うち失業

保険適用

１９８４．３
１９８５．３
１９８６．３
１９８７．３
１９８８．３
１９８９．３
１９９０．３
１９９１．３
１９９２．３
１９９３．３
１９９４．３
１９９５．３
１９９６．３
１９９７．３
１９９８．３
１９９９．３
２０００．３

１０，２８０社
９，９４９
９，５７０
９，３１３
９，２３０
９，１３２
９，８７７
９，６００
９，３０５
９，００８
８，６２９
８，３８８
８，１９０
８，０２６
７，８２２
７，５３６
７，３１８

７，１８０社
６，９８３
６，７５２
６，５５８
６，４４０
６，２８９
６，２４０
６，１２５
５，９７１
５，８４４
５，７４０
５，６４６
５，５２８
５，４０１
５，２３４
４，９８５
４，８２２

１８４，７０２人
１７６，５６０
１６５，６６６
１５６，５８４
１４６，５４９
１３８，４２９
１３２，２０５
１２６，７２４
１２０，６３４
１１５，６２５
１１０，４５９
１０５，４２２
１００，３４９
９６，０５０
９１，２９２
８４，１７１
７９，５２１

１５２，００４人
１４４，２１６
１３４，６２７
１２５，８５５
１１６，６９６
１０９，８３６
１０６，０１８
１０２，９４５
９９，３９５
９６，６９９
９２，６５３
８８，７１３
８４，７３６
８０，７６１
７６，４５１
６９，７７８
６５，７３６

（注）社会保険庁資料
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〔資料８―１８〕

船員保険制度の改定（２００１年１月１日）

１ 疾病部門

! 標準報酬月額の改正

報酬月額が１０１，０００円未満の被保険者の標準報酬

月額は９８，０００円となった。

" 介護保険料率の改正

介護保険第二号被保険者（４０歳以上６５歳未満の船

員保険被保険者）の介護保険料率は２００１年１月分よ

り１５．９!１０００（現行３!１０００）となった。

# 育児休業期間中の船舶所有者負担分の保険料の免

除

育児休業している被保険者については船員保険料

の被保険者負担分が免除になっていたが、船舶所有

者負担分についても免除となった。

$ 入院時食事療養費に係る標準負担額の改正

被保険者や被扶養者が入院した場合、入院期間中

の一日あたりの食費負担７６０円が７８０円となった。

（２００１年１月）

% 高額療養費の改正

入院などにより１ヶ月の医療費の自己負担額が高

額となった場合、家計の負担が軽減されるように一

定の金額（自己負担限度額）を超えた部分が払い戻

される高額療養費制度の改正。

&１ 自己負担限度額の計算式

ア）生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯

などの人… ３５，４００円

改正前 改正後

外 来 一 部 負 担 金 １日５３０円（月４回まで）

２００床以上の病院：医療費の１割負担（月上限５０００円）

２００床未満の病院・診療所：医療費の１割負担（月上限３０００円）
※診療所によっては、１日８００円（月４回まで）のところもある。

入院時一部負 担 金 １日１，２００円

医療費の１割負担（月上限３万７２００円）
※市民税非課税世帯：月上限２万４６００円
※市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者：月上限１万５０００円
※特定疾病の認定を受けている人：月上限１万円

入院時食事療 養 費
標 準 負 担 額 １日７６０円 １日７８０円

※市民税非課税世帯は従来通り

薬 剤 一 部 負 担 金
老人保健医療受給者は、
国が代わって負担
※老人医療は自己負担

制度を廃止

訪問看護療養費利用料 利用料の１割負担（月上限３０００円）と１日６００円（月５回）まで選択制

〔資料８―１７〕 船員保険特別会計部門別予算
（単位：億円）

区
分

収 入 支 出

項 目 ００年度 ０１年度 項 目 ００年度 ０１年度

疾

病

部

門

保 険 料 収 入
一般会計より受入
厚生保険特別会計
業務勘定より受入
雑 収 入

５３７
３０

２３
０

５１７
３０

２１
０

保 険 給 付 費
老人保健拠出金
退職者給付拠出金
介 護 納 付 金
予 備 費

３７５
１４９
３０
３４
４

３５４
１３０
３１
５４
４

計 ５９０ ５６８ 計 ５９２ ５７３

失
業
部
門

保 険 料 収 入
一般会計より受入
前年度剰余金受入

６８
１５
１

６３
１８
０

保 険 給 付 費

予 備 費

９２

１

８０

１

計 ８４ ８１ 計 ９３ ８１

年
金
部
門

保 険 料 収 入
一般会計より受入
運 用 収 入

１２９
０
３１

１１９
０
３０

保 険 給 付 費

諸 支 出 金

４０

１４８

４１

１４４

計 １６０ １４９ 計 １８８ １８５

福

祉

部

門

保 険 料 収 入
厚生保険特別会計
業務勘定より受入
雑 収 入

４８

０
１３

４４

３
３

福 祉 事 業 費 ６１ ５０

計 ６１ ５０ 計 ６０ ５０

業
務
部
門

保 険 料 収 入
一般会計より受入
雑 収 入

９
１２
４

９
１２
４

業 務 取 扱 費 ２４ ２５

計 ２５ ２５ 計 ２４ ２５

保 険 料 収 入
一般会計より受入
運 用 収 入
厚生年金保険特別
会計業務勘定より受入
積立金より受入
雑 収 入
前年度剰余金受入

７９１
５７
３１

２３
３８
１７
１

７５２
６０
３０

２４
４１
７
０

保 険 給 付 費
老人保険拠出金
退職者給付拠出金
業 務 取 扱 費
諸 支 出 金
福 祉 事 業 費
介 護 納 付 金
予 備 費

５０７
１４９
３０
２４
１４８
６１
３４
５

４７５
１３０
３１
２５
１４４
５０
５４
５

合 計 ９５８ ９１４ 合 計 ９５８ ９１４

（注）社会保険庁資料２０００年度は補正後のもの
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８・４・２ 船員保険制度の改革

１．概 況

中央省庁改革基本法（平成１０年法律１０３号）によ

り、従前１府２２省庁だった中央省庁が２００１年（平成

１３年）１月６日から１府１２省庁に再編された。社会

保険に関する主な内容は次のとおりである。

! 厚生労働省の発足

昭和２２年に分離独立した厚生省、労働省が再

び統合し、厚生労働省が発足した。

" 地方厚生局の設置

中央省庁等の組織の再編に併せて、厚生労働

省地方支部分局として新たに地方厚生局が設置

された。

# 実施庁

国の行政機関における政策の企画立案に関す

る機能とその実施に関する機能とを分離すると

いう中央省庁改革の基本方針に従い、社会保険

庁は主として政策の実施に関する機能を担う実

施庁と位置付けられた。

少子高齢化社会となる２１世紀に向けて健全なる社

会保障制度を構築するために、政府は抜本的改革に

取り組んできたが、関係者の利害が錯綜し具体案を

取りまとめるには至っていない。その中で、介護保

険については２０００年４月１日より実施され、抜本改

革の第一歩として疾病部門の改正を２００１年１月１日

に行った。

主な改正は、!標準報酬月額の改正、"介護保険

料率の改正、#育児休業中の船舶所有者負担分保険

料の免除、$入院時食事療養費に係る標準負担額の

改正、%高額療養費の改正、&傷病手当金の改正

（２００１年４月１日から実施）、'高齢者の一部負担

の改正、(雇用継続給付の引き上げ、)教育訓練給

付の引き上げである。（資料８―１８参照）

イ）標準報酬月額が５６万円以上の被保険者および

その被扶養者…

１２１，８００円＋（医療費－６０９，０００円）×１％

ウ）ア、イに該当しない人…

６３，６００円＋（医療費－３１８，０００円）×１％

+２ 但し高額療養費に該当となる療養を受けた月以

前の１２ヶ月間における高額療養費の回答回数が４

回以上となる場合、４回目以降の自己負担限度額

ア）生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯

などの人… ２４，６００円

イ）標準報酬月額が５６万円以上の被保険者および

その被扶養者… ７０，８００円

ウ）ア、イに該当しない人… ３７，２００円

+３ 同一世帯内で、同一月における自己負担額が

３０，０００円以上の人（生活保護の被保護者や市町村

民税非課税世帯などの人は２１，０００円）が２人以上

いる場合の自己負担限度額は、それぞれ医療費を

合算し、+１または+２の計算式にあてはめて算出す

る。

& 傷病手当金の改正（平成１３年（２００１年）４月１日

から実施）

傷病手当金の支給額は退職後、老齢厚生年金や老

齢基礎年金または退職共済年金などを受けている場

合も行うことに改正した。

' 老人保健の改定

２ 失業部門

! 雇用継続給付の引き上げ

２００１年月１日以降の「支給単位期間」から新たな

支給率が適用された。

現行 改正後

*育児休業給付（給付率）

育児休業基本給付金 ２０％ ３０％

育児休業者職場復帰給付金 ５％ １０％

*介護休業給付（給付率）

介護休業基本給付金 ２５％ ４０％

" 教育訓練給付の引き上げ

教育訓練給付金の支給額（被保険者が負担した教

育訓練費用８入学金や受講料など）の８割に相当す

る額）の支給限度額の上限が２０万円から３０万円に引

き上げ。
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２．船員保険財政見通し（将来推計）勉強会

２０００年４月１９日、社会保険庁は船員保険財政の見

通しを検討する専門家、関係省庁、関係団体で厚生

する勉強会を立ち上げた。同年６月６日、今後１０年

の財政試算を行う前提条件の検討を行い、以後社会

保険庁内部で１０年推計の作業を続けている。

８・５ 労働協約の改訂

外航労務協会の機能停止と、日本船主協会への業

務移管および例年とは異なる組合からの各社別要求

の提出、これに対する各社からの申し入れ等、新た

な動きが現実化した状況下、３月２日の第１回交渉

を皮切りに、約２ヶ月間の長期に亘る今次交渉が開

始された。

交渉は第１回から船主側からの最低基本給制度の

廃止、最低賃金の創設という申し入れを巡り白熱し

た議論が展開された。

船主側は「現行の最低基本給制度を前提とした中

央交渉では最早各社のニーズには応えられない。各

社の自己責任において個別で賃金の検討を行えるシ

ステムの構築が必要である」と主張したが、組合側

は「船主申し入れは、これまで長年に亘り築き上げ

て来た労使関係を踏まえれば決して看過できるもの

ではない」と猛反発し、議論は紛糾した。

第３回交渉において船主側は「船主申し入れを含

む新しい賃金の在り方、決定の在り方については新

たな労使協議の場での議論に期待することとし、今

後の交渉を加盟１４社の考えを基に組合要求について

の具体的論議に入りたい」とした。その後は具体的

賃金交渉となったが、企業間格差が益々拡大し、１４

社で横断的な賃上げをできる状況にないとする船主

側と、ベアのない解決は有り得ないとする組合側の

主張は平行線を辿り続けた。

そして、３月３１日、第７回交渉において船主側は

最終的回答として「ベアゼロ」を提示したが、組合

側はこれを即座に拒否し、双方は平成１２年度労働協

約の失効と、今後も継続協議をすることおよび妥結

結果の４月１日遡及実施を確認した。更に、組合側

は「解決を促進するため、あらゆる戦術展開を行う」

との姿勢を明らかにした。

組合側は新たな戦術展開として中央交渉促進のた

めと、組合員の付託に応えるものとして過去に例を

見ない個別交渉先行を実行に移した。「自社自決・

各社交渉の促進」という船主側の求める姿が図らず

も実現した形となったが、その各社交渉は４月６日

に１社が本人基本給および臨時手当の同時妥結に至

ったものの、その後は協議の進展が図られず、全て

の交渉が膠着状態となった。

４月２４日、事態を憂慮した労使は、幹事間折衝を

行い翌２５日夜半より非公開の小委員会形式で中央交

渉を再開、翌２６日未明に大筋合意し、同日午後の第

８回交渉において次の通り妥結した。

!１ 最低基本給（標準船員３４歳→３５歳）：ベア２００

円、定昇込み４，８５０円（２．１０％）

!２ 本人基本給を有する会社の本人基本給交渉に当

っては、労働協約第１１２条（最低基本給）の改定

内容に関わらず、各社自主的に交渉し、決定する

ことができる旨の確認書締結

!３ 船内福利厚生の改善のため IT（情報技術）を

活用するための協議会を設置する旨の確認書締結

今回は、結果としては中央においてベアの実施を

行ったが、その後の各社交渉では、外航労務部会加

盟船社の数社がベアゼロで妥結し、中央での最低基

本給は名目的且つ概念的になったことおよび最低基

本給制度の意義も根本的に変化したことが明らかと

なった。

今次交渉は、個別交渉の先行、中央に拘束されな

い個別の賃金決定および臨時手当との同時妥結とい
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う歴史的にも大いに評価できるものとなり、新しい

時代にマッチした労使関係構築にも期待が持てる結

果となった。

８・６ 乗組員の安全および災害防止対策

８・６・１ 船員災害防止実施計画

船員中央労働委員会（会長：青山善充東京大学副

学長）は２００１年３月１６日、「平成１３年度船員災害防

止実施計画」について、諮問案のとおり国土交通大

臣に答申した。同実施計画は「船員災害防止活動の

促進に関する法律」に基づき、５年毎に策定する船

員災害防止基本計画の実施を図るためのもので、今

回の実施計画は、１９９８年１月に船員中央労働委員会

の審議を経て作成された第７次船員災害基本計画

（１９９８年～２００２年）を実施するための４年目の計画

にあたる。

２００１年度の実施計画では、船員災害としての船種

別死傷発生率（年間千人率）の減少目標（対前年度

比）を、死傷に関して汽船８％、漁船６％、全体で

７％、疾病に関して汽船３％、漁船３％、全体で３％

に設定している。また船員災害の種類として、死傷

災害については「はさまれ」や「転倒」のほか、死

亡災害の絶滅を目指し海中転落等の防止に、疾病に

ついては「生活習慣病」の予防に、それぞれ重点を

おいて対策を実施することとしている。推進すべき

主要な対策としては以下を掲げている。

１．総合的な安全対策対策の推進

２．安全衛生委員会、協議会の整備・活性化

３．死傷災害の防止

!１ 作業時を中心とした死傷災害防止対策

!２ 死亡災害防止対策

!３ 高年齢船員の災害防止対策

!４ 作業の標準化による安全の確保

!５ 船員災害の原因分析とその活用

４．生活習慣病を中心とした疾病予防対策

５．混乗外国人船員の進展に対応した安全衛生対策

６．労働時間等労働条件の改善

７．船員労働安全衛生月間中の活動の見直し

８．船員災害防止事業の見直し

９．船員災害防止対策推進連絡会議（仮称）

８・６・２ 洋上救急事業

洋上救急事業は、海上保安庁の輸送能力を活用し、

関係医療機関の協力、関係団体の資金拠出を得て、

日本水難救済会が主体となって実施されている。そ

の主要業務は、わが国周辺の距岸１，０００海里以上に

およぶ海域の航行船舶からの往診要請に対して、海

上保安庁の巡視船・航空機等で医師・看護婦を現場

へ急送し、患者に応急措置を施しつつ、病院への移

送等を行うものである。２０００年度の洋上救急事業の

実績は資料８―１９のとおりとなっており、これを加

えた１９８５年１０月以降の出動回数は４７１回となってい

る。

〔資料８―１９〕２０００年度の洋上救急事業の実績

汽船（隻） 漁船（隻） 合計（隻）

日 本 籍 １（ ２） ９（２１） １０（２３）

外 国 籍 ９（９） ４（ ０） １３（９）

合 計 １０（１１） １３（２１） ２３（３２）

（ ）内は１９９９年度実績

当協会は、本事業に対し、この支援のために設立

された中央洋上救急支援協議会の構成員として参画

するとともに、本事業費の分担拠出に応じる等、積

極的に協力を行っている。
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８・７ 船員の健康管理および福利厚生

１．船員福祉事業

船員に対する福祉事業は、各企業によって実施

されるもののほか、社会保険制度（船員保険、厚生

年金保険）によるものと、公益団体によるものに大

別される。このうち、船員の福祉事業を行う公益団

体およびその事業概要は資料８―２０のとおりであり、

〔資料８―２０〕 船員の福祉事業を行う公益団体とその事業概要

団 体 名 設 立 日 等 構 成 員 事 業 の 概 要

船員災害防止協会 「船員災害防止活動の促
進に関する法律」（昭和４２
年法律第６１号）第１９条に
より昭和４２年１０月３１日設
立

会社員（所属船員）
商 船２，４１３社（３２，３５４人）
漁 船 ９９６社（１７，９２９人）
計 ３，４０９社（５０，２８３人）

（２００１年３月３１日）

○安全衛生についての調査研究および広報活動
（含 船員労働安全衛生月間活動の推進）
○安全衛生教育（衛生管理者講習 他）
○技術指導援助およびコンサルタント
○船員の体と心の健康確保による災害防止
○STCW条約に基づく証明書の発給

日本水難救済会 １８９８年（明治３１年）１０月設
立

正 会 員 １９０社
賛助会員 ３，８６６名

（２００１年３月３１日）

○水難救助に関する事業
（救難所の設置、救助船の建造、救助出動、訓練）
○洋上救急事業（８・６・２参照）
○救助員の扶助・報奨、「青い羽根募金」等

外航船員医療事業団 １９８１年（昭和５６年）８月
任意団体から社団法人に
移行

正 会 員 ３１社
賛助会員 ２社

（２００１年３月３１日）

○海外特約医療機関の指定、世話役の選任
○国内特約医師による訪船診療
○衛生管理者の再講習
○船内衛生に関する啓蒙誌の作成
（「外医療ニュース」等の発行）

日本海員掖済会 １８９８年（明治３１年）設立 正 会 員 ８２名
賛助会員 ２７，３３８名

（２００１年３月３１日）

○医療援護に関する事業
（病院・診療所の運営 無料巡回相談 救急医療 無線医療等）
〈施設〉 病院% 診療所& 看護専門学校
○保健指導および疾病予防（訪船診療 予防接種 他）
○船員の育英（海員学校生徒を対象に奨学金の貸付）
○船内衛生の教育および保持に関する事業
○海事図書の発行（「日本船舶医療便覧」他）

船員保険会 船員保険法の施行（１９４０
年）に伴い１９４１年（昭和
１６年）設立

○船員保険法第５７条ノ２に基づく福祉事業を実施
○諸施設の運営
〈施設〉 病院#、診療所"、健康管理センター$、情報

センター、船員保険保養所'、総合福祉センター、
健康福祉センター#、海外保養所!

○広報出版事業（「船員ほけん」誌 等発行）
○保健事業（安全衛生事業、船員保険生活習慣病予防健診 他）

日本船員厚生協会 １９４３年（昭和１８年）日本
海運報国財団として設立

○船員とその家族に対する宿泊、休憩および慰安に関する事
項他
〈施設〉 海員会館

日本船員福利雇用
促進センター（福利
部）

１９７８年（昭和５３年）６月
左記に改組

○船員の福利厚生施設の設置、運営および運営に対する資金
援助

○船員の教養向上のための講習会等の運営
〈施設〉 シンガポール日本船員センター 船舶調理講習

所（８・１・５参照）

日本船員住宅協会 １９６９年（昭和４４年）設立 ○船員保険被保険者等への住宅資金の貸付等

日本船員福利厚生基
金財団

全日海との労働協約に基
づいて１９６４年（昭和３９年）
設立

○厚生施設および病院への資金援助
（財源は労働協約に基づく船主の拠出金等）

日本殉職船員顕彰会 １９８１年（昭和５６年）４月
設立

賛助会員 法人 ９１団体
個人 ３０名

（２００１年３月３１日）

○殉職船員の追悼行事、功績等の調査および遺族の援護
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当協会はこれら団体の事業運営に協力した。

２．VTR協議会の活動

当協会は、船舶乗組員のために供給するテレビ番

組の録画テープについて、著作権処理に関する契約

を関係著作権者６団体と、また番組使用に関する契

約を関係放送事業者６社と締結し、その事務処理の

ために１９７２年に VTR協議会を設置し、契約の遂行

と録画テープを供給する活動を行っている。

２０００年度末における VTR協議会加盟会社は３９社

であり、２０００年度の録画実績は１，２０７本（前年度２，０２２

本）であった。また支払った補償使用料は約１９５万

円（前年度約２９０万円）であった。

なお当協会と関係著作権者団体および関係放送事

業者と２００１年度の契約については、前年度と同一条

件により更改した。
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９・１ 内航海運の概況

内航海運の２０００年度輸送量は、景気が低迷する中

で５年ぶりに増加に転じ、５億３，７０２万トン（前年

比２．８％増）、輸送貨物量と距離を掛け合わせた輸送

活動量も２，４１７億トンキロ（前年比５．３％増）と微増

した。（資料９―１参照）

他の国内輸送機関の輸送量と比較すると、輸送ト

ンキロベースでは自動車に次ぐ４割強のシェアを持

ち、内航海運は国内物流の基幹となる輸送機関であ

る。

特に、石油、鉄鋼、セメント等の産業基幹物資に

係る分野では、内航海運がその大部分を輸送してお

り、低コストで長距離・大量輸送のできる利点を生

かして、国内輸送に大きな役割を果たしている。

１．内航船の船腹量

内航海運事業者の所有する内航船（営業船）の船

腹量は２００１年３月末現在、合計７，０８５隻、３７４万総ト

ンで、１０年前の１９９１年と比較すると隻数では２３．２％

減、トン数では０．２％増となっている。船種により

増減のバラつきはあるものの、１隻当たりの平均総

トンではいずれも増加しており、全体的に船舶の大

型化が図られている。（資料９―２参照）

船齢別に見ると、船齢７年未満の船舶（経済船）

が隻数で１８．８％、総トン数で３０．０％となっている。

これに対して、船齢１４年以上の船舶（老朽船）は隻

数で４４．７％、総トン数で２４．７％となっている。平均

トン数は船齢７年未満の船舶では５３７総トンである

のに対し、船齢１４年以上の船舶では２９７総トンであ

ることから、中高齢船には小型船が多いといえる。

（資料９―３参照）

船型別区分では、５００総トン未満の船舶が隻数ベ

ースで８１．６％と大部分を占めている。なかでも１００

総トン以上２００総トン未満船が２３．９％、４００総トン以

上５００総トン未満船が１９．３％を占めており、いわゆ

この章のポイント

・平成１２年度の内航船舶輸送実績は、５億３，７０２万１千

トン、２，４１６億７，１２４万７千トンキロであった。トンベ

ースで対前年度比２．８％の増、トンキロベースでは対

前年度比５．３％増であった。

９ 内航海運

９・１ 内航海運の概況

９・２ ２０００年度の内航海運対策

９・３ ２０００年度以降５年間の内航適正船腹量

９・４ 内航海運暫定措置事業

〔資料９―１〕 内航貨物輸送量の推移

年度
輸送量（千トン） 輸送活動量（億トンキロ）

対１９７０年度比 対前年度比 対１９７０年度比 対前年度比

１９７０
１９８９
１９９０
１９９１
１９９２
１９９３
１９９４
１９９５
１９９６
１９９７
１９９８
１９９９
２０００

３７６，６４７
５３８，０２９
５７５，１９９
５７１，８９１
５４０，４１０
５２８，８４１
５５５，７６４
５４８，５４２
５４６，９０９
５４１，４３７
５１６，６４８
５２２，６０２
５３７，０２１

１００．０
１４２．８
１５２．７
１５１．８
１４３．５
１４０．４
１４７．６
１４５．６
１４５．２
１４３．８
１３７．２
１３８．８
１４２．６

!
（１０９．１）
（１０６．９）
（９９．４）
（９４．５）
（９７．９）
（１０５．１）
（９８．７）
（９９．７）
（９９．０）
（９５．４）
（１０１．２）
（１０２．８）

１，５１２
２，２４７
２，４４５
２，４８２
２，４８０
２，３３５
２，３８５
２，３８３
２，４１８
２，３７０
２，２７０
２，２９４
２，４１７

１００．０
１４８．６
１６１．７
１６４．２
１６４．０
１５４．４
１５７．７
１５７．６
１５９．９
１５６．７
１５０．１
１５１．７
１５９．９

!
（１０５．７）
（１０８．８）
（１０１．５）
（９９．９）
（９４．２）
（１０２．１）
（９９．９）
（１０１．４）
（９８．０）
（９５．８）
（１０１．１）
（１０５．３）

出所：国土交通省「内航船舶輸送統計年報」等
（注）調査方法が１９７４年度から変更になったため、１９７０年度の輸送実績は、これと

の接続を考慮して算出した推計値である。
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る１９９総トン型、４９９総トン型が内航船の標準的な船

型になっていることを示している。一方、平均総ト

ン数は、物流の効率化の要請に対応して年々大型化

しており、５２７総トンとなっている。（資料９―４参照）

２．内航海運事業者

!１ 内航海運事業者

内航海運事業者数は２００１年３月末現在で、５，３６３

（兼業を除く実事業者数）である。許可事業者は

運送事業者が７３１、貸渡事業者が３，０２４で合計３，７５５

〔資料９―２〕 内航船の船種別船腹量

船 種
２０００．３．３１ ２００１．３．３１

隻 数 総 ト ン 数 平均総トン 隻 数 総 ト ン 数 平均総トン

貨 物 船
土 ・ 砂 利 ・ 石 材 専 用 船
セ メ ン ト 専 用 船
自 動 車 専 用 船

４，２７９
９２８
１８７
５９

１，４９４，１６０
４５５，７９７
４３４，８９１
２１８，６７８

３４９
４９１
２，３２６
３，７０６

４，１６８
９２４
１８６
５４

１，５８１，７５６
５２１，１５０
４４９，１６０
１６０，７０２

３７９
５６４
２，４１５
２，９７６

油 送 船
特 殊 タ ン ク 船

１，３６９
４４７

８１６，９８７
２３６，５５３

５９７
５２９

１，３２０
４３３

７９７，４２０
２２７，０６７

６０４
５２４

合 計 ７，２６９ ３，６５７，０６６ ５０３ ７，０８５ ３，７３７，２５５ ５２７

出所：国土交通省海事局資料
（注）内外航併用船および港運併用船を含み、塩の二次輸送、原油の二次輸送および沖縄復帰に係る石油製品用許認可船は含まない。

〔資料９―３〕 内航船の船齢別船腹量

区 分
２０００．３．３１ ２００１．３．３１

隻 数 千総トン 平均総トン 隻 数 千総トン 平均総トン構成比!％ 構成比!％ 構成比!％ 構成比!％

合 計 ７，０６４ （１００．０） ３，６２０ （１００．０） ５１３ ６，９１３ （１００．０） ３，７１３ （１００．０） ５３７

７ 年 未 満（経 済 船） １，５９１（２２．５） １，１７１（３２．３） ７３６ １，３０１（１８．８） １，１１４（３０．０） ８５６

７ 年 以 上（老朽、不経済船） ５，４７３（７７．５） ２，４４９（６７．７） ４４７ ５，６１２（８１．２） ２，５９９（７０．０） ４６３

うち７年以上１４年未満（うち不経済船）
１４ 年 以 上（うち老朽船）

２，３５１
３，１２２

（３３．３）
（４４．２）

１，５２０
９２９

（４２．０）
（２５．７）

６４７
２９７

２，５２６
３，０８６

（３６．５）
（４４．７）

１，６８２
９１７

（４５．３）
（２４．７）

６６６
２９７

出所：国土交通省海事局資料
（注）塩の二次輸送、原油の二次輸送および沖縄復帰に係る石油製品許認可船以外の船舶（船齢不詳の船舶を除く。）を対象とした。

〔資料９―４〕 内航船の船型別船腹量

船 型

（総トン）

２０００．３．３１ ２００１．３．３１

隻 数 総 ト ン 隻 数 総 ト ン構成比!％ 構成比!％ 構成比!％ 構成比!％

１００未満
１００トン以上 ２００トン未満
２００トン以上 ３００トン未満
３００トン以上 ４００トン未満
４００トン以上 ５００トン未満

２，１１５
１，７８２
３２０
３１４
１，４１３

（２９．１）
（２４．５）
（ ４．４）
（ ４．３）
（１９．４）

６９，７７８
３１３，７６４
８３，８４７
１１０，７６３
６８４，６８９

（ １．９）
（ ８．６）
（ ２．３）
（ ３．０）
（１８．７）

２，１３２
１，６９３
２９５
２９３
１，３６９

（３０．１）
（２３．９）
（ ４．２）
（ ４．１）
（１９．３）

７０，０３１
２９７，６９５
７７，１３７
１０３，１６８
６６３，０６９

（ １．９）
（ ８．０）
（ ２．１）
（ ２．８）
（１７．７）

５００トン以上 ７００トン未満
７００トン以上 １，０００トン未満
１，０００トン以上 ２，０００トン未満
２，０００トン以上 ３，０００トン未満
３，０００トン以上 ４，５００トン未満
４，５００トン以上 ６，５００トン未満
６，５００トン以上

４６９
２７５
２２２
１２９
１２６
６７
３７

（ ６．５）
（ ３．８）
（ ３．１）
（ １．８）
（ １．７）
（ ０．９）
（ ０．５）

３１３，５７３
２３６，８１５
３２５，９６１
３５２，６８７
４６３，５７９
３５２，９３０
３４８，６８０

（ ８．６）
（ ６．５）
（ ８．９）
（ ９．６）
（１２．７）
（ ９．７）
（ ９．５）

４３１
２７０
２０９
１４１
１３５
７１
４６

（ ６．１）
（ ３．８）
（ ２．９）
（ ２．０）
（ １．９）
（ １．０）
（ ０．６）

２８８，７８０
２３０，４３２
３０６，７２５
３８６，３９９
４９４，８２０
３７５，９５９
４４３，０４２

（ ７．７）
（ ６．２）
（ ８．２）
（１０．３）
（１３．２）
（１０．１）
（１１．９）

合 計 ７，２６９ （１００．０） ３，６５７，０６６ （１００．０） ７，０８５ （１００．０） ３，７３７，２５５ （１００．０）

（平 均 総 ト ン 数） ５０３ ５２７

出所：国土交通省海事局資料
（注）内外航併用船および港運併用船を含み、塩の二次輸送船、原油の二次輸送船および沖縄復帰に係る石油製品用許認可船は含まない。
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である。届出事業者は運送事業者が１，２１０、貸渡

事業者が３９８で合計１，６０８である。

（資料９―５参照）

このうち、許可事業者数の推移は資料９―６のと

おりで、許可制に移行した１９６７年以来、減少傾向が

続いている。

!２ 内航海運事業者のうち許可事業者の企業規模

上述の内航海運事業者のうち、許可事業者の資

本金別構成は、資料９―７のとおりで、資本金

５，０００万円未満の事業主および個人事業主の数は

全体の９１．６％を占めている。

また、許可運送事業者の扱い船腹を見ると、使

用船腹量別構成で２，０００総トン未満が５７．３％を占

めている。一方、許可貸渡事業者は、貸渡船腹量

別構成で５００総トン未満が６８．３％、貸渡隻数別構

成で０隻または１隻が７２．９％を占めている。

（資料９―８参照）

〔資料９―５〕 内航海運事業者数 （単位：社）

区 分
２０００．３．３１ ２００１．３．３１

許可事業者 届出事業者 計 許可事業者 届出事業者 計

運送事業者数 ７３０ １，４２４ ２，１５４
（１，９６１） ７３１ １，２１０ １，９４１

貸渡事業者数 ３，３５５ ５０１ ３，８５６
（３，７８２） ３，０２４ ３９８ ３，４２２

計 ４，０８５
（３，８５４）

１，９２５
（１，９０１）

６，０１０
（５，４７７） ３，７５５ １，６０８ ５，３６３

出所：国土交通省海事局資料
（注）!２０００．３．３１の（ ）内は実事業者数である。なお、許可事業と届出事業、運送

業と貸渡業を兼業している業者もあるため、合計値は一致しない。
"２００１．３．３１より、実事業者数のデータのみ公表されることとなった。

〔資料９―６〕 業種別許可事業者数の推移

年 月 日 運送業 貸渡業 合 計 備 考

１９６７．３．３１
１９７０．３．３１
１９７２．３．３１
１９７５．３．３１
１９８０．３．３１
１９８５．３．３１
１９９０．３．３１
１９９５．３．３１
２０００．３．３１
２００１．３．３１

９，１４９
１，１７５
８９７
９０１
７９４
７５０
７４８
７４３
７３０
７３１

１，７９２
９，１２９
６，０５７
６，２８９
５，５３７
５，０６７
４，２１８
３，７５３
３，３５５
３，０２４

１０，９４１
１０，３０４
６，９５４
７，１９０
６，３３１
５，８１７
４，９６６
４，４９６
４，０８５
３，７５５

１９６７．４．１．許可制移行
１９６９．１０．１．許可制完全実施
１９７１．８．１．許可の対象を１００

総トン以上に変
更

出所：日本内航海運組合総連合会資料

〔資料９―７〕 業種別許可事業者の資本金別構成 ２０００．３．３１

区 分 個 人 １，０００万円未満 １，０００万円以上
５，０００万円未満

５，０００万円以上
１億円未満

１億円以上
５億円未満 ５億円以上 合 計

運 送 業 事 業 者 数
構成比（％）

１５
（２．１）

１０８
（１４．８）

３８１
（５２．１）

１５５
（２１．２）

２７
（ ３．７）

４５
（ ６．２）

７３１
（１００．０）

貸 渡 業 事 業 者 数
構成比（％）

５７９
（１９．１）

１，０３２
（３４．１）

１，３２２
（４３．７）

７５
（ ２．５）

５
（ ０．２）

１１
（ ０．４）

３，０２４
（１００．０）

合 計 事 業 者 数
構成比（％）

５９４
（１５．８）

１，１４０
（３０．４）

１，７０３
（４５．４）

２３０
（ ６．１）

３２
（ ０．８）

５６
（ １．５）

３，７５５
（１００．０）

出所：日本内航海運組合総連合会

〔資料９―８〕 内航許可事業者概要

#１ 使用船腹量別にみた運送事業者数 ２００１．３．３１

使 用 船 腹 量 事業者数 構成比（％）

２００総トン未満
２００総トン以上 １，０００総トン未満
１，０００総トン以上 ２，０００総トン未満

１００
１７１
１４８

（１３．７）
（２３．４）
（２０．２）

２，０００総トン以上 ５，０００総トン未満
５，０００総トン以上 １０，０００総トン未満
１０，０００総トン以上

１５１
８０
８１

（２０．７）
（１０．９）
（１１．１）

合 計 ７３１ （１００．０）

#３ 貸渡隻数別にみた貸渡事業者数 ２００１．３．３１

貸 渡 隻 数 事業者数 構成比（％）

０ 隻
１ 隻

３８８
１，８１８

（１２．８）
（６０．１）

２ 隻
３ 隻
４ 隻
５ 隻 以 上

５３１
１６３
６６
５８

（１７．６）
（ ５．４）
（ ２．２）
（ １．９）

合 計 ３，０２４ （１００．０）

出所：#１～#３とも日本内航海運組合総連合会資料

#２ 貸渡船腹量別にみた貸渡事業者数 ２００１．３．３１

貸 渡 船 腹 量 事業者数 構成比（％）

２００総トン未満
２００総トン以上 ３００総トン未満
３００総トン以上 ５００総トン未満

１，２８２
１００
６８３

（４２．４）
（ ３．３）
（２２．６）

５００総トン以上 １，０００総トン未満
１，０００総トン以上 ２，０００総トン未満
２，０００総トン以上

４４５
２４９
２６５

（１４．７）
（ ８．２）
（ ８．８）

合 計 ３，０２４ （１００．０）

９．内 航 海 運
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９・２ ２０００年度の内航海運対策

日本内航海運組合総連合会は、内航海運対策の目

標や、その目標を実現するための方法を記した要綱

である「２０００年度の内航海運対策要綱」を以下のと

おり決定した。

〔２０００年度内航海運対策要綱（抜粋）〕

対策の目標

内航海運暫定措置事業を着実に推進するとともに、

内航海運業の経営の安定と地位の向上を目的として、

「内航海運の環境整備推進のための計画について」

に基づく構造改善等の環境整備対策、内航海運船腹

適正化共同事業、運賃・用船料適正化運動等の諸対

策を実施し、内航海運業界が直面している厳しい経

営環境の打開に一致団結して当たる。

目標実現の方法

) 内航海運暫定措置事業の実施

既存船の引当資格について所要の措置等を講ずる

ため、以下の内容を骨子とする内航海運暫定措置事

業を実施する。

! 引当資格のある自己所有船を解撤等する事業

者に対し引当資格トン数に応じた解撤等交付金

を交付する。

" 船舶建造等する者は、新造船等のトン数に応

じた建造等納付金を納付する。ただし、新造船

は引当資格を認めない。

# 船舶の建造等に際し、暫定措置事業規程第３

条第７項に定める納付金免除船舶を解撤等する

者は、一定の限度内において建造等納付金が免

除される。

$ 建造等納付金の納付は、借入金の完済及び解

撤等交付金の予定額を確保するまで継続する。

% 解撤等交付金の交付のために必要な追加資金

２００億円は、関係者の支援と協力を得て確実に

調達する。

& 平成１３年度及び１４年度における建造等納付金

の単価を早期に決定する。

' 臨時投入に係る建造等納付金の軽減措置の是

正を図る。

( 長期積荷保証船の内航海運暫定措置事業上の

取扱いについては、別途関係団体と協議する。

* 内航海運船腹適正化共同事業の実施

以下の内容を骨子とする内航海運船腹適正化共同

事業（以下「船腹適正化共同事業」という。）を実

施する。

! 稼動中の自己所有船を解撤等する事業者に対

し、引当資格トン数に応じた買い上げ交付金を

交付する。

" 買い上げ対象船舶は、総トン数２０トン以上の

引当資格を有する貨物船、油送船（ただし、船

舶検査証書を有しない台船、はしけ、バージを

除く。）とし、買い上げ承認船舶の処理期限は

３ヶ月とする。

# 買い上げ交付のために必要な資金は、一般会

計予算から支出し、申請額が承認された事業予

算に達した時点で申請を打ち切る。

+ 既存船の取扱い等

平成１０年３月３１日以前に総連合会の承認を受けて

建造等及び解撤等を行う船舶【平成１１年９月３０日ま

でに船舶原簿に登録した船舶（登録の対象外の船舶

にあっては同日までに竣工したもの）で、総連合会

が管理する保有船腹調整規程に基づく引当資格台帳

に記載されている船舶】については、暫定措置事業

規程及び関連規則に抵触しない限りにおいて保有船

腹調整規程により取扱うものとする。

また、暫定措置事業規程及び関連規則に基づいて

９．内 航 海 運
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新規に建造等される船舶については、保有船腹調整

規程及びその関連規則は適用されない。

! 構造改善等環境整備対策の推進

内航海運業の構造改善等の環境整備を推進するた

め、以下の事項を骨子とする平成１２年度の環境整備

実施計画を策定し実施する。

１．自己資本の充実

内航海運事業者の経営実態を継続して把握し、自

己資本比率２０％を目指し適切な対策を講じるととも

に、事業者に対する税制上の取り扱い等について引

続き国に要請する。

２．グループ化・協業化等の推進

グループ化・協業化・合併に係る支援措置を具体

化するとともに転廃業助成金、集約・合併給付金交

付要領による交付金の交付、内航海運暫定措置事業

規程による解撤等交付金の交付及び船腹適正化共同

事業による買い上げ交付金を交付すること等により、

その促進を図る。

このため、国等の公的支援を要請する。

３．船舶建造の円滑化

運輸施設整備事業団との共有建造方式の活用の拡

大が図れるよう弾力的運用を運輸施設整備事業団に

要請する。

内航海運事業者の運転資金及び船舶建造に要する

資金調達に係る担保不足を補完するため、信用保証

協会等による公的信用補完制度の活用を図るととも

に、総連合会による債務保証制度の具体化を推進す

る。

４．船腹需給の適正化

輸送量の変化、物流効率化の進展に伴う船腹需要

への影響等に的確に対応して行くため、荷主協議会

等を通じ相互認識を図りつつ、内航海運暫定措置事

業及び船腹適正化共同事業等により過剰船腹の減少

を促す。

５．運賃・用船料に係るコスト負担の適正化

! 運賃、用船料に係るコスト負担の適正化を図

るため、内航海運コスト分析研究会が公表した

モデルコストを参考にして運賃・用船料適正化

運動を実施し、荷主の理解と協力が得られるよ

う努める。

また、標準運賃、標準貸渡料の設定等国の支

援策を行政当局に要請する。

" 用船料の安定化等

用船料の安定化を図るため、関係組合を中心

に用船料の安定策を検討するとともに運航委託

の安定化のため、同様の努力を行うものとする。

# 苦情処理の取扱い

運送契約及び用船契約に関するあらゆる苦情

を優越的地位濫用防止委員会において処理する。

６．船員の安定的確保

! 労働環境の改善

荷主との協議会等を通じ労働環境の改善を図

るとともに、必要に応じ労働条件の改善を図る。

" 若年者雇用確保対策

水産高校・自衛隊等への働きかけ、海員学校

・水産高校・各地の内航船員確保対策協議会等

の活動に対する助成、「新若年者雇用奨励金交

付要領」による交付金の交付及び同要領による

沖縄若年者の特例による交付金の交付等により

若年者の雇用確保対策を実施する。

また、海員学校・水産学校卒業生に対する乗

船研修事業等を検討する。

# 教育の充実

船員教育機関卒業者以外の新規就業者に対す

る船舶基礎講習課程の実施・海員学校後援会等

への資金援助等により船員教育の充実を図る。

７．輸送の効率化

物流コストの削減に資する輸送の効率化を推進す

るため、標準船型の策定に向けて研究を進めるとと

もに、荷主との協議の場等を通じ輸送の効率化を推
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進する。

８．取引関係の優越的地位の濫用防止対策と受注機

会の均等化

! 公正取引委員会公表の「役務の委託取引にお

ける優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の

指針」の周知・定着を図るとともに内航海運事

業者及び荷主に契約書の作成と契約の遵守等を

要請する。

" 優越的地位濫用行為及び運賃・用船料の実態

を把握するため、不公正な取引及び運賃・用船

料に係る苦情申立書による事例を報告するよう

傘下組合員への指導及び苦情処理の推進に努め

るとともに、内航海運業界において公正な取引

が実行されるよう新たな対策の構築を検討する。

# 契約書の実態を把握し、&日本海運集会所の

各種契約標準様式の見直しの必要性について検

討する。

$ 必要に応じ優越的地位濫用行為防止のための

法整備を行政当局に要請する。

９．共済・共同事業創設の検討

内航海運企業の経営の安定と内航海運の社会的使

命の達成を図るため、次の共済・共同事業の創設に

ついて検討を行う。

・融資関連事業

・保険関連事業

・情報システム関連事業

・共同購入関連事業

・経営合理化関連事業

・船員労務供給関連事業

% その他の緒対策（略）

９・３ ２０００年度以降５年間の内航適正船腹量

海運造船合理化審議会は、２０００年１２月１２日、内航

部会（部会長・加藤俊平東京理科大学教授）を開催

し、運輸大臣（現：国土交通大臣、以下同じ）より

諮問のあった「内航海運業の用に供する船舶の平成

１２年度以降５年間の各年度の適正な船腹量につい

て」を審議、同日付けで答申した。（資料９―９参

照）

適正船腹量の策定は、内航海運業法第２条の２第

１項の規定に基づき実施されるものであり、内航海

運業者に船舶建造の中長期的な指針を与えるととも

に、運輸大臣が船腹量の最高限度を設定するか否か

を判断する基準となるものである。

この適正船腹量は、主要内航貨物の需給状況およ

びその他の経済事情を勘案し、貨物船、セメント専

用船、油送船など６船種ごとに設定、告示される。

同答申によると、２０００年６月３０日現在の現有船腹

量３６７万総トンは、同年度の適正船腹量３５６万総トン

に比して３．０％（１１万総トン）過剰となっている。

船種別に見ると、貨物船の船腹過剰が解消されたが、

〔資料９―９〕２０００～２００４年度の内航適正船腹量

（単位：千総トン）

船 種 ▲
現有
船腹量

（２０００．６．３０）

適 正 船 腹 量

２０００年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 ２００４年度

貨 物 船 １，５５７
１，５７５
（▲１８）

１，５７５
（▲１８）

１，５７５
（▲１８）

１，５７４
（▲１７）

１，５７４
（▲１７）

セメント専用船 ４３９
４２６
（１３）

４２６
（１３）

４２６
（１３）

４２６
（１３）

４２６
（１３）

自動車専用船 １６３
１５８
（５）

１５８
（５）

１５８
（５）

１５８
（５）

１５８
（５）

土・砂利・石材
専 用 船

４６７
４５０
（１７）

５８０
（▲１１３）

５８６
（▲１１９）

４７６
（▲９）

４４５
（２２）

油 送 船 ８０８
７２５
（８３）

７２５
（８３）

７２１
（８７）

７２３
（８５）

７２６
（８２）

特殊タンク船 ２３５
２２７
（８）

２２７
（８）

２２７
（８）

２２７
（８）

２２７
（８）

出所：２０００年１２月１２日付運輸省告示第３８９号
（注） !（ ）内は、２０００年６月３０日現在の船腹量に対する過剰船腹量である。

"内外航併用船を含み、塩の二次輸送船、原油の二次輸送船および沖縄復帰
に係る石油製品用許認可船は含まない。
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油送船の現有船腹量では１１．４％（８万総トン）過剰

となっており、今後５年間、船腹過剰が続く見通し

が出された。また、その他の船種ではセメント専用

船、自動車専用船、特殊タンク船が５年間、土・砂

利・石材専用船が１年間、それぞれ船腹過剰となる

との見通しが出された。

９・４ 内航海運暫定措置事業

１．暫定措置事業の導入までの経緯

内航海運では１９６０年代より、船腹の建造に際し一

定の比率（引当比率）の既存船の解撤を求めるとい

うスクラップ・アンド・ビルド方式による船腹調整

事業が実施され、これまで船腹需給の適正化、内航

海運業者の経営安定、船舶の近代化等の推進という

役割を果たしてきた。

しかしながら、規制緩和の流れを受け、１９９５年６

月５日、海運造船合理化審議会が取りまとめた「今

後の内航海運対策について」において「内航海運業

の活性化及び構造改善の推進を図るため、船腹調整

事業の計画的解消を図り、市場原理をより強く働か

せるべきである」との指摘がなされ、同年１２月には、

行政改革委員会意見として「船腹調整事業の計画的

解消に向けて直ちに取り組む」との意見が取りまと

められた。これらを踏まえ、１９９６年１２月および１９９７

年３月には、船腹調整事業の解消時期の前倒しを検

討することなどについて閣議決定された。

船腹調整事業が３０年以上の長期にわたり実施され

るなかで、既存船の引当資格は財産的な価値を有す

内航海運暫定措置事業
!１ 内航総連合会は、組合員が自己の所有する交付金対象船舶を解撤等する場合に解撤等交付金を交付。
!２ 交付金の交付のために必要な資金は内航総連合会が金融機関等から調達。
!３ 船舶を建造等しようとする組合員は、新造船等の対象トン数に応じて内航総連合会に建造等納付金を納付（納付金の一部
に代えて既存の自己所有船を解撤等することも可）。

!４ 建造等された船舶には引当資格がない。
!５ 内航総連合会は、船舶建造者等が納付する納付金によって金融機関等からの借入金を返済。
!６ この事業は収支が相償ったときに終了。
!７ この事業は１９９８年５月１５日から実施。

内航海運船腹適正化共同事業
!１ 内航総連合会は、組合員が自己の所有する交付金対象船舶を解撤等する場合に買上交付金を交付。
!２ 交付のための必要な資金は内航総連合会の自主財源とする。
!３ この事業は１９９９年１２月１７日から実施し、向う３年間までの事業とする。

〔資料９―１０〕 内航海運暫定措置事業および内航海運船腹適正化共同事業の概要

運輸施設整備事業団

金 融 機 関 等

内航海運船腹適正化共同事業
内航総連合会の自主財源で引
当権を買い上げ抹消する。

つ
な
ぎ
資
金

の
融
資

内航総連合会

暫定措置事業勘定
（未決算勘定）

その他事業勘定

納付金の納付

内航海運暫定措置事業

交付金の交付

新たな船舶建造者

既存の自己所有船を解撤等する者
［既に解撤済の引当権のみも可］

既存の自己所有船を解撤等する者
［既に解撤済の引当権のみは不可］
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るものとして認知されてきた。引当資格は企業会計

上資産として評価されるとともに税務上も相続等の

際、課税対象とされ、金融機関からも融資の際に担

保または含み資産として評価されていたため、単に

船腹調整事業を解消するだけでは、引当資格の財産

的価値が消滅することになり、事業経営に多大な影

響を与え、社会問題となる恐れがあった。

このような状況を受けて、海運造船合理化審議会

内航部会は１９９８年３月、船舶を解撤する転廃業者等

に対し、解撤する船腹量に応じて交付金を交付する

とともに、船舶を建造する者から建造する船腹量に

応じた納付金を納付させる内航海運暫定措置事業を

導入することによって、引当資格の財産的価値につ

いて所要の手当てを行いつつ、現在のスクラップ・

アンド・ビルド方式による船腹調整事業を解消すべ

きであるとの報告書を運輸大臣（現：国土交通大臣）

に提出した。

２．暫定措置事業の実施

内航海運暫定措置事業は、運輸大臣が１９９８年５月

１５日に認可した内航海運暫定措置事業規程に基づき、

内航海運組合法上の調整事業として同日より実施さ

れた。（資料９―１０参照。事業の概要は「船協海運

年報１９９９」参照）

なお、同事業による２０００年度までの建造認定実績

および解徹等交付金認定状況、２００１年５月３１日まで

の解徹等交付金交付状況は、資料９―１１のとおりと

なっている。

３．内航海運船腹適正化共同事業

内航船腹適正化共同事業は、日本内航海運組合総

連合会が１９９９年１２月１７日に開催した理事会において、

内航海運組合法第８条第七号に基づく共同事業とし

て設定したもので、即日実施された。

この事業の目的は、過剰船処理のさらなる促進に

ある。暫定措置事業により相当量の内航船舶が解撤

されたにもかかわらず、内航船舶は全船種において

資料９―９に見るとおり、なお過剰船腹状態が続い

ている。その原因として、産業界の長期不況により

積み荷となる基礎素材物資の大幅な減産が行われた

〔資料９―１１〕

!１ 内航海運暫定措置事業による建造認定実績

貨 物 船 油 送 船

建造船（A） 引当船（B） （A）－（B） 建造船（A） 引当船（B） （A）－（B）

隻 数 対象トン数 隻 数 対象トン数 隻 数 対象トン数 隻 数 対象トン数 隻 数 対象トン数 隻 数 対象トン数

１９９８年度 ２５ １０６，１００ １１ １９，２２８ １４ ８６，８７２ ６ ８，０６４ ６ ７，４４２ ０ ６２２

１９９９年度 ３５ ７６，９９８ １９ ３０，６７１ １６ ４６，３２７ １０ ２２，４３１ ７ １２，３５３ ３ １０，０７８

２０００年度 ７２ １４６，８８８ ３３ ４８，１７９ ３９ ９８，７０９ ２４ ６３，０９０ ２０ ３８，８５８ ４ ２４，２３２

!２ 内航海運暫定措置事業による解撤等交付金認定状況

年 度 船 種 隻数 対象トン数 交付金額

１９９８年度
合 計

一般貨物
特 殊 船
曳 船
油 送 船
総 合 計

２８８
１５２
２７
２００
６６７

３０２，３３３
１３９，２１１
２４，５７４
２８６，４３７
７５２，５５５

３３，１７１，４３５
６，８１２，２２４
２４２，５９４

１７，１５７，６８０
５７，３８３，９３３

１９９９年度
合 計

一般貨物
特 殊 船
曳 船
油 送 船
総 合 計

５８
４３
８
３７
１４６

５１，２３８
３５，６９０
７，６８０
５３，４６４
１４８，０７２

５，３０１，２９３
１，２４９，２９０
６５，１４０

２，９３６，８５３
９，５５２，５７５

２０００年度
総 合 計

一般貨物
特 殊 船
曳 船
油 送 船
総 合 計

５９
６６
１３
５７
１９５

５７，５３０
６０，０４３
１３，７５０
７２，５９５
２０３，９１８

５，７２３，４５０
２，４７２，０４０
１０５，２５０
３，５９６，８３３
１１，８９７，５７３

１９９８～
２０００年度
総 合 計

一般貨物
特 殊 船
曳 船
油 送 船
総 合 計

４０５
２６１
４８
２９４
１，００８

４１１，１０１
２３４，９４４
４６，００４
４１２，４９６
１，１０４，５４５

４４，１９６，１７８
１０，５３３，５５４
４１２，９８４

２３，６９１，３６７
７８，８３４，０８２

!３ ２００１年５月３１日までの解撤等交付金交付状況

隻 数 対象トン数 交付金決定額（千円）

９０１ ９９１，７８５ ７１，５５０，５２８

出所：!１～!３とも日本内航海運組合総連合会資料

９．内 航 海 運
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ことや、荷主間の物流提携の緊密化等による輸送構

造改革に伴い輸送距離が短縮されたことなどが挙げ

られる。

暫定措置事業策定当初の想定を大幅に上回るこう

した深刻な船腹過剰を解消するためには引き続き同

事業による減船を図ることが考えられたが、すでに

暫定措置事業による交付金認定実績が７００億円の運

用枠に達しつつあったため、別途対応する必要が生

じていた。必要資金については、船腹調整事業の実

施前に行われていた保有船腹調整事業に基づき承認

を受けた船舶の解撤等猶予に伴う建造等納付金が総

連合会の一般予算として収入計上されており、２００１

年度まで見込まれる本収入を充てることが可能であ

った。こうした状況を踏まえ、立案されたのが共同

事業である。（資料９―１０参照）

共同事業は暫定措置事業と並行して実施されるも

ので、解撤等を実行した内航船舶に交付金を交付す

るという類似した形態を持つ事業であるが、その性

格は資料９―１０のとおり大幅に異なるものである。

９．内 航 海 運
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１０・１ 調査ならびに統計出版活動

当協会では、海運政策・経営資源に資するさまざ

まな調査並びに情報の収集を行い、当協会の活動に

反映させている。また海運に関する基本的な統計・

資料を中心に、関連する諸情報を収集・整理して、

会員会社はもとより、国土交通省をはじめ関係方面

の利用に供している。

１０・１・１ 海外調査等

!１ 主要定期航路を取り巻く環境変化と船社経営の

対応

１９９８年度、１９９９年度の「海運経営者マインド調

査」に引き続き、アジア・北米・欧州間において

定期船を就航する内外大手船社を対象に、従来か

らの調査項目および最近のトピックにつき、以下

の項目等についてアンケートおよびヒアリング調

査を実施した。

・太平洋・欧州航路での船腹需給と運賃の動向

・OSRA・協議協定・同盟形骸化に対する船社の

考え

・アライアンスと合併について

・ITによる経営の効率化

・荷主サービスの高度化

!２ 中国の原油輸入およびタンカー需要動向

２０００年のタンカー好況の牽引役であった中国の

原油需要の増加およびタンカーの需給動向につき、

以下の項目等につき調査を行った。

・中国の原油消費の周辺状況

・原油輸送に係る邦船社を取り巻く環境

・中国のタンカービジネス動向

・邦船社の対中国ビジネス感情

・中国の石油業界の実態

・邦船社参入の可能性

!３ アジア向け一般炭（電力炭）の荷動きと IPP

の動向

低迷から回復の兆しを見せているアジア地域の

電力炭需要と、その大口需要家である IPP（電力

卸供給業者）等の関連事項につき、以下の項目に

て調査を行った。

・不定期船マーケットの推移とアジア向け電力炭

の推移

・アジア通貨危機と一般炭の需要動向

この章のポイント
・内外定航船社を対象にアライアンス、ITによる経営
の効率化等定期航路の運営につき、アンケートおよび
ヒアリング調査を実施。
・中国原油の輸入およびタンカー需要動向等につき、調
査を実施。
・経済誌等への広告および当協会会長、広報担当副会長
の対談記事の掲載、社会科教師向けセミナーや「海の
シンフォニーファミリーコンサート」他を通じてオピ
ニオンリーダーやマスコミを始め学校・学生等を中心
とした広く国民各層に対する広報活動を行った。

１０ 調査および広報

１０・１ 調査ならびに統計出版活動

１０・２ 広報活動

１０．調査および広報
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・今後のアジア向け一般炭荷動き動向

・各国の IPPの現状

!４ 日本造船業が直面する国際環境の変化に関する

調査研究

１９９０年代以降急激に台頭し、１９９９年および２０００

年には新造船受注量で日本を凌駕した韓国及び、

急激に建造設備能力を増強している中国の造船業

および関連産業、各国の造船政策について取りま

とめ、また、対抗する日本の造船業界の現状、さ

らには邦船社の発注動向等につき調査を行い、今

後の展望を取りまとめた。

１０・１・２ 世界およびわが国商船船腹

世界およびわが国の商船船腹について、過去及び

現在の状況を比較整理する等定量分析を行ったほか、

以下の活動を行った。

日本商船船腹統計２０００年の取りまとめ

「日本商船船腹統計」は、１９７２年に創刊された統

計であり、毎年６月３０日付けで日本国籍を有する１００

総トン以上の鋼船（漁船・雑船を除く）を対象とし

ている。

本統計は、わが国船腹量の実態を的確かつ迅速に

把握し得る類似統計が他にない現状に鑑み、当協会

がその取りまとめに当たっているもので、海運関係

の業務の参考に供し、今後、わが国海運・経済の振

興発展のための基礎データとして資することを目的

としている。２０００年６月３０日現在の日本商船船腹量

は、５，８８０隻、約１，４８７万総トン、約２，０９０重量トン

であり、隻数ベースで２６０隻、約４．２％、また総トン

ベースでは約１３３万総トン、約８．２％、重量トンベー

スでは約２５３万重量トン、１０．８％と依然、減少傾向

が続いている。

本統計は、従前、別途冊子に取りまとめ、関係先

へ配布する等外部公表していたが、１９９８年分以降は

後述の「海運統計要覧」に集約している。

１０・１・３ 海運に関する統計資料・

情報の収集・整理

当協会は、海運ならびにこれを取り巻く四囲の状

況について、内外の資料・情報等を収集・整理し、

当協会会員を初め国土交通省等関係方面の便宜に供

している。

２０００年度においては、下記の活動を行った。

!１ 「船協海運年報２０００」の刊行

「船協海運年報」は、わが国海運の活動や国際

情勢並びに当協会の諸施策や対応等を記録するこ

とを基本的な編集方針とし、１９５７年の創刊以降、

毎年、刊行を重ねている。

!２ 「海運統計要覧２００１」の刊行

「海運統計要覧」は１９７０年に創刊し、毎年刊行

しているもので、その主な内容は、世界およびわ

が国の商船船腹に関する定量分析は基より、船舶

の建造を初め、主要貨物の海上荷動き量、港湾、

船員関係ならびに主要関連産業の動向等に関する

国内外の諸統計を整理し、幅広く収録した海運関

係の統計集である。

２００１年版においても、すべての統計について最

新の資料に基づき、内容の更新を図った。

１０．調査および広報
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１０・２ 広報活動

当協会は、海運の役割や重要性等について、オピ

ニオンリーダーや報道関係者等関係各位に対し、経

済誌、機関誌「せんきょう」、各種パンフレットお

よび記者会見等を通じて積極的なアピールを行った。

また学校・学生等を中心とした国民各層に対し、

日本の海運の役割および重要性についての理解を深

めることを目的とした活動を行うとともに、会員各

社に対し、「船協情報」等により迅速な海運関係情

報の提供を行った。

詳細は以下の通りである。

１０・２・１ オピニオンリーダー、マ

スコミ向け広報

オピニオンリーダーや報道関係者等に対し、海運

の重要性等について認識してもらうため、以下の活

動を行った。

$１ 「海洋環境シンポジウム」の開催

２００１年３月２日、東京千代田区のイイノホール

において、海洋環境問題に関して広く一般国民に

理解を深めてもらうことを目的に、多数の応募者

の中から約５００名を招待して日本放送協会の後援

の下、題記シンポジウムを開催した。なお、その

模 様 は２００１年８月２４日#PM１１：００～AM１２：１０に

NHK教育テレビ「金曜フォーラム」にて放映さ

れる予定である。

$２ 経済誌等による広報

! 経済誌への広告掲載

「週刊ダイヤモンド（２０００年１０月１４日号）」に、

わが国海運の国際競争力確保に向けた環境整備

の重要性、特に船舶の特別償却制度などの海運

税制をテーマとし、生田会長と工藤雪枝氏（ジ

ャーナリスト）との対談記事を掲載した。また、

「週刊エコノミスト（２０００年１２月２４日号）」に

も同様のテーマで、"長広報担当副会長と浜尾

朱美氏（キャスター）との対談記事を掲載した。

「週刊東洋経済」には、２回（平成１２年１２月

２３日号、平成１３年１月２７日号）にわたり、海運

の重要性に関する広告を掲載した。

" 運輸省広報誌「トランスポート」への広告掲

載

海運の果たす役割の重要性に関する認識を深

めて頂くことを目的に、１９９８年４月号から「日

本の新鋭船」をテーマに会員各社の船舶を紹介

したものを掲載している。各号のタイトルは次

の通りである。

２０００年８月号：GAS DIANA（LPG船!日本

郵船）、９月号：BLUE ISLAND（石炭専用船

!飯野海運）、１０月号：TWIN STAR（木材専用

船!太平洋海運）、１１月号：拓洋丸（石炭専用

船!第一中央汽船）、１２月号：第２プリンス丸

（自動車専用船!日産プリンス海運）、２００１年

１月号：CORONA HORIZON（石炭専用船!

川崎汽船）、２月号：神明丸（RORO船!栗林

商船）、３月号：嘉祥丸（一般貨物船!三洋海

運）、４月号：ろーろー まりも（RORO船!

近海郵船）、５月号：第２１日吉丸（LPG船!田

淵海運）、６月号：MOL ADVANTAGE（コン

テナ船!商船三井）、７月号：SANKO UNITY

（VLCC!三光汽船）

$２ 機関誌「せんきょう」及び各種パンフレットに

よる広報

! 機関誌「せんきょう」の発行

わが国海運の直面する諸問題や内外の動向お

よびこれらに対する当協会の対応や活動を主な

内容として編集し、会員はじめ関係方面に広く

配布した。

" 「SHIPPING NOW２０００ 日本の海運」の発行
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わが国海運の現状が一目で分かるよう、豊富

な写真やグラフを主体に分かり易く解説した題

記パンフレットを発行し、会員および関係官庁

等の他、マスコミ関係者や大学教授、小中高社

会科教師・教育委員会、上場企業およびシンク

タンク等に幅広く配布した。

# 「JAPANESE SHIPPING２０００」の発行

わが国海運の現状および当協会の活動を英文に

て取りまとめた題記パンフレットを発行し、当

協会会員の他、諸外国の海運関係機関および在

外日本公館等に広く配布した。

)３ 報道関係者向け広報

! 定例記者会見等の開催

当協会定例理事会開催日に、一般紙海運担当

記者および海運専門紙記者を対象とした記者会

見をそれぞれ実施するとともに、記者との懇談

会等も随時行った。

" 専門紙記者視察研修会の開催

２０００年６月３０～７月１日、海運専門紙記者と

当協会広報幹事との合同視察研修会（金沢港・

伏木富山港等の見学）を開催した。

# 論説委員・解説主幹を対象とした体験乗船の

開催

２０００年１２月１５～１６日、一般紙等の海運担当の

論説委員・解説主幹を招いて、海運の実態等を

ご理解頂くための体験乗船（クルーズ客船「に

っぽん丸」）を開催するとともに、生田会長と

の懇談会を開催した。

１０・２・２ 学校・学生向けを中心と

した一般向け広報

学校・学生等を中心とした国民各層に対し、日本

の海運の役割および重要性についての理解を深める

ことを目的とした活動を行った。

)１ 学校・学生向け広報

! 教師向け見学会の開催

２０００年７月３１日、石油連盟と共同で、東京都

小学校社会科研究会の先生方約９０名を対象とし

て、千葉港および出光興産'の見学、ならびに

海運・石油関係の説明会を開催した。また８月

１８日には、奈良県小学校社会科研究会の先生方

約４０名を対象に、大阪港および東燃ゼネラル'

の見学と海運・石油関係の説明会を開催した。

" 「船の役割セミナー」の開催

２０００年９月８日に沖縄県小学校社会科研究会

幹部の方々約２０名を対象に「船」や「海運」に

ついて少しでも生徒と語り合えるようにと「船

の役割セミナー」を実施した。

# 学生新聞への広告掲載

２０００年７月１６日(付の「毎日中学生新聞」に、

海運の役割や重要性、海運の環境保全に向けた

取り組みを解説した広告を掲載した。

$ 壁新聞の制作

小学校の先生方に授業等で使用してもらうこ

となどを目的に、小学校の先生方の研究団体で

ある全国小学校社会科研究会（東京都小学校社

会科研究会）の監修を得て、No.４「船が支え

る、日本の産業とくらし」、No.５「日本の経

済とくらしを支える内航海運」を制作し、各都

道府県の小学校社会科研究会を通じて全国の小

学校に配布した。

% 子供向けパンフレットの発行

海運の役割や重要性を分かり易く説明した子

供向けパンフレット「船ってサイコー」を製作

し、全国の海事関係博物館などに配布した。

& 社会科教材用ビデオの制作

小学校高学年および中学生を対象とした社会

科教材用ビデオ「海運の工夫・技術シリーズ」

の第４作として、日本の経済や産業における内

航海運の重要性を説明した「暮らしと産業を支

える内航海運」（仮題）の制作を進めた。

)２ PR映画「日本の海運」の制作

わが国の豊かな経済の発展や国民生活を支える

海運業の役割・現状を一般に紹介し、理解を深め

ることを目的として５年毎に内容を改訂している
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PR映画「日本の海運」の制作を進めた。

!３ 「海の日」関連広報

「第１０回海のシンフォニーファミリーコンサー

ト」の実施およびオリジナル CD「海のシンフォ

ニー」Vol.２の制作

２０００年７月８日、東京都渋谷区の NHKホール

において、運輸省および日本放送協会の後援の下、

約３２，０００名の応募者の中から抽選で選ばれた約

３，０００名を招待し、題記コンサートを開催した。

武内陶子氏（NHKアナウンサー）の司会・進行

のもと、世界的に活躍されているピアニストの羽

田健太郎氏、ソプラノの澤畑恵美さん、テノール

の中鉢聡氏、そして演奏には円光寺雅彦氏の指揮

による新日本フィルハーモニー交響楽団を迎え、

それぞれの曲に関するエピソードを交えつつ世界

の名曲を披露して頂いた。なお、このコンサート

の模様は、７月２０日 PM２：００～３：００に NHK・FM

にて放送された。

また、２０００年に１０回目を迎えたコンサートの収

録版として「海のシンフォニー」CD Vol.２を制

作した。

!４ 船協ホームページの充実

当協会の概要、組織図、会員会社の紹介等を見

やすく紹介したホームページ（URL：http : //

www.jsanet.or.jp）の内容更新を行った他、海賊

インフォメーションコーナーを新設し、会員専用

コーナーの充実のための企画立案を進めた。

１０・２・３ 会員向け広報

当協会会員各社に対し、「船協情報」等により迅

速な海運関係情報の提供を行うとともに、各社の陸

上新入社員を対象とした「海運講習会」を開催した。

!１ 「船協情報」の送付

会員に対し、当協会が発信したプレスリリース

等を中心とした内容の「船協情報」（Faxによる

情報提供）を合計３０回配信した。

!２ 「平成１３年度海運講習会」の実施

２００１年３月２６日、会員会社の２００１年度陸上新入

社員（総合職・一般職）等を対象に、社会人とし

ての門出を祝すとともに、海運業界で働く者とし

ての自覚と社会人として必要な心構えを育成する

ことを目的に、海運講習会を開催した。

本講習会には会員会社１３社・関連会社２社から

合わせて７３名（総合職５９名、一般職１４名）の受講

参加者があり、生田会長の挨拶をはじめ!長副会

長、石弘之氏（東京大学大学院教授）、ジョージ

・フィールズ氏（国際ビジネスコンサルタント）、

三木尚子氏（マネジメントサービスセンター）お

よび石田隆丸氏（日本郵船船長）の講演の他、映

画「日本の海運」の上映を行った。

１０．調査および広報
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１．日本船主協会の現状

当協会（社団法人日本船主協会：The Japanese

Shipowners’ Association）は、公共の福祉のために

海運業に関する諸般の調査および研究を行い、その

公正、自由な事業活動を促進し、わが国海運業の健

全な発展に寄与することを目的として１９４７年６月５

日に設立された。

この目的を達成するため、次のような事業を行っ

ている。

!１ 海運業に関する諸般の調査、研究および広報。

!２ 海運業に関する統計の作成ならびに資料および

情報の収集。

!３ 海運業に関し、政府、議会、その他に対する意

見の開陳。

!４ 海運業に関する労務事項の処理。ただし会員よ

り特に委任があった場合にかぎる。

!５ 会員相互の親睦および意見の交換。

!６ その他、本会の目的を達成するために必要な事

業。

当協会の会員は総トン数１００トン以上の船舶の所

有者、賃借人ならびに運航業者であって日本国籍を

有する者によって構成されている。

２００１年４月１日現在の会員は１０８社で、前年以降

２社の合併があり、９社の退会があった。

また、２００１年４月１日現在の会員の所有船、外国

用船、国内用船を合せた船舶は２，４５６隻、船腹量は

６，５３０万４，１０９G!T、９，５１３万５，６００D!Wで あ り、

うち所有船は３３０隻、９０６万４，０６５G!T、１，２９６万１，９３５

D!Wである。

２．第５３回通常総会

当協会は、第５３回通常総会を２０００年６月２１日午後

１時より、東京都千代田区平河町２丁目６番４号、

日本海運倶楽部国際会議場において会員１１９社中１１６

社（本人出席３４社、書面表決および委任出席８２社）

の出席を得て開催した。

総会は生田会長が議長となり、下記各号議案につ

いて審議を行い、いずれも原案通り可決承認した。

第１号議案 平成１１年度事業報告および収支決

算書承認について

第２号議案 平成１２年度事業計画、収支予算承

認について

第３号議案 決議について

決 議

グローバリゼーションと情報技術革命の進展に伴

い、ニューエコノミーとも称される新たな経済活動

が広がりつつある現在、わが国経済を本格的な回復

軌道に乗せ、来るべき２１世紀においてもわが国が世

界経済の中で重要な役割を果たしていくためには、

経済・社会全般にわたる構造改革が直ちに実行され

なければならない。

わが国外航海運は、情報通信の発達により地球規

模での輸送ニーズが高度化・多様化する中で、世界

貿易におけるトータルロジスティックスの中核を担

う海運の役割が増大することを認識し、その重責を

果たす必要がある。

日 本 船 主 協 会 の 現 状
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国内物流の大動脈である内航海運においては、内

航海運暫定措置事業の着実な実施と船腹需給の適正

化を図るとともに、モーダルシフトの担い手として

の積極的な役割をも果たすためには、構造改善等の

環境整備を推進し経営基盤を充実することが急務で

ある。

海洋を活動の中心とする海運業界にとって船舶の

安全運航は当然の責務であり、当協会はかねてより

その徹底に努めている。地球・海洋環境保全と資源

の有効活用が人類共通のより重大な課題となる２１世

紀には、それら課題に対する海運産業全体としての

一層積極的な取り組みが強く求められる。したがっ

て、当協会としては環境問題についての諸対策、す

なわち CO２排出量の削減をはじめ環境負荷の低減

等、新しい技術開発も含め積極的に取り組んでいく

所存である。同時にクオリティ・シッピングの推進、

すなわちより質の高い海運サービスを国内外の関係

者との協力の下で追求することによりサブスタンダ

ード船を排除するとともに、船舶のリサイクル（解

撤）の促進に努める。

また、世界的に海賊行為が増加傾向にあるばかり

か凶悪化の度合いを強めている現状を深刻に受け止

め、有効な防止対策の強化には国際協力が不可欠で

あることから引き続き国内外での働きかけを行って

いく。

かかる認識のもと、海運・海事産業の一大集積国

としてのわが国の立場を再認識し世界の中で主導的

な役割を担い続けるべく、下記項目の実現を以って

新しい世紀におけるわが国海運の発展を期するもの

である。

記

１ 国際水準並みの競争環境整備（国際的イコール

フッティング）等、わが国海運の競争力強化

・船舶特別償却制度や圧縮記帳制度等の延長

・特定外国子会社を対象とする連結納税制度の早

期導入

・円滑な国際船舶制度推進に当たっての条件整備

・必要な財政資金の確保

２ 社会・経済の急速な変化に即した構造改革の推

進

・実状にそぐわない法制等の抜本的見直しと各種

規制の撤廃・緩和

・港湾関連諸問題の更なる改善

３ 国際問題への適切な対応

・実効ある海賊防止対策強化への働きかけ

・外航船社間協定等に対する独禁法適用除外制度

の維持

・アジア船主フォーラムを含む国際団体・機関で

の積極的活動

４ 船舶の安全運航と地球環境保全に向けての取り

組み強化

・地球・海洋環境対策の推進

・安全運航の徹底と海洋汚染防止体制の整備

・クオリティ・シッピングの推進と船舶リサイク

ル（解撤）の促進

以上決議する。

日本船主協会の現状

228 船協海運年報２００１



３．役員一覧（２００１年４月１日現在）

【会長】

商 船 三 井 取締役会長 生 田 正 治

【副会長】

日 本 郵 船 取締役社長 草 刈 隆 郎

川 崎 汽 船 取締役社長 " 長 保 英

乾 汽 船 取締役社長 乾 英 文

飯 野 海 運 取締役社長 太 田 健 夫

東 京 タ ン カ ー 取締役社長 松 永 宏 之

神 戸 船 舶 取締役社長 原 田 弘

【常任理事】

第 一 中 央 汽 船 取締役社長 稲 田 正 三

堀 江 船 舶 取締役会長 堀 江 ! 三

飯 野 海 運 取締役社長 太 田 健 夫

乾 汽 船 取締役社長 乾 英 文

川 崎 汽 船 取締役社長 " 長 保 英

神 戸 船 舶 取締役社長 原 田 弘

日 本 郵 船 取締役社長 草 刈 隆 郎

三 光 汽 船 取締役社長 松 井 毅

新 和 海 運 取締役社長 鷲 見 嘉 一

商 船 三 井 取締役社長 鈴 木 邦 雄

商 船 三 井 客 船 取締役社長 宮 " 通

東 京 タ ン カ ー 取締役社長 松 永 宏 之

【理 事】

旭 海 運 取締役社長 下玉利 康 雄

ブルーハイウエイライン 取締役社長 若 杉 ! 俊

第 一 中 央 汽 船 取締役社長 稲 田 正 三

イースタン・カーライナー 取締役相談役 ! 井 太 郎

八 馬 汽 船 取締役社長 森 岡 弘 平

堀 江 船 舶 取締役会長 堀 江 ! 三

飯 野 海 運 取締役社長 太 田 健 夫

乾 汽 船 取締役社長 乾 英 文

川 崎 近 海 汽 船 取締役会長 毛 利 盟

川 崎 汽 船 取締役社長 " 長 保 英

近 海 郵 船 取締役社長 齋 藤 正 一

神 戸 船 舶 取締役社長 原 田 弘

国際エネルギー輸送 取締役社長 廣 瀬 忠 邦

国際マリントランスポート 取締役社長 南 野 孝 一

共 榮 タ ン カ ー 取締役社長 瀬 戸 靖 雄

明 治 海 運 取締役社長 内 田 和 也

三 菱 鉱 石 輸 送 取締役社長 泉 浩

ナビックス近海 取締役社長 田 村 茂

日 本 郵 船 取締役社長 草 刈 隆 郎

日 正 汽 船 取締役社長 相 澤 達

日 産 専 用 船 取締役社長 住 友 昭 夫

日 鉄 海 運 取締役社長 川 戸 健

大 阪 船 舶 取締役会長 小 谷 道 彦

三 光 汽 船 取締役社長 松 井 毅

新 和 海 運 取締役社長 鷲 見 嘉 一

商 船 三 井 取締役社長 鈴 木 邦 雄

商 船 三 井 客 船 取締役社長 宮 " 通

田 渕 海 運 取締役社長 田 渕 訓 生

太 平 洋 海 運 取締役社長 石 川 有 一

太 洋 日 本 汽 船 取締役社長 田 中 溥 一

玉 井 商 船 取締役社長 玉 井 洋 吉

東 京 船 舶 取締役社長 金 盛 啓太郎

東 京 タ ン カ ー 取締役社長 松 永 宏 之

雄 洋 海 運 取締役社長 甲 斐 勝

【監 事】

佐 藤 汽 船 取締役社長 佐 藤 忠 男

東 朋 海 運 取締役社長 三 河 尚 義

東 興 海 運 取締役社長 井 ! 大 介

日本造船工業会 常 務 理 事 宇都宮 紀

【常勤役員】

理 事 長 和 田 敬 司

常務理事 鈴 木 昭 洋 山 下 秀 明

増 田 恵 植 村 保 雄

日本船主協会の現状

船協海運年報２００１ 229



【顧 問】

永 井 典 彦 堀 武 夫

小 野 晋 近 藤 鎮 雄

熊 谷 清 相 浦 紀一郎

松 成 博 茂 松 岡 通 夫

根 本 二 郎 新 谷 功

＜常設委員会委員長・部会長および特別委員会委員長＞
（２００１年４月１日現在）

【常設委員会委員長】

総務委員会 川 崎 汽 船 取締役
社 長 " 長 保 英

政策委員会 日 本 郵 船 取締役
社 長 草 刈 隆 郎

法務保険委員会 三 光 汽 船 取締役
社 長 松 井 毅

港湾物流委員会 日 本 郵 船 顧 問 坂 田 昇

海務委員会 第一中央汽船 取締役
社 長 稲 田 正 三

工務委員会 飯 野 海 運 取締役
社 長 太 田 健 夫

労務委員会 新 和 海 運 取締役
社 長 鷲 見 嘉 一

【部会部会長】

タンカー部会 東京タンカー 取締役
社 長 松 永 宏 之

オーナー部会 乾 汽 船 取締役
社 長 乾 英 文

近海内航部会 神 戸 船 舶 取締役
社 長 原 田 弘

客 船 部 会 商船三井客船 取締役
社 長 宮 " 通

外航労務部会 日 本 郵 船 常 務
取締役 間 宮 忠 敏

【特別委員会委員長】
外航船舶解撤
促進特別委員会 東京タンカー 取締役

社 長 松 永 宏 之

船 員 対 策
特別委員会新和海運

取締役
社 長 鷲 見 嘉 一

環 境 対 策
特別委員会 東京タンカー 取締役

社 長 松 永 宏 之

【地区船主会議長】
京 浜 地 区
船主会議長 新 和 海 運 取締役

社 長 鷲 見 嘉 一

阪 神 地 区
船主会議長 乾 汽 船 取締役

社 長 乾 英 文

九 州 地 区
船主会議長 堀 江 船 舶 取締役

会 長 堀 江 ! 三

＜評 議 員＞
（２００１年４月１日現在）

【議 長】

太 平 洋 汽 船 取締役社長 秋 山 滋

【副議長】

佐 藤 國 汽 船 取締役社長 佐 藤 國 臣

【京浜地区選出】

アクトマリタイム 取締役社長 津 郷 卓 見

旭 タ ン カ ー 取締役社長 立 石 信 ＊義

東 海 運 取締役社長 関 司満雄

第 一 タ ン カ ー 取締役社長 関 美 英

大 東 通 商 取締役社長 中 部 由 郎

日 之 出 汽 船 取締役社長 小 林 宏 志

邦 洋 海 運 取締役社長 内 藤 吉 起

宝 洋 海 運 産 業 取締役社長 児 玉 常 弘

インターエイシアライン 取締役社長 本 荘 卓 弥

神 原 汽 船 取締役社長 神 原 眞 人

関 汽 外 航 取締役社長 有 井 晋

京 北 海 運 取締役社長 小 川 延 夫

栗 林 商 船 取締役社長 栗 林 宏 吉

三 井 近 海 汽 船 取締役社長 渡 辺 豊

エム・オー・シーウェイズ 取締役社長 梅 谷 一 城

宗 像 海 運 取締役社長 市 倉 則 勝

日 本 マ リ ン 取締役社長 井 出 松 雄

日 本 海 運 取締役会長 後 藤 隆

ニッスイシッピング 取締役社長 河 西 邦 夫

日 鐵 物 流 取締役社長 阿 部 久
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三 洋 海 運 取締役社長 三 木 孝 幸

新 和 内 航 海 運 取締役社長 梅 村 克 彦

昭 和 油 槽 船 取締役社長 伊 藤 雅 ＊夫

太 平 洋 汽 船 取締役社長 秋 山 滋

反 田 産 業 汽 船 取締役社長 反 田 邦 彦

東 京 マ リ ン 取締役社長 桑 野 訓

鶴見サンマリン 取締役会長 島 津 正 利

上野トランステック 取締役社長 上 野 孝

（＊は、２００１年３月３１日現在）

【阪神地区選出】

旭 汽 船 取締役社長 矢 島 豊

第 一 船 舶 取締役社長 飯 塚 秋 次

大 光 海 運 取締役社長 金 子 勝 信

神 戸 棧 橋 取締役社長 林 忠 男

東 慶 海 運 取締役社長 長谷部 安 俊

枡 本 海 運 産 業 取締役社長 枡 本 守 生

日産プリンス海運 取締役社長 長 手 裕

新 田 汽 船 取締役社長 新 田 仲 博

佐 藤 國 汽 船 取締役社長 佐 藤 國 臣

セ ン コ ー 取締役会長 馬 場 英 次

神 鋼 物 流 取締役社長 岸 本 堅太郎

大 窯 汽 船 取締役社長 守 石 恵 三

辰 巳 商 会 取締役会長 高 森 昭

【九州地区選出】

北 九 州 運 輸 取締役社長 荒 木 敦

松島コールライン 取締役社長 政 住 重 幸

鶴 丸 海 運 取締役社長 鶴 丸 俊 輔

４．外航労務部会の設置

外航労務協会が平成１２年１２月末日を以って解散す

ることに伴い、その機能を当協会に移管したい旨の

要請があった。これを受け当協会では平成１２年１２月

２７日開催の臨時理事会において、平成１３年１月１日

付にて「外航労務部会」を設置して受け入れること

とした。なお、部会長には、間宮忠敏氏（日本郵船

常務取締役）が委嘱された。

５．IT 化の取り組み

平成１２年６月の海事国際協力センター（MICC）

の解散に伴い、当協会は６，６００万円の財産分与を受

けたが、会員会社へのアンケート調査等を基に、主

として当協会における IT化推進費用にこれを充当

することとなり、会員サービスの質的向上を図るこ

とを念頭にペーパーレス化を主としたシステム構築

ならびにそれに向けた各種機器整備を進めた。
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〈２０００年〉
４・６ ９２年油濁補償基金の臨時総会等が、ロンドン

の国際海事機関（IMO）本部で開催された。
同総会ではエリカ号事件を受けて、補償限度

額の引き上げが提案され、本年秋の IMO法
律委員会で検討されることとなった。

４・１０ 運輸省は、１９９９年度の新造船建造許可実績を

発表した。それによると、２９５隻、９８８万８，０００

総トンで、隻数では前年度実績を１２隻上回っ

たものの、大型コンテナ船や VLCCが減少し
たことで、総トン数は６年ぶりに１，０００万総

トンを下回った。

４・１１ 国際海運連盟（ISF）は、マニラで理事会・年
次総会を開催した。

４・１２ 国際海運会議所（ICS）は、マニラで理事会・
年次総会を開催した。

４・１３ 運輸省は、１９９９年度にわが国が実施したポー

トステートコントロール（PSC）において、
３６２隻の船舶に航行停止処分を課したことを

発表した。

４・１４ IMOは、第４３回設計設備小委員会（DE）を開
催し、タンカーの縦強度規制強化問題等につ

いて審議した。

４・１７ アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）と韓
国海運研究所（KMI）は、ソウルでアジア地
域における海事産業者間の交流促進を目的と

した「船主、荷主、港湾の地域フォーラム」

を開催した。

４・１８ ２０００年港湾春闘が妥結した。
４・１９ 日本船舶輸出組合は、１９９９年度の輸出船契約

実績を発表した。それによると、２８８隻、１，０９７

万２，０００総トン、船価合計は８，６９５億円で、過

去２０年間で２番目の高水準となった。

テクノスーパーライナー（TSL）実用化法案
が、参議院本会議で可決成立した。

４・２８ わが国政府は、東京で海賊対策国際会議を開

催した。会合ではアジア各国が、船舶の安全

航行と乗組員の安全を確保するため、一致協

力して海賊事件防止のために取り組んでいく

ことを合意した。

運輸省は、高度道路交通システム（ITS）の
実現に向けた「２１世紀の交通運輸技術戦略」

の報告書をまとめた。これをもとに２１世紀初

頭の運輸技術審議会で運輸技術開発のあり方

を諮問する予定で、船舶版カーナビや他船を

自動回避するシステムなど「海の ITS」実現

を目指す。

４・２９ 政府は、平成１２年春の叙勲受章者を発表した。

当協会会員会社関係では、根本二郎日本郵船

会長が勲一等瑞宝章を受章された。

５・１７ 韓国船主協会と当協会は、ソウルで日韓船主

協会会談を開催し、両国海運の現状と展望等

について意見交換した。

１１日に衆議院本会議で可決・成立した改正

港湾運送事業法が公布された。

これにより、本年１１月頃には対象１２港で一

般港湾運送事業などの事業免許制が許可制に、

認可料金制が届出制に改められ、規制緩和が

先行実施される。

５・１８ 第９回アジア船主フォーラム（ASF）ソウル
総会が開催され、アジア海運業界の共通利益

に関わる様々な問題等について議論された。

５・１９ １２日に参議院本会議で可決・成立した改正港
湾労働法が公布された。

これにより早ければ本年１０月にも対象７港

（６大港）の港運事業者は常用労働者の相互

融通が可能となる。

５・２４ 海運大手３社の２０００年３月期決算が出揃った。

それによると定期船部門の黒字化やコスト削

減努力が寄与し、３社とも大幅増収となった。

５・２６ OECD（経済協力開発機構）は、海運委員会
と競争政策委員会の合同ワークショップを開

催し、船社間協定の独禁法適用除外制度の見

直し問題について議論した。

IMOはロンドンで第７２回海上安全委員会
を開催し、タンカーの構造に関する検査強化

や SOLAS条約第!章の総合的見直し等の問
題について審議した。

６・１３ 日本船員福利雇用促進センター（SECOJ）は、
国際船舶制度推進調査第１２回委員会（委員

長：谷川 久 成蹊大学名誉教授）を開催した。

６・１６ 国際海事局（IMB）は、今年２月にタイのプ
ーケット沖で海賊に襲われた日本船社が運航

していたケミカルタンカー「Global Mars号」
が香港付近で発見されたと発表した。

６・２１ 当協会は第５３回通常総会を開催した。

６・２３ 中央職業安定審議会は港湾労働部会を開催し、

改正港湾労働法で新設された港湾労働者派遣

事業の申請者の許可基準や派遣労働者の就労

日数の上限等、政省令・大臣告示・許可基準

案を承認した。

６・２８ 大蔵省、運輸省、海上保安庁は、入出港手続
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きのワンストップ化を狙いに、大蔵省の税関

システムと運輸省の入出港管理システムを

２００１年をめどに接続すると発表した。

６・３０ 発展途上国に対する海事関係の国際協力を推

進してきた財団法人海事国際協力センター

（MICC）が解散した。なお、同センターの業
務は、財団法人日本船員福利雇用センター

（SECOJ）および財団法人海事産業研究所に
継承されることとなっている。

７・５ 北米関係航路でサービスを提供する邦船３社

を含む世界主要コンテナ船社２６社は、米国・

ワシントンに業界の利益確保を図る新団体

（World Shipping Council）を設立することを
発表した。団体設立の目的は、純粋な自国資

本のコンテナ船社が存在しない米国での政治

的影響を図るためとされている。

７・６ 国際油濁補償基金（IOPCF）は、「CLC!FCの
機能の見直しに関するワーキンググループ」

を開催し、フランスより条約の規定の範囲を

越えた補償限度額引き上げにつき非公式提案

がなされたが、条約の範囲内の引き上げを優

先して審議することとなった。

７・６ 運輸省は、２０００年上半期の新造船建造許可実

績をまとめた。それによると１５５隻、４７６万３

千 G"Tと、前年同期に比べ、隻数で３８隻減、
総トン数はほほ横ばいを維持した。

７・７ 運輸省海上技術安全局は、フランス、ドイツ、

ベルギー３カ国がシングルハルタンカーのフ

ェーズアウト時期の前倒し提案を含む規制強

化案を国際海事機関（IMO）に提出したこと
を受け、日本の対応を検討する官民の作業部

会「油タンカーのダブルハル化に関する調査

研究ワーキンググループ」（主査・大坪英臣

東京大学教授）第三回会合を開催した。同会

合において当協会は、同提案に対する基本的

考えを提出した。

７・１０ IMO第４６回航行安全小委員会が開催され、
AIS（自動船舶識別装置）が２００２年７月から
義務化されることに伴い、AISの運用要件に
関するガイドライン案の作成作業が、今回の

同小委員会より始まり、原案が作成された。

７・１３ 運輸省は、水先人の再教育訓練のあり方など

を検討している「水先人の免許に関する検討

会」を開催した。同会合では、日本パイロッ

ト協会が作成した水先人として業務を開始す

る前の水先修業期間における実習モデルを了

承した。

７・１４ 当協会は、船員保険の被保険者資格付与の問

題をはじめ６項目からなる規制緩和要望を経

済団体連合会に提出した。

７・１４ 政府税制調査会（首相の諮問機関、会長・加

藤寛氏）は、二十一世紀に向けた税制のあり

かたを展望した中間答申「わが国税制の現状

と課題」をまとめた。これによると連結納税

制度の対象および導入時期や租税特別措置の

整理・合理化の必要性などが明記されている。

７・１４ 運輸省は、２００１年４月の家電リサイクル法施

行を前に廃棄された家電製品の輸送方法が大

きな課題となる中で、効率的な物流手法を探

るため産・学・官の関係者で構成する「リサ

イクリング輸送システムの開発・構築に関す

る調査検討委員会」（委員長：長峰太郎流通

経済大学教授）を発足させ、第１回会合を開

催した。

同委員会では環境にやさしい内航海運や鉄

道の活用を軸に、本年度末をめどに今後の指

針になる報告書をまとめることとしている。

７・１８ 運輸省は、２０００年版「日本海運の現況」を発

表した。

７・１９ 運輸省は、日本関係船に関する海賊事件の実

態調査結果を発表した。９９年の事件発生件数

は３９件と、９８年の１９件から倍増、また、今年

５月調査時点で既に１６件が報告されている。

７・２６ 日本貿易会などで構成する「国際課税連絡協

議会」が、初会合を開催し、外国税額控除制

度の拡充などを検討した。当協会もこれに参

画。今後、同協議会を通じタックスヘイブン

税制の改善等を求めていくこととしている。

７・２６ 運輸省港湾局は、二十一世紀の港湾の技術施

策に関する方向性や重点技術開発目標を取り

まとめるため「新世紀の港湾技術懇談会」を

発足することを発表した。

７・２６ 行政改革推進本部規制改革委員会は、規制改

革に取り組む考え方を取りまとめた「規制改

革に関する論点公開」を公表した。なお、今

回は初めて必置資格等について具体的な提言

が行われ、当協会要望も盛り込まれている。

７・２８ 政府は、フランスなど３カ国が提案したシン

グルハルタンカーのフェーズアウト時期の前

倒しを含む規制強化案に対する、日本政府の

考え方を示した「ポジションペーパー」を

IMOに提出した。
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８・８ 運輸省は、８月分の新造船建造許可実績を発

表した。それによると、全て輸出船で合計２２

隻、８５万８千総トンで、前年同月に比べ８隻、

総トン数で２２０％とそれぞれ増加した。

８・２２ 国際海運会議所（ICS）は、フランスなど欧州
各国がシングルハルタンカーのフェーズアウ

ト時期の前倒しを含む規制強化を提案してい

る問題について、分離バラストタンクが防護

的に配置されているシングルハルタンカーに

ついては、船齢２５年または２０１５年のいずれか

早い方でシングルハル廃止にするが、２０１５年

以後は特別の検査を条件に２５年まで使用可と

するなどの規制案を国際海事機関（IMO）に
提出した。

８・２５ 運輸省は、２００１（平成１３）年度予算の概算要

求をまとめた。

８・２８ 運輸省は６月分の造船造機統計速報を発表し、

これにより今年上半期の造船４３工場の竣工量

がまとまった。それによると竣工量は１３７隻

（前年同期比１０隻増）、総トン数は５９１万４千

総トン（同１４％増加）となった。

８・２９ 海上安全船員教育審議会（会長：加藤俊平東

京理科大教授）第２２回教育部会が開催され、

船員教育訓練のあり方について運輸大臣宛て

に答申した。

８・３０ 運輸省は、「IT推進本部」（本部長：梅崎壽事
務次官）を設置し、申請・届出等手続につい

てインターネット等を利用したオンライン化

を推進するアクション・プランを策定した。

９・１ 運輸省は、政府が決定した２００８年度を目標年

次とする公共事業のコスト削減に関する新行

動計画に伴い「運輸関係公共工事コスト縮減

対策に関する新行動計画」を作成した。

９・８ 運輸省は、８月分の新造船建造許可実績を発

表した。それによると、国内・輸出船合計で

４５隻、１７５万４千総トンで、前年同月に比べ２７

隻、総トン数は３０３％とそれぞれ増加した。

９・１３ 海上保安庁は、２０００年版「海上保安の現況」

をまとめた。

９・１３ 石川島播磨重工と川崎重工、三井造船は、造

船部門で業務提携を結ぶことを発表した。

９・１３ パナマ運河庁長官が、当協会を来訪し、理事

長との会談の後、同運河を利用している当協

会メンバー会社に対しパナマ運河拡張計画に

ついてプレゼンテーションを行うとともに意

見交換を行った。

９・１８ 運輸政策審議会総合部会第１０回環境小委員会

は、地球温暖化対策ワーキンググループ合同

会議を開催し、モーダルシフトの推進による

CO２削減をはじめ、次世代内航船（エコシ
ップ）の開発や、海洋汚染対策についての最

終報告をまとめた。

９・１９～２６ 運輸省、海上保安庁、外務省、国際協力

事業団（JICA）による「海賊対策調査団」は、
東南アジア４カ国を訪問し、海賊被害の防止

に向け、アジア域内での地域協力等について

意見交換を行った。

９・２０ 日本貿易会などで構成する「国際課税連絡協

議会」は、２００１年税制改正要望として外国税

額控除制度の拡充とタックスヘイブン税制の

見直しを自民党の税制調査会（会長：武藤嘉

文氏）に要望した。

９・２０ 日本政策投資銀行は、海運業４１社の２０００年度

設備投資計画調査（申告ベース、有形固定資

産に対する国内投資だけ計上）をまとめた。

前年度実績と比較して４２．８％減少の３９３億と

なる見通し。

９・２５ 交通エコロジー・モビリティー財団他２団体

は、今年４月に設置した「家電リサイクル品

の海上輸送システム活用に関する調査」の概

要を発表した。内容は、陸上輸送がメーンと

なっている家電リサイクリング品輸送につい

て、環境に配慮し長距離輸送が可能なシステ

ムである海上輸送の優位性を実証するものと

なっている。

９・２８ 運輸省は、国際船舶制度における第３回外国

人船員承認試験の合格者を発表した。今回の

試験では、フィリピン人船員５２名（航海士２７

名、機関士２５名）が合格した。

９・２９ 運輸省は、１１月１日に施行される改正港湾運

送事業法の施行規則など詳細を定めた省令を

官報に告示した。

９・２９ 米国に就航する世界の主要定期船会社３１社に

よる新しいロビーイング団体「World Ship-
ping Council（WSC）」の発足にともない、
CENSAはワシントン事務所を閉鎖した。

１０・６ 国際海事機関（IMO）・海洋環境保護委員会
（MEPC）は、海洋汚染防止条約（MARPOL）
対象船（MARPOL船）のシングルハルタンカ
ーの使用年限を現行の３０年から２５年に短縮す

ることで基本合意に達した。

１０・１０ 交通エコモビリティー財団は、エコマテリア
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ル海上輸送研究会（委員長久保雅義神戸商船

大学学長）において家電リサイクル品の海上

輸送研究で内航フィーダー船による実証実験

をスタートした。数度にわたり実証実験を行

い年内には中間報告、来年３月には報告書を

発表する。

１０・１２ 日本船舶輸出組合は、２０００年度の輸出船契約

を発表した。それによると１３５隻、６６０万４千

総トンと前年同期と比べ隻数では２隻増加し

ているが、VLCCや大型コンテナ船の増加に
より総トン数で３８％増となった。

１０・１３ 運輸省は、交通関連企業の景況感動向調査（速

報）を発表し、外航海運業（２７社）の景況感

は、「良い」４０．７％、「悪い」が２９．６％で DI値
（良い％－悪い％）は、１１．１％と前回の▲

２６．１％から３７．２ポイント改善した。また、内

航海運業（３１社）では、「良い」１９．４％、「悪

い」が４１．９％で DI値は、▲２２．５％となった。
１０・１６ 運輸省は、クルーズ旅行の振興方策に関する

基本方向をまとめた。内外格差のあるキャン

セル料収受開始期間の前倒しや、消費者が同

期間前倒しにより不利益とならないためのキ

ャンセル保険の整備を日本のクルーズ旅行の

振興方策として認める方針とした。

１０・１６ ISO!TC１０４（貨物コンテナ）総会ならびに傘
下小委員会会合がケープタウンにて開催され、

海上コンテナの重量規格、ロードトランスフ

ァーエリアの見直し検討を行うことなどが決

定された。

１０・１７ 経済団体連合会は、２０００年度の規制緩和要望

をまとめ政府に提出した。海運関係では、輸

出入・港湾諸手続の簡素化・促進およびワン

ストップサービスの実現をはじめ８項目を要

望した。

１０・１８ 国際海事機関（IMO）第８２回法律委員会が開
催され、油濁事故が発生した際の船主と荷主

の責任と補償額を定めた油濁２条約の限度額

の引き上げを採択するとともに、船客および

その手荷物の海上輸送に関するアテネ条約の

改定案等について検討を行なった。

１０・１９ 東京商船大学（杉崎昭生学長）と東京水産大

学（隆島史夫学長）はそれぞれ教授会を開催

し、両大学統合に向けた検討に着手すること

を承認した。今後は、両大学による検討会を

設置し、海運業・水産業に係わる教育研究分

野での共通部分の発展などを踏まえ統合に向

けた話し合いをすすめることとなる。

１０・１９ 運輸政策審議会総合部会（部会長杉山武彦一

橋大学教授）は、「２１世紀初頭における総合的

な交通政策の基本的方向」について運輸大臣

に答申した。答申では、転換を迫られるわが

国交通システムの現状を踏まえ、２１世紀初頭

の交通政策の基本目標に「経済社会の変革に

対応するとともに変革を促すモビリティー

（機動性）の革新」を設定するなどの提言を

行った。

１０・２０ １６日から宮崎で開催されていた APEC運輸
作業部会会合が閉幕した。海運問題について

話し合う「海運イニシアチブ」（議長国：日本）

ではWTO海運交渉について APEC各国が
WTOに意見表明することが呼びかけられた。

１０・２６ 運輸省は、「外航船舶に係る窃盗、強盗等対策

検討会議」を開催し、本年４月に開催した「海

賊対策国際会議」のフォローアップ状況につ

いて運輸省、外務省、海上保安庁がそれぞれ

説明し、本年９月に東南アジアへ派遣した「海

賊対策調査団」の報告や最近の海賊の状況、

船主の自主警備体制などをテーマに意見交換

を行った。

１０・３１ 当協会は、運輸大臣および政府の行政改革推

進本部規制改革委員会等に対し、２８項目から

なる規制緩和要望を提出した。

１０・３１ 当協会、日本造船工業会、船舶解撤企業協議

会は、各業界が連携し環境や安全衛生に配慮

した解撤方法を確立し、船舶の解撤・再利用

を通じて資源の循環型社会の構築を図るため

「シップ・リサイクル連絡協議会」を設立し、

第１回会合を開催した。

１１・１ 需給調整規制の撤廃や料金の事前届け出制な

どを盛り込んだ改正港湾運送事業法が施行さ

れた。

１１・６ 当協会は、自民党交通部会運輸・交通関係団

体委員会合同会議において、平成１３年度海運

関係の税制改正要望事項として、船舶の特別

償却制度と特定資産の買換え特例（圧縮記帳）

制度の延長などを要望した。

１１・７ 運輸省港湾局は「第７回新世紀港湾ビジョン

懇談会」（座長：森地茂東京大学教授）を開催

し、港湾整備のあり方として社会的ニーズに

対応した「くらし」をキーワードに掲げた最

終報告骨子案をまとめた。

１１・９ 運輸省は、１０月分の新造船建造許可実績を発
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表した。それによると、国内・輸出船合計で３８

隻、１５６万３千総トンで、前年同期に比べ８隻、

総トン数は９０．７％とそれぞれ大幅に増加した。

１１・１７ 港湾審議会第１７４回計画部会（部会長：須田"
八戸工業大学教授）が開催され、「港湾の開発、

利用および保全ならびに開発保全航路の開発

に関する基本方針」（基本方針）を運輸大臣に

答申した。

１１・２７～１２・５ 国際海事機関（IMO）第７３回海上安
全委員会が開催され、AIS（自動船舶識別シ
ステム）および VDR（航海データ記録装置）
の搭載要件を含む新 SOLAS!章案が採択さ
れ、２００２年７月１日発効する見込みとなった。

また、９５STCW条約適合国のホワイトリス
トを公表、フィリピンを初めとする船員供給

国がリスト入りを果たした。

１１・２９ 海運造船合理化審議会第５９回内航部会（部会

長：加藤俊平東京理科大学教授）が開催され、

２０００～２００４年度の内航適正船腹量を策定し、

運輸大臣に答申した。これによると暫定措置

事業（解撤交付金の交付）による減船効果も

あり２０００年度の適正船腹量との比較において

貨物船で１．１％の不足となった。

１１・３０ 先進１４カ国海運閣僚会議（CSG）の担当官級
会合がデンマークで開催され、韓国とアイス

ランドの加盟申請をはじめ、米国と CSGと
の会合にむけた意見交換をおこなった。

１１・２７～１２・６ 国際海事機関（IMO）第７３回海上安
全委員会（MSC）が開催され、９５年改正 STCW
条約に基づく締約国の船員の教育、訓練、試

験および資格証明の方法などについて条約の

要件を満たす７２カ国を第１回目のホワイトリ

ストとして承認した。また、AIS（船舶自動識
別装置）および VDR（航海データ記録装置）
の搭載要件を含む新 SOLAS!章案が２００２年
７月１日発効に向け採択された。

１２・８ 運輸省は、１１月分の新造船建造許可実績を発

表した。それによると、国内・輸出船合計で

１７隻６９万８千総トンで、前年同期に比べ４隻、

総トン数は３１．５％とそれぞれ増加した。

１２・１１ 運輸技術審議会（会長：星野二郎日本造船研

究協会会長）は、「２１世紀初頭の交通技術開発

の基本的方向について」を運輸大臣に答申し

た。同答申では、情報技術の進展を踏まえた

技術開発の必要性を強調したもので、海上交

通分野では ITを生かした「海の ITS」や、船

舶、陸上施設、航路などを一体としてとらえ、

トータルの輸送時間を短縮する「海上ハイウ

ェーネットワーク」の構築を技術開発目標に

挙げた。

１２・１４ 自民、公明、保守の与党３党は、平成１３年度

税制改正大綱を取りまとめた。

１２・１５ 運輸省は、港湾審議会答申の提言や港湾局内

での検討を踏まえ、行政学的・実務的見地か

らわが国港湾の管理運営制度のあり方につい

て調査検討する「今後の港湾の管理運営のあ

り方に関する検討会」（第１回）を開催した。

１２・２０ 海上保安庁は、日本・韓国・米国・ロシア４

カ国で構成した「北西太平洋海域海上警備機

関長官級会合」を開催し、国際化する薬物、

銃器の密輸や海賊問題などにつき共通認識を

得るべく意見交換を行った。同会合では、北

西太平洋の海上警備充実につき同会合参加国

間の協力体制の構築に向け、継続的に開催す

ることが合意された。

１２・２２「マリタイムジャパン研究会」（座長：橋本寿
朗法政大学教授）の初会合が開催され、欧州

海事クラスター実践国訪問団の報告や「マリ

タイムジャパン構想」を実現に移すための調

査計画などについて意見交換を行った。

１２・２２ 政府は、世界貿易機関（WTO）のサービス貿
易自由化交渉について、海運を含む運輸等９

分野に関する交渉提案（今後の交渉の進め方

等に関する提案）をWTOに提出した。
WTOから加盟国への提出要請に基づき提
出されたもので、海運分野については、実質

的な交渉の早期開始を強調するとともに、外

資制限や自国籍船、自国企業の優遇措置等の

改善を求める考えが盛り込まれた。

１２・２４ 平成１３年度予算の政府案が閣議決定され、海

運関係では財政投融資「交通・物流ネットワ

ーク」枠に３０４０億円（海運向け融資は当該枠

内対応）、若年船員養成プロジェクトに５０００

万円が認められた。

１２・２５ 運輸省は、今後の港湾政策の基本的方向性を

示す「新世紀港湾ビジョン」として「暮らし

を海と世界に結ぶみなと」をまとめた。

１２・２６ 生田当協会会長は、首都圏第３空港・羽田再

拡張問題について臨時記者会見を行った。

１２・３１ 外航労務協会は、平成１２年１２月３１日付をもっ

て解散し、その機能を当協会に移行すること

となった。

船 協 海 運 日 誌

船協海運年報２００１ 239



〈２００１年〉
１・６ 中央省庁の再編で運輸省、建設省、国土庁、

北海道開発庁の四省庁が統合し、国土の総合

的な整備や交通政策の推進を目指す新しい中

央官庁、国土交通省が発足した。海事政策分

野では、海上交通局と海上技術安全局が統合

し、海事局となることで海運・造船・船員の各

分野が関連する横断的な政策課題を一元的に

推進していくこととなる。

１・１０ 国土交通省は、２０００年の新造船建造許可実績

をまとめた。それによると３３１隻、１１５９万２

千総トンで、前年にくらべ５５隻増加、総トン

数で１９．５％増となった。

１・１５ 国土交通省の「リサイクル輸送システムの開

発・構築に関する調査検討委員会」（委員長：

長峰太郎 流通経済大学教授）は内航船によ

る家電リサイクル品の輸送実証実験を開始し

た。今回の調査は、家電リサイクル物流で、

指定取引先場所からリサイクル工場間の輸送

をトラックから海上輸送に促すもので、運送

コストや安全性などのデータを収集した。

１・１５ 国土交通省海事局船員部は、フィリピン・マ

ニラで日本人船長・機関長２名配乗の国際船

舶に乗り込む外国人船員の第四回承認試験を

１月１５～１９日に実施した。

１・１７ 日本船舶輸出組合は、２０００年１月から１２月の

輸出船受注実績を発表した。それによると同

実績は３０１隻、１４５６万１千総トンで、前年同期

に比べ６４隻増加、総トン数は６７％増加した。

１・２３ 国土交通省航空局は、第３回首都圏第３空港

調査検討会（座長：中村英夫武蔵工業大学）

を開催し、羽田空港に４本目の滑走路を建設

する羽田拡張案を明らかにした。同会合に特

別メンバーとして参加した当協会生田会長は、

空港整備の前提条件として船舶航行安全の確

保が不可欠であるとの見解を示した。

１・２４ 当協会は、「日本船主協会環境憲章」を決定し

た。

１・２６ 経済協力開発機構（OECD）は、１月２４～２６日
にかけて海運委員会（MTC）と貨物責任制度
に関するワークショップを開催した。

１・２９ 国土交通省は、「今後の港湾の管理運営のあり

方に関する検討会（第２回）」を開催し、公社

方式の課題や問題点を中心に議論を交した。

１・２９ ９２年国際油濁補償基金第５回臨時総会等が、
１月２９～３０日にロンドンで開催された。欧州

油濁補償基金（COPE Fund）に関する欧州委
員会の提案について概要説明が行われ、３月

開催のW.Gにおいて現行補償体制の見通し
について検討することが確認された。

２・６ 国際海運集会所（ICS）は、シップリサイクリ
ング・ワーキンググループを開催し、船のス

クラップ促進と、派生する資源の有効活用に

向けた技術的な課題や船主の行動規約などに

つき議論した。

２・１３ 国土交通省は、２００１年１月分の新造船建造許

可実績を発表した。それによると、国内・輸

出船合計２２隻 ８５万９千総トンで、前年同期

に比べ３隻、総トン数は３５．２％とそれぞれ減

少した。

２・１６ 国土交通大臣は、船員中央労働委員会に「２００１

年度の船員災害防止実施計画」の作成を諮問

した。同計画の主要対策では、総合的な安全

対策の推進、安全衛生委員会や協議会の整備

・活性化などを通じ、作業時や高年齢船員の

死傷災害事故防止対策を推進することや、作

業の標準化による安全の確保を求める。

２・１９ アジア船主フォーラム（ASF）シッピング・
エコノミックス・レビュー・コミッティ

（SERC）第８回中間会合が、インドネシア・
バリで開催された。

２・２２～２３ 国土交通省は、首都圏第３空港の候補地

に応募した各団体からの提案内容１６案につい

てヒアリングを行った。今回のヒアリングで

は航路への影響を中心に聴取を受けた団体も

あり、この聴取結果については第４回調査検

討会で報告することとなっている。

２・２２ 国土交通省は、独立行政法人評価委員会（委

員長：木村孟 大学評価・学位授与機構長）

を設置した。同委員会は、独立行政法人に移

行する航海訓練所、船舶技術研究所、港湾技

術研究所などの研究・教育機関を対象に、業

務実績の評価や中期計画について意見具申す

ることととしている。

２・２６ 国土交通省は、海上ハイウェイネットワーク

推進委員会（委員長：杉村武彦一橋大学教授）

を設置し、第一回会合を開催した。同委員会

では、高速・多頻度輸送のニーズが高まる中、

船舶航行の安全性と海上輸送の効率性を両立

させた海上交通環境の整備を港湾局、海事局、

海上保安庁が協同して目指すこととしている。

３・１ 国土交通省は、船社や損保会社など官民一体
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で構成する海賊被害防止対策検討委員会（委

員長・栗林忠男慶応義塾大学教授）を設置し、

第１回会合を開催した。

３・２ 当協会は、第２回「海洋環境シンポジウム」

を開催した。

３・１２ アジア船主フォーラム（ASF）船舶保険委員
会第６回中間会合が、香港で開催された。

３・１２ 国際油濁補償基金（IOPCF）油濁補償体制の
機能見直しに関する第２回WGが、ロンドン
で開催された。

３・１２ 国土交通省は、２００１年２月分の新造船建造許

可実績を発表した。それによると、国内・輸

出船合計２４隻１０４万５千総トンで前年同期と

比べ１７隻減少したが、大型船の建造許可が多

かったため総トン数では、１５．９％増加した。

３・１９ 「バンカーによる汚染損害についての責任お

よび補償に関する条約」外交会議がロンドン

の国際海事機関（IMO）本部で開催され、同
条約が採択された。

３・２３ 国土交通省は、独立行政法人評価委員会教育

機関分科会（分科会長・杉山武彦一橋大学大

学院教授）を開催し、４月１日から独立行政

法人としてスタートする同分科会所管の４団

体（航海訓練所、海技大学校、海員学校、航

空大学校）の５ヵ年中期計画案を策定した。

３・２６ アジア船主フォーラムシップ・リサイクリン

グ委員会は、第４回中間会合を台湾・台北で

開催し、シップ・リサイクリングに係る国際

動向について情報交換し、今後同委員会での

活動等について意見交換した。

３・２７ 当協会は、OECD事務局の定航船社間協定に
対する独禁法適用除外制度に関する調査に対

し意見書を提出した。なお、CENSAは３月１９
日に、WSC（ワールド・シッピング・カウン
シル）は、３月１１日にそれぞれ同調査に対す

る意見書を提出した。

３・２９ 国土交通省は、「港湾物流効率化推進調査委

員会」（座長：茅野大臣官房審議官）の第３回

中央委員会を開催し、港湾荷役の効率化・サ

ービスの向上に向けた諸課題の解決方策につ

いて検討した。

３・２９ 国土交通省は、「今後の港湾の管理運営のあり

方に関する検討会」（座長：来生新横浜国大

教授）の第３回会合を開催し、公共バースに

おける専用使用のあり方などについて議論を

行った。

３・３０ 官民一体で構成する海賊被害防止対策検討委

員会（委員長・栗林忠男慶応義塾大学教授）

第２回会合が開催され、インドネシアの海賊

多発地帯の実態、発生の背景などが紹介され、

その対応策などにつき検討した。

４・５ ２００１年度港湾春闘が妥結した。

４・１２ 国土交通省は、２０００年度の新造船建造許可実

績を発表した。それによると３４３隻、１，２８１万

９，０００総トンで、前年度比４８隻、２９３万１，０００総

トン（２９．７％）の増加となり、石油危機後２

番目の大量受注記録となった。

４・１３ 国土交通省は、同省が所管する規制項目に対

し、各方面から寄せられた２１７件の規制緩和

要望、意見などの対応状況を整理した「規制

改革に関する内外からの意見・要望に係る対

応状況」を公表した。

４・１６ 日本船舶輸出組合は、２０００年度の輸出船契約

実績を発表した。それによると２９３隻、１，５０４

万総トン、船価合計は１兆１，９１３億円で９７年

度以来３年振りに１兆円台に乗せた。

４・１６ 神戸商船大学（原潔学長）と神戸大学（野上

智行学長）は、両大学が統合によって、新た

な教育研究分野の創造を目指すことを目的に

「神戸大学・神戸商船大学統合協議会」を発

足させた。

４・２３～２７ 国際海事機関（IMO）・第４６回海洋環境
保護委員会（MEPC４６）が、ロンドンで開催
され、５，０００DWT以上のシングルハルタン
カーを、原則船齢２５年で順次フェーズアウト

し、最終使用年限を原則２０１５年とすることな

どを決めた。

このほか、TBTを含む船底防汚塗料の使
用を規制する新条約案およびバラスト水中の

有害水生生物の規制に向けた新条約案などに

ついて審議された。

４・２６ 当協会外航労務部会と全日本海員組合（井出

本榮組合長）は、２００１年度労働協約改定につ

いて最終合意に達した。

４・２９ 政府は、平成１３年度の叙勲・褒章受章者を発

表した。当協会会員会社関係者では、勲三等

瑞宝章に三本力元日本郵船副社長、勲四等旭

日小綬章に小谷猛太郎元東京船舶社長、藍綬

褒章に坂田昇元日本郵船副社長がそれぞれ受

章された。

５・８～９ 先進国海運担当官会議（CSG）と米国政府
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による「US・CSG会合」がワシントンで開催
された。同会合では、!安全運航!環境保全
問題"WTOサービス貿易自由化交渉#CSG
加盟国の海運政策$米国籍船維持のための取
り組みなどについて意見交換を行った。

５・９～１０ 国際海運会議所（ICS）!国際海運連盟
（ISF）は、英国バースでそれぞれ年次総会を
開催した。

５・１０ 国土交通省は、２１世紀の港湾の技術開発の方

向を示す長期政策「新世紀を拓く港湾の技術

ビジョン」を策定した。これは、平成１２年１２

月末にまとめた「新世紀港湾ビジョン」の理

念を技術面で具体化するための指針を示した

ものである。

５・１７ 国土交通省は「今後の港湾の管理運営のあり

方に関する検討会」（座長：来生新横浜国大教

授）の第４回会合を開催し、公共バースにお

ける専用使用のあり方などについて前回に引

き続き議論を行った。

５・１８ 海運大手３社の２００１年３月期決算が出揃った。

それによると燃料油の高騰が収益を圧迫した

ものの、定期船・不定期船・タンカーの海運

三部門同時好況と合理化効果が上回り、連結

営業利益は揃って過去最高を更新した。

５・１８ 国土交通省は、外航海運事業者２１３社に対し

て実施した海賊被害についてのアンケート調

査結果をまとめた。

５・２２～２３ アジア船主フォーラム（ASF）第１０回総
会が北京で開催され、アジア海運業界の共通

利益に関わる様々な問題等について議論され

た。

５・２５ 国土交通省は、海上ハイウェイネットワーク

推進委員会（委員長：杉山武彦一橋大学教授）

の平成１２年度第２回会合を開催し、船舶航行

の安全性と海上輸送の効率化を両立させた海

上交通環境推進に向けた取り組み全体像を取

りまとめた。

５・３０ 国土交通省は、第５回首都圏第３空港調査検

討会（座長：中村英夫武蔵工業大学教授）を

開催した。

５・３０～６・８ IMO第７４回海上安全委員会（MSC）
がロンドンで開催され、STCW９５条約（船員
の訓練、資格証明、当直基準に関する条約）

の要件を満たす国のリスト「ホワイトリスト」

の審査を行う他、船舶検査のための通路の強

制化など SOLAS条約（海上における人命安

全のための国際条約）の規則改定案を審議し

た。

６・１１ 国土交通省、外務省、海上保安庁および当協

会などで構成される「海賊および船舶に対す

る武装強盗等対策検討会議」が開催され、海

賊対策にかかわる各省庁の取り組み状況や今

後の計画などが報告された。

６・１１ 国土交通省は、２００１年３月末現在の内航船腹

量を発表した。それによると２０００年１２月末と

比べ０．８％増の６８３万７千重量トン（油送船は

立法メートルで換算）となった。

６・２０ 当協会は第５４回通常総会を開催した。

６・２１ 国土交通省は、２００１年度第１回「港湾物流効

率化推進調査委員会」を開催した。

６・２１ 国際海運会議所（ICS）は関係団体と合同で
構成するシップ・リサイクリング・ワーキン

グ・グループをロンドンで開催した。同会合

において、船舶リサイクルヤード周辺の環境

保護および労働者の健康・安全の確保に向け

て船主が自主的に取り組むべき項目をまとめ

た行動指針（Code of Practice）の最終化に向
けた議論が行われた。

６・２２ 第３管区海上保安本部は、東京湾に入港する

大型タンカーの規制を緩和し、最大船型を２６

万５千重量トンからダブルハル構造および入

港時喫水２１%以下を条件に最大３１万５千重量
トンにすることを認めた。

６・２５ 第２回グローバル・シップ・リサイクル・サ

ミットがロッテルダムで開催された。

６・２６～２９ ９２年国際油濁補償基金第３回「油濁２条
約の機能見直しに関するワーキング・グルー

プ」がロンドンの IMO本部で開催され、荷
主を拠出者とする「任意の追加補償基金」設

立の議定書案が審議された。

６・２６～２７ 国際商工会議所（ICC）の国際海事局
（IMB）は、第４回「海賊および幽霊船対策に
関する会議」をクアラルンプールにおいて開

催した。会議では東南アジア諸国や欧州など

３３カ国の海上警備機関や民間関係者が参加し、

海賊対策の意見・情報交換、具体策の検討が

行われた。

６・２８ 国土交通省は第６回「今後の港湾の管理運営

のあり方に関する検討会」を開催し、「港湾

管理運営検討委員会報告書（案）」を審議の上、

「報告書」を取りまとめた。
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京浜地区所属（７１社）

ア ク ト マ リ タ イ ム 株 式 会 社 取締役社長 津 郷 卓 見

旭 海 運 株 式 会 社 取締役社長 下玉利 康 雄

旭 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 菊 間 邁

東 海 運 株 式 会 社 取締役社長 関 司満雄

株式会社ブルーハイウェイライン 取締役社長 若 杉 ! 俊

千 葉 商 船 株 式 会 社 取締役社長 木 内 志 郎

第 一 中 央 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 稲 田 正 三

第 一 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 関 美 英

大 東 通 商 株 式 会 社 取締役社長 中 部 由 郎

イースタン・カーライナー株式会社 取締役相談役 ! 井 太 郎

日 之 出 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 小 林 宏 志

邦 洋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 内 藤 吉 起

宝 洋 海 運 産 業 株 式 会 社 取締役社長 児 玉 常 弘

出 光 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 岡 村 善 晴

飯 野 海 運 株 式 会 社 取締役社長 太 田 健 夫

株式会社インターパシフィック・ラインズ 取締役社長 岩 井 洋

インターエイシアライン株式会社 取締役社長 本 荘 卓 彌

板 谷 商 船 株 式 会 社 取締役社長 板 谷 宮 吉

神 原 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 神 原 眞 人

関 汽 外 航 株 式 会 社 取締役社長 有 井 晋

川 崎 近 海 汽 船 株 式 会 社 取締役会長 毛 利 盟

京 北 海 運 株 式 会 社 取締役社長 小 川 延 夫

近 海 郵 船 株 式 会 社 取締役社長 齋 藤 正 一

国 際 エ ネ ル ギ ー 輸 送 株 式 会 社 取締役社長 廣 瀬 忠 邦

国際マリントランスポート株式会社 取締役社長 南 野 孝 一

栗 林 物 流 シ ス テ ム 株 式 会 社 取締役社長 栗 林 宏 吉

栗 林 商 船 株 式 会 社 取締役社長 栗 林 宏 吉

共 榮 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 瀬 戸 靖 雄

共 和 産 業 海 運 株 式 会 社 取締役社長 三 輪 大 成

日 本 船 主 協 会 会 員 名 簿 （地 区 別
アルファベット順）

（２００１年４月１日現在）

会 員 名 届出代表者役職名・氏名
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三 菱 鉱 石 輸 送 株 式 会 社 取締役社長 泉 浩

三 井 近 海 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 渡 辺 豊

株式会社エム・オー・シーウエイズ 取締役社長 梅 谷 一 城

宗 像 海 運 株 式 会 社 取締役社長 市 倉 則 勝

株式会社ナカタ・マックコーポレーション 取締役会長 中 田 貞 雄

ナ ビ ッ ク ス 近 海 株 式 会 社 取締役社長 田 村 茂

日 本 マ リ ン 株 式 会 社 取締役社長 井 出 松 雄

日 本 海 運 株 式 会 社 取締役会長 後 藤 隆

日 本 海 洋 事 業 株 式 会 社 取締役社長 松 原 功 一

日 本 サ ル ヴ ヱ ー ジ 株 式 会 社 取締役社長 草 野 計 重

日 本 水 産 株 式 会 社 取締役社長 垣 添 直 也

日 本 郵 船 株 式 会 社 取締役社長 草 刈 隆 郎

日 産 専 用 船 株 式 会 社 取締役社長 住 友 昭 夫

日 伸 海 運 株 式 会 社 取締役社長 藤 井 弥 生

日 正 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 相 澤 達

株 式 会 社 ニ ッ ス イ シ ッ ピ ン グ 取締役社長 河 西 邦 夫

日 鐵 物 流 株 式 会 社 取締役社長 阿 部 久

日 鉄 海 運 株 式 会 社 取締役社長 川 戸 健

三 光 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 松 井 毅

三 洋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 三 木 孝 幸

関 兵 海 運 株 式 会 社 取締役社長 関 駿 也

新和ケミカルタンカー株式会社 取締役社長 小 林 公 孝

新 和 海 運 株 式 会 社 取締役社長 鷲 見 嘉 一

新 和 内 航 海 運 株 式 会 社 取締役社長 梅 村 克 彦

株 式 会 社 商 船 三 井 取締役社長 鈴 木 邦 雄

商 船 三 井 客 船 株 式 会 社 取締役社長 宮 ! 通

昭 和 シ ェ ル 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 香 藤 繁 常

昭 和 油 槽 船 株 式 会 社 取締役社長 鳥 飼 万歳喜

太 平 洋 沿 海 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 秋 山 滋

太 平 洋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 石 川 有 一

太 平 洋 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 秋 山 滋

太 平 洋 興 発 株 式 会 社 取締役社長 池 田 ! 之

玉 井 商 船 株 式 会 社 取締役社長 玉 井 洋 吉

反 田 海 運 株 式 会 社 取締役社長 反 田 邦 彦
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反 田 産 業 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 反 田 邦 彦

東 朋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 三 河 尚 義

東 京 マ リ ン 株 式 会 社 取締役社長 桑 野 訓

東 京 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 金 盛 啓太郎

東 京 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 松 永 宏 之

鶴 見 サ ン マ リ ン 株 式 会 社 取締役会長 島 津 正 利

上 野 ト ラ ン ス テ ッ ク 株 式 会 社 取締役社長 上 野 孝

雄 洋 海 運 株 式 会 社 取締役社長 甲 斐 勝

阪神地区所属（３２社）

旭 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 矢 島 豊

第 一 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 飯 塚 秋 次

大 光 海 運 株 式 会 社 代表取締役 金 子 勝 信

大 日 イ ン ベ ス ト 株 式 会 社 取締役社長 石 坂 公 孝

芸 州 海 運 株 式 会 社 取締役社長 城 戸 常 太

八 馬 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 森 岡 弘 平

乾 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 乾 英 文

株 式 会 社 関 西 テ ッ ク 取締役社長 上 山 清 治

川 崎 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 ! 長 保 英

神 戸 棧 橋 株 式 会 社 取締役社長 林 忠 男

神 戸 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 原 田 弘

国 華 産 業 株 式 会 社 取締役社長 柾 木 久 和

株 式 会 社 協 成 ラ イ ン 代表取締役 真 木 克 朗

枡 本 海 運 産 業 株 式 会 社 取締役社長 枡 本 守 生

明 治 海 運 株 式 会 社 取締役社長 内 田 和 也

浪 速 タ ン カ ー 株 式 会 社 取締役社長 福 岡 孝 一

日 産 プ リ ン ス 海 運 株 式 会 社 取締役社長 長 手 裕

新 田 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 新 田 仲 博

大 阪 船 舶 株 式 会 社 取締役会長 小 谷 道 彦

佐 藤 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 佐 藤 忠 男

佐 藤 國 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 佐 藤 國 臣

セ ン コ ー 株 式 会 社 取締役会長 馬 場 英 次

瀬 野 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 瀬 野 利 一

神 鋼 物 流 株 式 会 社 取締役社長 岸 本 堅太郎
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正 栄 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 檜 垣 榮 治

田 渕 海 運 株 式 会 社 取締役社長 田 渕 訓 生

太 洋 日 本 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 田 中 溥 一

大 窯 汽 船 株 式 会 社 取締役社長 守 石 恵 三

株 式 会 社 辰 巳 商 会 取締役会長 高 森 昭

東 慶 海 運 株 式 会 社 取締役社長 長谷部 安 俊

東 興 海 運 株 式 会 社 取締役社長 井 ! 大 介

東 和 船 舶 株 式 会 社 取締役社長 長 手 裕

九州地区所属（５社）

堀 江 船 舶 株 式 会 社 取締役会長 堀 江 " 三

北 九 州 運 輸 株 式 会 社 取締役社長 荒 木 敦

松 島 コ ー ル ラ イ ン 株 式 会 社 取締役社長 政 住 重 幸

鶴 丸 海 運 株 式 会 社 取締役社長 鶴 丸 俊 輔

宇 部 興 産 海 運 株 式 会 社 取締役社長 坂 田 守
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